
決算特別委員会の審議方法について 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

９月 ９日（月）

１０：００～ 

議  会  室 

令和５年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・監査委員 

・議会事務局 

・会計室 

・総務課 

・企画財政課 

９月１１日（水）

１０：００～ 

議  会  室 

令和５年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・税務課 

・住民課 

・町民生活課 

・環境資源課 

９月１３日（金）

１０：００～ 

議  会  室 

令和５年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑） 

・福祉課 

・子育て支援課 

・健康介護課 

・産業観光課 

９月１７日（火）

１０：００～ 

議  会  室 

令和５年度宮代町一般会計決算の認定について（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

・教育推進課 

９月２０日（金）

１０：００～ 

議  会  室 

１、令和５年度宮代町国民健康保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

２、令和５年度宮代町国民健康保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 

・住民課 

３、令和５年度宮代町介護保険特別会計決算の認定について 

（質疑・討論・採決） 



・健康介護課 

４、令和５年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 

５、令和５年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

（質疑・討論・採決） 

・まちづくり建設課 
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第 １ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） おはようございます。 

  決算特別委員会委員長の土渕でございます。 

  委員会始まる前に皆様にご報告申し上げます。 

  円滑な委員会運営のため、撮影のほうをさせて

いただきますので、皆様にご報告申し上げます。 

  本日９月９日から20日までのうち、５日間にわ

たりまして、委員会が開催されるわけでございま

すが、円滑な運営にご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

  決算審議の方法につきましては、先日手元に配

付しました決算特別委員会日程及び審議の方法に

ついてのとおり、一般会計決算、特別会計決算、

水道、下水道事業会計の順に審議を進めていきた

いと思っています。 

  また、審議につきましては、最初に監査委員に

対して質疑、その後一般会計については、各課ご

とに議会事務局、会計室、総務課、企画財政課、

税務課、住民課、町民生活課、環境資源課、福祉

課、子育て支援課、健康介護課、産業観光課、ま

ちづくり建設課、教育推進課の順に審議をお願い

したいと思いますが、議事進行の都合により変更

もあると思われますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  ここで、委員会の運営上のお願いがございます。 

  質問者、答弁者とも発言されるときは必ず挙手

をして、委員長の許可を受けてから質問者、答弁

者の氏名を述べていただき発言していただくよう

お願いします。 

  また、質疑、答弁は簡潔明瞭にお願いします。 

  最後に、委員会皆様のご協力をいただきまして、

委員会が慎重審議かつ効率的な運営が図れますよ

う特段のご配慮をお願い申し上げまして、あいさ

つと代えさせていただきます。 

  それでは、始めます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎開議の宣告 

○委員長（土渕保美君） ただいま出席委員は13名

であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに決算特別

委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議長あいさつ 

○委員長（土渕保美君） これより審議に入ります。 

  それでは、議長、ごあいさつをお願いいたしま

す。 

○議長（田島正徳君） 皆さん、おはようございま

す。 

  令和５年度の特別委員会、決算のほうを慎重審

議でよろしくお願いしたいと思います。いろいろ

と議事進行、端的に、簡単明瞭に質疑のほうよろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号～議案第５７号の監

査委員質疑（監査委員） 

○委員長（土渕保美君） 本日は、新祖代表監査委

員に出席していただいておりますので、一般会計、

各特別会計の決算、上下水道事業会計について代

表監査委員に質疑がございましたら、よろしくお

願いします。 

  質疑はありますか。 
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〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

代表監査委員への質疑を終了します。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（議会事務局） 

○委員長（土渕保美君） それでは、本委員会に付

託されました議案第38号 令和５年度宮代町一般

会計歳入歳出決算の認定についての審査を行いま

す。 

  初めに、議会事務局から始めたいと思います。

本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 改めましておはよ

うございます。議会事務局長の押田でございます。

本日、出席している職員の自己紹介を各自行いま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

○議会事務局主幹（関根雅治君） おはようござい

ます。議会事務局主幹の関根と申します。 

  よろしくお願いします。 

○議会事務局主任（金子尚子君） 議会事務局主任

の金子尚子です。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  決算書の48ページをお願いします。 

  議会費の不用額についてですけれども、この

176万7,533円のうち、私が辞めた給料はどのぐら

いなんでしょう。 

  まず１点ですけれども、まだたくさんあります。 

○委員長（土渕保美君） 全部言っていただけます

か。 

○委員（金子正志君） 議会の運営についてですけ

れども、一般質問に質問に即した資料を１枚から

10枚ぐらいつけて、議会運営を非常に円滑にして

いるわけです。持ち時間が１時間と限られている

わけですから、この資料をつけることを議会運営

委員会でぜひ決定していただきたいと思います。 

  決算報告ですけれども、決算によりまして、来

年の予算に運営を反映させるということでよろし

くお願いいたします。 

  それから、先ほどの不用額については、再質問

にいたしますのでよろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長押田

でございます。 

  金子委員からの質疑に対しまして２点ございま

したが、順次説明のほうさせていただきます。 

  まず、１点目でございますが、決算書の48ペー

ジ、議会費における不用額が176万7,533円という

ことでお話のほういただきました。 

  こちらのほうの不用額についてでございますが、

金子委員ご承知のとおり、町議選の改選前にお辞

めになったということで、その分の人件費が執行
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がなかったということで、不用額となっておりま

す。なお、７月19日付で辞職願が提出されたため、

８月から２月の分までの報酬等の支払いが生じな

かったということで、約176万7,000円の不用額が

生じたものでございます。 

  続きまして、２点目でございます。 

  こちらのほうにつきましては、ご意見、ご要望

として捉えておりますけれども、一般質問時にそ

の関係資料の提出をさせていただきたいというよ

うなお話をいただいたところでございます。 

  金子委員、お話しいただいたとおり、こちらの

ほうにつきましては、議会運営委員会のほうで決

定してほしいというようなお話をいただいたとこ

ろでございますので、事務局といたしましては、

こちらのほうで決定事項にすることができかねま

す。 

  よって、議会運営委員会のほうで、もう一度お

諮りいただいて、一般質問時における資料の提供

等についてはご審議いただければというふうに考

えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 一般質問での資料提出の件

は、ぜひよろしくお願いいたします。 

  それから、不用額についてですけれども、私、

７月12日に辞任届出しまして、また立候補したわ

けですけれども、勝手にまた出てきたということ

で、非常に批判する人がこの中にいるんです。そ

れで、ちょっと弁明させていただきます。 

  私が辞表を出したのは、９月議会に一町民とし

て合併請願を出したかったからです。 

○委員長（土渕保美君） すみません。 

○委員（金子正志君） これは私の名誉に関わるこ

とですので、ぜひ発言させていただきたいと思い

ますけれども、許可お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 金子委員、今回の金子委

員のは質疑でなく要望になりますので撤回をお願

いいたします。 

○委員（金子正志君） はい。それでは質問を変え

ます。 

  不用額176万円のうち、３割でいいですから、

来年度の決算に回していただきたい。そして、ア

ンケート調査費用に回していただきたい。それが

できるんでしょうか。 

  質問です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長の押

田でございます。 

  金子委員のほうから不用額のほうについては来

年の決算に回していただきたい、またアンケート

のほうに予算を回していただきたいというような

お話でございました。 

  こちら、アンケートにつきましては、総務課の

ほうの予算でやり繰りするものでございます。よ

って、議会人件費として不用額が出たものをそち

らのアンケートに回すことはできかねますのでご

理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 終わりにします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。佐藤

でございます。 

  主要な施策に関する説明書の74ページですけれ

ども、２つ、議会運営事業と会議録調製事業のこ

の２つがこちらのほうには説明書のほう記載され

ております。 
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  ちょっと細かいところ、上の「成果」と書いて

あるところの１行目の最後は、「問い正す」、こ

れ字が質問の質の「問い質す」になるので、一応

つけたしておきます。 

  それで、上はいいとしまして、会議録調製事業

なんですけれども、僕は議員になる前からずっと

言っているんですけれども、録画関係とかの、配

信関係ですか、その辺のはもっと安くやっている

自治体もあるよということ、もうインターネット

中継、録画中継始まった頃からずっと言っている

んですけれども、それを調べたり、調査したりと

か、具体的に言うと、ユーチューブとかニコニコ

動画とかというものをやっていて、六、七年前か

な、たしか草津町のこと僕はお伝えしたと思うん

ですけれども、独自でですけれども。あそこは当

時、ユーチューブ使っているんですけれども、喜

多方市と同じように。ユーチューブを使って草津

町は、１議会当たり大体２万から３万円ぐらいで、

と。当然、ユーチューブですから、検索機能はな

くなってしまうというのはあるんで、同じように

は比較はできませんけれども、この宮代町で100

万以上毎年、かけているというところは単純に配

信委託料だけでそれぐらいいっちゃっているとい

うところがありますので、もうちょっと安くでき

るような形でやれることを検討していただければ

いいかなと思っておりますが、そこのところは、

今の進捗というか、ずっと言っていることなので、

どうなっているかということをお聞きしたいと思

います。 

  あとは、いつになったらライブ中継になるよう

な、それについては予算とかってどれくらい必要

なのかというところも当然調査していると思いま

すので、そこのところもお願いいたします。 

  これも「成果」と書いてあるところの、「全て

の本会議及び特別委員会について、会議録調製」

云々とありますけれども、例えば、この前問題に

なって、今でも問題になっておりますけれども、

広報委員会のは一応議運とかと同じような位置づ

けになっているにもかかわらず、会議録はほとん

ど作られていませんし、また、これは住民の方か

らも言われたんですけれども、あまりにも本会議

以外は要旨という形で、会議録の、あっさりし過

ぎていて、これじゃ本質的なところが分からない

といった声を昨年の11月ぐらいだったかな、まだ

当選する前ですけれども、その頃から何人かから

お聞きしておりましたが、要旨からある程度のも

うちょっと厚いものにするにはやはりそれなりの

予算がかかってしまうのかどうかというのが分か

らないので、そこのところもお願いいたします。 

  最後に、決算書の48ページのこれ、他の項もあ

るんですけれども、インターネット利用料という

のがこれ、具体的にどのような形で各課出てくる

のか、というのの仕組みというか内訳というかそ

このところを分かる範囲で結構ですので、よろし

くお願いいたします。 

  先ほどの説明書の74ページのところの会議録調

製事業は、決算書の50ページの真ん中よりもちょ

っと下のところにも出ていましたのでお願いいた

します。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主任。 

○議会事務局主任（金子尚子君） 議会事務局主任

の金子と申します。 

  佐藤議員ご質問のインターネット利用料なんで

すけれども、こちらの議会室に置いてございます

こちらのパソコンをインターネットで使用する際

の利用料となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 局長。 
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○議会事務局長（押田昭浩君） それでは、順不同

になりましたが、佐藤委員からの質疑に対しまし

て、お答え申し上げます。 

  １点目の関係でございます。 

  こちら、録画中継の配信関係だと思われます。

こちらのほうにつきましては、今、会議録研究所

さんのほうでお願いしているところでございます。

会議録作成のほか、会議録検索システムですとか、

映像システム等も取り扱っている業者でございま

す。 

  古いんですけれども、令和３年７月で、全国的

に約580ぐらいの自治体で活用している実績がご

ざいます。この数値に関しましては直近でなくて

大変申し訳ございません。また、県内でも、県庁

はじめ46の市町村で会議録研究所を活用している

実績がございます。 

  当町におきましても、会議録を作成していると

いうこともございまして、会議録検索システムと

録画・配信業務、議場用の映像音響設備と株式会

社会議録研究所さんのほうと契約をしている状況

にございます。こちらのほう、例えばほかの業者

さん等導入するに当たっては、業者を変えた場合

については、新たな会議録検索システムのデータ

を作成する費用が生じることですとか、業者の変

更によって、変更前と変更後で、会議録検索シス

テムが２つに分かれてしまいまして、ご覧になる

利用者に不便を生じるようなデメリットもござい

ます。このため、不要な経費を発生させないため

にも、今のところは現状で考えているところでご

ざいます。 

  また、ユーチューブのほうについても、いろい

ろメリット、デメリットはあろうかと思いますが、

現在のユーチューブの導入については、こちらの

ほうでは考えていないような状況でございます。 

  また、２点目のライブ中継、いつになったら始

めるのかというのは、ご質疑いただきました。こ

ちらのほうにつきましては、ライブ中継をもし議

員さんのほうでぜひともライブで流してほしいと

いうようなご意見、ご要望をいただきましたら、

そちらのほうについて議員の皆様と検討した上で

予算計上して進めたいと考えております。 

  よって、事務局のほうでライブ中継を始めます

ということは議員さんのほうには申し上げられま

せんので、議会の中で、皆様方で、議員さんで話

し合っていただいて、議会の総意として事務局の

ほうに上げていただいければ、こちらのほうにつ

いては前向きに検討進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○議会事務局主幹（関根雅治君） 主幹関根と申し

ます。よろしくお願いします。 

  質問の中に、会議録の関係、定例会と予算特別

委員会、決算特別委員会については会議録研究所

さんのほうで会議録の作成をしております。 

  例えば、議会広報委員会ですとか、議会運営委

員会につきましては、委託ではなく、事務局のマ

ンパワーで作っているところがありますので、今

のところ要旨の記録ということで、ホームページ

で公表させていただいております。 

  内容を例えば詳細にするですとか、費用につい

ては、単純にマンパワーになりますので、予算上

にプラス幾らということはありませんが、事務局

のほうの努力ということになりますので。 

  ただ、広報委員会につきましては、今後、少し

検討していきたいと思っております。 

  よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 
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  先ほどの中継の件のほうですけれども、ユーチ

ューブは今のところ、考えていない、ニコニコ動

画もそうなんでしょう。考えていないというのは、

検討して、それで比較してそれで現状のほうがい

いという意味なのか、それともそもそも何も考え

ていないという意味なのかというところをお尋ね

したいと思います。 

  また、これに伴いまして、会議録研究所の今の

500幾つの自治体がとかいろいろおっしゃってい

ましたけれども、当然、会議録研究所からほかの

ところになったらインターフェース等も変わって

くるという意味で、使いやすさというか使い方が

変わってくるということだと思いますが、そのよ

うなことを理由の大きな柱として述べていると、

仮にずっと安くてずっと使いやすいところが出て

きたときにもこういう理由があるからということ

で改善されなくなってしまう、また急に変えると

これまでのというところもありまして、これどん

なものでもいいんですけれども、先の前段の委員

の金子さんのいろんなご指摘とかも改善するべき

ことによって、よくなるんであれば、今までと多

少変わっても第５次総合計画にも書いてあります

けれども、町のほうでも前例踏襲するのをやめる

というか、そのようなことどこかありましたけれ

ども。第５次総合計画25ページに「前例踏襲や慣

例に囚われず新しい一歩を踏み出すため」という

のありますので、そこのところはもうちょっと柔

らかくというか前向きに考えていただきたいと思

います。 

  また、さっき、予算的なことの、ライブになっ

たときとする場合に、増えてしまうのかどうかと

いうところがなかったので、ここのところは答弁

漏れみたいな形でお願いいたしたいと思います。 

  ライブ中継に今、なっていない、録画という形

なので、近隣の市については、もう生で見て、仮

に４時に終わったら、そこからは、終わったら今

度はそれを録画したのをやる、でもうちの場合に

は一旦録画して、場合によってはこの前みたいに

勝手に編集したりとかされちゃったりすると、２

週間ぐらいたってからとなると、町民に対しての

議会の状況を伝えるということができなくなりま

す。 

  また、先ほど委員会の撮影の件も出ていました

けれども、ここのところさっき言い忘れましたけ

れども、ほかの特別委員会等も、委員会等も中継

することも考えていただきたいと思いますが、そ

の場合どれくらい増えるのかということもお願い

いたします。 

  あと先ほど１回目のときにちょっと漏れてしま

って申し訳ないんですけれども、議会の傍聴環境、

これ議会基本条例のほうだったかな、出ていると

思うんですけれども、特にこれはすごい根本的に

やるとお金かかるけれども、例えば年配の方から

議場の傍聴席が階段が危ないというのは前から聞

いているんですけれどもね。 

  傍聴環境の整備というのは、テーブル置いてほ

しいとかそのようなことも含めて、どの辺を議会

事務局として検討しているのかお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○議会事務局主幹（関根雅治君） 主幹関根です。

よろしくお願いします。 

  幾つかちょっと順が不動になってしまいますが、

ライブ中継の予算については、業者から細かい金

額は取っておりませんが、現状の金額にプラスア

ルファになるというお話は聞いております。 

  それから、委員会等も同じように中継ないし配

信というお話ですけれども、そちらのほうも予算

としては今のところ取っておりません。委員会の

場合ですと当然こちらのお部屋になるので、その
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環境、カメラとかの環境の整備もかかるので、初

期投資としてはそれなりにかかるのではないかと

想定しております。 

  それから、傍聴環境のほうにつきましては、ご

存じのとおり小ホールという場所になっています

ので、今、観覧席が非常に段差のある階段席にな

っていまして、危険であったりとか、そのテーブ

ルがないというのもありますけれども、こちらに

ついては、何分施設整備の予算等も立てなきゃい

けないというところもありますので、今、事務局

として、じゃ、テーブルを設置するとかという、

ちょっとお答えはできませんが、今後の検討材料

として検討していければと思っております。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長押田

でございます。 

  録画中継の関係でございます。こちらのほうに

ついてお答え申し上げます。 

  録画配信につきましては、平成30年度に古い話

ではございますが、議会で導入の検討をしていた

だいたような経緯がございます。 

  令和元年９月の定例会から現在の方式を実施し

ているような経緯もございます。ユーチューブに

つきまして、ユーチューブによる録画配信につき

ましては、導入を検討する際に、議員の皆様方の

ほうにご説明のほうさせていただきまして、安定

的な運用が難しいとして録画配信とした経緯がご

ざいます。 

  配信方法につきまして、これまでどおりの方法

で、実施していきたいというふうに現状考えてお

ります。 

  しかしながら、佐藤委員おっしゃるとおり、最

近ではユーチューブ、どこでも活用しているよと

いうような実績もございますので、そういったと

ころも自治体の研究をしながら進めていければと

いうふうにございます。 

  ですが、いつまでにやりますというような断言

はできかねます。前向きに検討ということでご理

解いただければと思います。 

  また、その件につきましては、議員さんのほう

からもいろいろなご提案とか情報をいただければ

事務局としては大変ありがたいと思っております

ので、いろいろな情報を議員さんのほうからもご

提供いただけるようよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  今、関根さんからだったかな、ライブ中継にし

た場合にはプラスアルファになると思うけれども、

具体的に金額はと、調べてないからなのか、それ

ともざっくりどれくらいプラスになるのか、とか

プラスになんないでやれるのか、近隣の自治体そ

こまで僕ちょっと聞いていないので、同じ事務局、

研究所のやっているところで、どうなっているの

かという仕組みはちょっと分からないんですけれ

ども、そこのところを調べていただいて、このく

らい例えばプラスになるとしたら、年間今100万

だったのが120万になりますよというふうのがあ

って初めて我々も検討が、それが費用対効果でど

うなのかなとか見ている人の関係どうなのかなと

いうところも踏まえてできるので、ライブになっ

たときにどれくらいアップになるのかというとこ

ろとか、同じような配信のところを調べていただ

きたいなと思っております。 

  そこのところ、今後検討していって３月の予算

のときにその辺が反映できればいいかなと思いま

す。 

  傍聴環境の点についても、事務局長からお答え



－９－ 

がいただきましたが、確かに施設のほうのでお金

もいっぱいかかるところ、階段に例えれば、なっ

てしまうんで、非常にお答えしづらいところだと

は思いますが、やはりああいうところで危ないな、

僕も膝を悪くしているので、あそこでつまずいた

こともありますけれども、あそこで落っこったら

相当なけがが予想されるので、ちょっと何らかの

対策というかそういうのを防ぐようなことをまず

は考えていただいて。前向きに検討しますという

のをいろいろの場面でよく言われるんですけれど

も、その後聞くと、実際検討していない、聞いた

だけでというのは、先ほどのユーチューブの件で

もありますけれども、具体的に検討したら、こち

らのほうがデメリットこれこれあった、こちらの

ほうがこれぐらい金額が多い、だからというので

それで初めて検証して検討したという形になるは

ずなのか、根拠を示さずにただ前向きにと言われ

ても、またこちらのほうとしてもそれを検証する

こともできないので、きちんとそこのところはお

願いいたします。 

  その点でいいかな。 

  委員長、今、討論お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 今のは要望ですね。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、考えを確認、

要望、ずっと要望しているんですけれども、前向

きに検討といろいろ言っているので、具体的なこ

とが出てこないので、きちんとその辺例えば、ラ

イブ中継にするとプラスアルファになると思われ

るとはおっしゃっていましたけれども、具体的な

ところはないので、きちんとそういうところを出

した上で、示してもらうように今後、少なくても

次の来年度予算のときにやっていただきたいなと。

何かしら考えがあるのか、先ほど委員会のほうで

もお金がかかるということを事務局長おっしゃい

ましたけれども。例えば、今、本会から撮ってい

るああいうふうなカメラで後ろにやって、固定カ

メラでユーチューブとかというんだったらほとん

どお金はかからずにできるというのもやっている

ところありますので、そういうところも含めての

検討を、具体的にしていくのかどうかというとこ

ろなんで、要望もありますけれども、具体的にき

ちんとやるかどうか、という担保というかお約束

というかをお尋ねしたいというところです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○議会事務局主幹（関根雅治君） 議会事務局主幹

関根でございます。よろしくお願いします。 

  質問といいますか、ライブ中継にかかる費用、

他市町の調査のお話があったと思うんですけれど

も、そちらのほうは当然調査をしてまいりたいと

思います。 

  傍聴席の対策等のことにつきましては、ちょっ

と質問があれなんですけれども、お願いしますと

最後言われたと思いますので、その辺の対策につ

いては、今後研究検討重ねてまいりたいと思いま

す。 

  ただ、３月の予算にというお約束はちょっと今

の現段階ではできかねます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  １点だけお伺いいたします。 

  議会だより作成に当たって、ここのところ毎年

入札が行われて、代わる代わる受けているという

状況なんですけれども、その一方で会議録の調製

事業は、先ほども説明もありましたけれども、入

札の在り方はどうなんでしょうか。会議録調製に

ついては、もう何年ぐらいずっと同じところに委

託しているんでしょうか。その辺の状況について
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もご説明いただきたいと思います。この辺につい

ては、確かに予算の関係もありますけれども、や

はりずっと１社で長く続いていていいのかどうか

という判断もあると思うんですけれども、その辺

どうなのかということで、まずお尋ねしたいと思

います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長押田

でございます。 

  それでは、丸藤委員の質疑に対しまして順次お

答え申し上げます。 

  まず、１点目の議会だより作成の関係でござい

ます。こちらのほうでございますが、事業といた

しましては、議会総務事業の需用費になるかと思

います。こちら、議会だよりにつきましては、過

去に定例監査等で監査委員の方からやり方を変え

たほうがいいというようなご指摘、また議員さん

のほうからもそのようなご指摘をいただいている

ような経緯がございます。 

  よって、令和３年度から見積り合わせを行いま

して、業者のほうを選定しているような経緯がご

ざいます。 

  ですので、今年はＡ業者であっても、来年度Ｂ

業者に変わるとか、今年Ａ業者であっても、また

来年Ａ業者と同業者であるというような状況は生

じるかと思います。 

  こちらのほうにつきましては、仕様書等で内容

を示しまして、それに基づきまして単価の金額を

はじいていただいているような状況がございます。

当然のことながら、同じような作業をしていただ

くような状況がございますので、はじいていただ

いた単価の金額によって契約のほうさせていただ

いているような状況がございます。 

  ２点目、会議録調整事業の関係かと思います。 

  こちらのほうにつきましては、会議録なんです

けれども、先ほど来から申し上げていますとおり、

会議録研究所さんのほうと委託をしているような

実績がございます。 

  会議録につきましては、検索システムとか導入

をさせていただいているような状況がございます

が、平成14年６月ぐらいから入っているというよ

うな認識をしているところでございます。その頃

から会議録研究所さんとのお付き合いがございま

す。指摘の入札関係等の選定でございますが、ほ

かの業者さんのほうに委託を変えた場合に、新た

な会議録検索システム用のデータが分かれてしま

いまして、先ほどの前段議員のほうのご質疑のほ

うでもお答え申し上げているとおり、それを閲覧

する利用者に不便が生じるようなこともございま

す。このため現在のところは現状維持の会議録研

究所さんのほうで引き続き進めていきたいなとい

うふうに考えているような状況にございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 議会だよりのほうはそのと

おりだと思うんですけれども。 

  会議録のほうについては、平成14年というとも

う何年になります。二十一、二年ですよね。それ

はもうそれだけずっと同じところにやっていれば、

委託先を変えただけでもう不便を生じますよ。そ

れは、理由なく。議会だよりだって、ずっと同じ

ところにそれだけ頼んでいれば、それはもう同じ

ようなことになると思いますね。それがいいのか

どうかということなんですよ。そうしますと、こ

れは県内でもほかも同じようにやっていると思う

んですけれども、全然入札の場合は、全くここの

業者以外は競争入札みたいな形にならないんです

か。 

  やはり、私が言っているのは、弊害が起きるん
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じゃないかなというふうに思います。実際、私た

ちも議会だよりをつくるに当たって、最低、粗原

は２週間待つということなんですけれども、もう

議会が遅いほうだとそれに比例して、一応目安は

２週間なんですけれども、すごく遅く仕上がって

くるんですよね。だとすると、そういう弊害も考

えなくちゃいけないと思うんですけれども。それ

は正直言って、支障も来しているわけですよね。

だから、そういう意味で、入札の在り方がいいの

かどうか、それともう一方ではそういった弊害も

実際起きているんですけれども、その辺の改善は

どのように考えればいいのか、その点お尋ねいた

します。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 議会事務局長押田

でございます。 

  それでは、お答え申し上げます。 

  会議録の関係でございますけれども、この案件

に限らず、議会だよりのほうも同じような取扱い

でやっているような状況でございます。 

  こちらのほうにつきましては、どこかの点で考

えなければいけないことかなというふうな思いも

ございます。ずっと同じ業者で、随意契約でやっ

ていくことでいいかどうかというのは、先ほど申

し上げたようにどこかの時点で考えるべきことと

いうふうに認識しております。 

  ただ、今、行っているのが会議録だけでなく、

検索システムの関係であるとか、現在撮影等につ

いても、全て会議録研究所さんのほうでお願いし

ておりまして、その金額のほうをお支払いしてい

るような状況がございます。こちらのほうにつき

ましては、単なるお金だけでなく、お金だけでは

測れない細かいサービスもあるというふうに考え

ているところでございます。そういったことも含

めて、今後検討した結果、随意契約で引き続きい

くのか、ほかにプロポーザルで競争でやったほう

がいいのかというようなことも視野に入れながら

前向きに検討進めていければというふうに考えて

おりますので、ご理解いただきますようお願いい

たします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それ以上の答弁は出ないと

思うんですけれども、やっぱり入札の在り方、ほ

かも全部そうですよ。随意契約は随意契約でいい

面もありますけれども、やっぱり競争入札して初

めて公平性が保たれると思いますし、それによる

弊害もあるかもしれません、長年やっているとね。

しかし、さっきも言ったようにもう一方でほかの

自治体でもこの業者を使っていることによる弊害

があるわけですよ。スピーディーに粗原が出てこ

ないという。だから、そういうことも考えて、こ

れはぜひ検討の余地ありますよ。ぜひ、また担当

が変わると同じようになっては困りますので、こ

れはきちっと対応していただきたいということで、

お願いします。 

  どうでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  局長。 

○議会事務局長（押田昭浩君） 丸藤委員のご指摘

を受け止めまして、いい方向に進めるよう事務局

として考えさせていただければと思います。 

  ですが、この件について今すぐどうこう、いつ

までにやりますよというような断言はできかねま

すので、その点ご理解いただきまして、見守って

いただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます
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か。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、議会事

務局の質疑を終了させていただきます。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４７分 

 

再開 午前１０時４８分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（会計室） 

○委員長（土渕保美君） これより会計室の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○会計管理者（宮野輝彦君） 改めましておはよう

ございます。 

  会計管理者の宮野と申します。 

  よろしくお願いいたします。 

  それでは、出席職員の自己紹介をさせていただ

きます。 

○会計室長（齋藤幸成君） おはようございます。

会計室長の齋藤と申します。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いします。 

  歳入、歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  以前、窓口でもちょっとお尋ねしたことあった

んですけれども。特に総務課のほうで医療文書管

理システムやらいろいろとペーパーレスにのほう

に向けていろいろやっているというのは、説明書

のほうでも書いてありますけれども。そういうコ

ピー用紙とかそういうの会計室のほうで最終的に

一括して発注したりとか納品したりとかというふ

うにお聞きしているんですけれども、実際問題、

昨年と一昨年度で特に紙関係コピー用紙にしろ、

何にしろ、この辺はどのくらい削減というか節約

できているのかどうかというところをお尋ねした

いんですけれども。 

  ページ数がちょっと該当するのか分かんないん

ですけれども。答えのときにちょっとここが該当

しますよというのをご指摘いただけるとありがた

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○会計室長（齋藤幸成君） 会計室長の齋藤です。 

  決算書のページが61ページ、62ページになりま

す。 

  会計管理費の共通事務事業の10節需用費の消耗

品費のところがコピー用紙の予算になります。ご

質問ありましたコピー用紙がどれぐらい削減でき

ているのかというご質問ですが、まず、令和４年

度のＡ４のコピー用紙の購入枚数ですが285万枚、

令和５年度が255万枚の購入実績がございまして、

令和４年度から令和５年度に約30万枚削減できて

いるところでございます。 

  同じくＡ３の用紙につきましては、令和４年度

が10万5,000枚購入実績がございまして、令和５
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年度が９万7,500枚、7,500枚の削減ができている

状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れなんじゃないかな

と思うんですけれども、トナーとか、プリンター

のインクとか、その辺が漏れていると思います。 

○委員長（土渕保美君） 室長。 

○会計室長（齋藤幸成君） 会計室長の齋藤でござ

います。 

  コピー機のトナーですとかは会計室ではなくて

管財部のほうで管理してございますので、申し訳

ございません、会計室ではちょっとそういった資

料は持ち合わせてございません。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。どうもあり

がとうございます。 

  紙ベースでＡ４は30万枚、Ａ３が7,500枚とい

うふうに削減はされているということですが、こ

れ金額ベースで言うとどれくらいになるのでしょ

うか。 

  また、決算の場ではありますけれども、令和３

年が今出てこなくて、来年はどういう見込みかと

いうのを聞きたいなと思ったんですけれども、パ

ーセンテージで言えば毎年どのくらい紙の削減に

なっているとか、その辺分かる範囲でお答えいた

だければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○会計室長（齋藤幸成君） 会計室長の齋藤でござ

います。 

  ご質問はコピー用紙の削減について金額的にど

れくらい削減できたかというご質問だと思います

が、コピー用紙につきましては毎年、単価契約を

しているところでございます。ここ最近、物価高

騰がございまして、令和４年度から令和５年度に

かけて単価が非常に上がっているところでござい

ます。例えばＡ４につきましては、令和４年度、

１ケース2,500枚が1,360円のところ、令和５年度

につきましては1,830円と３割以上増えている状

況でございます。 

  そのため、紙の枚数は削減できているんですが、

金額的には増となっております。金額で38万ぐら

いの増となっているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

会計室の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

  再開は11時10分といたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより総務課の審査を行います。 

  審議に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○総務課長（菅原隆行君） 皆さん、おはようござ

います。総務課長の菅原です。よろしくお願いい

たします。 

  以下、自己紹介させますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○総務課副課長（青栁 誠君） おはようございま

す。総務課副課長の青栁です。よろしくお願いい
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たします。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） おはようございます。

総務課秘書広報担当、主幹の齋藤でございます。

よろしくお願いいたします。 

○人権推進室長（野口延寿君） おはようございま

す。総務課人権推進室長の野口でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○庶務職員担当主査（宮﨑太朗君） おはようござ

います。総務課庶務職員担当、主査の宮﨑と申し

ます。よろしくお願いします。 

○総務課主幹（中村淳一君） おはようございます。

総務課庶務職員担当主幹、中村と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○文書法規担当主査（小林美香君） おはようござ

います。総務課文書法規担当の主査、小林と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  決算書50ページをお願いいたします。 

  町長給料です。今回、私が一般質問いたしまし

たけれども、宮代町の財政状況は非常に悪い。財

源不足額、人口１人当たりで見ると５市２町で最

大、法人住民税はやはり５市２町で、こちらは最

低という状況で、非常に悪い。榊原町長と庄司町

長、榎本町長、財政状況が悪いということで20％

町長報酬を削減してきた。なぜ新井町長は満額な

のか。これは総務課で問題にならないんでしょう

か。ご答弁お願いいたします。 

  ほかの質問は……。 

○委員長（土渕保美君） すみません、金子委員、

一括してお願いいたします。 

○委員（金子正志君） 次の質問はイベント事業で

す。 

  各課にまたがったいろんなイベントをやってい

ると思いますけれども、全部のイベントの総額は

幾らか。大きいものでは町民まつり、町民フェス

ティバル、小さいものではゲートボール大会とか、

例えばわくわくロードの話合い、そういったイベ

ントに関するような費用は総額で幾らか。結構使

っていると思うんですね。今、宮代町は予算が厳

しいからハード事業に余り予算を回さずに、ソフ

ト事業をたくさんやっていると聞きますので、そ

のソフト事業の合計金額を知りたい。 

  それで、なぜ合併調査費用の僅か数十万の費用

が出てこないんだか、私はそこを非常に疑問に思

っているので、そういうイベント費用をぜひとも

聞きたい。 

  ２点に絞って、あとは再質問でいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○総務課長（菅原隆行君） 総務課長の菅原です。 

  まず、１点目にご質問いただきました町長の給

料につきましては、これはいずれも町長ご自身で

今まで判断をされてきたものでございますので、

執行部側から提案ですとか、あるいは意見をした

ことというのは今までもございませんので、引き

続き町長のお考えに沿う形でやっていくものかな

というふうには考えております。 

  ２点目につきましては、いずれも財政に関わる

部分と、あと合併に関わる部分ということで、企

画財政課の所管になるかなと思います。私、昨年

度までそういった形でお答えさせていただいてき

ておりましたので、企画財政課のほうに伝えてお

くようにいたします。 
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○委員長（土渕保美君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 町長自ら、それは当然です。

町長が自ら20％下げると言わない。ですから、月

曜日の課長会議で、課長皆さんで、そのほうがよ

ろしいんじゃないですかということを進言してい

ただきたい。できますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○総務課長（菅原隆行君） 総務課長、菅原です。 

  先ほども答弁させていただきましたとおり、町

長の給料に対して課長の私が20％下げるべきだと

かというときというのは、なかなかちょっとない

のかなというふうに今の段階では考えております。

ですので、今の段階ではそれを行う予定というの

はありません。申し訳ないです。 

○委員長（土渕保美君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 来年の９月まで課長会議何

回もありますので、うまいチャンスを見つけて、

ぜひ進言してください。お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。２点質問させて

いただきます。 

  決算書の58ページなんですけれども、行政不服

審査委員会運営事業費とあるのですが、これ４年

分の決算書にはなく、５年度にありまして、これ

は一体どのような事業を行っているものか。また、

４年度はなぜなかったのか、説明をお願いします。 

  もう一つなんですけれども、説明書の77ページ

の町長の手紙なんですけれども、今朝修正で32件

が33件とありますが、ホームページに載っている

のは13件なので、残りはどのような形で扱ってい

るのか。また、その残りを見ることというのはで

きるのでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 副課長の青栁です。 

  １点目の行政不服審査会についてお答えいたし

ます。 

  行政不服審査会につきましては、そもそも町の

ほうで住民の方からの申請ですとか、許可の申請

とか、そういったものに対して許可とか、あるい

は場合によっては不許可とか、あるいは申請につ

いても決定ですとか、あるいは不決定とか、そう

いった処分と言われるものを行います。その際に、

不決定とか、不許可とか、そういった決定をした

際に、救済措置としまして、住民の方から不服が

あった場合には審査請求という形で申立てをする

ことができまして、その申立ての審査を行う場が

この行政不服審査会になります。 

  したがいまして、昨年度、行政不服審査会を開

催したのは、そういった申出があったために開催

されたものでございます。なお、令和４年度につ

きましてはそういった事案が発生していなかった

ことから審査会のほうは開催しませんでしたので、

決算書には記載がないということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  質問いただきました町長への手紙の関係ですが、

主要な施策に関する説明書の77ページに記載のほ

うをさせていただいております。こちら当初32件

ということで記載させていただいておりました。

そちら申し訳ございませんでした、33件が正しか

ったというところでございます。 

  こちら、昨年度33件の提案やご意見をいただい

たところでございますが、実際、そちらのほうを

ホームページに回答なり記載させていただいたの
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は13件ということになってございます。こちらに

つきましては、まず町長の手紙の記載する用紙に

おきまして、公開を希望するかという欄がござい

ます。そちらのほうでまず公開を希望するものが、

昨年度につきましてはおよそ20件程度ございまし

た。こちらのほうが公開の対象になるかとは思う

んですが、ただし、その中にでも一応公開すると

きの条件としまして、ご住所とかお名前とか、そ

ういったものを記述していただいているものとい

うことで、その用紙にも記載させていただいてい

るところでございます。 

  また、内容によってはかなり個人的なものも入

ってございますので、こちらについては町のホー

ムページに載せることは適切でないということで

掲載しないということもございます。 

  また、いただいた町長の手紙全て一般にご覧い

ただくことはできるかと。ホームページではなく

て、恐らく紙上でという形になるかと思うんです

が、こちらにつきましては情報公開条例等といっ

たものに照らし合わせて検討させていただくとい

う形になるかと思います。基本的には、個人的な

もの以外はできるのかなとは思うんですが、手紙

をいただく段階で、皆さんに公開してもいいかと

いうことはちょっと伺っていないものですから、

そこはちょっと慎重に検討する必要があるのかな

と思ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  決算書の51、52の総務管理事業です。こちらの

産業医の方の報酬について、一般質問でもお伺い

しましたけれども、ストレスチェックでストレス

の方の面談をされているということなんですが、

その実績と、そのほかにも産業医が必要になる場

面があるのかということを教えてください。 

  次に、59、60、説明書の38ページになります。 

  みやしろズームアッププロジェクトについてお

伺いいたします。 

  こちらの報償費、特派員の謝金についてなんで

すが、成果として動画を44本ということなんです

けれども、この44本の中で特派員の方がこういっ

た町の情報を紹介したいということでつくられて

いるものと、あと、町がお願いをしてつくってい

るものがあるかと思うんですけれども、町からの

お願いでつくっているものは何本かという把握を

されておりましたら教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  決算書52ページの総務管理事業の産業医につい

てお答えいたします。 

  ご指摘いただきましたとおり、ストレスチェッ

クを例年実施しておりまして、高ストレス対象と

なった方については産業医の面談を希望があれば

やっておりまして、昨年度は１件相談がございま

した。それ以外にも、産業医の役割としましては、

基本的にはそういった健康面でのケアになるんで

すけれども、例えば今やっているのは、メンタル

で不調を抱えた職員がやむを得ず病気休暇の取得

が終わって休職をせざるを得ない状況になった場

合に、主治医の方の意見書と併せて実際には産業

医の先生と面談を行って、そういった２人の先生

から診断をいただいてから休職の処分等の決定を

行っております。 

  現在の主な役割としましては、そのようなこと
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になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  それでは、説明書の38ページ、みやしろズーム

アッププロジェクトに関するご質問でございます

が、こちらにつきましては令和５年度、特派員の

方々に動画では44本、広報記事では42本の記事の

ほうを作成していただいたところでございます。 

  また、特派員については13人の方々に前年度は

登録いただいております。こちらにつきましては、

月１回特派員の情報交換会のほうを開催しており

まして、その中で、どなたがどのイベント等に参

加するかということでお伺いしているところでは

ございますが、町からの依頼ということで、具体

的にこのイベントについてというのは、ちょっと

今お答えすることはできないんですが、令和４年

度に「みんなと創る宮代町のオススメ」というこ

とでアンケートのほうを実施させていただいてお

りまして、こちらの結果を基に新しい村、進修館、

東武動物公園のＰＲ動画のほうを作成していただ

いております。こちらが町からの依頼ということ

にはなるのかなということで考えてございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  まず、１点目なんですが、産業医の役割という

ことで承知をいたしました。少しお伺いしたとこ

ろ、ただいま六花の先生が産業医となっていらっ

しゃるということで、体調のほうも悪いというこ

とで、こちらのほうを今後どうするのか、務めら

れるのかとか、今後の対応をお伺いいたします。 

  ２点目の動画の町からの依頼ということも今ご

説明いただいて、分かりました。動画を撮られて

いる特派員の方々は、本当にカメラも動画編集の

機材もお持ちいただいて、趣味の延長でもうプロ

のような感じで皆さん楽しくつくられてはいるん

ですけれども、ただ、町からの依頼を受けた際に、

やはりこうしてほしいとか、結構基準があったり

する場合、少し負担があったりもするのかなと思

います。その際に、報酬の件なんですが、例えば

民間の方に依頼をするととても金額がかかるもの

になっているところを、やはりこの特派員の方々

がご厚意でということで楽しみながらつくられて

いるということはあるんですけれども、ちょっと

報酬の面が気になるところなんですが、その辺ご

自身たちで撮りたいというものと、やはり町から

の依頼というところでの区別みたいなのはされて

いるのか、もう一回お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  再質問の産業医につきましてお答えいたします。 

  ご指摘いただきましたとおり、今年度に入って

から一時期体調を崩されたというようなお話は、

私どもも聞いておりますので、現在は復帰されて

いるということなので、直接先生ともご相談をし

ながら、今後については検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当の主幹

の齋藤でございます。よろしくお願いいたします。 

  みやしろズームアッププロジェクトの特派員の

謝礼の関係ということでございますが、確かに特

派員の方々、機材はご自身でご用意いただいてお
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りまして、また撮影する手間だけではなく、ご自

宅に戻られてから編集ですとか文章を考えていた

だいているとか、いろいろとご協力いただいてい

るところでございます。 

  謝礼につきましては、上げるとか、そういった

見直しはちょっと行っていないところでございま

すが、動画につきましては１本当たり、好評につ

ながったものについては1,500円、特にショート

動画という１分に満たないような動画については

700円、あとは動画とショート動画２つつくって

もらうと2,000円ですとか、そういったような基

準を特派員に関するハンドブックということで定

めさせていただいておりまして、こちらに基づい

て支出しているところでございます。 

  確かに労力に比べると割安ということは感じる

ところではございますが、町の事業にご協力いた

だけるというところでお願いしているというとこ

ろでございます。 

  町からの依頼と本人の申出によってつくられた

動画、謝礼の上で区別しているかということなん

ですけれども、こちらはそういったことはしてお

りませんので、今後の依頼に基づくというような

ところについては、もしかしたら今後課題としな

ければならないところかなと感じているところで

ございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点目のほうなんですが、今はご回復されてい

るということで、承知をいたしました。 

  ストレスを抱えた職員の方がご相談するのは、

お伺いしたところ、各課の課長さんであったり、

それが総務課に来るということで、いろいろご相

談はあると思うんですけれども、その中にこうい

う専門の先生がいらっしゃって、その対応がどう

なのかなというところもありましたけれども、や

はりいろんなご相談があると思いますので、引き

続きこの先生にお願いするということで、お伺い

いたしましたので、併せて相談体制とかもよろし

くお願いいたします。 

  ２点目なんですが、ご説明いただきまして、分

かりました。こちらのインターネット放送局とい

うのは、もう開始されてから10年目ぐらいになり

まして、皆さんずっと継続してされているという

こともあるんですけれども、やはりいろいろ社会

の状況も変わっていく中で、町からのご依頼とい

うところでは、もう少し謝金の値上げというのを

お考えいただいたほうがいいのかなと思いますの

で、こちらは要望というか、お願いいたします。 

  質問ではないので、以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。３点ほ

ど質問させていただきます。 

  まず、１点目なんですが、決算書54ページにな

ります。説明書のほうは76ページになります。 

  職員研修事業ということで、５年度予算が128

万6,000円で、決算が72万387円ということなんで

すけれども、４年度ですと131万4,000円が予算で、

決算が91万9,560円だったんですか、この研修費

が下がったということの説明をまずお願いいたし

ます。 

  ２点目なんですけれども、決算書が58ページに

なります。説明書は77ページになります。 

  広聴広報事業、こちらのほうも５年度予算が

1,017万円、決算が929万5,629円ということで、

４年度ですと1,384万2,000円、決算額が1,344万

6,301円という形になっておりまして、大幅に縮

小されているんですけれども、これについて説明
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をお願いいたします。 

  ３点目なんですけれども、同じ説明書の77ペー

ジに載っております有料広告制度の運用というと

ころで、今回、有料広告制度によって143万5,000

円の広告収入がありましたとありますが、これ広

報みやしろでは幾ら、また町公式ホームページで

は幾らというふうに教えていただきたいと思いま

す。 

  ３点です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  １点目の研修事業が昨年度と比べて決算額が減

少したという点についてお答えいたします。 

  令和４年度と５年度を比較しますと、委託料で

令和４年度については人事評価制度における評価

者研修というものを実施しております。こちらは

人事評価制度を運用するに当たって、主に管理職

を対象として、その人事評価の統一的な運用がな

されるように研修を行いました。令和５年度以降

は管理職級に本格的に運用しまして、今年度から

は全職員が人事評価の対象として運用しておりま

す。 

  こういった研修を令和４年度に実施しまして、

その分の減額というのが決算額として大きな要因

となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  決算書57、58ページ、説明書につきましては77

ページになります。 

  広聴広報事業についてでございますが、まず、

広聴広報事業の決算額についてでございますが、

令和５年度の決算額929万5,629円で、令和４年度

が決算額1,344万6,301円ということで、増減額と

しましてはマイナス415万672円ということになっ

てございます。こちらにつきましては、令和４年

度は町ホームページのリニューアル、令和３年度

までのホームページはどちらかというとパソコン

で見るためのホームページだったものを、スマホ

でもよく見られるようにするためのリニューアル

のほうを令和４年度は実施いたしました。こちら

にかかった費用368万5,000円が広聴広報事業の決

算額が減となった主要な理由となっているところ

でございます。 

  続きまして、歳入のほうになりますが、町で実

施する有料広告の収入の件でございます。 

  歳入につきましてでございますが、町の決算書

の39、40ページに歳入のほう記載されてございま

して、こちらのほうの20款諸収入の４項雑入、２

目雑入、３節雑入のページ中段ぐらいに備考欄と

しまして有料広告掲載料という欄があるかと思い

ます。決算額としましては216万5,000円が計上さ

れておりまして、秘書広報担当での有料広告掲載

料としましては、町の広報紙と公式ホームページ

の２種類ございまして、秘書広報で担当する分に

ついては216万5,000円のうち143万5,000円になり

ます。町広報紙につきましては113万5,000円、町

ホームページにつきましてはちょうど30万円とい

うことになってございます。こちらが秘書広報担

当所管分での有料広告収入ということになってご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、職員研修事業のほうで質問させていただ
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きます。 

  評価者のほうの何かがあったということなんで

すけれども、前回のとき、４年度だと予算額から

決算額を差し引きますと大体39万4,440円の差が

あったんですね。今回は差が大きくて56万5,613

円になっているわけなんですね。この辺でどうし

てこの決算額が大きく下がってしまったかという

ことをお伺いいたします。 

  それから２点目になります。広聴広報事業のほ

うですが、４年度ですと大体予算額から決算額が

39万5,699円の差額でした。それに対して５年度

ですと87万4,371円ということで、52万円も差が

広がっているということで、この辺につきまして

どのようなことになっているかをお伺いいたしま

す。 

  ３点目なんですが、分かりました。昨年度が85

万円だったんですね、広告費。それに対して58万

5,000円も増えているということで、これは広報

みやしろのほうの広告代が増えたかどうかは分か

らないんですけれども、どのような仕組みという

か、何か努力をされたのかということをお伺いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  予算額と決算額に大分乖離があるということで、

再質問についてお答えいたします。 

  そもそも予算を増額させたのは職員の人材育成

に関わることですので力を入れていこうというこ

とで、令和５年度については当初予算で予算額を

増やして取り組もうというふうに臨んだんですけ

れども、実際、研修については３市１町とか、あ

とは自治体開発センターといいまして、広域での

研修といったのにいろいろカリキュラムがありま

して、職員に募集等をかけたんですけれども、な

かなか参加者数が思うように伸びなくて、それで

執行額がもともと予定していたところまでいかな

かったということで、ちょっと予算額と決算額に

ついて乖離が今出ております。 

  引き続き職員の人材育成については総務課でも

非常に重要なテーマであるというふうに考えてお

りますので、今年度についても引き続き多くの職

員がいろんな形で研修に参加できるように啓発し

ていきたいというふうに考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  広聴広報事業についてのご質問でございますが、

まず、１点目が広聴広報事業の執行残についてで

ございます。令和５年度執行残ということで87万

4,371円ございますが、こちらにつきましては、

主な執行残が需用費の印刷製本費、まさに広報の

印刷代でございます。広報の印刷につきましては

契約の段階で16ページの場合は単価幾ら、20ペー

ジの場合は幾ら、24ページの場合は幾らというこ

とで契約をしているところでございます。実際、

それぞれの月にどのぐらい記事が集まってくるか、

どれぐらい広報に掲載したいかというところで、

そのページ数を変更していくところでございます

が、令和５年度につきましては16ページで、一番

少ない部数で広報を作成する機会が多かったとい

うことで、これによりまして執行残が発生したと

いうところでございます。 

  また、２点目、有料広告のほうの掲載料が伸び

ているという点でございますが、総務課の秘書広

報担当では町のホームページと町の広報の２種類
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扱っておりますが、伸びたのは町の広報の有料広

告ということでございます。伸びた理由でござい

ますが、特段、新たな取組というのは行ってはい

ないところなんですが、考えられる理由としまし

て、ちょっと伝え聞くところでは、新聞の購読者

数が減っているというような話も聞いております。

そういった中で住民の方々の多くに見ていただけ

る広報が、もしかしたら広告の媒体として有効な

ものと判断していただいたのかなと考えていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  ２問目の広聴広報事業、それからあと３問目の

有料広告制度に関しましては了解いたしました。 

  １問目で、先ほどの答弁でちょっとショックを

受けてしまったんですけれども、要するに、職員

の研修に参加する意識が低かったというふうに私

は受け止めてしまったんですが、すごく残念な思

いをしております。そういうことが起こらないよ

うに、研修の内容とか、そういった目標みたいな

ものは、職員が意識を向上していきたいというよ

うなものを選んでいただきたいなと思うんですけ

れども、個人個人でいろいろ意識は違うと思いま

すが、少しでも募集に対して多くの応募ができる

ような、そういった取組を今後どのようにされて

いくかをお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  すみません、先ほど一部私のほうでもご説明が

不足しましたので、改めてお答えいたします。 

  あくまで決算額で出てくるものは、費用のかか

る研修となっておりますので、そういったのが参

加者が昨年よりも少なかったというのはございま

す。その代わり現在は、オンラインで無料で開催

されているセミナーですとかが非常に多いのと、

あと、埼玉県の人づくり広域連合ではｅラボとい

う自分で学習ができるようなｅラーニングのシス

テムがございまして、それは全職員が全て無料で、

かなりのコンテンツがあるんですけれども、そう

いったものを研修で自分で参加できるような環境

が整っておりますので、あくまでお金のかかる研

修という点ではちょっと決算額で比較すれば下が

ってしまっているんですけれども、職員の勉強し

たいというか、そういった期待に応えられるよう

な仕組みは非常に多くなってきております。そう

いったのにも参加してきておりますので、決して

意識が低いとか、そういったことでご承知いただ

かないようにお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） こんにちは。佐藤でござい

ます。 

  何点かお尋ねしたいと思います。 

  自分のの前に、ちょっと前段の議員の方ので質

問があって、その答弁でちょっと足りないなと思

ったところを聞かせてください。 

  町長への手紙、先ほどお話がありましたけれど

も、20件が公開を希望で、実際ホームページの件

ですね。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数をお

願いします。 

○委員（佐藤将行君） ページ数は、説明書のほう

の77ページになります。決算書は58ページ……、

ちょっと決算書のほうが町長の手紙がどこにある

のか分からないんですけれども、取りあえず進め
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させていただきます。 

  先ほどの前段の議員のときにあったのが、実際

出していないものに関してどういう、先ほどだと

20件公開希望のうち13件、その７件の部分が個人

的なものだったりとか、住所が書いてあるとかと

いう説明はありましたけれども、それで見たいの

であれば情報公開等を利用して活用してというお

話もありましたけれども、その残り７件というの

は表題だけでも何でも出していただかないと、そ

もそもそういうものがあるのではないかというと

ころで初めて特定できるわけであって、それがな

いとなると、そういうのがあるらしい、要するに

公開希望が20件あったというのは、町民は分から

ないわけですね、13件だけが公開というふうにと

られますから。そこのところをタイトルだけでも、

もしくは件数だけでも出していただいて、例えば

何月何日にありましたけれども、これはプライベ

ートなこととかなので公開希望でもとかというふ

うな一言入れるでもいいですけれども、そもそも

母数の件数が分からないと、先ほど齋藤さんおっ

しゃったような情報公開でも何でも特定すらでき

ない、存在が分からないという形になるので、そ

こは分かると思いますけれども、そこのところを

追加で説明していただきたいと思います。 

  私のほうのは何点かありますが、説明書のほう

の75ページ、決算書のほうが……。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、まとめてから

質問をお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） はい。みやしろ缶バッジと

か、あとトイマシンのこと、決算書60ページのち

ょうどど真ん中の備品購入費であります。 

  これに伴って宮代缶バッジの件が39ページに出

ていて、先ほどちょっと齋藤さんに、朝の始まる

前にお尋ねしたところ、このカプセルトイマシン

購入費の中に缶バッジ等の費用も入っているのか

なというふうなところがあったので、そこのとこ

ろをまず確認していただいて、これをやったこと

に対する費用対効果というか、どのような形でこ

れは生かされたと判断しているのかというところ

をお尋ねしたいと思います。 

  一番最初の議員の方もおっしゃったように、宮

代町は非常に財政厳しいというふうな状態で、例

えば隣の久喜市では23品目の予算の中止だったり

とか、大体似たようなもので、久喜市のブランド

化事業で農産品に貼るシール30万円、これやめち

ゃっているわけですよね、財政苦しくて。あの大

きい久喜市でもそういうふうにどんどん削ってい

るので、必要かどうかというところ。何を狙って

これを…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、全く関係ない

んで、端的に質疑をお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 全く関係なくはないんです

けれども、似たようなところというところで、こ

れの狙いとか効果をお尋ねします。 

  次に、決算書の56ページ、真ん中ぐらいにある

と思いますが、文書管理事業というのがあって、

これ文書管理システムとか、６月か３月議会のと

きにもちょっとお尋ねしましたけれども、これの

費用対効果というか、800万以上かけているわけ

ですから、これに伴って、これまでかかっていた

残業代がこれぐらい減りましたよとか、通常の業

務でこれぐらい時間が減らすことができましたよ

というのに、お金をかけてシステムを入れている

わけですから、当然、町の全体としては入れたこ

とによって結果的に下がるんですよというふうな

のでないと、職員の残業、体のほうも含めてそち

らのほうが減っていかない。また、ペーパーレス

化というところも、ちょっとさっき休憩中にもお

尋ねしましたけれども、進めていく上でも文書管

理事業として文書管理システムというものを導入
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したんだとは思っておりますが、ここのところの

ご説明をお願いしたいと思います。 

  次に、広報みやしろ、前段の議員でも出てはい

ましたが、説明書では77ページ、決算書は58ペー

ジになるかと思います。 

  広報事業の中の広報みやしろに限定してお尋ね

したいんですけれども、以前は発行された月末も

しくは月初に１回、いろんなところに入れて、そ

れでおしまいとやっていたものですから、あちこ

ちで空っぽだというのがあったのを、ずっと何年

も何年もこの件は総務課のほうに言っていたとこ

ろ、昨年、柿沼さんが６月ぐらいに、もう私が責

任持ってやりますよとなって、随分とよくなった

と思います。ただ、毎月、毎月どれくらいの発行

部数、ずっとこれ１万2,500／月というのは変わ

っていないんですよね、もう何年も。相変わらず

駅とか、進修館はそうでもないですけれども、無

印良品で、議会だよりも、図書館もそうなんです

けれども、置かれていないところが多々発生して

おります。 

  また、これ皆さんご存じだとは思いますけれど

も、毎年２月号は、３月の町民の日の動物公園の

無料券がつくということで、毎年、早い時期に皆

さん持っていかれて、観光の方もそうかもしれま

せんけれども、去年も結局、足らなくなっている

状況というのは職員の方からお聞きしていますけ

れども、毎月のも部数をちゃんとチェックしてい

なかったというのも聞いております、ここ何年も。

随分変わってはきましたけれども、そういうとこ

ろで費用対効果をきちんとやっていただける検討

を具体的にしているのかと。今日も行政相談とか

あったりとかしますし、いろんな補助金やら何や

ら、この中にいろんな課の情報が入っているもの

ですから、僕が以前相談を受けた年配の方は、お

年を召したので、自治会を…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、前置きが長過

ぎて、どれが質疑なんだか分からなくなっていま

すので、質疑をお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 理由を言っているんですけ

れどもね。 

  手元に持っていない人が取りに行ってもないと

いう弊害もあるものですから、そこのところはど

のように捉えているのかというところをお願いし

ます。特に２月号ですね。 

  次に、いろいろな町民参加の審議会がございま

す。これはページ数が見つけられなかったので、

特定でなくて漠然と聞いてしまって申し訳ないん

ですけれども、例えば人権関係ですと56ページあ

たりにも入ってくるのかな、58とか。ちょっと後

で訂正はさせていただくかもしれませんが、こう

いうふうな審議会の交通費で１人当たり１回ごと

に300円払ったりしているのは、僕の頃もそうだ

ったんですけれども、それをできる限りお金を使

わないように、例えばバスの回数券だとか、そう

いうふうな形で減らしていくというふうな考えは

あるのかどうかというところをお願いいたします。 

  次に、弁護士費用関係ですけれども、56ページ

の一番下に顧問弁護士委託事業というものがござ

います。あくまでもこれは前橋の熊川弁護士だと

思いますが、弁護士委託料というのは、弁護士が

動くことによる交通費は別個だと。例えば空き家

対策のときでも、本年度３回のうち２回は来てい

ますけれども、そういった形で弁護士が動くとき

の交通費というのは、基本的に弁護士が任意契約

を受けたときに移動するのは弁護士会のほうの標

準基準でグリーン車の料金で請求したりとかでき

るんですけれども、そこのところはどのようにな

っているのか。要は、ほかでも質問しましたけれ

ども、埼玉弁護士会の弁護士だったりとか、近隣

の弁護士だったらかからないところがかかってい
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るので、説明お願いしますというところです。 

  次に、説明書の60ページ、町民法律相談につい

ても同じ観点でお願いいたします。 

  決算書の52ページをお願いいたします。 

  この一番下ですけれども、総務管理事業の10番、

事業費の職員等被服費約44万円、これどういった

内容なのかなというのが分からないので、ご説明

いただきたいと思います。 

  次、54ページになりますが、真ん中ぐらい、職

員研修事業の中の公的資格取得援助金、これ具体

的に中身はどうなっているのかというところです。

私、以前、窓口でもちょっとお話しさせていただ

きましたが、ＭＯＳ検定とよく言われているマイ

クロソフトオフィスＭＯＳスペシャリスト、ワー

ドやらエクセルやらパワーポイントといったのが

ありますけれども、これとは違うのかどうかとい

うところをお願いいたします。 

  町長の交際費、これは決算がどうのこうのでは

ないので、決算書の60ページの一番上の町長交際

費ですけれども、ホームページを見ますと、どう

いったものに支出できるのかとか、それとあと金

額の基準みたいなものがありますけれども、そこ

のところきちんと守られているのかどうかという

ところ、特に金額の部分で冠婚葬祭だったら幾ら

とか、相手が誰だったら幾らとかって決まってい

るんですが、そこのところ大幅に変わっているの

をどのような観点で見ているのかというところ。 

  以上、お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、全部で何問質

問ですか。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き総務課の質疑を行

います。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  それでは、午前中にご質問いただきました４点

について私のほうから説明のほうさせていただき

ます。 

  まず、決算書の57ページ、58ページ、説明書は

77ページの広報広聴事業になりますが、そのうち

の町長への手紙でございます。 

  こちらにつきましては、個人的な内容を含むよ

うなものであったり、そういったものについては

ホームページに公開のほうしていなかったんです

けれども、原則公開すべきかというところはござ

いますので、件数ですとか、タイトルですとか、

そういった公開できるものはしていく方向で検討

したいと思います。 

  続きまして、広聴広報事業のうち広報みやしろ

の配布の関係でございますが、基本的には自治会

等を通じての配布をしているところですが、自治

会等に加入していない方もいらっしゃいますので、

公共施設や駅等で配布をさせていただいておりま

す。週１回から２回程度確認しに行って補充して

いるところではございますが、やはりまれに、行

ったところ全てなくなっているというのも確認し

ているところではございます。こちらは補充をま

めに行うとかという形で対応させていただきまし

て、また広報の２月号につきましては、議員おっ

しゃるとおり月末にはもうなくなってしまったと

いうことで、不足があったところでございます。

通常ですと１万2,500部の印刷を印刷会社のほう
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にお願いしているところでございますが、その月

だけ印刷部数を変更するのもちょっと検討したい

と考えているところでございます。 

  最後に、決算書の59ページ、60ページの秘書事

務事業の町長交際費についてでございます。町長

交際費につきましては、その執行状況及び執行の

基準については、町のホームページのほうで公表

しているところでございます。こちらの基準に沿

った形で執行を心がけているところでございます。 

  缶バッジにつきましては決算書の59ページ、60

ページ、説明書では38、39ページでございます。 

  みやしろズームアッププロジェクトの一環とし

て実施しておりまして、費用対効果というところ

でございますが、令和５年度においては需用費に

おいて12万2,221円、そのカプセル缶バッジの部

品代ですとか、カプセルそのもの、そういった消

耗品を購入しております。また、備品購入費で４

万3,923円については、ガチャマシンという、無

印用品に置かせていただいておりますけれども、

店頭に置いている機械になります。こちらのほう

を執行しているところでございます。１個当たり

の金額といたしましては、その部品代とカプセル

代で63円程度でございまして、カプセルについて

は、ガチャマシンの下に回収箱を設けておりまし

て、回収ができるとその分かからない、１個20円

ぐらいカプセルかかりますので、大体１つ当たり

40円から50円程度かかっているのかなというとこ

ろでございます。 

  費用対効果というところになりますと、ある程

度かかった費用は回収できているところかなと思

うんですが、こちらはバッジを住民の皆さんにぜ

ひ身につけていただいて宮代町に愛着を持ってい

ただくとか、対外的なＰＲになればというところ

で考えているところでございます。なかなか費用

対効果を判断するのは難しいところでございます

が、そういった効果を狙って実施している事業で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  私のほうからは５点についてお答えを申し上げ

ます。 

  まず１点目が、決算書の56ページ、文書管理シ

ステムを導入した費用対効果ということでお答え

申し上げます。 

  ご指摘のとおり、４月から文書管理システムに

ついては導入をいたしまして、段階的に電子決済

を拡充していきまして６月から本格的に運用を開

始しておりまして、午前中ありましたペーパーレ

スにつきましては、会計室の報告によりますと、

昨年度と比較をしまして６月までで８％のコピー

用紙の使用料が減となっているという報告を受け

ております。また、電子決済率につきましては、

先ほど申し上げました段階的にスタートしました

ので、４月の段階では7.03％だったものが、８月

では50.94％ということで、全ての決済の約半数

が今電子化で決済処理が行われております。 

  今後、さらなる電子決済を促進させるため、ア

ンケート調査とかそういったものをして、さらな

る効率化に努めていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

  ２点目、こちら決算書ではなかなかないんです

けれども、審議会の委員関係の費用弁償について

お答えを申し上げます。 

  令和５年度につきましては、行政委員会といわ

ゆる町の附属機関の非常勤特別職の費用弁償につ

いては一律300円で、公共交通機関を利用して300

円以上かかっていれば、それに上乗せをして支給
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するということになっておりましたので、５年度

の決算はそのような形で計上しております。 

  昨年度の９月議会で費用弁償の見直しを行いま

して、近隣でも実費を支給するというのが主流で

したので、全ての非常勤特別職、一部はまだ定額

が残っているんですけれども、ほとんどの附属機

関については全て実費を支給するというように改

正を行いまして、６年度の当初予算についてはそ

のように計上を改めさせていただいております。 

  続きまして、同じく56ページの弁護士の交通費

についてお答えいたします。 

  現在契約している熊川弁護士についての契約内

容としましては、交通費が発生した場合には実費

を支給するという契約になっております。契約し

た以降、行政相談等は全てＺｏｏｍ等、電話、メ

ール等でのやり取りが中心でございまして、交通

費がかかった実績はございませんので、決算額と

しましては通常の顧問弁護士契約の費用のみ発生

しているという状態です。 

  続きまして、決算書52ページの総務管理事業の

需用費の職員等の被服費ですけれども、こちらは

令和６年度に採用した新規採用職員に貸与するた

めの作業服を購入したものでございます。 

  続きまして、決算書54ページ、職員研修事業の

７節報償費の公的資格取得援助制度についてです

けれども、こちらは主に技術系の資格ですとか、

福祉系の資格を取得した職員に対して奨励金とし

て支給しているものでございまして、令和５年度

については１件で、下水道技術検定の資格を取得

した職員に対して支給しております。 

  私からは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  私のほうからは決算書56ページ、説明書60ペー

ジ、町民法律相談に来ていただいています弁護士

さんの交通費についてご説明申し上げます。 

  こちらにつきましては毎月２回町民法律相談を

埼玉弁護士会のほうに派遣のほうお願いしている

ところなんですけれども、浦和から東武動物公園

間の電車賃相当分につきまして毎回お支払いして

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。佐藤でございます。 

  では、再質問させていただきます。 

  最初にありました町長への手紙、これ公開の方

向へ検討とありましたけれども、実際にあったん

ですけれども、私の友達が公開というふうに書い

たにもかかわらず、内容を僕も承知しているんで

すけれども、町長に対しての結構責めるような感

じの内容だったんですけれども、当時の職員だっ

た村山さんが中心になって、結局載せなかったと

いうのがあるんですけれども、今現在の運用でそ

のような恣意的な、先ほどプライバシーとかとい

うのは後で検証すれば分かるんでしょうけれども、

そうではないようなところでのそちらの考えとい

うか、町のほうに都合がいいか悪いかというふう

な基準だったりとか、そういうふうなことが今で

も行われているのか、今は行われていないのかと

いうことをお尋ねします。 

  次に、広報みやしろですが、これはずっと僕は

総務課のほうに何年も言っているんですけれども、

ようやく去年ぐらいから毎月の部数がどれくらい

か、要するに配布された部数、残がどれくらいか

なというのを月単位で始めてまだ１年たっていな

いのかな、これというのはもう本当に早め、早め

に、進修館でも、駅でもいいですけれども、そこ
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のところに９月の１日に置きましたと、その次10

日の日に置いたら何もなかったとか、そういうふ

うな形でない時期をずっとやって、その月の、あ

あ、ここの場所は何月号はこれぐらいが適正かな

というのが初めて分かって、それをベースに翌年、

発行部数を調整したりとか、考えていくべきもの

だと思うんですよね。そういうことがそもそもお

ととしぐらいまでは全くやられていない。その前

のときには、もう本当に月に１回入れるぐらいと

かというのもありましたし、同時に、先ほどもち

らっと触れましたけれども、議会だよりも同じ場

所に置いているところ多いですから、その辺連携

をとって、あとは駅とか東武ストアあたりは職員

の方、電車通勤の人の目につくと思うんですけれ

ども、そういうのもやっていく考えは、これも何

度も聞いているんですけれども、あるのかどうか

というところです。 

  次に、町長交際費、確かに基準をホームページ

に２種類分、対象が誰で、あとは3,000円、5,000

円、１万円とか、どういうところに行ったのかと

いうので基準ありますけれども、それとは全く違

う金額のが、６月議会でもたしか指摘したと思い

ますけれども、齋藤甲馬さんのおいっ子のときの

お花代１万7,020円だったか、そういうのがあっ

て、それは出すか出さないかというのは確かに町

長の裁量というのはあるでしょうけれども、幾ら

にするかというのは、それは裁量はないわけです

よね。それは町長の裁量となっていないのに、そ

ういうところではぽんと大盤振る舞いやっている

というところが、これは情報公開ではっきりと出

てきたものですから、基準をホームページに公開

することは分かっておりますが、実際の運用とし

て公開している基準に基づいていない運用という

ものについてどのように考えているのか、その外

れている運用とか、基準に入っていないようなも

のを今後はどのように行っていくのかというのを

お尋ねいたします。 

  次に、缶バッジの件ですけれども、昨年度始ま

ったのかな、個数としては何個なのかというのが

なかったのと、あと、そもそもこの缶バッジだと

かトイカプセルの事業を行うに当たって、先ほど

おっしゃった、つけてもらってＰＲとかもあるか

もしれませんけれども、その費用対効果も含めて

事業を起案するに当たって青写真作って、設計図

作って決裁を受けてやっているはずなんですけれ

ども、その制度の趣旨みたいなところと費用対効

果というところをお尋ねしているんですが、お願

いします。 

  これ、マシンのほうは４万3,923円、これは買

ったときだけでカプセル専用機械で済むかもしれ

ませんけれども、消耗品になる缶バッジのほうと

いうのをつけている人とかを見たり聞いたりした

ことはほとんどないもんですから、何のため、ど

ういうふうなところからこういう案が出てきて始

まったのかなというところも含めてお願いいたし

ます。 

  次に、青栁さんが答弁してくださった文書管理

システム、確かに電子決済とかで上がってはいた

りとかしますが、これもかなりの部分で金額を要

しているもので、八百何十万ですかに対して、先

ほどのとも重なりますけれども、こういうふうな

のを入れるに当たっては、今までこれくらいかか

ってきたのを、毎年これぐらい下がりますよとか、

残業代をこれぐらい下げますよとかというふうな

のを示さないと、企業でも決裁が社内でも通らな

いんですけれども、そういうのがあるかと思うの

で、その辺の説明をお願いいたします。電子決済

の利用率等が上がっているのは非常によいことだ

と思いますが、ペーパーレスのほうと併せまして、

先ほどもありましたけれども、紙自体の単価が上
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がっているので金額自体はというのはありました

けれども、でき得る限りペーパーレスというふう

に、議会がその辺なっていないのはちょっお恥ず

かしいところではありますけれども、町のほうで

そのようにやっていただければいいかなと思って

おります。そこの費用対効果の説明をお願いいた

します。 

  次に、審議会附属機関等も含めて一般の町民も

入っているものがあります。先ほどお話を伺った

ので、実費に今はなっているとおっしゃいました

が、以前はどこから来ているか関係なく、一律に

300円というふうにやっていたので、今も実費で

はありますけれども、町の予算として使うよりは、

窓口でも何回か申し上げて、一つの例としてバス

の回数券というのを申し上げましたけれども、そ

のほうが最終的に町の歳出の金額としては下がる

と思うんですよね。例えばですけれども、バス、

自分は車だから使わないけれども、知り合いにあ

げたよとかって、その人が使ってバスに乗るよう

になったとなれば、それはいいことだと思います

ので、別な案でもいいですけれども、でき得る限

り歳出を減らすという観点の総務課のほうでの考

えというのがどのように進んでいるのか、今どの

ようになっているのかというところをお尋ねした

いと思います。 

  次に、弁護士の件ですけれども、熊川弁護士、

昨年度は実費がないというふうにおっしゃってい

ました。契約内容について、これ答弁漏れに近い

ところだとは思いますけれども、交通費が発生し

ていないところがあるから、完全な答弁漏れでは

ないですけれども、契約内容としてそもそも前橋

から来るのに新幹線を使ったりとか、いろいろし

ているでしょうけれども、グリーン車を利用する

ところまでが入っているのかどうかというところ

と、いつまで埼玉県外の弁護士を顧問弁護士でや

ろうとしているのか。また、以前もお尋ねしまし

たけれども、そもそもなぜ県内の弁護士じゃなく

て、高くなる県外の弁護士になったのかというと

ころをお尋ねします。 

  被服費は分かりました。職員の方の作業服とい

うことですよね。 

  公的資格、これ技術系で１件だけとなっており

ましたけれども、前の課長の福田さんもおっしゃ

っていて、おととし、２年半前に来て、余りにも

総務課は紙文化なんで驚いたというふうに言って

いたのは青栁さんも聞いたと思いますけれども、

エクセルもろくにと言っちゃ失礼ですけれども、

余りできないのがいるので、課長自らレクチャー

したりとかというのはお聞きしましたが、そうい

うことまでしなくて済むように公的資格、ＭＯＳ

だとマイクロソフトですから民間に近いですけれ

ども、いわゆる仕事に役立つような資格というと

ころに対してもっと職員のやる気を上げる方向で、

特にマイクロソフトオフィスペシャリストＭＯＳ

検というのは、たしか僕の頃でも科目１万3,000

円とか、4,000円とかかかっていたので、それの

半分とか３分の１ぐらいはやることによって、行

政のほうの合理的な運用というふうな形になって

いくのかなと思っておりますので、そこのお考え

をお尋ねします。 

  野口さんからの町民法律相談は、埼玉弁護士会

のある浦和から東武動物公園までの電車賃という

ことで、了解いたしました。 

  では、お尋ねしますといったところをお願いし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  まず、町長への手紙につきまして、恣意的なも
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のがないかということでございますが、恣意的な

ものがないように努めておりまして、そういった

ものがないように公表のほうをさせていただいて

おります。 

  続きまして、缶バッジの関係でございますが、

まず個数についてでございますが、缶バッジにつ

きましては、ガチャマシン１回当たり100円を頂

いているところでございまして、昨年度の決算額

が36万1,900円ということですから、個数的には

3,600程度、この程度というのが、ガチャマシン

でやっていただくと100円で、毎月月末に月イチ

まんまるというマルシェが開催されていますが、

こちらの場面では参加者が自ら絵を描いて、それ

を缶バッジにしていただいております。この際は

200円頂いておりまして、これで具体的な個数は

はっきり言えないんですけれども、個数としては

3,600程度の頒布数になるかと考えてございます。 

  こちらの目的が、宮代の魅力というのが川越と

か秩父とかいったような目立つような観光地では

ないというところで、町独自のローカル的な魅力

を住民の皆さん、または対外的に伝えていければ、

発信していければということで始めた事業でござ

いまして、缶バッジを身につけて歩いている人を

余り見たことないというのはあるかと思うんです

けれども、特にメイドインみやしろ推奨品という

ことで、各町内の店舗の推奨品になっているもの

についてバッジにしているんですが、こちらにつ

いてお店の方がバッジを身につけていただいたり

とか、そういったところでは使用していただいて

いるというようなところでございます。 

  続きまして、広報みやしろにつきましては、こ

こ数年、印刷部数は１万2,500ということで変更

していないんですけれども、議員おっしゃるとお

り、手に入れようと思ったときに手に入れられな

いような状況があってはよろしくないので、まめ

に週１回から２回程度ではございますが、パンフ

レットスタンド等も活用しながら配布させていた

だいているところでございます。 

  あわせて町の広報紙だけでなく、議会だよりに

ついても補充等させていただいておりまして、議

員おっしゃる駅を使う職員もいるからということ

もございますので、なくなっていないかという確

認等、駅を使う職員に依頼しているところでござ

います。 

  続きまして、町長交際費についてでございます

が、基準と運用が離れているのではないかという

ご質問でございますが、町といたしましては基準

どおりに執行していると考えているところでござ

いますが、もし基準と運用が違うのではというこ

とでありますと、ちょっと基準が分かりづらいの

かなというところがございますので、そこのとこ

ろは検討する必要があるのかなということで考え

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  私からは、まず文書管理システムについてお答

えいたします。 

  先ほどペーパーレスについてお答えしました。

確かに業務の効率化でどのくらい人件費が下がっ

たかとかいうようなお話だと思うんですけれども、

実際にこういった効率化を進めた上で、今までで

きなかった業務改善を行うとか、そういった時間

を有効に使っていくということですので、なかな

か文書管理システム単体でどのくらい超過勤務が

減ったとかというような指標は、ちょっとお示し

するのは難しいかなと思いますので、例えば超勤

が全体で削減できているのかとか、あとは、今ま
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でできていなかった何か業務改善ができるのかと

か、そういったところで効果を示していきたいと

いうふうに考えております。 

  また、指標については、何かお示しできるもの

があれば、それは検討していきたいというふうに

考えてございます。 

  続きまして、審議会の質問になります。 

  こちらにつきましては、先ほど申し上げました

とおり、今年度から実費での予算計上ということ

ですので、費用弁償についてはちょっと全体像ま

で、企財政課からは予算要求の段階で減ったとい

うようなことは聞いておりますけれども、総額に

ついては申し訳ありません、具体的に幾ら減った

とかというのは申し上げられないんですけれども、

費用弁償については計上のほうは下がったという

ことになります。それは総務課も行政委員会です

とか附属機関を多く抱えておりますので、総務課

の費用弁償は間違いなく減ってはおりますので、

ちょっとその旨ご回答いたします。 

  続きまして、弁護士費用についてですけれども、

申し訳ございませんが、契約書の中に、例えば交

通費は実費とは書かれておりますけれども、新幹

線を使った場合にとかというところまでは具体的

に詳細には定めておりませんので、そういったケ

ースが生じる場合には、事前に弁護士との協議の

上で額は決定するというふうに考えております。

ただ、顧問弁護士として宮代町に来たことはない

んですけれども、他の附属機関の委員をやられて

いるときには、お車で来ていただいておりますの

で、その場合には高速道路の費用等、あとは燃料

代の支給になるというふうに考えております。 

  私のほうからは最後になりますけれども、公的

資格制度のマイクロソフトオフィス等についてど

うかというようなことでございますけれども、現

在は、技術系のものと福祉系の資格に限っており

まして、ただ、確かに求められるニーズというの

は変わってくるとは思います。制度自体もかなり

前からあるんですけれども、時代に合わせた内容

に見直すというのも必要かなと思いますので、そ

のあたりも含めてちょっと検討はしていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤です。 

  答弁漏れというか、実際に環境資源課で弁護士

が来たときというのがありますけれども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 環境資源課で空き

家関係の審議会の委員になっているということで

お答えいたします。 

  こちらにつきましては、大変申し訳ありません、

環境資源課の所管で費用弁償を支給しております

ので、環境資源課の委員会の際にご質疑をいただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ありがとうございました。 

  では、再々質問にいかせていただきます。 

  缶バッジの件は、缶バッジは文書管理もお互い

にしていることは同じで、こういうふうな事業を

導入するに当たって費用対効果という管理で、要

するに目的があって、そのための手段として缶バ

ッジがあったりとか、その目的に対して缶バッジ

のカプセルをやったりとか、文書の作業時間を減

らすために文書管理費というふうに目的手段の関

係にあるかと思うんですけれども、そこのところ

をきちんと計画段階、立案段階でなされていない

ように聞こえてしまうんですけれども、特に文書

管理システムというのは、これまで同じことをや



－３１－ 

るのに30分かかったのが、これをやることによっ

て15分になったとかというふうな形を制度設計の

ときには恐らく組み込んでいるとは思うんですけ

れども、そのような方向からのご答弁をお願いし

たいと思います。 

  あと、町長交際費に戻りますが、ここのところ

は基準が分かりづらいんじゃないかということで

要検討というふうな趣旨のご答弁をいただきまし

たが、とにかく対象の人が宮代町の小中学校だっ

たら、校長には出すけれども、教頭には出さない

だったかな、そういうのがいろいろあると思うん

ですけれども、そういうところも含めてきちんと

常に基準の見直しというようなものは、しかもで

きる限り歳出が増えない方向という観点でやって

いっていただきたいと思います。こういうのって、

場合によっては町長の自己宣伝、アピールの場に

使われかねないものなんですね、こういうものは

ね。町長が行くということで町長が出すというこ

とで。実際問題、私も毎年秋、竹アートをやって

いたりとかしますけれども、そういうところも町

長個人ではなく、1,500円だったかな、そういう

のがあるので、そこのところお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、端的にお願い

いたします。 

○委員（佐藤将行君） 端的に言っています。 

  次は、公的資格の件、先ほどから何度も申し上

げているマイクロソフトスペシャリスト、俗にＭ

ＯＳ検、これ僕が取ったのも2007年、17年前で、

時代に合わせてというふうなことを先ほどおっし

ゃられたので、あえて申し上げますけれども、も

う当たり前のようにやっていないということを前

課長の福田さんがそれを見てびっくりしたという

ところなんですよね、要するに紙文化だというの

はそういう趣旨ですからね。ですから、そういう

ところをもうちょっと時間なり、労力なりを減ら

すという意味で、確かにエクセルの関数を組み立

てる、作るまでは時間かかるかもしれないけれど

も、その以降は、人が替わっても、それをそのま

ま使っていけば時間を減らすことができますし、

無駄な時間をつくらないで、よりほかのことをや

れるということがありますので、そのようなこと

を積極的にやっていただけるのかどうかというと

ころをお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、個人名を出す

のは控えてください。質疑の中で個人名が出てい

ます、固有名詞が。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  文書管理システムの再々質疑についてお答えい

たします。 

  例えば30分が15分になったのかというお話がご

ざいました。確かに文書管理システムを導入する

ことによりまして、例えば、出先の職員がわざわ

ざ決裁を持ってくる手間が省けたりだとか、そう

いう人件費の効果というのはございます。ただ、

文書管理システム単体というよりかは、ＤＸ全体

を考えて全てペーパーレスで進んでいくとか、こ

ういった資料が紙じゃなくなるとか、そういった

高い目標のまずは第一歩として導入しております

ので、そういった町のＤＸ推進計画に従いまして

ＤＸを推進した結果、かなり効率が見込めるとい

いうことですので、単体でどこまで、例えば人件

費がどのくらい減ったとかというのは、なかなか

お答えしづらいところはあるんですけれども、引

き続き効率化のほうに進めていきたいというふう

に考えておりまして、先ほど言いましたとおり、

まだ４月に導入を開始しまして、本格的には６月
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からということで、ちょっとまだ検証の材料も少

ないという点もございますので、引き続き検証の

ほうは進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

  続きまして、もう１点、公的資格制度について

ですけれども、こちらはすみません、先ほどと同

じにはなってしまいますが、やはり職員の人材育

成というのはかなり重要なテーマであるというこ

とは認識しておりまして、職員が自発的にいろん

な資格に取り組んで、そういったものを取得すれ

ば評価をしてあげるというような仕組みが大事だ

と思っておりまして、資格のニーズも変わってき

ておりますので、その辺も含めて、このあたりも

ちょっと検証を今後はさせていただきたいという

ふうに考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  缶バッジの費用対効果ということでご質問いた

だきました。こちら、バッジを身につけていただ

いてＰＲということで、なかなか費用対効果の判

断する指標というのがちょっと難しいなと考えて

いるところでございまして、ただ、事業を実施す

る上では費用対効果というのは必ず考えなければ

いけないところかと思いますので、この缶バッジ

事業幾つ売ったらというか、頒布したら費用対効

果が満たされるかとかはなかなか難しいんですけ

れども、そこは今後の検討材料とさせていただき

たいと思います。 

  また、町長交際費につきましては、最後の基準

の見直しが令和３年に行ったというところでござ

います。今後も、基準の見直しについては近隣の

情報を集めるとか、いろいろ検討のほうはしてい

かなければならないということで考えているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  私も10点お願いしたいと思います。 

  まず１点目は、総務課ですので、2023年度の職

員数、正規職員、非正規職員含めて課ごと、それ

から議会事務局、会計室という形でお示しいただ

きたいと思います。 

  ２点目は、49、50ページの不用額3,909万円で

ございますが、不用額というと効率的な事業執行

によって生じた不用額、あるいは事業の未執行に

よる不用額と区別されると思うんですけれども、

この不用額の生じた理由をお示し願いたいと思い

ます。 

  それから３点目は、給与、職員手当等々ありま

すけれども、2023年度の人事院勧告に伴う給与体

系がありますけれども、23年度はどういう特徴が

あったのかお示しいただきたいと思います。 

  それから、決算書52ページ、細かい点で申し訳

ありませんが、総務管理事業の安全運転管理者に

おける公用車を運転する場合の運転前、運転後の

アルコールチェックが義務化されたということな

んですけれども、これについてはどのように行わ

れているのかお示しいただきたいと思います。 

  それから、54ページの下のほうなんですが、メ

ンタルヘルス委託料についてどのような状況なの

かご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、決算書56ページの関係でありますけ

れども、人権平和推進事業について、埼葛都市人

権施策推進協議会等負担金とか、越谷人権擁護委
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員協議会負担金等々ありますけれども、この負担

の内容についてお尋ねをしたいと思います。どの

ように使われたかのかということ。 

  それから７点目は、やはり56ページの下のほう

に埼玉県防衛協会会費とあります。これはどうい

う内容なのかお示しをいただきたいと思います。 

  それから、８点目は決算書の58ページ、広聴広

報事業ですが、前年比415万円の減となっており

ます。町公式ホームページのリニューアル経費が

減額ということなんですけれども、もう少し詳し

くご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、９点目、決算書65、66ページの男女

共同参画社会推進事業とありますけれども、いろ

いろ事業として進められておりますけれども、女

性の幹部職員の関係についてでありますが、まず、

幹部職員というのはどこから言うのか。それから、

23年度はどうだったのか、お示し願いたいと思い

ます。 

  それから、10点目、最後でありますけれども、

決算書87、88ページ、町議会議員選挙におきまし

ても、選挙公営制度が導入されて、宮代ではその

後初の選挙となりましたけれども、これは候補者

にとってはお金がかからないというメリットがあ

ると思いますけれども、デメリットなどはあるん

でしょうか、これらについてお示しいただきたい

と思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  私のほうからは、職員数に関する質問と不用額

に関する質問とアルコールチェックと選挙につい

てお答え申し上げます。 

  まず、１点目の職員数、正規職員と会計年度任

用職員を課ごとにということでございます。決算

ですので３月31日時点での数字をお答えいたしま

す。 

  まず、議会事務局が３、総務課が17、企画財政

課が15、住民課が17、税務課が15、町民生活課が

13、環境資源課が８、福祉課が10、子育て支援課

が37、健康介護課が27、産業観光課が13、まちづ

くり建設課が22、教育推進課が19、会計室が４、

合計で223。これが３月31日現在の正規職員数と

なります。 

  続きまして、会計年度任用職員の数についてお

答えを申し上げます。 

  会計年度任用職員につきましては、議会事務局

で１、総務課がゼロ、企画財政課で２、住民課で

15、税務課で13、町民生活課で13、環境資源課ゼ

ロ、福祉課が２、子育て支援課が48、健康介護課

が21、産業観光課が３、まちづくり建設課がゼロ、

教育推進課が88、会計室が１の合計207になりま

す。 

  続きまして、２点目の不用額についてお答えい

たします。一般管理費の不用額3,909万5,682円と

いうことですけれども、こちらで一番大きいのは

人件費の不用額となりますので、人件費の不用額

についてお答えを申し上げます。 

  まず、報酬の不用額として472万6,960円となり

ます。こちらは会計年度任用職員の報酬となって

おりまして、一般管理費においては職員の育児休

業ですとか、あとは不測の事態に対応するため数

人、予備として余裕を持って予算の計上を行って

おります。その不測の事態が発生しなかったため

不用額となっております。 

  続きまして不用額が大きいのが職員手当、こち

ら不用額が336万2,472円、災害対応等、不測の事

態にある程度超過勤務手当とか、そういった対応

するための費用を計上しております。災害対応の
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ため超過勤務手当と、あと管理職が例えば夜通し

従事できるように管理職特別勤務手当、こういっ

たものを計上しております。 

  あと、会計年度任用職員の期末手当なども新た

に支給が開始され、計上はしましたけれども、実

質、会計年度任用職員の期末手当の執行が予測ほ

どでなかったというものがございまして、不用額

が発生しております。 

  あと、大きいのが共済費、不用額は601万8,653

円、こちらも正規職員、会計年度任用職員どちら

も職員の育児休業ですとか、不測の事態のために

余裕を持って予算の計上を行っておりますので、

そういった不測の事態が生じなかったということ

での執行残というふうになっております。 

  こちらが一般管理費の中で不用額の大きいもの

の理由となります。 

  続きまして、私のほうから４点目の安全運転管

理者におけるアルコールチェックについてお答え

申し上げます。 

  こちらにつきましては令和５年12月から法改正

によりまして、事業所で運転開始前と運転終了後

のアルコールチェックが義務づけられましたこと

から、町の対応としましては、各所属にアルコー

ルチェッカーというものを購入して、それを配布

しまして、それぞれチェックシートを用いて、公

用車の運転開始前と運転終了後にチェックを行っ

て、記録をつけてアルコールチェックを現在は行

っております。 

  私のほうからは最後になりますけれども、最後

の質問になります、選挙公営についてお答えを申

し上げます。 

  選挙公営制度につきましては、ご指摘いただき

ましたとおり、令和２年の公職選挙法の改正によ

りまして新たに条例を設けて郵便はがきですとか

ポスター、チラシ、あとは選挙運動用の車等の借

上料が公費負担で行えるようになりました。 

  デメリットということですけれども、供託金が

必要になるということがございます。町議会議員

選挙の場合は15万、皆さんにも供託いただきまし

たけれども、それをしていただければ限度額まで

は使っていただいたものが後払いになりますので、

業者さんのほうには、直接、町の選挙管理委員会

からお支払いをさせていただきました。ですので、

あえてデメリットと言えば供託金が必要になると

いうことと、あと、支払いがどうしても選挙を確

定した後の支払いになりますので、業者さんにと

ってはちょっと時間を要するということが、あえ

て言うならデメリットかなというふうに考えてご

ざいます。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（中村淳一君） 総務課庶務職員担当、

中村と申します。 

  私のほうからいただいた質問のうち３点お答え

させていただきます。 

  まず、１点目でございます。令和５年度人事院

勧告に伴う給与改定の特徴というご質問でござい

ます。こちら令和５年８月７日に国のほうの人事

院勧告が行われまして、その後、町のほうでも検

討いたしまして給与改定を実施しているところで

ございます。 

  特徴としては３点ほどございまして、まずは国

において大学卒業・高校卒業初任給について大き

く改定をしています。こちらは国の人事院勧告に

準じて町のほうでも大学卒・高校卒ともに大幅な

引上げを実施しているところでございます。高校

卒業の職員につきましては月額7,600円、大学卒

業については月額で１万600円ということで、国

に準じた大幅な改定を実施しています。 
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  ２点目が給料表につきましても初任給に限らず、

30代前半までの若年層が在職する号級に重点を置

いて、平均で町給料表全体では0.7％の給料表の

増額改定をさせていただきました。 

  ３点目が期末勤勉手当についての改正でござい

ます。こちらも国の人事院勧告改定の内容に準じ

て、支給月を年間4.4月から4.5月、0.1月分の増

額改定をさせていただいているところでございま

す。 

  １点目の質問については以上でございます。 

  続きまして、２点目。 

  決算書の54ページ、中頃にございます総務管理

事業のメンタルヘルス委託料19万6,020円のとこ

ろでございます。 

  こちらの内容でございますが、労働安全衛生法

に基づいて、ストレスチェックを５年度について

も実施させていただきました。対象は、正規の

我々、正規職員と正規職員に準じた週の勤務時間

が一定程度、我々職員の４分の３以上の勤務時間

で働いていただいている会計年度の任用職員さん

にも実施しまして、合計261名の職員に対してス

トレスチェックを実施した、そちらの金額になる

ものでございます。 

  ３点目です。 

  ３点目につきましては、女性の幹部職員という

ところで、2023年度の人数をということですが、

こちら主幹級以上を幹部職員、管理職として捉え

ておりまして、そちらの人数の内訳を申し上げさ

せていただきます。 

  まず、令和５年４月１日現在ですが、女性管理

職員数は６名、職員に占める割合、管理職員に占

める割合としては10.7％でございます。令和６年

４月１日、今年度になってしまいますが４月１日

現在で申し上げますと、９名ということで、全体

の15.3％の職員が女性の管理職員となるものでご

ざいます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  決算書57ページ、58ページ、広聴広報事業の決

算額、令和４年度、令和５年度の比較についてご

説明させていただきます。 

  広聴広報事業につきましては、令和４年度と比

較しまして令和５年度は415万、およそ415万減額

になっているところでございます。 

  こちらにつきまして、主なものといたしまして

は、368万5,000円、こちらが令和４年度に実施し

ましたホームページのリニューアルにかかった経

費ということで368万5,000円でございます。ほか、

差としましては47万円ほどございますが、こちら

につきましては、大きなものといたしましては、

備品購入費でございます。こちらにつきましては、

増減で備品購入費58万円ほど執行が減っておりま

して、こちらにつきましては前年度広報編集用の

コンピューターを購入したりですとか、あと広報

の取材用のカメラを購入したこと、こういったこ

とによりまして令和４年度は決算額が大きくなっ

たということで、令和５年度はこのように係る支

出がなかったものですから、およそ415万円ほど

減額になったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  私のほうから決算書56ページ、備考欄真ん中付

近の人権・平和推進事業の18節負担金補助及び交

付金の内容についてご説明させていただきます。 
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  まず、埼葛郡市人権施策推進協議会等負担金35

万円につきましては、こちら２つの項目が入って

おりまして、埼葛郡市人権施策推進協議会、こち

らにつきましては、埼葛地区で広域で行っており

ます人権問題に対する協議会になります。こちら

につきましては、金額的には25万円、こちら埼葛

12市町が対象になりまして、北は久喜市、南は三

郷、八潮までの12市町で構成のほうされておりま

す。 

  あと、35万円中のあと残り10万円につきまして

は、やはりこちら広域で行っております昨年10月

５日越谷コミュニティセンターで開かれました埼

葛人権を考えるつどいに対する負担金となってお

ります。こちらにつきましては、10万円が定額と

なっております。 

  続きまして、越谷人権擁護委員協議会負担金、

次の欄の越谷人権擁護委員協議会杉戸部会負担金

と２段になっております。 

  まず、上段につきましては、越谷の法務局管内

で人権擁護委員の協議会というのがございまして、

こちらにつきましては、ちょっと先ほどの人権の

埼葛人権と若干の構成はかぶってくるんですけれ

ども、越谷市、松伏町、春日部市、吉川市、三郷

市、八潮市、杉戸町、宮代町あと草加市が入りま

す。９市町で構成されたものでございます。 

  こちらにつきましては、協議会においての、町

で町民相談のほうを行っているんですけれども、

法務局のほうでも人権擁護委員のほうが交代で人

権相談を行っておりますので、そちらのほうの関

連ですとか啓発活動、懸垂幕の作成ですとか、あ

と小学校、中学校における人権教室などを活動と

して行っております。 

  その下の段の越谷擁護委員協議会杉戸部会負担

金につきまして、８万6,400円、こちらにつきま

しては、先ほどの人権擁護委員協議会の下部組織

になりまして、杉戸町と宮代町の２町で構成され

ものでございます。 

  擁護委員の先生につきましては、杉戸町が４名、

宮代町３名ということで、こちらにつきましては、

桜市ですとか産業祭での啓発活動、そのほか人権

の花運動と言いまして、小学校のほうにお花の苗

ですとかをお届けしまして人権意識の高揚などを

図っているところでございます。 

  続きまして、先ほどご質問いただいております

埼玉県防衛協会のこちら会費が２万5,000円にな

ります。こちらにつきましては、町のほう定額に

なっております。そのほかに市の場合４万5,000

円、村ですと１万5,000円、そのほか団体・個人

の場合ですと１万5,000円というのがございます。 

  こちらにつきましては、防衛意識の高揚、あと

自衛隊の隊員の募集などの関係で協議会のほう設

けておることでございます。こちらのほうは、顧

問として埼玉県知事がされておりまして、市町村

ですとか団体事業所、各個人などが加入して県民

の自衛隊に対する理解を深めるための活動を行っ

ているところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

いただきます。 

  順不同になると思いますけれども、お願いした

いと思います。 

  まず、職員数なんですけれども、正規職員と会

計年度任用職員分けてということで、正規職員は

そうしますと、先ほど223という答弁でありまし

たけれども、220じゃないかな、もう一度これ確

認させていただきます。 

  それから、不用額の関係ですが、不測の事態に

対応するための計上が少なかった、これは災害関
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係ですよね。それとあと、育児休業等ですかね、

これの報酬と分けるとすればどういうふうになる

んでしょうか。そのほか共済費もあります、これ

は分かりますけれども、育児休業等と災害対応の

関係でどういうふうに増減がなっているのか、そ

の点お示しいただきたいと思います。 

  それから、人事院勧告に伴う給与体系、これは

分かりました。 

  それから、総務管理事業の52ページの関係、公

用車を運転する場合のアルコールチェックの関係

ですが、これはもう義務化なんですけれども、こ

れはもちろん、昼、夜と関係なくなんだと思うん

ですけれども、これはどういうふうにやられてい

るんでしょうか。どういうふうに行うというのは

文書では分かるんですけれども、実際、どういう

ふうにやられているのかお願いしたいと思います。 

  それから、メンタルヘルス委託料の関係なんで

すけれども、先ほど正規職員と任用職員というふ

うに分けられて、合わせて261ということなんで

すけれども、これは正規と任用職員を分けて数字

は分かっているんでしょうから、分けてお示しい

ただきたいと思います。 

  それから、56ページの特に人権平和推進事業、

人権のほうなんですけれども、これにつきまして

は、埼葛郡市人権施策推進協議会等負担金で、片

方は25万円、それから成果書である10月５日付に

越谷のコミセンでやられている、これが10万とい

うことなんですけれども、最近、久喜市ではこの

10年間で合計2,625万円の負担金となっています

けれども、この資金の使い道をこの代表のほうに

問い合わせたところ、目的が沿った支出をしてい

るという趣旨の文書が届いたというだけで、出納

簿とか領収書が示されていないということで、使

途不明状態と判断したということで、非常に不快

感を示していたという記憶があるんですけれども、

これについては今後どのような対応を取られるん

でしょうか。これは久喜市と言えば中心的な役割

を果たしてきている市なんですけれども、そこで

の問題提起されていると思うんですけれども、こ

ういう話は聞いていないというふうには思わない

んですけれども。町としては今後どういう対応を

取るのか、また12市町の対応はどういうふうにな

さるのか、その点お尋ねをいたします。 

  それから、56ページの埼玉県防衛協会会費とい

うことでご説明がありました。趣旨は分かるんで

すけれども、これは2022年の防衛省によれば、自

衛官募集のための名簿を提供した自治体が全国で

1,618に上っていると、初めて６割を超えたとい

うことなんですけれども、これは基本住民基本台

帳に記載されている名前、生年月日、住所、性別

の個人情報、これは４情報というんですけれども、

これを自衛隊に提供しているということなんです

けれども、宮代ではやられていないというふうに

は思うんですけれども、この点について確認をさ

せていただきたいと思います。 

  それから、先ほど、広聴広報事業の約415万円

の減ということで、公式ホームページのリニュー

アル経費が減ということなんだけれども、これは

もう少し詳しく説明お願いしたいと思います。 

  それから、65ページ、66ページの関係で、宮代

のジェンダー平等にも関わる問題なんですけれど

も、女性幹部職員、そうしますと課長級が23年度

はゼロになると思うんですけれども、それから副

課長、主幹級に分けて、全体で15.3％ということ

なんですが、課長級、副課長級、主幹級と、主幹

級以上ですから、これ分けて、もう少し詳しくご

説明をお願いしたいと思います。 

  それから、最後ですが、87、88ページの選挙費

の関係で、先ほど町の選挙における選挙公営制度

が導入されたということで、メリット、デメリッ
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トがお示しされましたけれども、そのとおりだと

思いますが、供託金については、これは支払いに

時間が、終わった後の支払いのことだと思うんで

すけれども、それに時間がかかるというデメリッ

トもあるんですけれども、これは一旦国庫に入れ

て、それから当選書を示して戻ってくるというこ

となんだと思うんですけれども、これは有効期限

はどれぐらいなんでしょう。参考までお示しいた

だきたい。 

  それから、もう一つは、大きなメリットとして

は、候補者とってお金がかからないと選挙への参

加という意味では大きな役割を果たしていると思

うんですけれども、それと同時に現在投票率は、

非常にやはり上げるのに努力はしていると思うん

ですけれども、そういった点ではこういった選挙

制度の改正と同時にこの投票率を上げるという意

味では、これらを候補者を含めてどういうふうに

上げる努力はされているのか、その点についてお

尋ねをしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き総務課の質疑を行

います。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○総務課副課長（青栁 誠君） 総務課副課長の青

栁です。 

  それでは、再質問のほうにお答えいたします。 

  １点目の職員数です、223人というふうにお答

えしました。223人のうち220人がいわゆるフルタ

イムの正規職員となりまして、３人は再任用職員

のうち、短時間勤務と言いまして週４日勤務の職

員が３人再任用でおります。それを含めて223人

ということになります。 

  ２点目の不用額についてですね。災害対応です

とか育児休業対応ということで、例えば、一般職

の超過勤務手当の不用額につきましては、先ほど

職員手当全体で336万2,427円というふうにお答え

いたしましたけれども、一般職の不用額としまし

て42万1,435円。こちらは災害ですとか一般的な

超過勤務手当の残とかそういったものになります。 

  管理職職員の特別勤務手当、これはある程度災

害を想定したものですけれども、それについては、

48万1,500円となっております。 

  また、会計年度任用職員の期末手当、これも不

用額として大きいんですけれども、それがこの職

員手当のうち87万5,033円、こちらが会計年度任

用職員に係る期末手当の未執行額ということにな

ります。 

  続きまして、アルコールチェックの方法ですけ

れども、アルコールチェッカーというこの筆箱の

一回り小さいぐらいの機械をそれぞれ配布しまし

て、それに息を吹きかけるところがございまして、

スイッチを入れてそこに一定期間、フーというふ

うに息を吹きかけて、そうするとピピッと出てア

ルコールがゼロですよというのが判定されます。

それは運転前に息を吹きかけて、周りの職員がそ

れを確認してそれで公用車の運転を始めると。そ

れで、帰ってきたら、同じようにアルコールチェ

ックでもう一回同じ行動を行って、周りの職員が

確認して記録を残すという方法で今は実施してお

ります。 

  あと、私のほうからは、最後に選挙公営につい

ての話になります。選挙公営については、まず選
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挙公営制とするためには、供託が必要だという話

を先ほどさせていただきまして、供託金について

は、選挙が執行して、選挙の有効事由が確定する

まで２週間ぐらいかかるんですけれども、その２

週間ぐらいかかった後で選挙の執行自体が確定し

て、そこで町のほうから証明書を発行して、その

選挙の執行が確定してから10年間というのを今確

認しましたので、10年間、一応返還、猶予という

か時効まであるということになります。 

  投票率についても、ご質問がありましたので、

投票率を上げる取組ということですけれども、な

かなか短期的に上げるというのは、非常に今難し

い状況でございまして、短期的な取組としまして

は、選挙の執行自体は入場券等配布しますので、

選挙があるということ自体は皆さん知っているん

ですけれども、それで、そこからなかなか投票所

へ足を向かわせるというのは非常に難しいと考え

ておりますので、ただ、従前から指摘いただいて

いるとおり、選挙公報、なかなか新聞折り込み世

帯の減少等もありますので、現在はポスティング

で何とか今より多く配れないかということで、今

検討しておりまして、ポスティングを利用して少

しでも多く選挙公報を届けるというのが短期的な

取組で考えていきたいということと、あと長期的

には、前からちょっとご説明しているように親子

で投票に行くという習慣をつけていただいて、子

どもの頃から投票所にいくことのハードルをまず

は下げるという取組について、これは全国的に取

り組んでおりまして、町の選挙管理委員会として

もこういった取組を継続して、短期的なものと長

期的なものということで取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

  私のほうからは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（中村淳一君） 総務課庶務職員担当

主幹中村と申します。 

  私のほうから２点、お答えさせていただきます。 

  まず、メンタルヘルス委託料、正規職員、会計

年度任用職員の実施者数261名の内訳でございま

すが、正規職員が229名、会計年度任用職員が32

名実施しております。 

  もう一点です。女性幹部職員の内訳ということ

で、令和６年４月１日現在の内訳がございますの

でお答えさせていただきます。 

  まず、主幹級職員が５名です。率にして15.6％、

副課長級につきましては、３名、率にして23％、

課長級につきましては、１名、率にして7.1％で

ございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○総務課主幹（齋藤千洋君） 秘書広報担当主幹の

齋藤でございます。 

  広聴広報事業の令和４年度の実施でございます

が、町ホームページのリニューアルについてご説

明のほうさせていただきます。 

  従来の町ホームページ、こちらはパソコンで見

るということが前提でつくられておりまして、こ

れを最近では町ホームページを見るのにパソコン

を立ち上げずに気軽にスマートフォンで見るとい

う方が多いかと思うんですけれども、スマートフ

ォンでそのまま見ますと、パソコン用でつくられ

た画面は文字が非常に小さくなったり、あるいは

それぞれ表示されるところがずれてしまったりで

すとか、非常に分かりづらい状態になってしまい

ます。こちらをスマートフォンですとかタブレッ

ト、こういったもので見やすくするためにリニュ

ーアルをしてホームページを入れ替えたというと

ころでございます。 
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  また、文字の拡大機能ですとかそういったプラ

スアルファの機能もありまして、どなたでも町の

ホームページ見やすくというところでリニューア

ルのほうさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  私のほうから２点、ご説明のほうさせていただ

きます。 

  埼葛人権を考えるつどいの関係で、久喜市のほ

うが埼葛郡市人権施策推進協議会、こちらつどい

関係のお金が使途不明の問題で結果的に久喜市の

ほうが人権施策推進協議会、実質中心的な役割の

会長を務めて久喜の市長さんが会長を務めていら

っしゃったんですが、人権関係のそういった協議

会関係をお辞めになりまして会からも抜けている

現状でございます。 

  埼葛人権を考えるつどいにつきましては、人権

問題の早期解決に向けて地域間交流ということで、

先ほど申し上げました久喜市文化会館ですとか春

日部市文化会館、昨年ですと越谷コミュニティセ

ンターのほうで行ってきたところでございます。 

  町といたしましては、人権を考えるつどいの参

加費ということで負担金のほう支出してまいりま

して、目的に沿ったということで支出はしてきた

んですけれども、久喜市ですとか、あと新聞報道

にありますように使途不明という話が出てきてお

りますので、今年度につきましては春日部で10月

10日に埼葛人権を考えるつどい予定していたんで

すけれども、こちらのほうの問題がある関係で今

年度は中止したところでございます。 

  今後につきましては、久喜市は退会されました

が、ほかの春日部ですとか越谷など残った市町で

現在話合いのほうしておりまして、今後どういっ

た対応をするかについては現在検討させていただ

いているところでございます。 

  あともう１点、自衛官募集の関係の対象者の情

報提供につきましてご説明させていただきます。 

  今般、各自治体への要請が増えているというこ

とで丸藤委員のほうからお話がありましたが、令

和５年度につきましては、住民課のほうに確認を

したんですけれども、そういった要請はなかった

と伺っております。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  最後のほうの防衛省の22年度自衛官募集のため

の名簿を提供した自治体が約６割を超えたという

ことで、宮代町の対応はないということで確認は

しますが、私はこの埼玉県防衛協会会費、自衛隊

についての理解とか防衛意識の高揚だとか、こう

いうのはこういうふうに自治体から会費を集めて

やるような問題なんでしょうかねと思います。 

  これはどこから出ているんでしょうか。宮代で

積極的に出すとかということではないと思うんで

すけれども、埼玉県防衛協会会費となっているん

ですけれども、これはどういうふうになっている

んでしょうか。 

  先ほど、市町村によって違うということなんで

すけれども、私はこういうのは必要ないと思うん

ですけれども、どこでこういうふうになっている

のか、その点最後ですのでお願いしたいと思いま

す。 

  あともう一つは、埼葛人権を考えるつどいの関

係でありますけれども、非常にやはり特定の団体

が関与する事業で、これまでの開催そのものを疑

問視するというところもあるんですけれども、や

はりこういうのがあって、中心的な役割を果たし
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てきた自治体が使途不明状態と判断して脱退と言

っていいのか、いうことなんですけれども、やは

りこれは収支は収支としてあるのかもしれません

けれども、やはりちゃんとした改めて使途不明金

について解明しないと、これは先ほど検討中とい

うことなんですけれども、引き続きちゃんと不明

金を明らかにするそういうことが大事かと思うん

ですけれども、その点最後ですので、この２点に

ついてお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○人権推進室長（野口延寿君） 人権推進室長の野

口でございます。 

  埼玉県防衛協会への負担金ということで、先ほ

ど年会費ということで市が４万5,000円、町が宮

代町ですと２万5,000円、村ですと１万5,000円と

いうことでご説明のほうさせていただきました。 

  先ほどちょっと私のほうで防衛意識の高揚です

とかそういったちょっと話が中心になってしまい

ましたが、自衛官の募集につきましては法定受託

事務ということで自衛隊法で市町村が自衛官募集

に当たって連携するということでなっております。 

  自衛官、防衛協会については、自衛官募集だけ

ではなくて、災害対応ですとかそういった国民の

生命財産を守る自衛官の人材確保というものもご

ざいますので、そういった観点から支出のほうを

行っているところでございます。 

  あと、埼葛人権を考えるつどい、実行委員会の

ほうで組んで事業のほうを行っているんですけれ

ども、町も主催者の一つに入っております。 

  宮代町につきましては、会場が、大きな会場を

持っていませんので、先ほど申し上げました久喜

ですとか春日部、越谷が会場になっており、実際、

例えば昨年、越谷の会場で行う場合は、越谷が中

心となって行っており、実際、お金の管理ですと

かそういったものを会場市でなくてはどうしても

分からない部分というのがございました。こちら

につきましては、本当に町は主催者の一員として、

こういったことが出てきたことは深く反省しなけ

ればいけないと考えております。 

  残った市町で今後こういったことが起こらない

よう原因の究明と、今後どういったことで、形で

やっていけばいいのか、そういった点を十分検討

しながら事業ほうを進めていければと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

総務課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  これより企画財政課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○企画財政課長（井上正己君） よろしくお願いし

ます。企画財政課長の井上です。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課管財

情報政策担当の主幹、宮下です。よろしくお願い

いたします。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 企画財政課主幹

の村山と申します。よろしくお願いいたします。 

○対話のまちづくり推進担当主査（大越一範君） 
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企画財政課対話のまちづくり推進担当主査の大越

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○財政担当主査（宮部俊周君） こんにちは、企画

財政課財政担当の宮部と申します。よろしくお願

いいたします。 

○管財担当主査（島村 剛君） 企画財政課管財担

当島村でございます。よろしくお願いいたします。 

○情報政策担当専門員（吉永吉正君） 企画財政課

情報政策担当専門員の吉永と申します。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属・氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。よろしくお願い

いたします。 

  説明書の83ページ、お願いします。 

  高齢者運転免許自主返納者への支援ということ

で、令和３年では84名、４年では90名、５年で73

名とありますが、この年齢、一番若い人は幾つぐ

らいから返納しているのか、また一番高齢者は何

歳で返納しているのか、あとは一番年齢的に多い、

75歳が何名とか多いとかそういう形でちょっと教

えていただけないでしょうか。 

  それと、説明書の84ページなんですけれども、

成果のところで、令和５年度四季楽トイレの天井

ガラス夜間映り込みに解消する工事なんですけれ

ども、これ私が３月の一般質問でしようとしまし

たら、ちょっとこれ待ってくれということで止め

られて、工事の後に発表するのはいいんですけれ

ども、このことがちょっとばれちゃうとまずいん

で、してくれという工事だったと思うんですけれ

ども、急遽ここに載っているということは、予算

的にどうなのかとか、そういうのが分からないん

で…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（鈴木次男君） 令和５年度なんですけれど

も、３月だから５年度の予算で、これやったんで

しょう。そうですよ、３月なんで、５年度の予算

でしたんで、ここの成果のところに載るんで、そ

うです、５年度の予算なので、予算的な金額があ

る程度高いものが成果として載るもんだと思うん

ですけれども、予算金額はどのぐらいだったのか、

あとは急遽というのを、金額的な規模でどのぐら

いの規模からこういうものには載せたりとか載せ

なかったりするのか、分かったら教えてもらいた

いんで。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。よろしくお願いします。 

  今、鈴木委員のほうからご質問いただいきまし

た点につきまして、私のほうから回答させていた

だきます。 

  まず、１点目でございます。 

  免許返納の件でございますけれども、こちら申

請をいただいた年、その時点での年齢になります。

毎年毎年申請いただいていますけれども、その中

で、ずっと継続して申請いただいている方もいら

っしゃれば、その途中でもう要らないですという

方もいらっしゃるので、その中で、一番お若い方、

お若い方に関しましては65歳の時点で免許を返納

されて、バスのほうの券が欲しいという方がいら

っしゃったということになります。最年長としま

しては、92歳の方が免許返納されたというところ

になります。 
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  割合としましては、免許返納時の年齢が一番多

いところとしますと、80歳から85歳、このあたり

の方が一番多いかなと思いますけれども、70歳以

上を超えてからは似たような数字、大体130名と

か140名ぐらいの方が70歳を超えたときには免許

返納されるというふうなケースが多いという形で

集計のほう取らせていただいております。 

  ２点目でございます。 

  トイレによる天井ガラスの件なんですけれども、

こちらにつきましては、実際予算の中で、昨年度

については自動扉のちょっと修繕等も予定はして

いたんですけれども、こちらのほうでちょっと想

定していた工事よりも自動扉のほうが大がかりな

工事になってしまいそうということで、ちょっと

そちらの予算を３月の時点では流用させていただ

いて使い道のほうを、こちら四季楽のトイレのほ

うに充てさせていただいたという形になります。 

  形としましては、我々も恥ずかしいながら映り

込みについてはちょっと認識していなかったもの

ですから、そういったお話をいただきまして、そ

れをいただいた上で、早急に対応させていただく

という形で予算のほう使わせていただいたという

形になっておりますので、こちら今回説明書に関

しましては、令和５年度に行った工事の中での実

績というか、こういったことをやりましたよとい

うところでのご説明という形になりますので、記

載のほうさせていただいたということになります。 

  金額としましては、今回これが100万円弱、90

万円ちょっとの金額がかかっているんですけれど

も、今回庁舎の施設の修繕ということで238万

6,000円ちょっとの金額が出ていますので、その

中での約半分ぐらいの金額が当たっておりますの

で、今回その中で主な工事として記載のほうさせ

ていただいたということになります。 

  回答としては以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員に申し上げます。 

  委員会中に不適切な言葉がございましたので、

撤回のほうをよろしくお願いいたします。 

  ほかに質疑はございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。 

  まず、１点目が説明書の64ページのチームみや

しろ会議というところで、５件の新たな活動がで

きたということなんですけれども、その５件の活

動というのはどういった内容のものかお示しをお

願いいたします。 

  続いて、２点目が説明書の83ページの便利バス

が走る事業なんですけれども、この表みたいな循

環バス運行委託料というのがあるんですけれども、

そこのところで、設備工事費でバスロケーション

システム設置費というのが、令和３年度、27万

6,000円ぐらいでできたものが、令和５年度にな

ると200万ぐらいかかっていたり、あとバスロケ

ーションシステム利用料金というのが大体4万

5,000円とか13万5,000円とか、３年度、４年度き

て、５年度になると急にまた34万とか結構高いん

ですけれども、この辺の理由はどういったものな

のかお示しをいただきたいのと、最後になります

が、この循環バスは町民フェスティバルのときに

増便をしているんですけれども、利用者が32人と

いうことで臨時増便の費用としてこれ４万7,520

円でいいのかちょっとあれですけれども、費用対

効果としてどう考えているかお願いをいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 企画財政課主幹

の村山と申します。 

  私のほうからは、一番最初にご質問ありました

説明書です、こちら64ページのチームみやしろ会

議の中で実施内容のところにあります５件の新た
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な活動というところでご案内したいと思います。 

  まず、１点目がこのチームみやしろ会議でお話

をしていただいた方同士がコラボレーションしま

して町内のお店で展覧会、販売会を実施したとい

うのが１点目でございます。 

  ２点目につきましては、参加された方が今回こ

のチームみやしろ会議をオンラインで配信してい

ただいているボランティアがいらっしゃるんです

けれども、その方がコラボレーションしまして企

画をされたというものがございます。 

  もう一つが、同じくオンラインでやっていただ

いている方のお店を配信、参加者の方がそのお店

を使ってご自身の活動を配信されたというものが

３点目でございます。 

  もう一つが、町内の飲食店において参加者の方

がその方の特技を生かしました演奏会、お食事会

を実施されたという４点目でございます。 

  ５点目が今回出演された方が、宮代高校放送部

の方が出演された方のイベントの撮影記録に協力

をされたというのが５点目でございます。 

  以上、５件になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、宮

下です。 

  それでは、私のほうから説明書83ページ、バス

のほうにつきましてご説明のほうさせていただき

ます。 

  まず、バスロケの設置の利用料の部分でござい

ます。こちらにつきましては、令和５年度のバス

の運行から乗車と降車の人数につきましてはセン

サーで行うことになっておりまして、以前は運転

手が手計算というか、乗ったときと降りたときと

いうのを運転の最中に、止まったときに表に書き

込むような形で集計していたんですけれども、現

行の契約の中では、それがセンサー、入り口と出

口にセンサーがついていまして、そちらのセンサ

ーでカウントするというふうな形になってござい

ます。そういったものが新たにバスロケの中の機

能の一つとして追加をしておりまして、それの３

台分の設置というところでこのような費用が発生

したということでございます。 

  前回のものにつきましては、バスロケーション

ということで、ＢｕｓＧｏ!という、今バスがど

こにあるのかという位置をお示しする表示するよ

うなシステムを導入するための費用だったんです

けれども、今回はそれに付随してセンサーの設置

費用等々が含まれているというふうな形になりま

す。 

  同様に利用料金につきましても、同様に乗車、

降車の人数をカウントする、そのカウントするよ

うなシステムを使って集計等をするのにそちらの

使用料は含まれているという形で金額のほうが高

額になっているというようなことで認識をしてお

ります。 

  ２点目の臨時バスの費用対効果でございます。 

  こちら、スポフェス自体がおととしから始まり

まして、おととしも同様に増便のほうさせていた

だいたことにはなってございます。こちらにつき

ましては、費用としては、同事業者、今回で言え

ば朝日自動車さんにお願いをしていることもあり

まして、こちらのほうで予算のほうから費用のほ

うをお支払いしているところではございます。 

  こちらについては、参加者の増加等々を狙いま

して教育推進課のほうと調整をして行っていると

ころではございますが、来年度以降につきまして

は、朝日自動車以外のバスで増便を出すという可

能性もないわけではないので、現状では来年度以

降につきましては、原課のほうで教育のほうで予

算を持っていただいて、スポフェスの中の運営費
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と一部としてちょっと計上していただくような形

で考えているところでございます。 

  なので、頭割りをしてしまいますと、なかなか

人数として、金額としては非常に高額な形になる

のかなというところではございますが、こちらに

関しましては参加者増加を見込んだこちらとして

は施策の一つとして行ってきたところではござい

ますが、来年度以降につきましては、また教育推

進課のほうで増便を出すかどうかというところに

ついては、検討のほう引き続きお願いするという

ことになってございます。 

  回答としては以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原洋子でございます。 

  質問させていただきます。 

  決算書68ページ、説明書のほうでは80ページ、

81ページになります。ふるさと納税のことについ

てでございます。 

  こちらふるさと納税管理事業の中のふるさと納

税ＰＲ業務委託料のことについてお聞きしますが、

こちらの委託先を教えていただきたいと思います。

それと、こちら普通、さとふるだとかそういうと

ころだと思うんですけれども、それ以外に頼んで

いるところがあるのかどうか教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私のほうからは、説明書80ページ、81ページ、

決算書で言いますと68ページ、ふるさと納税管理

事業の12委託料のふるさと納税ＰＲ業務委託料の

ご質問にお答えします。 

  今回こちら、さとふるさんの名前を挙げられま

したけれども、町のほうでは４点、４社のほうに

委託してございます。 

  １点目がさとふるさん、２点目がトラストバン

クさん、３点目が楽天さん、４点目が地域デザイ

ンラボさいたまさんでございます。この４社に委

託してございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 承知いたしました。 

  こちらは、企業さんでよろしいんでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  それぞれ企業さんでございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） これは私もちょっと不勉強

なのでちょっと教えていただきたいんですけれど

も、こういったふるさと納税をＰＲするときに、

今ユーチューバーですとかインスタグラマーの方

が案件と称して企業さんから商品をご案内したり

ということをされていると思うんですけれども、

ふるさと納税に関してもこういうことって可能な

のでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山と申

します。 

  実際、宮代町ではやってございませんが、不可

能ではないと思っております。 

○委員長（土渕保美君） ３問目終わりましたので。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  今お答えいただきました…… 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございませ

んか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 
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  決算書の67、68、説明書の85です。 

  ＯＡ管理事業委託料、公共施設予約システム導

入委託料についてお伺いいたします。 

  こちらは令和６年１月から始まったということ

なんですけれども、この委託料はどのような契約

になっているのか、まずお伺いいたします。 

  次に、２点目は説明書の40ページです。 

  遊休資源活用プロデュース事業です。こちらは

予算も決算もゼロ円ということになっていて、今

庁舎の受付の１階の辺りをこのようにここの説明

書にあるように活用をされているということでご

紹介していただいています。 

  それでこの事業なんですけれども、今後のこと

も含めて、この前期実行計画の趣旨とその工程と

いうところで、こちらにも書かれております。こ

の内容の進捗というかとともに、あとこちらで販

売をすることというのが可能なのかということを

お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、主

幹、宮下です。 

  まず、１点目公共施設予約システム委託料につ

いてです。 

  こちらの委託につきましては、まずシステムを

構築するための費用となってございます。実際に

はシステムを導入する際、導入するときに、シス

テムを宮代町用につくるというか、そういった改

修をするための初期設定でありますとか、そうい

った部分を委託するのに、これの費用が発生して

いるということなってございます。 

  実際には、あとはこの後に月額のシステム利用

料ということで、システムの利用料が毎月、費用

としては発生してくることになりますが、こちら

はイニシャルコストということで導入時のみに発

生した費用がこちらの公共システム予約システム

の導入関係というところで記載のほうさせていた

だいております。 

  ２点目の遊休資源活用プロデュース事業でござ

います。 

  こちらにつきましては、町が持っているもの、

それとは町が持っているのではなく民間の方が持

っているものというところについて、遊休資源を

うまく活用していきましょうという考え方でござ

います。 

  当然、町が持っているものに関しましては、ど

この土地がどのように空いているかということに

つきまして、一旦整理させていただきまして、庁

内のほうで共有をして、何か自分達で事業をやる

とか、空いている場所がないかというところにつ

いての情報を庁内で共有しているということにな

ってございます。 

  また、民間の持っている土地または民間が持っ

ている建物等につきましては、これはなかなか個

人所有の部分ございますので、そこの部分につい

ては広く皆さんにお知らせするというのは、なか

なか難しいところではございますので、現状では

民間の施設を活用してこういった活動をしていま

すよ、というようなところを広く皆さんにお知ら

せをするということで、例えば、駅前の無印さん

の学び舎さんであるとか、ああいったところを使

ってこういったイベントをやっていますとか、こ

ういった活動をやっていますよということを皆さ

んにお知らせをするような動きになっていくかな

というふうに考えてございます。 

  販売についてなんですけれども、現状庁舎での

販売というものにつきましては、それは庁舎管理

規程がございまして、そちらの部分については、

今コーヒー売ったりとか、おせんべい売ったりと
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か、あかりさんがやっていらっしゃると思うんで

すけれども、あれはまた福祉とかそういった観点

の一環でやっていただいているもので、なかなか

民間の方に、ここで販売していいですよというこ

とに関しては難しいかなというところでございま

す。 

  それ以外の、無印さんでやるとか、そういった

ところにつきましては、またそちらのほうでそれ

ぞれの規定というか約束事があると思いますので、

そちらのほうで行っていくことは可能なのかなと

思いますし、当然そこのスキップ広場とかでもや

っているところもございますので、そういったと

ころをまた各施設に応じて可能かどうかというと

ころを判断いただく形になるかなというふうな認

識でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） １点目の再質問なんですけ

れども、この委託料については承知をいたしまし

た。 

  そうすると、これを運用していく決算手数料と

いうのが、こちらがシステムを使った料金になる

ということだと思います。 

  それでこの予約システムが令和６年１月から始

まって、いろいろ便利になったとか、ちょっとよ

く分からないとかいろんな声があると思うんです

けれども、町民の方からどういう声があって、ま

た、利用状況というのも教えてください。 

  ２点目の活用については、ご説明いただいて分

かりました。玄関のところで福祉的な活動で販売

しているということなんですけれども、よく庁舎

案内に売店のようなそういった特産品を置いたり

とか、そういったところもあったりもするんです

けれども、そういう意味で全く関係のないものの

業者さんものを売るということではなくて、そう

いう事ができるのかな、役場に来た際に町の中の

そういったものも、取り扱っている方のものを委

託で販売したりとか、その方があとはマルシェ、

先ほどこちらでやっているっておっしゃっていま

したけれども、ちょっと気候に影響があるという

ところで、建物の中でできるということで、そん

なに大きなものはできないにしてもそういったこ

とができるのかなと思ったんですが、その辺のこ

とをもう一度お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、主

幹、宮下です。 

  まず、１点目、公共施設予約システムについて

でございます。 

  まず、こちらの使用率ですかね。こちらのほう

ちょっと述べさせていただきたいと思います。 

  開始が今年の１月に開始しまして、現状これは

７月末の時点がまとまっていますので、こちらの

中では登録者数としましては、1,031の登録がご

ざいます。内訳としまして、個人の登録が684ご

ざいまして、団体で310の登録がございます。 

  残りの部分につきましては、ゲストということ

で、予約は自分で取らないんだけれども、空き状

況だけ見たいという方がいらっしゃって、そうい

った方に関してはゲストという形で登録をしてお

りまして、約半年で1,000を超える利用の申込み

があったというところでございます。 

  申請の件数としましては、７月の部分について、

2,609件の申請がございます。こちらは７月１日

から７月31日まででございまして、そのうちオン

ラインの申請が988件ということで、約38％の方

がオンラインでもって予約をしていただいている

というような形になります。 
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  その中でもさらにオンライン決済ということで

その場でお金をお支払いいただくのが、オンライ

ン申請をした方に対して約18％の方はそのままお

支払いまでしていただくというような形になりま

す。 

  利用に際しましては、前回の予算委員会のとき

ですか、多分塚村委員さんのほうからやはり同様

に年配の方もいらっしゃるのでというところのご

質問をいただきまして、実際、その後にこの４月

から公民館につきましては、各団体の方々に対し

て事前に説明会のほうをさせていただいて、抽せ

んの予約が始まっております。私のほうも説明会

のほう参加しましたし、あとは教育推進課のほう

で生涯学習担当のほうが丁寧に回数も多くやって

いただいたので、公民館のほうにつきましても現

状では定期利用団体ということで、自分たちはこ

のときにどうしてもやりたいんだということに関

しては、抽せん予約を申し込んでいただいて、実

際のところは予約に結びつけていただいていると

いうところでございます。 

  この半年で特にこういった意味では大きなトラ

ブル等もなくて、年配の方々も最初は当初、不安

も当然皆さんあったと思うんですけれども、実際

やっていただくと何とかそれなりの形で対応でき

るというふうな形で認識しておりますので、現状

ではこれからまたさらに多くの方々に利用してい

ただくような形でいろいろアナウンス等もしてい

きたいなというふうに考えております。 

  もう一つが庁舎の部分での販売ではございます。 

  こちらについては、考え方にはよるんですけれ

ども、実際、町の例えば商工の担当のほうと協働

して、そういったところが町の事業として行うん

だというようなことであれば、考え方としては一

つとしては方向性として見えてくるのかなとは思

います。 

  ただ、広くやはり皆さんに使っていただくとい

う意味では、なかなかそこの部分については、庁

舎の管理規程の部分については難しいのかなと思

いますので、先ほどのとおり特産品であるとか、

そういったところについては商工のほうも宮代の

特産品であるとか、何か認定とかを出していたり

しますので、そういったところから最初、取りか

かっていくのかなとは思いますけれども、方向性

としては、まずそこが最初になってくるかなと思

います。 

  回答は以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 内容、承知をいたしました。 

  まず、１点目なんですけれども、もう皆様フォ

ローしてくださっている利用者の方も使いやすく

なって利用件数も増えているということで承知を

いたしました。 

  例えば、進修館とかもオンラインのほうが先に

予約ができるというか、窓口に行くよりもタッチ

の差でオンラインのほうが早いんですよとみたい

なアナウンスもあったりしてそういう便利な部分

があったりもすると思います。 

  それとあともう一つ、せっかくオンラインで予

約をしても、また紙に書いて出すというところが

少し二度手間というかそういうこともあって、た

だ紙で管理しないと分からないのかなというとこ

ろもあるんですけれども、そういうのはだんだん

となくなっていくのかというところを最後にお伺

いいたします。 

  次に、遊休資源のほうも今のご答弁でよく分か

りました。この事業としては、今後予算をつけて

事業としていくときにどんな想定をされているの

か、どんなものが必要になってどういう事業にな

っていくのかというのを最後にもう一度お願いし

ます。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、主

幹、宮下です。 

  まず、１点目でございます。 

  そうですね、ペーパーレス化ですね。 

  こちらについては、どうしても進修館ないしぐ

るる等もそうなんですけれども、利用者に対して、

申請が終わったよという申請簿ではないんですけ

れども、その様式を当日見せていただくというよ

うな形になっているのかなとは思います。 

  なので、そこについては手続の流れの中で、今

は、なので申請が終わった後に印刷をお願いして

いたりとかという形だとは思うんですけれども、

その申請の代わりに画面のコピーでありますとか、

携帯の画面を見せてもらうとかそういったことで

運用としては、形としては可能なのかなというと

ころではあるんですけれども、あとは指定管理に

なっていますので、指定管理の報告の中でそうい

った流れになっているのかなと思いますので。 

  おっしゃるとおり、当日までせっかくそこまで

全部、家でできていて、あとは当日行っていたと

きに紙を見せずにというところは、手続上の流れ

としては非常にスマートなのかなと思いますので、

そこについてはちょっとほかの自治体さんも予約

システムに関してはいろいろと運用しているとこ

ろもありますので、そういったところでどういっ

た運用方法でなるべくペーパーレス化に結びつけ

ているのかというのは、またこれはそのペーパー

レス化の部分の観点でもちょっと我々のほうとし

てはひとつ見ていきたいなと思いますので、いた

だきましたご意見を参考にちょっとそちらの部分

では動いていきたいなというふうに思います。 

  それと…… 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（井上正己君） 企画財政課長の井

上です。 

  今後の遊休資源の活用の件で少しお話をさせて

いただくんですけれども、今塚村委員から非常に

示唆に富んだご提案をいただいて、確かに特産物

のＰＲという視点は我々持っていなかったので、

そういったやり方もあるのかなというふうに改め

て思いました。 

  販売については、今いろいろと物を常に保管、

管理状態とかありますので、置きっぱなしという

わけにいかないので、販売はなかなか難しいんで

すが、今玄関のところには、メイドインみやしろ

の品が置いてありますから、ああいったディスプ

レイを考えていくのも一つですし、あとは最近デ

ジタルサイネージ、大きいパネルのようなもので

電子で表示するということも可能になってくると

思いますので、予算もかかりますからそこは十分

検証しますけれども、今後取り組んでいきたいな

というふうに考えております。ありがとうござい

ました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島あけみでございます。 

  決算書の66ページから68ページにかけての宮代

定住促進作戦についてお伺いいたします。説明書

では82ページになります。 

  この定住促進作戦で約160万の費用がかかって

いますけれども、主なものがウェブサイトの運営

管理の委託料だと思うんですけれども、説明書で

見ますと、説明書82ページです。 

  年間ページビュー数が11万2,810回ということ

でそれなりに閲覧はされているのかと思うんです
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けれども、みやしろ初めてツアーの参加者が８世

帯だったということで、このうち実際に参加した

のが４世帯、参加できなかった人に郵送でチラシ

を送ったということですけれども、この方たちの

定住希望とか、前向きに考えたいとかそういうこ

とはあったのかをお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私のほうからはご質問のありました説明書82ペ

ージ、決算書は66ページから68ページにかけての

みやしろ定住促進作戦の中のみやしろ初めてツア

ーというところのご説明をしたいと思います。 

  今回、令和５年度につきましては８世帯の方が

参加いただいております。そのうち今現在で我々

のほうで把握している状況ですけれども、定住さ

れたのは２組の方が定住されているというふうな

ところでつかんではございます。 

  こちらの事業、平成26年ぐらいからやっている

事業でございまして、これまで初めてツアーに参

加された方の延べが64世帯でございます。そのう

ち26世帯の方が宮代町のほうにお住まいになって

いるというところで、これは我々が把握している

限りでございます。大体、定住・移住率について

は40％となってございますので、数は少ないんで

すけれども比較的濃厚な感じでこちらに移住して

いただいているのかなというふうな評価はしてご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） ありがとうございます。 

  じゃ、１つ再質問させていただきます。 

  今後、この定住促進をもっと促進を、定住者が

増えるために、このサイトの内容を何か変更する

とか、ＰＲ方法をまた新しく考え直すとかそうい

う予定はあるでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  定住促進サイト宮代で暮らそっと運営してござ

いますが、こちらについては何か決まったものを

定型的に発信するというものではなくて、委託し

ている業者さんとあとは職員も含めて、その時々

でこういった色を出せたらいいのかなとか、こう

いった人の声を拾うと今見ている方も興味を持つ

のかなというのは考えておりますので、そこにつ

いてはどんどん変更というか、よりグレードアッ

プしていきたいなと思いますので、ぜひ何かご意

見あれば伺えればと思いますので、お願いします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  前段の議員のほうで質問されていますので、重

複しない部分だけ質問させていただきます。 

  まず、決算書58ページ、便利バスが走る事業に

なります。説明書ですと83ページになります。 

  こちらのほうなんですけれども、やはり循環バ

ス、今回新しくなりましたので予算が大変増えて

おります。今回1,493万2,976円増えているという

ことなんですけれども、これに対しまして、乗車

人数が１万2,340名減っているということがちょ

っと問題ではないかなというふうに考えておりま

す。 

  なぜこのような形で減っているのかということ

をどのように検証されているかをお伺いします。 

  それとその下のほうにあります高齢者運転免許

自主返納者への支援ということで、こちらのほう

も、今回17と減少しておりますので、こちらにつ
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いてもどのように考えているかをお伺いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課、主

幹、宮下です。 

  バスにつきましてでございます。 

  乗車人数のほうなんですけれども、こちら令和

５年度はバス入替えに伴い計測方法が変わったた

め、参考値ということで下に注釈のほう書かせて

はいただいております。 

  実際のところなんですけれども、令和５年度に

バスの運行が今回朝日自動車さんに替わりまして、

その中で当初は、バスがノンステップバスが３台

ではなくて通常の段差があるバスが２台、それと

ノンステップバスが１台ということで３台で運行

のほうしておりました。 

  こちらはなかなか町のほうでバスを所有すると

いうことが当時難しくなってしまいまして、それ

で業者が持っているバスでもって運行をお願いす

るということで、朝日自動車のほうが用意できた

のがそういった形でありました。 

  それが現行では、ポンチョという形でノンステ

ップバス３台に替わっております。これは今年の

１月と３月に１台ずつ入替えを行いまして、結果

として３台になったんですけれども、その入替え

の際に先ほどちょっとお話が出ましたがセンサー

の取付けのタイミング等々がありまして、実際の

ところはちょっとセンサーがない状態で運行して

いるタイミングもございまして、なのでそこの部

分で人数のカウントができていなかったという期

間がございます。それが１月と３月、それぞれ２

週間とか３週間というのがそういう期間がありま

して、そのためちょっとこちらのほうでは、計測

方法が変わったんで参考値ということで記載のほ

うさせていただいたところでございます。 

  とはいえ、実際にじゃあ、そこがしっかりカウ

ントされていたから、前年度６万3,000ほど届い

たのかというところについては、実際のところは

正しい数字が出ないので何ともいえないところで

はあるんですけれども、利用者については一部減

少してしまったというところはあるのかなという

ふうに認識はしております。 

  ただ、こちらにつきましては、先ほどの２点目

の運転の自主返納者の支援についても、こちらも

結びついてはくると思うんですけれども、実際、

高齢の方々がバスに乗っていた方々が何かしらの

関係でバスに乗れなくなって利用ができなくなっ

てしまうというのがあったときに、１日３人の方

とか４人の方がバスに今まで乗っていた方が、定

期の方がいなくなってしまうということだけで、

年間に跳ね返すとこちらが1,000人とか2,000人ぐ

らいの差にはなってきてしまうところがございま

して、今高齢化が進む中で、そういった今まで定

期バスを使っていた方々がちょっと諸事情により

使えなくなってくるという形もひとつあるのかな

というのはそういった形では推測はしているとこ

ろでございます。 

  ただ、この申請ですね、運転の自主返納のほう

に関しましては、とはいいましても、この高齢化

社会の中で、運転をされる高齢者の方も今後年齢

的には伸びていくという形もあるのかなというふ

うに思っていまして、高齢になったときに、自分

で返納はするという形ではあるんですけれども、

やはり車のある生活というのは、なかなかそれを

切り離すのは難しいという形もあるのかなと思い

まして、なので、実際にこの自主返納しない方、

運転を引き続きする方というのもいらっしゃるの

かなというふうに思っていますので、運転をする

方々が高齢化していくというような形で、自主返
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納せずに、自分は運転していくんだという方もそ

ういった人数の方々も増えていくのかなというと

ころもございまして、今まで乗っていた方が乗れ

なくなくというのが１つ。 

  それと、もう一つは、今までであれば免許返納

しようかなという年齢の方々も現状では運転を引

き続きしないとなかなか生活的に難しいよねと思

う方がいらっしゃるのかなというところがござい

まして、そのあたりが今回の人数の減少につなが

ってきているのかなというふうに担当としては、

現状では認識しているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  便利バスが走る事業と言われているわけなんで

すよね。便利とついているので、やはりこれは便

利でなくてはいけないと思うんですね。やはりこ

れだけ金額が上がっているわけですから、それを

埋めるためには、利用される方を増やさなくては

いけないと思うんですよ、まず。それが前提じゃ

ないかと思います。 

  そうしますと、例えば今聞いている中で、高齢

者だけを対象にしているような考え方はもう古い

と思うんですよ。高齢者だけではなくて、若い人

もお子さんも使えるように、何かうまいこと考え

ていく必要があるんではないかと思うんですね。

例えばバスで一番利用が少ない日とか、月の中で。

そういうのがあるとしたら、その日は無料にする

とか。あとは半額にするとか、何か循環バスを乗

りたいというか、乗って、これは便利だなと感じ

てもらえるようなそういうものを考えて、町とし

て考えていただいて、そうしていただかないと、

何かいつになってもこれは変わらないと思うんで

すよね。 

  皆さんのよく聞く言葉に、バスいつ見ても乗っ

ていませんよねと言われてしまうんですよ。それ

がいけないと思うんですね。やっぱりバスが通る

ときに、ああ、人がいっぱい乗っているなという

ふうに言われるように、何か考えていくべきでは

ないかなと。それが企画財政課の人たちの仕事じ

ゃないかなと私は思っておりますので、何か例え

ばバスの中で写真か何かを載せたりとか、そうい

うものに対して町民の方に応募したりとか、あと

はバスの名称を何か応募したりとか。町民の方が

循環バスに対して、何か関わりを持てるようなそ

ういった仕組みを考えていくべきではないかなと

思うんですけれども、その辺はどのように感じて

おりますでしょうか。 

  それと、あと、高齢者運転免許自主返納者に対

して、いつも循環バスの回数券だけになっている

んですね。以前にタクシー券も渡したらどうです

かという話もさせていただきましたけれども、そ

れについて全然進んでいないようですし、また、

例えば選択制にして、循環バスの回数券、もしく

は自転車に乗るときのヘルメットの補助券を用意

するとかして、どちらを選びますかとか、そうい

うことを考えられてもいいのではないかなと思う

んですけれども、その辺についてもお聞きいたし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 雑談しないように。 

  答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（井上正己君） 企画財政課長の井

上です。 

  バスの利用につきまして、いろいろとご提案を

ありがとうございます。 

  まず初めに、バスの利用についてですけれども、

現在の循環バスというのは、ご存じのとおり、人

がよく利用する施設、あるいは集まるような施設
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を中心に回らせていただいたというのが、趣旨の

一つです。結果として、以前よりはかなりの人数

に乗っていただくことができまして、今お話があ

ったように、高齢者だけではなくて、私も見てい

ますと、結構若い方、親子連れの方なんかも乗っ

ていただいていますので、それはそれで一つの成

果かなというふうに考えております。 

  さらにということなんですけれども、これ以上

乗せようと思うと、多分便数を増やすとか、多分

そういう世界になってくるんですけれども、当然

予算もかさみますから、そこはバランスになって

きますんで、今おっしゃったようなソフト事業、

中にいることで楽しくなるようなソフト事業とい

うのは、検討の余地があるかなというふうに思っ

ておりますので、その点は今後の検討課題とさせ

ていただければなと思っております。 

  それと、あと、乗っていないというご意見もあ

るのかもしれませんが、時間帯もありますし、相

対的には、結構な数乗っていただいているという

ふうに理解していますので、そうは言っても、さ

らなる努力は重ねたいと思っています。 

  いま一つが、免許返納の関係です。こちらは返

納に対する町のスタンスといいますか、ひとつあ

るのかなと思っていまして、奇しくもといいます

か、私も３月まで高齢者の方を対象とした仕事を

させていただいておるんですが、やはりどうして

も宮代町の地理的なところからすると、乗られる

うちは乗りたいという方が結構多かったりするん

ですね。そういった方にあくまで自主ですから、

無理に返してください的なキャンペーン、なかな

か張りにくかったんですけれども、自然と返せる

ような環境づくりというのが大事かと思っていま

す。 

  そうした中で、例えばバスだけではなくて、タ

クシーもというお話ですけれども、タクシーにつ

きましては、そもそも宮代町の場合は、75歳以上

の方については、既に無条件でご利用いただける

制度を持ち合わせてありますので、65から75どう

するんだというのはあるんですけれども、町とし

ては、そこは補完できているかなと思っておりま

す。 

  自転車に関しても、これも考え方になりますけ

れども、ご高齢の方に自転車に乗ることをあまり

勧めるのも逆に私はどうかなと思っておりまして、

高齢の仕事をしていたこともあるんですけれども、

そこについては、いささか考えたほうがいいかな

とは思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 再々質問はしないつもり

だったんですけれども、一応今の答弁お聞きしま

して、要するに例えば便利バスと言っていますけ

れども、皆さんが交通手段として考えたときに、

一番最初に便利バスとかそういうのを考える人が

いない、それは寂しい。やはり何か交通手段のと

きにうちには便利バスがあるから利用したいとい

うふうに持っていけるようなそういった周知が、

まず、弱いというところがあると思うんですよね。

その辺のまず、発想から変えていくべきじゃない

かと思います。 

  もう１点、２問目のほうの質問では、高齢者の

方が自転車に乗るときに、やはり一番危ないのは、

倒れて頭をぶつけることになっているんですよね。

私の知り合いの方もラジオ体操の帰りに自転車に

乗っているときに、ちょっと電信柱にぶつけてし

まって、ちょっと後遺症が残ったりということが

ありましたので、やはりそういうときにヘルメッ

トをしていれば、軽傷で済んだのではないかなと

思ったもんですから、一応意見として述べさせて

いただきました。 
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  最初のほうだけの質問を再々質問とさせていた

だきます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（井上正己君） 企画財政課長の井

上です。 

  前段の周知につきましては、これはもうこれで

十分ということはないですから、常に我々も努め

たいと思っています。 

  今、１つは、ご意見ということなんですが、１

点だけ付け加えさせていただくと、自主返納のバ

ーターでヘルメットというのは、代わりに自転車

乗ってくれということになってしまうので、私は

適切ではないと思っていますが、今おっしゃった

ように、高齢者の方が安全にという点では理解は

しておりますので、誤解を与えてしまって申し訳

ありませんでした。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

 

再開 午後 ３時４８分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き企画財政課の質疑

を行います。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  では、結構前段の委員の方がいろいろ聞いてく

ださったんで、随分削れたんでありがとうござい

ます。 

  バスロケーションシステムとか便利バスに関す

るところで、説明書だと83ページという形になり

ます。 

  このバスロケーションシステム、先ほど執行部

のほうからＢｕｓＧｏ！という言葉もたしか出た

と思いますけれども、ＢｕｓＧｏ！、要は位置情

報のことですけれども、説明書の83ページだった

と思いますけれども。 

  まず、ＢｕｓＧｏ！のほうですけれども、この

位置情報の以前お聞きしたときに、遅れた場合に

問合せがあったりとかするのが多いからというふ

うなことをお聞きしましたけれども、入れる前と

入れた後での問合せ数の変化というものを教えて

いただきたいと思います。 

  あとは、循環バスの便利バス事業、先ほども泉

委員が相当言ってくださったので、非常に助かっ

たんですけれども、僕もまず、便利バスと名のっ

ている以上、町民の方の便利さが最大公約数を求

めるような視点を持った上でやっていただきたい

なと思います。たしか今年度で２年契約が終わっ

て、また来年度、今、業者選定からルートやらな

んやらやっていっているところだとは思いますが、

現在のその契約を一時はできるかどうかというこ

とでしたんで、進捗のほうもお尋ねしたいと思い

ます。 

  また、バス自体のところですけれども、今の朝

日自動車さんのそのままのオリジナルカラーとい

うか、という形になっておりますが、以前の中田

商会のときは５年契約というのもあったからかも

しれませんが、小学生のたしか、あれはデザイン

のラッピングバスしていたと思いますけれども、

そのような形で、この便利バスが親近感といいま

すか、町のバスかなというふうに思いが上がるよ

うなことというのをやっていくお考えはないのか

どうかというところも含めての便利バス乗車人数

が増えるような方向という検討をどのように検証

したのか。あと、人数減の検証というのは、どの
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ようにそちらは分析しているのかを教えていただ

きたいと思います。 

  次に、これも小島委員が聞いてくださったので、

随分少なくすみました。みやしろ定住促進作戦、

決算書の66ページ、説明書の82ページになります

かね。 

  まず、これ、かなり高額で、ずっと何年もやっ

ているこれは事業だとは思いますけれども、今こ

の委託先、ほとんどが委託料ですからね。委託先

というのはどこにお願いをしているのかというと

ころをまず、お尋ねしたいと思います。 

  あとは、ちょっとこれ、僕も調べていないんで

申し訳ないんですけれども、今回８世帯、みやし

ろ初めてツアーのほうですけれども、８世帯のう

ち４世帯が参加したというのは、実際参加したの

は４世帯。少ないのかなという気はしますけれど

も、この企画財政課としては、どのような肌感覚

でこの人数というものは把握しているのか、捉え

ているのかというところをお尋ねしたいと思いま

す。 

  先ほど２組とおっしゃったのは、このツアーに

参加した４世帯と、ツアーに参加できない４世帯

に郵送とかＰＲして、それのうちの２組というこ

とでいいのかを、それを確認させていただきたい

と思います。 

  すみません、さっきのバスの１つだけ抜けてし

まったのもありました。 

  町民スポーツフェスティバル、83ページ、隣の

ページですね。町民スポーツフェスティバルのと

きに、同一路線、便数を追加とありましたが、こ

れは、同一路線というのは何を指して、同一路線、

要は出発から終点までやったのか、それとも途中

のどこか、例えば役場とか動物公園から会場まで

というところをやったのかというところが１つ。

もう一つは、利用者数は32人というのは、スポー

ツフェスティバルに向かうのに使われた方が32名

なのか、それとも単純に臨時便に乗ったのが32人

なのというところをお尋ねしたいと思います。 

  高齢者の運転免許証の自主返納につきまして、

これは返納時にいきなり70枚という…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数をお

願いします。 

○委員（佐藤将行君） 83ページの一番下。先ほど

のページのままなんで、ごめんなさい。説明書の

ほうです。 

  70枚というふうになっておりますが、これは返

納時になっているんだとは思いますし、また、こ

れは、期間の縛りはないとは思いますが、一般の

回数券とデザイン上というか、要するに回収した

とき違いが見られるような仕組みになっているの

かどうかというところ。要するに自主返納した人

が実際にどれくらい使ったのかというのを追っか

けができるのかどうかというところをお聞きした

いと思います。 

  また、バスのほうでは、84ページのほうにちょ

っと出ておりますが、説明書のほうですけれども、

一部のルートの見直し等は、出ておりましたが、

現在でもこれ、一般質問のときにも申し上げたと

思いますが、特にもとむらクリニックに行くのに、

今のままだと、ぐるっと回って時間がかかるので、

だから乗らないという人、結構僕聞くんですけれ

ども、もとむら先に、あそこは図書館出てからだ

とは思いますけれども、それでもとむらに行って

それから、従来のルートになるとか何らかの考え

というのはないのか、あるのかというところをお

尋ねしたいと思います。現状では、例えばうちの

ほうの学園台もそうですし、宮代台も役場周辺も

そうですけれども、そこからもとむらクリニック

にバスで行こうとすると、非常に時間がかかって

しまうというのは、何度かお話ししているので、
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分かってくださるとは思いますが、そういう方た

ちがバス離れしないで、バスに乗っていくという、

地道なというか、その積み重ねで乗車人数を増や

していくという形の乗車人数増を目指していくと

いうのもありではないかなと思います。 

  また、これに付随して、先ほど総務課でもお尋

ねしたんですけれども、企画財政課でも審議会等

が、住民の附属機関等の審議会があると思います

が、そこの交通費にバスの回数券を出すというの

もひとつありかなというのも検討していただけれ

ばなと思っております。 

  次に、政策調整事業、決算書66ページ、説明書

のほうが81ページですね。 

  要は今持ってきていますけれども、第５次総合

計画、５次総の件なんですけれども、５年度は予

算に対して、使っているのは半分ぐらいとはなっ

てはおりますが、そもそもこの内容ですね。実現

がほぼ困難というのもあったりとかするところ、

この５次総のもう決めましたよというのだけが独

り歩きしているところがあると思うんですが、そ

ういうところの例えば２年、３年ごとに修正、検

証、改定するとか、その辺を考えた上での昨年の

予算執行についてそれに対する決算額なのかどう

かというところをお尋ねとしたいと思います。 

  次に、ＯＡ公共予約システム関係、決算書68ペ

ージ、説明書85ページになるのかな。 

  前段の委員からもこれ、お尋ねがあったところ

ではありますが、従来と今回こういうふうなＯＡ

化したときで、38％はオンラインでというふうな

先ほどご説明をいただきました。 

  そんな中で、さらにオンライン決裁で済ました

人が18％というのも先ほどお話がありましたが、

これは、企画財政課としての想定どおりなのか、

それとも想定よりも多いのか。それとももっと、

例えば50％ぐらいこの期間で７月くらいでは行く

と思ったのが、38％でとどまったというふうな見

方なのか。 

  また、先ほど1,000件以上の登録数というのも、

数字だけではなくて、やっぱり制度設計したとき

の企画財政課としての考えとの乖離があるのかど

うかというところを含めてお尋ねしたいと思いま

す。 

  あとは、ふるさと納税、決算書68ページと説明

書は81ページ。 

  今前段の委員も大体聞いてくださったもんで、

僕はちょっとはしょりますけれども、この事業自

体が相当お金がかかっている事業なんですけれど

も、ざっくり言いますと、プラスマイナスという

か、利益がどこまでこれで出ているのかというの

は費用対効果の部分ですけれども、そこのところ

をどのように企画財政課として捉えているのかと

いうところをご説明願いたいと思います。 

  あと、ちょっとどこか分からないんですけれど

も、新聞の件ですね。下の公文書コーナーのとこ

ろに置いてある新聞ですけれども、購入費でしょ

うか、ここに決算書出るとしたら。そこのところ

は購入についてというのは、もう１紙増やしてく

れという話はいいですけれども、２点ありました。

この新聞の件は。 

  まず、何度も危ないときに企画財政課のほうに

お話はさせていただいてはおりますが、よく外れ

て、くるくる巻いて挟んであるものが外れて、そ

れが場合によっては、子どもと一緒のときに子ど

もに当たったりとかすると、けがしちゃうからき

ちんとセットしてくださいねとずっと言っている

んですけれども、相変わらずそこのところが抜け

てしまうところは、事故が起こんないうちにとい

うことで、まず、指摘しておきます。 

  また、新聞に関しましては、購入だから、そこ

は。 
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○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、決算と全くそ

れ、関係ありませんので。 

○委員（佐藤将行君） だから、今後のことで聞い

ているんですけれども。いや、場合によっては、

これは買わなきゃなんないから。 

  あと、一日ごとにその日のは回収しますけれど

も、図書館みたいに置いてもらえないのかと。半

月分でもいいからという意見が結構町民の方から

私は聞いているので、そのようなことを今後どの

ように考えているのかというところをお尋ねした

いと思います。 

  次に、これは、決算書の64ページ、ほかの課も

あるからちょっと難しいんですけれども、一応64

ページの一番上に、ＬＥＤ照明リース料。この件

ですけれども、これは、ほかの課でも単独でやっ

たりとかしているらしいんですが、そもそもこれ、

ＬＥＤ照明をリースにしている根拠、購入ではな

くて。というのは、メリットはどの辺にあるのか

というところ。それと、デメリットとしてどのよ

うに考えているのかというところを併せて教えて

いただきたいと思います。 

  あと、これで最後かな。 

  庁用自動車管理、64ページ、自動車購入費に関

しまして、64ページの真ん中ぐらいにある備品購

入費、自動車購入費とあります。これだけではな

くて、庁用自動車管理事業のほう全体と捉えてい

ただいて結構ですけれども、現在のこの自動車の

職員の利用率といいますか、稼働率といいますか、

今の自動車の台数が本当に必要なのかというとこ

ろをまずは、検証を毎年毎年行っているのかどう

か。行った上での適切な台数というふうに捉えて

いるのかというところをお尋ねしたいと思います。

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私のほうからは、順番前後するかもしれません

けれども、まずは、決算書66ページ、成果書82ペ

ージ、みやしろ定住促進作戦、こちらのウェブサ

イトの委託先というふうなご質問がございました

ので、ご案内します。 

  こちら、委託しているのが、アンカルク株式会

社となってございます。 

  また、同じ事業で、こちらちょっと成果のほう

で整理したいんですけれども、ツアーをしたのが

８組中で、そのうち参加できない４組ではなくて、

ツアーをさせていただいたのが８組、ツアーがで

きない方が４組、つまり12組の問合せがありまし

て、そのうち８組が具体的にツアーをした方、資

料を提供したのが４世帯、そのうち移住されたの

が２世帯というのが、こちらの成果の整理でござ

います。 

  以上です。 

  続きまして、こちら、決算書66ページ、成果書

言うと、81ページです。 

  政策調整事業というところで、５次総合計画の

関係で、どういった見直しをしているのかという

趣旨でございますけれども、こちら前期実行計画

としまして、５年間の計画をつくってございます

が、昨年度ちょうど真ん中の地点でございまして、

当初見込んでいた以上に事業が進んでしまってい

たり、あとは社会情勢が変わりまして、当初見込

んだ方法では、具体的な成果が見込めないという

ものにつきましては、事業の工程の見直しという

ものをしていただいてございます。そういったこ

とで見直しについては、中間地点でしているとい

う内容となってございます。 

  続きまして、決算書が68ページになります。成

果書で言うと、80ページ、81ページにかけてのふ

るさと納税管理事業というところで、こちら費用
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対効果というところでございますが、まず、説明

書の80ページの一番上について、５年度の決算に

ついて926万6,542円というのが、こちら歳出でご

ざいます。一番大きいのが、80ページ中段にござ

いますふるさと特産品とございます巨峰、梨、コ

シヒカリ、アトラクションパスセット、あとはシ

ュトレンがございますけれども、こちら特産品を

購入する買い上げる費用というのが、一番のメイ

ンとなってございます。こちらが、歳出が920万

となってございます。 

  少し上のほうに目を向けていただきますと、頂

いた寄附の概要とございまして、分野が「農」の

あるまちづくりから子どもというところで、一番

その他のまちづくり全般というところで合計しま

すと1,827万9,050円の寄附を頂いておりますので、

この事業単体で言いますと、歳出が920万ほど、

歳入のほうが1,800万ほどというのが、こちらの

事業の概要かなというふうなことでございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課主幹、

宮下です。 

  それでは、私のほうでは、バスシステム関連、

庁舎関連ですね。そちらのほうをお答えさせてい

ただきます。 

  まず、説明書83ページ、バスの関係です。 

  こちらまず、ＢｕｓＧｏ！についてのお話なん

ですけれども、ＢｕｓＧｏ！につきましては、前

回現在の朝日自動車さんの前の段階でＢｕｓＧ

ｏ！のほうは導入させていただいたものになって

ございます。 

  ＢｕｓＧｏ！の導入に際しましては、実際のと

ころ、バスは電車に比べますと、遅延が頻繁に発

生すると。交通状況に応じまして、遅延が発生し

ますので、その部分について利用者の方々からの

問合せがあった際に、我々の職員は、今バスがど

こにいるかというのを運行業者のほうにまず、連

絡しなければいけない。そこで、バスの運行業者

のほうがどこにいるかというのを運転手に確認し

て、その後それを持って、今度は運行業者から職

員に連絡が来て、町の職員が電話をくださった方

に連絡をするという形になりますので、その部分

について利用者の方々に対するサービスの提供の

一環としてＢｕｓＧｏ！のほうを導入するという

形で決めたという形になってございます。 

  そのＢｕｓＧｏ！を導入する際に、他市町の導

入事例ということで、近隣のほうで春日部市さん

でありますとか、杉戸町さんでありますとか、伊

奈町さんでありますとかそういったところで利用

の実績があって、実際にものを見たときに、どこ

にあるかというのがリアルタイムで分かるという

ことで導入をしたということで話のほうを伺って

おります。 

  ですので、実際のところは問合せの件数が事前

に何件あって、それがどうなったかというところ

については、件数のところについては、把握はし

ておりませんけれども、ただ実際ところは、現状

で、バスに遅延がなければ、特には問合せもない

ですし、バスに遅延があったとしても、最近は利

用者の方々も５分程度の遅延であればというのは、

思っていただいているところだとは思うんですけ

れども、実際に大きな遅延があっとたきには、そ

ちらのほうで確認をしていただいているというと

ころでございます。 

  ２点目、バスの契約の進捗でございます。こち

らにつきましては、今年度をもって、今の現状の

朝日自動車さんとの契約が切れることにはなりま

すけれども、昨年から前任の課長からもあったと

おり、なかなか現状ではバスの運行業者も新しく
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新規路線の開拓というのもなかなか首を縦に振っ

てはいただけないような状態の中で、現状今バス

の会社のほう、運行会社のほうをプロポーザルで

募集のほうをしているところでございます。 

  現状の運行をしていただいている朝日自動車さ

んのほうには、ぜひ引き続き手を挙げていただき

たいというところでお願いをさせていただいてい

るところでございますし、とはいいましても、業

務も業務だし、金額も金額なので、随契というわ

けではなくて、幅広く参加をいただけるようにプ

ロポーザルという形で今やっているところでござ

います。 

  ３点目、ラッピングをするかどうかにつきまし

てでございます。これは先ほど井上のほうからも

ございましたけれども、なかなかやれることとし

ては、ソフト事業という形になってきますので、

そこの部分については、これも当然費用がかかる

ことではございますので、契約の時期、あとは年

数、そういったことも含めて、そこの部分につい

ては、ソフト事業の一環として行うかどうかとい

うことについては、検討という形になるかと思い

ます。 

  人数減の部分につきましてですけれども、こち

ら先ほど泉委員のほうからも質問いただいた際に

お答えさせていただきましたけれども、実際のと

ころは、ルートが変わりまして、現行の運行業者

になって、バスロケーションシステムでセンサー

での人数のところをというところもございますの

で、その部分で前年に比べたら減ったというとこ

ろではあるとは思うんですけれども、これにつき

ましては、先ほどのとおり、利用者が定期を使っ

ていた方々が、諸事情により乗れなくなった時点

で、それが1,000人、2,000人という分で跳ね返っ

てきますので、この２年間、昨年と今年というと

ころも含めて、また人数のほうがどうなっていく

かというのは、注視のほうをしていかなければい

けないかなというふうに考えております。 

  続きまして、スポフェスの増便についてです。

こちら、同一路線に便数を追加ということで申し

訳ございません。中身としましては、西原自然の

森からぐるる宮代行きのバスについて増便のほう

をしたところでございます。１便と２便の間、そ

れと２便と３便の間にそれぞれ１便ずつを追加し

ていることになります。なので、１便の後に、通

常２便までに１時間ぐらい時間が空くんですけれ

ども、そこを30分刻みで入れております。それで、

朝２便をそのまま西原自然の森からぐるる行きの

バスを２便追加増便という形をしております。 

  それと、今度は逆に、ぐるるから西原自然の森

行きの部分についてのバスを１便増便しておりま

す。こちらは６便と７便の間で１便増便しまして、

こちら、なので、結局増便となっていますけれど

も、３便出ております。臨時増便としては３便で

すね。３便の金額がそこに記載がございます４万

7,520円ということになってございます。 

  利用者数については32人ということですが、こ

ちらについては、その３便の合計の人数が32人と

いうことになってございます。実際にこの利用者

が全員ぐるるに行ったか、ぐるるから西原自然の

森行きにはもちろんぐるるから乗っている方なん

ですけれども、西原自然の森からぐるるに向かう

便につきましては、実際のところは人数のカウン

トはしているんですれけれども、どこで降りたか

というところのカウントは、運行上、ちょっとカ

ウントのほうは、運転手さんの負担にもなるので、

そこはちょっとお願いしなかったので、人数だけ

が32人ということで、分かっているという部分で

ございます。 

  続きまして、高齢者の自主返納者への支援の部

分で、こちらのバスの回数券70枚を交付というと
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ころで、こちらが普通の回数券と識別ができるの

かということでございますが、こちらは普通の回

数券、販売している回数券と色が違いますので、

そちらについては識別ができるというところでご

ざいます。 

  続きまして、審議会にバスの件が出せないかと

いう部分につきましてなんですけれども、こちら

については、先ほど総務課等にもお話しいただい

たということでございますので、こういった部分

につきましては、総務課のほうと調整のほうをさ

せていただければないうふうに考えております。 

  あとは、バスのルートの件についてです。 

  もとむらクリニックを先に行かないのかという

ところではございますけれども、実際のところ、

現行のルートになったのが、今回の９月議会でも

井上のほうからもお話もさせていただきましたが、

町内全域を回っていたところをなかなか１便当た

りのバスの時間がかかってしまうというところで、

利用しづらいという意見があったので、町を全域

を回るんではなくて、こういった主要施設を回る

という形で、できれば１時間以内で回れるような

形でというところでルートを組んでいるところで

ございます。 

  実際のところ、先にもとむらクリニックを回る

ということになった場合には、ルートが延伸する

という形にはなりますので、そういった部分でバ

ス停を変更するなり何なりというところで、多く

の利用者の方々に影響が非常に大きく出てくるの

かなというところもございまして、現状で今すぐ

にもとむらさんを先に回るというような形でのル

ートの考え方というのは、現状持ってはいないと

ころにはなります。だた、この後引き続き、現行

の便が、朝日自動車になってからまだ２年という

ことでございますが、大体こういった大きなルー

トの検証というのは、５年に一遍であったりとか、

10年に一遍だったりとかというところでやってき

たところではございますので、こういった部分で

多くの利用者さんの方にまたご意見を伺う機会を

設けて、そういった中でルートについては引き続

き検討をしていくという形で考えております。 

  続きまして、説明書85ページでございます。 

  予約システムの先ほどの率ですね。こちらが想

定についてどうなのかというところでございます。 

  今回予約システムの導入に関しましては、国の

デジタル田園都市国家整備交付金というのを使っ

ております。こちらの中で、導入してから３年間、

どういった形で利用の率を増やしていきますか、

また、どれぐらいの利用率を目標としますかとい

う政策目的の指標、目標の指標を国のほうに報告

しております。ＫＰＩと言われるもの、こちらの

数字を出しているんですけれども、こちらのほう

で町のほうが想定していた分につきましては、今

年度、24年度末でもって35％ということで国のほ

うに報告させていただいています。25年度末で

40％を目標としますよというところで報告のほう

をさせていただきまして、国のほうからは、それ

であればということで、補助金、これ、交付金の

ほうを頂いておりますので、現状では35％を超え

ている。しかも2024年の末で35％のところを現状

で超えていますので、現状では想定よりもいい形

で進んでいるかなと思っております。ただ、最終

的には多くの方に使っていただければ、また皆さ

んが役場に来るとかそういった部分がなくなりま

すので、利便性の向上ということを考えますと、

また多くの方に使っていただけるように周知等も

していく必要があるかなというふうに考えており

ます。 

  続きまして、決算書64ページでございます。 

  ＬＥＤの照明のリース料でございますね。こち

らはリースにしている理由ということでございま
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す。 

  こういった金額として大体1,000万円ぐらいの

金額になるんですけれども、そういったものを導

入する際に、一括で導入しますと、単年の予算、

そちらで1,000万が必要になります。今回これ、

10年リースということになっていますので、単純

に割返せば、年間100万円で済みますので、その

部分について900万円ほどが浮きますから、そう

しましたら、その900万円につきましては、ほか

の事業での活用が見込めるということでございま

すので、今回に関しましては、一括で納入すると

いうことについて、そのときにまた補助金とかそ

ういった何か有利なものがあれば、もちろん一括

で購入して1,000万円のうち半分が補助金が出る

から、じゃ、500万円の負担で済むんだったら一

括で買おうというようなことはあるかもしれませ

んけれども、今回特に導入の際に関しましては、

そういった補助金もなかったものですから、単年

度の費用負担を平準化して、契約期間で案分して

いくというような形で契約のほうをさせていただ

いたということになってございます。 

  続きまして、同ページです。 

  庁用自動車の管理事業でございます。庁用車の

台数は適正なのかというところでございます。 

  町有車につきましては、管財担当で保有してい

る車、あとは各課のほうで保有している車という

のがございます。各課のほうで保有している車に

関しましては、管財担当としてではなく、各担当

のほうで急に現場に出る用事があったりとか、頻

繁に回ったりする用事があるといったところに関

しまして、なかなかタイムリーに空いている車が

ないと困るというような場合に関しましては、各

課のほうで車のほうをちょっと１台程度保有して

いるところになります。 

  実際管財担当のほうでそういった部分も含めて

保有している車、管理している車というのは実際

34台、今ございます。その34台が適正かどうかと

いうことですけれども、実際今回上尾市のほうで

庁用車の台数をちょっとアンケートを取っていま

して、まだ正式な上尾市のほうから回答が来たも

のではないんですけれども、取りまとめ中だとい

うことで。なので、各市町村から頂いた返事につ

きまして、まだ整理をしていないもので結構なの

で、情報だけくださいというところで情報だけい

ただいています。 

  県内の全自治体の返事があったわけではないん

ですけれども、ほぼほぼ自治体から返事が返って

きまして、それでいきますと、町のレベルで保有

している車というのが、大体平均で50台というふ

うな回答になっています。ただ、公用車、公用自

動車という部分について、具体的にどこからどこ

までというところの線引きがもしかする自治体に

よって差はあるかもしれないんですけれども、こ

ういった部分で考えますと、町のほうとしては、

過大な車を今保有しているというわけではないか

なというふうに認識しております。 

  また、あわせて、何か有事の際に、災害の避難

所ですね。こういったところに車を派遣するとい

うようなことも考えたときに、現状、指定避難所

というのが16ございますので、指定避難所に16開

設するのに、まず、職員が車で駆けつけなければ

いけませんから、その時点で16台最低でも必要に

なると。その後に各指定避難所のほうに物資を搬

入したりとか現場の部分ですね。こちらを現場以

外でも各町内を点検回ったりとかするので、東西

南北に分けても２台ずつでも８台必要になったり

とか、あとは本部で急遽出動するための車を保有

するというようなことも考えたりしますと、有事

の際に34台というところで、これが過剰に保有し

ているというわけではないのかなというふうに担
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当としては認識しているというところでございま

す。 

  長くなりましたが、回答としては以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） すみません、企

画財政課、宮下です。 

  １点漏れておりました。 

  庁舎の新聞の部分ですね。ラックの部分です。

ラックの部分につきましては、毎朝新聞が来た際

に設置のほうをさせていただいているというとこ

ろでございます。 

  何度かご指摘いただきまして、その部分につい

ては、外れないようにちょっと担当のほうでも締

めてはいるところではございますが、それが実際

緩んでしまっているということに関しましては、

恐らく新聞読んでいる方が読みづらいという理由

で１回外されるのかなというところだとは思って

います。こちらのほうでは締めている状態で毎朝

置いていますので、ただ、そこについては、ご指

摘のとおり、外れているという部分があるという

ことなので、そこにつきましては、頻繁にチェッ

クをさせていただくのが現状その方法しかないの

かなというふうに考えていますので、その部分に

ついては、ちょっと引き続き担当の中でも気にか

けていきたいなというふうに考えてはおります。 

  あとは、ラックのほうですね。新聞のほうの過

去の記事をというところではありますけれども、

この部分については、新聞自体は、今多分恐らく

秘書広報のほうで回収していただいて、それをそ

のまま保管等々はしているところだとは思います。 

  あとは、そこの部分については、置くスペース

等々が検討する部分があるのかなとは思いますけ

れども、ただ、庁舎のサービスとしましては、そ

のような新聞の過去の部分については、図書館で

やっていただいているということであれば、もち

ろん図書館に行かなくて済むというような利便性

はあるとは思うんですけれども、そこの部分につ

いては、図書館でそういうサービスをやっていた

だけるんであれば、町のほうでは当日の分だけを

出すというふうな部分に関して最低限のサービス

の提供というのも一つの方法なのかなというふう

に思っておりますので、そこの部分については、

また置くスペース等とも含めて考慮のほうをして

いきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。佐藤です。 

  順番にというか、臨時増の町民スポフェスです

か、これのですけれども、32人というのが都合３

便の合計で、なおかつこのスポーツフェスティバ

ルの人数とまでは言えないというところは分かり

ました。ということは、今年も同じようにやられ

るんであれば、そこのところをきちんと精査をす

るようにしていただきたいと思います。 

  ＢｕｓＧｏ！のほうですけれども、これは先ほ

ど以前お聞きしたときもおっしゃっていましたけ

れども、町民から５分、10分とか遅れたときに、

町に問合せがあるとなっていますけれども、そこ

のところを各停留場でも何でもいいですけれども、

あと、時刻表、紙ベースでもいいですけれども、

そういう問合せも事業者のほうに行くように案内

する。要するにそういうのも含めて便利バスが走

る事業として職員の手をできるだけというか、も

うバスの事業は委託しているんだから、そのため

にこれ、予算を落としているわけであって、そこ

のところを毎回毎回ＢｕｓＧｏ！が導入される前

の話ではありますけれども、職員が親切にといっ

たら親切かもしれませんけれども、対応している。
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それで大変だからということでＢｕｓＧｏ！とい

う話は聞いていますけれども、そもそも事業委託

先のほうに案内するようにしていかないと、職員

の方が余計な仕事をするような形になるので、そ

このところは考えを改めたほうがいいのではない

かなというふうにお聞きした上では思いました。 

  84ページのほうの先ほどもとむらは典型的な例

なんですけれども、ルートの見直しのところで、

先ほど５年に１回とかという形でみんなで検討す

る、混乱を避けるためとおっしゃっていましたけ

れども、今現状で軽い問題だと思った、そこのと

ころは臨機応変にやっていったほうがいいんでは

ないかというふうな考えも成り立つとは思うんで

すよね。今度これを混乱を恐れて先延ばし先延ば

しすることによって乗りたいという人が乗らない

状態がどんどん先延ばしになるというところもあ

りますので、そこのところはまた公共交通会議の

場でもいいですし、ちょっと検討事項としてやっ

たほうがいいんではないかなというふうに思いま

す。そうすることによって、運賃収入等が増える

という形になりますから、お願いします。 

  定住促進作戦のほうは、大体分かりました。 

  ５次総のほうも政策調整事業のほうも先ほど半

ばで検証しましたという話はありましたけれども、

例えばですけれども、ちょっとお持ちになってい

るかどうか分からないですけれども、例えばです

けれども、５ページで将来人口を令和12年度３万

4,000人としますなんていうのは、そもそもこれ

はもう限りなく不可能ではないかなと先日の課長

たちの一般質問とかの答弁でもいろんなところで

人口減の話が出ていたところで思うので、これは

一つの例ではありますけれども、きちんと事業ご

とであったりとかをそれこそ25ページに出ている

前例踏襲や慣例に捉われずとうたっているわけで

すから、このような考えで、場合によっては、途

中で行田市みたいに、あそこは第４次総合計画で

したけれども、つくり直すというところもありか

なというふうに思っておりますので、そこは臨機

応変にお願いしたいと思います。 

  ＯＡ公共予約システムの件については、おおよ

そ分かりました。利用状況、利用施設とかも今後

どんどん増やしていっていくのであろうとは思い

ますが、町のほうの想定よりも使われているらし

いというところ、交付金の関係もありますけれど

も、ここのところはいいんではないかなというと

ころで、あとは知らない人もいますし、また、知

っている人でもこれ、レアなケースかもしれませ

んが、私の知り合いで以前よりも何か、その人は

オンラインではないけれども、電話でやっている

んですけれども、不便になったという声も聞いて

おりますので、丁寧に使われている方の感想等を

聞いてみるも行っていただければなと思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数を必

ず言ってください。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい。 

  64ページのＬＥＤ照明リース料、先ほどお答え

いただいたんで、要は年度ごとにならすというふ

うな形ですよね。考えとしてはね。そこのところ

は分かりましたが、例えばですけれども、これ、

10年のリースで1,000万というふうな形だったか

な。116万だから10年で1,000万、これ、購入した

場合に例えば500万ぐらいになるんであれば、そ

れは起債するなりなんなりしてやったとしてもト

ータルで安くなるというふうな考えもあります。

分からないですよ、それは。幾らになるかという

のは。購入した場合とか分からないで今言ってい

ますけれども、そういうふうな比較を、補助金と

かがなくてもそもそもその年にぼんと上がってし

まうけれども、起債でも何でもして買ったほうが

トータルとして10年後に見たときに、振り返った
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ときにどうなのかという観点で、それでもリース

のほうが、メリットがあるのかどうかというとこ

ろを改めてご説明いただきたいと思います。 

  最後の64ページの庁用自動車管理、ここのとこ

ろは、僕も当然台数が適正かどうかというのは分

からないから質問させていただいたんですけれど

も、これは町の平均が各市町村のどうとかという

ところではなくて、実際この町で使う、後半のと

ころで、緊急避難時のときのことを触れられてい

らっしゃいましたけれども、そもそもの平常時の

ときの適正台数というのは、ごめんなさい、全て

の車が企画財政課のほうで管理して、それをほか

の課で企画財政課を通して使っているのかなと思

っていたもんですから、そこのところでちょっと

思い違いがあって、ちょっと整合性が欠けるとこ

ろがあったんで、申し訳ないんですけれども、そ

もそも日々の業務で過去この台数で緊急避難時は

別としても余っている状態であったとするならば、

もっと減らすべきであるでしょうし、また、緊急

時には、例えばですけれども、後から補塡すると

いうような形で職員の車を利用する…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、質疑よりも要

望のほう、要件のほうが長いんで、ちょっと質疑

専門にお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。 

  というふうな形でやることによって台数を減ら

すというふうな考えもあると思うんですが、その

ような考え、内部では出ているのかいないのかと

いうところもお聞きしたいと思います。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 途中ですみません。 

  1,000万で買えるものがもし500万で買えたらど

うなんだとかというビジネス上、あり得ないよう

な仮定の話で質問してもしようがないと思うんで

すけれども。取り下げてほしい。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 言っていることが違うでし

ょう。 

  リースの場合で購入したのとリースの場合の差

を聞いているんであって。 

〔「説明聞いていなかったか」と言う人あ

り〕 

○委員（佐藤将行君） 聞いていましたよ。 

  だから、その場合に検討したのかということを

聞いているんです。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（佐藤将行君） 僕の話しているときなんで。 

○委員長（土渕保美君） ちょっとお待ちください。 

  泉委員、どうぞ。 

  じゃなくて。終わってから。佐藤委員が終わっ

てからお願いします。 

  よろしいですか。 

○委員（佐藤将行君） だから、僕は、今は金子委

員が僕に対して手を挙げて言ったことに対してそ

れを説明して、泉委員から、手を挙げずに言った

のを放置していたからどうなんですかと聞いたん

であって。 

○委員長（土渕保美君） 私は注意しました。 

○委員（佐藤将行君） だから、いいです。まだ途

中なんで。 

  ですから、購入した場合のをもう想定した上で、

それでリースにしたのかというところを聞いてい

るんであって、それが、そもそもざっくりで10年

で1,000万かかるところを購入だったら500万とい

うことは、リースとの比較というのはあり得るわ

けなんで、それは。それなんで、そういうところ

を聞いたのであって、ちょっと金子委員からおか

しなことをちょっと振りかけられたんで、そこの

ところは修正して質問というか、執行部のほうに
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は整理してもらいたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山と申

します。 

  私のほうからは、決算書66ページ、説明書で言

うと81ページ、政策調整事業の関係で、第５次宮

代町総合計画の関係でございます。 

  こちら第５次総合計画でございますけれども、

こちらの５ページのほうに宮代町の未来像「首都

圏で一番人が輝く町」だとか、構想、計画期間、

将来人口というものを掲げてございます。こちら

将来人口については、令和12年度の目標人口を３

万4,000人としますということで定めておりまし

て、委員おっしゃるとおり、今現状３万3,500ぐ

らいですので、自然減続く中では非常に厳しいの

かなとは思っておりますけれども、令和８年から

後期の実行計画ございますので、後期の実行計画

を見直す中で、この目標人口を３万4,000人とい

うものを達するような事業施策というものを考え

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課主幹、

宮下です。 

  幾つかご要望というか、ご意見という部分もい

ただきましたので、その部分につきましては、引

き続き検討等もさせていただくような形になるか

なと思います。 

  再度ご質問というところで出ましたＬＥＤの部

分ですね。決算書64ページでございます。 

  ＬＥＤのリースにつきましては、先ほどざっく

りではありますけれども、大体1,000万円ぐらい

という形で導入費がかかっているところでござい

ます。 

  今回これ、リースにすることによって、その

1,000万に対して10年間で約１割程度、1,100万円

ぐらいですかね。そういった形での導入費の総額

という形になってございます。 

  ですので、1,000万円のものを10年間でその100

万円分の追加の費用、リース料がかかるというよ

うな部分でございますが、ここの部分については、

ほかの契約等々も含めて、なかなか10年のリース

ってないんですけれども、ただ、世間一般的にリ

ース料の計算をしたときに、この10年での100万

円というのが、高額な金額ではないというような

形で考えております。通常のリース料というのは、

リースの期間が短ければ短いほどリース利用率と

いうのは高くなります。３年であれば２％から

2.2％ぐらい。これが５年になれば1.8％から

1.9％ぐらいという形になります。これが今回10

年間でのリースなんですけれども、そのときのリ

ース利用率というのが、0.83％という形になって

いますので、そういった部分でいきましても、高

額のリース料ではなかったものですから、今回は

リースを選択させていただいたということになっ

てございます。 

  また、庁用車の台数でございます。その中で職

員の車という話が出ましたけれども、こちら実際

に有事の際という話になりますので、有事の際に

関しましては、防災担当のほうがどう考えるかと

いうところではございますが、現状では、企画財

政課としてそういった際に、有事の際に全職員が

車で来られるわけでもないですし、車で来たとこ

ろで、止めておく場所もというのも難しいと思い

ますので、有事の際は最終的には、徒歩で何分と

か自転車で何分とかというところでうたっている

部分が多いもんですから、現状で職員の車を使う

というのは、考えているところではございません。 

  その中で、今保有している車、先ほどの委員の
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お話の中では、管財担当のほうで全部把握してい

たというような形で認識していたというようなこ

とで認識していたということではございますが、

実際管財の担当のほうで、職員の皆さんが使える

車というは11台になってございます。その11台を

順繰り順繰り予約を取っていただいて、乗ってい

ただくという形でになってございます。 

  各担当、この庁舎内にある担当がその11台を順

番に使っていまして、中には２台トラックになっ

ていますので、そういった部分を考えますと実際

には10台、１台がトラックなんですみません。10

台が普通に軽であったりとか、普通自動車だった

りするというところでございますが、それを順番

に使っていただいているところなので、現状の使

用率等々に、使用の方法等についても、過剰とい

うような形では認識していないというところで回

答させていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 再度再々質問という形にな

ると思うんですが、先ほどの64ページのＬＥＤの

ところ、僕ちょっと言ったつもりでいたんですけ

れども、例えば企画財政課ではＬＥＤとこういう

ふうになって、ほかの課でもありますよねという

のが限定で、例えば124ページでもＬＥＤ照明リ

ース料14万3,000円というのはあったりとかしま

すけれども、こういうふうな横の縦割りと言った

ら縦割りかもしれませんけれども、いろんな箇所

であったりとかすると思うんです。ＬＥＤ含めま

して。そういうところを一括で購入したいとかと

いうふうな前提で質問したつもりでいたんですけ

れども、ちょっと言葉足りなかったらすみません

でした。 

  そこのところを抜いて考えとしては、ある程度

は納得できましたので、きちんとその辺を今後も

購入の場合とか細かく場合分けしてやっていただ

ければと思います。 

  また今あった自動車購入とかもそうですけれど

も、災害はいつ来るか分かんない。今答弁でして

いただいたのでは、町役場に来るときを前提の一

番最初は何かされていたようで、それが、台数が

駐車場のスペースがそういうふうな話になったと

思うんですけれども、そこまでを言っているわけ

ではなくて、平常時のときにそもそも34台という

のが適切なのか、平時のときですね。というのが

まず、１点あって、緊急時、これは通常の８時半

から５時15分の時間帯を想定した場合であって結

構なんですけれども、そのときに足りないのを車

通勤で使っている方の車を流用して、当然その部

分をという形もあるのかなというところを言いた

かっただけで、そこのところをちょっと整理して

いただければと思います。 

  あと、５次総のほうは、先ほどお話しいただき

ましたが、令和７年度にまた改正するというとこ

ろ、おっしゃっていましたけれども、将来人口の

分だけじゃなくて、ほかでもちょっと整合性が取

れなくなっているのかなというところは見られる

ので、そこのところをきちんとやっていただけれ

ばと思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○企画財政課長（井上正己君） 企画財政課長の井

上です。 

  まず、リース、ＬＥＤの件からお答えをいたし

ます。 

  全庁的にということですが、私ども財政、予算

もお預かりしておりまして、当然予算編成の過程

でそういった比較検証も含めて担当課と調整をし

た上で、最終的にはリースという判断をさせてい
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ただいております。 

  というのは、やはりその年の事業の予算枠が決

まっていますから、リース料率僅かではあります

が、お支払いすることにはなりますが、結果的に

それをやることによってほかの事業ができない、

あるいは先送りということと併せて判断をさせて

いただいているつもりです。 

  それと、車の関係です。 

  確かに車はご覧いただいたとおり、ものによっ

ては日中空いている車もあります。ただ、各課の

使いたい時間、コアタイムとかもあったりします

ので、空いているからといって要らないかという

と、一概には言えないと思っています。もちろん

車の台数が適正というのは、これらか考えるべき

内容かなとは思っておりますけれども、現状では、

各課の予約状況を見る限り、決して過分な台数で

はないのかなと思っています。 

  それと、職員の車の公用利用なんですけれども、

これは一定のルールを持ってやることは可能は可

能ですし、実際やっているところもあります。た

だ、あくまで職員側に申出によるところですので、

強制的に召し上げるわけにはいきませんので、そ

こは実効性としては難しいのかなと思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いします。 

  決算書のほうは62ページです。説明書のほうは

84ページお願いします。 

  庁舎等管理事業のほうの光熱水費です。光熱水

費の電気料のほうなんですけれども、令和３年度、

４年度、５年度と増減が激しいんですけれども、

この増減の差をご説明をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（宮下義樹君） 企画財政課主幹、

宮下です。 

  こちらなんですけれども、もともと電気に関し

ましては、以前はちょっと東京電力さんと契約を

していたんですけれども、その後に電気の小売事

業者というのがいろいろと増えてきまして、小売

事業者さんに関しては、自分らで発電したものを

売ったりするところもあれば、どこかの発電設備

から買い取ってそれを我々のようなところに売っ

たりとかという小売事業者がありまして、そこと

契約をずっとしておりました。通常に東電さんと

契約するよりも安価な契約ができましたので、そ

ちらでもって契約をしていたところなんですけれ

ども、物価高騰と、あとはロシアの関係で小売事

業者が倒産をしまして、その関係で一時期倒産し

てしまったものですから、電気会社に関しては、

東電さんと一時的に契約をさせていただいたとこ

ろになります。ただそのときにやはり東電さんも

事前にずっと契約していたわけじゃないので、そ

ういうときに最低保証金額ということで、最低保

証というのは、言葉は最低保証なんですけれども、

金額は高い。逆に高いんです。なので、そういっ

た契約をちょっと一時期どうしてもしなければい

けない時期がございまして、その部分で令和３年

に比べて４が高くなってしまったというのがあり

ます。その後に、ずっと最低保証の額で契約する

と、これは費用がかさんでしまいますので、もう

一回今度はそういった小売事業をやっている場所、

なかなか小売事業者も新たな契約というのは結ん

でくれなくて、その電気の部分が安定しないので、

新しい契約をなかなか結べない時期がありまして、

ただ、その中でも契約をするよという会社さんを
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ちょっと探してくれるという業者さんから紹介し

ていただきまして、契約をしていただいたという

ことになります。 

  なので、令和４に比べて令和５は、最低保証の

契約ではなくなって、またちょっと小売事業者と

契約ができたもんですから、金額が安くなったと

いうところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございました。

よく分かりました。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  私は、企画財政ですので、大まかに１点お聞き

まします。 

  やはり絶えず財政指標というのは大事だと思う

んですね。特に財政力指数が0.583と23年度、こ

れは結果なんですけれども、これをどういうふう

に上げていくのか、その辺の見通しというか、そ

ういうのを立てなければいけないと思うんですけ

れども、これはもう結果、総合力みたいなもんで、

こうやったらこうだというふうには簡単にはいか

ないと思うんですけれども、やはりその一つには、

自主財源比率がやっぱり下がっているんですよね。

財政指標は説明書の中の11ページに載っています。

決算状況の説明書の２ページ、３ページで見ると、

自主財源ですから、１款の町税、12款の分担金及

び負担金、それから13款の使用料及び手数料、16

款の財産収入、20款の諸収入、これがやはり下が

っているんですよね。中身を見ると、もう軒並み

12款の分担金及び負担金、13款の使用料及び手数

料、それから16款の財産収入、それから20款の諸

収入、全部マイナスなんですよ。 

  やはり自主財源比率が下がってる要因は何なの

かというと、財政指標についても全部説明してい

ただきたいんですけれども、そんなに実質公債費

比率も高いわけではないと。しかし、財政力指数

が非常に低い。これは県内の宮代町との類似団体

と比較しても低いと思うんですね。県内でどれぐ

らいの位置にあるんでしょうか。 

  私は、杉戸の決算も全然まだ見ていませんので、

何とも言えないんですけれども、例えば杉戸とも

人口比も違いますけれども、杉戸はどういう位置

にあるんでしょうか。参考までお示しいただきた

いと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山です。 

  私のほうからは、今ご質問にありました宮代町

の財政指標、財政力並びに自主財源比率というこ

とをご案内したいと思っております。 

  まず、成果書、主要な施策に関する説明書の２

ページ、３ページでございます。 

  こちら令和５年度一般会計歳入歳出決算状況と

いうことで歳入の状況をお示ししてございます。 

  今委員ご指摘のとおり、自主財源につきまして

は、１款町税、12款の分担金及び負担金、13款の

使用料、手数料、16款財産収入、20款諸収入とご

ざいますけれども、まず、12款分担金及び負担金、

こちら6,700万ほど大幅に減額してございますが、

こちらは、主な増減理由にございますとおり、生

涯福祉に係る埼葛北地区の管内の保育事業分担金、

これ、３年から５年に一度、広域事業を輪番で事

務局でやっておりまして、こちらの部分、各市町

から分担金を集めまして一括して事務局が事業を

するというもので、こちらマイナス8,000万ほど

になってございます。こちらにつきましては、額
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が大きいですけれども、特に町のほうの分担金と

か負担金が減ったというよりかは、輪番で減って

いるというものでございます。 

  13款使用料及び手数料については71万円の減と

いうもので都市計画手数料の減となってございま

す。 

  また、16款財産収入、こちらも5,400万ほど減

額してございますけれども、こちら主な増減理由

にございます普通財産売払収入の減でございまし

て、前年度にみどりの森のところの普通財産の売

払いが大きいものがございまして、マイナスの

6,900万ほどになってございます。こちら単年度

の特殊要因と財政としては分析してございます。 

  また、20款諸収入につきましても1,971万4,000

円減となってございますけれども、こちらも主な

増減理由にございます和戸横町地区における調整

池施設の委託金、協力金の減ということで、こち

らも単年度の要因で4,800万ほどの減額になって

ございますので、経常的な収入が減したものでは

ないというふうには考えてはございます。 

  続きまして、同じく説明書の11ページ、財政指

標並んでございますけれども、一番冒頭にご質問

ありました財政力指数0.583というのは、こちら

３か年の平均となってございますけれども、こち

らの１、１というところをまず、ご案内したいと

考えてございますが、こちらは、町村で言います

と、令和５年度の指標が23団体中13番目という位

置でございます。ちなみに杉戸はというところで

ありますので、こちらは９番目というところで

0.723という数字が令和５年度の杉戸町の財政力

指数というふうなところでございます。 

  こちらにつきましては、昨年のこちらの委員会

でも同じようなご質問ありまして、お話ししてご

ざいますけれども、説明書の歳入の15ページです

か、ご覧いただきたいと思うんですけれども、10

款地方交付税のページでございます。 

  一番下の表がございますけれども、普通交付税

の算出基礎というものがございます。基準財政需

要額ａ、基準財政収入額ｂというものがございま

して、こちらの割合が単年度の財政力の指数とな

ってございまして、これの令和５年度Ａ、４年度

Ｂ、３年度というものの平均が先ほどの数値とな

ってございます。こちらａの基準財政需要額につ

きましては、宮代町の人口だとか子どもの数とか

65歳以上の方の人数、75歳以上の方の人数、学校

数、学級数等々で、国のほうがもう標準的にこの

ぐらいかかるよねということで、一律で計算しま

すので、町のほうでどうこうできるものではない

と考えてございます。町のほうでどうにかできる

のは、ｂ基準財政収入額のほうでございまして、

端的に言いますと、町税でございます。町税の税

収が上がれば、こちらのｂが上がりますので、財

政力のほうが上がってくるというふうに考えてご

ざいますので、委員ご心配のとおり、当然税収の

確保というのが、町の命題、至上命題というふう

に考えてございます。 

  なお、こちら財政力指数の３か年平均が0.6を

切るというのがやはりちょっと町の中でもいろい

ろお話がありました。こちら財政担当のほう分析

しますと、令和３年度に令和２年度の国勢人口ほ

うがこちらの交付税算定に当てはまりました。こ

のときに一気に基準財政需要額がどんと伸びまし

た。これで財政力指数というのが大きく下がった

と考えてございます。具体的に申し上げますと、

単年度の財政力指数、令和２年度が0.63ぐらいで

すね。令和３年度、こちら令和２年度の国勢調査

の人口を反映したものが0.575、令和４年度は

0.584、令和５年度は0.589と、単年度で見ますと

少しずつですけれども、回復しているというとこ

ろでございます。ちなみにこれ、決算と関係あり



－７０－ 

ませんけれども、令和６年度、こちらもう普通交

付税算定終わっておりまして、単年度で言います

と0.610まで回復してございます。こちらにつき

ましては、和戸横町等の固定資産税の税収増とい

うものが大きく反映されているのかなとは思って

ございます。 

  町としましては、引き続きこういった自主財源、

町税の確保というものを力強くやっていきたいと

思っておりますし、こちら普通交付税の算定とは

関係ございませんけれども、先ほど来ふるさと納

税等ありますので、そういった歳入確保というも

のについては、引き続き努めていきたいと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁いただきました。 

  確かに町税の増収によって、基準財政収入額の

伸び率のほうが僅かに上がっているので、財政力

指数が高くなっている。これは単年度でもそうい

うふうになりますけれども、いかんせん財政力指

数は３年の平均ですからね。先ほどからやはり町

税の増収をどう図っていくかというところが、ポ

イントになると思うんですけれども、これまで企

画財政課としては、自主財源ももちろんよくしな

ければいけないんですけれども、事業をやるに当

たって、国庫支出金や県支出金、こういうもの、

補助金等々あるものはとにかくアンテナを高くし

て得なければいけないと思うんですが、あとは財

政をよくするためにはどういうところに先ほど話

しした以外に努力していかなければいけないのか、

その点についてもお尋ねします。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○企画財政課主幹（村山善博君） 主幹の村山と申

します。 

  財政として自主財源以外に依存財源である国・

県支出金の確保というものが大変大事であるとい

うのは、委員と全く同じ認識でございまして、そ

れ以外に財政をよくするためにというところで、

自分一瞬考えてはいたんですけれども、例えばと

いうのは、この場で言っていいのか分かりません

けれども、全国の市町村においては、国の特別交

付税というという仕組みですね。ある一定の国が

推し進める施策をやれば、そういったスキームで

事業をすれば、お金をあげるよということもござ

いますので、当然それが町になじむかというのは

別の話ですけとれども、そういった特別交付税、

国が示すスキームに乗っかって、宮代町の課題を

解決できるという事業があるのであれば、当然そ

れは乗っていく必要があるのかなというふうには、

ひとつ思いました。あとはもうそれ以外には、あ

とは本当にもう、皆さんも既に説明し切っている

んですけれども、税収確保、ふるさと納税、国県

補助金ですね。あとは、特別交付税に乗れればと

いうところと考えています。ただ、その視点とい

うのは、すごく大事かなとは思っておりまして、

例えば以前、町村週報という読み物で見たんです

けど、山形県西川町では、元国家公務員の町長が

中心となって、特に特別交付税をとにかくもらお

うと。もらえるスキームで事業をしようというと

ころで、かなり国からのお金をもらっているとい

うふうな話は聞きました。それはやっぱり西川町

というすごい雪の多い地域で、都市部ではなく地

方というところで、国のそういう事業にマッチン

グするというふうな地域だなというのは見て思い

ましたけれども、それが宮代町にすぐに置き換わ

るかというのは別ですけれども、そういった視点

で、宮代町の課題と宮代町の弱みというところと、
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国が進める施策というところがうまくマッチング

すれば、外部からのお金がもらえるのかなと思い

ますので、そういう視点で事業は進めていきたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 随分答弁も絞り上げて答え

ていますので、それ以上の答弁はないのかもしれ

ませんけれども、やっぱり企画財政としては、絶

えずここに原点に置いていかないと、何といって

も財政ですから。特に国庫支出金とかと言っても、

今、物価高騰対応で国からどこの自治体も創生臨

時交付金はもらっているんで、どこも同じ条件な

んですよ。宮代だけが特別いいというような条件

もありませんし、そういう中で、じゃ、一体、宮

代はどうなのかといったときには、やはりこの辺

の財政力指数を上げていかないと、見る人は見る

わけですよね。ですから、ぜひ絶えずここは見て

いただきたいと。特に目を光らせて、井上君が名

前言うていいんか、課長なんかそういう意味では、

そういう立場にありますので、ぜひお願いしたい

と思います。これは要望になりますけれども。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で企画財政課の質疑を終了いたします。 

  今朝冒頭で、出席委員の確認で誤りがありまし

たので、ご報告申し上げます。 

  議長を除く13名という形で報告させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月11日水曜日午前10時から委員会を開き、

引き続き税務課の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ５時０２分 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ２ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は13名であります。定足数

に達しておりますので、９月９日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（税務課） 

○委員長（土渕保美君） これより税務課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に本日出席している説明員の紹介

をお願いします。 

○税務課長（伊東高幹君） 改めましておはようご

ざいます。 

  税務課長の伊東でございます。本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  職員紹介につきましては、自己紹介という形式

を取らせていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 皆様、おはようご

ざいます。税務課主幹、海老原と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○税務課主幹（小林賢吉君） 皆様、おはようござ

います。資産税担当主幹の小林と言います。よろ

しくお願いいたします。 

○町民税担当主査（岡安英之君） おはようござい

ます。町民税担当主査の岡安と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  たばこ税についてちょっとお聞きします。説明

書の95ページなんですけれども、私、たばこを吸

わないのでよく分からないのですけれども、この

たばこ税に出ている本数なんですけれども、たば

こって10本単位で何か販売されているのかなと思

いましたら、端数があるんですけれども、これに

ついてどういうふうな形で端数になっているのか

お願いいたします。 

  それと、あと、たばこ税はよく町のたばこ屋さ

んで買わないと税金が下りないというふうに聞い

て、コンビニなんかで買うと、そのコンビニの本

社に税金の元が行ってしまうというふうに何か聞

くのですけれども、たばこ税をそういう割合で買

うとたばこ屋さん、宮代ってそうないような気が

するので、これだけの税金が出るということは、

やはりコンビニでも出ているんだろうと思うんで

すけれども、その辺よく分からないので説明のほ

うをよろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当主査

の岡安と申します。 

  ただいまのご質問について説明のほうをさせて

いただきます。 

  まず、たばこ税のこの売渡本数、いわゆる市販

化されているものだと大体１箱当たり10本当たり

というところでのこの１桁の端数についてという

ご質問についてなのですが、これにつきましては、

いわゆる近年急速に今、市場が拡大しております
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加熱式たばこに関するものでございます。町たば

こ税につきましては、国産たばこの製造者が町内

の小売業者に売り渡した本数を税率に掛けて納税

するものでございますが、この加熱式たばこの納

税につきましては重量と価格をいわゆるその紙巻

きたばこの本数に換算を行います。その本数に税

率を掛けて納税することになっております。 

  このことによりまして、売渡本数が１本単位に

なってしまうのでございますので、いわゆるその

市販化されている加熱式たばこ１箱に入っている

本数とこの納税時の売渡本数が必ずしも一致する

ものではないことになります。 

  なお、この市販されております加熱式たばこ、

銘柄１箱ごとの売渡本数につきましては国税庁の

ホームページにて掲示のほうはされております。 

  続きまして、２つ目のこのたばこのその販売に

関するコンビニ店舗、コンビニさんのその販売の

概要というご質問でございますが、これにつきま

しては、宮代町内のコンビニエンスストアさんで

販売されておりますたばこの市町村たばこ税につ

きましては、宮代町に納付していただいているこ

とを申告者でございます日本たばこ産業株式会社、

いわゆるＪＴさんです、ＪＴのほうに確認をして

おります。たばこの仕入れ方法とたばこ製造業者

さんとコンビニ本部あるいは各店舗とのやり方、

詳細につきましては特定できかねるところもござ

いますが、コンビニ各店舗で販売するたばこにつ

きましては、その店舗に売渡しをしたものとして

その店舗のある市町村に市町村たばこ税が納付さ

れるという仕組みでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、再質問のほうを

させていただきます。 

  この95ページを見ますと会社名が３件ありまし

て、私の知っている会社は日本たばこ産業株式会

社のみで、残り２件のほうはちょっと分からない

会社なんですけれども、これはどういうふうな形

で分かれているのでしょうか。銘柄とか何か輸入

品のあれとかいろいろあると思うのですけれども、

それと、税金の納め方なんですけれども、この３

社がまとめて出しているのか、それとも先ほど言

われたようにコンビニでしたらコンビニ側のほう

が税金を納めているのか、ちょっとその辺お聞か

せください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当主査

の岡安と申します。 

  いただいたご質問につきまして説明のほうをさ

せていただきます。 

  まず、このたばこ税のございますこの日本たば

こ産業株式会社のほかにＴＳネットワーク株式会

社、それから、大豊通商株式会社、この３社が当

町に申告納税という形でいただいております。こ

のＴＳネットワーク株式会社につきましては、い

わゆる輸入たばこ、輸入たばこ品の卸業者でござ

います。続きまして、この大豊通商株式会社さん

につきましては、主に中国産、中国産のたばこを

卸している会社でございます。 

  たばこ税の納税義務者につきましては、あくま

でこの小売店、そのたばこの販売をされている店

舗さんに卸している、卸している業者さんに市町

村たばこの納税義務が生じます。ですので、たと

えコンビニ、実際町内のコンビニさんに卸してい

るのがこの日本たばこ産業さん、それからＴＳネ

ットワークさん、この大豊通商さんのこの３社が

宮代町内の各店舗に卸しているということになり

ますので、この３社がたばこ税の納税義務者とな

っているものでございます。 
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  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  最後の質問なんですけれども、ちょっとこれは

調べたところなんですけれども、たばこ税は地方

税で１本当たりの値段が決まっていまして、１本

当たり6.552円という税金がかかるということな

んですけれども、単純にこれ、本数分計算すると

ちょっと4.6円ほど合わないんですけれども、こ

れは計算、何というんですかね、年ごとにボンと

一括で計算するのか月ごとなのか、銘柄ごとなの

か、そんな感じで分かれているのか、ちょっとそ

の辺分かりましたら説明をお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当主査

の岡安と申します。 

  今いただきましたご質問について説明のほうを

させていただきます。 

  このたばこ税１本当たりの税率につきましては、

委員おっしゃるとおり１本当たり6.552円、これ

が市町村たばこ税の税率となります。この納税の

方法なのですが、各事業所が毎月月ごとに締めて

申告の納税をしていただいています。ですので、

月額時点で当然この6.552円を掛けますと、どう

しても小数点以下の端数が生じてしまいます。そ

の端数処理を毎月事業所ごとに四捨五入あるいは

切上げないしは切捨て等をされて、月額ごとに申

告納税をいただいております。今回この成果書に

ありますのはその月ごとの合計値、年間の合計値

を示しているものでございますので、この成果書

のこの売渡本数に対してこの6.552円を掛けた数

値とはどうしても差異が生じてしまうというもの

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。１番

の佐藤でございます。 

  僕もたばこ税のことでちょっと不勉強な部分が

あるかと思いますが、間違っていたら言ってくだ

さい。 

  まず、たばこ税と、ごめんなさい、今と同じ説

明書、ちゃんと成果書じゃなくて説明書というふ

うにきちんと執行部のほうでは言ってください。

説明書の95ページのほうの申告の状況とかこの辺

の類ですけれども、まず、たばこ税、今、月ごと

にというふうなのまでは分かりましたけれども、

ここを見る限りでは金額ベースのところが出てい

ない、あと、先ほどのちょっと私もちょっとサラ

リーマンをやっていて、その後ちょっと母親が倒

れた後にはコンビニでもやったりとかしていたの

で、仕事を、たばこのほうは特に最近随分と、先

ほどおっしゃっていた加熱式たばこというんです

か、あの辺が、その辺が売上が伸びているなとい

うのは肌感覚で承知しておりますけれども、それ

に対してのそもそも加熱式たばこの税金というの

はたばこ税と同じような形でなされているのか、

というところがちょっと僕、承知しておりません

ので、不勉強で、そこのところがまず、税金がた

ばこ税という形で税金を徴収されているのか、そ

うでなければどのような形になっているのかとい

うところがあります。そこのところも教えてくだ

さい。 

  また、このたばこ税というのは、これも不勉強

で申し訳ないのですけれども、目的税としてなっ

ているのか、それとも一般財源のほうに入るよう

な形になっているのかというところ、特にこれ、

相手、名前とかも当然申し上げませんけれども、
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町民の方から進修館と役場の間の道路のところで

休憩時間とか、あとは閉庁後とかに吸っているの

で、苦情が、たばこの臭いが臭いというのが出て

いました。先日は僕が警備員室前を通ったら乳母

車の女性の方が鼻をつまんでいて、何でかなと思

ってその方が通ったところを左を見たら、議員と

職員が一人ずつたばこを吸っているのを見て、あ

あ、これかなと思いました。念のため申し上げま

すと、私も禁煙外来が始まってからたばこを止め

た口なので、偉そうなことは当然申し上げられま

せんが、そのような状況があって、なおかつ以前

も申し上げましたけれども、当然議員になる前で

すけれども、特に小学校ではない、進修館と役場

の間…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、質問をしてく

ださい。 

○委員（佐藤将行君） 質問します。 

  は、非常に町民の方の意識も高いというか、そ

このところ目につくので、これが目的税なのであ

れば、特にこちらは裏側、進修館から見ると裏側

になるのかもしれませんけれども、そこに何らか

の簡易的でもいいですから、喫煙所を設けるとい

うことで、町民の目から離れる、町民には副流煙

も含めてそういうふうな悪いイメージ、あと、健

康的な被害というのを減らす方向のことがずっと

言っているのですけれども、ずっとなされていな

い状況は変わらないので、そこのところはどのよ

うに考えているのかと、結構な金額になるはずな

の。これ、以前、この前まで現役でいらっしゃっ

た西村さんがさんざん指摘してくださったのは僕

は承知しておりますけれども、きちんとそういう

ところができているのかどうかという進捗、考え

があるかどうか、考えがあった上で進捗としてど

のようになっているのか、また、少なくともこの

説明書に対しては金額ベースでの申告の状況の、

これ、本数ですから、やって発表していただかな

いとちょっと検討ができないというところがあり

ます。あと、最後に…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、質疑がどれな

のか分からなくなっています。 

○委員（佐藤将行君） 最後に言っているでしょう

が。日本語というのは最後に述語が来るわけです

から、そこのところで出ているでしょう。ちゃん

と聞いてくださいと。泉委員、ちゃんと手を挙げ

てください、いつもいつもいつもいつも言ってい

ますけれども。それ、暴言ですからね。 

  それと、これ、最後になるかもしれませんけれ

ども、これ、何度も僕、あちこちで４つぐらいの

担当課というか、と思われるところに言っていて、

特に宮代町の場合は東武動物公園についてだけ申

し上げますと、動物公園西口から東武動物公園ま

では観光のルートになっていて、そこのところに

禁煙条例もしくは喫煙禁止条例がないことによっ

て歩きながらたばこを吸っている人で危ないとこ

ろを見て、動物公園の春日部とか久喜とかでもあ

りますけれども、駅近辺に。 

  話が終わってから手を挙げてくださいね。 

  そういうところをやるような考えがそもそもあ

るのか、僕もここ７、８年で３回くらいは健康介

護課とか、担当課と思われるところにいっている

んですけれども、一つの事業によって４つぐらい

関わっているからということでたらい回しにされ

たということがありますので、そこを町としてど

のように考えているのかと、イメージも含めて、

というところを先ほど申し上げたたばこ税、たば

こ税というのが目的税なのであれば、それ、高く

払っている方に対しての少なくとも締めつけだけ

ではなくて許容性の部分で、こういうふうな形で

ここで決まったところで吸ってくださいねという

ふうなことができるのに、それすらもやらないで
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税金の納入のほうばかりを強く言っているので、

仮にあればそこのところは今後どのように考えて

いるのか、昨年に関してはそれは考えていなさそ

うなのは分かっておりますので、そこのところの

ご説明もお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  今、佐藤委員から出た質問ですけれども、３月

にも６月にもほかの委員から一般質問で出ている

質問なので、こちらの決算でする質疑ではないと

思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 野原議員がおっしゃって

いることはごもっともですが、今回はちょっと、

目的税なのか、それに対してのほかのに対しての

税なのかという質問が趣旨なので、それに対して

ちょっと前置きが長いのですけれども、その点２

つで。佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁、答弁。 

○委員（佐藤将行君） 今のことについての。 

○委員長（土渕保美君） いや、もう、答弁を求め

ます。 

○委員（佐藤将行君） ちょっと待ってください。

今のことに対して、確かに認めます、３月、６月

議会とかその前のときに出ているのは認めますけ

れども、そこのところをきちんと区別して言って

いないところがあるので、決算ですから、その昨

年使ったところの…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  いただきました質問についてご答弁申し上げま

す。 

  まず、金額につきましては説明書の12ページに

たばこ税の決算の状況を掲載しておりますので、

そこをご確認いただければよろしいかなというふ

うに思っております。それが１点目です。 

  ２点目につきましては、税率につきましては加

熱式たばこも同様でございまして、1,000本当た

り6,552円という税率によって計算をさせていた

だいているということでございます。 

  以上でございます。 

  失礼しました。1,000本当たり6,552円、つまり、

1,000で割ると１本当たりが6.552円になるという

ことになりますので、税法からしますと1,000分

の6,552というものが正しいので、その点を申し

上げました。また、たばこ税につきましては目的

税ではございませんで普通税という形で整理をさ

れているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させて…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

  すみません、丸藤さん。失礼しました。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ちゃんと手を挙げたんです

けれども、こちら見ていなかったので、ちゃんと

見てください。 

  今ので、目的税でなくて普通税というのは承知

しました。どうもありがとうございます。また、

金額のところ、これ、12ページに書いてあるのを

僕が見落としていたというところです。 

  ここのところは解決しました。 

  再質問させていただきます。 

  まず、普通目的税というのは分かってはいたん
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です、今、ご説明いただいて承知いたしましたが、

要はたばこに関してたばこを喫煙者が支払ってく

ださるというふうなお金が普通税とはいえ、かな

りの金額がこれ、１億8,800万というふうに５年

度ベースでなっておりますけれども、これが普通

税になっていきますと、たばこを吸っている方に

対しては負担は税金として上がってはいくけれど

も、それに対しての還元享受というところが出て

こないというのが少なくとも成果書ではなく説明

書に対しても記載されていないし、僕がちらっと

見たりとか、ちょっと友達にも確認してもらった

ところでは、決算書のほうでも出ていない。 

  要は納税している、現実に納税している方への

恩恵と言っては変ですけれども、ちゃんとしたキ

ックバックというか、こういうことをやっていま

すよと、ご承知のように皆さん、他の自治体では

春日部でも久喜でもさいたま市でも駅の近辺に喫

煙所を設ける、また、もっとある意味で問題かも

しれないけれども、役場庁舎内では難しいかもし

れませんけれども、通路のところ、あそこの道路

のところではやらないというのが全く徹底されて

いないというところもありまして、これはかえっ

て町民の方から反発を受けると思います。僕が見

たのはもう、本当鼻をつまんで乳母車を押してい

る女性の方がやっています。これ、ビデオを見れ

ば分かると思いますけれども、そのようなところ

の総合的な政策的なところ、確かに喫煙所を設け

ることによって歳出が増えるかもしれませんけれ

ども、そこのところを超えた上で一定程度のその

ような対策をしないと、やはり、よろしくないこ

とも起こってきたりとか、あとは、駅からの観光

地である東武動物公園に関しては観光地として位

置づけている宮代にとって非常にイメージが悪い

んですよね、歩きたばこで子どもにぶつかりそう

になったのを僕は何度も見たことがありますので。

そのようなことをこれは決算のときに、昨年度は

そういうことを行っていないというのはこれを見

て行っていないであろう、僕が見落としがあった

らごめんなさい、というのは分かりますが、そこ

のところはどのように考えて執行部としていらっ

しゃるのかというところの説明がまだ、ないので、

これまでもきちんとした説明がないので、そこの

ところをきちんとお願いします。 

  あと、先ほどの95ページの町たばこ税の申告の

状況のところで、日本たばこ産業は国内、ＴＳネ

ットワークは海外、大豊と読むのかな、これは中

国産というのがありましたけれども、電子たばこ

についてはこれ、どこに入るのかな、国内で売っ

ている電子たばこであれば日本たばこというふう

な扱いになるのか、そもそもこれ、火でつけるた

ばこのことで国内、海外というふうにやっている

のかが分からないので、ちょっとそこのところと、

あと、３年度、４年度、５年度とこれ、恐らく電

子たばこは上がっていると思うんですけれども、

それの数字というのを教えていただきたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  まず、目的税とされている都市計画税につきま

しては、先ほど申し上げた12ページにその充当額

が示されているということです。たばこ税は普通

税ですので、その義務はございませんので、それ

を出していないということについてご答弁させて

いただくというのがまず、１点です。 

  その政策的な話については、税務課の所管外で

ございますので、答弁はご控えさせていただきま

す。 

  あと、電子たばこについては加熱式とか燃焼式
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たばことは違って、煙というか、そのたばこの葉

っぱを使っているものではありませんので、たば

こではありませんので、この中には入っていない

というふうに理解していただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  まず、普通税であるから所管ではないというと

ころもいいか悪いかは別として分かりました。 

  また、電子たばこにつきましては、町たばこ税

のほうのところは違うということで、ということ

は、これは一般の小売のものと、一般の小売と言

っても変ですけれども、例えば、ボールペンでも

何でもいいんですけれども、それと同じように消

費税のみということで、たばこに関する、広い意

味でのたばこに関する税というのがこれは、課税

されていないという理解でよろしいのかどうかと

いうことです。 

  また、これは推測になって申し訳ないですけれ

ども、町たばこ税の申告状況とかいろいろありま

すから、そもそもたばこ税としての対象ではない、

だから、電子たばこ等につきましては本数とかも

把握していないというふうな理解でよろしいのか

というところと、最後に副流煙の問題というのが

もともとのたばこ、電子たばこが出る前の出発点

というか、一つの理由としてなっていましたが、

そこのところは税金、たばこ税という形では取っ

ていないのであれば、ある種これ、お酒の発泡し

たあるからどうなのかというのと近いところがあ

るような気がしますけれども、そのような形でた

ばこではないからというふうな、特別な考えとは

申し上げませんけれども、そのような理解で担当

課の専門外というか、守備範囲外というところで

なっているのかというところを最後に確認をさせ

ていただきたいと思います。そのご説明をいただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 課長の伊東です。 

  先ほど申し上げたとおり電子たばこというもの

については、たばこの葉っぱを使っておりません

ので、たばこ税の該当ではないということでござ

います。 

  以上でございます。 

  先ほども申し上げましたが、そのたばこを吸う

ところの喫煙場所について、税務課は所管外です

ので、お答えすることができないというふうには

っきり申し上げさせていただきました。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、５点お尋ねいた

します。 

  まず、１点目は歳入の決算書11、12ページの関

係で、特に23年度、令和５年度は町税が増えまし

た。これが財政指数を大きく引き上げる要因にな

っています。それは昨日の企画財政課の中でも論

議しました。特に個人町民税の関係でございます

けれども、所得割の増加によって前年度に比べ増

えているというふうに説明されておりますけれど

も、納税義務者１人当たり、分かればどの程度増

えているのか。それから、要因としてはもちろん、

納税義務者が個人町民税前年度比で67人が増えて

いる、それから、法人町民税が17人増えていると

いうことも要因になっておりますけれども、この

辺の増になっている要因についてご説明をお願い

したいと思います。 
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  続きまして、同じく11、12ページの町税の不納

欠損額なんですけれども、これは町税全体で576

万円となっています。件数では97件ということで

それぞれ説明されておりますけれども、ここで気

になるのは軽自動車税が25件ということなんです

けれども、これは多いのか少ないのか、どういう

ふうに判断していいのか分かりませんので、その

辺ご説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、７款の地方消費税交付金の関係で

ございます。15ページです。これは、景気の動向

等によって交付原資が縮小し、交付額が減額とな

ったという理由でありますけれども、そうすると、

戻りますけれども、４款の配当割交付金、これも

同じだと思うんですけれども、景気の動向等によ

り交付原資が拡大、こっちの、こちらのほうが…… 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、すみません、

所管外だそうです。 

○委員（丸藤栄一君） 配当割交付金、そうですか。

消費税も。じゃ、これはじゃ、企画財政か。分か

りました。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 課長、マイクを通してお

願いいたします。 

○委員（丸藤栄一君） 分かりました。 

  では、続きまして、歳出のほうの77、78ページ

の関係です。これでは、不用額があります。約

198万円、これについては、次のページの22節、

償還金利子及び割引料のところで、過誤納金還付

引当金が見込みを下回ったということなんですけ

れども、これは当初予算をつけるときにある程度、

どれくらいの見込みをつけるのか、それとも、税

金の何％を見込むのか、その辺り、過誤納金還付

引当金の見込みですね、それについてご説明をお

願いしたいと思います。 

  続いて、82ページの納税推進事業なんですけれ

ども、町税の納付に関わる金融機関等とコンビニ

エンスストアにおける納付に関わる手数料という

ことなんですけれども、これは金融機関といって

も銀行と郵便局、それというふうになると思うん

ですけれども、この割合というのは、当然金融機

関のほうが大きいと思うんですけれども、当町で

の割合はどのようになっているのかお示しいただ

きたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  すみません、幾つかいただいているうち、ちょ

っと私のほうでお答えすべきところのポイントに

ちょっと絞って、あとはほかの担当に答弁させま

すのでよろしくお願いいたします。 

  まず、１点目でございますけれども、個人の所

得の上昇状況というのをまず、ご質問いただいて

おりまして、すみません、１人当たりというのは

ちょっと計算をしていないというところでご理解

をいただければと思うのですけれども、まず、所

得状況、歳入の決算書の12ページに所得割という

のが上から、上段の部分に個人、町税の町民税の

個人という中に所得割が17億2,646万2,866円とい

う数字がご確認いただけるかと思いますけれども、

17億2,646万2,866円が令和５年度の決算上所得割

として算定しておるものでございますけれども、

前年、令和４年度が16億9,735万2,945円という数

字が昨年度の決算書で確認できる数字としてあり

まして、約3,000万円ほど伸びているということ

になるわけなんです。これ、税金としてというこ

とになりますので、その3,000万という数字を税

金としてお願いしている、これ、町税ですから町

民税ですから、10％のうちの６％分が住民税に当

たりますので、その６％で割り返すと５億円、課
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税所得金額として５億円上がっているということ

になります。そこら辺の傾向が出ているというこ

とになりますので、４年度からはそういった状況。

ただ、これは課税所得金額ですので、いわゆるそ

の控除、所得控除を引いた後の金額になりますの

で、それで５億円が出ているというところでご理

解をいただければなというふうに思っております。 

  あと、２点目が不納欠損額についても、国保の

事情によりけりですので、１人当たりの平均額は

出してございません。例えば、その差押えをして、

その結果としてその差押えの処分が終わった後に

実際にはその方から財産状況としては思わしくな

いので、それ自体は不納欠損として処理せざるを

得ないという案件もあるわけでございます。また、

その家庭の事情によって、なかなかその財産自体

が確認ができないといった場合には、こういった

不納欠損処分をしなければいけないわけなんです

けれども、その、それぞれの対応をしている税目

が、例えば、町民税だけの場合もありますし、固

定資産税や軽自動車税も含んでいる場合、あとは

国民健康保険税も含んでいる場合もありますので、

これは当然町税ですから、国民健康保険税は国民

健康保険の特別会計の中でご確認いただく必要が

ありますけれども、この資産税についてはそうい

ったそのそれぞれの状況、家庭の事情によってそ

の滞納の状況も様々でございますので、お１人当

たりの金額は、これも同様にちょっと算出してい

ないということで、個別の事情によりけりという

ことでご理解をいただければというふうに思って

おります。 

  あと、すみません、ご質問途中にちょっと割り

込んでしまって大変恐縮だったのでございますけ

れども、先ほどの譲与税関係については企画財政

課の所管ということになりますので、ご了解をい

ただければというふうに思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○町民税担当主査（岡安英之君） 町民税担当主査

の岡安と申します。 

  先ほどのいただいたご質問の中で、まず、法人

の町民税の伸び、増税になっている理由等のご質

問と、それから、歳出の決算書の78ページにござ

います、この税務総務事業の償還金、いわゆる過

誤納金の見積りのやり方といいますか、そのご質

問について説明のほうをさせていただきます。 

  まず、法人町民税の伸びについてなんですが、

やはり、いわゆるそのコロナ禍の収束、それから、

いわゆるその為替相場の傾向、それから、いわゆ

る賃上げ等によりまして、そういった業界に属さ

れている、そういった業界がやはり、４年度に対

して５年度増加している模様でございます。です

ので、例えば、農業であるとか電気ガス熱供給業

であるとか、飲食サービス業の企業債につきまし

ては、やはり４年度から見ますと５年度マイナス

の伸びが顕著になっているところでございますが、

それを除いた業界の企業さんを見ますと、４年度

から５年度に増額の申告納税がございます関係が

ございましたので、先ほど申し上げました、いわ

ゆる社会情勢等により増加傾向にあるということ

を推察しておるところでございます。 

  次の、歳出の税務総務事業にあります過誤納金

の見積り方法についてなんですが、やはり、これ

につきましては、いわゆる個人住民税の還付、そ

れから、法人町民税の還付の予算というところで

ございますので、過年度、やはり、明確な指標と

いうもの、というものはなかなかその見いだせて

いないというところがございます。しかしながら、

やはり還付、例えば、個人住民税でありますと、

所得税の確定申告、あるいは個人住民税の申告に

よりまして、税金のほうが可能になった場合には
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お返しする、それを迅速かつ適正に速やかにお返

し、還付処理を行っていかなくてはいけないとい

うことになりますと、やはりある程度の余裕額と

いうものを見積った上で計上のほうは必要かなと

思います。ですので、過去のいわゆる過年度の執

行額におおよそ上積みという形で、じゃ、その上

積みの範囲はどのような客観的な指標というのが

ないところではあるのですが、過年度の支出状況、

執行状況を鑑みて見積りのほうをしているところ

でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 税務課主幹、海老

原でございます。 

  軽自動車、不納欠損のほうの軽自動車税、こち

ら多いのか少ないのかというご質問でしたけれど

も、こちらにつきましては、金額的には今年、若

干いつもより多くはなっているのですが、件数と

しても若干多くはなっていますけれども、大体こ

こ数年20万円前後で来ているということで、特段、

ここ数年の中では確かに一番多くはなっているの

ですが、それほど特段飛び抜けて多いということ

ではないと思われます。 

  続きまして、コンビニ、銀行と郵便局の割合と

いうことでございますけれども、こちら、大変申

し訳ございませんが、ちょっと集計というものは

しておりませんで、こちらの内容については不明

ということになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） はい。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  執行部のほうも答弁のときに該当ページをまず、

言ってからお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  まず、町税全体の増えた要因というのは、大ま

かな答弁でした。分かりますが、やはり、納税義

務者が実際先ほどもちょっと言いましたけれども、

景気の動向等がどうなのか、あるいは、働いてい

る方の賃金がどうかとか、そういった意味で、や

はり町民の状況がどうなっているのかという意味

では、やはりよくつかむ必要があると思って質問

したんですけれども、やはり決算ですから、そう

いう点ではどういうふうな傾向にあるのかという

ことは数字が出ているので、そういう点では説明

がつくようにしていただければと思います。 

  それから、先ほど不納欠損のことで聞きました。

確かに軽自動車税というのは毎年増えてきますよ

ね。それが大きな要因になっているわけなんです

けれども、金額的にどうなのか、件数もそうなん

ですけれども、金額的にどうなのかということで

お尋ねしました。そういう意味ではどうなんでし

ょうか。ほかの自治体も同じような傾向だとは思

うんですけれども、その点ではどうなのかという

ことでもう一度お尋ねしたいと思います。 

  それから、歳出のほうで77、78ページ、税務総

務事業なんですけれども、先ほど過誤納金還付引

当金ですかね、これはどのぐらい見込むのかとい

うことで、支出状況を見てということで、要する

に決算の経年変化を見てということなんですけれ

ども、内容としては過誤納金還付引当金ですから、

納め過ぎになったのか、それとも、誤って納めた

ということはないと思うんですけれども、そうい

った点ではどういうふうな内容の傾向になってい

るのか、その点だけお示しいただきたいと思いま

す。 

  それから、最後の82ページの納付税推進事業な

んですけれども、冒頭にも言いましたように金融

機関のほうが圧倒的に多いと思うのですけれども、
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これはざっくりでも出ないのでしょうか。９割、

１割とか。数字は出せないということなんですけ

れども。その点、お尋ねしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  少し説明が不足していたようで大変恐縮でござ

います。 

  まず、景気動向という点では、例えばですけれ

ども、先ほど申し上げました個人の住民税、町民

税における所得割の状況が税金として3,000万円

ほど多く納めていただいているというお話の中で、

課税所得金額がそこから算出しますと５億円程度

上がっているという傾向が見られる、また、担当

主査からもお話しをさせていただいたとおり、な

かなかその全ての分析、その所得金額、そのサラ

リーマンの方についてはそのベースアップ等で上

がっているという傾向はありますけれども、事業

所得についてはそれぞれの事業において、その増

減があったりとかするので、なかなか傾向が読み

取れないといったところ、最終的なこの所得割と

しては先ほど申し上げましたとおり課税所得金額

としては、これは全てトータル、サラリーマン以

外も含めてですけれども、５億円程度上がってい

るというところから見れば、景気動向としては必

ずしも悪くないというところで、上昇傾向にある

のかなというふうには見ているところでございま

す。 

  法人住民税につきましては、ほぼ横ばい、少し

下がっているということもありまして、ただ、一

方で法人につきましては、その決算の年度によっ

て、例えば、マイナスを計上する年があったりと

かというのがありますので、必ずしも傾向が読み

取れないといったところがあります。例えば、そ

の令和３年度、そのコロナが大きく影響を受けて

7,700万程度が現年度課税分の法人住民税でござ

いましたけれども、４年度は１億円、５年度は９

億9,900万円という形で、４年、５年については

大きく変わらないのですけれども、３年度からは

上昇しているといった傾向が読み取れますので、

その会計年度、そういう事業年度ごとに損失を出

したり出さなかったりといったような、法人の傾

向がありますので、なかなか読み取ることが難し

いというような現状でございます。 

  また、固定資産税についてです、ちょっと先ほ

ど説明が不足していましたけれども、特に家屋、

決算書で言いますと12ページの中段に固定資産税

の１目に家屋というところがありまして、８億6,

400万円という数字が決算書上確認できるかと思

いますけれども、昨年令和４年度については６億

7,000万円ということで、約２億円上がっている

わけなんです。ここについては、今までの横町の

課税が始まっているということで、その数字が出

ているといったところで、宮代町におけるその固

定資産税の傾向についてはそういったところで上

昇傾向にあるのかなといったところです。 

  ただ、６年度以降については、当然５年度に課

税をお願いしていますので、そういった同様の傾

向になるんだろうと。あとは、その当然にその評

価替えの影響によって結果が出てくるといったと

ころでございます。 

  軽自動車税については、大体その金額としては

200万円程度の上昇ということで、そこまで大き

くはないだろうと。ただ、軽４輪、いわゆるその

自家用の軽４輪の登録台数が説明書で言いますと

94ページになりますけれども、102台と、軽４輪

乗用の自家用が102台増加していて、税率からす

れば一番高い税率になりますので、それが宮代町

にとっては功を奏しているのかなといったところ
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になります。都市計画税については、先ほど固定

資産税で説明申し上げましたとおりでございまし

て、税率が0.2％、固定資産税の1.4と比較します

と７分の１ですから、大体同程度、その上がった

分の７分の１ぐらいが上がっているというふうに

ご理解いただければと思いまして、そういった点

での税金の上昇になっているといったところでご

ざいます。 

  それがまず、１点目でございます。 

  あと、過誤納金の還付金、還付の引当金、決算

書で言いますと80ページの一番上段になりますけ

れども、この22節については予算からすると950

万円、決算書で言うと77ページの中段になります

けれども、950万円を計上しているのですが、こ

の内訳としては町民税と軽自動車税が850万円で、

固定資産税については100万円というところでそ

の区分を設けております、事務上です。町民税と

軽自動車税と固定資産税を分けている理由という

のが、固定資産税については、いわゆる地方税法

で求められている５年以上に遡って、場合によっ

ては還付する必要がある、特にその息の長い税率、

税目になりますので、場合によっては10年まで遡

って還付するというのを内部の要綱で定めており

ますので、それに基づいて別途100万円を設けさ

せてもらっているということです。その実績はご

ざいませんけれども、町民税とか軽自動車税につ

いては850万円、これは最近傾向を変えておりま

せんが、いわゆる還付の理由といたしましては、

例えば、今から言いますと令和元年分です。住民

税で言うと２年分までになりますけれども、遡っ

て所得税の還付の申告ができるような仕組みにな

っておりまして、例えば、医療費控除を混んでい

るさなかにやるのではなくて、少し、自分の落ち

着いた時期に遡ってやる、医療費控除をやられる

方もいらっしゃって、そういった方の医療費控除

なんかを遡ってやった場合には、当然そこの年度

に遡って住民税を再計算をさせていただいて還付

をするという仕組みになっておりまして、当該年

度の分ではございませんで、その過ぎ去った過年

度分になりますから、当然この歳出科目から還付

をさせていただくという仕組みになっております

ので、過去の分の税金の修正、税務更正です、そ

ういったものを特に所得税、税務署に行ってやっ

ていただいた方の税データが町に回ってきて、こ

この歳出区分から還付を行っているという内容で

ございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○税務課主幹（海老原剛章君） 税務課主幹、海老

原でございます。 

  ご質問にお答えいたします。 

  まず、不納欠損のほう、軽自動車のほうの不納

欠損でございますけれども、こちらの金額につき

ましてですが、ここです、過去３年ほど遡ります

と令和３年度が19万7,700円、令和４年度が23万

700円、令和５年度、今回につきまして28万8,179

円という形になっております。なので、結果とし

ましては若干増えてきているのかなというところ

ではございます。 

  それと、ほかの自治体の状況ということでござ

いますけれども、こちらにつきましては各税務課

ごとの他の自治体の不納欠損の金額件数等の資料

がちょっとございませんことから、ちょっと他の

自治体の状況については分かりかねるところでご

ざいます。申し訳ございません。 

  それと、もう一点です。郵便局とそれ以外の金

融機関等のざっくりでも割合が分からないかとい

うところでございますが、こちら、口座振替の割

合でしたらこちら、把握できますので、口座振替
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の全体のうちの郵便局の割合が18.5％ということ

で、ちょっとこれが全部の、全ての窓口納付のほ

うとかにもそのまま適用できるかはちょっと分か

らないところですけれども、窓口納付等全てのも

のに含めてのちょっと集計というものがございま

せんことから、ちょっと口座振替納付の割合でち

ょっとお答えさせていただきます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございまし

た。 

  それでは、１点だけお尋ねいたします。 

  決算書の70、80ページの22節償還金利子及び割

引料の過誤納金還付引当金なんですけれども、説

明していただいて分かりました。そうしますと、

先ほど５年以上遡ってという答弁もありましたけ

れども、納め過ぎという場合は、そうしますと医

療費の還付の関係になるのか、ただし、これは滞

納していた場合は、当然そちらのほうに充当され

るわけで、そういう場合は５年以上にも遡ってや

るということで理解してよろしいでしょうか。そ

の点だけ。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○税務課長（伊東高幹君） 税務課長の伊東です。 

  このいただいた再質問につきましては、まず、

医療費の還付なのかというお話しなんだと思いま

すけれども、所得税の申告というのは遡ることが

５年間、５年分遡ることができまして、先ほど一

つの例として医療費控除を挙げさせていただきま

したけれども、例えば、配偶者控除を取り忘れて

いたですとか、障害者控除を取り忘れていたとい

ったような人的控除を取り忘れていたというよう

なこと、あとは、所得の更正として、例えば、経

費を取り忘れていたといったようなことも含めて、

もう、その全ての項目について修正があればでき

るというような仕組みを取っておりますので、医

療費に限らず様々な所得ですとか控除についての

申告をやり直せるという仕組みがございますので、

それに基づいて税務署でやっていただいた結果を

受けて、当然にその影響を受ける住民税について

も修正を行って、実際のその税金をお願いしてい

た金額から下がった分をお返しするというような

仕組みになってございますので、それは５年分で

遡れるというような仕組みがまず、地方税法上定

められているということです。 

  還付する金額については、例えば、その方が滞

納がある場合については、その時効が止まるケー

スも中にはありまして、その、例えば、差押えを

行っていて滞納が継続しているような、例えば、

平成30年度のものが今、残っていて、何かその申

告によって還付が生じて、滞納している方なので

ちょっと還付が生じるかどうか、ちょっと分かり

ませんけれども、まれにそういったことがあった

ときに、その平成30年度分に充当するといったこ

とは当然に考えられることでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で税務課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○委員長（土渕保美君） 時間前ではございますが、

全員そろっていますので、始めてもよろしいでし
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ょうか。 

  始める前に、委員の皆様にお願い申し上げます。 

  今回は一般質問ではございません。質疑は明瞭

簡潔にお願いいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（住民課） 

○委員長（土渕保美君） それでは、これより住民

課の、住民課の審査を行います。 

  質疑に入る前に本日出席している説明員の紹介

をお願いします。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。

お忙しいところすみません。よろしくお願いしま

す。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。よろしくお願いします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。よろしくお願いします。 

○国保・後期担当専門員（稲宮辰男君） 国保・後

期担当専門員の稲宮です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当主査の安部と申します。よろしくお願いい

たします。 

○年金担当主査（山﨑 貴君） 住民課年金担当主

査の山﨑と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計の歳入歳出一括して質疑をお受けしま

す。ただし、特別会計は入りませんのでご注意く

ださい。 

  質疑はありますか。 

  なしでしょうか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  小さく２点お伺いいたします。 

  まず、１点目なんですけれども、決算書82ペー

ジ、戸籍住民基本台帳管理事業になります。説明

書ですと89ページになります。真ん中辺の(2)コ

ンビニエンスストアにおける交付数ということで、

こちらが宮代町内だと大体2,801ということで、

前回が2,403ですので、結構増えているというこ

とで、宮代町外でも、やはり前回が1,523に対し

て1,905ということで、大きく伸びているのです

けれども、これについてどのような傾向で増えて

いるのかということをお伺いいたします。 

  それとあと、マイナンバーカード交付件数とい

うことで、昨年度から10％以上上がって80.8％に

増えているのですけれども、これにつきまして町

として何かどのような対策、要するに増えていく

ための対策を取られたかということをお伺いいた

します。 

  以上、２点になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。 

  では、ご質問のほうにお答えします。 

  まず、コンビニ交付の伸びなんですけれども、

その前年からマイナポイントの関係でマイナンバ

ーカードの交付が非常に増えたというのが大きく

ありまして、なかなかコンビニ交付というか、そ

もそもマイナンバーカード自体をなかなか利用す

るというのがなかったのですけれども、そちらの

ほうがマイナポイントをきっかけにマイナンバー

カードの使い方というのを皆さんに多く、この間

に認知できるようになったのかなというのが大き
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な伸びだと思います。今年度もしっかり増えてい

ますので、これからも増えていくと思います。 

  マイナンバーカードの交付に関してですけれど

も、こちらもその前の年度のマイナポイントの関

係で大きく増えました。対策としては、マスコミ

とかで言われているような、その日来てもらった

方が翌日になってしまうとか、途中で受付を締切

りをしてしまうような、そういうケースは宮代町

のほうはございませんでした。なので、窓口を全

部で４つつくりまして、そちらのほうで対応する

ということで、この件数をうまく手続を行ったと

いうところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） それでは、再質問させて

いただきます。 

  やはり、コンビニエンスストアでできるという

のが本当にありがたい。私もマイナンバーカード

を使ってこの交付できるということで、いちいち

役場に来なくても済むということで、昔はわざわ

ざ平日休んで役場に来ないといけないということ

があったのですけれども、それがなくて、本当に

便利になったというのは感じております。ただ、

住民票の写しとか、あと、印鑑登録証明書だけに

なっていますので、やはりもっとほかの証書です、

そういったものもコンビニでできるようにどんど

ん進めていっていただきたいと思うのですけれど

も、それについてお伺いいたします。 

  それと、マイナンバーカードの交付件数、大変

宮代町は高いというふうになっているのですけれ

ども、やはり、一番心配なのは保険証との兼ね合

いになってきたときに、やはりそのマイナンバー

カードの安全性というものを、やはりしっかりと

町民の方に周知していただきたいと思うのですけ

れども、その点についてお伺いいたします。 

  以上、２点になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。 

  では、ご質問にお答えします。 

  コンビニ交付の拡張なんですけれども、一応今

年度、戸籍の証明書についても交付できるように

今、準備を進めております。それ以外に税証明な

どあるんですけれども、こちらのコンビニ交付の

関係です、よく、今で言うとＤＸというところで

取り上げられておりまして、これからも書かない

窓口にもつながりますので、非常に必要ではある

のですけれども、今回戸籍の証明書につきまして

は、国のデジ田交付金を活用して行っていますが、

費用も非常に大きくかかります。宮代町が住民票

と印鑑証明書のコンビニ交付を始めたとき、当然

戸籍とか税も考えてはいたのですけれども、非常

に当初の予算がかかるというところで諦めたとい

う経緯がございます。今回はその、デジ田交付金

を使うことができましたので、そちらを使って何

とかこう、やっていけるかなというところではあ

るのですけれども、税証明とかも含めていきます

と、非常に予算がかかってしまいます。そこも加

味してやっていかないと、非常に高い住民票とか

税証明が発行されるということも考えなければい

けませんので、その辺はしっかり精査して、税証

明は住民課ではないですけれども、進めていきた

いと思っております。 

  あと、マイナンバーカードの安全性につきまし

ては、こちらは国でも発表しておりますとおり、

ただ、なかなか発表しているのと同時に同じよう

に心配な声もたくさん聞かれて、自分で考えるこ

ともなく、ほかからも、いろいろな雑誌とかマス

コミでいろいろ言われています。 
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  国のほうの発表のとおりマイナンバーカードに

つく、マイナンバーが載っているので、落として

しまえばそれは知られてしまう危険というのは当

然出ます。ただ、そのときに、要はクレジットカ

ードも落としてしまえば心配ですし、免許証なん

かも落としてしまえば心配です。なので、そこの

部分につきましてはほかのカードもみんな同じで

はないかというところもございます。ただ、それ

をどうやって使うかというところです。暗証番号

を使わない等で中に入っていけない。カード自体

には件名に書いてあるものと同じものしかチップ

の中には入っていません。ログインをするのに暗

証番号が必要になって、その暗証番号も３回間違

えたらもう、カード自体がロックしてしまうと、

そういう仕組みもありますので、ただ、この仕組

みが皆さんになかなかお伝えできていないという

のが現状だと思いますので、そこにつきましては、

これから町のほうでも国のほうの広報資料を使っ

て広報していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  マイナンバーカードを本当、80％、80.8％まで

来たのですけれども、これから増やすのが大変じ

ゃないかと思うんです。やはり、マイナンバーカ

ード自体をやはり嫌っている人という人たちにい

かに持っていただくかというのが課題になってく

ると思いますので、その辺をお考えいただければ

と思います。 

  再々質問はありません。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ２点お尋ねいたします。 

  まず、決算書で81、82ページ、２款総務費の中

の戸籍住民基本台帳管理事業、前段と同じマイナ

ンバーカードの関係でありますけれども、そもそ

もマイナンバーカードをつくるかどうかは任意で

す。マイナカードを保険証として登録するのもマ

イナ保険証を使うかも任意です。ですから、任意

の制度を普及するために保険証を廃止することに

は、私は道理はないということで反対なんですけ

れども、ここではそのことではありませんが、今

後の問題で、実際そういう意味ではマイナカード

を保険証として登録するしないは自由なんですけ

れども、これについては今後どのようにしていく

のか。実際、マイナ保険証がないと医療機関を受

診できなくなるみたいなそういう不安も実際ある

のですけれども、そのための期間も十分あります

ので、対応はされると思うのですけれども、今後

の問題としてどうなされるのか、それが１点。 

  それから、決算書の129、130ページの１項保健

衛生、２目予防費の関係なんですが、後期高齢者

健康診査事業です。これは、健康診査は国民健康

保険と同様で保険センターでの集団健診、それと、

医師会管内の医療機関での個別健診というふうに

なっておりますけれども、ちなみに宮代で一番受

診で多いのは、やはり六花だとは思うんですけれ

ども、その点。それと、南埼郡の医師会の関係で

すから、多い順にベストスリーで出せるのであれ

ばお聞きしたいのですが。 

  それと、もう一点は後期高齢者疾病予防事業な

んですけれども、人間ドック等の総合健診なんで

すけれども、これは後期高齢者医療制度加入者

145名の方に２万7,000円、以前はたしか２万

5,000円ぐらいだと思ったのですけれども、この

補助交付金ですよね。いつ頃上がったのでしたか、

確認のためにお尋ねしたいと思います。実際前年

度と比較して僅か２万、３万弱なんですけれども、

その点では支出額、支出済額では５万7,519円の
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マイナスなんですけれども、実際は増えていると。

この辺の状況はどういうふうに理解してよろしい

のか。その点のご説明をお願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。 

  １点目の質問、ご質問のほうでお答えします。 

  今現在国民健康保険のマイナ保険証の登録率は

61.55％、７月１日現在61.55％です。先ほどご質

問にいただいたようにマイナ保険証の登録は任意

でやっていただきます。現在今年７月に保険証を

発行いたしまして、７月に８月からの保険証を発

行いたしまして、それにつきましては来年の７月

末までご利用いただけます。ただし、マイナ保険

証をお持ちの方につきましては、来年の一斉更新

のときには保険証が出ません。マイナ登録されて

いない方については資格確認書といいまして、ほ

ぼ保険証と同じような記載事項のものをお送りさ

せていただく予定でございます。ですので、来年

８月以降マイナ保険証をお持ちの方は保険証が出

ない。または、資格確認書が登録されていない方

については出るということで、ご理解いただきた

いと思います。 

  また、12月１日まで、２日以降にまたお届けい

ただいた方につきましては、保険証は出ませんの

で、そういった方については資格確認書という発

行の形になりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  すみません、加えます。 

  今年10月から、まだ、方法は分からないのです

けれども、マイナ保険証を登録されている方に対

して解除の届出もできるようになりますので、不

安がある方についてはそういった判断もしていた

だけるとなっております。 

  １点目は以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当主査の安部です。 

  まず、後期高齢者の健康診査の個別健診の件数

の多いベストスリーというご質問にお答えいたし

ます。 

  ちょっとはっきりした数字はなくて、１位、２

位ぐらいは分かるのですけれども、３位まではち

ょっと分かりませんので、やはり、おっしゃって

いただいたように六花が件数としては一番多いと

ころです。２番目としてはもとむらクリニックさ

んがやはり多いかなというところです。３位はち

ょっと、今の段階では分からないところです。 

  次に、２万7,000円がいつから変わったかとい

うところについては、ちょっと今確認中です。 

  次の令和４年度から令和５年に件数は増えたけ

れども、総金額が減っているというところについ

てですけれども、こちらの２万7,000円の補助と

いいますのは上限ですので、中には１万5,000円

ぐらいの健診の費用で人間ドックができたという

方もいらっしゃいます。ですので、その方は満額

２万7,000円ではないという場合もありますので、

件数は増えていても総額が減っているというとこ

ろがあるというところであります。 

  人間ドックの補助金が２万7,000円にいつから

なったかというところについては、特別会計のほ

うのときにお答えできればと思いますので、確認

しておきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、決算書81、82ペ

ージの２款総務費の関係のマイナンバーカードの
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状況については分かりました。いずれにしまして

も、今後は資格確認書とは別に資格情報のお知ら

せというのも書面でだと思うのですけれども、配

布されると思うのですが、これについても準備は

当然できているのだと思うのですが、その辺の状

況。 

  それから、もう一点、決算書129、130ページの

関係で、後期高齢者医療、人間ドック等の総合健

診なんですが、分かりました。上限が２万7,000

円ですので、答弁のとおり少なく済む人もいます

ので、それは理解できますが、どうなんでしょう

か。健康診査の関係で保健センターでの集団健診、

それから、先ほど言ったように医師会管内での個

別健診とあるのですけれども、これはだんだん受

診率も上がっていると思うのですが、やはり、上

がっていけば上がっていくほど次年度も、その次

も、やはり上げていかないといけないと思うので

すけれども、受診率の関係ではこの近隣あるいは

埼玉県内ではどういう位置にあるのでしょうか。

再質でお願いしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。 

  １点目のマイナンバーカードの関係では、国の

補助金を得まして資格、今お話しになられた資格

情報のお知らせであるとか、そういったもののシ

ステム改修を進めておりますので、12月２日以降

については万全の体制で臨みたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  健康診査の受診率、埼玉県内での宮代町の受診

率の位置についてというところですけれども、具

体的に順位などはちょっと申し上げられないので

すが、令和５年度については受診率42.8％という

ところで、埼玉県の平均が34.3％というところで

すので、県内の中では高い受診率であるかなとい

うところです。今後後期高齢者のほうでは介護保

険と健康保険のほうの一体化の事業というのもあ

りますので、後期高齢者の方の健康診査を受けて

いただくというところが介護の予防などについて

も重要になってきますので、後期高齢者の方の受

診率も上げる、勧奨通知などもお送りして上げる

努力をしていきたいなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） こんにちは。佐藤でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

  住民課所管のところをお尋ねしていきたいと思

いますが、まず、お尋ねする前提としてきちんと

説明書という形で成果書という形は取らないでく

ださい。また、もう一つ確認ですけれども、第５

次総合計画に書いてあることはこれ、各課問わず、

皆さん共通のベースになる考えだと思いますので、

先ほどから所管じゃないというところの理由とい

うのはできる限り所管でなくてもきちんと横串と

いうのが25ページかなんかにも出ていたかな、あ

りますけれども、26ページに出ていましたけれど

も、それがなされていないということをそちらか

ら話していることになりかねませんので、そこは

お気をつけください。 

  では、質問に入らせていただきたいと思います。 

  説明書ベースになって申し訳ないのですけれど

も、説明書の89ページのコンビニ、先ほどの前段
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の議員もご質問されていらっしゃいましたが、コ

ンビニエンスストアにおける交付件数というのが

ございます。この中で町内町外というのに分かれ

ておりますが、まず、この町内町外によって手数

料等は変わるのか変わらないのかというところを、

ちょっと町民の方にこれを聞かれたものですから、

確認をさせていただきたいと思います。 

  あわせて、この表が非常にちょっとざっくりし

過ぎていて、各年度の状況、せめて３年から５年

ぐらいの推移ですね、状況というか推移というと

ころも記載されておりませんので、そこのところ

を教えていただきたいと思います。 

  次に、説明書の88ページですから、前のページ、

左のページになると思いますけれども、住民の移

動状況というものがございます。これ、令和４年

度は315名の減少になりました。プラスマイナス

でですね、ところが、令和５年度というのは、こ

れはいいことだとは思いますが、マイナス２名と

いうふうなところに踏ん張ったというか、とどま

ったという形になりましたけれども、これの原因

等の検証というのは住民課のほうでどのようにな

されていてこのような数値が出てきた、それで、

これはたまたまですけれども、この令和５年度に

２件って、町のほうで定住促進の移動件数と同じ

だというのはありますけれども、それは別として、

そもそも住民課のほうとしての青写真、進捗計画

したものとの整合性というか、乖離性というとこ

ろのご説明を願いたいと思います。 

  次に、出生者数です、これ、今年です、今年度

ではなくて今年の３月ぐらいにまず、国のほうで

令和５年度の出生者数が78万何千人というのが出

た、住民課の前に新聞、ラックがあって置いてあ

りますけれども、それを見て私のほうが、じゃ、

宮代町では何人なんだと聞いたら、その場にいた

職員の方、誰一人把握していない、事前に把握し

ていないで調べて調べて３月時点で186名、年度

が変わってもう一回確認したら、３月31日時点の

で見たら180名というのはお聞きしました。 

  また、令和６年度、これ、国のほうでまた、や

はり新聞で35万人というのが出ておりましたが、

そのときにじゃ、宮代はどうなんだということを

お聞きしたところ、やはりちょっと調べてみます

と結構待たされて90名というのはお聞きしました。 

  要はこういうところ、一番のそこを把握してい

ると思われる、ひょっとしたら子育て支援課だっ

たらごめんなさい。でも、住民課かなと思ってお

聞きしているのですけれども、そこのところが聞

いた町民が、パッと思ったことを聞いたときに即

答できないというところにまず、住民が不信感を

持ってしまうというところを強く自覚していただ

きたいと思います。そのような仕組みをどのよう

に今、やっているのかというのをまず、お聞きし

たいと思いますし、また、これは住民課だけの問

題ではなくて、先ほどの横串の問題でもあります

けれども、各課にそういうふうな数値を朝一で一

斉メールでも流していただければ、ほかの課で住

民が聞いたときに誰かしらその課で答えられれば

不信感は減ると。あくまでも我々議員もそうです

けれども、町民、出生者数です、信頼がベースで

町民の方の信頼がベースで我々存在しているもの

ですから、そこで不信感が出て知らないとなると、

町は考えてくれているのかという意見もあります

ので、そこのところをお願いいたします。 

  次に、決算書の、これは決算書ですけれども、

80ページの町民税税事業というものがございます。

これの真ん中のところよりちょっと上かな、町民

税事業の11番役務費の２つ目の車両情報提供手数

料というのが８万8,000円…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。住民課ではな

いそうです。 



－９３－ 

○委員（佐藤将行君） これ、違うの。税務課、ご

めんなさい。分かりました。では、先ほどの横串

の観点から分かる範囲で、分からなければいいで

す、パスしていただいて。ところをお願いいたし

ます。 

  次に、これ、説明書の89ページです。89、90ペ

ージに該当すると、ちょっと間違っていたらごめ

んなさい、町で数年前からいろんな、例えば、住

民票の申込とかも含めて電子申請というものをや

っています全庁的に。それが増えてきています。

それの住民課所管分だけでも結構ですけれども、

例えば、住民票の写しとか休日予約というのはや

っていらっしゃると思いますけれども、これが、

ごめんなさい、どこに、説明書の89ページかな、

証明書発行手数料とかいろいろありますけれども、

これがどのように推移して、これ、窓口のほうに

これまではどれくらい来ていて、電子移行にして

電子のほうになった、要は窓口の負担分が減った

という形で成果は表れてくるとは思うのですけれ

ども、そこの推移の件数というものがちょっと私

が探した範囲では出ていないものですから、そこ

のところ。要は住民課の職員の方が負担が減った

という形になると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  あとは前段の議員で、別の角度から出ていまし

たマイナンバーの件ですけれども、これは僕、３

名ぐらいの方からお聞きして、当時の草野課長に

ちょっとご相談させていただいて、やり方変わっ

たというのは存じ上げています。 

  内容といたしましては、２万円分の２万ポイン

トと言ったほうがいいのかな、ポイントが入りま

すよというふうにやっていたのを、２万円を最初

に現金で自分が口座に振り込まないと、そもそも

できないというふうに勘違いした年配の方が何人

もいらっしゃって相談を受けて、内容をどのよう

にやっているかと聞いたら、口頭の説明だけで資

料もなくやっていたので誤解を招いたというふう

なことはあったようでございます。 

  その後、多少は変えられたようですけれども、

そこで１回間違って対応をされた人はもう手続は

終わっているわけですから聞けないので、その後、

そういった問合せもあったとは思うんですけれど

も、マイナンバーポイントに関する問合せ総数、

またどういったものが問合せとして多いのかとい

うことにつきましてお尋ねしたいと思います。 

  次に、これ最後になるかな、特別健診のことに

ついても、前段の議員の方からお尋ねがありまし

た。 

  特別健診以前は、三、四年ぐらい前までかな、

僕も住民のときに何度も何度も…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数をお

願いします。ページ数。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい。ちょっとペ

ージ数見つけられなかったので。 

  後期、特別健診はどこなんだよ。後期に入るの

かちょっと分からないので。住民課の方、ちょっ

と分かったら。これ健康介護課のほうかもしれな

いので分からないので、ちょっと特定できなかっ

たというのが。ちょっとさっき見ていて、ふと思

った質問なので、そこは申し訳ございません。指

摘できないので。 

  これのどのような形で増えたり減ったりしてい

る検証を行っているのか。また担当課はもしも健

康介護課のほうであれば、住民課とはどのような

連携をしているのかというところ。 

  また、いや、先ほどね、もとむらと六花が１位、

２位ということを言われていたので、ふと思った

ので、こちらかなと思って聞いているんですよ。 

○委員長（土渕保美君） 住民課じゃないそうなの

で。 
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○委員（佐藤将行君） でも、さっき１番、２番は

答えたじゃないですか。 

  90ページの説明書みたいです。130ページです

か、ありがとうございます。 

  後期高齢者関係がいっぱい出ていますね。ごめ

んなさい、130ページのちょうど真ん中ぐらいに

後期高齢者健康診査事業というものがあって、こ

れ住民課というふうに僕もメモして、間違ってい

たらごめんなさいね。ここのところで、何度も僕、

七、八年前から、一度は議員の方も一緒に行って

いただいて、まずは予約方法のほうをずっと電話

の10回線というところを、インターネット予約と

か入れていただきましたけれども、それはいいん

ですけれども。 

  検証を当然、事業というのは１年ごとという形

で、１年やった上で検証して、プラスにするのか

マイナスにするのか、こういうのを付加するのか、

これをやめるのかとやっているとは思うんですけ

れども通常は。それで先ほど個別的に１番、２番、

六花が１番、もとむらが２番というのが出てきた

のではないかと思って、それをお聞きして、急に

質問項目に入れたのでごめんなさい。担当とかそ

このページ数が指摘できなかったのは申し訳ござ

いませんが、そこのところで、なぜ１番、２番し

か、そういうふうに資料というかデータを持ち合

わせていないのか。また、これも過去３年から５

年の推移というものを明示していただかないと、

あくまでもこれ、特に主要な施策、全部の施策じ

ゃなくて主要なものだけですから、それの成果と

言われる、要するにプラスの部分だけであって、

説明書ですからプラスマイナス両方出てくれない

と判断が我々もできないわけですね。町民の負託

を受けて、これが正しいかどうかというところ、

特に私なんて、もう全議員の中で一番その辺知識

ないものですから、当選したばかりで。きちんと

説明していただければ、こういう場で説明を求め

ることもないので、きちんとそういうところもや

っていただければと思いますけれども。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） はい、何でしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 端的にお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） だから、その理由言ってい

るんでしょ。担当課どうか分からなかったから。 

  狙い打ち的に言うのはやめてください。もう前

のときからもずっと言っていますけれども。 

  そこのところの…… 

  手を挙げて言ってください、泉議員。 

  じゃ、別な観点、先ほどのご説明あったように、

１位、２位というのは分かっているというふうな

説明をいただきましたが、では何でそれ以外をき

ちんと抽出して発表できない状況にしていないの

かというところで、きちんとした検証をされてい

ないのではないか。きちんとした検証をされてい

ないとなると、住民の税金をきちんと差配するよ

うなことがなされていないのかという不安・不信

が出てきますので、そこの説明をお願いいたしま

す。 

  最後に、これに付随です。 

  最後に、この特別検診等は、ある一定数が保健

センターなり何なりというふうに行くような形に

なって、別の課ではありますけれども、町民スポ

ーツフェスティバルのときには臨時のバスを増便

したという話もありますけれども。この受診率と

か受診者数がどういう理由で増えたり減ったりし

ているのかというところが分からないと、例えば

足がないから交通手段がないからという人もいる

かもしれません。そういうところが示されていな

い以上、どういった理由でこれが増えたり減った

り、特に本当はここの案数として出ていなくても、

行きたいけれどもこういった理由で行けないんだ



－９５－ 

という人もちょっと２人ぐらいしかいませんけれ

ども聞いてはおります。もう免許も返納したので

と。そういうところの調査というのはなさってい

らっしゃるのかどうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（田原浩介君） 住民課主幹の田原で

す。 

  一番最初のご質問にお答えします。 

  コンビニエンスストアのコンビニ交付、町内・

町外のコンビニ、手数料は変わりません。 

  そうですね、これ単年度しか載っていなくて、

ほかには複数年載っているのもありますので、数

字のほうの見せ方は考えたいと思います。 

  以上です。 

  あと、ごめんなさい。電子申請の関係なんです

けれども、住民課の証明書には電子申請、まだ取

り入れておりません。休日交付については、電話

での予約になっておりますので、電子申請ではご

ざいません。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  出生の話がありましたが、町のほうでは毎月ど

のぐらい出生数があるかという、その具体的な数

字までを、その町の職員は把握はしておりません

が、おおよその数字を把握しておりますので。た

だ、質問があったときに、大体どのぐらいですと

いうお話はできないものですから、やはり確認し

てお答えする必要はあるのかなというふうに思い

ます。 

  窓口で出生届ですとか転入届を扱っております

ので、先ほど横串というお話ありましたが、出

生・死亡の自然増減ですとか、転出・転入の社会

増の動きというのは、１年間に１回、年間の動き

ということで、把握したものを必要とする部署の

ほうに提供させていただいています。特に企画財

政課はそういった動きを確認しなくちゃいけない

部署でもありますので、かつて企画財政課に私が

おりましたときも、たしか平成27年が出生数が最

も多くて270人ぐらいいたと記憶しております。 

  宮代管内、幸手管内ですと、合計特殊出生率は

白岡に次いで２番目に高い状況で、ここ数年続い

ていたというふうに考えています。 

  住民課のほうで政策的にどうしていこうかとい

うことはなかなか所管としてできませんが、正確

な情報を把握して、それを見やすい形で必要な部

署に提供するという仕事としては、住民課の仕事

だと思っておりますので、今後も続けていきたい

なというふうに考えております。 

  それからもう一点、検診のほうで１番目、２番

目まで分かっていて、３番目、その後かどうかと

いうことですが、検診については１番がいいとか、

２番がいいとか、そういうことではなくて、結果

として多かったのが六花だったということ、２番

目に多かったのがもとむらさんだということで。 

  これは、先ほど検診行きたくても行けない方が

というお話もありましたが、もちろん集団で保健

センターに来られない方もいらっしゃるので、個

別として身近な医療機関に受けられるような、そ

ういう対応を取らせていただいているというのが

現状かなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。 

  ２点目のほうで補足の説明をさせていただきま

す。 

  今、課長のほうで説明したもとむらクリニック、

六花以外に、町内であと３か所、南埼玉郡市医師
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会で宮代以外で90近い箇所の医療機関があります。

ですので、どちらの医療機関にかかられても金額

は一緒です。特に１位、２位、３位ではなくて、

かかる機会を増やすということで、南埼郡市医師

会管内の医療機関にかかっていただいているとい

うことがあります。 

  また、特定健診のときに臨時バスの運行という

お話をいただいたんですけれども、範囲が広い一

部の地方都市でやられているということは承知し

ておりますが、ただ健診の時間というのはある程

度短い時間の中でやっていただく中で、導入バス

を回すこと、そういったこと自体、また臨時の健

診会場を設けるということ自体、当町で難しいと

思いますので、そちらにつきましては、また健診

の受けやすい環境づくりという方法を優先させて

いただければと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れの確認をさせてい

ただきます。 

  第５次総合計画のことを、特に第５次総合計画

４ページ、25ページ、26ページ、34ページのこと

をお尋ねして、ここのところ、きちんとこれを前

提にしているのかどうかというところが出発点に

なるので、確認をさせていただいたんですよ。 

  ４ページで最上位の計画、25ページで前例慣例

にとらわれないよう、26ページで縦割り行政でな

く横串、34ページで進捗の見える化というところ

を、主なものとして列挙しただけなんですけれど

も。 

  ここについて一番最初に、ここのところをちゃ

んとなされているんですかというふうにお尋ねし

たのが、全く出てこなかったというところがあっ

たので、そこのところが答弁漏れだと僕は考えて

おりますので、お答えいただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 第５次総合計画のその

横串という意味では、先ほどもお話ししましたが、

住民課が所管しているデータというのは、総合計

画上、今後、例えば人口ですとか、社会増ですと

か、そういった人の動きがどうなっていくかとい

う傾向をつかむ上で大変重要なデータだと思って

おります。 

  そういった意味では、日々の業務を正確にこな

すということがまず第一かなというふうに思って

おります。 

  その上で、必要な情報を分かりやすく提供する

という意味で、例えば転入であれば、どこから来

ているかというのも傾向がつかめます。 

  ちょっと当時の話を話しますと、例えば社会増

が増えていたときに、どこから一番来ているのか

といいますと、多分、ここ最近も変わっていない

と思いますけれども、春日部市さんからの転入が

多かったかと思います。そのほか、越谷ですとか

幸手ですとか、どちらから入ってきて、どちらか

から出てきて、差引きでどのぐらい増えているの

かというところまでデータとしては、住民課とし

ては抽出することができますので、そういった有

益な情報を総合計画を推進する上で必要な部署に

提供していくということが総合計画書の住民課の

位置づけかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ちょっとまだ答弁漏れがあ

って、25ページの前例慣例にとらわれないという

のと、進捗の見える化のところも、答弁漏れとし

てお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

  その質問の際に、ページ数の指定がしてないそ
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うです。最初に。 

○委員（佐藤将行君） 細かく言います。はい。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 一番最初にまず、確かにも

うこの辺で何か泉委員あたりががたがた言ってい

るのが聞こえましたけれども、決算に関係ないと

かそういうことを言っているんじゃなくて、そも

そも決算だろうと予算だろうと、このような５次

総とか、まちづくり基本条例とかにのっとって、

町の行政等はなされるというのが建前なのに。 

  しかも、最初のときに４ページ、25、26、34と

言いました。にもかかわらず、そこのところを嫌

がらせ的にそういうふうに言われるのは非常に心

外です。 

  執行部の方、お聞きになっていたと思いますの

で、25、34ページのことについては、今、榎本課

長のほうからは触れられていなかったので、そこ

のところをきちんと踏まえた上で、我々は事業を

行ったんですよというふうな説明があればいいん

ですけれども、全然触れなかったので確認をした

と、答弁漏れを指摘したということであって、こ

れ再質問でも何でもないですからね。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  見える化とその前例について漏れがあったとい

うことでよろしいかなと思いますが。 

  見える化というのは、新しいことをしているか

どうかとは別にして、例えばこの説明書はまさに

見える化の一つだと思いますし、これを丁寧に作

っていくというのは住民課の仕事でもあるかなと

いうふうに思います。 

  前例にとらわれない仕事という意味では、最近

の住民課の仕事というのは前例がなかなか通じな

い仕事が多くなってきておりまして、このマイナ

ンバーカードもそうですし、マイナ保険証もそう

ですし。なかなか話題には上ってきませんが、戸

籍に振り仮名を振るというのも、非常に難しい作

業になっております。言葉で簡単に言いますと、

戸籍に振り仮名が振られるんだなということで、

何となく簡単に終わってしまうんですが、非常に

大変な話になっておりまして。 

  今、振り仮名は全く公証をされておりませんの

で、新しくこれを公証をするということになって

きます。そのために、個人のアイデンティティに

も関わるものではございますので、本人からの届

出が原則ではないかとか、そういったところが国

のほうからも指示は来ておりますが、具体的なや

り方というのは自治体に委ねている部分も多く、

そのほか戸籍のシステムと住民基本台帳のシステ

ム、それから全国で今つながっておりますので、

いろんなシステムが今重なっておりますが、これ

全く今までに経験のない仕事になっておりまして

非常に苦慮しているところですが、こういった前

例のない仕事が今かなり住民課でも増えています

ので、それに住民課としてはチャレンジしていく

しかないのかなと考えております。 

  なかなか住民課といいますと、地味な仕事と捉

えられがちですが、水面下ではかなり難しい仕事

を最近はさせていただいているなと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 進捗の見える化につい

てですが、住民課で進捗といいますと、戸籍住民

課については届出を受け付ける仕事でございます

ので、進捗というものはなかなか、その年間の届

出数を記録して公表するという、そういった意味

ではホームページですとか、こういった主要な施



－９８－ 

策に関する説明書に掲載させていただくというの

が見える化になっていくのかなというふうに思い

ます。 

  なかなか住民課は窓口で手続を主なものとして

いる事業ですので、そういった意味では広報です

とかホームページなどを使いまして、先ほど話題

にも上がっていますマイナンバーカードについて

の、マイナ保険証についての疑問ですとか、今後

の手続ですとか、そういったものを適宜、情報と

して出していくというのが見える化としての一歩

なのかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、ありがとうございま

した。 

  再質問をさせていただきます。さっきの確認で

す。答弁漏れの。 

  振り仮名の件、今、結構長い時間を取って、榎

本課長からご説明いただきました。これ２年間の

周知期間を経てやっていかなきゃならないという

制度のことかと、これ３月のときにお尋ねしたよ

うな気が、していなかったらごめんなさい、あり

ますけれども、これは非常に確かに大変だと思い

ます。例えばサイトウさんのサイなんて31種類ぐ

らいあったりとかして、町のほうで住民課のほう

で、まず投げて、それで返事がなければ、従来の

サトウだったらサトウというふうになっているの

で、納得したというふうな扱いというふうな制度

のことをご説明されたんだと思いますけれども。 

  これ、国のほうはちょっと自治体丸投げでひど

いというのは分かっている。ただ、榎本課長がお

っしゃったように、非常に細かく大変なところだ

というのは承知しておりますので、今後もそこの

ところはきちんとやっていただきたいと思います。 

  ５次総につきましては、ちょっと考え方が違う

ようなところあるかもしれませんけれども、細か

いことになりますので、あとで窓口のほうでお尋

ねしたいと思います。 

  特別健診のことですけれども、これは以前から、

僕も七、八年前から窓口に行ったりとかして、杉

戸はインターネットでの受診も申込みもやってい

るんだけれども、宮代はやってない。結果、僕の

友達は何人もいましたけれども、月曜から金曜と

いう１週間で10回線で、それで月曜と金曜は電話

がつながらない、結局やめちゃいましたというの

があるのを何回か聞いたけれど、町のほうとして

はそういうふうな実例を知らない。カウントも取

っていないということを何度も言われたので、そ

れで進捗のほう、検証をした上で交通不便で、仮

に不便であるというのがあれば、検証した上で、

バスの増便とかも考えるべきではないか。これは

あくまでも一案ですから、そんな佐藤がそういう

ふうに言ったというふうに捉えられては困ります

が、そのような形です。 

  あと、この高齢者のほうので、１番２番だけと

いうのが本当に、きちんとそんなにもう10万も20

万もいるような自治体ではないので、医療機関も

限られているので、きちんとこの辺は調べた上で、

傾向もそうなると出てきますから、何度も申し上

げるように、うちの町はこのような検証がなされ

なくて、従来のものがそのまんま前例踏襲という

形でなされているところで、多額の税金の無駄遣

いが発生しているのは、いろいろな点で僕が言っ

ているところでございますので、そこのところを

きちんとやってください。 

  例えば、説明書のほうでも、あるものについて

は３年度ぐらいからずっとデータを出しているの

もあれば、４年、５年だけというのもありますし、

でき得る限りで結構です。それは無理を強いるこ

とはしませんが、でき得る限りプラスマイナス、



－９９－ 

マイナスの部分も含め、説明、データもでき得る

限り進捗とか推移とかも説明することによって、

我々も判断の材料が増えて、この事業はどうなの

か、それの総体が決算の判断であり、また予算の

ときも判断なんですけれども、そこのところを今

後も出していく予定はあるのか。出すことによっ

て、お金がかかるのであれば、それを説明してい

ただければいいだけの話であります。 

  あとは、先ほどの電子申請のところで、僕が考

えるので間違ったらごめんなさい。電子申請届出

サービス、これ住民生活課というのは、非常にそ

ちらにいっぱい移行していただければ、住民生活

課の仕事が物理的なものが減るとは思うんですけ

れども…… 

〔「住民課」と言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 住民課、ごめんなさい。僕、

変なこと言いました、ごめんなさい。 

  住民課の方というのは、やはり転入してきたと

き、転出するとき、その間も含めて、やはり玄関

の入り口に近いところにあるというのもあって、

一番住民の方が接触する機会があるとは思うんで

すよね。 

  確かに、マイナンバーを使うことによって、い

ろいろな住民票やら何やらを窓口にわざわざ行か

ないで交付することによって交付できるようにな

ったことによって、その分、窓口に来る人が減っ

た。職員の事務負担も減ったというのは分かりま

すけれども。そういったところを、よりきちんと

昨年よりはこういうふうになりました。そのおか

げで職員の、まず件数がこれぐらい減りました。

１件当たり、例えば戸籍謄抄本に関しては10分ぐ

らいかかったのが、これが何件減ったので何分分

ぐらいとかいうふうな形も把握していれば。逆に

言うと、そういうところも…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

  少し端的にお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） またですか。分かるように

説明しているんですけれどもね。 

  そこのところを、制度設計の段階でちゃんと上

げて、それで稟議を受けて決裁を受けてとなって

いるんですけれども、そういったところなんです

よ、説明責任も含めて、見える化がなされていな

いというところと、聞いても即答できないのがプ

ロとしてどうなんですかというところ。まちづく

り基本条例に関しますけれども、そういったとこ

ろ、旅券もそうですけれども、そういったところ

の現在及び将来というか来年度以降の住民課に、

縮減して構いませんけれども、どのように考えて

いるのかというところをお尋ねいたしたいと思い

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  先ほど説明書の中で推移が分かるように、でき

る限りやってほしいということですので、できる

限りやっていきたいと思います。 

  それから、先ほど戸籍証明ですとかコンビニ交

付で窓口が何分ぐらい短くなったのかとか、そう

いったお話がありましたが、これを１年間やった

中で、どのぐらい、10秒減ったのかとか、20秒減

ったのかというのを、毎年それをその数字に出し

て表していくというのは現実的ではないのかなと

いうふうに考えております。 

  ただ、先ほどお話ししたとおり、窓口について

も書かない窓口ということで、ＤＸを推進してい

く中で、窓口全般、これは住民課だけでなく福祉

課ですとか介護とか、そういったところを効率的

に仕事を行っていくために、どういった仕組みに

変えていけばいいのかと、そういった検証をする

中では、１件の届出でどのぐらい時間がかかるの
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かですとか、そういった検証をした上で、全体的

に短くしていくために、お客様が効率的に手続が

できるようにという意味で、今後進めていく検討

の中では、そういった調査も必要になってくるか

なと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  今、課長のほうから現実的ではないという言葉

が出ましたけれども、例えば戸籍謄抄本に関して

は大体どれぐらいかかっていた。それが電子化に

よってそれがゼロになったわけですよね、その部

分に関しては。例えば100件あって30件電子化、

窓口のほうに来なくなったということは、そうす

ると単純に例えば今まで10分かかっていたものが、

掛ける30というふうな形でデジタル化したほうで

あれば、そんな手間もかからずにできるし、そも

そも制度設計でそういうことは出ていなきゃ、そ

れ出てないで決裁というのがちょっと僕は信じら

れないんですけれども。それを単純に機械的に当

てはめるだけで、ざっくりでいいんですよ、そん

な細かくでないで、おおよそ、住民票の写しには

どれぐらいかかっていた。今でも窓口に来てやっ

ている方がいらっしゃるわけですから、１件当た

りどれぐらいかかっている。これが単純に電子化

することによってなくなって、それを窓口ではな

くて電子化になった人に掛ければ出てくるわけで

あって、その分が、ある意味でそちらで書きたく

てしようがないような成果というところにも書け

るわけですよね。これ３月議会でも企画財政課

1,000万削減しましたって言っていましたけれど

も、そのような形のをなぜやらないのかというと

ころをお尋ねしているのであって。 

  あと先ほどちょっと僕言ったつもりで伝わって

ないのかもしれませんけれども、今後どれぐらい

増やしていこうとしているのか。先ほど住民票の

ところやってないって、今は休日のはやっている

はずなんですけれども、これが電話であると。電

話であるのをこれを電子化、電子申請のほうに持

っていくということは、コンビニで申請やったり

とかできるんですから、予約という形でも土日に

やって月曜日以降という形でも十分できるはずで

あるにもかかわらず、そういうところの進捗なり

考えというのを提示いただけないので判断がこち

らのほうとしては、住民の負託を受けてこういう

のを検証しているわけですから、そこのところを

忌憚なく説明及び、その前のこの説明書のほうで、

成果書じゃなくて、成果だけじゃなくて、マイナ

ス面も含めて書いていただくようなことはできん

のかということをお尋ねしているんです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 窓口、例えば戸籍の届

出がコンビニ交付で減ったその数字、それで単純

にどのぐらい時間が浮いたのかと、その成果を、

それを目的としているわけではございませんので。

やはりその成果というのは、次に考えている窓口

の効率化というところに使う際には、そういった

情報が必要かなというふうに思っておりますので、

戸籍の届出書の１件どれだけコンビニになって、

今現在その時間が浮いているのかというのは、そ

れを何に使うかというのが重要なのかなと思って

おりますので、その際に検討していきたいなとい

うふうに思っております。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

住民課の質疑を終了いたします。 
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  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時１５分 

 

再開 午後 １時１２分 

 

○委員長（土渕保美君） 時間前ではございますが、

全員そろっていますので始めてもよろしいでしょ

うか。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（町民生活課） 

○委員長（土渕保美君） それでは、これより町民

生活課の審査を行います。 

  審議に入る前に本日出席している説明員の紹介

をお願いいたします。 

○町民生活課長（新井庸一君） 皆様、こんにちは。 

  町民生活課長の新井と申します。よろしくお願

いいたします。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 皆さん、こんに

ちは。 

  町民生活課地域振興担当の加藤でございます。

よろしくお願いします。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） こんにちは。 

  町民生活課危機管理担当、消防・交通安全担当

主幹の田代と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○危機管理担当主査（髙林優子君） 皆さん、こん

にちは。 

  町民生活課危機管理担当主査の髙林でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） こんに

ちは。 

  交通安全・消防担当主査、長瀬と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済ですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。２点質

問させていただきます。 

  まず、１点目、決算書の70ページです。説明書

のほうは105ページお願いします。 

  交通安全対策事業の10需用費、電気料でござい

ます。こちらなんですけれども、例えば防犯活動

の事業だと防犯灯の電気代がかかっているという

のが分かるんですけれども、交通安全対策事業で

は何に電気料がかかっているのか教えてください。 

  もう一点は、決算書72ページ、説明書のほうは

107ページです。 

  放置自転車の件です。放置自転車の有効活用で、

宮代町自転車再利用促進会への７台販売したとい

うことなんで、再利用できてよかったと思います。

令和５年度で74台放置自転車を撤去しているんで

すけれども、残りの67台はどのように処分したの

か、また処分代金などかかっているのか教えてく

ださい。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  まず電気料、そうですね、交通安全対策事業の

主要な施策に関する説明書、こちらの事業費の電

気料でございますが、こちらは防犯灯ではなくて

道路照明灯の電気料となってございます。 
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  続きまして、主要な施策に関する説明書107ペ

ージ、放置自転車の残りの自転車の用途、この先

の処分でございますけれども、こちらのほうは山

崎にございます放置自転車を保管しておりますそ

ちらのほうに一括して管理しているようなところ

でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 町民生

活課交通安全担当主査、長瀬と申します。ちょっ

と補足をさせていただきます。 

  電気料なんですけれども、皆さん、なじみがあ

るのは防犯灯ということで、ＬＥＤの防犯灯が電

柱に幾つもついているのがあると思うんですけれ

ども、私どもの交通安全の担当で持っています道

路照明というのは、ちょっと大きな通りについて

いるような道路を照らすような照明になります。 

  ですので、具体的に言うと、県道にあるものも

県で設置しているものもあるんですけれども、町

で設置しているものもあったりとか。あと町道の

中でもちょっと大きい通りについている、交差点

部とかについている道路の照明、ちょっと大きい

ですね、そちらの電気になります。 

  続きまして、決算書72ページ、説明書107ペー

ジの放置自転車なんですけれども、７台につきま

してはリユースということで地元の自転車店のほ

うでリサイクルをしていただきました。残りにつ

きましては、今、主幹のほうで説明させていただ

きました山崎の保管所に置いてありますが、ある

程度まとまりますと、くず鉄扱いで売却をしてお

ります。昨年度につきましては、順和商事さんと

いう、くず鉄と言ったら失礼なんですけれども、

処分の会社のほうに１台888円で処分をさせてい

ただいて、売渡しをしております。それが収入の

ほうの廃棄自転車回収代金という形で計上をさせ

ていただいている形になります。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございます。 

  １点確認だけなんですけれども、この収入、７

台分、5,950円もこの回収代金のほうに入ってい

るということで、一緒に入っているということで

よろしいでしょうか。くず鉄の分、収入が回収代

金というほうに入っているということなんですけ

れども、この販売台数の収入も、違いますか。こ

れはどこに入っているんですか、すみません、お

願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬と申します。 

  その5,950円というのがリユースでお渡しした、

リサイクルになったのがこの5,950円。 

  決算書の40ページの雑入の中にあります、ちょ

うど真ん中よりちょっと下にアライグマなんて書

いてありますけれども、その上の再利用自転車引

渡し代金5,950円というのがリサイクルしたやつ

で、自転車としてもう一回生まれ変われたやつで

すね。 

  それに対して、撤去自転車回収代金かな、こち

らが、廃棄か、ごめんなさい。金額が１万6,872

円の、廃棄自転車回収代金、これがくず鉄扱いと

いうか、形で処分した形になっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ６点ほど質問をさせていただきます。 

  決算書がこちらが74ページ、説明書のほうが

108ページでございます。 
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  防犯活動事業の防犯灯の新設のところなんです

けれども、こちらが工事請負費、設置費及び修繕

工事費が103万6,800円なんですけれども、こちら

が新しいものは11か所造ったということで、あと

は修繕費だと思うんですが、こちら、１か所につ

き、いろんなパターンがあると思うんですけれど

も、１か所大体お幾らで設置できるものなのか。 

  それと、こちら町内全部で何か所あるのか。 

  それから、防犯灯は一応、50メートルごとに設

置ということがあると思うんですけれども、これ

は町内必ず50メートルごとに１基あるものなのか、

そちらをお伺いいたします。 

  それと、決算書が164ページの消防総務事業に

ついてなんですけれども、説明書のほうが112ペ

ージです。こちらが消防事業の消防団員90人につ

いての報酬が不用額が186万3,500円になっている

んですけれども、こちら説明書のほうを見ると、

団員の方１人しか減っていないんですけれども、

不用額が多くないかということと。 

  あと、その下の団員出動状況というのを見ると、

今年度のしかないのでちょっと比較ができなくて、

その報酬のところが、この出動数とか出動人数が

減ったからなのかということをお伺いしたいです。 

  あとそれと、こちら団員のほうが女性が８名、

ずっと３年間８名なんですけれども、大体、男性

の10分の１ぐらいな感じなんですが、こちらを増

やしていこうという、増やしたほうがいいという

お話も聞くんですけれども、こちらそういうＰＲ

をしているのかどうか、ちょっと予算のほうには

見つけられなかったので、それをお聞きします。 

  それとあと１点、説明書の113ページ、決算書

では164ページの消火栓設置修理等負担金という

ところなんですけれども、こちらがかなり500万

円以上の金額になっておりまして、消火栓４か所

ということなんですけれども、こちらどういった

修繕なのかお尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代と申します。 

  私のほうから、防犯灯に関して説明をさせてい

ただきます。主要な施策に関する説明書108ペー

ジになります。 

  まず１点目、新設の工事価格についてでござい

ますが、こちら工事のほうは町内の電設協会さん

のほうに工事のほうを発注しておりまして、大体

１基当たりにつける価格でございますが、先ほど

もお話にありましたとおり、工事する場所によっ

て大体違うので、おおよその価格になってしまう

んですけれども、１万円前後となっております。 

  ２点目、町内の防犯灯が何基あるのかという話

なんですけれども、町内の防犯灯は全て2,662基

ございます。このうちＬＥＤの防犯灯は2,611基、

そのほかの防犯灯は大型になりますけれども水銀

灯であったりとか、こういう防犯灯が残り51基ご

ざいます。 

  防犯灯の設置基準に関する50メートルのお話な

んですけれども、防犯灯を新設するに当たりまし

ての基準がございまして、そちら町内の町道また

は県道であること、過去にそういった交通事故や

危険な場所であるかどうか。 

  もう一つの基準の中に防犯灯新設のその50メー

トルのお話が出てくるんですけれども、設置に当

たりましては、その防犯灯設置検討部会のほうで

審議を行いまして、夜間、現地を確認した上で防

犯灯の設置の可否について決めているわけなんで

すけれども。 

  現地を確認しますと、必ずしもその防犯灯の明

かりというものが、その申請ご要望いただいた箇
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所を全て照らしているとか、光の方向、向きによ

って、ご要望いただいた場所が明るくなる、暗く

なるとか、そういったこといろいろ関係がござい

ます。また、周りの建物の影響とか、あと樹木の

影響、そういったものもありますので、その近く

の明かりから50メートル以内でもつけなきゃなら

ないというところがございますので、必ずしも50

メートルというところで設置しているものではな

くて、現場に応じた形で50メートルを切った形で

も設置のほうはさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○危機管理担当主査（髙林優子君） 町民生活課危

機管理担当主査、髙林でございます。 

  先ほどの答弁、少し補足をさせていただきます。 

  新設の値段ですが、先ほども申し上げましたと

おり、例えば現在立っている電柱につける場合で

すとか、あとは支柱も一緒につける場合ですとか、

金額が少し異なる場合がございます。 

  ５年度につきましては、全て電柱につける形と

させていただきましたので、１本１万9,800円で

つけております。この金額は毎年契約する際に少

し変わることがございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  野原委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  決算書164ページ、説明書112ページ、消防総務

事業の関係です。 

  報酬について不用額がちょっと多いのではない

かというようなご指摘ではございました。予算を

取る場合には、ちょっとこれは多めに取っている

というと表現が失礼になってしまいますが、消防

さんの場合ですと災害時の出動が非常に多くなり

ますので、災害が発生したときでも報酬が足りな

くならないようにというような形で、ちょっと多

めの予算取りはさせていただいております。 

  台風や大雪とかそういった場合でも、警戒であ

るとか現場のほう出ていくこともありますし、メ

インは火災の出動とはなりますが、万が一、地震

とかいうようなものが発生しますと、長時間の出

動をしていただくような形になります。その場合

でも基本的にも当初予算で対応できるような形で

ご用意をさせております。当然、不足した場合に

は補正というような形も考えておりますが、そう

いった状況にならないように、まずはということ

で、過去の事例に基づいて、ちょっと多めに予算

を盛らせていただいているような状況になってお

ります。 

  続きまして、今後の団員さん、女性の団員さん

の方向性ということですが、やはり多様な避難者

への対応と、被災者への対応という部分では、や

はり女性の力というのは大変、今後重要だと思っ

ております。 

  また、どうしても男性の場合ですと、職場に出

てしまっているようなケースもありますし、女性

もお仕事されておりますが、比較的地元にいらっ

しゃる方が多いという部分はありますので、そう

いった部分では現在、救命救護とか救急の関係で

あるとか、そういった救護の関係ですね、そうい

ったところを特に担っていただいておりますので、

さらに女性の団員さんの増員というのは考えてい

るところでございます。 

  なかなか町のほうでＰＲはできていないんです

けれども、女性の団員さんの口コミであるとか、

団員さんの口コミ等で募集のほうは引き続き進め

させていただきたいと思います。町のほうでもＰ
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Ｒを進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

  続きまして、説明書113ページの消火栓の部分

ですね。 

  こちらにつきましては、負担金ということで支

払先としては、町の水道の担当のほうにお支払い

をしているような負担金になっております。水道

管が老朽化しますと、それにどうしても消火栓が

くっついておりますので、消火栓の部分について

は、私どものほうの部門のほうで負担金としてお

支払いするというような形になっております。 

  管の布設替え工事がありまして、それで２か所、

消火栓を直しております。老朽化のほうで３か所

交換ということで、合計５か所ほど修繕交換等を

行った結果の負担金が500万ぐらいというような

形になっております。すみません、４か所ですね。

４か所になります。２か所、２か所ですね。すみ

ません、２か所、老朽化２か所の４か所でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） では、再質問をさせていた

だきます。 

  防犯灯のほうですが、１基大体１万9,800円と

いうことで、思ったよりも安価だったということ

で、もう少しつけていただけるのかなと思ったり

もしたんですけれども。 

  再質問ですが、この防犯灯の電気料のところが

853万7,456円となっておりますが、こちら先ほど

言われた町内にある2,662基で割るというか、１

基当たりの電気料は、これをただ単純に割っただ

けで出るものかということと。 

  あともう一点ですね、説明書113ページの、先

ほど消火栓の管理なんですけれども、こちら、今、

水道のほうにお支払いしているということでした

が、その消火栓のところにある消防団も使われる

のか、使われないのかちょっと分からないんです

けれども、ホースがそちらのほうに設置されてあ

るんですけれども、よくこれ町民の方に、自分た

ちもこれ消火栓使って、このホースで放水しても

いいのかと聞かれることがございまして、こちら、

今後、その管理というものをどのようにされてい

るのかお聞きしたいです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  防犯灯の電気料につきまして、再質問というこ

とでお答えさせていただきます。 

  契約先は東京電力のほうになるんですけれども、

まとめて年度の初めに一括して契約をしているよ

うな状態でして、一括していると電気料が安くな

るという、そういうメリットがございまして、ま

とめて契約のほうをさせていただいているもので

すから、１基１基の契約ではないものですから、

申し訳ございません。１基当たりどれぐらいかか

っているかというのは算出できないところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○町民生活課長（新井庸一君） 町民生活課長の新

井と申します。 

  ２点目の消火栓の街角にあるホースの関係でご

ざいます。こちらにつきましては、経緯を調べま

すと昭和30年頃から設置しているというような歴

史をちょっとこの間ひもときました。これは、消

防団が設立する前に地元の自衛団というんですか

ね、こういう方たちが使っていたという経緯で設

置されたというような話のようです。 

  その後、消防団ないし消防署というものがちゃ
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んと確立されまして、実際のところは昭和50年以

降、消防署ないし消防団がちゃんと確立されて以

降は、ほとんど使われていないというのが現状だ

そうです。 

  過去に使われた方もいるようですが、これは現

状として、やはり素人が使うものでないというふ

うな判断が最終的に下っております。こちらにつ

きましては、やはり水圧の問題ですとか、あとは

ホースを持ったまま、火に近づくこと自体がやは

り危険であると。実際に使われた方がやけどを負

われたというような事例もあるようですので、実

際にはやっぱり素人ないし訓練を受けていない方

が使うものではないかなというようなお話が今実

際のところ出ております。 

  町の中にもたしか全体で120か所ぐらい、まだ

残っているんですが、実際のところ更新等をまだ

行っていないような状況もございますので、本当

に使えるのかというものも全て確認した上で、最

終的にどうしなければならないのかなというのは

ちょっと町のほうでは考えていかなきゃいけない

のかなと思っています。 

  また、消防署ないしに確認したところ、消火栓

をそのホースで使われてしまうと、今度、消防署

のほうがその消火栓を使えなくなってしまうと。

結局、行って、また外して入れてという行動を取

っていると、どんどん消火活動が遅くなってくる

という弊害も出るというような話も伺いましたの

で、そういうことを考えますと、地区の方にもご

理解いただかなければなりませんが、後々は少し

ずつ撤去していくという方向も考えられるのかな

というところで、ちょっと今後の検討課題として、

町民生活課のほうでちょっと考えてまいりたいと

いうふうに思っております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  防犯灯のほうは一括でお支払いしているという

ことで分かりました。 

  消火栓のほうなんですけれども、そういう町民

の声がありまして、あと、私、消防団のほうにも

いるので、消防団のほうにもちょっと聞いたんで

すけれども、消防団のほうでは、いや使っていい

んだよというようなことをお聞きしましたので、

その辺り、ちょっともう少し周知していただけた

らなと思います。質問はなしです。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島でございます。 

  決算書74ページ、説明書108ページの防犯活動

事業で、成果の部分についてちょっとお聞きしま

す。 

  ドライブレコーダーをパトロール車両に設置し

て、動く防犯カメラとして町内に警戒に当たった

ということで、この取組は他の自治体でもやって

いて、当町でもぜひやってほしいなと思っていた

のですが、実際にやられているということで。 

  このパトロール車両というのは、青灯がついて

いるパトロール車両についているのでいいのかと

いうことと、台数ですね、何台あるのか。そして、

このパトロールの頻度ですね、曜日が決まってい

るのかとか、時間帯、子供の下校時間を主にやっ

ているとか、その辺もちょっと教えていただけれ

ばと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  防犯活動事業、主要な施策に関する説明書108

ページ、防犯パトロールについてお答えいたしま
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す。 

  まず、防犯パトロールの成果に関することでご

ざいますが、職員による青色回転灯を使用した防

犯パトロールでございますが、週２回、児童・生

徒が帰宅する時間帯の午後３時から５時の間に実

施しております。週２回と申しますのは火曜日と

金曜日でございます。 

  令和５年度の防犯パトロールは106回実施して

おりまして、小・中学校などの公共施設の周辺で

すとか、生活道路を中心にパトロールのほうを行

ってまいりました。 

  またほかに、学校さんのほうから不審者などの

情報が入りましたら、そういったところも中心に

パトロールのほうを実施しております。 

  パトロールの成果・効果でございますけれども、

抑止効果なのでなかなか成果というところが目に

見えづらいところがございますが、継続してやっ

ているというところが大きな犯罪などを抑止して

いる一定の効果が出ているものと考えております。 

  防犯パトロールに使用している車の台数でござ

いますけれども、こちら陸運局に登録が必要にな

ってまいりまして、公用車で５台登録して運用の

ほうを行っております。 

  説明のほうは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 再質問させていただきま

す。 

  町にある公用車全てにドライブレコーダーがつ

いているのかどうかお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  防犯パトロールで使用する車におかれましては、

ドライブレコーダーをつけているものを使用して

パトロールのほうを行っているんですけれども。

先ほどお話がありましたとおり、その町内を巡回

する防犯カメラとしての役も大きなものですから、

何か危ないところ、犯罪などが目の前で起こった

ら記録するというところで一翼を担っているかな

というところで実施しております。公用車に全て

についているかどうかというところにおかれまし

ては、ごめんなさい、ちょっとその台数を把握し

ておりませんので分かりかねるところでございま

す。すみません。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。３点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の69、70ページです。交通安全対策事業

についてです。説明書は106ページになります。 

  こちらの工事請負費についてなんですが、この

説明書の106ページの上の表にございます道路標

示と工事とゼロか所、道路照明灯整備工事もゼロ

基、道路反射鏡が４基で、このまず４基の場所と

いうか、こちらは地区の区長さんのほうから上が

ってきたものでつけられたものだと思うんですけ

れども、この４基の場所と、あとこの道路標示だ

ったり、道路照明というのは、そういった要望で、

地域の要望でつくのではなくて、別な要望があっ

たらつけるということ、以前はご説明いただいた

んですが。このゼロか所なので、こういった要望

がなかったのか、必要がないと判断しているのか

ということをお伺いいたします。 

  ２点目です。前段でもございましたけれども、

説明書の108ページの防犯活動事業についてです。 

  こちら、先ほど説明いただいて詳しく分かった

んですが、走る防犯カメラという位置づけで町内
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回っていただいているということなんですけれど

も、今これで十分なのかというところと、あとや

はり最近もそうなんですけれども、草木がすごく

伸びていて、子どもたちが公園など見えない状況

になっている場所もあるので、まず草刈りをお願

いしたいというのもあるんですが。やはり公園な

どに防犯カメラをつける予定はないのかというこ

とでお伺いいたします。 

  ３点目が、決算書の75、76ページ、進修館管理

事業です。説明書では111ページになります。 

  こちらの工事請負費なんですが、空調設備工事

をしていただいたんですけれども、こちらの成果、

空調の効き具合や、あと新しい空調に替えると随

分電気代が抑えられるというところでの、そのメ

リットなどお伺いしたいと思いますのでお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬と申します。 

  塚村委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  予算書69ページ、70ページ、説明書106ページ、

道路照明の関係です。 

  新規についてはゼロ、整備工事もゼロというこ

とになっております。塚村委員さんご案内のとお

り、私どもの担当では新規というのはない状況に

なっておりますので、新規というのは道路の担当

さんで、新しく道を造ったときに設置するものし

かございませんので、設置というのはございませ

ん。 

  要望がありましても、基本的には私どものほう

では設置というのはしていない。工事費を持って

いないので、道路さんのほうで設置をしていただ

くという形になります。 

  道路反射鏡の設置につきましては、区長・自治

会長さんからの要望があった10か所につきまして、

交通安全対策協議会の専門部会というところで現

地調査・評点等を行いまして、審議の結果、設置

したのが４か所という形になっております。 

  設置の場所なんですけれども、ちょっと住所で

しか今お話ができないので申し訳ないんですけれ

ども。設置したところは国納314－１の地先に１

か所つきました。あと和戸１丁目９－１地先に１

か所つけました。あと学園台１－２－２地先、こ

ちらは２面つけました。前の２つは１面です。あ

と宮代２丁目２－13、こちらに１面設置をしたよ

うな形になっております。全部で４か所設置をさ

せていただきました。もし、あれですと場所につ

きまして、休憩のときでも地図ありますので見て

いただければと思います。 

  そういった形で道路反射鏡につきましては、10

か所ございまして、２回現地調査、審議の結果、

評点の高いものから中ぐらいのものの上位４つに

つきまして設置をさせていただいたという状況に

なっております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  私のほうから防犯カメラについてお話のほうさ

せていただきます。 

  主要な施策に関する説明書の108ページの関連

になります。 

  まず防犯活動の全体のお話になるんですけれど

も、職員による青色回転灯のパトロールであった

りとか、あとは地域の防犯活動をされている団体

様、そういったところの見守り活動、そういった

ところに一緒に協力しながら、町内のパトロール、

防犯活動、そういったことを行っております。 
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  委員のお話にありました防犯カメラについてで

ございますけれども、公園ということで申し上げ

ますと、はらっパークのほうに１基、総合運動公

園ぐるるのほうに２基、そのほか、町民生活課の

ほうで管理している防犯カメラになりますけれど

も、和戸の地下道、こちらに４基、百間の地下道、

こちらに４基、姫宮駐輪場、こちらに２基、和戸

駅の第１駐輪場、こちらに２基、和戸駅第１駐輪

場、こちらに１基、和戸駅第２駐輪場、こちらに

２基のほうを設置しておりまして、防犯のカメラ

のほうで監視しているような状況でございます。 

  公園のほうで草等が生えて、危ないのではない

かというところでございますけれども、そういっ

た窓口のほうで公共施設の草について伸びている

ので何とかしてほしいというお話をいただいたと

きには、予算もあるんですけれども、できる限り

早い対応で、職員の直営なども含めながら、草刈

りのほうを務めているところでございます。 

  町内にございます公園に、さらに防犯灯をつけ

る考えはというところなんですけれども。ごめん

なさい、今のところ、増設するという考えはござ

いませんので、現状のほうで監視活動を続けてい

きたいという考えでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹

の加藤でございます。 

  決算書75ページ、76ページ、説明書111ページ

の進修館管理事業の空調工事の効き具合とメリッ

トについてお答えします。 

  空調を入れ替えてから、担当としての体感とし

ては効きがよくなったというふうに感じておりま

すが、そのほかに利用者からの、特にクレームと

か問合せ等は入っておりませんので、状況は、効

き具合はよくなっていると感じます。 

  あと、新しいタイプのエアコンを導入しており

ますので、省エネタイプであると思っております

が、今現在ちょっと電気代については利用が間も

ないものですので、ちょっと統計、電気代の比較

という統計は今現在取っておりませんので、ご理

解賜りますようよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  再質問をさせていただきます。 

  まず、交通安全対策の工事については承知をい

たしました。要望がカーブミラーについては何か

所あったのかなと思ったところ10か所ということ

で教えていただいて、そのうち４か所ということ

だったんです。 

  それで、こちらの決算書を見てみますと不用額

も出ておりまして、こちらは修繕が少なかったか

ら、こういった不用額が出たんだということで、

こちらもご説明をいただいてはいるんですけれど

も。 

  こういう一応10か所分、危険だからつけてほし

いという要望で、その交通安全対策委員会で決め

て４か所になったということだったんですが、も

う少し枠を広げてもいいのかなと思ったんですが、

その辺のバランスというか、その辺はどのように

考えているのか、もう一度お願いいたします。 

  それから２点目の防犯カメラについては、はい、

承知をいたしました。現在つけているところは、

自転車置場で盗難とかのそういったことなんだと

思うんですけれども、最近怪しいというか危ない、

そういったこともありますので、事件とかもあり

ますので、そこももう少し、このちょうど通学時

間にパトロールをしていただいたりと、今できる

限りのことをしていただいているのはもう承知を

しているんですけれども、またその一つ、安全対
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策ということでも考えてもいいのかなと思うんで

すが、今の現状ということで、はい、こちらは承

知をいたしました。 

  最後に、進修館についても工事間もないという

ことで、電気代の効果とかはまだ分からないけれ

ども、効きはよくなっているということで、承知

をいたしました。 

  進修館の修繕に関しては、例えば大ホールの雨

漏りですとか、ほかにも今後やらなければいけな

いところとかがあるのか、あれば教えていただけ

ればと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  予算書69、70ページ、説明書106ページ、道路

反射鏡の設置の関係でございます。 

  10か所につきまして現地調査を９月28日に交通

安全対策協議会の専門部会のメンバーさんでして

いただきました。 

  メンバーさん５名いらっしゃいます。１名は杉

戸警察署の交通課の方、あと交通指導員、あと交

通安全母の会、あと宮代町さわやかクラブ連合会

の方、あと一般公募の方２人ということで、全部

で、ごめんなさい、６人でしたね、６名の方で現

地のほうを見ていただきました。 

  現地のほうを見ていただきまして、評点をつけ

ていただくんですけれども、評点をつけていきま

して、一応、評価の基準というのがあります。総

合点で420点から600点は設置の重要度が高い。

240点から419点は中程度、239点以下は低いとい

うような総合の評価をしております。 

  今回の10か所を評価を出したところ、点数でい

きますと一番多かったのが宮代２丁目のところな

んですけれども、こちらが443点で優先度高いで

した。国納の場所につきましては365点で中、和

戸１丁目313点で中、学園台272点、中、ここまで

の４つが実際設置をされております。 

  その次が西粂原で設置の要望があったんですけ

れども、これが222点。以下が219点、218点、181

点、178点、136点ということで、総合での優先順

位としては低いという状況になっておりましたの

で、町のほうの判断としては、諮問を受けた中で、

中以上のものについての設置が妥当であろうとい

うことで、この４つを設置させていただいたとこ

ろでございます。 

  ですので、予算がある範囲でというと全部とい

うわけにはなかなかいかない部分はありますので、

一応、評定の中で可能な範囲というような状況で

つけさせていただいておりますので、これがまた

15個、20個出てきた中で、中以上のものが出てき

たときには、なるべく多く設置をするというよう

な物差しを持ってバランスを持って、設置のほう

をさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹

の加藤でございます。 

  塚村委員のほうで、進修館の修繕、今後やらな

ければならないところがあるのかという質問でご

ざいます。 

  こちらについては、委員ご承知のとおり、進修

館は開館して既に44年という年月がたっていまし

て、施設については老朽化をしているのですが、

今現在、指定管理者のほうからは、消防の点検の

ときに防火シャッターが下りなくなっているとい

う見積りをいただいていまして、それが結構高額

な金額になっております。 

  その他、委員のおっしゃられた雨漏りが１か所
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というところではなくて、何か所ということは確

認しております。 

  今後につきましては、大規模修繕になってしま

うので、そういったものについては長寿命化工事

のほうについて計画的に実施していきたいと思い

ますので、ご理解賜りますようよろしくお願いし

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  いろいろご説明いただいて、よく分かりました。 

  最後に１点だけご質問をさせていただきます。 

  カーブミラーなんですが、この修繕でいうのは、

そのミラーの曇りという、曇ったものの、きれい

にする修繕なのか、それも入っているのかという

のと、あと結構ミラーが曇っていて見えない、つ

いていても、そのミラーの意味がないとか、そう

いうお話もいただいています。 

  それで、その曇りを取る修繕とかした場合、そ

の頻度って大体どれぐらいでそういうふうになっ

ちゃうのかとか、その辺りのこと、最後に教えて

ください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  予算書69、70ページ、説明書106ページにつき

まして、塚村委員さんからの質問のカーブミラー

の修繕についてのご質問についてお答えしたいと

思います。 

  たしか、設置をしてから結構な期間がたってし

まうと、どうしても白っぽくなってくるものがあ

りますので、それを我々のほうでも現場、全部見

切れてないので、住民さんからご連絡あった場合

には現場行きまして確認をさせていただいていま

す。 

  場合によっては、クリーンビューとかそういう

もので拭いたりとかして、もう一回復活をさせる

ケースもあるんですけれども。どうしても細かい

傷がついてしまっていて曇ってしまっているもの

もあるので、そういうものについては修繕という

ことで鏡面交換作業をさせていただいています。 

  今、新しいものについては、一応、曇りがなら

ないようなハイドロというような、何か加工がし

てあるようなものが出てきていますので、それを

基本的には使用しているんですけれども、そうい

ったものがする前のものも大分設置をされており

ますので、ちょっと修繕のお話があったときには

現場の確認をさせていただいて、交換のほうをさ

せていただいています。 

  結構、余談になってしまうんですが、ひょうが

結構降ったときに、つばのところがぼろぼろにな

っちゃっているのが結構あるんですけれども。つ

ばだけ交換というのができなくて、つば替えると

全部替えなくちゃならないんですね。そうなると、

結構な金額になってしまうので、つばがぼろぼろ

なのはちょっとご勘弁いただいて、見える見えな

いの表面が傷んでいるかどうかというところで修

繕のほうをさせていただいているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。 

  説明書の48ページの地域の力となる地区コミュ

ニティーセンター事業のところで１点だけお伺い

をいたします。 

  その実施内容について、町内全ての地区・自治
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会の訪問事業を開始しということで、課題につい

ての意見交換・地域行事への参加を行いましたと

いう一文があるんですけれども。それについて、

その頻度と方法がまず１点、そして行事への参加

実績、どのような行事に参加してきたのかという

点と、あと受けた意見をどのように処理している

のかという点と、あと参考までにどんな声があっ

たのかというのをお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹

の加藤でございます。 

  ただいまのご質問は、実施内容と地区訪問の頻

度と行事への参加の実績と、受けた意見に対する

対応と、どのような意見を受けたかという質問で

ございます。 

  こちらについては、令和５年５月から、町内全

76地区の区長様のお宅を電話にてアポを取りまし

て、土日、平日で、区長さん、当然働いている方

もいらっしゃいますので、土日も対応をさせてい

ただいて、ご自宅または地区の集会所で、ご自宅

にちょっと来られたくないという方につきまして

は、窓口のほうにお越しいただきました。 

  それを４月と９月と３月ということでやらせて

いただきました。内容につきましては５月の訪問

につきましては、補助金の申請事務が集中すると

いうことがありまして、うちのほうで所管してお

ります豊かなまちづくり補助金の申請、それは地

区、全76地区に補助申請をしていただいて、50世

帯以内は３万円、50世帯以上は４万円、プラスそ

の地区の世帯掛ける300円という補助金を一律お

支払いさせていただいているんですが、その補助

金の事務処理の説明を、76地区ございますが、区

長さんが毎年３分の２ほど変わってしまいますの

で、そこら辺の説明をちょっと手厚く行わせてい

ただいたということになります。 

  実際に９月と10月の訪問につきましては、基本

的には地区行事への参加ということで、具体的に

は、辰新田の子どもまつりと宮代台の宮代台フェ

スタと、東・中寺の縁日、川端姫川の納涼盆踊り

大会。あと八町会の秋祭り、すみません、あと一

番大きいのが和戸宿の祭りですね、そちらにちょ

っと参加させていただきまして、地域の皆さんの

頑張りとか、その地域の熱量をちょっと感じさせ

ていただいて、ほかの地域とかでそういった事例

を参考にしたいという地区がありましたら、そう

いったところで提案させていただければと考えて

おります。 

  すみません。地区から受けた主な意見について

は、現状としては実際に区長、住民の負担が多い

という意見が多くて、それ以外には、自治会を抜

ける人がいると。自治会を抜ける人がいるという

のは、やっぱりその区長の番が回ってくる班がご

っそり抜けてしまうという相談を受けております。

輪番で区長さんが選出される番になっている班が

抜けてしまうとかという声とか。あと若い力が少

ないので、なかなか新しい活動が、これから新し

いことをやるという力がないという話や、当然、

役員の成り手がいないとか、個人情報の取扱いが

負担であるということです。 

  地区訪問へ行って、ありがたいことに説明に来

て、自宅に来てくれると相談しやすいとか、初め

ての区長は助かるとか、土日の対応はありがたい

といったご意見もいただいております。 

  一応、そのいただいた意見については、うちの

ほうで地区連絡会ごとに、意見ばらつきといいま

すか、地区によって偏った意見とかそういったも

のがありますので、それらを分析させていただい

て、そういったその解決に向けた提案などをこれ

からできたらと考えております。 
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  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかありますか。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  説明書の107ページなんですけれども、町の町

営駐輪場の維持管理の件でなんですけれども、こ

れに伴って、その上に書いてある放置自転車の撤

去台数、続けてちょっと質問します。 

  この表を見ますと、和戸第２駐輪場の費用が一

気に３年度から５年度にかかって収入が減ってい

ますけれども、この理由をちょっと聞かせてくだ

さい。 

  それと、多分なんですけれども、この駐輪場の

空きがあるから、やっぱり和戸は放置自転車が少

ないというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

  この２点、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬と申します。 

  説明書107ページ、自転車対策事業の駐輪場の

関係のご質問でございます。 

  和戸の第２の駐輪場、年々減っているんですね。

これなぜかと言われても、なかなかちょっと難し

いところではあるんですが、コロナ明けから全然

伸びが戻ってきていないところもあるので。 

  実際、和戸の駐輪場を使っている方って、ほぼ

ほぼ杉戸の方なんですよ。はい。ですので、世の

中の流れとして、リモートが多くなったとか、あ

とは昌平高校の学生なんかが多いんですけれども、

その辺の就学の数とかその辺ちょっと確認してい

ないんですけれども、具体的にビシッとこれです

というのはちょっと言えない状況です。 

  駐輪場全体が基本的にあまり伸びていないよう

な状況ではあるので、電車の昇降数も減ってきて

いるというのもあると思うので、その辺とリンク

して、なかなか働き盛りの方が減ってきているか

らというのが正直なところかなというのは感じて

いるところではあります。 

  放置自転車と駐輪場の関係ですけれども、和戸

駅で基本的にあまり自転車を置いていくという人

も、もともとあまりいらっしゃらなかったので、

大体、周辺でも基本的にはあまりこのぐらいの数

字で推移しているような感じですので、駐輪場と

は特段リンクはしていないと思われます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 再質はなしで。 

○委員（鈴木次男君） なしで。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ありますか。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。 

  ２点お願いいたします。 

  説明書の108ページの防犯灯の維持管理の表の

中で、器具交換で旧型ＬＥＤと一体型ＬＥＤのこ

の違いと、この替えた数と、１台当たり幾らにな

るのかお願いします。 

  それともう一点、進修館の先ほどの委員の質問

にもあったんですが、説明書111ページ、進修館

なんですが、修繕の話がちょっと出ていたんです

が、女子トイレの手洗い場の雨漏りが非常にひど

くて、ちょっと雨が降るだけでも、すごいですよ

ね。もうちょっとカビみたいなのも生えていて、

それももう前、物すごく長くて、バスタオルを引

いているんですけれども、ビチャビチャな状態な

んですよね。その辺りはもう早く修繕必要じゃな

いかなと思うんですが、そこをどう考えているの

か、お聞きいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹



－１１４－ 

の加藤でございます。 

  説明書の111ページ、進修館管理事業で、１階

の女子トイレの雨漏りということで、早急に対応

をしたほうがいいという意見をいただきました。 

  雨漏りという、雨漏りの修繕で実際に水がどこ

から回ってきているというのがなかなか突き止め

づらくて、実際に全部屋上防水をすれば、それで

全て直ってしまうのかというところでもあるんで

すが、進修館自体の施設があれほど大きい建物で

すので、部分的に修繕ができるかどうかをちょっ

と修繕業者と相談をさせていただきながら、対応

をさせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  主要な施策に関する説明書の108ページ、防犯

灯の関係についてご説明をさせていただきます。 

  この中で、器具交換、旧型ＬＥＤと一体型ＬＥ

Ｄ、こちらの違いでございますけれども、昔は蛍

光灯を使って防犯灯を設置しておりました。この

蛍光灯がＬＥＤ化するときに、その防犯灯器具本

体はそのままにして、中の蛍光灯の部分の蛍光管

をＬＥＤの管に交換したというのが、今のＬＥＤ

防犯灯の始まりでございます。後に、新しい今の

防犯灯は、太陽の明るさ暗さとかそういった光を

感知するセンサーとか、あとそのＬＥＤの機械器

具本体が全て一体型でスマートな形になっている

もの、これが今、新しくつけているものでござい

ます。 

  古く、当初つけた防犯灯が経年劣化などで、本

来の明るさを維持できないような、そういった器

具も出てまいりまして、職員でもこう町、夜歩い

ていたりすると、随分、光度が下がっているとか

そういった見受けられるもの、あとは町民さんの

ほうから消えているよという連絡を受けたもの、

そういったものを随時、新しい一体型のほうに交

換していっているというような内容でございます。 

  その修繕の数のお話なんですけれども、昨年度

は修繕全体で49件の修繕を行いました。このうち、

古い旧型のＬＥＤから一体型のＬＥＤに交換した

というものは41件。残りのものは撤去ですとか、

傾いたもの、支柱が傾いたものを直したとか、そ

ういった修繕になってございます。 

  ですので、旧型ＬＥＤから一体型ＬＥＤに昨年

度交換したものは41件という内容になってござい

ます。 

  以上です。 

  あと、その金額でございます。失礼いたしまし

た。 

  その旧型ＬＥＤから新型ＬＥＤに交換した工事

費なんですけれども、全体で58万6,300円となっ

ておりまして、１基当たりでその場所にもよった

りとか、いろいろ内容にもよるんですけれども。 

  すみません。大体の金額で申し訳ないんですけ

れども、２万8,000円であったりとか、２万500円

だったりとか。そのときの状態ですね、状態によ

ってその工事の難易度によって金額のほうが変わ

ってまいりますので、おおよその金額で申し訳な

いんですけれども、そういった内容になってござ

います。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） ＬＥＤについては分かりま

した。今、ＬＥＤの中でも、何か今、短いので長

いのにも交換というのはないのか。何かちょっと

話を聞いたとき、短いので長いのにするというよ

うな話も聞いていた気もするんですけれども、そ

の辺どうなのか、もう一度お聞きします。 

  それと、進修館のトイレなんですけれども、男
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性は入れないので、もう結構、五、六年、もっと

前からでもカビが生えているとか、黒カビという

かひどい状態なので、やっぱりしっかりと見ても

らって。本当に雨が降るとすごいんですよ。だか

ら、そのあたりやっぱり早い、もっとどんどん遅

くなるともっとひどくなってしまうと思うのでお

願いしたいんですけれども。それはもう要望です。 

  先ほどでお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 防犯灯の関係で、

長いもの、短いものというお話をいただきました。

長いものというのは旧型のタイプで、昔使用して

いたもの、蛍光管当時のものが長いもので、今、

随分コンパクトになってきていますね。小型にな

っております。小型ですけれども、光の具合は従

来の蛍光管よりも明るさを保持しているような状

態ですので。今、小型のものは最新のものという

ことでお考えいただければと思うんですけれども。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

 

再開 午後 ２時３３分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き町民生活課の質疑

を行います。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。こんに

ちは。 

  結構、15以上ありますけれども、よろしくお願

いいたします。 

  自転車の件が前段の議員からも多々出ましたけ

れども、出たところ以外のことをお尋ねしたいと

思います。 

  ページ数としましては、決算書の72ページと説

明書の107ページが中心になるかと思います。 

  まず、放置自転車のことをちょっとお尋ねしま

すが、これ一昨年度の末ぐらい、12月とかその辺

から、それまでもずっと言っていたんですけれど

も、進修館駐輪場、これ駐輪のほうですけれども

そこの、放置自転車を柵のところで、しかも舗装

しているところに置いてあったというのが、ずっ

と長年やっていて、何でそんなことをやっている

のかと言ったら、放置した人が来られたときにす

ぐに対応できるからと言って。普通の町民はルー

ル守っている人は雨になるとぐちゃぐちゃになる

ところに止めていて、そういう人たちには柵もあ

ってぬれもしない、足元きれいなところにやって

いるというのがおかしいだろうということで、前

の課長の方とさんざんお話をして、昨年度の２月

から一般にも開放されたという経緯があるのはご

承知かと思いますが。その後やはり柵があること

によって、ちょっとほかの方に聞いたんですけれ

ども、あそこはちょっと置いちゃいけないんじゃ

ないかというふうな方がいる。そこでそういう方

たちにも大丈夫なんですよというふうな形をちょ

うど駐車場・駐輪場のあの辺が今後工事で変わっ

てきますから、そこのところをきちんと誘導する

ようにしていただきたいと思います。 

  また、そこのところやっていないことによって、

余計な予算、特に駐輪場のその放置のところも、

これ４筆の借りている、要するに賃料を町として

払っているところですから、そういうところに不

法駐輪の人が置いて、７台が改修といっても

2,000円掛ける７台近くになるけれども全然ペイ

できないわけですよね。ですから、そういうふう



－１１６－ 

な民間的な頭を持った上でやっていただきたいと

思いますが、今後どのようにやっていくのかとい

うところは気になっているのでお尋ねいたします。

あと、これの損益的なところも分かる範囲でお聞

きしたいと思います。 

  また、前段の委員の方のときに、ちょっとそち

らの執行部のほうからお答えがありました和戸駅

の駐輪場に関しまして、杉戸の利用者が多いとい

うこと、またコロナ後に戻らないという２点が大

きく分けてあったように思います。 

  特に、契約が３か月とか６か月とか１年、１年

があるのかどうか分からないですけれども、契約

時、再契約、更新時等にアンケートを取るなり、

口頭で聞いたりとかでもいいですけれども、どう

いう考えでここに置いているのか。また、場合に

よっては民間のほうがもういっぱいだから、こっ

ちに置かざるを得ないとかいろいろあると思うん

ですよね。 

  そういうところを聞いて、でき得る限り、町の

関与するのを減らして民業圧迫になりますから、

でき得る限り、これは姫宮もそうですけれども、

町でやる有償というのもできるだけ、これ先ほど

申し上げた損益を計算すれば、恐らく赤字が多い

と思うんですよね、いろんな修繕とか含めて。そ

このところ、正確なところをお伝えしていただか

ないと、我々としてもきちんとした決算の判定が

できないので、そこをまずお願いいたします。 

  違法駐輪が山崎のほうへというふうにやってい

ただいたのは非常にこれは評価させていただきま

す。以前からあそこに置くんではなくて、例えば

百中の近くの文教所跡地にあそこに置いてもいい

んじゃないかとか、いろいろ窓口で僕言わせてい

ただきましたけれども。取りあえず、そこから移

動したというところではよろしいかと思います。 

  次に、できるだけ圧縮したいので、道路関係に

しますか。 

  道路標識のことも先ほどから出ておりました。

ミラーとかいろんな、ドライブレコーダーはちょ

っと違うのかな。道路標識はこれ、ページ数どこ

にあったっけ。 

  説明書で106ページになるのかなと、交通安全

対策事業に関連するのかと思いますけれども。 

  まず、ミラーのほう、これ実際あったことで、

宮代町宮代のカーブミラーで、僕、知り合いの方

から、もう真っ白になっちゃって見えないんだよ

というのを言われて、実際、夜行ってみたら本当

に、あちらがミラーの先の死角が見えないので危

ないので、当時の町民生活課の方に場所とそこの

ミラーについている番号があるんですよね、看板

の後ろとかね、ポールのところに。それをお伝え

したところ、非常に迅速に対応していただきまし

た。また、このようなことは写真を撮って町のほ

うへ送ればというのは、たしか厚木市のほうで何

年も前からやっていたりとかしますけれども。 

  要は、そういうふうに見つかりづらい、僕が聞

いている範囲の、僕に言ってくる一般の人は、町

に対してそういうふうに電話したりとかとするの

は、ちょっとちゅうちょがあったりとか遠慮があ

るという方は匿名でもいいんだよといっても、そ

ういうふうにあって、佐藤さん言ってくれないか

というのがあるので、私のほうで僭越ながらお伝

えさせていただいておりますが。 

  もっと広報みやしろを使ったりとか、あと場合

によっては、昔あった、最近なぜかやっていない

瓦版でやったりとか、また折につけ、パソコン、

スマホの講習とかも、今、社協でやっております

けれども、そういうところでこういうこともでき

るんだよ、こういうこともできるんだよとやるこ

とによって、直接職員の方を煩わせる時間が減っ

て、本来の仕事ができるというふうにつながるこ
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とにもなると思いますので。ぜひそのようなこと

をやっていただければなと思います。 

  防犯灯等につきまして…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、質疑をお願い

いたします。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい。ごめんなさ

い。要望になっちゃうよね。 

  それについて、年間でどれぐらい、防犯灯も含

めてですけれども、道路標識についてもですけれ

ども、ここ四、五年間、どのくらいの問合せがあ

って、どのぐらい対応したのかというのが、説明

書のほうを見た限りではなさそうなので、分かる

範囲で結構です。パソコンを今使えない状態です

から、そこのところ分かれば教えてください。毎

年大体どれぐらいあるのかと。その上下あるので

あれば、その理由というのをきちんと検証をして

いると思いますので、そこのところをお願いいた

します。 

  次に、ドライブレコーダーのお話が何人かの委

員の方から出ていたと思います。 

  防犯パトロールを週２回15時から17時に行って

いらっしゃるというのを先ほど答弁でありました。 

  74ページ決算書と説明書108ページです。どう

もすみませんでした。 

  よろしいでしょうか。 

  防犯パトロールのところですけれども、これ５

台とさっきおっしゃったのかな、がつけていると。

ドライブレコーダー自体、他の課は存じ上げない

ようなことをおっしゃっていらっしゃいましたが、

いや、正確なところを。 

  だから、手を挙げて言ってくださいって、あな

たが言うときは。委員長、それちゃんと注意して

くださいよ。手を挙げずに言ったときには。止ま

るんですから。ひとり言の訳ねえだろ。ったく。 

  続けさせていただきます。 

  僕が言うと、すぐに注意が入るんですけれども

ね。 

  ドライブレコーダー、これはほかの課の方にも

申し上げているんですけれども、第５次総合計画

で横串と、他の課との連携、縦串行政の改善、も

う廃止までは言わないけれども改善という形でも

言っていると思うんですけれども。例えば教育推

進課であれば、通学路がもう木が出てきたりとか

ちょっと危ないというところも、こういうふうな

ドライブレコーダーつけている防犯パトロールで

も何でもいいですけれども。そういう車がここの

ところ行きましたよというのを共有化することに

よって、あえてそのためにほかの課で行かなくて

済む。また、バスの運行に関しましてはこれ、健

康介護課じゃなくて企画財政課になるのかな、そ

ういうところで、よく去年もあったのが駐車場近

辺で草が生えているとかそういうのも、そこの区

間のところを例えば防犯パトロールで行ったんだ

ったら、そこの映像を見せてくださいで済むわけ

ですよね、あえて行かないで。そういうところで

トータルの行政のお金がかからないようにすると

いうところを、他課との連携、逆に言うと他の課

で週２回の15時から17時以外に防犯パトロールで

行っている地域のところ、別の時間はこういう状

況なのかというのも見ることができるというメリ

ットもあると思いますので、ぜひ両方でやってい

ただきたいなというのはあるんですけれども、そ

の辺はどのように今のところなっているのかとい

うこと、また、このような提案を受けてどのよう

にしたいのかというところをぜひお尋ねしたいと

思います。 

  次に、災害の件ですけれども…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、今のは質疑で

なく提案になっていますので。 

○委員（佐藤将行君） 聞いていますよ。何で僕の
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ときだけそうやっていつも絡むんですかね。 

○委員長（土渕保美君） 絡んでいるんじゃなくて、

注意して…… 

○委員（佐藤将行君） 絡むとしか思えませんけれ

ども。 

〔「分かりにくいよ」と言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 聞いているじゃないですか。 

〔「設置するのか」と言う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 設置してんのか、話題は設

置しているけれども、ほかの課が５次総そういう

ふうに言っているんだから、そこのところそうい

うふうにやるというのがあって提案もしているけ

れども、どうなんだ。 

〔「連携して活用しないのかと……」と言

う人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 連携して活用していないよ

うに思えるけれども、まずどうなのかで、今後は

そういうのを…… 

○委員長（土渕保美君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４４分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

○委員（佐藤将行君） 再開させていただきます。 

  次に、では説明書のほうの110ページになりま

す。多分、ごめんなさい、正確じゃないかもしれ

ませんけれども、災害関係のことなんですけれど

も、これ以前災害に強いまちづくり啓発関係に関

連すると僕は思ったんで、ちょっとページ数間違

っていたらごめんなさい。幸いなことに、今のま

ちづくり、町民生活課課長は能登のほうにも行か

れていて、災害に対してのご見識とか体験が多い

ので、余計お尋ねしたいと思いますが、まず、行

った上で随分変えたところもあると思いますが、

もともとこれ僕数年前に田代さんはご存じかもし

れませんけれども、国交省のほうから出てきた72

時間のタイムラインのことをちゃんとやってくれ

というのが以前議員さんでいらっしゃった伊草さ

んがかなり前のときに質問したとき、そのときは

できていなかった。その後どうなったのかと数年

後僕が聞いたところ、主語を何々市とかってなっ

ていたら宮代町にして、避難訓練とかというのも

実は数年やっていないんですよという形のは当時

聞きました。その後、ここ数年はきちんとやって

いるのかどうかというところと、やった上で問題

点とか見えてくると思うんですよ。以前お尋ねし

たときに、72時間のうちの半分ぐらいのときに荒

川のほうからの町長の専用の電話回線のほうでと

いうのを実験も何もしていないということは、災

害が起こったときには使えるかどうか分からない。

また、３つの課が緊急時には活動するというふう

に決まっているんだけれども、それが一つの大き

い紙でも何でもいいですけれども、一つにまとま

っているはずが、それがすぐに出てこない、意識

がないというところが、当時はできていなかった

というところがもう結構数年たちますので、変わ

ってきているんじゃないかなと思いますけれども、

そこのところは変わってきたのか。変わったとい

うのは、どのように変わってきたのかというとこ

ろについてお尋ねいたしたいと思います。 

  これは１つは109ページですけれども、これ説

明書だと思いますけれども、行政無線がこれ簡単

に済ませますけれども、相変わらず特に最近ゲリ

ラ豪雨みたいな形があって、外の音が大きいこと

によって内部に入ってくる無線の音が入りづらい

のもあるのではないかと僕は思っておりますが、

とにかく結論として私でもそうですけれども、聞

きにくいというのがあって、耳の遠い方だと余計



－１１９－ 

聞きづらいというのがあるんですよね。確かに町

のほうにお尋ねしたところ、ＬＩＮＥやら何やで

も複数にやっているからとおっしゃっていますけ

れども、せっかく設けている防災無線というのを

どのように町としては現状を把握していて、問題

点、一時、場所をスピーカーの位置をずらしたと

かはお聞きしていますけれども、そこのところが

どのようになっているのかというところがまず１

点あります。 

  主な実施内容のところの３段目、維持管理内容

のところで、防災行政無線テレフォンサービス５

回線というのが、この辺ちょっとご説明いただき

たいと思います。ちょっと僕の不勉強で分かって

いないところがございますので、お願いいたしま

す。 

  また、次の防災行政無線連携システムの維持管

理で、テレビ埼玉のが66万円というのが計上され

ていますけれども、そもそもこれのアクセス状況

というのか、使用状況というのか、要するにこれ

も費用対効果になりますけれども、実際そんなに

使っていないんじゃないかという意見もあれば、

本当は使っているのかもしれませんよ。そこのと

ころの数字を直近３年なり５年なりというのをお

示しいただきたいと思います。 

  次に、次のページで110ページになります。災

害に強いまちづくり啓発事業の１番はいいです、

ちょっとお聞きしたいことなんですけれども。２

番の避難所開設訓練の実施、勤務時間外に震度６

弱、これが前提になっておりますけれども、もう

ちょっと訓練のときにはシミュレーションをハー

ドル上げた上でやらないと、これを超えたところ

になると一気にね。異常とかというぐらいですか

ら、大変になってしまいます。そのような形もあ

りますので、そこは問題点指摘という形になりま

すけれども、その点についてはどうなっているの

かというところをお尋ねしたいと思います。 

  鍵開け担当とかその辺を例えば川端公民館であ

ればセブンイレブンに鍵を預けてというのは聞い

ておりますけれども、きちんとその辺がスムーズ

に、24時間営業の店だったらいいんですけれども、

そうじゃないところも何かあったときにスムーズ

に、そもそもそこの建物の鍵を開けられるのかか

ら始まって、きちんと毎年毎年なのかな、１年に

１回だと思いますけれども、そこがやられている

のか。回数、そうですね。開錠の仕方も含めて、

まず開けなきゃ開設できないですから、そこのと

ころはきちんと毎回担当の方も変わられますから、

分からないんですけれども、きちんとそこのとこ

ろもマニュアルに落とし込んだりとかしているの

かというところも含めて、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

  これに付随しまして、かつて請願案件で台風19

号が来たときに笠原のこの辺が水没したときに、

ごめんなさい、ページ数がこれはちょっと分から

ないのでというか、もうこれ執行したのはその前

なんで、３年とかそれぐらいなんで、それの後の

有効状況ということを聞きますけれども、かつて

台風19号で5,000万円という予算をつけて、排水

ポンプ２台、移動用の車３台だったかな、２台だ

ったかな、つけてやっていましたけれども、これ

をきちんと毎年やっているのか。要するに、緊急

時に対応できなければどうしようもないので、そ

このところ…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） いや、町民じゃなかった、

まち建でしたか。まち建でしたらごめんなさい。

分かりました。そうか石塚さん聞いたのかな。分

かりました。どうもすみませんでした。 

  じゃ、これ何個もになっちゃうけれども、あと

防災関係はこの前もちょっとお尋ねしましたけれ
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ども、マンホールトイレ、また備蓄品というか、

これ３月のときにお聞きしたときに新井さんから

ご説明あったと思いますけれども、防災倉庫が大

体平成２年から３年につくったのがあって、そも

そも水没とか以前に屋根のほうの問題があるとい

うふうなご答弁いただきましたけれども、その後

どのようになっていっていたのかというところ、

今後どうしていくのか、その進捗の予定を何かあ

ってからでは遅いので、分かる範囲でお聞きした

いと思います。 

  また、ミルクのこと、これどなたかが一般質問

でもあって、好き嫌いがあるのでということは髙

林さんかなんかがおっしゃっていたと思いますけ

れども、あと食品等も含めてほかへの捨てる前の

流用というところもお尋ねしたいと思います。 

  また、垂直避難のことについてもお尋ねしたい

と思います。 

  決算としてどういうふうに、昨年度お金ちゃん

と使ったのかを聞いているわけですよ。 

  あとはこれで最後になると思うんですけれども、

進修館の事業のことが多数あります。 

  まず、進修館事業、説明書の111ページのとこ

ろが中心になるかと思いますので、111ページを

お願いいたします。 

  まず、細かいところで、先ほど女子トイレの関

係出ましたけれども、男子トイレのところで、こ

れ僕も実際見て進修館の指定管理者にも伝えては

いたんですけれども、何年か。扉がついて、以前

はついていなかったのかな。布かなんかついて、

今木の扉がついていて、そこのところを開けて入

るようになっているので、その真下が段差があっ

て、転んだ年配の方もいらっしゃったりとかした

ので、僕はそこへ行くときは足元気をつけてくだ

さいとは声かけるようにはしているんですけれど

も、抜本的にあそこのところをちょっとスロープ

的にやったりとかしないと、本当危ないんで、僕

膝が悪いんで余計思うんですけれども、危ないん

じゃないかなというところがあります。また、男

子トイレ、これもほかの方からお聞きしてなるほ

どなと思ったんですけれども、上のところの共用

トイレとの仕切りがないですよね。そうすると、

音の問題もそうですし、不届き者が上から入って

くることも考えられ得るところなので、ちょっと

そこのところは昨年には何もやっていなさそう、

もう何年も前からこれ言っているんですけれども、

やっていなさそうなんで、いつのタイミングで行

うのかということについてもお尋ねします。何で

去年やらなかったのかというところも予算の問題

もあるのかもしれませんけれども。 

  じゃ、これは決算に直接ではないですけれども、

修繕計画分からないんで決算で今申し上げますけ

れども、今後の修繕の見積りとか大規模修繕のこ

とというのが、例えば去年予定があったのが延び

たとかというんであれば、昨年の決算に関わるの

でお尋ねしますけれども、非常に先ほど前段の議

員もおっしゃったように、廊下やら何やら水漏れ

とかたっぷりあります。先日の９月５日か４日の

ときに議会が終わった後にもうすごい雨漏りがあ

って、僕と議会のほうでは関根さん、関根さんが

特にもう葉っぱを取ったりとかしてやってくださ

いましたけれども、もう２人ともびっしょりにな

って進修館の方とやって、新井課長にも来ていた

だいて、防災倉庫のほうから排出ポンプやったり

とかしています。これをお聞きしたところ、２回

目だそうなんですよね、ああいうふうになったの

が、あの場所で。ということは、１回目のときに

検証をして、どういうふうにやるかというのをや

っていない。これは指定管理者の大きなミステイ

クだと思うんですけれども、そういうのが毎回言

うように、モニタリング調査で改善点として上が
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っていないという、もう出来レースみたいなこと

が起こっているんですよ。 

  僕が何回も言っている進修館の半年の駐車場問

題もそうですけれども、そういうのが起こっても

改善点なし、ゼロ、改善点がゼロとこんなおかし

なことが起こっているんですけれども、そもそも

このモニタリング調査、昨年度はどのようにきち

んと、そちらとしてはきちんとやったのかという

ことと、ちゃんとやっていないんだよ。今後どう

なっていくのかというところ。要するにそういう

ところも含めて指定管理料に入っているわけです

から、できないのであればペナルティーをやると

か、指定管理のほうから外すとかというのはある

と思いますけれども、そういうところを特に集中

豪雨のこの前の９月５日か４日だったと思います

けれども、そのとき本当ひどい状態だったんです、

写真もありますけれども。このところをそちらの

お考えをお聞きしたいと思います。昨年なぜその

対策は、マニュアルができていなかったというと

ころが大きいんですけれども、令和５年度中にそ

れができていれば、この前のときにはそのマニュ

アルに従って連絡をするという形ができたもので

すから。 

  あとは、これも何年も前からというか、10年近

く前から言われているんですけれども、これ議会

のほうの問題もあるとは思いますが、小ホール及

び議場抜けるようなところ、ここの議会中の今も

そうですけれども、何でここでやっているのかと

いうのが予約取っておいて分からないですけれど

も、あちら今議場空っぽですけれども、特に土日

も空っぽ。何で我々は使えないのかというのがさ

んざんあるんですよね。テーブルとかそういうふ

うなのが移動が大変だからというのはよく町民生

活課のほうも議会事務局もおっしゃっていますが、

テーブルそのまんまでいいというふうな形の貸し

方もできると思います。子ども会議でやっている

ところも他の自治体でありますし、そういうとこ

ろがなかなか進修館の収入も増えることになって、

町民も議会のところから見たら誰も使ってないの

に何で借りられないんだということもなくなるし、

というところを何年も言っていて、去年も結局予

算がつかなかったりとかしていて、改善もされな

かったというところがありますので、そこのとこ

ろはどのようなお考えでいるのか。なぜ昨年そこ

のところが使わなかったのかというところがあり

ます。 

  あんまり長く、もう既に長くなってもう終わり

ますけれども、一応このような形で終わらせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 以上でよろしいですか。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹

の加藤でございます。 

  ただいま佐藤委員のほうから説明書の111ペー

ジ、進修館管理事業の件についてでございます。 

  まず、１階男子トイレの木の扉の真下の段差と、

共用トイレのほうの恐らく上の仕切りがないとい

うことでございます。こちらについては大変申し

訳ないです。私のほうでちょっと把握はしておら

ず、ちょっと現場確認させていただきまして、軽

微なものであれば改修は指定管理者のほうで予算

持っておりますので、そちらで対応させていただ

ければと思います。 

  今後の進修館の修繕の金額については、ちょっ

とただいま数字等は持ち合わせておりませんので、

ご理解賜りたいと思います。 

  先日の水浸しになってしまった、議会の後にと

いうことで指定管理者の前回もそういった豪雨の

ほうで水浸しになったことがあったのにもかかわ
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らず改善されていないという件についてでござい

ますが、すみません、こちらについてはちょっと

そこの件について指定管理者についてモニタリン

グで評価が下げられていないということでしたが、

そちらについては施設の管理自体はＭＣＡのほう

で十分できていると思いますので、今後について

はそういった今ご指摘のあった件についてもちょ

っと確認させていただきたいと思います。 

  最後に、私のほうからは小ホールの議会中の貸

出し、一般利用ということでご提案いただきまし

た。大変申し訳ないんですが、こちらについては

議会のほうで予約をして借りているという状況で

すので、私のほうからはお答えする回答はござい

ません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○町民生活課長（新井庸一君） 町民生活課長の新

井でございます。順次お答えさせていただきたい

と思います。 

  まず、決算書の72ページ、主要な施策に関する

説明書の107ページの自転車対策事業のお話でし

た。 

  放置自転車に関して、進修館駐車場にある過去

に放置自転車を管理していたアスファルトのとこ

ろの部分の利用の方法に関してです。あとは、今

後どういうふうに対応していくのかというような

話でした。 

  こちらにつきましては、委員のおっしゃるとお

りにお話をいただきまして、場所から今山崎山の

奥のほうに移動させていただきまして、有効活用

ができているのかなと思いつつも、やはりお話し

いただいているとおりに、フェンスがあることで

使いづらいというようなお話も伺っている部分も

ございます。こちらも止めることができるんだよ

という形での環境はつくっているつもりではあり

ますが、現在はそのようなお話がまだいただける

ということであれば、改善の余地があるかなとい

うふうに思ってはおります。 

  しかし、ちょっとこちらの都合であれなんです

が、今年度進修館駐車場の工事を行います。当該

場所につきましては、工事後には駐車場になると

いうところがございますので、最終的にはあの部

分のフェンスも撤去されて車が止まれるようにと

いうような形になります。 

  スケジュールにつきましては、11月頃一応工事

を発注させていただいてというようなイメージで

おりますので、このタイミングで単独でフェンス

を外すとかいうことになりますと、また余計なと

いうか、余分なお金がかかってしまいますし、勝

手も悪くなってしまうという部分も考えられます

ので、誘導というか、案内のほうはさせていただ

くような努力はさせていただければと思いますが、

必要最小限の対応で利用していただくという形に

していまいりたいというもので、ご理解いただけ

ればと思います。 

  それと、和戸駅の駐輪場の契約時の例えばアン

ケートを打ってみるだとか、皆さん使われている

方の利用の形態、こういうものにつきましては実

際の契約書に当たっては何のために利用するんで

すかという形での選択項目がございます。もちろ

ん学生であれば通学だと思いますし、社会人の方

であれば通勤、その他という方もいらっしゃるん

ですけれども、ほとんどないような状況でもござ

いますので、通勤通学レベルであれば、うちのほ

うでも把握しているかなというふうに思っており

ます。 

  見ている感じですと、やはり圧倒的に通勤の方

の台数が減っているということを考えますと、先

ほどちょっとお話しさせていただきましたとおり
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に、ライフワーク的なお仕事がおうちで在宅勤務

になったというような状況が見受けられるのかな

というふうに感じているようなところでもござい

ます。実際お金を頂いてて駐輪場のほうを運営し

ている関係もございますので、より利用者には便

利になっていただきたいというところもございま

すので、今後皆様からのご意見をいただくという

機会も設けつつ、駐輪場の運営というよりも私た

ちは放置自転車対策として本来やっている部分が

ございますので、そういう点もちゃんと踏まえま

して、今後駐輪場というものが本当に町としてや

っていくものなのかというちょっと極論にはなり

ますけれども、こういうのも含めてちょっと検討

させていただければなと思います。即効性がある

ような結果が出ないかもしれませんけれども、こ

れはちょっと私たちの課題として今後も検討して

まいりたいというふうに思っております。 

  それと、一緒になってしまうんですが、道路標

示ですとか防犯灯の申請の仕方ですね。今現在も

もちろん直接お電話いただくことはやぶさかでは

ないんですが、町のメール等、あと申込みのとこ

ろで特設の何というんですかね、言葉あれですけ

れども、ここを押すとできるよというのがござい

ますので、それをご利用いただくというのもまた

一つの手かなというふうに思っております。写真

まで撮るのは難しいということであれば、特徴的

な地域の場所というんですか、このお宅だとか、

このお店の近くのここにある、先ほどいただいた

番号をいただくのが一番ありがたいんですけれど

も、こういう情報をもってすぐ町の職員がまず現

地に向かって、どう対応できるかというふうなの

をさせていただければと思いますので、これは事

あるごとに基本的には区長さんを通じて新規に対

しては申請いただくというようなやり方になって

おりますので、実際には区長さん、自治会長さん

につきましては、修理とか修繕につきましてはそ

の都度お受けしますという形でアナウンスさせて

いただいておりますので、この点も改めて広報、

ちっちゃなところでもいいと思うんですけれども、

周知できるような形でちょっと検討させていただ

ければというふうに思っております。 

  それと、大変申し訳ないんですが、そのときの

要望に対してどれくらい対応してきたとか、問合

せがあったかというような数字ではあるんですが、

基本的に新設の形にはなってしまうんですが、新

設につきましては基本先ほどお話しさせていただ

きましたように、区長、自治会長さんないし小・

中学校にそういう要望箇所がありますかという形

で毎年度お話をさせていただいて、こういうとこ

ろを改善してほしい、例えば防犯灯ですとか、カ

ーブミラーですとか、あと道路標示ですとか、あ

とは安全対策的なところですかね、こういうもの

の要望のほうをいただいております。こちらにつ

きましては、令和５年度につきましては全部の学

校から７校から25か所の要望をいただきまして、

20か所対応させていただいております。もちろん

町で対応できない、例えば信号機つけてください

だとか交通規制に関するものもありますので、こ

ういうものにつきましては警察署のほうに意見を

申入れしたり、あとは杉戸県土整備事務所とかに

申入れしたりという形の対応をさせていただいて

おります。令和５年度は25か所で20件対応、令和

４年度が30件要望があって25か所対応という形で、

ちょっと件数で短いんですけれども、このように

今現在把握しておりますのでご報告させていただ

ければと思います。 

  それと、決算書74ページ、主要な施策の説明書

108ページの防犯活動事業になります。 

  ドライブレコーダーの情報共有ですね。他課と

の連携というものをどう考えているのかというよ
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うなお話をいただきました。こちらにつきまして

は、まず先ほどお話しさせていただいています防

犯パトロール、週２回のときにスタートグッズと

いうんですかね、実際持っていくグッズがあるん

ですけれども、それを危機管理担当のほうに担当

が取りに来ていただくような形になります。この

段階で大体１週間ぐらいの間に住民の方からこう

いうところ危ないよだとか、こういうところ注意

して見てくれだとかというようなお話が多々来ま

すので、こういうところは中心的に見てください

という形でその都度申し上げさせていただいて、

より見ていただくような形、また帰ってきたとき

には、どうだったという形でのご報告のほうを受

けております。 

  もちろん防犯パトロール以外のとき、公用車が

いっぱい出ていますので、何かありましたらこち

らのほうに連絡くれという形での連絡体制は取れ

ておるとは思います。もちろん入ってこない情報

等もあると思いますので、その点につきましては

何かあったらすぐこちらのほうに連絡くれという

形での連絡体制というのも改めてパトロールも含

めて周知させていただければというふうに思って

おります。これはなるべく私どもだけではできな

いことだと思いますので、職員の方、また町民の

方にご理解いただきながら達成できればなという

ふうに思っております。 

  その次に、防災活動に関してです。決算書は74

ページで、主要な施策の説明書は109ページにな

ります。防災活動事業の面になるかなと思います。 

  72時間のタイムラインの利用その後の活用方法

という形でございます。こちらにつきましては、

令和４年度にやはり避難所開設訓練のほうを行わ

せていただきましたときに、仮の災害本部を立ち

上げまして、関係課長と連絡が取れるような形で

の連絡訓練を行わせていただいております。また、

通常のご家庭でつくるようなマイタイムラインを

つくるときには、ご自分のところはもちろんなん

ですけれども、広域的に考えたときにはこういう

災害も起こり得るんだろうという形での情報提供

をしつつ、自分のところのマイタイムラインも考

えてほしいという形でのお話をするような形で利

用はさせていただいております。なかなかあまり

目が広くなってしまいますと、自分のうちのマイ

タイムラインもつくるのが面倒くさがってしまう

というところもありますので、うまく使いつつ、

いい使い方があればまた皆さんからご指導いただ

きながら利用させていただければというふうに思

っております。 

  次に、防災行政無線、聞きづらいというような

お話をいただきました。これは毎年必ずどこかか

しらいただく意見になります。もちろん聞きづら

いという話もありますし、逆にうるさいという形

も逆の意見もございます。その都度もちろん理由

があって向いているわけですので、そこに影響が

ないような形で音量の調整ですとか、スピーカー

の角度の調整等もできる範囲で行いつつ対応して

いるところではありますが、やはり全てが万能で

はございませんので、やはり申し訳ありませんが、

我慢していただく部分も若干出てくるかなという

ふうには思いますので、その点ご理解いただきつ

つ、これからもちょっと運用していきたいなとい

うふうに思っております。 

  それと、すみません、防災行政無線のテレフォ

ンサービス５回線の理由です。こちらにつきまし

ては、この同じ109ページの説明書の一番下の成

果のところに、防災行政無線フリーダイヤル、ミ

ヤシロオーツーですね。防災無線が聞こえなかっ

たときにここに電話していただければ同じことが

聞こえますよという回線を５つ持っております。

この部分のお金になりますので、ご理解いただけ
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ればと思います。 

  それと、テレビ埼玉の利用状況等につきまして

は、テレビ埼玉につきまして利用状況というのは

ちょっとごめんなさい、うちのほうでは把握でき

ません。見ている方がどれだけいるかということ

ですかね。それがちょっと把握できていませんが、

私どものほうで情報発信をさせていただくという

形で運用させていただきました。こちらにつきま

しては、防災の情報、あとは常時マイタイムライ

ンのつくりましょうとかという周知のものですと

か、あとはイベントというものに利用させていた

だいております。実際は、反映されるのがすぐ反

映されるようなシステムがありませんので、ちょ

っと若干使いづらいところはありましたので、昨

年度だけでいきますと、大体９件ぐらいしか情報

発信をしていないような状況になっております。 

  それと、今度は主要な施策の説明書の110ペー

ジの部分ですかね。災害に強いまちづくり啓発事

業でございます。 

  避難所開設訓練の課題ですとか、検証の中での

本当にスムーズにできるかというようなお話があ

ったと思います。こちらにつきましては、ちょっ

とまず訓練の概要をちょっとお話しさせていただ

きます。 

  まず、町の中では、ここにもありますとおり、

震度６弱の地震が発生したときには、避難所の鍵

を開ける担当というのはこれ決まっております。

この担当という者は、その避難所の要は倉庫に住

所が近い者を選定させていただきまして、ここに

２人、必ず１つの場所に２人いるような形で選定

させていただいております。この２人の人間が６

弱というものがあったときには指示を待たずにそ

の場所に行って鍵を開けて避難所を開設していく

というような形になっております。今回はもちろ

ん訓練でしたので、２人そろって避難所に何時に

集合してもらって、鍵を開けてもらってどこに何

があるというのを確認したという形になります。

訓練に当たっては、もちろん手放しでというわけ

にもいけませんので、マニュアルのほうは作成さ

せていただきまして、開設というような形をさせ

ていただいております。 

  こちらの訓練につきましては、避難所開設訓練

自体は過去にもやったことあるんですが、鍵開け

訓練ですとかというものにつきましては昨年度初

めて実施させていただいたものです。ですので、

この点私もちょっと行く前ですけれども、帰って

きてやはりこういう点はちゃんとしっかりしとか

なきゃいかんというふうに感じましたので、今年

度も実際やらせていただきたいというふうに思っ

ていますし、できればこの担当以外の方にもやっ

ぱり体験してほしいなというふうにはすごく感じ

ておりますので、この部分をいかに参加していた

だくためにどうできるかというのをちょっと考え

ていきたいなというふうに思っております。 

  先ほど言ったとおりに、いきなり大風呂敷を広

げてできませんというのもちょっと微妙なものも

ありますので、まず感じてもらって、やっぱり初

めての訓練でもすごく課題だとか意見がいっぱい

出たんですね。そういうことはやっぱりやること

というのはすごく大事なことかなというふうに思

っておりますので、この点は引き続き同じことも

そうかもしれませんし、違うことかもしれません

けれども、訓練という形で一人でも多くの職員に

体験いただくような形でのものをちょっと検討さ

せていただきたいというふうに思っております。 

  それと、防災倉庫の管理の状況になります。今

現在目に見えるところですと、進修館のところの

防災倉庫、この駐車場の工事に伴いまして移動さ

せます。進修館、ご存じのとおりに低いところに

ありましたので、今回は少し上げまして、今ちょ
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うど今日基礎が終わったんですけれども、その上

に防災倉庫を上げるような形になりますので、高

さ的には今のところより多分50センチメートル以

上上がるんじゃないかなというふうに思っており

ます。もちろん段差とかをつけるような形にはな

ってしまいますが、そんなような形でやりたいと

思っています。 

  また、先ほどお話しいただきましたとおり、も

う20年以上、全ての防災倉庫、経過しております。

あとは設置場所につきましても、水ということが

すごく不安視される部分もございますので、今後

20年以上たっているという中ではある程度もう建

て替えというものも少し検討していかなきゃなら

ないのかなというふうに思っておりますので、計

画的なもの、長期的な計画、こちらをできるよう

な形で少し検討していきたいなと思っています。

もちろん純粋な建て替えだけじゃなく、その位置

ですね。そういうものも踏まえて少し検討してい

きたいと思っております。直近ですと、ご報告さ

せていただきましたとおりにちょっとぐるるの防

災倉庫が今屋根が飛んじゃったというあれがあり

ます。これも今度やらせていただきます。あとは

直近でまずやらなければならないのが、須賀小学

校の再編に伴いまして今の防災倉庫というものが

位置的な部分ではかなり障害があると思いますの

で、その辺は少しやっぱり考えなきゃいけないと

いうことになると、もうある程度全面的に町内の

場所をちょっと確保していくようなイメージでち

ょっと考えていきたいなというふうに思っており

ます。 

  それと、備蓄品のミルクですとか食料品の廃棄

というか、処分の方法みたいなものですね。ちょ

っとお話ありましたけれども、ミルクにつきまし

てはご存じの方もいますが、子どもは結構ミルク

好みがあって、このメーカー飲む、飲まないとい

うのもありますし、なかなか対象者にあげるとい

うものが難しいというものも現状でちょっとお聞

きしております。 

  食べ物等につきましては、廃棄の数か月前に例

えば自主防災会さんのほうにお話をさせていただ

きまして、訓練等で使うのであれば使ってくださ

いという形で、要望をいただいて、依頼をかけて

回答をいただいてお渡ししているというような事

実がございますので、特殊な食べ物とか飲み物で

なければ、基本的には廃棄ゼロというようなイメ

ージでは今のところおります。県でも同じような

やり方をしておりますので、県はもっと広域です

けれども、宮代町は町内の中でやらせていただい

ている中では、そういう食べ物の廃棄はゼロかな

というふうに考えております。 

  また、ミルクにつきましてもちょっとすぐには

出てこないですけれども、何かいい方法があるの

であればちょっと勉強させていただきたいという

ふうに思います。 

  それと、この間もちょっと私も一般質問の議会

でお話しさせていただきました。２階に避難して

くださいというアナウンスをしているという中で

は、垂直避難という言葉がやっぱりキーワードに

なってくると思いますので、この点につきまして

は引き続き避難の方法の一つとして皆さんにちょ

っとお話しさせていただきたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解いただければと思います。 

  先ほどの加藤の進修館以外のところではお答え

させていただいたかなと思いますので、以上にな

ります。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  災害タイムラインのほうはちょっとまだ細かい

ところは後で直接お聞きしたいと思います。 
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  進修館の件ですけれども、先ほど建て替えも含

めてというところもありました。確かに建築から

相当たっていて、もう修繕費が相当かかるような

状況に陥っている状況なんで、その辺は貧しい町

ですからきちんとやっていただきたいと思います。 

  ドライブレコーダーについてちょっと見解の相

違的なところが、僕のちょっと説明の仕方が悪か

ったのかなと思いますけれども、例えば防犯パト

ロールのその日その日によってルートは違ってい

るけれども、ある程度は分かっていると思うので、

そこのところを他課と共有して、例えばこの辺の

道だったらバスの関係で企画財政課が見たいよと

か、あと通学路であれば教育推進課、教育委員会

も見たいよというところを、町民生活課のほうで

行っているんであればそのデータを見てください

で済むわけなんですよね。以前からちょっと特に

バスの件で、停留所のところが草がいっぱいで困

るという意見があったりとか、これ議会でも出た

と思いますけれども、それとかあとは通学路でや

っぱり草があって沖の山のほうに向かうところで

子どもがわざわざ歩道から出て車道に行っちゃう

んで危ないよというのを、ぱっと流している映像

を見るだけでこの辺のことを言っているのか、こ

の辺危ないなというのも分かると思うので、そう

するとわざわざ見に行くことがなくなるというと

ころの観点で、５次総にある横串というのを効果

的にきちんと生かしていただきたいなという趣旨

で申し上げたので、これまでのことはしょうがな

いですけれども、今後それを生かすことによって

最終的に支出が減っていけばいいのかなというふ

うに僕自身は思っております。 

  あと、自転車の件は特に姫宮、和戸というのは、

なぜか動物公園が無償で進修館もあるからという

のもありますけれども、これだけ大きい駅が無償

で、和戸、姫宮は有償だというふうな苦情も聞い

てはおります。民業圧迫というところ、町がやる

ことによって民業圧迫、先ほど課長からお話があ

りました。もともとは放置自転車対策と、かつて

せんげん台の駅が日本一放置自転車が多いという

のはありましたけれども、そういうところは十分

分かってはいますが、それを過剰にやってしまい

ますと、これがどの辺に線を引くかというのは別

ですけれども、民業圧迫になりますので、そこの

ところもちょうど駐車場が変わるという工事をや

って駐輪場がコロナ禍でそこの駐輪場戻ってこな

いのは分かっておりますので、加味してやってい

ただければというところの考えがあるのかどうか

をお尋ねしたというところがあります。 

  それと、さっき僕の質問の仕方が悪かったのか

な。ＡＥＤ除細動のことを防災マップへの落とし

込みのこと、ちょっと出てこなかったので、答弁

漏れじゃないかもしれない、僕の聞き方が悪かっ

たかもしれませんけれども、黄色い大きい防災マ

ップ、あれにＡＥＤだったりとか、あとはね３階

以上のところとか避難できる、何かあったときに

あれを見れば病気でも災害でもできるようにする

という話を窓口で何度もさせていただいています

けれども、それをお聞きしたいと思います。 

  あとは、先ほどテレ玉の利用状況はちょっと数

字が分からないという、把握していないというふ

うに課長からありましたけれども、逆にテレ玉の

ほうではそういうのはアピールポイントになるの

で、テレ玉のほうにどういう効用があるのか、ど

れくらい利用数があるのかというのを聞くことで

できるかとは思うんですよね。あちらのほうがデ

ータ通信ですから持っていますから、それで改め

て費用対効果とか、実際の活用数というのは分か

るかと思います。 

  防災無線のこともご回答いただきました。これ

は防災無線は確かに近くの人はうるさい。ちょっ
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と離れたりとか、家の建てつけの問題もあると思

います。雨戸がついているところだと、それがば

んばん鳴って聞こえづらい、そういうのも多々あ

るかと思いますが、もっと細かく自治会を通して

でもいいですけれども、ある自治体ではやってお

りますが、防災無線関係の専用端末みたいなもの

というのも検討、これからどんどん高齢化してい

って私の周りでも片親しかいない、90代の人ひと

り暮らしとかありますので、電話まで頭が回らな

いという人もいるらしいので、そういうところも

検討していったほうがいいんじゃないかなと思っ

ています。 

  あと、先ほどお話ありました避難所開設の鍵開

けのことも大事だというふうな形のお話がありま

した。これ確かに開かなければその後のことを幾

らすばらしいマニュアルをつくってもできないも

んですから、ここのところは僕は知らなかった、

お２人の方にその辺の鍵のをやっているとかあり

ましたけれども、その手順というのもやっぱりマ

ニュアル化した上で、できれば近隣の人に何かあ

ったときには誰々さんに預けているよというのと

か、あとホームページでやったりとか、何らかの

名前は最悪の場合出さなくても、プライバシーが

というんであればいいですけれども、こういうふ

うな形で開設というのになっていますよというの

を年に１回でもいいから、今までやっていないと

僕が見ていなければごめんなさい、やっていない

とは思いますので、そこのところもやったほうが

担当の人以外でも災害があったときに、そういえ

ばあの２人が持っているはずだから、そこに問い

合わせればあるはずだというふうになると思いま

すので…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、思いはいいで

すから、質疑にしてください。 

○委員（佐藤将行君） 思いじゃないですよ。何度

もずっと前から言っているのが反映されないから

言っているわけですよ。しかも災害のことですか

らね。どこ言ったのか分かんなくなっちゃったじ

ゃないですか、全くもう。 

  その辺が災害についてのことですよね。特に、

以前の請願案件の5,000万円が無駄にというか、

全く有効に活用されているようには思えないとこ

ろがありますので、そもそも5,000万円もここま

でかからないのは石塚室長に聞いて分かってはい

るんですけれども、そこのところをできる限りや

っていただきたいなというふうに思うんですけれ

ども、町の見解としては無理だというのも含めて

ご回答いただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、よろしいです

か。発言内容の制限があります。第54条第３項、

質疑に当たっては自己の意見を述べることができ

ないと規定されておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○委員（佐藤将行君） はい。 

○委員長（土渕保美君） どうぞ。 

○委員（佐藤将行君） 自己の意見を述べないとい

うのは、今の時点での自己の意見じゃなくて、過

去にこのようなやり取りがあったという意味での

自己の意見はそこを入れるべきではないですし、

何度も言うように、手を挙げずに言ってくる議員

に対して何で注意しないんですかと。僕が言った

ときには注意するでしょう、あなたは。公平性を

保った運営をやってくださいよ。 

○委員長（土渕保美君） それは委員長に対してク

レームですか。 

○委員（佐藤将行君） お尋ねです。公平持ってや

ってくださいよというのは、やっているんですか

ということ。 

○委員長（土渕保美君） じゃ、私から意見させて

もらいますけれども、委員長としての意見です。
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いいですか。何回も言っていますように、質疑は

明瞭簡潔に、自分の思いを中心的な質疑にしない

ようによろしくお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） じゃ、そういうふうに意見

言っている人はもう一人ひとりちゃんと言ってく

ださいね。これまでも言っていないのありました

からね。 

○委員長（土渕保美君） 進めます。 

  答弁をお願いします。 

  課長。 

○町民生活課長（新井庸一君） 町民生活課長の新

井です。順次お答えさせていただきます。 

  ご意見として伺うところもあったと思いますが、

すみません、私のほうでお答えできるものとして

回答をさせていただきます。 

  まず、ＡＥＤのお話が少しありました。ハザー

ドマップのほうにＡＥＤですとか、例えば３階回

避難、垂直の３階避難ができるとかという、そう

いう避難できる方法ないし人が助かる方法を載っ

けたほうがいいんではないかというのはお話いた

だいたと思います。こちらにつきましては、ハザ

ードマップという部分のまず大きな目的がござい

ます。それと、もう一つは見やすいことというの

がやっぱり昨今いろんなところで叫ばれておりま

すので、この点はやっぱり入れ込んだ中でやっぱ

り本当に必要なものと、例えばそこから情報を取

ってもらうとかというものをいろいろ選別できる

と思いますので、そこら辺につきましては新たな

ハザードマップつくるときに改めてもう一回編集

の中で検討させていただければと思いますので、

ご理解いただきたいというふうに思っております。 

  それと、防災無線の端末の検討なんですけれど

も、こちらにつきましては今現在はちょっと考え

ていないというのが回答になってしまうんですけ

れども、やはり少しでも多くの方に防災無線の内

容というのが届くということが一番大事だという

ふうには思いますので、引き続きの検討課題とさ

せていただきまして回答とさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

  それと、鍵開けの手順の方法とか、周りの人が

少しでも安心感があるような形での周知の方法で

すけれども、今現在ちょっと町の中で、宮代町ち

ょっと特殊なやり方をしておりました。ほかの市

町村ですと、鍵開け担当職員に鍵を持たせている

というのが一般的だそうです。私たちはしていま

せんで、避難所のほうにダイヤル式の鍵入れがあ

りまして、それを開けるような形にはなっており

ます。ですので、担当が仮に変わったとしても、

そのナンバーさえ、マニュアルさえちゃんとしっ

かりしておけば開けられるような状況にはなって

おりますので、なかなかその情報をちょっと公開

するというのも難しいかなとは思っております。

ただ、町のほうの職員が開けるんだよ、だからそ

こから避難所に来てくださいという周知ができる

と思いますので、この点につきましては周知をさ

せていただいて、少しでも安心できるような体制

を取らせていただければというふうに思っており

ます。 

  それと、すみません、私のほうで把握し切れま

せんで、5,000万円の関係は恐らくポンプの関係

になってしまう、ポンプ、笠原の。 

〔発言する人あり〕 

○町民生活課長（新井庸一君） そうですね。やは

りポンプと車の関係はまちづくり建設課のやっぱ

所管になってしまいますので、そちらのほうです

みません、お聞きいただければというふうに思っ

ております。 

  あとは、もちろんお話しいただきました点につ

きましては、もちろん足りないところもあるとは

思いますし、検討していかなければならないとい
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うところもあると思います。過去に検討した経緯

があったかもしれないけれども、今に至っている

という部分ももしかしたらあるかもしれませんの

で、こちらにつきましては改めて過去の経緯も踏

まえまして、担当と一緒にちょっと勉強させてい

ただきながら、新たな課題として検討させていた

だければというふうに思っておりますので。ご理

解いただければと思います。 

  以上になります。 

〔発言する人あり〕 

○町民生活課長（新井庸一君） テレ玉ですね、す

みません。テレ玉につきましては、利用者の聞い

てみるというところはあるとは思います。実際の

ところはデータ放送ですのでテレ玉さんも集計し

ている可能性もありますので、検討してみたいと

思っておりますが、大変申し上げにくいんですが、

こちらにつきましては予算書を見ていただければ

と思うんですが、５年度いっぱいで一応契約のほ

うは解除しております。というのは、議員もちょ

っとお話しいただきましたとおりに、費用対効果

の面も考えまして、見ていただくと66万円という

多額の数字がかかっている中での私たちがうまく

利用していなかったという反省点もあるのかもし

れませんけれども、そういうものを総合的に踏ま

えた中で一度解除させていただいているという経

緯もございますので、反省と課題というのは幾ら

解除したとしても持たなければならないというふ

うに思いますので、その点は情報ですとかという

経緯として残しつつ、新たな方法として今回ＬＩ

ＮＥのほうも試させていただきますので、そうい

う落ち度というか、少しでも足りなくならないよ

うな形での補完というものをさせていただくこと

で対応させていただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 最後の再々質問をさせてい

ただきたいと思います。 

  今課長のほうから直接ご説明どうもありがとう

ございました。その前に１つ答弁漏れになるのか

どうかちょっと分かんないんですけれども、進修

館のモニタリングの調査がきちんとなされていな

いのではないかというところを後でちょっとお願

いいたします。 

  今課長からご説明ございました災害時の鍵の職

員が担当してという珍しいケースとおっしゃいま

したけれども、実際問題どういうふうな鍵やって

いるか分からないんで、後でちょっと細かいとこ

ろになりますので伺いたいと思いますが、私がマ

ンション管理やっていたときには、４つボタンを

押して、その中に鍵があるというふうなやり方や

ったこともあるんですけれども、ケースの中で。

そうすると、担当が変わったら番号を変えれば、

安全性というか機密性が保たれると。いろんな方

法あると思うんですけれども、そういうふうなと

ころをちょっと今度話してみたいと思います。 

  あと、これ最後にさせていただきたいと思いま

すが、今テレ玉の契約が５年度で契約を解除した

というふうな形になりましたが、そもそもこれ何

年契約でやっていたのかというところと、これを

導入するに当たっての当然決裁とかあって、費用

対効果も考えた上でやった、それがどの程度効果

はなかったのかというふうな検証をうちの町で本

当にされていない検証、しかも記録を残した検証

というのは、５年度で契約解除したということは、

これ解除条項がどのようになっているのか分から

ないですけれども、民法上の545条になっている

か分かんないですけれども、この辺のところを後

でちょっと、この場で聞いても細かくなり過ぎて

法律的なことになるので、後でお尋ねしたいと思
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います。 

  あとは、ＡＥＤの防災マップの当然これ防災マ

ップ、今川野委員がお持ちになってくださって分

かりやすかったんですけれども、確かに目的があ

って、それでそのための手段として防災マップと

いうものを宮代町は採用している。それは十分承

知しております。窓口で僕申し上げたときには、

たしかこれ飯能だったかな、何かあっちの西のほ

うで、あれは自治会単位でしたけれども、そうい

うＡＥＤの場所をやっているというところで、そ

ういうのがあれば、より何かあったときに隣のお

じいちゃんが倒れたとかそういうときに、何かあ

ったときにあの防災マップ見れば分かるんだよと

いうふうな使い方もできるんじゃないのという提

案をさせていただいたので、そのときに特に髙林

さんが熱心に安澤さんとも話し合って前向きにや

ってくださろうとしていたのは重々承知しており

ますので、そこに期待したいと思います。昨年度

はまだ在庫がいっぱいあったんでできなかった。

ただ、ネットのほうにやることは十分できると思

いますので、引き続きそれはお願いします。 

  あと、最後に追加で、さっき聞き忘れたという

か、お伝え忘れたんですけれども、駐輪場の問題

ですね。契約時のアンケートとかではなくて、例

えばこれも契約更新、新規の契約は別としても更

新時はモバイルとかその辺でネット上で更新をす

ることによって、それを進むときにこれまでの契

約はどうでしたかとか、使い勝手はどうですかと

かとアンケート項目を含めた上で最終的に更新し

て、ネット決済とやるやり方もほかのところで似

たようなことをやっているのを聞きましたんで、

そこも考慮していただければと思って、質問を終

わらせていただきたいと思いますが、今聞いたこ

とで答えられることがあればお願いします。それ

で終わりにしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 今質問の中でモニタリン

グについて答弁漏れと言いましたが、先ほど説明

されておりました。間違っておりますので、訂正

してください。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい。僕のほうが

聞き忘れていた可能性が何かありそうですので、

そうであればごめんなさい。訂正いたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○町民生活課長（新井庸一君） 町民生活課長の新

井でございます。 

  お話しいただきました点につきまして、鍵開け

については後ですみません、窓口のほうでよろし

くお願いしたいと思います。 

  テレ玉につきましても後でお話をさせていただ

きたいと思いますが、基本的には単年度契約なも

のでございます。解除に至った経緯につきまして

は改めてちょっとお話をさせていただければと思

います。 

  あと、ＡＥＤにつきましては、飯能市という具

体的な市の名前もいただきましたので、こちらに

つきましてはネットとかをちょっとのぞかしてい

ただいたり、場合によっては担当者のほうに連絡

させていただいたりして、ちょっと勉強させてい

ただければと思います。 

  ネットの確かに更新という部分もございますの

で、その点も本当に可能なのかというものを検証

したいと思います。ちょっと私が今ぱっと考えた

感じですと、やっぱりハザードマップの内容とネ

ットの内容が変わってしまうと、やっぱり逆に混

乱する方も出る可能性もあるとは思いますので、

そういう部分も捨てずに新たな情報というのを発
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信できるようなものはちょっと検討させていただ

ければと思っております。 

  それと、駐輪場の更新、こちらもどこかの自治

体でやってらっしゃるようなお話を伺いましたの

で、その点も含めまして勉強させていただきなが

ら、このまま自転車の駐輪場管理を続けるという

のも踏まえまして少し検討させていただければと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質問は。 

  じゃ、ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

 

再開 午後 ３時５４分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き町民生活課の質疑

を行います。 

  質疑はありますか。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ４問質問させていただきます。重複しないよう

に質問させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  まず、決算書70ページ、交通安全対策事業にな

ります。説明書では106ページになります。 

  交通安全施設の新設修繕というところで、表組

みのところで今回は道路標示灯工事が新設がゼロ

か所になっております。修繕が５か所で、これが

485万1,000円になっているんですね。昨年度は新

設が４か所ありまして、修繕が８か所ありました。

合計で12か所で、こちらのほうが356万1,800円と

いうことで、新設修繕を12か所という数やった中

で356万1,800円で済んでいるんですね。今回は修

繕だけ５か所ですので、それで485万1,000円とい

うことで、ちょっと金額が大幅に多いんですけれ

ども、これについて説明をお願いいたします。 

  それから、２問目になります。決算書72ページ、

自転車対策事業になります。こちらのほう簡単な

質問で申し訳ないんですけれども、説明書107ペ

ージになります。 

  表組の下のほうになりまして、放置自転車の場

所別の撤去台数ということで、今回は５年度は74

台ということで減っていますので、何か有効な手

段を使われたかどうか。いいことじゃないかなと

思います。その中で問題なのは、姫宮駅周辺だけ

が23件も増えているということで、昨年度は４件

でしたから19件も増えているんですけれども、こ

れに対して何か原因があるかどうかをお伺いいた

します。 

  それから、３問目になります。決算書74ページ、

説明書109ページになります。 

  この中の一番最後のほうになるんですけれども、

防災行政無線更新工事で、こちらのほうが697万

6,200円ということで大変高額になっているんで

すね。ここで防災行政無線システムの機器の更新

や改修工事を行うことで防災行政無線等説明が入

っているわけなんですけれども、ただ、もっと具

体的にこの防災行政無線のどこをどのように改良

されたというか、そういうところをちょっと説明

がないと思いますので、説明をお願いいたします。 

  それから、最後の４問目になりますが、これは

説明書のほうだけで101ページになります。101ペ

ージの真ん中の辺りになるんですね。 

  備蓄品の保管場所等を見直し、災害時に活用し

やすい環境を整えましたというふうにこう書いて

あるわけなんですけれども、これは決算書で言い

ますとどの部分に当たるかを教えていただきたい

と思います。 
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  以上、４点です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  泉委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  決算書70ページ、説明書106ページの交通安全

施設の新設修繕の関係になります。 

  修繕５か所ということになっていますが、それ

が工事の内容は下の表になっています修繕５か所、

川端１丁目、字東、字姫宮、和戸３丁目、字西原

のこの５か所になっています。この中で特にお金

がかかっているのは、グリーンベルトになるんで

すけれども、これが結構な延長をやっていますの

で、箇所数とちょっと金額というのが必ずとも多

いから高いとか少ないから安いということではな

くて、延長なんかで金額が変わってきますので、

今回の場合はグリーンベルトが和戸３丁目と字西

原のほうなんかで入っておりますし、字東のほう

でも入っておりまして、このグリーンベルトの延

長が長くて去年よりは金額が多くなっているとい

う形になっています。 

  続きまして、説明書107ページの放置自転車の

関係なんですけれども、姫宮駅周辺がちょっと数

が多いんじゃないかということなんですけれども、

駅周辺といいましても実際これ駐輪場の中の自転

車の撤去になっています。どういう状況かといい

ますと、朝７時から11時までシルバー人材の方が

入っているんですけれども、実際それ以外の時間

って誰もいないんですね。その時間帯を見計らっ

てかどうか分かんないんですけれども、その時間

帯に置いて使っちゃっている人が結構いらっしゃ

いまして、我々のほうで午後なんかに見に行って

翌朝チェックすると止まっているというような形

で、無断で使用されている方がいらっしゃいまし

たので、そういう方ちょっとチェック厳しくしま

して、撤去作業をさせていただいた数が増えてい

るので、今回ちょっと姫宮駅周辺が増えていると

いうような状況になっております。やはりお金払

って使っている人とこずるくそういうふうにいな

いときに使う人が同じような状況ではよろしくな

いので、その辺町のほうでもチェックをさせてい

ただきまして、そういったことがあった場合には

警告札を巻いて、場合によっては翌朝でもまだ使

って置きっ放しということであれば、もうそのま

ま撤去という形を取らせていただいたのがちょっ

と今回多かったので、23という形で計上はされて

いる状況です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  防災行政無線の工事の関係で、主要な施策に関

する説明書109ページの説明についてご説明のほ

うをいたします。 

  更新工事ということで697万6,200円、こちら成

果のほうに具体的な内容が示されていないという

ご指摘でございます。すみません、そのあたりの

表記、申し訳ございませんでした。 

  工事の内容でございます。防災行政無線の更新

工事ということで、屋外子局48か所、屋外子局と

いうのは防災無線の基地局から発信したものを各

地区に放送するスピーカーがついた放送設備でご

ざいます。こちらの子局48か所、あと再送信子局

１か所、こちらは中継基地のようなものでござい

まして、無線が届かないようなところを中継して

再送信を行うという、こちらの器具に関しまして

無停電装置ですね。万が一停電が発生した場合、

重要な防災に関する情報が各地に届かないといけ
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ないので、停電を防ぐような無停電装置というの

が各子局に設置されておりまして、こちらのほう

が経年劣化のほうが進んでおりましたので、更新

工事を行ったものでございます。無停電装置の入

替え工事でございます。入替えに伴いまして、各

地で調整等必要になってまいりますので、伝達が

できるかどうかとかきちんと鳴るかどうか、そう

いったものの機器の調整と工事のほうが行ったと。 

  それともう一点、工事のほうがございまして、

こちらが防災行政無線の遠隔制御の修理でござい

ます。こちらは宮代消防署に防災無線が設置して

ありまして、こちらが動作不良を起こしたため修

理をしたものでございます。この２点の工事がこ

ちらに書かれております697万6,200円の内容とな

ってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○危機管理担当主査（髙林優子君） 町民生活課危

機管理担当主査、髙林でございます。 

  説明書101ページの備蓄品の保管場所の見直し

や決算書のどこですかというご質問ですが、こち

らですが、決算書75、76ページの災害に強いまち

づくり啓発事業でございます。こちらの中で、訓

練を行った際の消耗品、例えば今回買いましたも

のは鍵の箱が壊れていたらそちらのほうを直しま

したりですとか、空きがとても悪かったので、そ

れを交換したりですとか、訓練に伴う事務用品や

そちらの消耗品などを購入したものがこちらの訓

練の決算ということになります。ですので、見直

しは実際私たちが体を使って運んだりしているも

のですので、計算書に何か反映しているかという

と、この訓練で見つかった問題点を生かしました

というような内容になります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） はい。ありがとうござい

ました。 

  ちょっと順不同になりますが、そうしますと、

私が期待していたのとはちょっと違う、もう少し

何かすごいことをやったのかなというふうに何か

読んでいて思ったもんですから、期待しただけだ

ったんで、すみません、分かりました。ちょっと

がっかりです。 

  それと、あと72ページですか、こちらの自転車

対策のところで、ここは姫宮駅周辺と書いてあり

ましたので、例えば今年度に限ってちょっと自転

車を盗んで、その盗んだ自転車を何かこのそばに

放置して電車に乗る人がいたりとか、何か特定の

人的な被害があったのかなと思ってお聞きしたん

ですけれども、それはなかったということでよろ

しいか、お伺いいたします。 

  あと、防災行政無線のほうなんですけれども、

こちらのほうは、そうしますと48か所の劣化等の

修繕が幾らになったのか、また遠隔装置の不良の

修正が幾らだったのかをお伺いいたします。 

  再々質問はいたしません。 

○委員長（土渕保美君） 答弁願います。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  先ほどの防災行政無線工事の内訳のほうを説明

させていただきます。 

  防災行政無線、子局48か所の無停電装置更新工

事が676万5,000円です。防災無線の遠隔装置、宮

代消防署のほうで行われた工事ございますけれど

も、こちらが21万1,200円という内訳になってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主査。 
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○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  説明書107ページ、駐輪場の関係です。 

  盗難による駅前に放置してというような形があ

ったかというご質問だったというふうに認識して

おりますが、実際盗難届が出ていたかどうかとい

うところで確認をしたところですと、盗難届は出

てないものでありました。実際どこまで盗難され

ていたかというところまでちょっと把握はし切れ

ていないのが実情です。実際ほとんどが駐輪場で

無賃利用というか、そういったものの撤去が多か

ったように覚えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、３点についてお尋ねいたします。 

  まず、第１点目は、決算書53、54ページ、説明

書では103ページなんですが、１項総務管理費、

１目一般管理費の地域コミュニティー活性化事業

がございます。支出済額が約2,482万円で、不用

額が314万円という説明がございました。 

  これについては、負担金、補助及び交付金で３

つありますよね。あるんですけれども、不用額の

主な原因が地区自治会からの補助申請件数が減っ

たという、そういう説明がありましたが、どれが

どれなのか、もう少し詳しく説明をお願いしたい

と思います。 

  それから、２点目は、決算書73、74ページの、

失礼しました、これは分かりました。 

  決算書75、76ページ、13目進修館費の進修館管

理事業であります。 

  昨年度は大ホール、それからロビーの空調機器

交換工事を実施しました。もうかなり大がかりで

やっていましたが、そのことではなくて、先ほど

誰から出ている駐車場の件なんですけれども、特

に障がい者専用駐車場が現在紙で貼られておりま

すね、１台分は。これについて私はなぜ質問して

いるかというと、当初予算でちょっと参加してい

なかったもんですから確認なんですけれども、障

がい者専用駐車場、これはここだけなのか、ほか

に専用駐車場として設置されるのかどうか。 

  それから、駐車場はこれまで56台から81台にす

るんですと。随分木が切られて、住民の中にはち

ょっと風情がどうなんだろうとかそういう声も聞

くんですけれども、その辺は駐車場を増やすのに

は代えられないという考え方もあるんですが、そ

の辺についてはどのように住民に返したらいいの

か、その辺お尋ねしたいと思います。 

  それから、３点目は、決算書で163、164ページ

の９款消防費、消防総務事業なんですけれども、

ここでは支出済額は前年度と比較して約6,054万

円の増額となったということなんですけれども、

説明では埼玉東部消防組合が計画している高機能

消防センターの建設に伴う負担金だということで

すが、これはそうしますと、加須市に建設された

ものなのかどうか、その辺の説明がありませんの

で、この点について最後お尋ねしたいと思います。 

  以上、３点。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹、

加藤でございます。 

  決算書53ページ、54ページ、説明書103ページ

の地域コミュニティー活性化事業の負担金の不用

額についてでございます。 

  不用額につきましては、特に不用となったもの

につきましては地域敬老会の当初予算の見積りが

全76地区ということで計上させていただきました。
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その結果、敬老会をやられた地区が実際に44地区

のほうでやられたということになります。これは

件数につきましては27件なんですが、例えば８町

会とか、あと和戸町内会とかというところについ

ては連合で開催しておりますので、地区数にしま

すと44地区ということになります。自治会数で言

いますと、44自治会、76分の44ということになり

ます。一番不用額が多いのが地区敬老会、地域敬

老会に対する補助金の申請が見込みより少なかっ

たことによるものでございます。 

  続きまして、決算書75ページ、76ページの進修

館管理事業でございます。 

  こちらについては、今年度これから工事の発注

を予定しております駐車場の障がい者専用駐車場

の数についてですが、今現在障がい者の駐車場、

進修館３か所ございまして、大ホールの前の駐車

場と大ホール脇といいますか、駐車場のゲートか

ら入って右手に障がい者のラインが枠が入ってい

まして、そちらと、あと教育支援センターの脇の

３か所になってございます。これにつきましては、

今回の舗装工事をやりかえたときに、ちょっと一

部大ホールのところの障がい者駐車場が既定の幅

が取れていなくて、あそこ実際に障がい者駐車場

は3.5メートル取れないとちょっと障がい者の駐

車場にならないということで、あそこの大ホール

のところを今回の工事に合わせて、庁舎で昨年度

やりました思いやり駐車場の舗装をし直して、思

いやり駐車場を１台取り設けまして、そのほかの

障がい者駐車場の２台につきましては、教育支援

センターのところに２台、あともう１台思いやり

駐車場を脇に設けさせていただこうと考えており

ます。それなんで、最終的には障がい者が２台で

思いやり駐車場が２台ということになります。 

  実際に先行して駐車場の舗装工事をやるのに先

行して、５月から進修館の駐車場の樹木の伐採と

伐根をさせていただきました。実際に中には窓口

に、１件なんですけれども、進修館に愛着がある

方が来られて、やはり樹木についてもあれ一体と

して進修館だということでお叱りのお言葉を受け

たことがあります。ただ、町のほうとしても今あ

る樹木の植樹ますが削った場合に駐車スペースが

確保されるということで伐採しましたが、伐採し

た樹木については最低限駐車場になるであろうと

いうスペースの部分しか伐採と伐根をしておりま

せんので、そこら辺はご理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○町民生活課主幹（田代宇隆君） 町民生活課主幹

の田代でございます。 

  主要な施策に関する説明書の112ページのほう

の負担金５億1,312万円、こちらの使途でござい

ますけれども、こちらは埼玉東部消防組合の構成

する市町の本署というものが久喜市にございまし

て、県道春日部久喜線を久喜のほうに向かってい

きますと、左手のほうに見えてくるんですけれど

も、そちらの消防署の中に本署の中に高機能消防

指令センターでございます。こちらの建て替えの

ための負担金ということになってございます。で

すので、久喜市の中にある高機能消防指令センタ

ーの建て替えという内容になってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは再質問させていた

だきます。 

  まず第１点目の決算書53、54ページの地域コミ

ュニティー活性化事業の関係ですが、これについ

ては不用額が発生していて、その大部分は敬老会

の関係なんでしょうか。上程説明の補足説明のと

きには敬老会のことは一言も触れていなかったよ

うな気がしますので、それでいいのかどうか。 



－１３７－ 

  それから、たしか豊かな地域づくり推進事業費

補助金、それから集会場整備事業補助金、それか

らコミュニティー助成事業助成金と３つあって、

この関係でこれまで通称宝くじ助成金とかそうい

うのがあって、それが２つの自治会によって採択

があったので、それが不用額なのかなと思ったん

ですけれども、そうじゃないという説明なんです

けれども、もう少し、だとすれば分かりやすく説

明していただいたほうがよかったのかなと思いま

す。なぜかというと、こういう助成金があると、

どれがどれなのか分かりませんので、私が気にな

っているのは特に集会場整備事業補助金ですよね。

これは１回補助金もらってしまうと、もうサイク

ルとしてもう何十年も来ないのじゃないかなと、

そういう気がしたもんですから、ちょっと聞いて

みました。じゃ、敬老会の関係で不用額が出たと

いうことで理解してよろしいですねということで、

もう一度確認させていただきます。 

  それから、進修館の関係ですが、分かりました。

今どこでもそうですが、障がい者専用駐車場が優

先されて確保されておりますので、そういった点

では非常によかったかなというふうに思います。

そのほかにも思いやり駐車場等々もあって確保さ

れるということなんですけれども、そうしますと、

木を伐採したところについては分かるんですが、

そうしますと、雑草というかそういうスペースは

変わらないということで確認するのと、あと駐車

場そのものなんですが、今道路もそうですけれど

も、浸透式の駐車場もありますけれども、進修館

の駐車場の場合は特にそういう考え方でなくて、

従来の考え方でいいのか。もう最近は物すごい量

が降ると相当たまっていますよね。特に、教育セ

ンターのほうはもう水たまりになっていますので、

これからのことを考えると、非常に水はけもよく

ないとやはり駐車場のていをなさないというふう

に思いますので、そういった点での工夫はもちろ

ん考えられていると思うんですが、そういう点で

は心配ないということで確認させていただきたい

と思います。 

  それから、最後の163、164ページの消防総務事

業なんですけれども、高機能ということで、これ

は全く決算書にも出ていないですよね。18節の負

担金、補助及び交付金で、埼玉東部消防組合負担

金というだけで、その中の久喜市ということで回

答がありましたので分かるんですけれども、建て

替えだということなんですけれども、これはどこ

にも高機能消防センターの建設に伴う負担金だと

いうのは全然示されていないので、そうなのかと

いうふうに思ったんですけれども、これはもう少

し分かりやすく初めからこういうふうになってい

るんだということでちゃんと示してもいいのかな

と思いますが、これは今後の問題ですが、説明が

ないと全然そういうものに使われたというふうに

分かりませんので、今後ですけれども、そういう

点ではよろしくお願いしたいと。 

  そうしますと、前年度との関係では6,054万円

の増額になっているけれども、そのうちのどれに

当たるんでしょうか。金額的にお示しいただきた

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○町民生活課主幹（加藤正久君） 敬老会の補助金

についてです。不用額については、大部分の不要

額が敬老会の補助金の執行残ということで、ご理

解いただければと思います。 

  また、集会所修繕の補助でございます。こちら

については例年９月の地区連絡会のほうで翌年度

の大規模な修繕、おおむね50万円以上の修繕につ

きましては、区長さんに翌年度の50万円の工事に



－１３８－ 

ついては見積りを取っていただいて、それをこち

らのほうでお預かりしまして翌年度の予算要望に

反映させていただくということになっております。

ただ、小規模な例年200万の予算取っているんで

すが、そういったものについてはその都度、不具

合が生じた場合については補助金として出させて

いただきますが、補助率が２分の１となっており

ますので、当然自治会さんの負担もございますこ

とから、それは調整しながら修繕していければと

思います。 

  あと、進修館の木の伐採でございます。すみま

せん、進修館の木の伐採は令和６年度の工事の伐

採以前に、補正予算でカミキリ被害が見られた木

については19本先行して伐採と伐根をさせていた

だいております。それについての雑草ということ

ですが、こちらについては今後、場合によれば業

務委託の中で切ったり、除草をさせていただいた

りとかするんですが、今後雑草が繁茂する時期か

らは外れていくと思いますので、そこら辺は現場

を確認しながら管理していければと思います。 

  今年度の進修館駐車場の舗装についてでござい

ます。こちらについては、もちろん透水性舗装と

いうことになります。普通の車道とかで舗装でし

ている目の粗いアスファルトコンクリートでなく

て、透水性で目が粗くてその下の層で浸透しやす

いような砕石で路盤を造らせていただきまして、

通常の舗装より雨水が浸透しやすいような組成で

やらせていただきますので、ご理解いただければ

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○交通安全・消防担当主査（長瀬昇之君） 交通安

全・消防担当、長瀬でございます。 

  決算書164ページ、東部消防組合の負担金の関

係です。 

  東部消防組合から負担金の内訳ということで来

てはいるんですけれども、内訳としまして共通経

費、あと単独経費、あと特別負担金という３つの

項目に分かれて合わせたものを総額で請求をされ

ているというような状況です。 

  特別負担金の中に交付金の高機能消防支援セン

ターの管理事業ということで入っているんですけ

れども、ちょっと申し訳ございません、５年度の

総括表が手元にご用意できていないので、具体的

な数字がお話しできないんですけれども、一応そ

ういった形で内訳をした中で、東部消防組合から

は積算をした金額の請求を受けているという状況

になります。 

  資料のほうは追ってちょっと確認をして、お伝

えをしたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問になり

ます。 

  進修館の管理事業、決算書75、76ページに関わ

る問題ですが、先ほどの質問に対して答弁で分か

りました。 

  ただ、現在大きく半分に分けると、教育センタ

ーのほうが段差になって、側溝がありますので、

その下が物すごい水浸しになっていると。あの段

差というのは解消するのか、それとも解消しない

まま駐車場のほうの増やすための工事になるのか、

その点、１点だけお願いしたいと思います。 

  もう一点、決算書の163、164ページの関係につ

いては、これは後でお示しいただければ、それで

結構です。１点だけ。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 
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○町民生活課主幹（加藤正久君） 町民生活課主幹、

加藤でございます。 

  ただいま質問にございました進修館の舗装をや

る上で、あそこの真ん中辺にある深い側溝が、あ

れは進修館の交差点のほうに勾配が流れて排水さ

れているんですが、あちらについては、既存の高

さが決まっていますので、あの高さに舗装を上げ

てしまうと、教育支援センターが埋まってしまう

というか、あそこの高さのＧ．Ｌがもう決まって

おりますので、現状に合わせて舗装をやり替えさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で町民生活課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３４分 

 

再開 午後 ４時３６分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開します。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（環境資源課） 

○委員長（土渕保美君） これより環境資源課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している職員の紹介

をお願います。 

○環境資源課長（大場崇明君） 皆さん、こんにち

は。環境資源課長の大場と申します。よろしくお

願いいたします。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） こんにちは。

環境資源課副課長の小林と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） こんにちは。環

境資源課主幹の田邊と申します。よろしくお願い

いたします。 

○資源循環担当主査（古山進二君） よろしくお願

いいたします。環境資源課主査の古山と申します。

よろしくお願いします。 

○資源循環担当主査（河井伸一君） こんにちは。

資源循環担当、河井といいます。よろしくお願い

いたします。 

○環境推進担当主査（濱田裕也君） 皆様、こんに

ちは。環境資源課環境推進担当の主査の濱田と申

します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては所属、氏名を述べてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  決算書の73、74ページ、説明書の117ページで

す。 

  空き家対策事業についてです。 

  決算では、空き家対策の協議会についての執行

ということで、予算ではその中で対応しなければ

いけないという費用も取っていたと思うんですけ

れども、そういったことがなかったというところ

で理解をしているところでございます。 

  それで、宮代町の空き家の現状ということで、

最近空き家の土地を壊して建て替えるということ

が結構起きているなとは思っておりまして、宮代
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町の現状として、例えば空き家になったところを

まず相続をして、ちょっと離れたところでも管理

をして、離れているからちょっと空き家が不適切

になったりという状況であったり、もしくは相続

を放棄する場合とかもあるんですが、その辺の状

況とかもし把握されていて、教えていただければ、

宮代町の現状としてお願いしたいと思います。 

  ２点目が、決算書の135ページ、136ページ、説

明書が119ページになります。 

  環境衛生事業についてです。 

  こちらの説明書のほうの空き地環境保全という

ことで、この表になっているところのもう少し詳

しくご説明をいただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  順次お答えをさせていただきます。 

  まず、１問目の空き家対策に関して、建て替え

等が進んでいるということで、その中で相続放棄

等が行われているケースもあるんじゃないかとい

うことで、その辺の状況について把握していると

いう状況があればというご質問かと思いますけれ

ども、現在町のほうで、今年度なんですけれども、

空き家の実態調査というのをまさに行っている最

中でございまして、この相続放棄も含めた所有の

状況については、空き家の実態調査の中で順次行

っていく予定でございまして、まだ現在はこの調

査をしている途中ということですので、詳細につ

いてはまだご説明できる状況にございませんので、

ご了解いただきたいと思います。 

  それから、もう１点目の説明書119ページ、空

き地の表のもう少し詳しい説明をということでご

ざいますけれども、119ページの表について説明

をということなんですけれども、こちらは、過去

３か年、令和５年、４年、３年の町が把握してい

る空き地の概要、全貌という形でこちら数字を掲

載させていただいております。 

  こちら、表それぞれに把握面積と要是正面積と

いうことで記載をさせていただいておりますけれ

ども、まず、把握面積につきましては、町が町民

の方から雑草の繁茂等で苦情をいただいたり、あ

るいは、職員が町内を回っているときに、認知を

した空き地等を町が何らかの形で把握をした空き

地というのがこの把握面積ということで表現をし

ておりまして、それに対して要是正面積といいい

ますのは、把握した中で定期的に町のほうで、こ

れは、空き地に関しては巡回調査、現場の調査を

行っておりまして、これが時期的には年２回なん

ですけれども、７月ぐらいと、それから冬場は11

月ぐらいという２回、夏場に関しては雑草が繁茂、

冬場に関してはいわゆる枯れ草で火災予防等も含

めてという形になるんですが、その年２回の定期

的な現場巡回と、それから、個別にご相談いただ

くご相談のときも含まれているんですけれども、

大きくはその定期的な巡回の中で、要するに雑草

の夏であれば繁茂、それから冬場であれば枯れ草

の堆積といいましょうか、そういった状況が確認

されたものについてがこの要是正面積という形で

表現をしてございます。 

  それぞれその土地の地権者の方たちの数と、そ

れから実際の土地の筆の数ということで、右側の

表にはそういった形で数字を入れさせていただい

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ご説明いただきまして、分かりました。 

  まず、１点目なんですけれども、今年から法律
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も変わって、所有の管理というのがちょっと変わ

ったというところで、あと、その調査をされてい

るというところで、またそれを待って宮代町の現

状伺いできればと思いました。それはそれで大丈

夫です。 

  ２点目なんですけれども、今のご説明で分かっ

たんですが、例えば令和５年度ですと、把握して

いる件数と、是正しなければいけない件数は、も

う是正をされたということで、それ以外はもうい

つも管理ができている状態ということの認識でよ

ろしいのか、ご確認をお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  ご質問、空き地の管理の状況ということで、こ

の是正の状況についてということでのご質問でご

ざいますけれども、こちらはあくまでも是正が必

要な状況というのは町が把握をいたしまして、こ

の右側にある地権者の皆様に現状についてお伝え

をして、適切な管理を促すようなお願いの文書と

いうのをお送りすることを基本としております。 

  その後どのような対応になっているかというと

ころまでは、これはそれぞれの所有者さんの任意

での対応ということになりまして、いつ対応して

いただけるのかというのがなかなかこちらで一概

に把握できないというところから、十分に実際に

どうだったかというところまでは追い切れていな

いというのが現状でございます。 

  ですので、一定の期間を置いて確認をして、是

正が確認できたというケースもあるんですが、な

かなか全部把握するというところは難しい状況で

すので、その点については、ちょっとご了解いた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  分かりました。 

  最後に、もし是正されないというところで、こ

の決算書の委託料の草刈り業務というのは、どう

いうことでこれをされたのかというその関連があ

るのか、お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  決算書の136ページの一番下の欄に委託料、草

刈り業務委託料ということで35万2,000円の表示

ございます。こちらとの関連性ということでのご

質問かと思いますけれども、実はこちらの35万

2,000円については、国納の不法盛土、いわゆる

国納の山の草刈りの委託料でございまして、ちょ

っといわゆる一般的な空き地の保全とはまた別の

ものということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  説明書の118ページ、この中にある犬のしつけ

教室の件でなんですけれども、この犬のしつけ教

室、決算書のほうを見ても費用のほうが書いてい

なかったので、この犬のしつけ教室には幾らぐら

いの費用がかったのでしょうか。 

  また、そのときの、開催したときの内容、どう

いった何歳ぐらいの犬を対象にしたとか、そうい

うのが分かったら、教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 
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  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  犬のしつけ方教室のご質問についてお答えさせ

ていただきます。 

  犬のしつけ方教室の講師謝金でございますけれ

ども、こちらは近隣の市町と獣医師さん、この近

隣の市町に開業されている獣医師さんとで構成を

した狂犬病予防協議会という協議会がございまし

て、こちらから支払われている形になっています。 

  ですので、決算書には講師謝金という形では実

は記載がございませんで、決算書の128ページの

中段に狂犬病予防事業の中に負担金、補助及び交

付金ということで、そちらの欄に幸手保健所管内

狂犬病予防連絡協議会負担金、ちょっと長いんで

すけれども、こちらで支払った３万1,000円、こ

ちらの中に含まれているということでご理解いた

だきたいと思います。一応この講師謝金につきま

しては、交通費とそれから消費税込みで３万

5,000円をお支払いしております。 

  このしつけ方教室につきましては、令和５年度

は10匹の犬とそれから23名の飼い主の方に実際に

はご参加いただいておりまして、犬は対象として

いるのは１歳ぐらいまでの犬を目安にご参加いた

だいています。しつけに向いているのがやはり若

いときにしつけをするというのが非常に適した時

期ということがございますので、１歳の犬の飼い

主様を対象に町のほうでダイレクトメールを送ら

せていただきまして、参加を募って、そこからご

参加いただいた今回は10頭の犬と23名の参加者の

皆様にご参加いただいて、この教室というのを行

いました。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川でございます。 

  説明書の117ページで、公共施設の太陽光発電

導入調査の実施というのがあるんですけれども、

この中で導入可能規模や費用に関する調査及び検

討したということなんですけれども、その規模と

か費用というのはどうであったのかという、その

結果をお知らせいただければと思うんですが。 

  あともう一点は、そもそもでゼロカーボン、こ

の町やっていくということで、どの数字をゼロに

するんですか。今、言われている数字というのは

どこを見ればいいのかなというのがあったんで、

ちょっとそれを教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  まず、１つ目のご質問、太陽光の設備の導入可

能の規模等々ということでのご質問でございます

けれども、こちらは調査結果がまとまっておりま

して、その調査結果によりますと、実は公共施設

の最大規模と最適規模という２つの側面からこの

導入の規模というのを算出をしております。 

  まず、最大規模、最適規模は何かといいますと、

太陽光発電というのは基本的には、つけた施設で

発電して、そのつけた施設で使う、いわゆる自家

消費といいますけれども、この自家消費を前提と

した設置ということで考えておりまして、その自

家消費を考えたときに、実はその施設で使ってい

る電力量とそれから発電できる量というのが場合

によっては発電のほうが多いときがあります。要

は使い切れないということですね。 

  使い切れないこともございますので、使い切れ
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る量として算出したものが最適規模ということで、

なぜ最大規模、最適規模しているかというところ

は、最大規模に発電しますと、余剰が生まれた場

合には、この余剰を活用するという側面がござい

ますので、場合によっては余剰の活用ということ

も考えつつ、ただ一方で使い切るというところを

考えたときには最適規模ということで、その両方

から算出をしているということで、まず前提とし

てはということになります。 

  そしてまず、最大規模ということですけれども、

もう全部の宮代町の今回調査を行ったのが約30施

設50建物ということで調査を行っておりますけれ

ども、全体の最大規模でいきますと、専門的な数

字であれなんですけれども、1,967キロワットと

いう規模が最大規模、2,000キロワット、２メガ

ワットという言い方をするかもしれないんですけ

れども、これが最大規模で導入可能な太陽光の規

模ということになります。 

  一方で、先ほど申し上げました使い切れる量、

最適規模でいきますと1,154キロワットというこ

とで、約半分近くまでということで、1,154キロ

ワットというのが最適規模ということで、これ、

全部の公共施設をトータルした数字になります。

内訳はかなり細かいので、まずはトータルでご説

明させていただきますけれども、ですので、使い

切れる量でいきますと、この1,154キロワットと

いうことになってくるということでございます。 

  続きまして、２点目のゼロカーボンと一口に言

うけれども、ゼロというのは何をもってしてゼロ

なのかということのご質問でございますけれども、

こちらにつきましては、宮代町が宮代町内で排出

されている温室効果ガス、これは宮代町役場だけ

に限らずなんですけれども、もちろん町もそうな

んですけれども、町の公共施設だけでなくて、町

民ですとか、事業者の皆様が排出している全ての

ＣＯ２、これを実質ゼロにしていくということが

このゼロカーボンの趣旨でございまして、実際に

どれだけの排出があるのかというところでいきま

すと、まず、ゼロにするといったときにどこを起

点にするかというところがございますけれども、

これは基準年がございます。2013年度ということ

で、実はどれぐらいの排出だったのかというとこ

ろは、環境省が全ての自治体の排出量を算出した

自治体排出量カルテというのが公表されてござい

まして、この排出量カルテによりますと、最新の

排出量カルテによりますと、2013年度は宮代町全

域で、ちょっとこれも規模が非常に大きいんです

けれども、13万5,000トンＣＯ２ということで、１

年間でこれぐらいの排出をされているということ

になりまして、これを実質ゼロにしていくという

ことになります。 

  参考までに2021年度がどれぐらいなのかという

ことで、これは３年ほど前の数字になりますけれ

ども、2021年度につきましては、10万6,000トン

まで少し減ってきているということで、減少傾向

にあるということはここで確認できるんですけれ

ども、これより2050年にはゼロを目指していくと

いうことで、ゼロカーボンというのはそういった

趣旨であるということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。 

  先ほどの50建物30施設とか、その辺の調査結果

の資料というのは、後で見ることとか、お配りし

ていただくこととかは可能なんですかね。ちょっ

と見てみたいなというのがありますので、まずそ

の点だけお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副
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課長、小林でございます。 

  調査結果につきましては実はこちらに、手元に

あるんですけれども、調査の冊子がございますの

で、こちらはお見せすることもできますので、公

表しているものでございますので、後ほどご覧い

ただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 長々お疲れのところすみま

せん、佐藤でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  事前にちょっと聞けなかったので、申し訳ござ

いません。 

  私のほうからは、説明書のほうの123ページの

ところになります。決算書だと140ページと書い

てありますね。 

  こちらのほうの２つ目に、ごみ分別アプリ導入

業務委託とあります。これ、アプリの作成ですか

ら、昨年度宮代町でやらなきゃならないというふ

うになったことから作成して導入したものと考え

ておりますが、では１年間、ちょっと４月からや

っているんだったらいいんですから、何月から始

まったか分かりませんけれども、いずれにしても

令和６年３月までのところ、この決算のほうでし

ょうけれども、そこまでで環境資源課のほうで想

定している利用者数、もしくは利用者利用率とい

うところを教えていただきたいと思います。 

  ゼロカーボン、ありがとうございました。太陽

光のほうもどうもありがとうございます。 

  次に、空き家対策のほう、決算書のほうの74ペ

ージ、あと説明書のほうが117ページになるのか

と思いますが、まず端的に、一番下に空き家等対

策協議会の開催というのが、８月４日、10月24日、

そして12月19日と３回ありました、ここは分かっ

ております、私も傍聴人として参加しましたから。

一番最後のところ、これ、ほかの課でもちょっと

聞いたんですけれども、熊川弁護士がリモートで

来たときだと思うんですけれども、その熊川弁護

士、まず顧問弁護士がこの対策委員に入らなきゃ

ならない必然性はどこにもないんじゃないかとい

うのありますけれども、この熊川さんに対しての

交通費というのは幾らぐらい、電車利用したのか、

車利用したのか、それによって幾らなのかという

ところを確認させていただきたいと思います。 

  次に、前段の議員もお尋ねありましたけれども、

不動産登記法が今年から変わりまして、登記権利

者、義務者のほうの考え方がこれまでと変わって

きていることから、２年後以降、これがちゃんと

施行されて以降は、もう相続があった場合にはき

ちんと登記をしなければならない。逆に言うと、

今まで登記に関しては自由というのが原則だった

ので、共有名義がたっぷりあって、それが何代も

続いたというのが和戸の駅西口の問題だと把握し

ておりますけれども、そこは間違いなのかかとい

うところをまず確認させていただきます。 

  それに伴いまして、空き地保全等にも関わって

くるのかな、119ページ説明書の空き地保全のほ

うになってきます。これ、決算書だと136でいい

のかな。119ページのほうを中心にさせていただ

きます。 

  これも前段委員がいろいろとお尋ねになってい

らっしゃいましたが、これ、土地所有者に対して

適切な管理の指導・助言を行いましたと書かれて

いらっしゃいますが、これは全所有者に対して行

っていたのかどうか。これ、厳密に言うと、こち

らの担当課というよりはほかの課の範疇ではない

か、税務課とか総務課とか企画財政のほうかなと、

場合によってはまち建かなと思うんですけれども、
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そこところの５次総でいうところ横串の情報の共

有とか同じ所有者に対して２度も３度もやったり

とかするのもおかしな話ですし、また、令和３年

度だとこちらの課ができたかどうかですけれども、

いずれにしましても、これ、全所有者に対して、

地権者数の変動ありますけれども、新たに空き地、

空き家等に該当する人もいるので、母集団は全く

同じではないわけですから、そこのところの追跡

調査並びに実質的にこの間でもう解決したという

か、その所有者に対して解決したのもあるかと思

うんですけれども、その辺の実績と進捗というと

ころを教えていただきたいと思います。 

  また、これはあくまでも面積ベースで書いてあ

るところがありますけれども、それは所有者との

関係で広いのもあれば狭いのもあるし、抵当権べ

ったりとか、様々ありますけれども、少なくとも

令和５年度に関しましては、把握面積に関しての

地権者数が241、これが共有名義を含めての所有

者全部なのかどうか、要是正面積156もそうです

けれども、そこのところをきちんとまず把握して

いるのか。 

  一旦どこかできちんと把握してないと、その後

は、その後に例えば令和６年に増えた分が追加さ

れるという形になって、解決した分ははそこのと

ころは削除されるということをやらなかったから

和戸駅の西口の問題が起ったという形になると思

いますので、そこのところご回答願います。 

  また、136ページの一番下、決算書の136ページ

の一番下に、前段の委員も質問されていらっしゃ

いましたが、草刈り業務委託料というのが35万

2,000円と昨年度は計上されておりますが、これ、

ずっとこの担当課がやっているわけではないです

けれども、あの土地に対してずっとこういうふう

な形で草刈りのほうを町のほうでやっていて、請

求ができない状況というのは、新聞報道にも出て

いたりとか、川野委員が指摘してくださったりと

かして、今は議員ですけれども、町民ときも我々

も認識把握していたんですけれども、そもそもこ

の土地に対してどれぐらい今まで管理料という形

でお金をかけたのかというところですよね。そも

そもそういうのが発覚したときから、いろいろと

手を打っていれば、現在のような形は起こらなか

った、４年ぐらい前のときに判断につけるという

ふうに町長が、令和３年度の１月から考えつける

という形になったんである程度動き出した。ただ、

抵当権がべったりだと聞いていますけれども、そ

こに対して令和５年にはどうのようなことを、草

刈り業務委託料以外で、ここに出ているのは、草

刈り業務以外しかちょっと僕も見つけられなかっ

たんで申し訳ないんですけれども、ありますけれ

ども、それ以外であの土地に対してどのような形

で幾らぐらいかけていたのかというところをお尋

ねしたいと思います。 

  最後になるのかな、121ページに移らせていた

だきます。 

  清掃総務事業というのが決算書だと140ページ

になるのかな、ありますけれども、主な実施内容

というところで表が３つぐらいございますね。 

  まず、資源回収状況というのは、３、４、５年

度と出ておりまして、３年度から年度はマイナス

200になって、これは４年度から５年度2,354人、

561減っている。これ、最終的に申し上げておき

ますと、この３つの表というのは、課の想定の整

合性というか乖離というか、予定よりも、予想よ

りもよくなったとか、計画したものよりもよくな

った、悪くなった、まだ足りないというところを

聞きたいというのが趣旨でございます。 

  資源回収業務は今申し上げたとおり。 

  次に、ごみ搬入量ですけれども、これは３年か

ら４年度はプラスになっておりますけれども、ま
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た、４年から５年度若干マイナスになっていると

いうところで、悪くはない。 

  また、最後のし尿収集量、これは579から690人

と増えた上で今度は急に減っていますけれども、

これらの、先ほど申し上げた町の予定との整合乖

離に合わせて、このようにやったから、例えば一

番上の資源回収状況というのが大きく令和４年か

ら５年度になって減っているというところは、何

か施策があったのか分かりませんけれども、何か

あったらから、要するに理由、因果のところの部

分の説明をお願いします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊と申します。 

  私のほうからは、じんかい収集事業と清掃総務

事業の関係をお答えさせていただきます。 

  まず、説明書の123ページ、ごみ分別アプリ導

入業務委託の関連で、町として１年間のアプリ利

用想定数というご質問であったかと思います。 

  衛生組合のほうから引き継いだ事業なんですけ

れども、衛生組合のほうで実績といいますのが久

喜市と宮代町両方どうしてもあちらが管轄してい

るものですから、厳密にこれは宮代町の分という

のがちょっと出ない状況なんですが、ちなみにな

んですが、令和６年度宮代町として分別アプリを

立ち上げましたので、その数値を申し上げますと、

４月導入したときに、その４月の１か月間で

2,020件のご利用数、ダウンロード数というのが

ございました。基本的には、分別アプリを衛生組

合から宮代町になりましたという切り替えのお知

らせをしましたので、この2,020人というのは、

今までもご利用いただいていたのではないかなと

思っているところでございます。 

  最新の数字ということで、8月の末時点の数字

なんですが、８月末、2,877件、約850件ほど増え

たような形になります。ただ、この件数について

は、宮代町の全世帯数についてはまだ10％ちょっ

とというところですので、まだまだ足りないもの

と思っておりますので、引き続きこの分別アプリ

があるということを周知していくことに尽力して

まいりたいと思っております。 

  続きまして、清掃総務事業、説明書の121ペー

ジの関連でございます。 

  こちら、資源回収状況及びごみ搬入量、し尿収

集量について、それぞれ数字の変動がありました

ので、その要因というお話かと思うんですけれど

も、ごみの量といいますのが、主にこれが絶対的

要因というのがなかなか難しいところなんですが、

こちらとして分析している内容ということで、ち

ょっと答弁のほうさせていただきます。 

  資源回収状況のほうについてなんですけれども、

減量化の意識が高まってきていることや、あと新

型コロナウイルスで自粛傾向にあった生活が解除

されて、外出する機会が減ったことで、家庭系ご

みがだんだん排出量というのが減ってきているの

ではないかということで、生活リズムの変化とい

うのがごみの量に関しては非常に影響が出るもの

と考えております。 

  あと、燃やせるごみにつきましても、これもプ

ラスチック製品の代替品として、最近紙製品のも

の、例えば今までプラスチック類がスプーンだっ

たものが紙製になったり、あと、お弁当の容器と

かも紙製に切り替わったりとか、製造過程の変更

などもございますので、そういったものが燃やせ

るごみとして排出するものが出てきていることか

ら、そういう影響があるのではないかと思ってお

ります。 

  し尿収集量については、令和５年度に関しては
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かなり減少している状況なんですけれども、実は

こちらも令和４年度まで和戸横町地区のほうで工

事現場がありまして、作業員の方が多くいらっし

ゃったということで、仮設トイレをちょっと多く

設置されていたというのがくみ取り料が多い状況

でございます。 

  実は、令和５年度は工事前を下回る処理量とな

っておりますので、そのような形で数字に変動が

あったものと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、空き家対策協議会に関連してということ

で、熊川弁護士が委員として加わっていただいて

いる、これに関して交通費の状況ということでの

ご質問かと思います。 

  交通費に関しましては、これは費用弁償として

お支払いをさせていただいているんですけれども、

こちらの額については、特別職の報酬及び費用弁

償に関する条例というものがございまして、そち

らに準じた形で支払いを行っております。 

  熊川弁護士のほうは、前橋からお越しいただい

ておるということで、前橋から東武動物公園まで

の往復の電車賃という形でお支払いをさせていた

だいております。金額が片道が3,767円、これを

掛ける２で往復ということで、それを２日間とい

うことで、合計で１万5,068円、令和５年度につ

いてはお支払いをさせていただいております。 

  それから、不動産登記法の改正に関することと

いうことで、相続が生じた場合には、その登記す

るということが義務化されているということは、

委員おっしゃるとおりということで、町としても

認識をしておりますので、適正な登記が今後進ん

でいくものというふうに期待をしております。 

  それから、説明書の119ページ、空き地の保全

に関してということで、こちら３年間分の指導の

面積ですとか、地権者数等々数字の掲載がござい

ます。 

  ご質問、その地権者数、いわゆる所有車に対し

て指導を行っているこの地権者数、所有数という

のは、まず、共有者も含むのかということでござ

いますけれども、こちらは、共有者については含

まれていません。要は代表の所有者に対して、お

送りしているという形になっておりますので、ち

ょっとそこは表現として少し分かりにくい部分が

あったかもしれません。大変申し訳ありません。 

  あと、毎年この把握をしている空き地に関して

は、先ほど申し上げたとおり年２回の定期的な現

場調査というのを行っているわけなんですけれど

も、やはりその年、その年で対応いただいている

箇所が微妙に違ってくるということがございまし

て、非常にいつも安定的に管理をしていただいて

いるかというと、なかなかそういうわけではござ

いませんので、基本的には全部の調査を行って、

その都度確認をできた繁茂の状況ですとか、不適

正管理の状況に対してできるだけ速やかな指導を

行わせていただいているということで、なかなか

この実績については一進一退ということがござい

まして、これは環境資源課としても非常になかな

か苦慮しているというふうな状況でございます。 

  それから、国納の不法盛土に関するご質問とい

うことで、決算書136ページの一番下、草刈り業

務委託料35万2,000円ということで、こちらは令

和５年度の町が支出した金額になるわけでござい

ますが、これまでどのような金額かということの

ご質問かと思いますけれども、環境資源課が行っ

ているこの管理業務に関しては、大体35万円ぐら
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いの金額を過去３年ほどですけれども、支出をし

ておりますが、それよりも前にも町民生活課の時

代から、それからもっと前に、これは今でいうと

産業観光課になるんですけれども、当時農政担当

がこの問題が発生してからずっと地元の周辺の住

民の方からのご相談、苦情をいただいて、町職員

による直営の草刈り、それから途中から業務委託

による草刈りというふうに切り替えて、適宜対応

を長年にわたって行ってきているという状況はご

ざいます。 

  ただ、大変申し訳ありません、その積算が最終

的に幾らになっているかというのは、ちょっと手

元に今数字がございませんので、申し訳ありませ

んけれども、相続財産管理人制度を今使いまして

管理を行っているところでございますけれども、

その際に、町が利害関係人としてこの相続財産管

理人選任の請求を裁判所のほうに行ったわけなん

ですが、その際に町が利害関係人になる理由とし

ても、先ほど申し上げた草刈りの業務委託料とい

うのを根拠に財産管理人の選任は行っておりまし

て、ちょっと私の記憶で大変申し訳ないんですけ

れども、恐らくそのとき、たしか200万円程度の

債権がそのときにあったというふうに記憶をして

おります、ちょっと曖昧で申し訳ありませんけれ

ども、そういった状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２１分 

 

再開 午後 ５時３５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き環境資源課の質疑

を行います。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  休憩中にもうちょっとお尋ねして、お答えいた

だき、どうもありがとうございました。 

  簡単に分かるところで、熊川弁護士の交通費な

んですけれども、まず、電車賃片道3,767円、こ

れ、時間もかかるということで、埼玉弁護士会の

弁護士に頼めば、総務課のほうでもありましたけ

れども、596円、約600円で済むんですよね。 

  先ほど確認させていただきましたけれども、別

に顧問弁護士をこちらの空き家等の委員会の委員

に入れるという規則もないし、決まりもないし、

また、僕が傍聴したときだけだったらいいんです

けれども、ほかでもやっていたらちょっと困りま

すが、一応専門者枠で入っているのにもかかわら

ず質問されていたんですね、僕が行ったときに。

話を聞いたら、そんなに詳しいから入れた的なこ

とを、顧問弁護士としても総務課のほうとして町

のこと詳しいから入れたとか、そんなのは全然も

う皆さんもおっしゃっているんですけれども、少

なくても空き家等対策に関しましては、空き家等

に関して、これ新法ではありますけれども、その

辺に詳しいとはとても思えませんので、要は昨年

度、令和５年度のこの１万5,068円というのが、

2,384円で済むようなところを１万2,000円以上無

駄にしたというのは、これ、明らかですので、任

期の問題もあるとは思いますが、ここのところは

ぜひ是正していただく大事な課題だと考えており

ます。 

  再質問だから、そこのところを考えていただき

たいんですけれども、町の担当課の見解、町の見

解でもいいんですけれども、任期の関係とのこと

で、どのように考えているのか。不適切と考えた

ら替えることができるとか、罷免できるとかある

のかどうかというところまで僕調べずに質問して
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いるものですから、そこをどのように考えている

のか、繰り返しになりますけれども、有識者枠で

入っていて、ほかの委員の質問に答えるべき立場

の人が質問しているような情けない状況と僕は見

ていたんですけれども、そこのところは皆さんい

らっしゃったんでご存じだと思いますので、そこ

をどのように捉えているのかというところをお願

いいたします。これが埼玉弁護士会の弁護士だっ

たら別なんですけれども。 

  次に、残土の問題、こちらのほうにつきまして

は、先ほど申し上げましたとおり、たしか令和３

年の１月の新聞に、これ、趣旨ですよ、正確じゃ

ないかもしれないですけれども、趣旨としては、

最終的には町のほうで１億3,000万円ぐらいを払

わなければならないというふうな当時の見解が出

ていました。それは皆さんご存じのとおりです。 

  それから、２年、３年とたちまして、どのよう

にいろんな調べて事実状況変わって、そのとき以

降に管財人を入れたわけですから、それで、もっ

と新しいことが分かってきたかとは思いますので、

今後の見通し、昨年度では解決しなかったもので

すから、いろいろ税金入っていて、草むしりぐら

いにしか使わなかったものですから、無駄な、長

くなればなるほど人も介在して、税金を使うこと

になりますから、そこのところをきちんと説明し

ていただきたいというか、お尋ねしたいと思って

おります。 

  正確なところは、町民生活課とか現在の産業観

光課、旧農政のほうがやっているという話は、そ

れはしようがないと思いますので、そこのところ

は結構です。 

  先ほどありました。アプリの件は、これは実際

問題854件、４月導入でそれから増えているとい

うことではありますが、これは課のほうとしての

想定よりも上なのか下なのかというところが今後、

じゃ、来年度はどういうふうになるのかという見

通しのために検証しているとは思いますので、そ

この分析状況というところを、いろんな数字が僕

のほうとしては分からないので、お尋ねしたいと

思います。 

  塵芥のほうはアプリのほうだけだったと思いま

すので、結構です。 

  以上のところにつきましてお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問に対してお答えさせていただきます。 

  まず、１つ目、空き家対策協議会の熊川弁護士

の選任に関することのお尋ねかと思います。 

  熊川弁護士にお願いさせていただいた経緯とい

たしましては、令和５年度、昨年度の空き家対策

協議会の主な課題といたしまして、説明書のほう

にも簡単に記載がございますけれども、いわゆる

町の条例の制定ということがございました。この

条例というのは、当然空き家は個人の財産でござ

いますので、この個人の財産の管理を行政が関与

するということが内容としてはございますので、

そういったところから、民法とか法律上の専門的

な観点からの検討ということがどうしても踏まえ

る必要があったということから、この熊川先生に

お願いさせていただきたいということがございま

す。 

  ただ、今後につきましては、これからの空き家

対策というところになりますけれども、主に来年

度につきましては、空き家対策計画というのの策

定を予定をしております。あるいは、既に施行し

ました町の条例、あるいは、その上位である空き

家の特措法、こういったことを適用した個別の対

応ということが主なところとなってまいりますの
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で、そういった具体的な対応に関するということ

でいきますと、空き家問題に詳しい方であれば、

特に熊川先生にこだわるということではございま

せんので、様々な情報、先ほど埼玉弁護士会とい

うお話もございましたけれども、そういったこと

も含めた様々な情報ですとか、ご意見というもの

を参考にさせていただきながら、今後の委員の選

任、選出依頼等については検討していきたいとい

うふうに考えております。 

  それから、いわゆる国納の盛土に関してという

ことで、今後の見通しについてということで、環

境資源課としての考え方ということかと存じます。 

  こちらにつきましては、現在、皆さんもご承知

のとおり、環境資源課とまちづくり建設課、それ

から農政担当と３課が協力しながら、この対応は

進めているところでございまして、いずれにして

も現場は農地であるということが一つ大きなネッ

クなっております。 

  この農地法の絡みをどうしてもクリアにならな

いと、なかなか次の手が打ちにくいという状況だ

ということは、環境資源課としても承知をしてお

りますので、これが一日も早くクリアになって、

その上に乗っかっているいわゆる残土、あれが残

土なのか、あるいはもしかすると産業廃棄物も若

干含まれているかもという話もありますけれども、

いずれにしてもあの山を一日も早く解消する形に

なるように、環境資源課としても他課と連携をし

ながら進めていきたいといふうに考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊です。 

  それでは、説明書の123ページの分別アプリの

件、町の想定に対して、実際は上なのか下なのか、

分析ということでなんですが、先ほどのご答弁申

し上げたときに、今までの具体的な宮代地区の数

字というのは不明瞭なままということで、町とし

ての数字が具体見えてくるのが、この４月からと

いうのもございますので、正直申し上げますと、

まだ想定というのは出来上がっていない状況です

が、実際５か月間見た中で、まだ全く10％ちょっ

としか到達していないというのを見ると、非常に

少ない数字だと思いますので、これから先この数

字が上るように目標というのは立てていきたいか

なと思っております。 

  この分別アプリの導入趣旨というのが、正しい

分別をしていただきまして、適切なごみ処理を行

っていくということが主でございますので、それ

を目的としてこの分別アプリをご活用くださいと

いうことで、お知らせするにもそういう視点でお

知らせしていければいいかなと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、最後の再々質問をさ

せていただきます。 

  今、お２人、ありがとうございます。 

  簡単に済むようさきの分別アプリのことでお尋

ねしますけれども、これ、導入に対しての業務委

託で22万、これ、イニシャルと捉えていいんです

か。その後ランニングコストはかかるんでしょう

かというところですね。また、そのかかる場合の

課金の状況というのがどのようになっているのか

をお尋ねします。 

  次に、先ほどから何度も一般質問でもお聞きし

ましたが、熊川弁護士の件で、今、小林さんから

細かく、どうもありがとうございます。 

  令和５年度のときに、その前の条例制定に関し

て専門家の意見が必要、そこのところは非常によ
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くわかるんです。ただ、今、ご説明があったとき

に、空き家対策について詳しいか否かというのを

熊川さんが有しているのか、その前に当然のこと

だと僕は思うんですけれども、埼玉弁護士会でそ

ういうふうなことに詳しい人がいるかどうか、そ

れでいなかった場合に、では顧問弁護士の話、ま

ずは熊川さんのところだろう、それだったら分か

るんですよ。そのような恐らく、僕口酸っぱく言

っているのであるんではないかと期待しています

けれども、当時の話合いの経過、内部の会議の経

過とかあったら、後で教えていただければと思い

ます。 

  いずれにしても僕が傍聴見た限りでは、熊川さ

んが空き家等の対策について、逆に質問をほかの

人にしているぐらいですから、詳しいとは思えな

いというところがあって、そうすると、適切に昨

年度の予算が使われていないというふうな形につ

ながりますので、そこのところをもう一度経緯の

ところで、令和５年度に熊川さんというふうにな

ったようなことおっしゃったんで、まず、埼玉弁

護士会内で、そこまでいかなくても春日部とか久

喜でもいいですよ、あと越谷に支部もありますか

ら、そちらのほうでまず当たりをしたのか。また、

近隣の自治体のほうにこういうことを、どういう

ふうな人がいるのか、そこでうわさを聞いたりと

か、こういう人を紹介されたとかあればいいです

けれども、そこを教えてください。 

  以上です。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 今、質問した後に何か解

説をするのは、時間無駄になるので、やめたほう

がいいと思います。 

  何度も同じことを繰り返ししゃべっていますの

で、やめてほしいです。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 説明かどうかというのは別

として、それは主観の問題です。そういうふうに

言うんであれば、具体的に言っていただければい

いですし、先ほどの前段の委員の相続税がどうの

こうのかというのは、それこそ担当外のところに

聞いているところで、そこの時点で止めていただ

きたいですね、平等に扱ってください、とにかく。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長の小林でございます。 

  ご質問に対してお答えをさせていただきます。 

  空き家対策協議会の熊川委員の選任についてと

いうことで、その選任の経緯についてもう少し詳

しくということかと思います。 

  先ほどの説明とちょっと重複するところ、申し

訳ありませんけれども、申し上げたとおり、民法

的な、専門的な見地からのご意見をいただきたい

ということが１つあったということと、あとは、

町の顧問弁護士として長くご経験いただいている

というところから、町の状況についても一定程度

の状況を把握していただいているようなところも

一定の考慮したところでございます。 

  一方で、空き家に詳しいかどうかというところ

に関しまして、他の候補者の調査というのにつき

ましては、こちらは十分な調査というのは実は行

っておりませんで、それもございますので、今回

のご指摘を踏まえて、今後の委員の選任について

は、より空き家対策を考えるといったところを主

軸に委員の選任に関しては十分な検討を加えてい

きたいというふうに思っておりますので、ご理解

いただきたいと思います。お願いいたします。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊です。 

  分別アプリに係る経費ということで、この導入

費用22万円のほかにこの４月からランニングコス

トということで月々税込み２万2,000円の費用が

かかっております。 

  この２万2,000円につきましては、人口規模に

応じて決められた数字でございまして、自治体に

よってそれぞれ人口がまちまちですので、多い人

口の自治体さんについては、この月々にかかる費

用というのが多くなっていまして、宮代町の人口

レベルですと、２万2,000円というものになって

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  決算書の138ページ、広域利根斎場組合負担金

事業のところで、説明書は120ページでございま

す。 

  こちらのメモリアルトネの使用状況のところで、

こちらの死亡件数が５年度が407件、４年度が454

件で、47件のマイナスになっているんですが、こ

ちらの課がちょっとまたがっちゃって申し訳ない

んですが、説明書の88ページ、住民課のほうにな

っちゃうんですけれども、そちらのほうを見ると、

死亡者数が４年度は同じ454名なんですけれども、

５年度がこちらは449名なんですね。この407名と

449名の違いは何なのか、ちょっとお尋ねしたい

というところです。 

  あと、この広域トネのこちらのお金が1,200万

円以上かかっているんですけれども、何年も前か

ら言われておりますけれども、今回、今年度は

266件の利用ということで、半分以上はあるんで

すけれども、ほかにやはり町民がレクイエムであ

るとか、あすかホールに行かれているのかなとは

思うんですけれども、せっかく町でこれだけ負担

しているところもありますので、何か町民のほう

にこちらのトネを利用するようなＰＲなどされて

いるのか質問いたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  まず、説明書の120ページ、広域利根斎場組合

のメモリアルトネの使用状況の死亡件数の部分、

これは住民課の説明書88ページの掲載数が449に

対して407になっている、この違いはということ

でございます。 

  実は、こちらのメモリアルトネの使用状況のこ

の掲載数字に関しましては、環境資源課からこの

メモリアルトネに照会をかけまして、照会でご回

答いただいた数字を載せさせていただいておりま

すので、説明書の88ページとの突合という形では、

申し訳ありません、そういった作業は行っており

ませんので、メモリアルトネの施設からいただい

た数字ということで、こちらお答えをさせていた

だければと思います。 

  それから、メモリアルトネ、この組合の斎場の

利用に関してのＰＲということでございますけれ

ども、現在は特段行っているものはございません。

過去には、一時期行っていた時期もあったんです

けれども、現在に関しては特にこの利用促進とい

うことでのＰＲ等は行っておりませんということ

で、以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 
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○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  ちょっとこちらの数の違い結構50名ぐらい違う

ので、こちらがやはりＡマイナスＢというところ

も変わってきますし、こちらの利用者数に対して

のパーセンテージも変わってきますので、こちら

合わせていただけたらなと思います。 

  ＰＲのことですけれども、私も前から聞いては

いたんですが、何かもったいないなと思っていて、

特にこちらの小動物のところも何か４年度より減

っていたりしまして、私も実はこちらは知らなか

ったところで、ペットが亡くなったときに個人的

に頼んだら２万円とかしちゃったんですね。そう

いうことを皆さんご存じないともったいないなと

思うので、できればそういうところもＰＲしてい

っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  メモリアルトネの利用に関して、特に小動物の

利用が実は知らない方が多いというところ、それ

もＰＲができるんじゃないかということで、確か

に私もその視点でいきますと、現在は特段行われ

てはいないんですが、先ほど犬のしつけ方教室と

いうことで狂犬病の対策のほうで少しお話が出ま

したけれども、犬の飼い主様とのやり取りという

のは定期的に行っているものがございますので、

例えばそういう場を捉えて、埋火葬に関してもこ

ういったサービスがございますということで周知

をできるチャンスというのはあるのかなというふ

うに思ったところですので、例えばそういった機

会を捉えて積極的なＰＲというのを今後講じてい

かれたらというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  簡単な質問で３点質問させていただきます。 

  まず、１点なんですけれども、環境衛生事業に

なります。決算書は136ページ、説明書は119ペー

ジになります。 

  こちらのほうの最初の説明のところでもあるわ

けなんですけれども、この説明書の115ページで

真ん中辺なんですが、地区自治会による側溝等の

清掃活動の支援というふうに載っているわけなん

ですね。 

  ここの119ページでは、堆積物の適正処分とい

うことで、かます袋の配布ということなんですよ

ね。こちらになるんですけれども、まずは、側溝

等清掃では汚泥運搬業務委託はどちらでやられて

いるかということをお伺いいたします。 

  それから、２問目になります。 

  ちょっと前後して申し訳ありません。説明書が

117ページになります。 

  環境推進事業になります。 

  決算書で言いますと72ページになるんですけれ

ども、公共施設太陽光発電導入調査の実施という

ことで、前段の委員でも質問があったんですけれ

ども、重複しないように、私のほうでは、例えば

今回の太陽光発電設備の導入に関しましては、こ

れはあくまでも売電ということは考えずに、あく

まで自給自足だけを考えてこういった見積り、設

置に対する費用というものを考えているのか。 

  例えば久喜の新炉でいきますと、燃やした量の

熱量で売電、そういうものをして、その浮いた金

額を利用するということをやりますけれども、あ

くまでも宮代では自給自足のみで進めていくとい

うことでいいかということをお伺いします。 

  あと、３問目になります。 
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  こちらのほうは、決算書では140ページで、説

明書では122ページになるんですが、減量推進事

業で、この中でキャラクターがありますね。これ、

２万5,683円を使われているわけなんですけれど

も、ここのイラストの右のところに、「無駄買い

や買い過ぎを防ぐ言葉をかけてくれます」と書い

てあるんですけれども、私これを見て、どこから

それが出てくるかの意味が分からないんですね。 

  やはり、例えばこれ、すてずんをつくって、キ

ャラクター化していくわけですから、もっと周知

をするべきじゃないかと思うんですね。 

  この「こんなに要るか、どのぐらい要るか」と

か「これ要るか」と、こういうものと掛け合わせ

たこのイルカに似たニンジンをもっと説明をちゃ

んとして、本当にこれを見たとき無駄買いや買い

過ぎを防ぐ言葉をかけてくれますというふうに感

じるようにしていかなくてはいけないと思います

ので、そこの周知をどのように考えているか、お

伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、１問目、説明書の119ページ、環境衛生

事業の側溝等清掃堆積物に関するご質問でござい

ますけれども、この中でかます袋の配布に伴った

処分の委託ということで、こちらをどこで実施し

ているのかというお尋ねかと思いますけれども、

こちらはさいたま市の業者で、安住環境整美とい

う会社に委託をさせていただいております。こち

らでこの処分のほうをしております。実施してい

るという状況でございます。 

  それから、ご質問２つ目でございますけれども、

説明書の117ページ、公共施設太陽光発電導入調

査に絡んでということで、太陽光の設置に関して

いわゆる売電というのは全く考えず自家消費のみ

で考えているのかということのお尋ねかと思いま

すけれども、こちらは自家消費のみにこだわらず、

売電も含めていわゆる再生可能エネルギーの最大

利用というのも１つ大きな趣旨でございますので、

できれば余剰分をうまく活用することで、この余

剰分といわゆる売るほうの売電ですけれども、売

電をすることで、これは、先ほど泉委員がおっし

ゃったように、ごみ処理施設を例えられましたけ

れども、売電によって得られる収益というのが経

費の節減につながるという可能性もございますの

で、この再エネの最大利用ということを視点に再

生可能エネルギーの太陽光パネルの設置について

は考えていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊でございます。 

  説明書122ページの減量推進事業のキャラクタ

ーすてずんについてございます。こちらの点線の

枠で囲ってありますすてずんの説明につきまして

は、応募してくださった方のキャラクター説明の

内容というのを活用させていただいたところでご

ざいます。 

  実際、このすてずんの認知度というのはまだま

だかなと私どもも思っております。今まで登場し

たものといたしましては、６月に図書館のほうで

食育月間の展示を行ったんですけれども、その際

に出したり、あと教育委員会のほうで発行してお

ります「教育だより」、あと商店街さんのほうで

食ロスに取り組んでいますということで、チラシ

に入れていただいたり、あと説明書の122ページ

にございますとおり、食品ロス削減推進協力店の
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登録店舗さんでステッカーなど、あと、町の今の

缶バッジのほうのシリーズのほうで出てきている

ところでございます。 

  非常に愛らしいキャラクター、なかなか宮代町

の中でキャラクターというのはない中で、せっか

くこのように思いを込めて応募してくださった方

の気持ちも込めまして、あと、非常にお子さんと

かも、愛らしいものなので、きっとこのすてずん

の思いというものが伝われば、大人になっていく

過程で食ロスというのが削減するのが大事なんだ

なという思いを伝える一番の近道のものになるか

と思いますので、今後きちんといろいろな場面で

このすてずんを活用しながら、啓発に取り組んで

いければいいかなと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  再々質問はしませんので、よろしくお願いしま

す。 

  まず、１問目、決算書136ページの環境衛生事

業なんですが、そうしますと、前年度と同じ会社

になるわけですね。こちらで一応その確認をした

かったんですね。 

  というのは、金額のところでも119万2,840円で

したね、前年度が。今回が103万2,240円というこ

とで、減少はしているんですけれども、ここでや

はり大体2,200枚で、昨年が2,300枚ですから、

100枚減っておりますし、トン数も減っておりま

す。 

  そういうことを考えていくと、やはりこのかま

す袋の配布を、要するに必要なくなっているとこ

ろが増えているということで、これというのはや

はり清掃ができなくなっているということにつな

がると思うんですね。 

  それなので、こちらの環境資源課の方たちのほ

うの、先ほど読んだ文章の支援というところで、

このかます袋を配布だけの支援でいいのかなとい

うことを考えてしますんですね。何かほかに何か

考えを持っているのかどうかということをお伺い

したいと思います。 

  それと、もう一点再質問させていただきたいの

は、決算書72ページ、この環境推進事業の太陽光

発電導入なんですが、そうしますと、例えば売電

にした場合、金額が大きく変わっていくと思うん

ですよ。費用というんですかね。 

  自給自足でやる費用だったらコンパクトな施設

で済むんでしょうけれども、売電まで考えるとパ

ワコンとかいろんな取りつけて大変なことになっ

ていくんで、例えば東京電力とのつながりとかの

線とかも考えなきゃいけなくなるんで、そうする

と規模がすごく大きくなってしまうということが

あるんで、それを心配して質問させていただいた

んですけれども、もし売電でできるというような

ことであれば、施設の大きさとかそういったもの

を考えて、本当に効率的に施設の費用をつけた分

だけ後でちゃんと返ってくるかどうかを確認して、

小さい施設であれば売電とかは考えずに自給自足

のみでいくとか、そういうことを考えていくべき

だと思うんですが、その点についてどのようにお

考えか、お伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  お答えをさせていただきます。 

  まず、１問目、側溝清掃に関するということと

いうことで、説明書でいきますと、119ページで

す。 

  町が行っている支援ということで、かます袋の
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配布ということだけ環境資源課では行っていると

いうことのご指摘でございましたけれども、こち

らに関しまして、まず、道路側溝清掃の管理とい

う視点でいきますと、実はこれは町が基本的には

管理責任を負っているということで、ちょっと課

が違ってしまって大変恐縮なんですが、まちづく

り建設課がこの道路側溝に関しては、道路の附帯

物ですので、当然道路の構造物の一環として管理

の主な責任を負っているということでございます。 

  度々自治会の皆様からご相談いただく際に、実

はご案内差し上げていることなんですけれども、

基本的に自主的な側溝清掃が難しいような状況で

ありましたら、これは、まず一義的には町が管理

責任を負っていることをまずはご説明を差し上げ

まして、必要に応じてまちづくり建設課でご相談

を受けることができるということで、ご案内を差

し上げておりますので、無理に行っていただくと

かということで、環境資源課としてはお声がけを

させていただいているわけではございませんで、

あくまでも自主的にやっていただける範囲で、対

応していただける自治会の皆様にはこういったか

ます袋の配布という形で支援をさせていただいて

いるということで、そこが難しい自治会様におい

ては、まちづくり建設課にご相談をいただく中で、

対応していくということを町の体制とさせていた

だいております。 

  これは、地区連絡会で区長様にも度々ご説明を

差し上げているところでもあるんですけれども、

そういった形で地区の皆様にはご理解いただくよ

うにご説明のほうはさせていただきたいと思いま

す。 

  それから、もう一点の太陽光発電に関してとい

うことで、こちらは説明書117ページでございま

すけれども、先ほど私からご説明差し上げた売電

も視野に入れてということで、ご説明差し上げた

わけでございますが、ちょっと説明が足らなくて

大変申し訳ありません。 

  実はこの太陽光パネルの設置に関しては、様々

な設置方法がございます。いわゆる自己設置とそ

れから屋根貸しという方法も当然ございます。今、

まだ本決まりではないんですけれども、屋根貸し

による設置というのが非常に後々の管理等も含め

て、あと設置の手間等も含め、それからイニシャ

ルコスト、こういったところも含めて、非常にメ

リットが大きいということもございます。ですの

で、この屋根貸しも含めて幅広に太陽光の設置に

関しては考えているところでございます。 

  その屋根貸しになりますと、実は一定規模の屋

根の面積が必要になってくるということがござい

まして、小さな規模ですと、当然設置できるはで

きるんですけれども、当然コストが非常に上がっ

てしまうということで、何が申し上げたいかとい

うと、ある程度大きな施設で、要は余剰をあえて

生んで、他の公共施設に電力を融通するという方

向が実はできるということもございます。 

  そういった方法もございまし、あとはこの売電

という選択肢もあるということで、電力の利活用

というのは様々な方法がございますので、そうい

った様々な手法をこの太陽光の調査結果に基づい

て最大設置するとこれぐらい電力がつくられて、

その最大設置によって、余剰がどれぐらい生まれ

て、それが他の小さな施設、要するに太陽光を設

置するコストが非常に高くなってしまって、単独

ですと設置がしにくいようなところには大きな面

積のところから電力を融通するというような手法

もできるということで、そういったところも含め

て、この太陽光の設置というのを考えたいという

ことで考えておりまして、ですので、先ほどちょ

っと売電というふうに、売電だけをちょっとご説

明させていただいたんですけれども、電力の融通



－１５７－ 

というところを含めた太陽光の設置ということで

考えていきたいというふうに今検討しているとこ

ろでございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、２点についてお尋ねします。 

  まず、１点目は、決算書71、72ページ、説明書

では117ページ、今前段の委員とちょっと重複す

るんですが、その前にも質問がありましたが、私

はまず令和５年度の町内公共施設太陽光発電設備

導入調査を実施したということで、報告書ができ

ているということでお聞きしましたので、見たい

と思っているんですけれども、取りあえず成果と

して、導入調査を実施したということなんで、公

共施設というのはどの公共施設なのかお示し願い

たいと思います。 

  それから、もう一つは、先ほどゼロカーボンシ

ティ宣言しました、それに係る問題なんですけれ

ども、2023年度は観測史上最も暑い年と言われま

した。今年はさらに上昇するというふうに言われ

て、1.5度を超えると推計されているということ

なんですけれども、私の記憶では15年のパリ協定

で気温上昇を1.5度に抑えることを目指して二酸

化炭素などの温室効果ガスの排出をゼロにするカ

ーボンニュートラル、これを2050年でいいですよ

ね、確認します。 

  そうしますと、ある程度これまで８年間で２万

9,000とン削減されているので、まずまずかなと

いうふうには思いますけれども、今の国の政策で

はとても追いつかないという、そういった声もあ

るんですけれども、そういった意味では町として

は軌道修正だとか、そういうのはなくていいのか

どうか、その２つお願いしたいと思います。 

  それから、決算書の139、140ページ、説明書で

は121ページの２項清掃費、１目清掃総務費なん

ですけれども、これは全協でもお尋ねしましたが、

やはりプラスチック系のごみを燃やすごみにして

しまうと。今までこれについてはごみ袋、従来ど

おりの方法で出してもらうということだったんで

すけれども、やはりここに来て、２年間の周知期

間で燃やせるごみにしてしまうと。そうするとか

さんでしまうので、事実上、今物価高騰の中でさ

らに支出が、負担が増えると、これは保守、革新

に関係なく、皆さんそういうふうに言っています。

こういうふうになりそうだということで。 

  別に全協の説明をそのまましたつもりなんです

けれども、やはり聞いた方は、何でそういうこと

をするんだろうと。わざわざプラスチック系のご

みをきちんとこれまで分別にして、しかもそれを

燃料にして使ってもらえるという、そういう方法

を取ったのにと。 

  あの全協のときも確かにこれまでの経緯を話さ

れましたけれども、住民はそこまでいっていない

んですよ、住民の認識としては。ですから、これ

は周知期間が約２年ありますけれども…… 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、端的にお願い

いたします。 

○委員（丸藤栄一君） かなり抵抗もあるんじゃな

いかなというふうに思うんですけれども、その点

について、今後のこともありますので、よろしく

答弁お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 
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  ご質問にお答えさせていただきます。 

  説明書の117ページ、公共施設太陽光発電導入

調査の実施に関して、ご質問は、どの公共施設を

対象としたのかということで、それを教えてほし

いというお尋ねかと思いますけれども、基本的に

は、先ほど合川委員のときもお話差し上げたとお

り、30施設50建物ということで、これは具体的に

言いますと、小・中学校、それからそれ以外も含

めたいわゆる町の所有する公共施設全般でござい

まして、例えば進修館ですとか、ぐるるですとか、

それからはらっパーク、それから水道関係の施設

ですとか、保育園、図書館、こういった生涯学習

施設、あとは保健センター、それから六花、新し

い村、こういったところが全て網羅をしてござい

ます。 

  詳しくは、こちらの導入調査の報告書のこの導

入計画ということで、各施設の、先ほどご説明差

し上げた最大規模、最適規模の発電量をまとめた

表がございますので、後ほど皆様にはお配りさせ

ていただきたいと思いますので、そちらをご確認

いただければと思います。 

  それから、もう一つご質問、ゼロカーボン宣言、

町が行った宣言に関しまして、非常に暑い年が続

いている中で、国が示した施策、それから今行っ

ている施策に関して軌道修正等が必要ではないか

というようなこと、それに関して町としてはどう

考えるかというようなお尋ねかと思います。 

  こちらに関しましては、委員おっしゃるとおり、

非常に温暖化を肌身で感じるような状況というの

が日々回数といいましょうか、頻度といいましょ

うか、そういったものが増えているというのは、

私どもも実感をしているところでございます。 

  これは、対策に関しましては、ＣＯ２の排出源

をしっかりと把握をした上で適切な対策を講じる

ということが一番大事になってくるわけでござい

ますけれども、町が行っている排出の削減に関し

ましては、既に取り組んでいる途中ということで

ございますけれども、今年この宮代町全域を対象

とした温暖化対策の実行計画の区域施策編という

政策を策定する予定でございます。 

  その中で、委員おっしゃるとおり、削減のスピ

ードアップということを意識した削減策というの

を、これは今度は町だけではなくて、区域施策編

の中にはその策定を検討する組織として、宮代町

のゼロカーボン推進協議会というものを設立をさ

せていただきまして、その中で、日本工業大学、

町、それと町内の事業者様、何社ご参加いただけ

る予定になっておりますけれども、この皆様でよ

り温暖化に効果的な対策、それもしっかりと排出

源、温暖化の原因をしっかりと科学的に分析した

上で、それが具体的にどのようにすれば進めてい

けるのかといったところは、これが日本工業大学

が入っていただいておりますので、日本工業大学

の専門的な知見もいただきながら、具体策という

のを講じて、それを今年度策定して、来年度から

実行に移していくわけなんですけれども、策定の

後の実行というのがより大事と思っております。 

  この実行もできるだけ具体的にかつスピード感

を持って実施できるように、これは町だけではな

くて、大学、それから事業所の皆様と連携しなが

ら取り組んでいきたいというふうに考えておりま

すので、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

  失礼いたしました。 

  削減目標年として2050年でいいかということで

ございますが、こちらはおっしゃるとおり、2050

年が実質ゼロの目標になっております。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹
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の田邊でございます。 

  ご質問ありましたプラスチック類を久喜新ごみ

処理施設で燃やすごみとして取り扱うという点で

すが、確かに町民の皆様には今まで分別にご協力

いただきまして、それはとても非常にありがたい

と思っております。 

  ですので、かなりこの長年続けてきた分別方法

を切り替える、ましてや燃やしてしまうというの

は、非常にご抵抗があるかと思われます。 

  久喜市のごみ処理施設の形状等変更になるとい

うことで、その中でプラスチックリサイクルの実

情等も町のほうで研究等させていただきまして、

今回プラスチックを燃やせるごみとして処理しま

して、これを今度熱エネルギーというものに変換

しまして活用して、環境配慮に貢献していくとい

う選択のほうを取らせていただきました。 

  今後周知期間２年間という時間があるんですけ

れども、そういう中で町としてできる取組としま

しては、袋のかさばるという話もありましたので、

かさまないようプラスチックごみの減量化の推進

とか店頭回収、白いお肉とか入ったトレーとか、

そういうのをごみ出しせずに店頭で回収できると

ころがあるなど、皆様にいろいろな情報をお出し

しながら、あと、この２年間のうち、我々職員の

ほうが各地域出向きまして、順次丁寧に説明をし

まして、ご理解いただけるような形を取っていき

たいと思いますので、ご理解のほどお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、決算書71、72ページの環境推進事業なん

ですが、これは先ほど来も電力の融通とかもおっ

しゃっていました。 

  これはあくまでも太陽光発電設備導入調査です

よね。そういうことを考えると、むしろ融通する

施設のほうを優先して設置していかなければいけ

ない、これはあくまでも調査ですから、これから

設置するわけですよね。ですから、その順番もあ

ると思いますので、その辺はどういうふうになっ

ていくのか、それが第１点と。 

  それからあと、せっかく町内公共施設太陽光発

電設備を導入するための調査をやっていますので、

こういう施設をやりますよという報告書もあるん

ですけれども、これも成果書にも載せていいこと

だと思いますよ。ちょっとそういう点では足りな

かったのかなというふうに思います。 

  あともう一点は、この調査をした業者、もう一

度確認させていただきたいと思います。 

  それから、139、140ページの清掃費なんですけ

れども、要するにプラスチック系なんですが、熱

エネルギーに換える、そういうふうにしたのはも

ちろん久喜もそうだと思うんですけれども、結構

ほかの炉なんか見てみますと、熱量を絶やさない

ためにわざわざごみを燃やしてしまわなければい

けないと。これは資源ですから、ですから、そう

いう意味でももったいないというふうに思うので、

そもそもの考え方もあるんですけれども、これは

久喜市との関係でプラスチック系ごみは燃やすと

いう、何か契約の中にはそれは入っているんでし

ょうか、条件の中に。それだけ確認させていただ

きたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  ご質問に対して回答させていただきます。 

  まず、決算書72ページ、説明書でいきますと
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117ページ、太陽光発電導入調査に関してという

ことで、先ほど回答させていただいた施設の中で

も優先順位等々順番についてどのような考えかと

いうようなお尋ねかと思います。 

  この導入の順番に関しましては、この太陽光設

備を導入しますと、当然長期間発電を続けるとい

うことがございます。ですので、施設をある程度

長期的、具体的に言いますと、10年から20年ぐら

いは恐らく発電を続けるということが必要になっ

てまいりますので、そういったところまでを見通

したこの施設の寿命といいましょうか使い方、そ

れについてしっかり考慮する必要があるというこ

とが１つ。 

  それから、もう一つは、この太陽光というのは、

当然いわゆる災害時に電源が失われた場合にも利

用できるということで、災害対応電源という側面

もございますので、避難所という視点で、避難施

設の設置という側面ももう一つございます。 

  それから、先ほど来申し上げている施設の規模

というのがもう一つございますので、こういった

視点を総合的に加味、考慮しながら施設の順位づ

けというのをしてまいりますが、まだ現段階で具

体的に、特に先ほどの長期的な視点というところ

がやはり慎重な判断というのが必要になってまい

りますので、この辺を十分に考慮した上で、この

順番というのを決めてまいりたいということで、

現在検討しているところでございます。 

  それから、もう一つのご質問、説明書のほうに

この実施をしましたということで具体的にどのよ

うな施設かというところの説明をもう少し加えた

らというご指摘でございますけれども、おっしゃ

るとおりかと思います。大変配慮というか、説明

が足らずに申し訳ありませんでした。今後はそう

いったところも配慮しながら対応していきたいと

いうふうに思っております。ありがとうございま

す。 

  それから、もう一つのお尋ね、公共施設の太陽

光の導入調査の委託業者ということでございます

けれども、こちら業者名が日本工営エナジーソリ

ューションズという会社でございます。日本は

「ジャパン」の日本で、工営は「工業」に「営む」

で、日本工営エナジーソリューションズという会

社に今回は委託をしている。都内の業者に委託を

してございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊でございます。 

  プラスチックごみを焼却することについて、久

喜市との何か条件という中で入っているのかとい

うご質問ですが、はっきりとプラスチックごみを

燃やしますという契約書みたいなものはないんで

すけれども、町として、今後プラスチックごみを

燃やせるごみとして取り扱いますというものを令

和３年の８月にこちら町で検討した結果というこ

とで、久喜市さんのほうにお答えしておりまして、

その答えたものを基に久喜市さんのほうで、日量

155トン処理する炉の建設というのを組んで、現

在今整備をしております。 

  これは、町のプラスチック類も入れたごみ量に

なっておりますので、そういう設計上の中では、

宮代町のプラごみも入れているといような形で進

んでいるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございます。 

  最後の決算書139、140ページのプラスチック系

のごみの関係ですが、これは簡単に令和３年８月

ということなんですが、そのときの経過、簡単に
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結構ですので、ご報告お願いしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊でございます。 

  こちら令和３年８月に久喜市さんのほうにお答

えした内容としましては、町としてプラごみを燃

やせるごみとして取り扱うという話になる前に廃

棄物処理検討委員会というところで、今後町のプ

ラスチック類をどのように扱っていくのかという

検討をしていただきまして、その中で、プラスチ

ックの処理の実情とか、そういうのを考慮します

と、今後引き続きマテリアルリサイクルをすると

いうよりは、久喜市さんの炉のほうで熱エネルギ

ーに換えて地域のほうに還元するほうが望ましい

という答申を受けまして、まさにその内容を久喜

市さんのほうにお伝えしたような形になっており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。お願い

します。 

  説明書の121ページのし尿なんですけれども、

今和戸横町のし尿収集量なんですが、５年度は減

ったわけなんですが、またもう一つ建つんですけ

れども、今宿舎が物すごく大きいんですね。何か

前回より作業される方の宿舎がすごく大きくでき

ているんですが、そのあたり、このまた300幾ら

か増えるのか、その辺どの量多分見込んでいるの

か、同じぐらいか、その辺もし想定していたらお

答え願いたいと思います。 

  それと、成果書123ページのごみ分別指導シー

ルの作成といのが31万3,000円で18種類作ってく

ださっているんですが、これの根拠、久喜、宮代

とやっていたわけなんですが、住民の数で考えて

いただいて、今後この紙というのは増えるのか、

それともそんなに作ったけれども、皆さん守って

くれて、あまり使わなかったとか、その辺はどう

お考えなのかお聞きいたします。 

  あと、140ページの収集カレンダー点訳料とい

うのがあるんですけれども、11節、じんかい収集

事業で、これは音訳とかはされていないのでしょ

うか。点訳していただいていてすごくいいんです

けれども、広報紙でも議会だよりを音訳してくだ

さっているので、そのあたりしているのか、それ

ともどうなさるのかというのをお聞きいたします。 

  それと、もう一つ、先ほどからも出ているんで

すが、説明書の117ページの空き家対策なんです

が、ちょっとお考えをお聞きしたいんですが、私、

議会の代表として、委員として、全部出席をさせ

ていただいております。それで、この１回目、２

回目、３回目というのが条例とつくるための全部

共通認識だったと思っているんです。 

  それで、先ほども質問も出ていらしたんですが、

２年間の任期というは、去年８月４日から始まっ

たんですが、８回出ていて、出ていた者としては、

全員、区長さん、代表者もいらしたりして、共通

認識を図ったということで、区長さんだった人も

今年の３月改選があってもやっぱり出てきていて、

私のほうも議会代表として残って出ているんです

が、やはりこの先ほど弁護士さんの任期の話も出

たんですが、そのあたり、やっぱり今後具体的に

動くんですが、委員として出た者としては、共通

認識を図るということで、弁護士だからとか、不

動産屋さんの資格を持っているからと専門のこと

もおっしゃるんですが、共通認識のためにちょっ

と具体的に質問してくれたりとかしていたと私は

思っているんですね。 
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  その点で、やはり任期というのは大事かなと思

うんですが、そのあたり、先ほどからご質問いた

だいているんですけれども、そのあたり担当課と

してはどう考えるのか。１人だけ替わったのは、

消防署の方が退職されちゃったので替わった方が

１人いらっしゃるんですが、あとは全員続けられ

ているんです。そのあたり、任期とか考え方、お

願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊と申します。 

  まず、説明書の121ページのし尿収集量に関連

することとして、現在和戸横町地区再び開発のエ

リアになったということで、し尿の見込み量とい

うことですが、ちょっとどれぐらいになるかとい

うことは把握はできていないんですけれども、実

際し尿のくみ取りというのも始まっておりまして、

そういう中で、工事業者さんのほうも仮設トイレ

の設置から臨時の浄化槽の設置とか、そういう切

り替えも考える方向でいるというお話は聞いてお

りますので、今後、動きははっきりとは分からな

いんですけれども、し尿の通常のくみ取りよりは

仮設浄化槽が入ればくみ取りの機会は減るのかな

と思っております。 

  あと、説明書123ページの分別指導シールの作

成についてなんですけれども、こちらにつきまし

ては、ごみの分別ができていないものに対して使

用するものですので、町としては本当使わないほ

うがいいものと思っております。 

  初年度ということもございまして、これだけの

量、ごみの出し方で間違っている内容というのは

本当様々なものになりますので、どういった場合

にも対応できるように18種類ご用意させていただ

いたんですけれども、こちらに関しましては、収

集業者さんが収集する中で、切らすわけにはいか

ないものにもなりますので、きちんとご用意は引

き続きさせていただこうと思うんですけれども、

期限つきのもので何月何日までこのシールが使え

るというものでもないので、次年度以降も、もし

在庫が今年度余るようでしたら、引き続き利用し

て、最後まで使うような形できちんとしてまいり

たいと思っております。 

  点訳料の関係でございますが、こちら、視覚障

がいがある方向けに点訳版の収集カレンダーをご

希望に応じてご用意させていただいているところ

でございます。 

  音訳のカレンダーについては、今のところちょ

っと予定はなくて、引き続き点訳という形で対応

していこうと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○環境資源課副課長（小林知弘君） 環境資源課副

課長、小林でございます。 

  説明書の117ページ、空き家対策協議会に関し

てのご質問、委員の任期に関することということ

と、それから共通認識というお話でございました

けれども、この空き家対策に関する各委員の理解

というところにも通ずるものかというふうに考え

ております。 

  そもそもとして、空き家対策と申しますのは、

個人の財産を本来的には所有者自身が管理すべき

ところに様々な問題が、要は行政が関与しなけれ

ばなかなか解決が難しいような状況が多々見受け

られる中で、この空き家対策ということが新しい

課題といて出てきているということがございます。 

  行政が関与する以上は、基本的には個人の財産

に関して、通常であれば行政というのは不介入の

部分に介入していくというところ、ここに対して
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の適切さですとか、正しさというところを一定程

度担保する必要があるというところから、様々な

角度からのご意見というのが必要でございます。 

  山委員のおっしゃるとおり、昨年の協議会の

中でも様々なお立場から様々なご意見頂戴してあ

りがたかったということで、それのおかげでこの

町の条例がしっかりとつくることができたという

ふうに思っておりますし、この条例を使って、今

後は適切な対策の局面に移っていくということと

思っております。 

  この辺の動きにつきまして、各委員の認識の部

分、それから、町としていただきたい正しい視点

の部分、それから、その辺をどのような形でバラ

ンスを取りながら、こういう協議会の委員の選出

なり委員の任期を考えていくかということは、ま

た皆様との意見もいただきながら、慎重に考えて

いきたい、これは、たびたび申し上げますけれど

も、個人の財産の管理に行政が関与するというこ

との非常に重み、この辺を非常に重視させていた

だきながら、適切な対応ということを行ってまい

りたいと思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

  以上でございます。 

〔「すみません」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） はい。 

○環境資源課長（大場崇明君） 環境資源課長の大

場でございます。 

  今、任期の話ありましたけれども、空き家対策

協議会条例の中で、委員の任期は２年というふう

になっていて、最初の任期については、令和７年

３月31日までになっておりますので、それまでに

ついては特段の事情がなければ、今の委員さんに

お願いをさせていただくという考えでおります。 

  さらにその後、また様々な業界の団体の皆さん

からご推薦をいただいて委員構成を決めていく中

で、先ほどご指摘いただいた点も含めて、検討さ

せていただくということでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 121ページのし尿について

は、仮設のできるのかなとちょっと思っていたの

で、それができたら全然違ってくるので、伺えて

よかったです。 

  分別シールは作ったってずっと一生で、今の18

種類でいいのかというの、結構貼られている人も

いるんで、何かそのあたり、18種類、今のところ

は大丈夫なのか、もう一回お聞きいたします。 

  それと、音訳に関しましては、いつかはあった

ほうがいいかなという、全然やらないんではなく

て、点訳してくださっているのなら、やはり音訳

も必要ではないかと思って質問しましたので、こ

れ、何かそういう考えが、ちょっと今はないけれ

ども、多分今の質問でまた気づかれたこともある

と思うので、そこの答弁をお願いします。 

  空き家のほうは来年３月ということで、やっぱ

りご答弁いただいたとおりなので、分かりました。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○環境資源課主幹（田邊和美君） 環境資源課主幹

の田邊でございます。 

  まず、分別シールについて、現在の18種類で対

応できているのかということなんですけれども、

こちらにつきましては、考え得る内容のものをあ

る程度検討させていただきまして、今までの衛生

組合の状況などもお聞きしながら作成したもので

ございます。 

  どうしても当てはまらない内容のものについて

は、収集業者さんに記載をしていただけるような

形状のものも作っておりますので、そこできちん

と、なぜ収集できないで置いていくのかというの
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は皆様に伝わるような形で対応しております。 

  あと、収集カレンダーの音訳版については、今

後ニーズなどお声などを上がってくることもあり

ますし、ちょっと状況を見ながら検討等を進める

機会というものも設けていきたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で環境資源課の質疑を終了いたします。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村でございます。 

  先ほど、佐藤議員の発言の中で、私の名前を出

して同じような趣旨の質問をしたという発言がご

ざいました。それは事実ではなく、不穏当と認め

ますので、委員長から発言の取消しを命ぜられる

ことを要求いたします。 

○委員長（土渕保美君） ただいま塚村委員から佐

藤委員の発言中、塚村委員の名前を出したという

ことと、あと、弁護士に対して名前を何度も連呼

していましたので、その辺の撤回を、発言の取消

しを命ぜられたいという要求がありました。 

  委員長においても不穏当と認めますので、発言

の取消しを命じます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月13日金曜日午前10時から委員会を開き、

引き続き福祉課の審査から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ６時５４分 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ３ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は13名であります。定足数

に達しておりますので、９月11日に引き続き決算

特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（福祉課） 

○委員長（土渕保美君） これより福祉課の審査を

行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○福祉課長（鈴木淳史君） おはようございます。 

  福祉課長の鈴木と申します。よろしくお願いし

ます。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹の小林で

す。よろしくお願いいたします。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉課福祉支

援担当主査の平向と申します。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  また、質疑の際には決算書、資料名、ページを

必ず言って明瞭簡潔にお願いいたします。 

  それでは、歳入歳出一括して質疑をお受けしま

す。 

  質疑はありますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤です。よろしくお願い

します。 

  ２点質問させていただきます。 

  決算書96ページ、説明書は129ページになりま

す。 

  福祉交流センター運営事業についてです。説明

書のほうの陽だまりサロンの利用状況の表につい

て質問させていただきます。 

  去年と比べて高齢者は570名減っていて、小中

高生は2,448人ということで大幅に増えているん

ですけれども、こちらイベントの内容を変えたり

したのか、この増減の理由が分かればお願いいた

します。 

  ２点目は、決算書は同じく96ページ、説明書は

130ページ、障がい者地域生活支援事業の決算書

下から６段目の子どもの発達支援巡回事業委託料

についてお聞きいたします。 

  この委託先と巡回している場所や頻度、分かれ

ば教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉支援担当

主査の平向と申します。 

  １点目の福祉交流センター運営事業の利用状況

についてご説明させていただきます。 

  成果書のほうが129ページになります。 

  今回、高齢者が減った理由と小学生が増えた理

由ということでございますが、高齢者の方に関し

ましては、お話を聞くと基本的には同じ方が利用

されるケースが多いということもありまして、そ

の方が町外に転出してしまうとか、施設に入って

しまうとか、そういった形で減ってきているとい

うのを話を聞いています。 

  小学生が増えた理由というのが、学校で今まで

コロナであまり交流のほうをしないようにという
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ことで学校さんと陽だまりさんのほうで要請をし

ていたところだったんですけれども、コロナのほ

うが明けまして、小学生のほうが休み時間等に昼

休みの時間等に陽だまりサロンが利用できるよう

になったというところから、人数が増えていると

いう形になっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  ご質問のありました子どもの巡回事業でござい

ますけれども、委託先でございますが、福祉法人

のみぬま福祉会さんのほうに委託をしてございま

す。伺いました事業所でございますけれども、大

変失礼いたしました。こちらが８か所伺わせてい

ただきました。年に１回の訪問でございました。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 福澤委員。 

○委員（福澤和美君） ありがとうございます。 

  ２番目の質問のほうの８か所なんですけれども、

ちょっと大変なんですが、教えていただくことは

可能でしょうか。小学校とか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 主幹の小林でござい

ます。 

  具体的な事業所のほうはすみません、本日手元

にございませんので、行ったカテゴリーで申し上

げますと、いわゆる未就学児を対象にしておりま

すので、保育所、あと幼稚園を回っております。 

  全部の保育所、幼稚園を回らなかったのは、や

はり希望を取っておりまして、日程等の調整、ま

たそういった発達が気になる子がいないかどうか、

そういった希望が取ったところで８か所という形

になっております。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは何点かご質問させて、３点か。 

  まず、決算書91、92ページの関係で、不用額が

非常に多いのが11節の役務費と、それから12節の

委託料になっています。特に委託料については障

がい者総合支援事業の措置入所の関係がどうなの

か。上程説明のときには対象者がいないような説

明がございましたが、その辺の状況についてお示

しを願いたいと思います。 

  それから、94ページの障がい者相互支援事業、

ここで18節の負担金補助及び交付金のうちの介護

給付訓練等給付費、それから自立支援医療費とい

うふうになっていますけれども、この辺の利用状

況、どういうふうになっているのかお示し願いた

いと思います。それから、決算書94ページの障が

い者相互支援事業なんですけれども、これで18節

の負担金補助、これについての利用状況ですよね。

さっきお聞きました。 

  それともう一つは、96ページの福祉交流センタ

ー運営事業なんですけれども、今前段でも説明が

ありましたけれども、福祉交流センター陽だまり

サロンですよね。この状況については、コロナ禍

前の状況に近づきつつあるということなんですけ

れども、その辺の状況についてはどうなのか、そ

の点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、最後は98ページの福祉タクシー等利

用料金助成事業なんですけれども、説明書では

133ページになっています。これについては、私

過去にずっと福祉タクシー等利用料金助成事業、

せっかくあるのになかなか使ってもらえないとい

うことでありましたけれども、昨年度においては

タクシー券、それから自動車燃料費助成券を合わ
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せて前年と比較しても増えております。これは努

力なさった結果だと思って評価していますけれど

も、その辺のこれまでとの違いですよね。こうい

う点については力を入れてやったということであ

れば、その辺の成果についてもお話しいただけれ

ばと思います。 

  それから、最後になりますが、これは予算には

関わっていないんですけれども、福祉課としても

聴覚障がいの関係で、皆さんご承知のように宮代

町手話言語条例が制定されました。これについて、

この条例に基づいて計画的に手話施策を今後実施

していくということなんですが、その辺、新年度

予算に向けても関わる問題ですので、その辺はど

のように現在検討されているのか、その点をお示

しいただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  ご質問につきましてお答え申し上げます。 

  まず、１問目、不用額の関係でございますが、

特に役務費と委託料についてでございます。決算

書のページで申しますと、91ページにございます。 

  それでは、役務費について申し上げます。 

  役務費の予算の現額は423万1,000円、支出済額

は225万1,975円、繰越額が70万7,800円、不用額

が127万1,225円で、不用額は執行率は大体63.9％

ほどとなっておるところでございます。こちらの

役務費でございますが、各事業での郵便料や通信

料のほか、物価高騰対策の給付金の振り込みの手

数料ですとか、成年後見申立てに係る費用を執行

いたしました。 

  不用額が生じた主な理由でございますが、物価

高騰対策支援給付事業の郵便料において、予算額

の実額確定により執行額が多くなったこと、また

成年後見人の申立てに係る費用中、鑑定料を計上

しておりましたが、該当される方がいなかったも

のが主なものとなっております。 

  続きまして、委託料でございます。委託料につ

きましても同様に決算書91ページ、92ページのと

ころでございます。 

  委託料の予算現額は4,427万2,000円、支出済額

は2,900万2,925円、繰越額が764万9,755円、不用

額が761万9,320円で、執行率が79.2％となってお

ります。 

  不用額の主な理由といたしましては、障がい者

総合支援事業におきまして、やむを得ない理由に

よる措置の委託料を１人計上しておりましたが、

該当となる事例が発生しなかったもののほか、福

祉タクシー等利用助成事業において、委託料で実

施をしておりますが、その執行率が予算に対して

大体82％にとどまったこと、また障がい者地域生

活支援事業において実施している手話通訳を派遣

する意思疎通支援事業委託など委託で実施してい

る各事業において、各執行残が生じたものでござ

います。手話通訳の派遣や、また入浴サービス等

実施の事業におきましては、利用者の利用動向を

勘案して予算は計上しているところでございます

が、利用者の利用を完全には把握できないという

こともあるものですから、執行残が生じているも

のでございます。 

  ２番目のご質問の総合支援事業の負担金が増え

ているその利用状況についてというところでござ

います。決算書につきましては94ページ、説明書

につきましては127ページ以降でございます。 

  介護給付費訓練等給付費は、説明書128ページ

にあるとおり、伸びの額でいいますと１億円を超

える伸びがございました。これの主な理由でござ

いますけれども、中身のカテゴリーでいいますと、
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共同生活援助、いわゆるグループホームに係る費

用が非常に伸びております。金額で申しますと、

2,900万円ほどの利用が伸びました。また、ほか

に伸びている項目といたしましては、児童発達支

援と呼ばれるもの、放課後デイサービスと呼ばれ

るもの、こちらそれぞれどちらも児童さんがご利

用なさるサービスですが、こちらのサービスが伸

びておりまして、この２つを合わせてやはり

3,000万円ほど伸びているところでございます。

また、伸びているものでいいますと、生活介護と

いうサービスで、こちらが大人の障がいをお持ち

の方が日中介護等のサービスを受けるものでござ

いますが、こちらは1,100万円ほど伸びておりま

す。 

  これを見ますと、児童さん、子どもさんが伸び

ている状況というのは、やはり早期に療育サービ

スを使って個性を伸ばす実力をつけていく、そう

いった活動が浸透してきているところではないか

と思っております。また、グループホームが伸び

ているのも、やはりある程度年齢が達した利用者

さんの方につきましては、親元を離れて生活する、

そういったスタイルが定着してきているのではな

いかと思っております。 

  続きまして、同じページでございますけれども、

説明書同じページ、下の表でございますけれども、

更生医療、育成医療というものが自立支援医療費

に係るものでございます。こちら更生医療、育成

医療というふうに分かれておりまして、更生医療

は主に大人の方のもの、育成医療は主に子どもの

方のものでございます。更生医療につきましては

400万円ほど伸びております。育成医療につきま

しては２万9,000円というほどの伸びでございま

した。 

  利用状況といたしましては、更生医療につきま

しては主に多い利用は透析が一番多くなっており

まして、昨年度も透析の方が増えております。透

析の方は一番増える要因は、これは健康保険がカ

バーしていないところをカバーする制度でござい

ますので、健康保険に加入されていない人が更生

医療を使うと、実人数に比べて非常に利用額が増

えるという傾向にございます。昨年度はそういっ

た方もいらしたので若干400万円ということで若

干の伸びを示しているところでございます。 

  続きまして、交流センターは飛ばせてもらいま

して、タクシーの福祉タクシー事業でございます。

説明書で申しますと、133ページでございます。 

  こちら、実は昨年度の比較で申しますと、それ

ぞれ若干でございますが伸びてございます。理由

といたしまして考えられる点が２つございます。

まず１点目はタクシー券でございますけれども、

タクシー券はこれは県の施策というところがよる

んですけれども、県の施策のほうで１回につき使

える枚数を２枚、複数枚使ってもいいですよとい

う形になったことですから、そういった形で使わ

れる方については使いやすくなったというところ

は挙げられると思います。またもう１点につきま

して、自動車燃料費の助成券でございますけれど

も、そちらにつきましては１枚500円の券を昨年

は600円に改定させていただきましたことと、や

はり複数枚使ってもいいですよということで運用

のほうも少し変えさせていただいた、そういった

点も結びついて若干伸びがあったのかなというふ

うに考えております。 

  続きまして、５問目の聴覚障がい者、特に手話

の関係でございます。昨年度手話言語条例を策定

させていただきました。それで計画的に実行する

ということで今年度はその具体的なものに取り組

むということで研究をしているところでございま

す。 

  今考えているところでは、やはり窓口において
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手話が使える環境を整備していきたいというふう

に考えております。また、今こういう時代でＩＴ

の活用はできないか、それも併せて考えておりま

して、遠隔でのコミュニケーションが取れる、そ

ういったものが来年以降順次整備できていければ

いいなというふうに考え、検討をしているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉課福祉支

援担当主査の平向です。 

  決算書96ページ、成果書129ページ、福祉交流

センター運営事業に関して説明させていただきま

す。 

  陽だまりサロンの利用に関して、コロナの前に

戻していくようなという形でのご質問でしたが、

令和５年度につきましてはコロナが明けたという

ことから、イベントの数も多少増えておりますし、

イベントの内容も例えば体操の事業を増やしてみ

るとか、あと例えば子育て世帯のお母さんが参加

できるイベントを増やしてみるとか、いろんな世

代の方、今まで参加できなかった世代の方が参加

できるようなイベントのほうも企画をしておりま

して、それに基づいてやっぱり令和５年度だと子

育てのされているお母様からのイベントの申込み

が増えているというようなうれしいお話も聞いて

おります。 

  同じように、来年は陽だまりサロンがオープン

を迎えまして25周年ということになりまして、今

年度も来年のイベントに向けて多くの方を集客で

きるようにということで、今から検討も始めてい

るところでございますので、少しずつコロナ前の

状況に戻せるように、陽だまりサロンのほうでも

イベントを工夫して行っている状況です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 終わりました。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは再質問させていた

だきます。 

  まず、決算書94ページの障がい者総合支援事業

の中の介護給付訓練等給付費については、利用人

数がこれも増えていますよね。それとあと、自立

支援医療費については更生医療費、これは１つは

人工透析のほうの関係もあるということなんです

が、先ほど特にこの人工透析については健康保険

を利用しない方の関係で増えているという説明が

あったんですが、そうすると人工透析そのものも

増えているとは思うんですけれども、この人工透

析が増えている部分と、それからそうしますと健

康保険を利用しない方の費用も増えているという

ことであると、その辺の内容についてはどういう

ふうになっているのかなと。健康保険を利用しな

いというのはそんなに多くはないんでしょう。そ

うすると、１件につき金額がかかるというふうに

なっているのかなというふうに思うんですけれど

も、その辺の内容についてもお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、特に負担金補助及び交付金の中では、

グループホームの関係も2,900万円ほど増えてい

るのかということなんですけれども、これはグル

ープホームというのは宮代では２つの施設、それ

とも認知症だとかそういう方もグループホームを

利用しているというふうにも伺っているんですけ

れども、そういう意味ではグループホーム、宮代

での施設はどういうふうな状況になっているのか、

併せてお願いしたいと思います。 

  福祉交流センター運営事業、これは決算書96ペ

ージなんですが、イベント等、それから体操だと

か子育てがこれまで参加できなかった部分で参加
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してきているということで、正直言ってコロナ禍

というのは本来突然こういうのが世界的にも増え

て不幸ながらこういうふうになったんですけれど

も、本来、なければもっと増えていいのかなとい

うふうに思うんですけれども、この福祉交流セン

ター、これは笠原小にもあるからそういうふうな

状況もあると思うんですけれども、今後福祉交流

センターは当分はやはり陽だまりサロンとして１

か所ということで今後もやっていかれるのか、そ

れとももっと地域ごとに増やしていけるのかどう

か、その辺の展望とその辺についてもお願いした

いと思います。 

  それから、タクシー券の関係、決算書98ページ

の関係ですけれども、増えたタクシー券と自動車

燃料費助成券を合わせて利用されているというの

は分かりました。これでの不用額というのはある

んですけれども、まずは１回につき複数枚福祉タ

クシーやはり使えるということと、自動車燃料費

の助成券についても１枚が500円が600円で、それ

も複数だということ、これはもっと増やしていか

れないのかどうか、その辺の縛りみたいなのはど

うなのか、併せてお答えいただきたいと思います。 

  それとあと、宮代町手話言語条例、これは成果

説明書の125の一番最後に載っていますけれども、

窓口での手話ということで、先ほど今後考えてい

るということなんですけれども、窓口での手話、

どういうことなんでしょう。もちろん職員も積極

的にやるんだろうなというふうには思うんですけ

れども、どういうふうに普及していかれるのか、

その辺についてももう少しご説明をお願いしたい

と思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  それでは、まず質問の１点目、総合支援事業に

つきましてお答え申し上げます。 

  総合支援事業につきましては、説明書が128ペ

ージでございます。その中で、まずご質問のあり

ました自立支援医療、健康保険を使っていない人

はどうなんだろうかというところでございます。 

  自立支援医療で健康保険を使わずにご利用され

る方、昨年度は３名いらっしゃいました。こちら、

健康保険を使わないと健康保険から給付されるべ

き金額を税金、いわゆるこの負担金のほうで給付

するという形になりますので、そういった方がい

らっしゃると、一月当たり医療費いわゆる10割の

分が40万弱ぐらいになるので、掛ける12だとかな

りの金額になってきてしまうというところがあっ

て、そちらを使わずに透析を使う方がいると影響

額が大きくなるもの。昨年度は３名いらっしゃっ

たところでございます。 

  また、透析全体でいいますと、透析の利用者も

やはり増えておりまして、透析の利用者は全体で

48名いらっしゃいまして、ただ通常の透析利用者

の方は９割以上が健康保険のほうでご利用いただ

いていますので、それほど人数が増えた割には支

出する金額は少ないという性質がございます。 

  続きまして、そちら同じ事業でグループホーム

についてどれくらいあるのかというご質問でござ

います。 

  こちらは今私の記憶で大変恐縮なのですが、３

法人が町内で運営をしておりまして、複数運営し

ているところもありますので、たしか４ないし５

ぐらいのグループホームがございます。こちらグ

ループホームにつきましては、高齢者のグループ

ホームというのもあるんですけれども、障がい者

のグループホームとはまたちょっと別物で、今私

が申し上げたのは障がい者のグループホームとい
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うところでございます。高齢者のグループホーム

はたしか２か所あってというところでございます

が、私が申し上げたのは障がいのある方がご利用

するグループホーム。使用する要件も異なってま

いりますので、それは別物というふうに考えてい

ただければと思います。 

  続きまして、タクシー券の関係ですね。タクシ

ー券につきましては説明書133ページになります。 

  今後支給の拡大が可能かどうかというところで

ございますけれども、この福祉タクシー等利用助

成事業につきましては、財源が町の一般財源のみ

という形になっておりますので、拡大につきまし

てはかなり慎重に検討しないとできないというと

ころが現状でございます。 

  続きまして、手話言語条例でございますが、検

討状況を具体的にというところでございます。先

ほど私が来年度以降窓口のほうで手話が使える機

会を増やしていきたいということで申し上げまし

た。どのように考えているかといいますと、今こ

れは研究事例なので確定ということでございませ

んので、参考にということで述べさせてもらいま

す。県の手話の協会がございまして、そちらで遠

隔のサービスというのがございます。それで遠隔

サービスを使うと、いわゆる端末上で遠隔で手話

をやっている人を経由してやり取りができる、そ

ういった形のものがあるということで、今研究を

してそれが導入可能かどうかというところを勉強

しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉支援担当

主査の平向です。 

  決算書96ページ、成果書129ページ、福祉交流

センター運営事業に関してのご質問です。 

  コロナ禍を超えましてもっと増えたらいいなと

か、今後の展望はどうかというところではござい

ますが、町としての決定ではないんですけれども、

例えば今それぞれの地域に高齢者向けの地域サロ

ンがあったりだとか、最近は子どもの居場所とし

て同じように地域サロンで子どもと高齢者が一緒

に活動していくというような事例も増えてきてい

るところであります。今後高齢者サロンとか、福

祉課だけでは決められないところではございます

が、例えば課を横断してそういった地域サロンを

どんどん大きくしていったりということが望めれ

ばいいのかなと思います。あと、例えばすてっぷ

宮代との連携だったりとかというのも将来的には

考えられるのかなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは再々質問ですね。 

  １つは決算書94、障がい者相互支援事業の関係

で、先ほど障がい者関係のグループホームという

ことでもちろん答弁ございましたが、参考まで、

最近できた北団地の近くのあの建物というのはグ

ループホームには関係ないのかどうか。 

  それと、98ページの福祉タクシーの関係ですが、

先ほどもっと福祉タクシー券利用をしていただく

ようにということで拡大はできないのかというこ

とで、一般財源等々もあって慎重にしなければい

けないということだったんですけれども、これは

予算があって使ってもらって初めて生きるんであ

って、ただ予算だけのっけて、これは不用額にな

ってはせっかくの助成金がやはり生きてこないと

いう、そういう意味からも、確かに一般財源の限

度もあるんですけれども、やはりより多くの方に

利用してもらうという、そういう答弁が欲しかっ

たんですけれども、ぜひそういう立場から引き続

きどうしたら利用していただけるかということで
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お願いしたいと思います。これは要望で結構です。 

  １点だけ。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  障がい者の関連施設の関係のご質問でございま

すが、姫宮地内の新しく開所した場所ということ

でございますが、こちらはグループホームという

施設ではなくて、子どもさんが使われる施設で障

がい児の児童発達支援というサービス体系の施設

でございまして、主に未就学児の方が通う施設で

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。佐藤

でございます。 

  最初に釘刺すじゃないですけれども、これ説明

書と書いてあるので、先ほどから平向主査が成果

書というのは説明書と統一してください。各課、

皆やっております。 

  では、質問をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

  Ｐ91から92の先ほど前段の丸藤議員からもお話

しありました不用額のことですけれども、これ

128ページが説明書のほうは該当するというふう

な形でありましたが、これを見ますと、例えば介

護費、訓練給付費等というのは３年度から４年度

というのは30名ぐらい増えて150万ぐらいで、今

回17人増えて１億ぐらいになっていますけれども、

この根拠と、あとこれ、この３つの表全てなんで

すけれども、増減が確かにあるんですけれども、

同じ人が行っているわけではないと思いますので、

そもそも３年、４年、５年と同じ人もいらっしゃ

るでしょうけれども、途中で引っ越したりとか亡

くなったりとかいろいろあるでしょうけれども、

新たに増えた人と既存の人というのがあると思う

ので、その辺の違いというのを差異というのをお

知らせいただきたいと思います。 

  また、前段の議員からもいろいろと質問あった

んですけれども、この一番下に成果というものは

確かにありますけれども、これ説明書ですので、

できる限り我々が質問しないで済むように、また

町民のほうもこれ見て分かるように説明のほうを

もうちょっと全般的にですけれども、入れていた

だきたいんだ。これは後段のほうは希望ですけれ

ども、前段は質問のほうになります。 

  次に、決算書の96ページで、説明書の130ペー

ジの障がい者地域生活支援事業ですけれども、こ

れの下から２つ目の表を拝見、拝読いたしますと、

３年度から４年度、４年度から５年度と毎年減っ

ているんですけれども、これはどのように分析さ

れているのかというところをお尋ねいたします。 

  次に、同じく96ページですね。説明書のほうは

129ページ、前のページ戻ります。 

  福祉交流センターの運営事業ですけれども、こ

れ笠原小の陽だまりサロン25周年はいいといたし

まして、高齢者のところがここだけぽんとマイナ

ス570というふうになっているんですよね、３年

度から４年度上がっていますけれども。ほかのと

ころは逆に小中高生なんていうのは４年度は320

だったが2,500近く上がったりとか、ここという

のは原因というのはどのように分析、検証されて

いらっしゃい…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 説明ありましたか、ごめん

なさい。私のほうじゃちょっとほか見ていて理解

していませんでした。じゃ、そこは結構です。手
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を挙げて言ってくれと言っているんですけれども、

泉議員。 

  次に、98ページです。説明書は133ページにな

ります。 

  福祉タクシー等利用料金助成事業、これはほか

の表とかと違って、おおよそのほかのあちこちの

表と比べて、昨年比というのが前年度比というの

がないのは、移った、これタクシーですからずっ

と福祉課だと思うんですけれども、企画財政から

健康介護へ移ったタクシーとは違うと思いますの

で、これの前年度比、また３年度と４年度、５年

度どういうふうに移行したのかというところ。 

  また、これのタクシーの利用枚数とか、燃料の

枚数、先ほどタクシーについては２枚に増えたと

いう説明がありますけれども、燃料のほうは複数

枚というふうな表現をされていらっしゃいました

が、これは燃料は２枚じゃなくて、上限は確かに

あるんでしょうけれども、１回当たり３枚でも４

枚でもという意味で複数枚と言ったのか、単に２

枚を複数枚と一緒に言ったのかというところと、

またこれもちょっと下の欄外のところ、タクシー

券と自動車燃料券を併用している場合、両方にカ

ウントしておりますというのはありますけれども、

この利用人数、交付枚数はこれにつられて増えて

いくとは思うんですけれども、利用人数としてあ

る一定の人がずっと変わらず使われているのか、

交付されているのか、申請されているのか。それ

とも広くどんどんと薄くでもいいですけれども、

広がっているのか。ちょっと令和４年度と３年度

との比較はないんで、増えていて利用人数が増え

ているんであれば、広がっているんのかなとも思

いますけれども、その辺がちょっと比較ができな

いものですから、そこのところのご説明をまずは

お願いいたします。 

  あと、執行残、ちょっと先ほどちょっと漏れち

ゃったところで、91から92に代表されるというか、

そこから始まるような執行残ですね。これ、大体

執行残というのはこれまでのはちょっと僕分から

ないんで教えていただきたいんですけれども、大

体予算に対しての何％、何割ぐらいを執行残とし

てあるのは致し方ないというか、これくらいはし

ようがないよというのがあるのかどうか。結構な

執行残があるように私には見えるんですね。例え

ば、先ほど63.9％の執行率でということは、残り

36.1％がこれが執行残になって、理由は物価高騰

とか、あと該当者なしというのがちょっと耳につ

いたんですけれども、該当者なしというのはそも

そもこれくらいと思ったのがどれくらいかにより

ますけれども、１人と思ったのがゼロになったん

だったら分からなくないんですけれども、どれく

らいと思ったのが該当者なし。消費者支援のほう

でも79.2％のところがありますから、20％ぐらい。

ちょっと１割から１割５分を超えて執行残が残る

というのはちょっとどうかなと思って、ぱらぱら

と見ましたら、92ページの先ほど申し上げました

12款の委託料の業務委託料というのも、これ委託

料は高いのではないかどうかというのは分かりま

せんけれども、これだけ327万。94ページのほう

のみやしろ健康福祉プラン策定業務委託料、これ

が363万。100ページ、ごめんなさい、ずっと決算

書今申し上げております。決算書の100ページの

一番下から５行目ぐらいかな。みやしろ健康福祉

プラン高齢者編策定業務委託料、これ415万円。

これ３つ合わせるだけで１億円いっちゃうんです

けれども、そもそもこれが適正なのかというとこ

ろも併せてお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） そこのところは、じゃカッ
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トしてください。ごめんなさい。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 議員ご質問の質問に

対してご回答申し上げます。 

  まず、１点目、説明書でいいますと128ページ

の介護給付費、訓練等給付費、こちらの新規、更

新者、内訳はどうかというところでございますが、

すみません、全くの新規の方そのもののデータは

分析をしておりません。ただ、審査会というもの

がございまして、その中で新規で審査を受け付け

た方がいらっしゃいますので、そちらの人数で申

し上げます。 

  新規で受け付けた方、大人の方で介護が必要と

言われる方、こちらにつきましては10名の方が新

規でご利用をなさいました。また、いわゆる児童

さんの方、またいわゆる訓練を受ける方につきま

しては、こういった判定の場面がない、新規の申

請で受付で受け付けていないというのを集計を取

っていないことものですから、正確な数字という

のは今日この場ではちょっと申し上げられないと

いうところでございます。申し訳ございません。 

  続きまして、地域生活支援事業です。説明書の

ページで申しますと130ページ以降でございます。 

  相談支援事業が減っている原因、どのように分

析しているかということでございますが、相談支

援事業につきましては、宮代町は宮代町町内で受

けるものと、少し専門家の意見が必要なものにつ

きましては委託相談という形で相談をやっており

ます。こちらの相談支援事業につきましては、そ

のうちの委託相談分という形でございます。委託

相談は圏域の事業所の３事業所に委託をしており

ます。こちら減っている理由でございますが、町

で対応できる部分は町で対応しているという部分

がございますので、特に今大きな問題を抱えてい

ないという方がいらっしゃれば、それは委託相談

という形ではなくて町の通常の相談の中で実施を

しているところでございますので、ここ数年は少

し落ち着いた状態が続いたというふうに分析をし

ているところでございます。 

  続きまして、タクシー券でございます。経年の

比較ができないということでご質問がございまし

たので、経年の比較につきまして申し上げます。

また、来年以降もし比較ということであれば少し

表のほうも直してまいりたいというふうに考えて

おります。 

  では、比較を申し上げます。福祉タクシー等利

用助成事業は、説明書でいいますと133ページに

なります。 

  タクシー券利用人数でございますけれども、令

和５年度494人に対しまして、令和４年度は475人、

令和３年度は470人となっております。交付枚数

につきましては、令和５年度１万5,179枚、令和

４年度１万4,679枚、令和３年度１万4,552枚とな

っております。そのうち、利用枚数でございます

が、令和５年度5,911枚、令和４年度5,582枚、令

和３年度6,024枚という形になっております。 

  続いて、燃料券でございますけれども、利用人

数につきましては令和５年度673人、令和４年度

632人、令和３年度609人、交付枚数につきまして

は令和５年度7,368人、令和４年度6,947人、令和

３年度6,597人、利用枚数につきましては令和５

年度5,953枚、令和４年度5,578枚、令和３年度

5,489枚となっております。 

  先ほど前段の議員さんので私のほうで複数枚と

申し上げたところの意図というところをご質問い

ただいたと思いますが、これにつきましては、燃

料助成金につきましては総額の内側の金額であれ

ば何枚使っていただいても結構ということでやら

せていただいていますので、複数枚という形で言
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わせていただきました。 

  続きまして、執行残の関係でございます。全体

的な執行残、これがどれぐらいの金額が適正なの

かというところは非常に難しいところでございま

す。特に、我々福祉の委託料や負担金につきまし

ては、利用者さんの動向次第という部分がござい

まして、なかなかこう全てを読み切れないという

ところがございます。そういった利用者さんにお

任せするところで、どれぐらいが適切だというと

ころで言うと、私の中では90％程度あれば上振れ

しても収まるんじゃないか。予算額ってどうして

も支出の上限額を定めるものなので、やはりその

程度の執行率であれば安心して執行していくこと

ができるというところがございます。 

  ただ、ほかの例えば需用費みたいなのは、私ど

もでコントロールできる金額でございますので、

それは予算があるからといって全額執行するとい

うスタイルではなくて、やはり節減できるものは

節減する、在庫があるものはその在庫を活用する、

そういった形でやっておりますので、そこは需用

費がある程度余る、それは節減に努めた結果とい

うふうに捉えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ご説明どうもありがとうご

ざいます。 

  需用費のほうは、今最後のおっしゃった需用費

のほうは分かるんですけれども、ほかのところの

が９割ぐらいとおっしゃいましたけれども、実際

63.9％から79.2というのが先ほど数字がちらちら

と出ましたけれども、はるかにと言っちゃ言い過

ぎかもしれませんが、でも63.9に対してははるか

にと言っていいかもしれませんけれども、ちょっ

と大きくなり過ぎかなというふうに僕個人として

は感じておりますが、今後そこのところの差を圧

縮するようにというふうにしていただきたいし、

そのように努力なされているのは今のお話で分か

りました。 

  不足額とかその辺ので、ちょっと答弁漏れに近

いところというか、該当者なしというのはなぜこ

のような形が出てくるのかというところがなかっ

たので、これは補足としてお願いいたします。 

  委員長、先に補足を言ってもらったほうがいい

ですか。この後再質問のほういきますけれども。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） いや、補足が今あったんで

答弁漏れのがあったんで、そこんところを言って

もらってから再質したほうがいいんじゃないかな

と思って、今。 

○委員長（土渕保美君） お願いいたします。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 該当者なしといった

項目でございますが、基本的にはそういった項目

には１人ないし２人程度の予算を設けさせていた

だいております。ただ、１人といっても例えばそ

の人が１年間通年使ったらどれぐらいなんだとい

うのがあると、結構な額、例えば300万円程度に

なってしまったりとか、そういうものがございま

す。ただ、１点のものの給付であれば10万円、20

万円のものが２件とか、そういった形で計上させ

ていただいているところでございます。そんな10

人、20人、多くのものを見込んでいるというより

は、そういった１人ないし２人が来ても大丈夫な

予算措置をしているというところでございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  では、改めまして再質問させていただきたいと

思います。 

  先ほどご説明のありました分かりやすいところ
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で説明書で133ページの一番上のタクシー等利用

料金助成事業、これの何度もなってしまいますけ

れども、利用人数、これタクシー券だけとか燃料

券だけ、もしくはそれの組合せという形でなって

いるのは承知しているんですけれども、結局ある

一定のＡさん、例えばＡさんに対して、この人に

はタクシー券をやりました。Ｂさんには燃料券や

りました。Ｃさんには６・４の割でやりましたと

かってあると思うんですけれども、その実人数、

使ったかどうかは別として、交付枚数というのも、

交付枚数と利用枚数は当然乖離が出るのは分かり

ますが、実際に交付をした人数というのは、これ

はここに利用人数というのはどちらに該当するの

かというのは分かんないんで、この制度を利用し

た人なのか、それともこの券を利用した人なのか、

券というのは券面のこと、タクシー券とか助成券

を利用した人なのかというところも分からないの

で、そこのところをきちんと詳しく説明していた

だかないと、比較も何も検討がこちらもできない

ものですから、まず何人に渡しました。その次、

その後にタクシー券、その中の例えば100人やり

ました、20人にはタクシー券だけです、30人には

燃料券だけです、残りはという形で、人数がちょ

っと分かんないとそれが３年度、４年度、５年度、

人数はどう増えているのかというところ、これに

表には出ておりませんけれども、そこが分からな

いので、そういうところの説明をお願いしたいと

思います。 

  次に、128ページ、これは説明書のほうですね。

先ほど審査会を通して審議とかいうふうな判定を

されるというのは分かりました。ただ、これにつ

きまして、要介護10名で、需要とか訓練とかのほ

うはこれも集計なし、該当なしと同じような感じ

なんだけれども、何ゆえ集計していないのか。集

計していないんで何ゆえ金額が出てくるのかとい

うのがちょっと分からないので、僕の不勉強だっ

たらごめんなさい。分かるようにできればご説明

いただきたいと思います。 

  これで最後になるかな。130ページですね。先

ほどの相談支援事業の減の件で、下から２段目の

表ですね。これ委託したりとか、専門家にやった

りとかと、それ以外は３事業所へ委託して、それ

以外は町で対応すべきは町で対応しているという

ふうにおっしゃいましたけれども、数字がこれだ

とはっきりと、町でも対応したのが誰がいつ誰さ

んにとかというのは出てくると思うので、そこの

ところ、この表をもう一つ増やしたりとか、町で

の対応件数とかという形でやらないと、実際の利

用者数がこれだけ見ると利用したくても行ってみ

て効果ないと思ったからとか、嫌な思いしたから

とかというのは、これこの事業ではないですけれ

ども、法律相談とかでたまに聞くんですけれども、

ちゃんと聞いてもらえなかったらもういいやとい

う人もいますので、そこんところの詳細な分析が

なされていないと、減っている理由、支給総額が

前年度から減ったりとかというのは税金的にはい

いのかもしれませんけれども、困っている方が我

慢すると言ったりとか、行くのを控える、相談を

控えるというのは、これはあってはならないんで

はないかなと思いますので、そこのところをもう

少々細かく説明をしていただきたいと思います。 

  そんなところですね。以上でお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

ございます。 

  まず、タクシー券につきましてのご質問でござ

います。説明書は133ページになります。 

  タクシー券と自動車燃料費の助成券、２つ交付

をしているわけでございますが、こちらの組合せ
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はどういう組合せなんだ、そこまで分析していま

すかというご質問だったと思います。 

  給付簿のほうにはあるのですが、今手元にその

給付簿がございませんので、詳細につきまして、

もし追加ということであれば追加で分析したもの

をご説明申し上げたいと思います。 

  続きまして、介護給付費、訓練等給付費の分析

の関係でございますね。説明書につきましては、

128ページでございます。 

  前段の議員さんにもの部分でご説明は申し上げ

ているところではございますが、どういった費用

が増えている、増えていない、そういった分析は

してございます。また、それに対して利用者の実

数が何人だという分析はしているのですが、それ

が新規が流れ込んだのか、流れ込まなかったのか

というところまでのフラグを立てての分析とはな

っておりません。 

  主に伸びたところで申し上げますと、先ほど前

段の議員さんのところで、例えば共同生活援助、

グループホームが伸びています。金額で申し上げ

ましたが、人数で申し上げますと12名ほど増加に

なっております。子どもさんで申し上げますと、

子どもさんの利用はこちらはサービスごとになっ

てしまうので重複して使っている方もいらっしゃ

るので正確な人数にはならないのですが、32名ほ

ど増えているところでございます。そういった実

数の分析にはなっておりますが、そこまでのそれ

以上の分析は今手元にはないところでございます。 

  続きまして、相談支援事業でございます。説明

書でいいますと、130ページでございます。 

  相談支援事業、町と委託の事業所で事業に当た

っているということで先ほど申し上げたとおりで

ございます。そのうち、では町の相談人数はいか

ほどだったのかというご質問ですが、申し訳ござ

いません。こちらは正確な統計というのは取って

ございません。というのは、全ての電話、全ての

窓口対応、全ての出向いての面談、呼んでの面談、

全てのものがある程度相談という部分が関わって

おりますので、これを１件１件今日の日報で何件

相談を受けた、そういった形で分析はしておりま

せんので、なかなか町の全体像というのは分から

ない状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  では、最後、再々質問させていただきます。 

  今の再質問の答弁で、分析はしていないという

のが多々見られるんですが、分析しないと予算も

立てられないと思うんですけれども、何ゆえ分析

をしないのかというところは非常に不可解なとこ

ろではございます。特に、新規がどれくらい増え

たか、今まで例えば令和４度には10名だったのが

今度は５年度に20名になったとなると、１年間で

10名増えたということは、来年度また10名は増え

るんではないかというふうに考えていくものだと

は思うんですよね。また、最後のやっぱり相談支

援事業も、これ統計取っていないとなると、来年

度どれくらいかというので、もう勤務時間とかを

算定するのにも関わってきて、要するに福祉課の

ほうの人数をどうするかというところにも究極的

には関わってくるとかなんで、要はいつもという

か、もう何年も前からあちこちの課で申し上げて

いるんですけれども、後からちゃんと検証できる

ように指標をつくる。書類なのかデータなのかは

構いませんが、後で検証できるようにしていただ

かないと、こちらもそちらからぽんと出されたも

のを果たして正しいのか、無駄じゃないのか、一

生懸命やって歳出を削減するように努力されてい

るのかという目安も何もないもんですから、そこ



－１７９－ 

のところを考えた上でのデータづくりというのを

大変人数少ない中で大変なのは承知しております

が、お願いいたします。特に、介護給付費等とい

うのは幾つもありますので、ここのところできち

んと、額も大きいものですから、きちんとこれ精

査していかないと、また執行残がどうのこうのと

かというふうな来年の今頃話すような形になるの

は時間の無駄でもありますので、よろしくお願い

いたします。 

  タクシー券だけ残ったというか、ここのところ

を最後にお尋ねしたいんですけれども、これ、他

の課のタクシー券のほうでも聞いたんですけれど

も、福祉タクシー券というふうに、福祉用の自動

車燃料費というふうになっておりますけれども、

通常のタクシー券と色が違ったりとか書式が違っ

たりとかはして、要するに戻ってきたのを見て分

かる、福祉と書いてあったりとかするから分かる

かもしれませんが、きちんその辺のすみ分けとい

うか、分析ができるような形にしているのかどう

かというところ。また、先ほど困難的な形でおっ

しゃいましたけれども、誰にというところを基準

にして、この人に合った形にすれば、人数はおの

ずと出てくるんですよね。上限決まっているわけ

ですから。特に年度の始めというか、最初に送っ

て、それでその人の１回だけ選択でタクシー券だ

けにするか、燃料券だけにするか、もしくは半々

にするかというのは、使う前であれば交換できて

という形で、人単位でそういうふうなチェックは

できる。なおかつこれも毎年毎年どれくらいの人

数が増えているのか。また、執行残ではないんで

すけれども、どれくらいが使われないでいるのか

というところを突合することによって、適正な金

額とか、あとは、ほかの課のタクシー利用券との

兼ね合いというのも出てくるかと思います。 

  そこのところのご説明を、できない利用という

のを教えていただきたいと思います。 

  これ、最後に、希望というか、な形にはなりま

すけれども、来年度に予算をこれからシーリング

で始めるとは思いますけれども、ほかの課との兼

ね合いもありますが、できればですけれども、特

に交通不便地域、簡単に言うと、地区ごとに分け

てバスが通っていない地域で結構ですので、そこ

のところは、特にタクシー券の場合ですと、上限

はタクシーであろうと、燃料だろうと、金額で決

まっていますから、その範囲でも構わないので、

電車料金を無料の券を入れるとかという形をして

いただければという声が僕のほうに入っておりま

すので、町民の方から。そこのところも検討をお

願いしたい。これは希望です、最後は。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○福祉課長（鈴木淳史君） 福祉課長の鈴木と申し

ます。 

  まずは、説明書128ページの介護給付費、訓練

給付費、自立支援医療費の関係ですけれども、こ

ちら新規を把握できないというのは、非常に制度

の仕組みというのもあるんですけれども、何をも

って新規とするか。短期の利用もあるので、１年

のうちに二度利用したりとか、あとは、昨年度利

用して一旦空いて、または令和５年度利用すると

いうケースあります。それを新規と取るのかとい

うのもありますけれども、あくまでもサービスの

種類も20以上のサービスがあります。これを事細

かに一人ひとり新規がどれだけいて、全部管理す

るというのは、非常に、管理はしておりますけれ

ども、統計として、それを集計するという作業ま

では、現在細かくまでは行っていない状況です。

最新のその年度年度の年度末の利用の状況という

のは、把握はしております。 
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  ですので、細かい分析というのは、確かに委員

おっしゃるとおり、予算の適正な執行、確保、そ

ういう観点からも必要性は感じておりますけれど

も、ただ現状でそこまでの統計が必要となるケー

スというはないので、そこまでの集計は行ってい

ない現状がございます。 

  ですので、引き続き現在の集計の仕方というの

は継続していきますけれども、今後につきまして

も必要に応じて分析の仕方というのは、考えてい

きたいと思いますので、１点目はそれです。 

  ２点目の相談の件数、町の窓口での相談の件数

の把握ですけれども、あくまでも決算書ですとか、

説明書に載せているのは、予算を確保して、委託

して行っているものです。町の職員の場合には、

特に予算を確保してというのはございませんので、

当然必要な相談、重い相談を受けたりですとか、

当然新規の相談で、細かいところまで時間をかけ

てやったものというのは、記録等は取っている部

分ございますけれども、全てについて相談の記録

というのを残しているわけではございませんので、

そこら辺も職員の事務量ですとか、その方々の支

援の在り方を検討するに当たって、必要なケース

については、必要な場合においては記録は残して

おります。そうでない軽微なもの、そういったも

のは記録は残していないというのもございますの

で、必要なものは、記録として残しているという

ことでご承知おきいただければと思います。 

  また、３点目の福祉タクシーの関係ですけれど

も、こちらは、まず、制度上の仕組みというのが

ございまして、これは県単位で行っております。

県で利用者証の様式、色、これ全部統一です。利

用の枚数も統一です。ただ、単価については、各

自治体で、単価は決まっているんですよね。配布

する枚数、これは各自治体でまちまちです。宮代

町は、今タクシー利用のみであれば、お一人につ

き36枚配布している状況にございます。 

  こちらの分析ですけれども、理想としては、お

一人おひとり開封した人に何枚使ったか、そうい

ったところまで分析できるのが一番いいんですけ

れども、それをやるには、利用の枚数、一万幾つ

ありますけれども、これを全部集計取らないとい

けない状況になります。今ＩＴ技術も随分高まっ

ているので、そういったものを利用できないかと

いうのは確かにあるかしれないです。そういう観

点も必要かもしれないですけれども、利用者証が

県内統一というのもありますし、そういった観点

から、なかなかやりたいようにはできない部分と

いうのもあると、そういう現状の中での運用とい

うことになります。 

  また、利用の状況の分析としても、利用率も多

少は伸びておりますけれども、まだまだ不用額ご

ざいますので、これからも周知する必要があるで

しょうし、またはどんどん利活用に向けてという

ところで、こちらも利便性を図らなくちゃいけな

いという部分もあるので、これは県のほうへの要

望ということにもなりますけれども、そういった

ところに少しでも訴えていければと考えておりま

す。 

  また、迎車の関係ですけれども、１回400円か

かるというのは把握しているところです。現状の

ところ、町の福祉課のほうには、そういった意見

はないんですけれども、そういった意見があると

いうことで伺いましたので、それも含めて今後の

一つの課題として捉えていきたいと思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

  ここで休憩いたします。 
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休憩 午前１１時１９分 

 

再開 午前１１時２９分 

 

○委員長（土渕保美君） 時間前ではございますが、

全員そろっていますので、再開してもよろしいで

しょうか。 

  それでは、休憩前に引き続き福祉課の質疑を行

います。 

  質疑はありますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  決算書の91、92ページの社会福祉事業です。説

明書の56ページから質問させていただきます。 

  西原自然の森活用事業の中の中段になります。

ボランティアの育成確保ということで、学生ボラ

ンティアと連携をしているということですが、近

隣のどこの大学、幾つかあると思うんですけれど

も、どこの大学かということをまず、教えてくだ

さい。 

  それから、２点目が、決算書の95、96ページ、

障害者地域生活支援事業でございます。この委託

料で、前段でもございましたけれども、子どもの

発達支援巡回事業委託料についてお伺いをいたし

ます。 

  こちら先ほどご説明をいただきました８か所、

年に１回巡回しているということなんですが、以

前からお伺いをしておりまして、なかなか受け入

れるほうの時間であったりとか、なかなかその辺

の連携が難しいというお話も伺っております。 

  それで、まず、この成果といいますか、そこで

巡回して、未就学児の子どもたちを専門家の方に

見ていただいて、そこから何かありましたら、保

護者の方に伝えたり、先生に伝えたりということ

だとは思うんですけれども、そのあたりの成果と

いうか、事業毎年やっておりまして、どういうこ

とにつながっているのかなど、ちょっと詳しく教

えていただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉課主査の

平向と申します。 

  決算書91ページ、92ページ、説明書56ページ、

西原自然の森活用事業に関してのご質問です。 

  ボランティアの育成確保というところで、地域

支援大学生ボランティア事業という形で社会福祉

協議会さんのほうが実施している事業になります。 

  現在は日本工業大学の学生さんと、あと、町内

に住んでいる大学生さんというのが対象になって

おりますので、学校単位というと、日本工業大学

にはなるんですけれども、町内に住んでいる大学

生、あと、高校生のほうも年度末からスタートし

ている状況でございますので、学校単位で見ると、

いろんな学校さんが入っているような状況ではあ

りますが、学校としてお願いしているところは今

のところは、日本工業大学となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

す。 

  それでは、ご質問のありました子どもの発達の

委託事業について申し上げます。 

  こちらの事業でどのような成果が出ているかと

いう質問内容でございますが、こちらの事業につ

きましては、いわゆる子どもさんが日中過ごされ

ている幼稚園や保育園に専門の方が出向いて、そ

の状況を見て、日頃接するアドバイスを行ってい
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く、そういう事業になっております。専門家の方

には、相談支援専門員と臨床心理士さんをお願い

しているところでございます。 

  内容、成果というところでございますが、やは

り対応に課題がある、対応を今考えている児童さ

んの日中の様子を見させてもらって、それに対し

てこういう特徴があるようだから、こういうふう

に接したらいいんじゃないか、そういう個別のと

ころをアドバイスしている状況でございます。 

  また、そういった個別のものであるものですか

ら、日中活動に対してもその子としてよりよい日

中活動ができるようにということでなっていると

ころでございます。 

  また、親御さんへの申し送りというところでは

ございますが、そちらは特に行っていなくて、そ

ういった成果を通しながら、直接ということでな

くて、その中で保育所さん、幼稚園さんが、必要

に応じて親御さんとご相談していくという形にな

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 再質問をさせていただきま

す。 

  まず、１点目なんですけれども、今ご説明をい

ただきましてよく分かりました。 

  専門家の方が、実際その子どもがどういう過ご

し方をしているかと見ることは本当に大事だと思

います。 

  それで、保育園とか幼稚園のほうでもやはり受

け入れる体制というのを支援してくださると、よ

り円滑にこの事業が進むのかなということを感じ

ておりますので、そのあたりと、あと、今未就学

児に限っているんですけれども、やはり未就学児

でもう既に療育とか受けている子どもは、そうい

ったケアを受けてはいるんですけれども、小学生

になってからというところが今多くなってきてい

ると思うので、小学生のほうの、小学校にも巡回

するというか、拡充するという要望とかは、出て

いないのか、そういったことをやっていかないの

かをお伺いいたします。 

  次に、２点目のボランティアの大学生というこ

とで、日工大生がスマホとかをやってくださって

いて、町内に住んでいる方もいろんな大学の方、

高校生も参加してくださると承知いたしました。 

  近隣には福祉の大学もあったりするので、そう

いう方もきっと来られているとは思います。この

日工大生のスマホだったり、地域の方と連携する

というところ、学校側としては、どのような授業

でそういうことをされているのか、学生のボラン

ティアということで、ただそれでやられているの

かとか、その取扱いというか、扱いはどのように

なっているのか、お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 主幹の小林です。 

  子どもの発達巡回事業につきましてお答え申し

上げます。 

  小学生の課題はどうかというところでございま

すが、今のところ、そういった要望はないところ

でございます。仮にやるとすると、やはり学校の

管理下の中で行うということですから、かなり学

校さんと慎重にどういった内容でということで詰

めなければならないのかなというところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○福祉支援担当主査（平向優子君） 福祉課主査の

平向と申します。 
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  決算書91、92ページ、説明書56ページ、西原自

然の森活用事業に関しての質問ですが、大学生の

ボランティア事業に関しましては、主に授業のい

わゆる単位になるとかそういうものではなくて、

日工大の企画室のほうと連携をしておりまして、

学生用のポータルサイトに、いわゆるこういう依

頼内容がありますよというのを掲載させていただ

いて、あと、社協さんのホームページだったりと

か、これ、専用のＬＩＮＥがあったりします。な

ので、そこで自発的に登録された方が見て、参加

するような仕組みになっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  内容よく分かりました。 

  まず、１点目なんですが、今のところは、その

ような拡充するのはないということなんですが、

やはり福祉と教育の連携というのは、必要になっ

てくると思いますので、今後検討をいただく方向

になるのかということを最後に伺います。 

  ボランティアについては、大学生が本当にスマ

ホで社協さんに来てくださるということがご好評

で、というのは、やはり地域の方も喜んでいらっ

しゃるし、あと、社協さんの皆様もすごくこの事

業に対して協力的であるから学生さんもやりたい

ということになっているとてもいい事業だなと思

います。これは引き続きされると思いますので、

学生さんも学業にちょっと支障がないようにとは

私、思ったんですが、またその辺もちょっとフォ

ローをしながらよろしくお願いします。 

  最後、１点だけお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○福祉課主幹（小林和政君） 福祉課主幹、小林で

す。 

  子どもの発達支援巡回事業でございますけれど

も、関連して学校との今後児童さんの福祉課の支

援、学校との連携どういうふうに取っていくのだ

という質問内容だったと思います。 

  これにつきましては、委員おっしゃるとおり、

課題でございまして、やはり学校さんは学校さん

の範囲内での支援、やっぱり福祉は福祉の範囲内

での支援、どうしてもそこはセクションで分かれ

てしまっているところはどうしても生じてしまう

ところでございます。そこにつきまして、今も現

状課題でございますが、改めて連携できるような

仕組み、また、職員間の連携そういったものに努

めて、その子が切れ目のない支援が受けられれば

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で福祉課の質疑を終了いたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○委員長（土渕保美君） それでは、再開いたしま

す。 

  皆様にご報告いたします。 

  まだ保育園関係の方がいらしていませんので、

保育に関する質問は午後からという形にしていた

だけるようお願い申し上げます。 

  それでは、これより子育て支援課の審査を行い

ます。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹
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介をお願いします。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） 皆様、こんに

ちは。 

  子育て支援課長の柴﨑と申します。本日はよろ

しくお願いいたします。 

  保育園につきましては、大変申し訳ございませ

んが、ただいまこちらに向かっておりますので、

午後には出席をさせていただきますので、その際

には自己紹介をさせていただきたいと思います。 

  それでは、子育て支援課の職員の自己紹介をさ

せていただきます。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 皆さん、こ

んにちは。 

  子育て支援課副課長の吉田です。よろしくお願

いいたします。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） こんにちは。 

  子育て支援課副課長の飯山です。よろしくお願

いします。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こんにち

は。 

  こども笑顔担当主査の飛鳥馬です。よろしくお

願いいたします。 

○こども安心担当主査（松岡祥哲君） こんにちは。 

  子育て支援課こども安心担当主査の松岡です。

よろしくお願いいたします。 

○こども安心担当主幹（清水邦江君） 皆さん、こ

んにちは。 

  こども安心担当主幹の清水と申します。今日は

よろしくお願いいたします。 

○こども保育担当主査（中村有希君） 皆様、こん

にちは。 

  こども保育担当主査の中村と申します。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  ちょっと私も保育園とかが後からばたばたして

いるので、ざっくりとお尋ねします。 

  説明書のほうをちょっと見ていたので、申し訳

ございません。148ページのところで、どれもそ

うなんですけれども、148ページの表は。 

  これ、５年度の決算、あとは内訳とか出ており

ますが、ひょっとしたら、５年度から始まったん

だったらごめんなさい。僕の勉強不足で。そうで

なければ、４年度、３年度と、どのように推移し

ていったのかというのが、これからは一目して分

からないところがございますので、お願いいたし

ます。 

  また、145ページのファミリーサポートセンタ

ー運営事業、これ、説明書でございますが、これ

は、保育園もかかってしまいますか。大丈夫です

か。 

  説明書の145、ここに書いてある決算書だと110

ページらしいんですけれども、これにつきまして

は、サポートセンターの会員数というのは、出て

おりますが、提供会員と利用会員と両方会員と。

利用会員というのは何となく分かるんですけれど

も、提供会員、両方会員というものの説明をお願

いいたしたいと思います。 

  また、この一番下の活動状況のところで、増減

がいろいろとありましたけれども、特に一番上の

開始前・終了後の送迎のほうがマイナスで64とな

って、ここのところが保育園・幼稚園なんで、ち

ょっと逡巡したんですけれども、お尋ねするの。

いろいろとありますけれども、あとは、４番、学
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童のほうの開始前・終了後の託児というのが53と

いうふうに。あと、学習塾や習い事等の送迎、下

から５番目ぐらいかな、93とかとなっております

が、この前年度に比べて大きく増えている、学童

は、去年は、３年度から４年度８名しかいてない

のが、今度は28名とか、このようなところの分析

についてお尋ねしたいと思います。 

  また、いろんな制度が、ちょっと僕もたまにで

すけれども、ちょっと相談受けたときに、伝わっ

ていないというところがあるらしいんですけれど

も、こういうふうないろんな制度があるというの

は、例えば児童というのは、小学生ですけれども、

その児童に対してのものというのは、保育園・幼

稚園の時代から学校に入ったらこういうものあり

ますよとかというふうな形で、恐らく広報みやし

ろ、ホームページではやっていますよという答え

が返ってくるとは思いますけれども、それ以外の

ところでの告知活動というのがどのようになって

いるのかというところについて、まず、お尋ねい

たします。 

  次に、学童保育、これも保育所だからどうなの

かな。一応。違ったら言ってくださいね。説明書

の137ページ、決算書の106ページになりますが、

宮代町の場合、ちょっと歴史的経緯があって、須

賀小のところと、あと、それ以外のところで須賀

小のほうは、かえで児童クラブ、それ以外は、株

式会社アンフィニというのは存じ上げております。

また、笠原小に関連したところが増えたというの

も存じ上げておりますが、特にふじ第一児童、第

二児童、今のところ、昨年度末のこの入所状況と

いうのは、年間平均となっているけれども、ちょ

っと分かんないですけれども、200人ぐらい。合

計280名があそこ最大収容人数とは聞いておりま

すが、昨年度このような形で増減が23という形に

なって、ほかよりは突出して多いのですが、それ

の分析について、また、今後の見通しについてお

尋ねいたします。 

  あわせて、ふじ第一、第二、これは僕、一般質

問でも申し上げたとおりに、１館で済むところを

２館やってしまったということで、いろんな備品

やら、あと、所長も２人になっている。この２つ

合わせての経費というのが、造ってからどれぐら

いかかったのかと、あと、ランニングコストが２

つとも合わせてどれぐらいかかったのか、それに

よって、毎年の利用者数から割れば、１児童にな

るのかな、この場合は。当たりの差を分析するこ

とができるんですけれども、できれば、そのよう

な表も添付、付加していただきたかったところは

あります。 

  次に…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 示してくださいという…… 

○委員長（土渕保美君） 示してください。 

○委員（佐藤将行君） じゃ、何人なんですかとい

う言い方悪かったです。ごめんなさい。 

  幾らになって、何人ですかというふうにお尋ね

いたします。 

  これ、保育のほうなんで、ちょっと今聞いて、

止まんなかったということは、課長、よろしいん

ですね、今聞いちゃって。 

  はい、分かりました。 

  じゃ、保育所を除いた部分で、じゃ、それでお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（松岡祥哲君） こども安心

担当主査、松岡です。 

  委員ご質問のファミリーサポートセンター運営

事業についてご説明させていただきます。 

  センターの利用会員、提供会員、両方会員とい
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うところですけれども、こちらは、利用会員は、

子育ての援助を受けたい生後６か月から小学校６

年生までのお子さんがいる方が利用会員となりま

す。提供会員につきましては、子育ての援助活動

ができ、心身共に健康で、子どものことがお好き

な方で、サポートをしたいなという方が登録して

いただいています。両方会員というのは、子育て

の援助、サポートを受けたいということもあるけ

れども、援助もできますよという両方になってい

ただくような方が登録されているものでございま

す。 

  それから、活動状況のほうで、大きく変動して

いる部分なんですけれども、保育園、幼稚園の送

迎・託児が減少していて、学童、小学校の送迎・

託児が増えているところに関しては、保育園に通

われていたお子様が今度小学校に上がられて、そ

こでの送迎ですかと託児が増えている、そういう

傾向ですとか、あと、保護者の方の就労状況です

ね。小学校にお子さんが上がって、共働きになっ

たりして、そこでファミリーサポートのサービス

が必要になったというところで、この保育園、幼

稚園が減って、学童、小学校のほうが増えている

という現象が起きていますという分析をしており

ます。 

  続きまして、児童に対してこうしたサービスの

ほうをどのように周知しているか、保護者の方に

対してどのように周知しているかに関してですけ

れども、学童保育所の入所の申請の書類の配布時

に、ファミリーサポートセンターの事業、こうい

った事業がありますよというチラシを入れさせて

もらっていたり、あと、乳幼児健診のときにもこ

ういったファミリーサポートの事業がありますと

いうチラシを配らせていただいております。そう

いったところでも周知のほうを行っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 副課長の吉

田です。 

  ３問目にご質問いただきました学童保育所運営

事業について回答させていただきます。 

  申し訳ないですけれども、質問を聞き漏れてい

た場合、もう一度お聞かせいただくかもしれませ

ん。大変申し訳ありません。お願いいたします。 

  では、説明書は137ページ、決算書106ページに

なります。 

  こちら、委員おっしゃられましたとおり、令和

５年からふじ第二児童クラブが新しく開設いたし

ました。そちらにつきましては、やはり児童の増

加というところで、新しく120名追加で施設を建

てました。そのことにより令和４年度と比較いた

しまして23名の子どもたち、児童の受入れ増とい

うふうになっております。 

  こちら、年間の中で児童数につきましては、年

度の当初ですとか、あと、夏休みを境にとても増

減が動くようなところにございます。その中で示

させていただいておりますのは、ふじ第一が107

名、ふじ第二については96というふうな数字とな

っております。 

  こちら、昨年より多い分析というところは、や

はり推計を立てたところ、１年生の入所の利用の

増が６割というところを見た結果、このようなと

ころに反映されているところと、あと、高学年の

お子さんの利用というところが年々利用率が、こ

れはどの学童もなんですが、増えているような状

況がこちらの数字に出ているというふうに見てお

ります。 

  こちら、ふじ第二児童クラブを設置したことに

より、委員おっしゃられるとおり、１つの学校に

各施設で所長をそれぞれに配置しているというと
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ころ、こちらがランニングコストにもつながると

ころになりますが、１つの施設、第一児童クラブ

も160人定員、これは町の中でも最も多い定員数

となっております。ふじ第二のほうは120名です

が、こちらの120名もほかの施設と、１つの施設

と同等の定員となっておりますことから、管理上、

やはり所長は２名配置ということでしております。 

  ご質問にはなかったのですが、その所長は何を

するかと申しますと、施設運営全般の業務、これ

は施設管理ですとか、保護者対応、160名、120名

のお子さんをお預かりすると、同じ数の保護者の

方の対応というところで、所長が担っております。

それに加えまして、常勤、非常勤の職員の指導で

すとか、サポート、教育というところで、所長の

役割となっています。所長もやはり保育にも携わ

るというところで、こちらが所長の業務となって

おりまして、やはり定員数が多いというふうにな

りますと、それぞれ施設に配置ということでさせ

ていただいております。 

  児童１人当たりの単価となりますと、指定管理

料から単純に児童数で割返した大まかな今数字で

しか示すことがちょっとできないので、足りない

かもしれないのですが、私がちょっと見たところ、

アンフィニのほうは１人当たり約になりますが、

30万円ぐらいの児童の割返しというふうに見てお

ります。かえでの児童クラブのほうが、二十五、

六万だったかなというところなんですが、そこは

きちんと割返してみないとなんですが、恐らくそ

のぐらいかなというふうに見ております。 

  ごめんなさい。修正です。アンフィニのほうが、

児童数380で割返したところ37万2,000円でした。

ごめんなさい。申し訳ありません。かえで児童ク

ラブのほうが指定管理料から児童数85というとこ

ろで割返したところが36万9,000円となりますの

で、そこには大きな差はないようだというふうに

見ております。 

  ごめんなさい。質問があと何かあったか。大丈

夫でしょうか。 

  以上、回答とさせていただきます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 

  ちょっと１つ先ほど聞き忘れたところがあって、

決算書のほうの106ページの学童保育所運営事業

の使用料及び賃借料、13でいちょうの木児童クラ

ブ分室借上料というのがあって、これがたしか10

か月分ぐらいとかで、窓口でもちょっといろいろ

お尋ねした件ではありますけれども、ここのとこ

ろが異様に高くなっているんではないかというふ

うに、窓口で以前お尋ねした件について、きちん

とした数字の精査の提供をお願いいたします。 

  周知方法のほうは、ちょっと戻りますけれども、

先ほどの説明書145ページのファミリーサポート

センター運営事業等のことはある程度分かりまし

たが、周知方法と同時に周知していった場合に僕

も以前いただいたことありますけれども、書類の

数が非常に多いというので、訳分かんないという

方もお声いただいておりますけれども、これは例

えばネット申込みして、チェック、項目にはクリ

ックしたりとかというふうな形で今後やっていけ

ないかなというふうに現状の、昨年度はそういう

ふうにやっていないからこのような形になってぃ

るんでしょうけれども、ここんところの考えとい

うのが、ネットでやったりとかすれば、窓口でや

るのにも時間が減る。また、リモートでそういう

ことをやったりとかすれば、仕事しながらで時間

がないよという人にも対応できるんですけれども、

その辺がどうなっているのかというところが、ち

ょっと先に抜けてしまいましたので、お尋ねして

います。確かに入所申請書、数が多いのと、あと、
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細かい、あと、やっぱりこれ、点数によって変わ

ってしまうからすごい何か頭を使うというふうな、

僕ちょっと子どもいないんで分からないんで、聞

いてくれと言われたことをそのまま言うしかない

んですけれども、そのようなお声がありましたの

で、それのことについてご回答をお願いしたいと

思います。 

  また、先ほどこれ、答弁漏れとなりますけれど

も、イニシャルのほうが幾らなのかというところ

がなかったので、ふじ第一、第二合せてですけれ

ども、お願いいたします。 

  再質問のほうに、ふじのほうの学童のほうに入

りますけれども、令和５年から第二が開設しまし

た。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ……（録音漏れ）…… 

○委員長（土渕保美君） 泉委員の言うとおりだと

思います。 

  佐藤委員、再質問ですよ。 

○委員（佐藤将行君） かしこまりました。どうも

すみません。 

  じゃ、質問漏れでなくて、数が多いとか細かい

とか点数のところは再質問という形にしていただ

いて結構ですというか、私のほうで失礼いたしま

した。 

  学童のほうですけれども、ふじ第一、第二につ

いては、これ、答弁漏れですから、イニシャルの

ところは。ここのところはさっき言いましたから、

そこのところちょっと峻別してください。 

  所長についての保護者対応のことでご答弁いた

だきましたが、例えばあれだけ近いところで例え

ばあの距離であれば、１つの小学校の敷地内にあ

ってもおかしくない距離ではあるんですけれども。 

  そもそも１つの学童というのは、例えばこれは、

行っているのはアンフィニさんですけれども、ア

ンフィニさんで最大１つの学童施設でどれくらい

の収容人数のところを１つの学校の学童としてや

っているのかとか、１人の所長がどこまで、何人

ぐらいやっているのかというのは、以前もちょっ

とお尋ねしたんですけれども、回答そのときはな

かったんですけれども、お調べになられたんです

か。確かにおっしゃるように、所長の方が保護者

対応をする、そこは分かるんです。ただ、保護者

対応するに当たって、以前ご説明いただいたとき

には、全てのそこでお預かりしているお子さんの

ことを所長が把握しているべきだということを、

そのためには２つに分かれては２つというふうな

説明がございましたが、仮にこれが、１つで300

名のところもありますよとなって、そこは所長１

人ですよといったその論拠はもうがたがたに崩れ

るんですけれども。 

  そこのところは調べた上でそのようにやってい

るのか。笠原小に対してのふじ第一、第二という

ふうになっているわけですから、学校自体は１人

の校長でやっていて十分できるわけですよね。も

っと大きく言っちゃうと、宮代町だって町長１人

でできるわけであって、そこまで細かいところを

所長が絶対的にやらなきゃならないという前提で

いろいろとご説明、これまでもいただきましたけ

れども、そこのところのきちんとした検証が前課

長も含めて、素人判断というふうに前課長はおっ

しゃったように、設計段階からおかしなところが

多々あるわけなので、そこのところの説明を僕個

人で窓口行ったときとは違って、改めてお尋ねし

たいと思います。 

  あとは、１年生が60％で高学年が年々増加。こ

れは、笠原小だけの問題なのか、それとも近隣で

も似たようなところを調べた上で、近隣は違った

けれども、たまたま笠原小だけがなったというん

であれば、説得力がありますけれども、近隣も調
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べた上で、近隣は全然なくて、笠原小だけがなっ

ちゃったから、人数が増えちゃったんだよという

のであれば、やはり業務懈怠というふうに言わざ

るを得ないものですから、ここのところはきちん

とした論拠、根拠、証拠のほうを示した上でのご

説明をお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時１１分 

 

再開 午後 １時０８分 

 

○委員長（土渕保美君） それでは、時間前ではご

ざいますが、全員そろっていますので、これより

再開いたします。 

  まず初めに、職員の紹介お願いいたします。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） よろしくお願

いします。 

  本日午後に保育園のほう大変申し訳ございませ

んでした。間に合いましたので、職員の自己紹介

をさせていただきます。 

○子育て支援課主幹（小野美保君） 皆さん、こん

にちは。 

  子育て支援課主幹の小野と申します。よろしく

お願いいたします。 

○子育て支援課主幹（伊東文子君） 皆さん、こん

にちは。 

  子育て支援課主幹の伊東と申します。よろしく

お願いいたします。 

○国納保育園主査（井上久美子君） 皆さん、こん

にちは。 

  子育て支援課主査の井上と申します。よろしく

お願いいたします。 

○みやしろ保育園主査（服部恵美君） 皆さん、こ

んにちは。 

  子育て支援課主査の服部と申します。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） それでは、休憩前に引き

子育て支援課の質疑を行います。 

  答弁求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（中村有希君） 子育て支援

課こども保育担当主査の中村と申します。 

  ご質問いただきました質問１点目、いちょうの

木分室の賃借料につきまして、回答させていただ

きます。 

  こちらは12か月分の金額となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） 子育て支援課

長の柴﨑です。 

  ２点目のご質問で、オンラインによる申請がで

きないのかというご質問をいただきましたが、こ

ちらにつきましては、子育て支援課の各種オンラ

イン申請書等は確かに多いのは事実であります。

そういった書類に関しては、確かに保護者の方と

いうんですか、利用者の方にお手を煩わせている

点もあるかなと思っております。 

  もちろん宮代町といたしましてもＤＸを推進し

ていることから、オンラインになるべく切り替え

ていきたいなというところの考えは持っておりま

すが、例えば保育園の申請書ですと、ちょっと書

類がたくさんあったりもするんですけれども、そ

ういったところは簡略化されれば、チェックをい

れるとかというのは確かにあるんですが、実際窓

口にお越しいただいて、申請者と申請箇所の記入

漏れであったりとか、添付書類がきちんとついて

いるかというのを実は確認させていただいている
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んですね。そういったところは、結構漏れとかあ

る方もいらっしゃるので、そういったときに、二

度手間、三度手間にならないような確認というこ

とをさせていただいてはいるんですけれども、確

かに手は煩うところはあるので、そういったとこ

ろをいかに今オンラインの申請で解決できるか、

そういったところは研究して検証して、今後、す

ぐにというゴールはまだちょっと見えないんです

けれども、そういったところでやっていきたいな

と思っています。ただ、通常のそういったものを

求めない申請というのは、電子申請というのをも

ちろん導入しておりますし、最近ですと、一時保

育であるとか、あと、子育て広場等の支援センタ

ーでのイベント行事、そういったものはＬＩＮＥ

での申込みというのもできておりますので、徐々

にオンラインのほうには切り替えていけるように

努めてまいりたいと考えております。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  続きまして、３点目、ふじ児童クラブのイニシ

ャルコストは初期費用ということで、ふじ第二児

童クラブの初期費用ということと、あとは、ラン

ニングコストについて回答させていただきます。 

  こちらふじ第二の建設費、イニシャルコスト、

初期費用といたしましては、令和４年度の決算と

いたしまして、学童保育所整備事業となっており

ます。こちらの金額が総額で１億6,242万4,738円、

こちらは施設、建物ですとか、あと、備品の費用

というところが含まれております。 

  続きまして、ランニングコストといたしまして

は、こちらは指定管理者に出していることから、

指定管理料がランニングコストとなります。その

中では、支援員の人件費ですとか、あとは光熱費

等の施設管理費が入っております。こちらは、入

所の児童数によりまして、支援数というのが、そ

の年で変わります。なので、こちらの増減という

ところは、支援数の増減というのは、今後あるか

というところであります。令和５年度におきまし

ては、アンフィニは12支援単位で行っておりまし

た。 

  続きまして、近隣の学童の状況といたしまして、

先ほどふじ第一、ふじ第二の人数のほうをお伝え

したところ、ふじ第一が160、ふじ第二が120とい

うところで、そのような160人枠ぐらいで見てい

るところは近隣でありますかという質問していた

だいたかと、合わせて280、では、280というとこ

ろは、この近隣ではそのような大規模はないよう

な状況です。最大で今、ご報告させていただくの

が、杉戸町は155、春日部市が140、蓮田が150と

いうような調べたところ、あと、久喜ですとか、

白岡は160というような定員となっておりました。 

  こちらが宮代町のように、同じ建物の中に支援

数が幾つもあるかといいますと、それぞれが１つ

のワンフロアで１つの建物といいますか、なって

いるような状況が各この自治体によって違います

ので、そのときにどのような支援を行っているの

かというのは、各自治体様々になっています。で

すが、その中で所長の配置があるところが、私た

ちが指定管理で出しているアンフィニも指定管理

をしていると聞いております蓮田市のほうも所長

配置はあるということで状況の確認はしておりま

す。白岡さん、こちらはアンフィニではないです

が、配置ありということで聞いております。 

  所長の配置につきましては、やはり先ほど申し

上げましたとおり、施設の運営というのもそれぞ

れですので、比べることがなかなか難しいところ

ではあるのですが、その中で宮代町といたしまし

て、安全な保育をそれをまず、提供することを前
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提といたしまして、子育て支援と見合う意味で所

長の各施設ごとの配置ということを町として求め

ているところであります。 

  続きまして、入所の傾向というところになりま

す。 

  １年生、高学年の入所の傾向につきましては、

庁内においては、同じ傾向、１年生が入所６割超

えですとか、６割近くいくというところの傾向は

同じくで、高学年につきましては、正直いろいろ、

施設によってというか、地域性というところは出

てくるのかなというところあります。今現在通わ

れている方がやはり指定管理者の今の保育に安心

をして、そのまま６年生まで通うというようなお

子さんがいたり、もう既に今年度の状況ですが、

やはり半年夏休みを超えますと、１年、夏休みを

超えるとおうちで少し留守番もできるかなとか、

お子さんの状況が変わってくるので、今既に退所

するという方も出てきておりますので、正直これ

が来年度、またこれがどうなるかというところは

ありますが、今そのような傾向で見ております。 

  今年度の状況も踏まえ、５年度の状況も踏まえ、

来年度、必要枠、待機児童を出さないように、で

きるようにということでは、担当として見ている

ところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員に申し上げます。 

  午後から保育関係の決算に関して同時に受け付

けますので。よろしくお願いいたします。今の再

質問と同時です。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 再々質問。 

○委員（佐藤将行君） 今ちょっと僕の説明が悪か

ったか、答弁漏れと僕は思われるんですけれども、

ふじ第一、第二、要するに笠原小に対応する学童、

第一、第二合せてのイニシャル・ランニングコス

トということを、要するにそうじゃないと、他の

学童施設との比較は、１人当たりの学童とかも含

めてできないものですから、このところをお尋ね

したつもりだったんですけれども。これ、２つに

分けるとそれは適正な数字になっちゃうかもしん

ないけれども、建物も何も２つにわざわざ分けた

ことによって、いろいろな問題が発生していると

いうふうな理解でおりますので、こちらは。そこ

のところをちょっと答弁漏れと思われますので、

そこはまず、言ってください。 

  再々質問になります。 

  この１年生が60％、先ほどの午前中のときに高

学年は年々増加、今も入所の傾向というところで

おっしゃっていましたけれども、あとは、あわせ

て東小のところのいちょうの木ですか、これも年

度当初には、出てこなかったのが、６月の補正で

急に出てきたりとかして、ふじのときと同じよう

に、これは前課長もおっしゃったように、素人判

断と思われるところが多々あるんですよね。 

  あと、あわせまして、先ほどの杉戸とか春日部

とかで、蓮田が同じようにアンフィニでやってい

ると。それはそうなんでしょうけれども、例えば

越谷はどこでやっているかちょっとそこまで調べ

ていないけれども、僕の友達が預けているところ

は、そこは所長なしでやっているよというところ

もありますし。 

  少なくとも先ほどお尋ねしたのは、アンフィニ

でやっているところで近隣に限らずですけれども、

少なくても笠原小のふじ第一、第二で280名、こ

れぐらいの規模のところをそもそもアンフィニは

やっているのか。やっているとして、そこのとこ

ろは多分１人の所長でやっているんでしょうけれ

ども、それで問題が発生しているのか。いるから

160と120で所長２人に分けたというんなら分かり

ますけれども。これ、35人ぐらいかな、１教室。
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副所長は各部屋にいらっしゃるんですよね。それ

を取りまとめて所長が１人いると。あれだけ近い

距離であると。それで、所長というものを置く必

然性が全く今までも窓口でもご説明いただいて感

じられない。 

  それで先ほどの質問のほうに移行したわけです

けれども、少なくても同じ事業団体、委託団体で

あるアンフィニにとって、同じような規模のとこ

ろで別に埼玉でなくてもいいですよ。ほかのとこ

ろで280とか250とか、要するに160名超えている

ようなところで、どうしても足りないから２つに

分けて所長２人やっているんだよというなら分か

りますけれども、そこのメリット、デメリットと

いうか、デメリットのほうが本当にあるのかどう

かというのをきちんと検証していると思えないも

のですから、質問しているわけですよ。 

  それによって、そもそもイニシャルのところで

２つに分けて無駄と思われる税金が投入されてい

るものですから、今後そこのところをやらないよ

うにということで、最初に質問したところを踏ま

えた上での回答をお願いいたします。 

  それと、１年生60％、高学年年々増加というの

も、これも何を根拠に最初はじき出したのか。そ

れがずれているからという形だと思うんですけれ

ども、そこの説明をお願いします。 

  最初のごめんなさい、順番逆になりまして、周

知方法、課長のほうからご説明がありましたが、

数が多いとか細かいとか、それでＤＸに基づいて

できる限りやりたいという意欲のほうは非常によ

く分かりました。 

  ＤＸのほうにやって、パソコンなりスマホでや

れば、いろんな統計データとかも取りやすくなる

と思いますし、メリットがあると思いますので、

この前の令和５年度まではしようがないです。そ

れはしようがないですけれども、まだ令和６年の

予算組むのにいろいろとあるでしょうから、その

場合にそこも加味した上で、これ、保護者の方の

手間が、数が多い、枚数が多いとか細かいとかい

うだけではなくて、先ほど課長がおっしゃったよ

うに、窓口に来るというのが減れば、例えばです

よ。例えばメール添付で送りました。この用紙が、

この書類がありませんよという返事をして、追加

してやって、そろったところで話合いに来るなり、

例えばＺｏｏｍとかＴｅａｍｓでやるなりという

形でやったほうが、職員の方の手間のほうもやは

り減っていくというふうに、窓口に来る人が減る

ということですから、そのような観点もあって、

結果、残業代も減ったりとか、ほかの仕事のほう

をその時間でできるとかというふうにつながるの

が考えられますので、ほかの課でもそうですけれ

ども。 

  ですので、令和５年度まではしようがないです。

これは決算ですから、終わったことですから。今

後のことをどのように先ほどできる限りとかとい

うことをおっしゃっていましたけれども、見通し

のほうを教えていただければと思います。 

  いちょうの木もこれも当初のときには大丈夫だ

と思ったのがというのは、窓口で説明受けました

けれども、これもきちんとした精査、検証、その

前のときからしていなかったことによるところも

原因として、それだけとは言いませんが、原因と

してあると思いますので、今後も含めてきちんと、

これも終わったことですから、ある程度はしよう

がないですけれども、ただ、金額の部分では後で

個別にお尋ねしますけれども、どのような反省が

あったのかというところを、令和５年度について

の反省というところを、要はこの説明書というの

が、成果書とよく言われますけれども、成果だけ

なんで、説明すべきなんですよね。これである程

度分かれば質問しなくて済むので、そこを補う意
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味で、我々説明を求めているわけなんで、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  大変申し訳ありません。第一、第二と合わせた

イニシャルコストというところで、申し訳ありま

せんが、第一のほうが詳しい数字というのが、今

持ち合わせていない状況ですが、設備を造ったと

いうところでのものが詳しくが出てこなくて申し

訳ありません。 

  第二につきましては…… 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 答弁続けてください。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） こちらにつ

きましては、合わせた数字をご報告するので、よ

ろしいでしょうか。 

  そちらがふじ児童クラブのイニシャルコストと

いうふうになります。 

  続きまして、いちょうの木分室なのですが、途

中で替わったとおっしゃられましたが、令和５年

につきましては、そのまま予算計上しているとお

りの運営となっております。 

  続きまして、ふじ第一、第二合せて280名に定

員となるところなのですが、アンフィニがほかの

県ですとかでどのような状況というところは、調

べてはおりませんが、アンフィニがこの近くで、

やはり春日部も新しく指定管理となっているとい

うことも聞いております。先ほど申し上げました

蓮田もアンフィニが指定管理を行っております。

そのときに280名というふうな数字にはここは定

員はなっていない状況なので、どのように比較を

するかというところになりますが、280名という

数字が多いか少ないかどうかというところは、学

童で言いますと、正直大きな数字となるかと思い

ます。一ところによると280名というと、１つの

学校に値するということを指定管理の中でちょっ

と聞いた話もありまして、その280名を、じゃ、

１人でどのように対応ができるか、保育園で言い

ますと、１つの園に所長がおり、先ほどの副所長

という役割が各担任というふうな役割になります。

そのときに280名を把握する。先ほど私申し上げ

ました保護者対応ですね。一人ひとりできている

のかというのは、一人ひとりできるように、それ

は位置づけております。 

  そこのフォローは全部が所長がもちろんする、

全部を把握しつつ、副所長が各クラスの児童・保

護者の対応をし、そういう状況を所長に伝え、そ

れで把握をしていくというような対応になってお

ります。全員ができているかと申しますと、全員

ができているというふうに私たちは見ております。 

  メリット、デメリットといたしましては、とに

かくそこを繰り返しで申し訳ないのですが、安全

に保護者の方も安心して預けてもらえるようにと

いうところで、所長を町として設けるようにとい

うことで定めておりますので、なかなかほかとの

比較というところは難しいのですが、そのような

回答とさせていただきます。 

  あと、越谷市さんの状況、先ほど私申し上げて

いないのですが、調べたところ、直営であるので、

所長の配置はしなくとも以前私たちがしていた窓

口、職員が対応をしているので、そこには所長は

置いておらず、職員がそこ全体を把握するような

体制を取っているということで越谷市さんからは

聞いているような状況です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） 子育て支援課
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長の柴﨑です。 

  先ほどオンラインの関係のご質問で再質問とい

うことでいただきましたが、おっしゃるとおり保

護者の手間といいますか、そういった作業が、共

働きの世帯がお預けになるというのが条件ですの

で、お忙しい方が多いということで、先ほども申

しましたように、認識はしているところです。 

  職員の手間も減るんじゃないかというところな

んですが、そこは、必ずしも減るというふうには

私たちは考えていなくて、Ｚｏｏｍであるとかそ

ういったこともあるんですが、相手先、お母様と

かお父様は日中は働いている方が多いので、こち

ら連絡を日中してもつながらないことが多々あり

ます。ですので、どちらかというと、夕方の時間

帯というんですか、４時過ぎですとか、そういっ

た時間帯に保護者の方に連絡することが多いです。

もしくは昼休み、そういったところにつなげるの

で、結局つながらないことが多いというのが現実

であるので、そういったのも踏まえまして、先ほ

ども言いましたように、先ほど５年度で６年度予

算ということなので、予算は今年度決まっており

ますので、今年度予算には反映はしておりません。

ただ、今後についてまた７年度ですね、次は。７

年度の申請については、もう11月頃から始まりま

すので、そこについては、オンラインというのは

間に合いませんので、オンラインでは考えていま

せん。窓口での申請ということになっております。 

  今後ということで、見通しということなんです

けれども、じゃ、８年度という話にもなるかとは

思うんですけれども、７年度、８年度。今現在、

そういった課題をどうクリアするのかというのを

検証・研究していかなければならないのと、やは

りどういった形ができるのかというのは、町の中

でも検討していかなければならないので、何年度

にできるということはちょっとお答えはできない

ところではあるんですけれども、おっしゃるとお

り、それに向けて取組を進めていくというところ

でご理解いただければと思っております。 

  続きまして、児童数の傾向ですね。学童保育の

児童数の傾向ということでのご質問をいただいた

かと思います。 

  こちらにつきましては、何を根拠にその傾向を

というところなんですが、ここ３年から４年、も

う四、五年ですね。そういったところの傾向、入

所者数、そういったものを鑑みまして、傾向を今

のところ読んでいるというところです。 

  その四、五年の傾向の中では、コロナ禍という

ところも若干２年、３年度ですか、あったので、

少し減るところはあるんですけれども、やはり低

学年の入所率というのが多くなってきている。ま

た、高学年の人数も増えてきているというのが、

ここ数年で見えてきているというところは、今、

考えているところです。 

  特に委員ご存じのとおり、いちょうの木とふじ

児童クラブについては、笠原小学校、東小学校と

いうことで自由区で結構当初の予定の学区じゃな

い学区に行かれる方が多いというのもあるので、

なかなかその数字というのが読めないというとこ

ろはあるんですけれども、こちら、町といたしま

してもおおむね教育委員会との情報を共有しなが

ら大体想定として例えば笠原小学校に来年度何名

ぐらい、何割ぐらいというのを想定しながら学童

の確保というのを努めてまいりたいと思っていま

す。 

  今現在につきましては、せんだっての６月議会

のほうで、皆様にご議決をいただいて、定員数を

増やさせていただいて、いちょうのほうも少し増

やさせていただきまして、また、ふじの児童クラ

ブも１支援単位増えたというところで、定員数に

は若干空きが出ているという状況でございます。 
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  ただ、今後まだ子育ての計画の中では、令和４

年に一回改定させていただきましたが、人数の読

みとしましては、入所率は増えるだろうというと

ころでは予測はしています。それはやはり高学年

というのもあるんですが、やはり共働き世帯とい

うのが増えているので、子どもの数は減ってはく

るかもしれないんですけれども、やはり預ける率

というのは、そんなに下がらないであろうという

ことで、私どもは読んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 先ほど止められちゃったの

で、そこのところですけれども…… 

○委員長（土渕保美君） 再々質問終わっています

ので、今度は保育…… 

○委員（佐藤将行君） 違う、さっき途中で止めた

でしょうと。手を挙げて。そこのところを今やっ

ていると。 

○委員長（土渕保美君） 暫時休憩です。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時３６分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開します。 

○委員（佐藤将行君） 先ほどふじ第一、第二合せ

てのイニシャルコスト、ランニングコストのほう

を僕のほうで質問したのが、今手元に資料がない

というふうな形でおっしゃいましたけれども、こ

れ、ほかの人もこれから質問あったりとかする時

間あるでしょうから、下に行ってきちんと出して

もらうか、暫時休憩して、提出してからやる。こ

れ、議会のほうでパソコン使うなと言っているの

が問題なのは重々承知で、申し訳ないんですけれ

ども、きちんとここのところを解決したいので、

ぜひお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ……（録音漏れ）……は

ないということで終わらせていいんじゃないです

か。質問は今できないわけですから。そういうこ

とです。それはおかしいんですよ。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） そういうふうな恣意的なこ

とを言われると非常に困るんですけれども、急に

午前中のが続きであって、保育の急に再質問、普

通の保育除いた再質問と、保育のほうの最初の質

問をごっちゃに急にしろと言われたって、そんな

ことはこちらもできない。ほかの方が一人もいな

いんであれば、これに関してですよ。保育以外に

関して。ほかの人がいないんであれば、後から午

後になって来た保育のほうの質問のほうをとやる

のが筋でしょうということを言っているわけです

よ。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 質問に対しては、後から

考えるというそれはおかしんですよ。質問は用意

してきているはずなんですから、今日は。それを

……（録音漏れ）……終わりということでいいと

思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、どうですか。 

○委員（佐藤将行君） 用意してきているはずって

それもおかいしんだって。じゃ、その場で質問事

項があったら言えないということなんですか。 

  そんなのは、泉委員は確かに事前に用意してい

るのかもしれませんけれども、そうじゃなければ

いけない、通告じゃなければいけないとなってい

るわけじゃないんですから。そんなん強要される

筋合いじゃないです。 
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○委員長（土渕保美君） ありますか、佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） まず、全部が終わったのか

どうか、確認して。 

○委員長（土渕保美君） ないので、終わりにいた

します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、何点かご質問さ

せていただきます。 

  まず、決算書110ページの私立幼稚園運営支援

事業です。これにつきましては、説明書では143

ページに書かれております。 

  私立幼稚園振興助成金の交付なんですけれども、

ここで、宝光寺幼稚園が、令和３年度から４年度

にかけて増えております。それと、姫宮成就院幼

稚園、これが約倍近くになっていますね。 

  このあたりの助成金の交付の状況についてお尋

ねしたいと思います。 

  それから、２点目は、決算書112ページの子ど

も家庭総合支援事業の中に委託料がありまして、

ヤングケアラー調査委託料が入りました。これは

今の状況に合わせた委託料ということで、内容は、

実態調査、これについて説明書でもありますが、

この実態調査と、それから、小・中学校も実態調

査が行われております。このあたりの傾向という

のは、これである程度網羅されるのかどうか。 

  それから、職員についても研修がなされており

ます。これらについての成果についてももう少し

詳しくお示しいただきたいと思います。 

  続きまして、その下の産前産後家事・育児サー

ビス利用支援事業があります。これについては、

令和５年度の10月からということで、約５か月で

すか、そういった点では、申込人は19人で、申請

そのものが32人ということなんですけれども、こ

れはどういうふうに周知を図られたのか。 

  それと、今年度に関わる問題なんですけれども、

そういった意味では、倍以上の申請があるんだと

思いますけれども、この状況については、どうい

うふうに推移されているのか、その点も併せてお

願いしたいと思います。 

  それから、114ページの保育園人件費に係る問

題ですが、子育て支援課としては、令和５年度、

昨年度は37人でした。これはこの間変わっていな

いんですけれども、国納保育園、それからみやし

ろ保育園、職員数は、それぞれどのようになって

いるのか。 

  それから、私立のほう、説明書では151ページ

に書かれておりますけれども、児童数がそれぞれ

示されておりますけれども、これについての私立

のほうの職員の人数についてもお示し願いたいと

思います。 

  それから、最後になりますけれども、保育所の

関係で、待機児童を解消するということでいつも

努力されております。希望したのに認可保育所に

入れないという状況が４月１日には多いんですが、

必ず経過があって、年度途中ではこれが解消され

てゼロになるということなんですけれども、４月

１日時点での状況はどうなっていますか。この令

和５年度のときの。 

  それから、あわせて、保育所の定員の弾力化と

言われていますけれども、受入れ児童の増員です

ね。令和５年度は、定員の弾力化はどうだったの

か、その点も併せてご報告をお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（中村有希君） こども保育

担当主査の中村と申します。 

  ただいまご質問いただきました質問１点目、私

立幼稚園運営支援事業の私立幼稚園振興助成金に
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つきまして回答させていただきます。 

  こちら、説明書の143ページのところにござい

ます。 

  ご覧いただきましたとおり、金額が、姫宮成就

院幼稚園さんが４年度と５年度比べて大きく金額

が上がっているというところでございますが、こ

ちらの振興助成金につきましては、ご存じのとこ

ろかとは思うんですけれども、幼稚園１つに対し

て15万円という基準額がございまして、そこに心

身障がい児のお子様の人数に応じて２万円、そし

て、財源予定月数というところで、金額を上乗せ

していくような金額で増えていくような仕組みに

なっております。 

  姫宮成就院幼稚園さんにつきましては、令和５

年度、その１園15万円という金額に加えまして、

心身障がい児のお子様を７名でご申請いただいて

おりましたところでございます。４年度の人数よ

りも５年度の人数、心身障がい児のお子様の人数

が増えたことにより、そういったお子様を多く受

入れしてくださっているというところで、姫宮成

就院幼稚園さんが５年度の金額がほかの園と比較

して増えているというようなところでございます。 

  以上でございます 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（松岡祥哲君） こども安心

担当主査の松岡です。 

  決算書112ページ、説明書ですと146ページにな

ります。 

  ヤングケアラー実態調査の委託料に関するご質

問にお答えさせていただきます。 

  調査の傾向としましては、まず、小・中学生を

対象に、小学生は４年生から６年生、中学生は１

年生から３年生全生徒ですね。合計およそ1,500

人に対して調査を実施しております。 

  その中で、自身がヤングケアラーに該当すると

回答した児童生徒が記名をして、回答している方

が２名おりました。小学生１名、中学生１名おり

ました。その方につきましては、子育て支援課の

ほうが学校に訪問し、児童生徒と面談を実施して

おります。その中で、小学生１名に関しては、本

人のちょっと勘違いというところもありまして、

実際はケアラーには該当していなかったというこ

とが分かっております。中学生１名に関しては、

やはりヤングケアラーに該当するというところが

聞き取りのところから出てきまして、その方の保

護者の方にもお話をさせていただいております。

お話しする中で利用できるサービス等いろいろご

案内をさせていただいているところです。 

  結果なんですけれども、状況等も変わっていた

りもすることから、ご案内していただいたサービ

スについては、今大丈夫ですということで実際の

利用はないですが、そのような結果に終わってお

ります。 

  そのほか、学校の教職員の方にヤングケアラー

の研修を開いております。テーマとしては「ヤン

グケアラー早期発見のために」というところで、

社会福祉士の資格をお持ちの方を講師にお招きし

て実施しています。学校さんのほうでヤングケア

ラーとなるような生徒さんがいらっしゃるという

ところをもし発見できればというところで実施さ

せていただいております。学校の管理職の方、そ

れから教育委員会の方も１名混ざって15人お招き

して実施しております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査の飛鳥馬です。 

  産前産後家事・育児サービス利用支援事業につ
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きまして回答いたします。 

  周知方法といたしましては、事業対象者に広く

周知するため、ホームページや広報のほか、保健

センター、子育て支援センター、図書館、進修館、

町内保育所、町内幼稚園、宮代町福祉協議会、き

らりびとみやしろ、シルバー人材センター、有限

会社ウィズ、緊急サポートセンター等にポスター

とチラシを配布しております。また、保健センタ

ーでは、母子手帳の交付時、４か月健診、10か月

健診、赤ちゃん訪問の際にチラシなどで周知を行

っております。 

  今年度の推移につきましては、令和５年10月か

らの補助金交付開始後、現在のところ上限額の４

万8,000円に達している利用者は、申請人数19名

のうち４人となっております。こちらを参考にし

まして、今年度の予算としましては、補助上限額

４万8,000円、25人程度の申請を見込んで120万円

の予算を計上しております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○子育て支援課主幹（小野美保君） 国納保育園主

幹の小野と申します。よろしくお願いします。 

  保育園の職員数というご質問いただきましたけ

れども、今年度、みやしろ保育園の職員が12名、

国納保育園の職員が、育休を取得している職員も

含めて12名の在籍となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  ５問目に質問いただきました、説明書でいいま

すと150ページ、私立保育園の職員数というとこ

ろでお答えさせていただきます。 

  職員数、今の前段にありました公立保育園のよ

うに何名というところでのお示しはできないので

すが、私立保育園におきましても、園児数に合わ

せまして、例えばゼロ歳児は３対１、１歳児は６

人に対して職員が１名というような、その配置に

合わせた職員数の確認というのはしております。

そこに合わせ、園長がおり、事務をする職員がお

りというところの把握はしております。 

  園によっては、やはり延長保育を行っておりま

すので、そこの専任ということで設けている園も

ありますし、そうでない園もあるというところで

すが、基準に満たした配置というところでは確認

はしております。 

  続きまして、待機児童解消についてということ

ですが、おかげさまで、令和５年度は宮東保育園

が60名定員ということで１園開園になっておりま

すので、待機児童はゼロ人ということで報告をさ

せていただいております。 

  ですが、委員おっしゃられたとおり、園が増え

ても第一希望に皆さんが入れるかどうかといいま

すと、そこはやはり厳しい状況ではあります。 

  もちろんそれは、申請の受け付ける状況でも、

町民の皆様、申請をされる皆様にも、そのような

状況にはなるということをお伝えした上で、やは

り第一希望という園があるとは思いますが、可能

な限り、町内には９施設、ゼロから２歳児ですと

９施設、保育園ですと６園ありますので、可能な

限りもう全て園を書いてくださいということでお

話ししています。そうでないと入所のご案内がで

きないので、そこはお願いしますということでは

お伝えしております。 

  あと、先ほどの４月１日は待機児童なしであり

ましたが、年度途中となりますとやはり入所が厳

しいような状況にはなってまいります。 

  途中で家庭の事情で退園される方、例えば２歳
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児ですと幼稚園に通うということで退所される方

もおりますし、転出をするという方もおりますし、

その場合の空き枠ができたときにはご案内はしま

すが、やはり低年齢のお子さんは特に途中入所と

いうのは難しい状況ですが、やはりその途中入所

に合わせた施設を、じゃ、どのように用意するか

となりますと、なかなか園のほうも経営面といい

ますか、ありますので、できる限り定員に満たす

状況となりますと、新しい園を増やしてというよ

りも、先ほど委員からありましたように、弾力化

というところで、定員は60人となっていますが、

120％いかない人数、60人ですと70人程度、10人

増というところで、施設には対応できるかという

ところで確認はしております。 

  こちらは、人数だけ増やせればいいかと申しま

すと、やはり保育士の配置ですとか、部屋の平米、

例えばゼロ歳児ですと１人3.3平方メートルとい

うところの基準ですとか、２歳児以上になります

と1.98というところの平米を守りつつ、弾力がで

きないかというところでの調整はさせていただい

ております。 

  具体的に、令和５年度のその弾力の状況ですが、

こちらの説明書にあります139ページになります。 

  上から３段目です。 

  民間保育所等補助金待機児童対策というところ

で、特出、これしているところが、本田保育園に

おきまして、こちら120％を超えて受入れをして

もらっております。120％を続けてしまいますと

公定価格が下がってしまいますので、そうなると

施設さんの委託費が下がってしまいますので、そ

こを待機児童対策で本田保育園は受けてもらって

いる状況なので、こちら町のほうで補助しつつ、

児童を受け入れられるようにということで、こち

らの補助金で対応しているのが、令和５年度、特

出している部分であります。 

  それ以外の園につきましては、先ほど申し上げ

た120％いかない人数、そこの調整はしていただ

いております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  １点目の決算書110ページの私立幼稚園運営支

援事業です。 

  説明で分かったんですが、ちょっと最高値、宝

光寺の幼稚園の関係はちょっと、令和３年度から

４年度の関係ですけれども、これも１園15万のと

ころの関係だと思うんですけれども、これについ

ての説明、すみませんがお願いします。 

  姫宮成就院については、分かりました。 

  それから、決算書112ページの子ども家庭総合

支援事業のヤングケアラー調査委託料、そうしま

すと、小学校の１人というのは勘違いで、該当し

ないと、中学生の場合は、該当者はいても支援は

いらないということでよろしいですね。 

  これについては、私は、早々にヤングケアラー

の調査をやっていただいて、実態も分かったとい

うことで、これは評価したいと思うんですけれど

も、せっかく実施したのに、この成果書、説明書

に書かれていないの。書かれていましたか。こう

いうのは載せるべきだなと思います。 

  それに併せて子育て世帯訪問支援事業委託料と

いうのも出ているわけなので、これは次年度にき

ちっと成果として載せていただければと思います。

これは要望。 

  それから、産前産後家事・育児サービス利用支

援事業ということで、これはもう令和５年度から

始まっていますので、実際、妊婦さんにおきまし

てはもう、町の周知もあるんですけれども、恐ら

く口伝えでいくとは思うんですけれども、実態は
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分かりましたので、これについても結構です。 

  続きまして、保育園関係の人件費の関係ですけ

れども、こども医療費やひとり親家庭などの医療

費というのは分かるんですけれども、やはり特に

ひとり親家庭などの困難を抱える家庭とか、児童

が増えているのかどうか。 

  そういう状況とか、それから少人数保育とか、

やはり質の高い保育も求められると思うんですけ

れども、そういう意味では、そういう状況によっ

てはやはり職員の配置も考えなければいけないと

思うんですけれども、そういった点では、成果書

では、説明書では151ページに載っています。ゼ

ロ歳児だとか、それから３歳児によっても違って

くるとは思うんですけれども、ここのところを国

納保育園、みやしろ保育園は同じような職員配置

されているんですけれども、そういった意味では

同じでいいのかどうか。 

  それから、職員と非正規、会計年度任用職員が、

総務課の答弁では、子育て支援課では令和５年度

は48人というふうに伺ったんですけれども、これ

はどういうふうに、会計年度任用職員は配置され

ているのか。それも併せてご答弁お願いしたいと

思います。 

  待機児童の関係ですが、そうすると４月１日時

点ではゼロですけれども、途中での経過措置とい

うかあったようにも聞こえたんですけれども、そ

ういう意味ではどういうふうに評価すればいいん

でしょうか。その点、再度お願いしたいと思いま

す。 

  職員の関係では、冒頭の学童保育所の関係でも

やはり処遇改善とか言われています。それから、

職員の確保をきちっとするというようなことは言

われているんですけれども、そういう意味では、

町の担当としては、取りあえずきちっとされてい

るかどうか。きちっとされていないという言い方

はないんですけれども、要するに人員の確保、そ

れから処遇改善、それはされているのかどうかと

いう意味でお答えいただきたいんですが、よろし

くお願いいたします。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども保育担当主査（中村有希君） こども保育

担当主査の中村と申します。 

  ただいまいただきましたご質問１点目、私立幼

稚園振興助成金の15万円という基準額についてで

ございますが、こちらにつきましては交付要綱の

中にございまして、１園につき15万円、こちらは

幼児教育の向上をというところに対しての基準額

でございます。 

  対象の経費といたしましては、幼児教育の向上

に資するために必要な経費ということで、教材や

備品等の購入費から始まりまして、そのほか備品

の修繕費ですとか、幼児教育の向上に資するため

に必要と認められる経費というところで、ここ最

近の申請の内容では、英会話の授業というかそう

いったものを受講するために必要な経費に充てた

りですとか、体操教室のその教師の方に対するお

金ですとか、そういったところでご申請いただい

ているようなところでございまして、そちら対象

経費が幅広く設けられておりますので、そちらで

１園につき15万円というところで、要綱のほうで

ただいま交付基準額を設けているようなところで

ございます。 

〔発言する人あり〕 

○こども保育担当主査（中村有希君） 失礼いたし

ました。宝光寺幼稚園、３年から４年、失礼いた

しました。ちょっとお待ちください。 

  失礼いたしました。申し訳ありません。 

  私立幼稚園振興助成金で、宝光寺幼稚園につい
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ての令和３年度と４年度の金額の比較というとこ

ろでご質問いただいておりまして、大変申し訳あ

りませんでした。 

  こちらにつきましては、令和３年度は宝光寺幼

稚園さん申請の内容の中に、心身障がい児のお子

様がいらっしゃらない状況だったんですけれども、

４年度の申請時では、心身障がい児のお子様がい

らっしゃるというところで、申請の際に園長先生

のほうからもそのようにお話をいただいて、ご申

請を受けたような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○子育て支援課主幹（小野美保君） 国納保育園主

幹の小野です。 

  先ほど保育園の保育について、少人数の保育が

できるよう職員の配置はどのようにしているかと

いうご質問をいただきましたけれども、公立の保

育園、みやしろ保育園、国納保育園ともに、国の

基準よりも多い保育士を配置しております。 

  担任の保育士、職員がおりまして、そこに会計

年度任用職員の保育士を配置して、国基準よりも

多く、安定した保育となっております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 子育て支援

課副課長の吉田です。 

  ５点目にご質問いただきました待機児童なので

すが、どのように担当課として評価をするのかと

いうご質問だったかと思いますが、やはりその年

度初め、４月の入所というのが一番人数が申請を

受けます。そちらに合わせてまずは入所というと

ころで考えております。その時点の待機児童がゼ

ロ名であった。 

  年度途中はどのように評価するかというご質問

なのですが、そこへの対応というのは、正直、難

しい状況ではあります。先ほど申し上げたその園

の定員ですとか、保育士の配置というよりその定

員というところで、もう４月で満ちているような

状況というふうにあります。年齢だと３から５歳

のお子さんですと、やはりそうなると幼稚園です

とか、入る選択肢も広がるので、そちらの定員に

余裕はあるのですが、やはりゼロから２歳児のお

子さんに対しては、保育士の配置ですとか、部屋

の平米というところで厳しい状況というのが園で

も見られております。 

  その評価につきましては、年度途中まで全て年

間通してと問われますと厳しい状況ですが、担当

課としては、その４月１日の入所に向けた配置と

いうところで調整をしている状況です。 

  職員の待遇といいますか、処遇につきましては、

やはり先ほど申し上げました保育士を探すこと、

まずは配置することというところで、保育士の成

り手というところでは、その処遇をいかに改善す

るかというところはございます。 

  私立保育園では、各園の規定に沿った待遇にな

っている、プラス、やはり処遇改善というところ

で申請を受けて対応しております。 

  学童保育所も同じく処遇改善というところで、

職員の状況に合わせて、それは指定管理者からの

申請をもらって処遇改善というところで対応をし

ております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） 子育て支援課

長の柴﨑です。 

  先ほど正職員と会計年度職員の人数というとこ

ろでのご質問につきましてご回答申し上げます。 
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  会計年度職員48名というところなんですが、ち

ょっと、今現在、明確な数字を、今、持ち合わせ

ていないので大変申し訳ございませんが、子育て

支援課で会計年度職員を採用している部署につき

ましては、もちろん国納保育園は13名、みやしろ

保育園15名でございます。 

  それ以外に子育て支援センターがございまして、

子育て支援センターと子育てひろばと、あと国納

保育園にありますげんきっ子のほうにも保育士の

ほう配置しているところでございます。 

  また、安心担当のほうにつきましては、支援員

といたしまして１名配置しているところです。 

  また、事務の補助というところでも職員のほう

を、会計年度任用職員でお願いしているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問、１点

だけお願いします。 

  待機児童数の関係なんですが、答弁ではよく分

かるんですけれども、だとすれば、希望していた

のに保育所に入れないという場合には、どういう

事例が多いんでしょうか。例えば上のお兄ちゃん

がみやしろ保育園、ところが、下の子については

国納保育園というような、はっきりしている場合

は分かりやすいと思うんですけれども、希望した

のに希望した保育所に入れない。そういう事例と

してはどういうのがあるんでしょうか。最後にお

願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（吉田直子君） 副課長の吉

田です。 

  希望していた方が入れない場合と申しますと、

やはり委員さんからおっしゃられたように、上の

お子さんと下のお子さんが違う園、そちらについ

てもそういう場合でも入所をされるかどうか、同

じ園でないと入所をされないかどうか、同じ時期

じゃないと入所ができないかどうかというような、

皆さんの状況をお伺いしております。 

  やはり保護者の方や、そのお子様の状況を考え

ても、同じ園というところが最も望ましいという

ふうには思うのですが、やはりそこが申請の公平

性というところで、皆さんの就労状況ですとか、

点数により判定をするというふうになりますので、

家庭状況というところで、例えば障がいのある方

がおうちにいらっしゃるとか、介護の方がいらっ

しゃるとか、そういう状況というのはやはり点数

づけができるのですが、皆さんの具体的といいま

すか、個人的な状況までは点数化できない状況に

ありますので、申請の時点で、別々でも入所可能

か、一緒でないと入所をしないか。 

  その場合は、じゃ、どうするかとなりますと、

そうなりますと各ご家庭のご対応、例えば上のお

子さんでしたら幼稚園という選択肢があったりで

すとか、じゃ、下のお子さんどうするかとなりま

すと、１歳からですと一時保育で、おうちの方の

就労状況にもよりますが、週３日ぐらいの勤務で

ありますと、一時保育を使いながらという方も中

にはいらっしゃいます。１施設の一時保育が週３

日というふうにはなっておりますが、町の中では

姫宮保育園さんとみやしろ保育園のほうで一時保

育を行っておりますので、両方を掛け持ちながら

一時保育を使いながらという方も中にはいらっし

ゃるような状況と、入所が可能でない場合、一時

保育というのもありますということではご案内は

させていただいている状況です。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 
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〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） それでは、ここで休憩と

いたします。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

 

再開 午後 ２時３４分 

 

○委員長（土渕保美君） それでは、再開いたしま

す。 

  質疑はございますか。 

  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島でございます。 

  ２点質問させていただきます。 

  １点目が、決算書108ページから110ページのみ

んなで子育て！こども未来事業についてです。 

  説明書では、50ページで、子育て情報サイトの

リニューアルを行ったということでアンケートを

実施したというふうに説明書のほうに書かれてい

るんですけれども、このアンケート実施の結果を

踏まえて、このリニューアルをどのように改善し

たかということをお聞きいたします。 

  ２点目が、決算書112ページの子ども家庭総合

支援事業の委託料のところで、福祉相談支援シス

テムと、あと子どもの見守り強化事業についての

内容についてご説明いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査の飛鳥馬です。 

  みんなで子育て！こども未来事業につきまして

回答いたします。 

  子育て情報サイトのリニューアルにつきまして、

アンケート結果ですが、約50件程度の回答をいた

だいております。 

  内容としましては、サイトのよいところという

ことで、情報の更新頻度が高い、情報が的確に書

かれている、明るく宮代らしいデザイン、子育て

情報がまとまっていてみやすいなどの意見がござ

いました。 

  改善点としましては、支援センターのイベント

の写真を見られたらよい、子どもと一緒に行ける

カフェなどの情報が欲しい、近隣の小児科の情報

が欲しい、習い事などを紹介してほしい、未就学

児だけでなくもっと大きい子向けの情報を載せて

ほしいなどの回答をいただいております。 

  リニューアルにつきましては、本格的なリニュ

ーアルは令和６年度に１年間をかけて実施する予

定となっております。こちらにつきましては、サ

イト全体のワードプレス化を行う予定ですが、先

ほどのアンケート結果についていただいた、対象

年齢を拡大するなどといった第５次総合計画の居

場所づくりのページの作成などを予定しておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（松岡祥哲君） こども安心

担当主査、松岡です。 

  決算書112ページ、説明書ですと146から147ペ

ージにかけてです。 

  委託料のところで、福祉相談支援システム利用

料と、子どもの見守り強化事業のところでご説明

させていただきます。 

  福祉相談システムに関しましては、どのような

システムかといいますと、相談や通告に関する基

本の情報ですとか、それに対する支援の方針、そ

れから、支援の経過等の情報を入力していくシス

テムになります。 
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  現在は、庁舎内部の教育委員会や保健センター、

母子保健担当と情報を共有しております。 

  今後、国のほう、要保護児童対策等情報共有シ

ステム、国のシステムに接続させることで、県の

児童相談所ですとか、他市町村との情報共有が可

能となり、支援の状況をタイムリーに共有したり、

ほかの自治体においての過去の対応歴の確認や、

転出時の引継ぎを的確かつスムーズに行うことが

できるようなシステムになっております。 

  続きまして、子どもの見守り強化事業について

です。 

  子どもの見守り強化事業については、子どもの

養育に関して不安ですとか、心配なことがあるな

ど、見守りが必要な世帯を対象に、お弁当や食材、

生活支援品などを持って定期的に訪問して、子ど

もや家庭の状況を把握していく、そのような事業

になっています。 

  委託先としましては、お弁当配布と生活支援、

２種類ありまして、弁当配布のほうは社会福祉法

人宮代町社会福祉協議会に委託をしております。

生活支援のほうは、一般社団法人の彩の国子ど

も・若者支援ネットワーク、通称、アスポートと

いうところに委託をお願いしています。 

  弁当配布のほうは週１回、生活支援のほうは月

一、二回程度の訪問となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  決算書が108ページ、説明書が140ページのみん

なで子育て！こども未来事業で、こちら子育て支

援センターの利用者数のところなんですけれども、

令和３年、４年、５年とずっと子育てひろばのほ

うは結構増えてきていて、５年度は多分コロナも

緩くなって増えたんだとは思うのですが、こちら

の町外から来ている方の人数とかも把握している

のでしょうか。そちらもし分かれば教えてくださ

い。 

  あともう一つ、今の子育て相談の実施のところ

なんですけれども、育児相談のところは分かるん

ですけれども、最後のこの子ども家庭相談という

のがどういうものか教えてください。 

○委員長（土渕保美君） すみません。 

  野原さん、ページ数は。 

○委員（野原洋子君） ごめんなさい。説明書の

142ページの一番上です。子育て相談の実施のと

ころの子ども家庭相談、一番下のところです。こ

ちらがどういう相談なのか教えてください。 

  あと、決算書が112ページの子ども家庭総合支

援事業の、説明書は146ページ、こちらのヤング

ケアラーの実態調査なんですけれども、先ほどほ

かの委員さんからお尋ねもあったんですが、

1,500名のうち２名返ってきて、１名は該当せず

だったんですが、例えばこれは1,500人にやった

ときに、必ずしも正直に訴えてこない場合もある

のではないかと思うのですが、そのあたりフォロ

ーをどうされているのかお聞きしたいです。 

  それと、説明書147ページ、一番上の生活支援

のところで、４年度６件、５年度６件で件数は同

じなんですけれども、家庭訪問の支援がかなり回

数が増えているのはどうしてなのか。そちらを教

えてください。 

  あと、147ページ、成果のところで、保育園や

学校など訪問し、虐待の未然防止のための情報収

集を行うことができたということですが、一体何

件ぐらいあって、具体的には言えないかもしれま

せんが、分かる範囲でどういったことがあったの

か教えていただければと思います。 



－２０５－ 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査の飛鳥馬です。 

  みんなで子育て！こども未来事業について回答

いたします。 

  子育て支援センターの利用者数のうち、町外の

利用者数につきましてですが、子育て支援センタ

ー、子育てひろばにつきましては、町外の利用者

1,585名となっております。 

  子育て支援センターげんきっ子につきましては、

町内のみの利用者となっております。 

  続きまして、子育て相談の実施につきまして回

答いたします。 

  子ども家庭相談につきましてですが、こちら設

置規則として、育児相談、乳幼児健全育成相談、

子ども家庭相談と分けておりますが、業務内容と

しましては、子ども及び家庭に係る問題の解決を

図るため、多様な要求に対応できる情報提供と指

導助言を行うとしておりますが、名称は分けてお

りますが、特に相談内容を限定するものではなく、

相談内容としては、子どもの成長、発達に関する

ことや家族相談、相談者自身のことなど、幅広く

相談を受け付けております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（松岡祥哲君） こども安心

担当主査、松岡です。 

  決算書112ページ、説明書146ページから147ペ

ージにかけてのところです。 

  ヤングケアラーの実態調査において、1,500人

のところ２名が出てきて、しかし、必ずしも正直

に訴えないお子さんがいらっしゃるのではないか

というところなんですけれども、そのあたりのフ

ォローにつきましては、まず、調査の実施の方法

としては、できるだけ正直に答えていただけるよ

うに、まずは無記名でのアンケート実施となって

おります。なので、できるだけそこの中で正直な

答え、回答が返ってくるようなところを調査自体

のところとして実施しております。 

  やはりそれでもというところもあるかとは思う

ので、学校さんのほうに、こちら子育て支援課の

ほうで訪問させていただいて、そういったヤング

ケアラーに思われるような児童がいる場合は、こ

ちらで学校を訪問していったときに、先生のほう

から、こういったお子さんがいてちょっと心配な

状況がありますですとか、そういったところで情

報共有させていただいて、場合によっては、訪問

さらに続けて継続的な見守りですとかをお願いし

ているような状況でございます。 

  続きまして、子どもの見守り強化事業のほうな

んですけれども、生活支援のほうで回数が増えて

いるところでよろしかったですか。 

  その増えている状況につきましては、生活支援

を行っていく中で、電話による相談ですとか、あ

と、実際に訪問した上で、少し回数を増やしたほ

うが、定期的な回数増やしたほうがいいのではな

いかというところで回数を増やしている世帯があ

ったりする。そのような状況で、５年度はこのよ

うな増えた数字になっておるところであります。 

  それから、保育園や学校等を訪問し、そういっ

た虐待の未然防止のため情報収集しているところ

ですけれども、学校さんですとか保育園ですとか、

そういったお子さんが通われている施設に関して、

年度内に２回ほど、子育て支援課のほう、まず定

期的にはそこで訪問させていただいて、その中で

学校さんのほうから虐待に関して心配のあるよう

な、おそれのある児童に関しても情報共有させて
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いただいておりまして、大体平均になってしまう

んですけれども、３名から４名、各施設から出て

きたりすることがあります。 

  その場合は、関係機関ですとか、情報共有させ

ていただいて適切な支援につながるように支援を

実施しておるところであります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。答弁あ

りがとうございました。 

  子育て支援センターのほうは、思ったよりは町

外少ないのかなと思っていたんですけれども、結

構皆さんすごく喜んでいらっしゃるので、増えて

きたのはいいことだなと思っております。こちら

は再質問ありません。 

  次の説明書142ページ、子ども家庭相談、そん

なに分けているわけではないというお話だったん

ですけれども、そういいながらも育児相談が105

件、乳幼児健全育成相談というのは分かりやすい

んですけれども、やっぱり子ども家庭相談52件と

育児相談105件と分かれているので、こちらはど

ういったことで分かれているのか、それを再質問

させていただきます。 

  あと、次、説明書146ページのヤングケアラー

の実情なんですけれども、やっぱりその子どもた

ちが、自分がそのヤングケアラーと呼ばれるもの

であるという自覚はなかなか持てないと思うので、

こちらもその訪問回数増やしているということだ

ったんですけれども、あとは学校や保育園に行っ

ているということもありましたが、結構ご近所と

かの情報ってすごく詳しく出ていたりすると思う

んです。私も近所の方から言われてシンカンのほ

うにお願いしたこともあるので、このご近所から

の情報って何とか取れるものなのか。それだけお

聞きしたいです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査、飛鳥馬です。 

  子育て相談について回答いたします。 

  名称として分けさせていただいておりますが、

こちら相談員につきましては、育児相談、乳幼児

健全育成相談、子ども家庭相談につきましては、

毎週、育児相談については同じ職員がおりまして、

各子育てひろばについては３名、げんきっ子につ

いては１名おります。 

  相談内容によりましては、継続して相談を行う

ことがありますので、相談者と相談員の相性とい

うものもございまして、実績としまして、相談が

継続して長く行っている場合、実績が多くなって

いるという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○子育て支援課主幹（清水邦江君） こども安心担

当主幹の清水と申します。 

  ヤングケアラーの野原委員さんのご質問に回答

させていただきたいと思います。 

  児童虐待もそうなんですけれども、ヤングケア

ラーについても、学校の先生などはいつもお子さ

んの身近にいるのでそういったのが気づきやすい

ので、今まで学校訪問などして、昨年などはちょ

っとヤングケアラーの疑いがあるお子さんなどが

いらっしゃいまして、そういった方については介

護保険担当にも、ちょっと祖父母の面倒を見てい

るというお話があったので、介護保険担当につな

がせていただいた経緯がございます。 

  ヤングケアラーにつきましても、今まではご近

所の方の通報とか通告、今のところはないんです
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けれども、やはり地域の皆様にもそういうヤング

ケアラーがあるということを知っていただきたい

と私たち担当も思っておりますので、今年度は民

生委員さんの対象に、10月にヤングケアラー協会

の、実際にヤングケアラーを経験された方に来て

いただきまして、研修を行う予定でおります。 

  地域の方にもぜひこういったヤングケアラーと

いう、お子さんがつらい思いをしている方もいら

っしゃるかもしれないということを知っていただ

いて、地域から発見できるようにしていきたいと

思っています。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  先ほど子ども家庭相談、相談件数についてちょ

っと補足というかさせていただきますけれども、

なぜ名前が同じ内容なのに違うかというところが

一番かと思うんですけれども、これは町が国だっ

たり県だったりから補助を受けるに当たって振り

分けられた事業がありまして、そこに形だけでは

なくて、そこに沿うようにはしていますけれども、

やはりこういった名前を分けなければいけなく、

また、その実績もそれぞれ数字を分けなければい

けないということで、このような名前で行わせて

いただきます。 

  ばらつきにつきましては、先ほど飛鳥馬から説

明がありましたように、定期的に同じ日、同じ曜

日、同じ人でやっているので、それぞれの相談者

の方の生活様式だったり、より深く相談ができる

関係が築けたとか、そういった差によるものかと

考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いします。 

  決算書20ページになるかと思うんですけれども、

説明書ちょっと見当たらなかったので該当すると

ころあれば教えてください。 

  現在、姫宮保育園とみやしろ保育園で、一時保

育を１日2,000円で実施されていると思うんです

けれども、この保護者の支払った料金というのは

どこに含まれているのかということと、あと、一

時保育の利用者数、分かれば教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ２時５７分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  主幹。 

○子育て支援課主幹（伊東文子君） 子育て支援課

主幹、伊東です。 

  ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  決算書40ページ、一時保育保護者負担金、雑入

のところに入っております。一時保育保護者負担

金213万1,000円、これがみやしろ保育園分の一時

保育の保護者負担金になります。 

  姫宮保育園の一時保育の保護者負担は、姫宮保

育園のほうに直接入りますので、こちらのほうに

は、町のほうには入っておりません。 

  令和５年度の一時保育の利用者数ですが、

1,053件の利用がありました。 

  以上になります。 
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○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございますか。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ３点質問をさせていただきます。 

  決算書の111、112ページ、説明書は146ページ

です。 

  子ども家庭総合支援事業の子どもの見守り強化

事業委託料についてお伺いいたします。 

  こちら前段でもございまして、説明分かったん

ですが、それ以外のことでお伺いいたします。 

  この表がございます。表になると147ページに

なるんですが、この見守りの件数を見ると、継続

して行われているのかなという状況が分かります。

その中で、子どもということなんで18歳までとい

うことなんですが、例えばその18歳を超えてしま

うと、こういう対象外になってしまうのかという

ことを一度ご質問いたします。 

  ２点目が、決算書の109、110ページ、説明書が

144ページになります。 

  緊急サポート運営事業について、この緊急サポ

ート事業委託料についてお伺いいたします。 

  144ページ、説明書の表にもございます緊急サ

ポート活動状況の中から、この宿泊というところ

についてご説明をお願いいたします。 

  最後に３点目が、111、112ページ、産前産後家

事・育児サービス利用支援事業についてでござい

ます。 

  こちらも前段でございましたのでいろいろ分か

りました。説明書が147ページなんですが、この

147ページの主な実施内容のちょっと文の中から、

令和５年10月１日から始めて、妊娠中から産後１

年未満となっております。 

  令和５年度の途中からということだったんです

が、この１年未満というところの基準にした理由

というか、一番１年未満が大変だというのは分か

るんですが、その後、１歳になっても大変ですし、

あとはお母さんが、保護者の方が病気になったと

きなどとかもいろいろあると思うんで、これに限

定された理由というか、それで実施されてみた状

況などお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども安心担当主査（松岡祥哲君） こども安心

担当主査、松岡です。 

  委員ご質問の決算書112ページ、それから、説

明書の146から147にかけて、見守り強化事業の年

齢のところなんですけれども、児童が18歳までと

なっていますので、18歳を誕生日迎えたその年度

の末まで、３月までが対象、そこで終わりになり

ます。 

  それは以上です。 

  続きまして、決算書110ページ、説明書のほう

が144ページになります緊急サポート運営事業です。 

  緊急サポート活動状況のところの宿泊に関する

ところですけれども、緊急サポートセンターのほ

うでは、宿泊を伴う子どもの預かりを実施してお

りますが、宿泊を伴う保育は１泊１万円で実施を

しております。今のところ、そこへの利用がない

状況となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査の飛鳥馬です。 

  産前産後家事・育児サービス利用支援事業につ

きまして回答いたします。 

  利用対象が妊娠中から産後１年未満と設定した

理由ですが、こちら要綱を作成するに当たりまし

て先進事例等を参考にしておりまして、近隣市町
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の多くが対象となる者が妊娠中、または、産後３

か月から１年未満が最も多かったことから、こち

らに設定しております。 

  ２歳、３歳となっても育児は大変だということ

ですが、今、申請いただいている実績としまして

は、一時保育が多くなっておりまして、こちらは

ご兄弟、上のお子様を一時保育として保育園に預

けたりということが大変多くなっておりますので、

そちらで対応させていただいております。 

  今後の補助内容につきましては、利用実績や対

象者の方の要望を伺いながら検討していきたいと

考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  加えて説明させていただきます。 

  産前産後サービス利用の補助について、１年未

満の件ですけれども、こちらにつきましては先進

事例もありますけれども、それも踏まえて当然検

討しまして、妊娠されてから特に１歳未満、実際、

保育園でいえば６か月から入れるところあります

けれども、報道でも最近多く出ていますように、

特に、出産直前と出産直後が特にいろいろ使える

サービスというのがなくて、出産されたお母さん

が孤独になることが多い。それで産後鬱とかもよ

く問題になっていますけれども、その辺の、公的

に広く全国的に一律で埋めるサービスというもの

がないので、そこについては特に結果として一時

保育が件数が多くなっているから見ても分かりま

すように、その辺のフォローを町独自でやってい

きたいなということで、１歳未満とさせていただ

いています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ご説明いただきまして分かりました。 

  まず、１点目から再質問をさせていただきます。 

  年齢とその基準というのも承知をいたしました。 

  こちらの147ページの中段に、また成果という

ことで保育園や学校等に訪問して情報を集めて、

このサービス、支援につなげたというところだっ

たんですが、その中で、今、割と問題になってい

る保育園でのいじめというか、低年齢化しており

まして、そういった問題行動が見られることは、

家庭の状況にも影響があってのそういうこととい

うこともあるんですが、例えばあざがあったりと

か、そういうことでの見つけるというところもあ

るんですけれども、また違う視点で、その子の行

動とかで、もしかしたら困っているような状況だ

ったり、家庭の中で、それをそういった保育園な

どで、その子がまたほかの子にしてしまうという

か、そういうことも踏まえているのかというとこ

ろをひとつご質問いたします。 

  それから、２点目の緊急サポートについては、

内容は承知をいたしました。 

  こちらまた説明書のほうに、144ページのこの

事業概要の中にも、保護者の方がやはり体調不良

でというところで、誰も見てくれる人がいないと

きにすごく困ったというお話があって、こういっ

た緊急サポートもあるんですが、その使える、ま

たこちらの基準というか、それについてもこの宿

泊する場所だったり、受け入れられるその子ども

だったりというところがどうなっているのか。そ

れで、またそれをどういうふうに周知をしている

のかというところをお伺いいたします。 

〔「金子委員、スマホを使わないように」

と言う人あり〕 

○委員（塚村香織君） ３点目の産前産後に関して
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は、詳しくご説明をいただきまして分かりました。

一番大変だと、そのとき、その産前産後本当に大

変だと思います。 

  あと、もう一つ、前の質問にもつながるんです

けれども、やはりお母さんが病気になったときと

いうのは、一番いろんなところに影響が、家庭の

中に影響が出てしまって、やはり収入の面でもき

つかったりもする部分があると思うので、今後、

対象年齢とかの拡充も検討するということだった

んですが、そういう本当に困っているという部分

でのこの支援、お金としての補助というのがあれ

ばいいなと思うんですが、そこをもう一度お願い

いたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○子育て支援課主幹（清水邦江君） こども安心担

当主幹の清水と申します。 

  塚村委員さんの再質問について回答させていた

だきたいと思います。 

  まずは、説明書の146ページ、決算書の112ペー

ジの子ども家庭総合支援事業の中の保育園の訪問

とかの中で聞き取りの内容について回答させてい

ただきます。 

  やはりもちろんあざがあるとか、そういった虐

待に関してのそういった状況ももちろん把握はさ

せていただいておりますが、そのほかに家庭の環

境とか、やはりちょっとひとり親であったりとか、

ちょっと夜、どうしても保護者の方がお仕事で、

ちょっと夜いない状況だったりとか、そういった

心配なお話が聞かれた場合もございます。 

  そういった場合は、そうならないように保護者

の方と私も直接面談をさせていただいたこともご

ざいますし、場合によっては、保健センターとか、

児童相談所とか、そういった関係機関につないで

情報共有をさせていただいて、見守りや支援を行

っている状況でございます。 

  ２点目なんですけれども、説明書の144ページ、

決算書の110ページの緊急サポートの関係の再質

問について回答させていただきます。 

  やはり保護者の方が病気の場合、今まで宿泊の

例はないんですけれども、やはり産後とか、お母

さんのメンタルが不安定でちょっとどうしてもお

子さんの面倒が見られないよという案件がござい

ました。 

  そのようなときは、保健師や、私たちのこども

安心担当ですぐ家庭訪問させていただきまして、

緊急サポート、もうすぐその日に申し込んで、や

ってくださる方がいればすぐ面倒見てくださりま

すので、そういった、宿泊はないですけれども、

その日の宿泊を伴わないサービスは今まで事例が

ございます。 

  あと、周知方法なんですけれども、先ほど話に

もありましたように、保育園とか学童保育所の入

所の申込みに周知させていただくとともに、あと

は、イベントなどが、こどもまつりというイベン

トが年に１回ございまして、そちらのほうでも周

知のブースを設けて、そちらで周知をさせていた

だきたいと思っております。 

  また、保健センターに、私たち子育て支援課も

健診のほうに参加するようになりました。そちら

でファミリーサポートや緊急サポートについても、

こういったサービスがあるよということを、なか

なかお母さんの中でも知らない、まだまだ知らな

いというお母様がいらっしゃいますので、困った

ときはこういったサービスを使えますよというこ

とを保護者の方にご案内させていただきたいと思

っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 
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  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査の飛鳥馬です。 

  産前産後家事・育児サービス利用支援事業につ

きまして回答いたします。 

  こちら補助の拡充などにつきましては、近隣市

町におきましては、金額や支給期間だけでなく、

第１子であるか、第２子であるか等によりまして

利用の制限も変わってきております。 

  宮代町の補助内容としましては、特定の事業者

に絞らないという点が、ほかの市町村と異なって

いる点だと思います。 

  こちら事業者を絞らないメリットとしては、ふ

だん利用している業者など、使い慣れているとこ

ろを利用できることや、自由に選択できること、

里帰り出産などの場合、町外の業者であっても可

能なことがメリットとして挙げられると思います。 

  拡充につきましても、対象者の方の要望を伺い

ながら検討していきたいと考えます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○子育て支援課主幹（清水邦江君） こども安心担

当主幹の清水と申します。 

  先ほどの塚村委員さんの再質問、ちょっと回答

が漏れていることが２点ございました。 

  緊急サポートの場所なんですけれども、それは

お話合いによって、提供会員さんのご自宅、もし

くは利用会員さんのご自宅、お話合いの上、決め

ていただくようになります。 

  利用基準なんですけれども、生後１か月から小

学校６年生のお子さんまで利用できることになっ

ております。 

  以上になります。失礼いたしました。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○子育て支援課副課長（飯山保孝君） 副課長の飯

山です。 

  産前産後家事・育児サービス利用支援事業の拡

充の件について、加えてまたご説明しますけれど

も、拡充につきましては、この制度そのものが、

先ほど飛鳥馬からも説明がありましたように、宮

代の場合は事業者を決めないで広く使えるサービ

ス、かつ、所得制限などがなく、皆さんが使える

サービスとして広く、特にお母さん、産前産後の

お母さんの孤独をなくそうということで、そちら

の主な目的としてできた事業でして、いざ拡充と

なって考えた場合、今現状ですけれども、今も話

ししたように、所得制限であったり、このサービ

スそのものが金銭を最終的には補助させていただ

くものなので、それについては、言ってしまえば

この金額がひとしく平等というか、公平かどうか

考えると、金銭的なものはかなり余裕な方もあれ

ば、この金銭がとても大切だという方もいらっし

ゃいます。 

  それを含めて、やっぱりもともとの目的の孤独

の解消から考えたとすると、もしかするとこの制

度の対象年齢を引き上げる、延ばすというのでは

なくて、また、さらに１歳を超えたお母さんにつ

きましては、別のソフト面での補助だとか、支援

だとか、そういったものも検討していかなきゃい

けないかなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  丁寧にご説明をいただきまして、分かりました。 

  １点だけ、２点目の緊急サポートに関してなん

ですけれども、やはり先ほど６年生までというこ

とだったので、小学生の、なかなか保健センター

ってもう行かなくなったりとかもしますので、小
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学生のお母さんも結構困った場合もちょっとあっ

たということ聞いておりますので、知らなかった

というところで周知を小学生まで広げていただけ

ればと思います。これは要望で終わりにいたしま

す。ありがとうございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  前段の委員の方たちの答弁でほとんど分かりま

したので、１点だけ質問させていただきます。 

  決算書が108ページ、こども医療費支給事業に

なります。 

  説明書のほうが139、140ページになるわけなん

ですけれども、直接には決算にはなれないんです

が、今年度、こども医療費が拡充されたというこ

とで、令和４年度のときには入院のほうが18歳ま

で拡充していただきまして、本当にすばらしかっ

たんですけれども、今年度から18歳までの通院も

支給されるということになりました。本当にあり

がたいことなんですけれども、ただ、それを考え

ていただいたのは令和５年度だったわけなのでち

ょっとお聞きしたいんですけれども、この拡充、

大変なことだったと思うんです。よく英断された

なと思うんですが、この決め手となったのはどう

いうところであるかということをお伺いたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○こども笑顔担当主査（飛鳥馬則子君） こども笑

顔担当主査の飛鳥馬です。 

  こども医療費支給事業につきまして回答いたし

ます。 

  令和６年４月より入院、通院ともに18歳に拡大

した理由としましては、昨年10月、埼玉県より子

育て支援の拡充を前提としまして、乳幼児医療費

支給事業の補助対象を、小学３年生までの通院と

中学３年生までの入院に拡大する意向が示されま

した。 

  当町におきましては、これまでこども医療費の

助成対象を中学３年生までの通院と、18歳到達年

度末までの入院としており、県の補助対象外のこ

ども医療費につきましては、町独自の財源により

運営を行っていましたが、県補助拡大に伴いまし

て、県から町への補助も増額されることを踏まえ

まして、令和６年度からこども医療費における通

院の助成対象を、入院と同じ18歳到達年度末まで

引き上げ、子育て支援の充実を図ることとなりま

した。 

  また、４月に開始する理由として、中学３年生

から新高校生に上がる方につきましては、医療費

の助成に切れ目がないことなども含めまして、制

度の拡大となりました。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 県の補助はあったんです

けれども、その県の補助よりも、拡大したことに

よって医療費が相当長く上がるということがあり

ましたので、やはり決断するには大変だったと思

うんです。本当に近隣市町の議員からも、宮代町

すごいねって褒められるということもありまして、

やっぱりうらやましがられる。本当ありがたいな

と思いますので、今後も、やはり予算とか大変だ

と思うんですけれども、やはりしっかりと必要な

ものには拡充していくという姿勢をこれからも続

けていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 
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  １点お願いいたします。 

  学童保育所運営事業、説明書の137ページです。 

  指定管理者のアンフィニついて伺いたいと思い

ます。 

  指定管理になってから１回ではなく２回という

ことでやってきておりますが、私も含めて、ほか

の議員なども、働いている指導員からの相談が結

構多い。本来だったら指定管理の中で解決するこ

とが、結構私たちに相談があるんですが、それは

やっぱり指定管理の中の民間会社なので、その中

でするべきことだと思うんですが、それの信頼関

係です。会社と指導員の信頼関係というのがどう

なっているのか。結局はそれで学童に通っている

子どもたちにも影響があるので、その辺どう考え

るのかお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） 子育て支援課

長の柴﨑です。 

  学童保育所の指導員から指示系統、そういった

体制ということでのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

  委員おっしゃるとおり、確かに私も４月からで

はありますが、学童保育所の指導員から直接町へ

の連絡ですとか、議員さんに連絡というのはある

ということは聞き及んでおります。 

  確かに、指定管理者の中で指導員が働きやすい、

もちろんそこは一番大切にしなければいけないこ

とで、その働きやすい環境が、やはり子どもへの

影響というところは大きいものだと認識はしてい

るところでございます。 

  そういった中で私どももそのようなことを踏ま

えまして、アンフィニのほうと、指定管理者のほ

うと直接お話をさせていただいて、改善を図って

いるところでございます。 

  会社のほうと私どもとの連携体制というところ

も、もしかしたら今まで足りなかった点もあった

のかとは思いますので、その点も踏まえて密に、

今、連絡を取り合いながら、どういった体制で、

アンフィニとしても、会社としてもどのような体

制を取れているのかというところと、私どもとや

れるところというものがあるのかどうかというと

ころも探りながら、今後、指定管理者としてしっ

かりと業務のほうしていただきたいということで

も要望させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  今、課長の答弁で分かりました。 

  それで、指導員さんは本当に夏休み、冬休み、

春休みと、ふだんの勤務が全然違うということで、

人も集まらない。そして、やはり仕事の内容も結

構負担が大きい。学校は先生の結構クラスをまと

める中でいて、家庭は家庭ですごくゆったりする

んだけれども、その間の子どもたちもすごく自由

になっているところを指導してくださる人たちの

負担も大きいということで、やはりちょっと指導

員さんになってもすぐ辞めてしまったり、それが

ちょっと管理職だったりということがあるので、

その辺の働き方、ちょっとその辺も考えていただ

きたいなって、指定管理を出している企業に対し

て、町としてもそういうところもやっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○子育て支援課長（柴﨑記代子君） 子育て支援課

長の柴﨑です。 

  働く側の体制というか待遇というところのご質

問でございますが、委員おっしゃるとおり、働く

側の、先ほども申しましたけれども、やっぱり待
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遇といいますか、働く環境というんでしょうか、

そういったものがきちんと整えられているという

ところが、やはり私どもとしては、子どもへの影

響というか、質のいい保育というものを提供した

いということが第一ありますので、その保育を、

高い、今レベルであるかとは思うんですけれども、

そのレベルをずっと維持しながら、さらに飛躍で

きて、子どもがそこに安心で、安全でいられる。

そして、保護者にとっても、安心してそこを、学

童保育を利用できるというところが大前提かと思

っております。 

  働く側の、集まらないというところも指定管理

者のほうから聞いておりまして、やはりそこの待

遇については、やはり改善をしているというとこ

ろでは聞いております。そこについても確認を、

待遇についても改善を図るということでは、確認

は取っております。 

  そういった中で今年度も指定管理、お願いして

いるところではありますが、やはり職員との風通

しのよさというんでしょうか、その表現が合って

いるか分からないんですが、やはり職員と本部側

というんですか、会社の運営側ですとか、そうい

ったところの風通しのいいような状況で業務を進

めてほしいということでは何度も要望はしており

ますので、そこは町としてもきちんと指定管理の

状況を確認しながら、業務を進めてまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員は終わっていますので。 

○委員（佐藤将行君） 終わっていませんよ。終わ

っていませんって。保育園が来る前の部分が終わ

っているだけであって、それ以外は後って言った

でしょうが。 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で子育て支援課の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２８分 

 

再開 午後 ３時３１分 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（健康介護課） 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより、健康介護課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○健康介護課長（草野公浩君） こんにちは、健康

介護課でございます。 

  それで、まず最初に皆さんにご連絡なんですけ

れども、保健センターでやっております母子保健

事業なんですけれども、令和６年度からこども家

庭センターのほうに所管替えとなりました。 

  本来であれば子育て支援課のほうの説明になる

かと思うんですが、一応、令和５年度の決算につ

いては健康介護課のほうで質疑、応答させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、職員の紹介させていただきます。 

  私、健康介護課長の草野と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 保健センター健

康増進担当の主幹の山内です。よろしくお願いし

ます。 

○健康介護課主幹（石井 栄君） 皆さん、こんに

ちは。健康介護課主幹の石井と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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○健康介護課主幹（鈴木健司君） こんにちは。健

康介護課高齢者支援担当主幹の鈴木と申します。

よろしくお願いいたします。 

○介護保険担当主査（飯尾浩之君） 同じく健康介

護課介護保険担当の主査の飯尾と申します。よろ

しくお願いします。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） こんに

ちは。健康増進室長の竹花と申します。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  一般会計分の歳入歳出一括して質疑をお受けし

ます。ただし、特別会計は入りませんので、ご注

意ください。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 私は、丸藤です。 

  ２点だけお願いしたいんですが、決算書102ペ

ージ、避難行動要支援者支援事業です。 

  説明書については156ページであるんですけれ

ども、これについては私も一般質問等々で質問し

ているんですが、これはやはり何とかしなければ

いけないと。ただ言っていればいいわけではあり

ません。本当に実際、いざというときに本当に助

けなくちゃいけないし、今の町の体制からいって、

町だけで決してできないというふうに思っていま

すので、そういう立場からもずっとこれはこれま

でも提案したり、求めてまいりました。 

  これについてですが、もう少し町としての実態、

特に対象者数、それから情報提供同意者数、減っ

ているんですけれどもこのあたり。 

  あと説明でも書いてあるんですけれども、同意

者内訳として１人で複数該当する場合があり、情

報提供同意者数と一致しないというふうに書いて

あるんですけれども、これについての説明につい

てもお願いしたいと思います。 

  それから、決算書125、126ページの予防費の関

係です。 

  特に、不用額が多くなっています。これについ

ては、コロナウイルス感染症のワクチン接種が見

込みよりも早く終了したこと。あと、集団接種に

よる会計年度任用職員の報酬、あるいは、会場運

営費を含めて多く執行残が残りました。 

  これについてと、あとの執行残についてどうい

うふうな不用額の内容になっているのか、その点

お伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 健康介護課主幹、

鈴木でございます。 

  まず、私のほうから説明書にございます避難行

動要支援者支援制度に対するご質問の回答をさせ

ていただきます。 

  まず、令和５年度に若干対象者が減っていると

いうところのくだりでございます。 

  こちらは、毎年同じ条件を基に対象者を抽出し

ておりますので、細かい解析まではしておりませ

んが自然減であるのかなというふうに考えており

ますので、たまたま若干、ちょっと減っていると、

20人弱ぐらい減っているという状況でございま

す。 

  それから、提出する者、同意をした者と提出者

が一致しないというところのくだりでございます

けれども、こちらは従来の制度、つまり法改正が

ある前に従前からこの避難行動の名簿に登載され

ている方と、そういう方が要介護認定を受けると

かいうこともございますので、同じ人間が違う条
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件にそれぞれ該当するということが多々出てまい

ります。したがいまして、１人で複数該当するも

のもあるので、総合計と実人数が合わないという

ところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  予防費の不用額でございますが、委員さんおっ

しゃられたように、基本的にはコロナの接種にか

かる費用、これは予算をつくるときに基本的には

100％の皆さんが受けられるような体制を取らな

いといけないので、そういう意味で予算は多く計

上してあります。その中で今、丸藤委員さんにも

ありましたけれども、やはり接種率から考えると

余る分が必ずできてしまいまして、先ほどおっし

ゃったように、看護師さんを雇っていた、会計年

度任用職員の報酬であったりとか、共済費であっ

たり、あとは郵便料の役務費、あとは工事請負費

であったり、あとは先ほどもあったように接種会

場の設営、運営、これは執行率は低くないんです

けれども、もともとの額が大きいので余っている

額が多いということで、今回不用額としては多く

出ているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 主幹の山内です。 

  そのほかには、予防費でございますと、予防接

種、お子様とか、あとは高齢者インフル等の予防

接種につきましても、やはり不用額が出ておりま

す。 

  大きな予防費の不用額といたしましては、その

委託料、ワクチン予防接種関係の委託料が不用額

として出ているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは再質問いたします。 

  １点目の決算書102ページの避難行動要支援者

支援事業です。 

  冒頭にも言いましたように、内容については分

かるんですが、じゃどうしたらいいのかというこ

とがやはりあると思うんですね。ほかの議員さん

もご承知のように、自治会の加入率も非常に悪い

というような状況で、本当に皆さんも心配してい

ると思うんです。先ほど言ったように、じゃ町だ

けでもできないと、じゃどうするのかということ

なんですけれども、これは最近のニュースで、品

川区だったかな、世田谷区、ちょっと東京のほう

です。都心ではやはりこういった避難行動要支援

者に対して、直接区のほうで電話して、どうです

か、助けを求めたりしているというのが分かった

んですね。 

  ですから、これまでは確かに自治会、自主防災

への支援要請も非常に大きいところがあったんで

すけれども、私はこのニュースを聞いて、やはり

やることをやらないと助かる命も助からないとい

うことになってはいけないと思うので、これはこ

れとして引き続き努力はするんですけれども、幾

ら義務とはいえね、努力はするんですけれども、

町としてもいろんな全国的な知恵もアンテナを高

くして、どうすればいいのかということをぜひ研

究していただきたい。 

  そういう意味では、私は言ったような事例もあ

るようなんで、そういう点では町としてやれるこ

とがあると思うんですけれども、それについて現

時点で考えていること、進めなければいけないこ

と、それらについてやはり決算ですので次年度に

やはりそういうことを積み上げていかなければい
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けないと思いますので、その点もう一度お伺いし

たいと思います。その点だけ。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  ただいまの再質問につきましてお答えをいたし

ます。 

  委員のおっしゃるとおり、これまで町は、消防

計画にあるところではあるんですが、自主防災組

織の方のみに説明会を行ってこの制度を進めてま

いりました。ただ、その結果、まだ半数近い地区

において計画が進んでいない、こういう実態が見

えてまいりました。 

  いろんな話を聞きますと、防災組織そのものが

もう成り立たなくなってきていると、これはマン

パワーの問題が一番大きいんですけれども、何よ

りも負担が重いということをおっしゃる自主防災

組織がかなりあったということを踏まえまして、

今年度からなんですけれども、地域で支えようと

いうことで自主防災組織のほかに地元の自治会、

それから民生委員、児童委員の皆様にもお声をか

けさせていただいて、今月の終わりにやるんです

けれども、合同説明会を行います。この合同説明

会において、従来からやっているもちろん説明も

行うんですけれども、協働して地域で支えようと

いう方向にシフトしていくというふうにかじを切

ろうと考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  再々質問というわけではありませんけれども、

今の答弁は一般質問の中でもお聞きしました。私

は、これからはもう一つとして、やはり一番安全

なのは、これは当たり前なんですけれども、隣近

所なんですね。特に今、予想されない災害が多く

なっています。ですから余計言い訳ができなくな

っていますので、先ほど自治会等との話も出まし

たが、やはりそういう方がいるところについては

本当に隣近所の方の助け、今垂直に高いところに

上がっていかなければいけないし、そういう意味

ではそういうのも本当に必要なのかなというふう

に思いますが、そういう点での、何ていうんです

かね、周知を図っていくというのも大事なのかな

というふうに思うんですけれども、そういう点で

はどうでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  ご指摘のとおり、これは本当に隣近所、地元の

助け合いが本当に大事な部分でございます。です

ので、これからも引き続き、町としましては、こ

の制度の周知はもちろんのこと、大事さ、この本

当に必要性を常に訴えていくしかないというとこ

ろで、今はなかなかそれ以上新しい案が出てこな

いんですけれども、とにかく制度を知ってもらう

こと、そして周りの人の協力というか気持ちの部

分でもこの制度の大事さを知ってもらって、私が

助けるというような気持ちをつくり上げていく、

そういう雰囲気づくりも大事かなと思いますので、

なるべく地域に出て、いろんなところで顔を出し

てこの制度を説明していく、そういうところに尽

きるのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時４９分 

 

再開 午後 ４時０３分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、健康介護課の質

疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  課長以下よろしくお願いいたします。 

  また、委員長は公平性をちゃんと保って議事運

営してください。 

  まず、決算書の102ページの長寿生きがい支援

事業のところで、17のところに備品購入費、集音

イヤホン購入費と８万9,760円と９万有余とあり

ますけれども、これ全然どういうものなのかなと、

申し訳ないですが勉強不足で分からないのでこれ

教えていただきたいと思います。 

  長寿生きがいのところのこのページ、同じ102

ページで、次のページにまたがっちゃいますけれ

ども、高齢者生活支援事業というのが一番下にあ

りまして、次のページになってありがとう券の郵

送料とかありがとう券作成業務委託料、もうこれ

だけで何か3,800万ぐらいになっているんですけ

れども、これが一部は説明書のほう拝読いたしま

すと、158ページなんだと思いますけれども、高

齢者生活支援事業のこれ国庫のほうがほとんど出

ていて、それでも400万以上一般財源出ています

けれども、ここのところの２種類と先ほどちょっ

と休憩中にお尋ねしたら伺いましたけれども、そ

このところもうちょっと細かく説明をしていただ

きたいと思います。 

  説明書のほうで、前のページに戻り恐縮ですけ

れども、157ページに敬老祝い品（商品券）の贈

呈というのがございます。 

  これ僕は当選前の町民のときから何度か申し上

げているんですけれども、これ毎年どんどんと、

ちょっと今日シミュレーションしたの持ってこな

かったんですけれども、増えていくわけなんです

けれども、もうちょっとこう、確かにこれもらう

ほうはうれしいかもしれませんけれども、これが

300万、500万、600万、どんどん一定のところま

では増えていく。亡くなる方もいますけれども、

ここのところにそこまで使うのが果たしてどうな

のかという検討が、毎年、窓口に聞いたりとかし

ても行われていないというような。要は前例主義

にのっとってというか、それでやられているよう

に思えるところが多々あるものですから、ここに

ついてのご説明をお願いいたします。このままだ

と毎年、ベビーブーマーとか、前期ベビーブーマ

ーとかも本当増えておりますので、そこの説明を

お願いいたします。 

  次に、説明書の159ですね。真ん中の献血推進

事業というものがございます。 

  あまり、昨年度は春、冬とやって順に減ってい

ますと、ちょっと日工大の若い子が多いからとい

うのもありますけれども、これ恐らく役場ではや

ってはいるけれども、役場の職員だけではなくて

この近隣の人も参加できるのかなと勝手に思って

いるので、そこのところ、町内各会場となってお

りますから、できるのかなと思っておりますけれ

ども、そこのご説明をお願いいたします。 

  血液というのは、工場でつくれるものでもなく

て、私も残念ながらいろいろ薬飲んでいるので

138回やったところで赤十字からストップかけら

れたので、お願いいたします。 

  次に、保健センターのその上に、施設改修等と

いうのがございます。 

  こういうふうに金額があるときに、できればほ
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かのところもそうですけれども、２つ下の表もそ

うですけれども、合計金額を書いておいていただ

ければ、まず前提として見やすいと思いますので、

今後よろしくお願いいたします。 

  それを踏まえまして、保健センターの施設改修

等、これは、これまでどれくらい、令和５年度に

つきましては1,367万というふうな形で決算出て

おりますけれども、これまでどのような形になっ

ているのかと、どれくらい費用対効果の部分もあ

りますけれども、なったのかが気になったのでお

願いいたします。 

  次に、決算書で102ページの下から９、10行目

当たりですか、助成事業一応出ていますけれども、

これ43ページに説明書では出ていると思います。 

  これもともと企画財政課から所管が移った事業

というのは承知しておりますけれども、これを見

ると、ちょっと僕の勘違いだったらごめんなさい。 

  令和５年度の事業実績、成果というところ見ま

すと、そこの下から２行目です。地域公共交通会

議においては利用者アンケートの結果報告云々と

ありますけれども、これは、その前のときの企画

財政課のとき、要するに地域公共交通会議が今ど

こに所属しているのかというところが、企画財政

課のままなのか、それともこれも含めて、これ企

画財政課なのかな、健康介護課のほうにこれも移

ったのかというところがまず１つあります。 

  それに伴いまして、これは企画財政課のほうで

もお尋ねしたところではあるのですが、高齢者等

のタクシー助成というのが健康介護課のほうに移

って、企画財政課のときと違い、バスの補完だけ

ではなくて、生活のほうの病院行ったりとかその

辺の買物とかの補完というふうに変わったという

のは伺っておりますが、このように発行している

のが登録者数2,458名というのが、これまでとど

のように変わっていったのか、また、今回のこの

決算と予算の金額の乖離がありますもので、これ

は想定内であったのか、想定外であったのかとい

うところ、見込みどおりだなというんであれば別

にそれは構わないんですけれども、そこがちょっ

と分からないのでお尋ねしたいと思います。 

  以上で結構です。お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 質問した後に解説を入れ

るのはやめてほしいと思います。何を質問してい

るのかが分からなくなるのと、無駄な時間になり

ますので、それと、できればこの順序がすごいば

らばらで分かりづらいので、ページが若いところ

から進めていただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁お願いします。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  決算書102ページにございますところからご説

明してまいります。 

  まず初めに、長寿生きがい事業の17備品購入費

８万9,760円についてご説明をというところのく

だりでございます。 

  こちらは、骨伝導の補聴器でございます。こち

らは、今年の冬場に業者に発注をしまして、３課

分、うちの健康介護課と住民課、それから福祉課

用として各課１個ずつ配置できるような形で購入

したものでございます。現在も置かれている状況

でございます。 

  それから、決算書104ページでございます。上

のほうから数えて７行目ぐらいですね。大変失礼

しました、６行目ですね、ありがとう券作成業務

委託料3,492万790円のところのお話でございます。 

  こちらは、単年の事業でございまして、高齢者

の物価高騰対策として昨年１年間だけ行った施策

でございます。これは国のほうから補助金が出て
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実施しているものではあるんですけれども、対象

者65歳以上の方全ての方に3,000円分の商品券を

発行したものでございます。こちらは、大量の商

品券発行ということもありますので、宮代町の商

工会に全てを委託しました。作成から封入、封緘

まで全て委託しているので、需要費ではなく委託

料で計上しているところでございます。 

  それから３つ目ですね。説明書のほうになるん

ですが、157ページでございます。 

  敬老祝い金のところのお話で、近年対象者が増

え続けていると、このままですと予算がたくさん

かかってしまうという懸念も含めてのご質問かと

思うんですけれども、現在のところ77歳に当たる

方がちょうど第一次ベビーブーム世代の方々がち

ょうど77歳前後に今当たっているところなんです

ね。ですので、少なくともあと二、三年は増加傾

向にあるというふうにこちらでは考えておるとこ

ろでございます。 

  総額でいきますとかなり大きい金額ではあるん

ですけれども、これはお祝いという形でございま

す。あくまでもこれは町からお祝いという形で支

給しているものですから、できれば世代間で金額

が変わるというようなことはなるべく避けたいな

というのが担当の思いではあるんですけれども、

なかなか金額等の変更というのは、現在のところ

は考えていないところでございますが、少なくと

もここ数年はまだもうちょっと増え続けるという

見込みで考えております。 

  それから、決算書に戻りますが102ページの下

のほう、高齢者等タクシー助成事業についてのく

だりでございます。 

  こちらは、まずアンケートを実施した令和４年

度の終わりに企画財政課のほうでアンケートを取

りました。これを踏まえて健康介護課が令和５年

度から引き継いでいるところでございます。これ

は委員のおっしゃるとおりでございます。 

  地域交通会議はどこに今所管しているのかとい

うご質問でございますが、こちらの健康介護課で

はこの会議は引き継いでおりませんので、という

ことは恐らく企画財政課のほうでこの業務が残っ

ているものというふうに推察されます。 

  それから、このくだりで続きでございますけれ

ども、もともとこの事業がバスの補完という形で

始まった事業で、現在2,400人程度いるというと

ころでございますけれども、こちらは、先日の一

般質問の答弁でも課長のほうで回答していますけ

れども、こちらはもう一律高齢者の施策という形

で、若干目的が変わってきているのも事実でござ

います。同じ条件でもって補助をすると、場所に

よって差をつけるということではなくて、もう同

じ条件で補助するという形で対応しているところ

でございます。 

  最後になりますが、このタクシー券の予算と決

算に乖離があるよというご指摘でございます。 

  これは、実は昨年の、ちょうど１年前になるん

ですけれども、９月の議会のときに、このままで

は委託料が足らないということで大幅に予算の増

をさせていただきました。これは予想以上に全般

戦に使われる方が多かったんです。助成券を年間

分お渡しするんですけれども、始めの数か月でも

のすごい量の使用がありまして、ハイペースで使

用されておったんですね。このままいきますと、

確実に予算が足らなくなるということが分かって

おりましたので、若干多めに見積りをしまして、

議会に承認を得まして増額補正をした。 

  ところが、下半期になりましたら、急激に使用

が落ちまして、全般戦の勢いの半分ぐらいの使用

にとどまってしまいまして、あまりにもちょっと

この差が出てしまったんですね。こちらの見込み

も甘かったというところもそのとおりではあるん
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ですけれども、足らなくなるよりはということで

ちょっと多めに昨年増やしまして、結果、使う人

が少なくて思いっ切り余ってしまったというのが

実態でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  説明書159ページの献血についてでございます。 

  役場で献血実施させていただくわけなんですけ

れども、もちろん役場以外の住民の方の参加もも

ちろん大歓迎でございます。もちろん広報にも、

あとホームページ、あとＬＩＮＥも出させていた

だいて周知しておりますし、あとまた今年の10月

からは、今まで受付場所外だったんですけれども、

税務課の前のスペースの中にするので天候に左右

されないというのと、あとは庁舎にいる来庁者の

方にお声がけしやすいような感じになるのかなと。

議員おっしゃるように血液が少なくなっているの

は事実なので、そういうような形で少しでも増え

ていければなと思っております。 

  続きまして、同じく159ページの保健センター

の施設修繕等なんですけれども、今までのという

ことで一応平成26年ぐらいから取っているんです

けれども、あまりにもいっぱいなので、一応令和

２年から令和５年のまず修繕に関しては、およそ

255万の修繕をかけておりまして、あと改修、工

事ですね、今回スロープとかやりましたけれども、

そういう費用が454万9,600円。 

  これは、例えばその改修のほうは、コロナが始

まったときに自動水洗にした費用とか、なのであ

れは恐らく交付金のほうで頂いていて、その他の

修繕は、もちろん委託して定期点検していてここ

が駄目ですよとかそういう中で修理しているもの

でございます。何と言っても昭和60年に保健セン

ターできたもので、ご存じのとおり古いので、い

ろいろ修理していかないといけないところがある

ので、毎年それなりの修繕はやはり町民の方が使

えるようにするためには必要なのかなと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  どうもありがとうございました。 

  分かりやすかったところからもう終わらせてい

っちゃいましょう。 

  集音イヤホン、これ骨伝導ということで、まず

内容は分かりました。 

  これは、各課、３つの課にわたって配置してい

るというお話をいただきましたが、これは試して

みたりとかするために各課に、この３つの課に置

いてあるのかどうか、ちょっと１個ずつ置いてあ

るという理由というのをお聞きしたいと思います。 

  次に、先ほどのありがとう商品券の関係の委託

料が65歳以上全ての人に3,000円で単年度の事業

で商工会へ委託料というところは、流れは分かり

ましたが、それが適切かどうかというところはち

ょっと分かりません。 

  敬老祝い品157ページですね、これは。ちょう

ど77歳が前期のベビーブーマーの方は、ちょうど

77歳とおっしゃっていまして、この11年後に88歳

の米寿になって、このときは金額も倍になる。そ

のときに、半分に、変な話ですけれども、人口と

いうか、88歳の方がなっていれば金額的には変わ

らないんですけれども、恐らくもっと増えるので

はないかなと思いますし、数年でというところが

ちょっと分かりづらいところがありますが、そも

そもこの77、88、99、100、101と５段階に分かれ

ていますけれども、もっと簡素化してやるという

ことも、裕福な町ではありませんので、その分を

ほかに、特に若い世帯とか勤労世帯が入ってくる
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ことによって財源ができる、それでいろんな福祉

のほうもやっていくということもやらないと、打

ち出の小槌があるわけでもないので、前例踏襲で

はなく、そういったところも考えていただきたい

と思います。 

  また、次のページになりますが、158ページの

先ほどありましたありがとう商品券の配布の件、

さっきとまた戻りますけれども、ここを読むと、

年金生活者を中心としたというふうになっている

んですけれども、先ほどのだと何か65歳以上全て

となっているのとちょっと整合性が取れないとこ

ろはあるので、ここもう一度ちょっとご説明いた

だきたいと思います。 

  また、この町内対象者１万1,269名というとこ

ろは65歳以上だったらそうなのかもしれないなぐ

らいには思うんですけれども、年金生活者を中心

としたというところとの整合性が取れないので、

ここのご説明をお願いいたします。 

  タクシーの件ですね、決算書102ページですね。

43ページの説明書に戻らせていただきます。 

  これは、このタクシー助成制度、さっきちょっ

と短期記憶悪いものですから、頭悪くて申し訳ご

ざいませんが、このタクシー助成制度の宮代型デ

マンド事業での助成券、利用券といいますか、こ

れとほかの制度の券というのは色が違ったりとか

して、要するに後から確認できるのかというとこ

ろもありますし、また、５年度の前半でばーっと

使う人が多かったという話はそれの根拠になるか

どうかは分かりませんが、僕が聞いたのでは、結

構飲みに行って夜中に使ったりとかといろいろお

聞きしておりますが、制度上それが駄目となって

いるわけではないのでそれが違法だとかそういう

ことを言うわけではありませんが、限られた予算

でもともとバスの補完、今は買物とか通院という

ふうにそういった目的のためにこのような宮代型

デマンド交通事業というのを行い多額の税金を投

入しているという観点からいくと、例えばですけ

れどもこれ、企画財政課に所管されているときに

も申し上げていたんですけれども、例えば、バス

の運行時間だけでしか使えないとか、例えば８時

からせいぜい19時まで使える券ですよというふう

にやることによって、もうそれまでに通院なんて

終わっていますし、買物は幸い６％低いものです

から、できる限り、確かに便利な、不便な方に使

える制度ではある。でも無制限ではないよという

ところで、そこで歯止めをかけるというふうにし

ていかないと、人にあげてとかというのも聞いて

はいますけれども、とにかく11時、12時とかそう

いうふうに飲み会の帰りとかで使うというのは、

これは想定されていないでしょうというところが、

そういうところにまで税金をつぎ込むのはどうな

のかという人もいますので、それだったら、迎車

料金のほうを出してくれという人は実際にいます

ので、もう一度そこのところを考えた上でやって

いただきたいと。 

  ５年度の決算は確かに前半でばーっと使われて、

追加というのは、ちょっと追加のほう僕傍聴して

いなかったのか、していて忘れたのか申し訳ござ

いません、分かりませんが、足りなくならないよ

うにということでやられたというのは、山内さん

のそれは非常によくありがたいなと思いますけれ

ども、もう一度前年と同じというのではなくて、

きちんと本当に必要な人、特に今回の制度になっ

てからは趣旨からは外れているかもしれません、

目的からは外れているかもしれませんけれども、

特に高齢者でかつバスが通っていないような方た

ちの買物とか通院に資するような使い方が中心に

なるような制度になるようにということを考えて

いただきたいと思います。これは、それをそうい

うふうに考えるかどうかというのをお尋ねします。 
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  最後に、地域公共交通会議のことですけれども、

これは循環バスとか以前はタクシーも入っていた

んですけれども、切り離されたというふうな説明

を先ほどいただきましたが、そうなってきますと、

町民がこのデマンド交通事業に関しまして意見を

言ったりとかアイデアを出したりとかというふう

な審議会がないというふうな理解でよろしいので

しょうか、現状は。それもお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  それでは、再質問についてお答えをいたします。 

  まず、軟骨伝導の補聴器の件の質問でございま

す。３つの課に設置した理由のところでございま

す。 

  これは、やはり高齢者の方が窓口に来る頻度が

高いところということで、まずうちの高齢者担当

の目の前ですね、健康介護課、それから福祉課も

聴力の弱い方とかたくさんいらっしゃいますので

必要だろうと、３つ目は住民課、これは転入窓口

になります。ですので、どういった方が来るか分

からないけれども、一応どういった方が来ても対

応ができるようにということで住民課の窓口に置

かせていただいたというところでございます。 

  それから、ちょっと話が飛びまして、ありがと

う商品券、説明書158ページの話ですね。高齢者

生活支援事業のところの話でございまして、表現

が、年金生活者を中心にというところのご指摘で

ございます。 

  こちらは、表現の仕方は確かにちょっと考えた

ところはありました。65歳以上と素直に書いても

よかったところではあるんですが、実際この年金

生活者の方が、物価高騰で大変苦しんでいるとい

うお話をよく耳にするものですから、説明の中で

この言葉を使わせていただいたところでございま

して、特段、ほかの他意はございませんが、分か

りやすい表現として使わせていただきました。 

  それから、タクシー券のところのお話でござい

ますけれども、こちらがいろいろな目的で使われ

ている可能性があると、飲みに使っている方もい

るのではないかというところ。これは恐らく、こ

れは調べることができませんけれども、恐らくそ

ういうのに使っている方もいると思います。 

  そのことに対してどうかというところもお話し

しなければならないんですけれども、そもそもこ

ちらの券は、移動支援という位置づけでもござい

ます。移動支援ですので、単にお買物、それから

病院だけで使うのではなくて、家から出るという

ところの、家から出ることの補助というところの

移動支援の側面もございますので、移動手段がな

いから外に出なくて、結局家にいて籠もってフレ

イルになってしまうということを防ぐ目的もあり

ますので、飲みに使いたいという方もいた場合に、

それを否定することはなかなか難しいのかなとい

うことも思います。 

  必ずしも税金を投入していますから飲み会を推

奨するとかそういうことではございませんが、家

から出る手段としてタクシーを使うということに

町は後押ししたいというところでございますので、

ご理解を賜ればと思います。 

  それから、地域交通会議の件の続きでございま

して、一般町民の方がこの会議にどうやって参加

していくのかというところのご質問でございます

が、現状、私ども健康介護課ではこの会議につい

ては全くお話が来ていない状況でございますので、

先ほども答弁しましたが、企画財政課のほうでこ

の会議の開催もしくは招集、いろんな意見を賜る

ところが残存しているのかなというふうに推測は
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しておるんですけれども、詳しく私把握しており

ませんので、お答えができない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ちょっと答弁漏れというと

ころで、僕、最後の公共交通会議のことですけれ

ども、企画財政課のままであるんであれば、健康

介護課のほうでこのような町民参加のものを設立

することはあるのでしょうかというところもお尋

ねしたんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  現状は、この会議を開催する予定はございませ

ん。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  補聴器の件ですけれども、要は、いろんな窓口

とかお店とかで、あるその場で使う老眼鏡と同じ

ような位置づけと聞こえたんですけれども。それ

で、要するに僕が思ったのは、こういう骨伝導と

いう補聴器ありますよというのをお知らせする手

段として３つの課に置いたのかなと思ったんです

けれども、そうではなくて、よくある老眼鏡何種

類あると、それと同じような感じで耳のちょっと

遠い方のために置いてあるという理解でよろしい

でしょうか、というのが補聴器の件です。 

  ありがとう商品券のことは、これ年金生活者中

心と、確かに言葉は悩んだというのはおっしゃる

とおりかもしれないけれども、括弧65歳以上とか

とやるだけで済むので、これだとある意味でミス

リードを起こしてしまいますので、ここのところ

はまず正確性があった上で分かりやすさというと

ころをやっていっていただいたほうが今後はよろ

しいかと思います。 

  あくまでもこれ、成果書と皆さんよく言います

けれども、説明書なものですから、これである程

度は分かるようにしていただかなければこちらも

判断するのに困るわけなので、そこはよろしくお

願いします。 

  そこのところは、今後はちゃんとやっていただ

けるのかというところのご意見をいただきたいと

思います。 

  タクシーのことです。確かに移動支援に軸足が

変わったというか、目的が若干変わったというと

ころは分かります。また、ずっと家にいっ放しで

はなくて、できる限り外に出ていただきたいとい

う趣旨も当然これは分かります。 

  ただ、よく聞いていただきたい、考えていただ

きたい人、ところで何度も申し上げますが、タク

シーからも遠い地域とか、呼んで迎車料金もかか

って時間もかかる人と、駅近辺で行けばもうタク

シーがロータリーにいる人という、やっぱり現実

の違いがあるわけですよ。 

  確かに、住んでいるところで分けることじゃな

くて一律というのも１つの考えではありますけれ

ども、そういう人が飲み会で使ったりとか、夜中

使ったりとかとそういうふうなのをやらないで、

我々が、その人は不当にと言っていましたけれど

も、余計に払っているようなところに充ててもら

って、その分回数が減ってしまうわけですから、

タクシーの場所から遠い人は、時間的にもそうで

すしというところも勘案した上で、もっと言っち

ゃいますとそういう移動支援のところをおっしゃ

るんであれば、駅から遠かったりとかタクシー乗

り場から遠い人というのは迎車料金の分が毎回

300円、300円取られて、移動の使える回数も減っ
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てしまうというところで一律平等ではないという

ところの考えもあるんですけれども、そこはどの

ようにお考えでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  まず、私のほうから軟骨伝導の件でのご質問に

ついてお答えをいたします。 

  最初に私、骨伝導と言ってしまったので訂正を

させてください。軟骨伝導が正しい言葉になりま

す。 

  こちらの軟骨伝導は、よくよく調べますと、聴

力、もともとの耳の力が弱まっている方に有効だ

そうです。聴力がほとんどなくなってしまうと全

く意味がないそうです。ですので、聴力が、ちょ

っと耳が遠いなというレベルの方に対して有効で

あるという大学教授の意見が載っておりましたの

で、これは町としてもぜひあったらいいなと、サ

ービスの一環ということで、そういう聴力の弱い

人が来てもちゃんと職員の言葉が聞き取れる、そ

ういった窓口を目指すということでもこれ有効で

あるというふうに当時考えまして、金額もお見積

もりを取るとなかなか、そんなに高いものでもな

いので、ぜひ設置をして気軽に職員に話しかけて

いただいて、ちゃんと言葉を聞き取っていただけ

るような環境を整えたというところで意義がある

のかなというふうに思っているものでございます。 

  あとそれから、先ほどすみません、年金生活者

のくだりのところでございますが、今後は、委員

のおっしゃるとおり、表現の仕方をもっと丁寧に

分かりやすく表現をしてまいりたいと思いますの

で、承知をいたしました。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（草野公浩君） 健康介護課長の草

野です。 

  高齢者等タクシー助成の件ですけれども、議員

からご指摘ありました迎車料金の件とか、あとそ

のほか券の上限額を撤廃したらどうかとか、そう

いう様々な問題を今承知しております。 

  本会議でも答弁させていただきましたけれども、

この制度が令和５年度から健康介護課に移りまし

て、一応、計画上は５年度、６年度、７年度は本

格実施をさせていただくということで、まずこの

仕組みを高齢者の方、また一般住民の方に周知を

させていくのが主なのかなというふうに思ってい

ます。 

  その間、じゃそういったその改善点をほうって

おくのかということなんですけれども、８年度以

降にそういった見直す機会をぜひ設けたいと思っ

ていますので、しっかりこの３年間はいろんな方

のご意見を伺って、それをしっかり集約して、次

の改正のときに参考とさせていただきたいという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  大きくは２か所、何点か質問させていただきま

す。 

  決算書の102ページ、説明書のほうが43ページ

の、今も話題に上がったばかりのタクシーの件な

んですが、何点か質問させていただきます。 

  こちら、私よく分からなかったんですけれども、

登録者数がその1.2倍になったということで、こ

ちらの登録の仕方、その対象者は75歳以上となっ
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ているのですが、登録の仕方がどういうふうにな

っているのかということが１点。 

  そして、この、例えば枚数のほうは、利用枚数

が３万1,000枚とありますが、これ何人が使った

とか、そういうのはデータとして出ているのか、

それと、こちらのタクシーの契約会社が一応こち

ら写真のほうに３つ載っているんですけれども、

こちら３社でいいのか、タクシーのことはこの３

点です。 

  次が、決算書が134ページ、説明書が170ページ、

新型コロナウイルスワクチン接種事業についてな

んですけれども、こちら説明書のほうに、ワクチ

ン接種の状況がありまして、春接種が対象者が１

万980人で、秋接種が３万3,387人ということなん

ですが、このちょっと表の見方がよく分からなく

て、これをちょっと教えていただきたいです。お

願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  まず、決算書102ページ、タクシー助成事業の

件でございます。ご質問が３つございましたので、

お答えをいたします。 

  まず、登録の仕方についてのご質問でございま

すけれども、こちらは、75歳の誕生日を迎えた日

以降はいつでも申請ができる状態になっておりま

して、幾つかの方法があるんですが、主に役場の

窓口においでいただきまして申請書を書いていた

だく、これで年齢等の確認ができればその場で受

け付けを終了して、後日郵送で送るという単純な

仕組みでございます。 

  あるいは電子申請という制度がございます。電

子申請を使って申込みをされる方もいらっしゃい

ます。例えば、足腰が悪くて本人が来られないと

いった場合においても、代理の受け付けを認めて

おります。例えば夫婦間でどちらかが代わりに来

るとか、あるいは本当に独り暮らしの場合とかの

場合ですとケアマネに頼んでみたりとか、そうい

うケースもございます。 

  いずれにしましても、その場で申請書を書いて

受理する、そして発送するという流れでございま

す。 

  それから、２つ目のご質問ですが、タクシー券

何人使ったか分かりますか、というところのくだ

りでございます。 

  こちらは、大変恐縮なんですが、人数の把握は

できておりません。毎月大変多い枚数の使用の結

果が来るんですが、枚数の統計は全部取っており

ます。あと目的別で買物が何枚使ったとか病院が

何通使った、これは枚数は数えておりますけれど

も、人別の集計までは手が回らないので、現状は

人数の把握はできていないところでございます。 

  それから、最後にタクシー会社の数３社でよろ

しいかどうかというところでございます。３社と

いうのは、朝日バス、太平交通、杉戸タクシーで

すね、この３社につきましては、お見込みのとお

りということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  説明書170ページの新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業のワクチン接種の状況の表でございま

すが、春接種につきましては、65歳以上の方と基

礎疾患をお持ちの方ということで対象者の人数が

秋より少なくなっています。秋につきましては、

全ての方ということで、多分皆様の中でも春は接

種券が来なかったけれども秋には来ましたという
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方がいらっしゃると思います。その違いでござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  それでは再質問させていただきます。 

  タクシーのほうなんですけれども、すごくよく

分かりました。私が聞いたところですと、今説明

聞くと、その方が自分の意思で窓口に行かないと

登録されないということで分かったんですけれど

も、私が聞いたところによると、何か送られてき

ても使えないのよねということで、何か皆さんに

送っていたのかなと思っていたんですけれども、

そういうことでよく分かりました。 

  そして、この３社、契約が３社ということでち

ょっと使いづらい、例えば、出かけて帰ってくる

ときに、春日部市から乗りたいという方が全然使

えないという、ちょっとそういうお話がありまし

たので、この契約会社を増やしていくような考え

はあるかどうかお聞きしたいです。 

  それと、ワクチンのほうなんですが、分かりま

した。私全然ここ知らなかったので、秋と春で違

いがあったということでよく分かりました。 

  そして、再質問なんですけれども、この成果の

ところに、対象拡大の町民の皆様の感染症への対

策を円滑に進めることができ、感染の蔓延等防ぐ

ことができましたとあるんですけれども、このち

ょっと、お答えづらいとは思うんですけれども、

これ何を根拠にして蔓延等防ぐことができたと課

のほうで思っていらっしゃるか、それだけ教えて

ください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  再質問のタクシー券の件ですね。３社契約のタ

クシー会社、大変、場合によっては使いづらいと

きもあるというところで、今後変更を考えてもら

えないかというところのご質問でございます。 

  これ実は住民の方からも、例えば和戸方面に住

んでいる方が久喜で何で使えないのというご意見

を聞いたりとか、逆に姫宮のほうでは春日部で何

で使えないの、そういったご意見をちらほら聞く

ことはございます。したがいまして、先ほど課長

が答弁したとおり、次回のまた計画を立てる段階

においては、この今の事実を踏まえて検討してま

いりたいと思いますので、現時点ではまだ増やす

ということがちょっと明言できない状況でござい

ますが、次の計画にはその部分も踏まえて検討し

てまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  蔓延を防ぐことができたという理由なんですけ

れども、ご存じのとおり、令和５年５月８日から

多分５類になって、その前の３月からマスクしな

くても、電車とかそういう決まった人の多いとこ

ろはしてというんですけれども、基本的には自由

になったんですね。そうなった社会になったにも

かかわらず、その前の第３波だとか４波だとか、

そういうときよりは完全に減ってきているので、

そういう意味で蔓延が減った、もちろんワクチン

を打って減ったのと、社会的なその免疫ができた

ということなんですけれども、町としてはそうい

うのも踏まえて減ってきたかなと思っています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑ありますか。 

  塚村委員。 
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○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点質問をさせていただきます。 

  決算書の127から130ページにかけてなんですけ

れども、健康教育事業についてお伺いいたします。 

  こちらの需用費の中の消耗品費259万円のご説

明をお願いします。こちらの資料の167ページの

健康教室についてだと思うんですけれども、お願

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

 

再開 午後 ４時４８分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  健康教育事業の需要費ということですけれども、

消耗品と食糧費と印刷製本費があるんですけれど

も、全部というわけではないですけれども、骨粗

鬆症のリーフレットであったりとか、あとは貯骨

とクッキング！だとか、そういう料理教室の食材

ですね。あとはレシピ動画とかも撮っていたので

それの食材、そして大きなところでは、備品です

ね、あと保健センターガイドであったりとかワー

ドラリーの作成でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  内容は大体分かりました。この健康教室につい

てなんですけれども、どのようにこのメニューと

いうかを検討されているのかお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  この健康教室なんですけれども、この間の４月

に第２次健康推進計画をつくって、それとあと、

実行計画は若者のためのというところから、保健

師と管理栄養士が共同で、ＡＬＫＯＯを生かした

ウオーキングであったりとか、あとは骨粗鬆症を

皆さんにまた検診していただいているんですけれ

ども、それに関する事業を組み立てたりしている

ところでございます。 

  あとはまた、お子さんの自殺とか、そういうの

もずっと話題になっていますので、自殺の計画も

ありますので、ゲートキーパーの養成講習という

のをその計画に基づいて企画しているところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 再々質問なんですが、その

計画を基に保健師さんとか皆さんでご検討いただ

いて、このメニューにされたということで承知い

たしました。 

  医療費というところで言うと、やはり生活習慣

病が１位で、その次にやはり心の病気というか、

そういうことも多くなっているところでゲートキ

ーパーとか、あと、この中に入っている心の健康

講座というのが隔年で実施ということなんですが、

この心の健康講座、なぜ隔年にしているのか。や

はり心身の健康のためには、多分想像するに、セ

ルフメンテナンスをできるような心の健康講座と

いうことなのかなと思うんですけれども、こうい

うことは、若い世代から高齢者の方まで、すごく

大事な部分だと思うんですが、これが少ないよう

な印象になっております。そのあたりの、まずこ

の講座の内容とこういうバランス、それについて
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どう考えているか、今後検討があるのかお伺いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  この健康教育で心のとありましたけれども、説

明書の168ページに、精神保健相談、これ訪問、

あと面接、電話、メール相談とかあるんですけれ

ども、内容といたしましては、やはり宮代でもひ

きこもりであったりとか、あとは精神疾患で、ご

本人からのご連絡であったりとか、あとは親御さ

んというのもありますので、なかなか講座と同時

にでなくて、これはもう随時ですので、その辺で

周知のほうについては、改めて考えていかなけれ

ばいけないかなと思うんですけれども、現時点で

は、こういう広い窓口ということで対応させてい

ただきたいと思いますので、講座については、ち

ょっとまた内部で検討させていただきます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  心の健康講座の内容的な部分なんですけれども、

これは講師の先生方は、その時々お願いできる先

生方が結構違っておりまして、実は講師の先生方

を確保するのも非常に難しいという状況がござい

まして、今、隔年で行っています。 

  専門の心理の先生に来ていただいて、皆さんが

聞きたいだろうと思われるような講義についてを

説明させていただき、また併せて、ご存じのよう

にゲートキーパー養成講座ということで、万が一

そういう心のことで困った方がいたら、どういっ

たところに相談をしたらいいかというところも併

せて周知している状況でございますので、今後に

おいては、先ほど山内のほうからお話しさせてい

ただいたように、皆様のご希望というところも踏

まえて、もう少し隔年ではなく、毎年行ったほう

がいいとかというご意見等をいただけるようであ

れば、そこの回数等は見直させていただきながら

進めたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ３問ほど質問させていただきます。 

  まず、１問目なんですけれども、決算書126ペ

ージ、保健予防事業になります。説明書では160

ページになりまして、この表組みのところです。 

  定期予防接種ということで、この表の中で、日

本脳炎が217名減少しております。また、子宮頸

がんのほうで２価と４価が199減っているんです

けれども、子宮頸がん９価のほうが180増えてい

るということはありますが、減っているほうに対

してどのように考えているか、お願いいたします。 

  ２問目になるんですけれども、こちらは決算書

126ページになります。母子保健事業。この母子

保健事業の中で、説明書のほうは162ページにな

るんですけれども、表組みの中で、子育て世代包

括支援センター、この一番下のところです。 

  大変増えていることになっているんですけれど

も、増えているその他というのは、上のほうに書

いてあるやつ以外として、どのようなものが含ま

れているのかを説明していただきたいと思います。 

  それから、３点目になります。 

  こちらは、決算書の130ページになります。 

  みやしろ健康マイレージ事業ということで、こ

ちらのほうは下のほうの表組みで、健康マイレー
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ジ登録者106名増えたということで、ただ、健脚

チャレンジ参加延べ人数が減っていることになっ

ているんですけれども、これについて説明をお願

いいたします。 

  以上、３点です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  質問のほう、決算書126ページ、説明書160ペー

ジ、日本脳炎の減少と子宮頸がんワクチンの件に

ついてご説明させていただきます。 

  日本脳炎なんですけれども、大幅に減った理由

といたしましては、要は、コロナが発生して令和

３年に控えていた方が、令和４年にいっぱい打っ

たんです。たくさん打って、それで令和５年は普

通に戻ったんで、それでちょっと減っているとい

うか、そういうふうに見えているということです。 

  もう一つの子宮頸がん、こちらのほうは、２価

と４価よりやはり９価のほうが対応している、

200種類ぐらいＨＰＶはあるんですけれども、そ

の多くに対応しているということで、今回キャッ

チアップもしていますし、そういうことで、そち

らのほうに変わっていったと、価が多いほうがい

いので、そういうふうになっているところでござ

います。 

  あと、母子保健です。子育て世代包括支援セン

ターのその他でございますが、その他は、育児相

談であったり、あとは思いやり駐車場、今は多分

公共施設とかで新たに去年からやっているんです

けれども、それのお申込みの手続であったりとか、

あとは予防接種したときの償還払い、そういうよ

うなものに対してが、その他として入っています。 

  次がマイレージです。マイレージなんですけれ

ども、順調に増えているんですけれども、健脚チ

ャレンジのほうは、今年もちょっとなかなか伸び

悩んでいるんですが、歩くのはいいんですけれど

も、結構厳しいというか、思っていたより来た人

は強めに思ってしまうので、そういう意味でちょ

っとギャップがあって、マイレージはやるんだけ

れども、ちょっとこの講座にはというような形な

ので、町としては、歩いていただけることは非常

にいいので、そこはなるべく今後考えていかなけ

ればならないと思うんですけれども、そういうよ

うな違いでございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  ２問目のその他の件は分かりましたので、まず、

１問目のほうです。 

  この子宮頸がん、こちらのほうは、平成25年６

月14日以降、積極的な勧奨の差し控えが続いてい

たということがあって、令和５年４月から９価の

ワクチンが定期接種可能となったということがあ

って、今、テレビもコマーシャルを始めていると

いうこともありますが、町としてもやはりこれは

大事なことですので、周知をしっかりしていただ

きたいと思うんですけれども、それについてお伺

いいたします。 

  それと、マイレージ事業なんですけれども、分

かりました。じゃ、歩くにはちょっとつらいとい

う人たちが控えてしまうということですので、つ

らくならない程度の催物を考えていただければと

は思うんですが、これ１月16日から新アプリに変

更になったと思うんですよ。実は私もずっと使っ

ていたんですけれども、スマホになってからは実

は取り入れていないという形になってしまって、

皆さんからも何かすごく使いづらくなったという

苦情を受けているんですけれども、その点につい

て、何か町のほうでお考えがあればと思うんです
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が、お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当、

主幹の山内です。 

  子宮頸がんワクチンの周知についてでございま

すが、委員さんがおっしゃったようにテレビがあ

って、さらに、今９月末までに打たないと今度の

３月31日までに間に合わないということで、一応

８月の末にはホームページと、あとＬＩＮＥで周

知はさせていただいて、もう今からだと逆に周知

しても多分打てない、間に合わないので、それで

も、２回は公費で打って１回だけは自費になっち

ゃうとか、そういうのがあるんですけれども、最

近さすがにやはり問合せが多くなってきていると

ころです。 

  続きまして、ＡＬＫＯＯマイレージのアプリに

なって、確かに前の万歩計のときから比べて人数

は大幅に減っています。前は4,000人超えだった

んですけれども、今は1,700人ぐらいです。 

  もちろん、あれですよね、スマホを持っていな

いとそもそもできないので、導入するときに、町

のほうではアプリの導入の仕方だとか、説明会と

かやらせていただいて、今も随時、入力分からな

いよという方は来ていただいて、うちのほうで入

れてあげたりとかあるんですけれども、１つ前の

やつからの引継ぎができないというのもあって、

それはものによっては、どうしてもできないもの

があるんで、それでも入れるのであればアプリは

入れられるので、それはまた保健センターに来て

いただければ。 

  あとはあれですよね、ちょっと大きいのでポケ

ットに入らないとか、いろいろあると思うんです

けれども、今、申し訳ありません、県のほうでそ

の一択しかないので、はい。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 室長、答弁をお願いしま

す。 

○健康介護課健康増進室長（竹花 治君） 健康増

進室長、竹花でございます。 

  １点、補足でございます。 

  先ほど１問目でございました子宮頸がんワクチ

ンの２価・４価と９価の考え方なんですけれども、

下の補足でもあるように、令和５年４月から９価

ワクチンが始まって、基本的に９価ワクチンで打

てる、その方々は９価で始めるんですけれども、

その前に２価と４価で受けていらっしゃる方は、

最後まで２価か４価で受けなければならないとい

うのが基本の原則でございます。そのために、２

価・４価の方々は少なくなっていますし、新たに

始められた方は９価で始めているので、今後は９

価のほうがどんどん増えるという認識でいていた

だければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） １点、お願いします。 

  思いやり駐車場、役場のところにもあるんです

けれども、そこのところに何かぶら下がっている

というか、それというのが、先ほどおっしゃって

いた、母子保健事業の子育て世代包括支援センタ

ーのその他に入っている思いやりに使われている

のか、それとも、さっきその他の答弁してくださ

いました中の、思いやりのはどういうのに使われ

ているのかお聞きします。説明書の162ページの

母子保健事業です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（山内一生君） 健康増進担当の
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主幹の山内です。 

  保健センターのほうは、妊婦の方が対象で出し

ているんですけれども、使えるのは、役場でも、

公共施設どこでも大丈夫です。 

  ただ、それを対象者の人に出すのが、保健セン

ターはたまたま妊婦だけということです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 物を見ていないから、そう

いうのを出しているというのを知らなかったんで

すけれども、さっきその他で出てきたので、どん

なものかなと思ったんで、見ることができたら、

せめて議員は知っていたほうがいいと思うので、

見せていただきたいと思います。お願いします。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、以上で

健康介護課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

  再開は５時25分といたします。 

 

休憩 午後 ５時０７分 

 

再開 午後 ５時２１分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（産業観光課） 

○委員長（土渕保美君） これより産業観光課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いします。 

○産業観光課長（小川英一郎君） 大変お疲れのと

ころをありがとうございます。 

  産業観光課長の小川でございます。 

  出席している職員につきましては、自己紹介と

させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○商工観光担当主査（中村佐登志君） 商工観光担

当主査、中村でございます。よろしくお願いしま

す。 

○農業振興担当主査（小島春樹君） 農業振興担当

主査の小島と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○農地調整担当専門員（成田雅彦君） 農地調整担

当専門員の成田です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 遅い時間までどうもありが

とうございます。佐藤でございます。よろしくお

願いいたします。 

  説明書です。178ページ、ここのところ何個か

ありますので、消費者対策事業というのがござい

ます。決算書、ここに書いてあるのは154ページ

と書いてあります。 

  消費者対策事業でいろいろと出ていますが、ま

ず一番最初、相談件数が前年度比からは24件減と
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なっていて、令和５年度につきましては回数を増

やしたにもかかわらず、相談件数が減になってい

るのかどうか。開設日のほうが月・水と書いてあ

って、令和５年度は、でもその下のところを見る

と体制強化と書いてあるんで、これの整合性がち

ょっと分からないところで、毎週火・木・金で杉

戸のほうはやっていますと。これは単純に宮代の

ほうが月・水なのでということを言っているのか

どうかというところを、ちょっと舌足らずの説明

になっているように思われるので、ご説明をお願

いいたします。 

  次に、そのすぐ下の若者のための消費生活講座

の開催。これは８月６日に200人集まってという

形でありましたが、相談に来た方の属性というか、

年齢構成というか、その辺というのを分かる範囲

で教えていただければと思います。 

  次に、その右のページに移ります。 

  多重債務相談窓口の開設。これ、説明も何もな

いので、どのような形でどのような者が行って、

人数はどれくらいなのか、いつ頃行ったのか、常

設の窓口なのかというところをお尋ねしたいと思

います。 

  その次の宮代町消費生活センター啓発用品の配

布。これも町が新中３年生に冊子を配布した。こ

れは全員に配布したんでしょうけれども、その後、

これは配布しただけで、例えば、解説をどなたか

が行ったとか、消費生活センターの人が行ったか、

弁護士が行ったとか、司法書士が行ったとか、そ

ういうのが、追いかけというか検証、配っただけ

だったら読まない人が当然現れますし、要は、３

年後には高校を卒業して、今18歳成人ですから、

昔であれば20歳までは取り消せる行為で、変な契

約をしてもある程度は保護されていたのが、そう

でなくなったことで、特に未成年年齢が下がった

ことによる弊害に対しての対策だと思われますの

で、ここのところを細かくお願いいたします。 

  消費者被害防止活動、消費被害防止サポーター、

これはどのような方がなっているのか。また、定

期的な情報発信というのは、どのような情報発信

をされているのかというところが、178から179ペ

ージに関してのところとなります。 

  次に、説明書のほうで177ページの、この前の

ページですけれども、宮代ブランド創造事業とい

うのがございまして、決算書は152ページらしい

ですけれども、四角で言うと下から２つ目、「メ

イドインみやしろ」推奨品缶バッジの作成、８万

6,053円、これ、ほかの課でもありましたけれど

も、同じ説明書の39ページの缶バッジとどのよう

な違いがあるのか。また、これを行うことによっ

ての費用対効果、これは総務課のほうか何かで言

ったのは、つけてもらうことによっての知名度ア

ップとかと言っていましたけれども、そもそもつ

けている人を見たことがない。僕、友だちにも何

人かに「気をつけて見て」と言ったんですけれど

も、やっぱり少ないのかな、分からないですけれ

ども、そこのところをそもそも企画段階で、決裁

が通っているんでしょうから、どのような目算で

やって、費用を計上して、決裁が通ったのか。ま

た、その事業進行との乖離がどうなっているのか。

これ、決算額は予算額よりも約20万ぐらいは少な

いんですよ。ということは、どこかちょっとずれ

があるのかなというふうに、勝手に僕が思ってい

るところですけれども、そこのところの説明をお

願いいたします。 

  この課では最後になりますが、説明書の175ペ

ージの一番上の水田農業構造改革対策事業。これ

の中で、新生児１人につき宮代産特別栽培コシヒ

カリを20キロ贈呈しましたとなっていて、これは

毎年毎年、もう何年もやっているのは存じ上げて

おりますが、この年度に生まれた人、４月２日か
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ら３月31日までの人を対象に、９月、10月以降に

というのもお聞きしておりますが、例えば、４月

２日に生まれて１週間後には宮代を出ちゃいまし

たというのも対象になっているというのは、ちょ

っと違うのではないかなというふうに思われます。

実際、新米ができたときに、身分確認とか、そん

なのをやったのかどうか分かりませんが、以前の

担当課の方の話ですと、新しい村に行ってほかの

買物をしてもらうことも目的だというふうには言

っていますけれども、そもそもそこのところは、

ちょっとずれているのではないかなと思います。

これもある意味で費用対効果とかも含めて、少な

くとも、引換えが９月以降ですから、その時点以

降に宮代町在住の人に引換券が有効になるという

ふうな形もありではないかなというふうに思って

おりますが、ここのところもご説明をよろしくお

願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  順次お答えのほうをさせていただきます。 

  まず、１番目の説明書の178ページです。生活

相談窓口です。 

  消費生活相談員による相談窓口の開設というこ

とで、相談件数が94件、前年度比24件減というこ

とで、委員がおっしゃる、１日増えたのにという

ことなんですが、宮代町では杉戸町のほうと連携

をさせていただいておりまして、宮代町のほうで

月曜日と水曜日、杉戸町のほうで火曜日と木曜日

に開設をしておりました。 

  令和５年度から、１日増やして、杉戸町のほう

で金曜日も追加で相談窓口を開設しております。

相談窓口が前年度比24件減なんですが、増えたの

が杉戸町のほうでの窓口が増えていますので、宮

代町では前年度、令和４年度と変わらず、週に２

回ということになっております。 

  24件減というのは、そのときに相談に来られる

お客さんの数ですので、こちらで増えたり減った

りというのが、どうこうできるものでもございま

せんので、たまたま24件減、昨年度は減ったとい

うことでご理解いただければと思います。 

  続きまして、同じく説明書の178ページです。

若者のための消費生活講座の開催ということです。 

  こちらは、令和５年８月６日に進修館の大ホー

ルで吉本興業の芸人を２組呼んで、消費生活講座

のほうの開催をしております。 

  そこに参加者ということで一般の方を募って、

200人の方に参加していただいて、消費生活講座

のほうを開催させていただきました。対象の方が

17歳から40歳の方で、これから社会に出る若者の

方を対象として、さらにはその若者の方の親御さ

んとなられている方、40代の方を対象に生活講座

の開催をさせていただきました。 

  続きまして、３番目の多重債務です。説明書の

179ページです。 

  多重債務窓口の開設ということなんですが、こ

ちらは、先ほど１番目で申し上げました消費生活

の窓口のほうに、多重債務ということでお越しい

ただいたお客様に関しましては、生活窓口のほう

で多重債務の相談というのがなかなかできない、

専門的な面がありますので、こちらは法律的なこ

とになりますので、町内の司法書士の先生のほう

にご紹介をして、必要があればそちらのほうで相

談をしていただくというような形で行っておりま

す。 

  令和３年度に１件、多重債務の相談というのが

ありましたが、その後、４年度、５年度というの

は、特段多重債務についての相談というのはなか
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ったです。 

  続きまして、消費生活サポーターです。 

  同じく179ページの消費生活サポーターという

ことなんですが、もともと８名の方がいらっしゃ

ったんですけれども、最近１名お亡くなりになら

れて、現在、サポーターが７名いらっしゃいます。 

  これはサポーターの講習等を受けた方がサポー

ターとして活動していただいておりまして、コロ

ナ前まではいろいろ啓発活動ですとか、各イベン

トで啓発等を実施していたんですが、最近ではち

ょっとコロナから未実施になっております。 

  具体的にどういうことを行っているかというと、

先ほどの消費生活講座ですとかがあった場合は、

そちらに出席していただいたり、あとは、そうい

う周知のパンフレット等を２か月に１回ぐらい送

付させていただいて、サポーターさんが自身で地

元、自分の地区のほうで参加しているサロンです

とか、そういう寄り合い、集まり等にお持ちいた

だいて、周知のほうをお願いしているような形と

なっております。 

  失礼しました。ちょっと飛ばしてしまいました。

先ほどの４番目の啓発品です。 

  町内の中学３年生、209人、こちらを対象に啓

発パンフレット「中学生みんなも消費者」という

ものを配布しております。こちらは町内の中学３

年生209名を対象としております。 

  検証というのは、なかなか難しいところもござ

いまして、先ほど委員さんがおっしゃったとおり、

配ってそのままなのかということになるんですが、

学校のほうでこういうものを配っていただいて、

各自読んでいただくというような形で行わせてい

ただいております。 

  説明書177ページのバッジの作成です。 

  177ページの「メイドインみやしろ」推奨品缶

バッジの作成ということで、説明書のほうでは、

８万6,053円というふうに記載をさせていただい

ております。こちらは、総務課、秘書広報担当の

ほうがメインで行っております缶バッジのほうと

連携して、もともと第１弾というものを出させて

いただいて、その後、第２弾、第３弾ということ

で、メイドインみやしろを中心に缶バッジのデザ

インをさせていただきました。 

  カプセルトイの専用機械で、ご存じのとおり無

印良品を中心に、あとイベント等に置かせていた

だいて、メイドインみやしろのＰＲということで

ございましたので、その消耗品ということで缶バ

ッジの材料ですとか、そういうものをこちらのほ

うで計上させていただいております。 

  どのようなＰＲということなんですが、委員さ

んがおっしゃっているように、なかなかつけてい

る方を見たことがないということなんですが、昨

年では大体3,600個ぐらい出ている、利用してい

ただいているというふうになっております。 

  あとは、メイドインみやしろのイベントのとき

に、缶バッジのほうの、俗に言うガチャガチャ、

そちらにご協力いただいたメイドインみやしろの

お店の方に割引券とかを入れさせていただいて、

そういうものを使っていただいて、協力していた

だいているお店のほうの売上げに貢献させていた

だいたり、そのような活動を行っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

  説明書の175ページ、水田農業構造改革対策事

業の新生児誕生お祝い宮代産米贈呈事業の実施に

ついてのご質問でございます。 

  こちらの事業につきましては、平成29年度より

実施しておりまして、まずはお子さんが生まれた
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世帯へのお祝い、それから宮代産米の消費の拡大、

新しい村森の市場「結」を中心とした地産地消の

推進、そういった目的で実施させていただいてい

るものでございます。 

  委員さんご指摘いただいております、生まれて、

申請されて、それから転出されたと、そういった

方への贈呈ということではありますが、基本的に

は出生届をされてから、その後こちらの贈呈米の

申請の手続に来ていただきまして、その後、町の

ほうできちんと住民課のほうでデータ突合をさせ

ていただきまして、その時点で宮代に住んでいる

ことを確認した上で贈呈決定をさせていただいて

おります。 

  贈呈決定後、町外へ転出する事例も確かにある

ことはありますが、本事業が、前にもお話しさせ

ていただいておりますが、単に赤ちゃんが生まれ

た世帯に対しお祝いをするということだけではな

く、この事業の目的であります宮代産米の消費の

拡大、地産地消の推進ということで、引換えには

必ず新しい村森の市場「結」のほうに来ていただ

くことになりますので、この事業の目的の趣旨か

ら逸脱しているということではないと考えており

ます。 

  転勤などの家庭の事情もあるかと思いますが、

贈呈する時点では町内に在住しているということ

で、お祝いをさせていただいております。 

  なお、こちらの贈呈米の引換えの有効期限でご

ざいますが、贈呈の決定をした日から１年間の有

効期限となっておりますので、１年後までに１枚

につき５キロですので、１回ずつ引き換える方、

あるいはまとめて引き換える方、様々でございま

すが、宮代産米を買っていただいて、食べていた

だいて、育っていただきたいということにつなが

っているかと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 

  先ほどの179ページと178になりますけれども、

多重債務のと、あと消費生活相談の両方のところ

で、多重債務のところへちょっと話が出たので、

それと絡めてお尋ねしますが、多重債務相談窓口

のほうは専門性が高いので司法書士の方というふ

うにおっしゃっていらっしゃいました。というこ

とは、消費生活相談員というのは、どういった方

がなされているのか。少なくとも、今のお話だと、

法律の専門家ではないというのはちょっと耳にし

ましたけれども、どういった方がやられていらっ

しゃるのかというところのご説明をお願いいたし

ます。 

  また、多重債務相談窓口の開設、これ、ほとん

ど、僕もたしか去年お聞きしたのかな、窓口で聞

いたぐらいで、ほとんど忘れていたのをこれで見

て思い出したくらいで、伝わっていないというふ

うな制度になっていると思いますので、それでも、

令和４年かな、１件あったのは喜ばしいことであ

るんですけれども、もっとこのようなところで、

水際というか、こういう法律的な相談というのは、

早ければ早いほど被害も少なく、解決しやすいと

いうのは、僕もいろいろ紹介しているので分かる

ので、そのような形でできるだけ、こういうのが

ありますよというのだけでも、学校でもいいです

し、また広報「みやしろ」でもいいですし、広げ

ていっていただきたいんですけれども、これの広

報状況というのは、どのようになっているんでし

ょうかというところです。 

  また、次の、順番が前後しましたようですけれ

ども、209名に配った啓発用品の冊子、「中学生

もみんな消費者」、これ、ごめんなさい、先ほど

聞いておけばよかったんですけれども、この冊子
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というのは漫画なのか、文字だけなのか。要する

に、中身はどのようになっているのかなというと

ころがちょっと気になったので、まずそこのとこ

ろを前提として、漫画であれば、より多くの人が

取っつきやすいというか、開きやすいかなと思い

ますけれども、文庫みたいな感じで文字だけだと、

そもそも開いたら、いいやとなりがちだろうなと

いうふうに想定はしております。 

  そういった場合に、やはり中学生もみんな消費

者、特にスマホあたりなんていうのは、契約は親

のほうがしたりとかしますけれども、あれなんて

いうのは通信料と違って本体のほうを分割にしま

すと、滞納するとブラックリストに載ったりとか

する結構重いものなので、そういったところも含

めまして、説明できているか、また、配っただけ

であっても、みんなが読んでいて身についていれ

ばいいんですけれども、そういった形の検証とい

うのを令和５年度中に配った後にきちんとやって

いるのか、やっていなさそうなので、来年度以降

はどのように、これをやるかやらないかも含めて

お尋ねいたします。 

  缶バッジのほうです。これは177ページ、１ペ

ージ戻って、あと39ページにもありますけれども、

やはり執行部のほうでもあまり見ないというふう

なのはありました。これ、ガチャガチャのほうだ

と、ガチャガチャというのは、最近はカプセルト

イというふうに名づけられているようですけれど

も、これだと100円払ったりとかしているから、

多少はプラスになるよとありますけれども、ただ、

効果がなければ、町としてやるのはどうかなとい

うところはあります。こういうふうに表に出てこ

ない業務時間内でのいろんな話合いとか、そうい

うのというのも当然経費には入っているわけなの

で、そういうところも含めて費用対効果というの

を、さっきお答えがなかったようですけれども、

そもそもどのように起案時点で考えていて、決裁

が出たのかというところ、また、事業というのは

毎年毎年のことですから、５年度はこうだった、

じゃ、６年度はこうというふうに、見直しをきち

んと行っていただけるのかどうかというところで

す。 

  あと、先ほどちょっとこぼれちゃったんで、こ

こで聞きますけれども、その下の「宮代ｉＩｉｎ

ｅ！（いーね）」の発行、これは委託しているの

はどこなのかというところと、発行部数３万部と

ありますけれども、残数は毎回どれくらいになっ

ているのか。23号、24号だけで結構ですので、そ

このところをお願いいたします。 

  最後に、説明書の175ページ、農業構造改革対

策事業のお米、僕は以前から何回も、申し訳ない

けれども、担当課の方が替わっていますから、初

めての方もいらっしゃるかもしれませんけれども、

僕がずっと議員になる前に聞いたときの話では、

９月以降に新米ができてから初めてもらえるよう

になるんだよというふうに聞いていたんですけれ

ども、そこのところは相変わらず変わっていない

のか。要は、４月に生まれた人でも、別に新米じ

ゃなくても、お祝いですから、すぐに４月２日に

生まれました、４月10日に登録するなり何なりし

て、もう欲しいですとかとできたほうが、いいん

ではないかな。先ほどおっしゃったように１年間

の有効期限というかがあるわけですから、どうし

ても新米になってから欲しい人にはそれでいいで

すし、特に今年のような、こういう米不足的なと

きには、そういうのをきちんとしておかないと、

一般にも売られていないようなところのお店、

多々ありますので、専門家の方から、来月半ばに

は解消するんじゃないかというアドバイスをいた

だきましたが、やはり何かしらあったときに、４

月に生まれて待っていたらもらえなくて、８月に
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生まれた人は１年間、来年の８月までだからいい

けれども、４月だったからもらえないとかという

ことも起こり得ることなので、別に新米にこだわ

らず、ただ宮代産特別栽培米コシヒカリ、ここの

ところをアピールしたいというのが担当課のほう

の主たる考えだと思います。それなので、そこの

ところは、これまでの経験を踏まえてやっていっ

たほうがいいんではないかなと思います。 

  それに付随しまして決定件数、これは何世帯で

もいいですけれども、何名でもいいですけれども、

に対して、決定件数がこのようになったのかとい

うところを最後に付け加えさせていただきます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  それでは、いただきました再質問について、お

答えのほうをさせていただきます。 

  まず、説明書178ページ、179ページの消費生活

相談員はどのような資格を持ってということなん

ですが、消費生活相談員につきましては、国家資

格で、独立行政法人国民センター資格制度室とい

うところが管理している資格でございます。そち

らのほうの……ちょっとどこまで詳しく、どうい

う資格でどこまで受講しているか、ちょっと私そ

こまで勉強不足で存じ上げないんですが、その資

格を取得された方が、消費生活相談員としてこち

らのほうに当たっております。 

  続きまして、２番目の多重債務につきまして、

多重債務のＰＲということなんですが、先ほどの

消費生活相談員につきましては、多重債務が実は

守備範囲ではないということなんです。多重債務

はそれであっても今こういうご時世で、多重債務

の相談をされる方というのは、先ほど申し上げた

令和３年度に１件ということで、宮代では少ない

んですが、世間的に見たら多重債務の相談をされ

る方というのは多いということですので、そうい

った窓口を消費生活相談窓口のほうで受けて、そ

こから司法書士の先生にあっせんするというよう

な形で行っています。なので、消費生活相談のほ

うで積極的に委員さんおっしゃるようなＰＲとい

うのは、実はしている状態ではございません。そ

ういうことです。 

  続きまして、啓発品です。 

  「中学生もみんな消費者」ということで、どの

ようなものなのかということで、一応こちらにお

持ちしているんですが、こういったもので、委員

さんおっしゃるように漫画も兼ねながら、分かり

やすく、中学生にも手に取って、見ていただける

ような内容となっております。 

  こちらは、委員さんおっしゃるように、中学生

もスマホですとか、そういうトラブルが多いです

ので、そういうものに特化した内容、ネットです

とか、携帯ネットのトラブルに注意ですとか、そ

ういう中学生、高校生ぐらいがトラブルに陥りや

すいような内容を取り上げて使っているような冊

子になります。 

  検証ということなんですが、申し訳ございませ

ん。今のところ、これを渡して、その後どういう

ふうに皆さんが見ていただいて、どのように活用

されているという検証はしておりませんが、今後

これがどのような形で皆さんの手に渡って、皆さ

んがどのように見ていただくか、なかなか検証は

難しいところはあるんですが、ちょっとその辺は

検討のほうをさせていただければと思います。 

  続きまして、缶バッジです。177ページの缶バ

ッジです。 

  効果というところなんですが、昨年、一昨年ぐ

らいから、缶バッジを総務の秘書広報担当のほう
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が主体でやって、こちらのほうは連携をさせてい

ただいて行っています。 

  身につけている人が少ないということなんです

が、先ほど申し上げたとおり3,600個ぐらい出て

いますので、これの効果をどういうふうに検証す

るかというのは、なかなか難しいところがあるん

ですが、それだけの方が利用していただいている

というところは、町としては、皆さんにご利用い

ただいて、効果は上がっているのかなというふう

に認識させていただいています。 

  今後、来年度、再来年度と、これをどういうふ

うに継続していくか、どういうふうに効果を検証

していくかというのは、総務課のほうとも相談し

ながら、今後の展開というのは考えていきたいと

考えております。 

  続きまして、説明書の177ページの「宮代ｉＩ

ｉｎｅ！（いーね）」です。 

  「宮代ｉＩｉｎｅ！（いーね）」につきまして

は、３万部程度、平成28年から上半期と下半期に

分かれて、年間２つずつ出させていただいており

ます。 

  配布ということで、こちらは東武線沿線の市町

村、主に越谷、春日部、加須、久喜辺りを中心に

ポスティングのほうをさせていただいております。

また、近隣の市町村ですとか、さいたま市、越谷

市、八潮市ぐらいまでの公共施設に配布をさせて

いただいて、そちらの例えばコミュニティーセン

ターですとか、体育館ですとか、そういった人が

集まるような施設のほうにこちらから直接郵送さ

せていただいて、配架をお願いしております。 

  あとプレゼントということで、内容の中でプレ

ゼントの応募をさせていただいて、そこにアンケ

ートをさせていただいて、どのような方がどんな

ふうに見ていただいているかということで、検証

をさせてはいただいております。８月号が94件、

プレゼントの応募がありまして、そういう方々か

らアンケートをいただいております。３月号に関

しましては、88件いただいております。 

  残部ということなんですが、２万4,000部配布

をさせていただいております。先ほどの東武線沿

線の市町村ですとか、あと各施設、あとポスティ

ングのほうで２万4,000部配布させていただいて、

それ以外が町の施設ですとか、役場の庁舎内に配

架をさせていただいております。現段階では、残

部は今のところ数えてはいないんですが、200部

ぐらいはおのおの残っているような形であります。 

  作っている業者なんですが、アリフトというと

ころです。よく皆さんのお宅にポスティングとか

されることもあると思うんですが、「ぱど」とい

うものを作っている、そちらのほうで委託のほう

をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木と申します。 

  説明書175ページ、新生児誕生お祝い宮代産米

贈呈事業の実施に関しましてのご質問でございま

すが、まず、お米の引換え自体は通年で実施して

おります。ですので、贈呈決定して、引換券が手

元に入ったところで一応有効期限は１年間となっ

ておりますので、１年以内に引き換えていただく

ことができるものとなっております。 

  先ほど委員さんがおっしゃられたように、令和

５年産米が非常に出回り量が、収穫量が少なかっ

たということもあって、早々と米不足という形に

なりました。新しい村で取り扱っております特別

栽培米のコシヒカリに関しましても６月に入って

品薄状態で、お米を引き換えられる方々には大変

ご迷惑をおかけしたところでございます。 

  そういったこともありましたものですから、今
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年の６月１日から８月いっぱいまでの有効期限と

なっている引換券をお持ちの方につきましては、

今年、令和６年年末まで有効期限を延長するとい

うことで、皆様に個別に周知のほうをさせていた

だいております。こちらの内容につきましても、

町のホームページのほうでお知らせをさせていた

だいておりますので、ご理解賜りますようお願い

いたします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  缶バッジのほうですけれども、ちょっとさっき

説明が違ったなと、僕の伝え方が悪かったんでし

ょうけれども、「効果を検証」と、先ほどおっし

ゃいましたけれども、効果検証ができるかできな

いか、そういうことを言っているんではなくて、

そもそも起案時にはどのような見積りというか、

算定というか、目算というか、そのようなことが

当然出てくると思うんですよ。それがあって、こ

ういう効果がある、こういうＰＲ効果がある、宣

伝効果がある、だからというふうに起案して、立

案して、上げて、決裁が下りて、こういう事業と

いうのは行っていくはずなんですけれども、そこ

のところを起案時にどのように想定していたのか

ということなんで、ここは答弁漏れということで、

よろしくお願いいたします。 

  次に、179ページの多重債務相談窓口、多重債

務相談窓口については、司法書士へというところ

の橋渡しみたいなものですね。それを話に来た人、

消費生活相談に来たんだけれども、実はそれが多

重債務であった場合には、司法書士のほうをご紹

介するという形で運営されている、という理解で

よろしいのかどうかというところです。 

  それと、さっきちょっと漏れたんですけれども、

消費生活相談員による相談窓口というのは、恐ら

く役場だけだと思うんですけれども、やはり皆さ

んが役場に近いわけではないので、公民館とかと

いうのも声が上がっておりますので検討のほうを、

これはお願いですけれども、よろしくお願いいた

します。 

  あとは、先ほどわざわざ現物を持ってきていた

だいて、ありがとうございました。今日はもう終

わってから遅いから、あした以降というか、来週

以降にでも見せていただきますが、何ページある

のかというところをちょっと後で見せていただい

てもいいんですけれども、それと検証をやってい

らっしゃらないということで、確かに新３年生で

すから受験があって大変だとは思いますが、受験

が終わって、合格発表も終わって３月あたり、卒

業前のときであれば、のんびりした気持ちで、高

校生へ向かって気を引き締めるというのもあって、

そこで検証とか、解説とか、できればアンケート

も行ったほうがいいのかなと思いますけれども、

そういうことも通じて、何かしら中学校卒業前に

自分も消費者というのを頭の片隅に置いて高校に

行っていただければというのが、せっかくこうい

うふうなのを作っていただいているわけですから、

そこのところは昨年までやっていないということ

でしたので、そのようなお考えがあるのかどうか

というところをお尋ねいたします。 

  先ほどの消費生活のは、ひょっとして消費生活

アドバイザーか何かなのかなと、そんな名前を昔

聞いたことがあるので、別にこれはいいです。分

かるんであれば調べていただいて、ほかの委員さ

んも参考になると思いますので、伝えていただけ

ればいいだけであって、そんな重いことではあり

ません。 

  最後に、お祝い米のことです。175ページのと

ころになりますけれども、今年の分はそういうふ

うに対策を取るというふうな形、７月、８月、９
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月かな、そこのところを延長するというお話はい

ただきましたが、そもそも１年間というのを窓口

に来てからではなくて、出生時から１年間で、な

おかつ、交換時に宮代町町民であるかどうかとい

うふうに縛りをかけるというふうな形は取れない

のかどうかというところです。これが悪いという

ことを言っているんではなくて、全体的に削減で

きるときは削減して、例えばひとり親世帯とか、

そういうところへやりたいというのがあるので、

そういう考えがあるのかどうかというところをお

尋ねいたします。 

○委員長（土渕保美君） 以上でよろしいですか。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） お答えいたしま

す。 

  説明書177ページの「メイドインみやしろ」推

奨品缶バッジの作成ということで、起案時にどの

ようなＰＲ効果等をということなんですが、具体

的な数字ですとか、こういった効果というのは、

今回、こちらの産業観光課のほうでデザインをさ

せていただいた第２弾、第３弾に関しましては、

メイドインみやしろが基本でございますので、メ

イドインみやしろのお店なりが、これを見ていた

だいたお客さんに来ていただくということが基本

的な期待する効果でございますので、そういった

ものが起案時等に期待されているというところで

ございます。 

  続きまして、２番目の多重債務の橋渡しという

のは、司法書士の先生に橋渡しをするということ

で、委員おっしゃるとおりでございます。 

  ３番目の消費生活相談員、こちらは市町村の窓

口と、あと埼玉県のほうでも窓口がございます。

ちょっとほかの市町村が、例えば公民館ですとか、

そういうところで相談窓口をやっているかという

のは、今手元に資料がないので分からないんです

が、今後、そういったいろんな人に相談窓口を利

用してもらえるような方策というのが、どのよう

なものがあるかというのは、今後調査させていた

だいて、検討させていただければと思います。 

  「中学生もみんな消費者」ということで、先ほ

ど見ていただいたこちらの冊子なんですが、ペー

ジ数が18ページで構成されています。こちらはち

ょっと部数がないので、皆さんにお渡しすること

が今できないので、もし見られたいという方は後

で窓口のほうで、この後でも結構なんですがお見

せさせていただきます。 

  具体的な検証ということで、今後どのようなこ

とで検証のほうをということなんですが、具体的

にどのように検証できるかというのは、今何とも

申し上げられないところなんですが、今後、中学

生の皆さんがこういったトラブルに巻き込まれな

いように、これを配って終わりというわけではな

いような形の方策を考えていきたいと思いますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  説明書の175ページ、新生児誕生お祝い宮代産

米贈呈事業の実施に関しましてのご質問でござい

ます。 

  先ほど、１つ回答が漏れておりました。大変失

礼いたしました。 

  令和５年度におきましては、177人の方がお生

まれになりまして、そのうち申請があったのが

168件で贈呈決定が168件でございます。大変失礼

いたしました。 

  こちらのお祝い米の贈呈事業に関しましては、

申請の期限が出生届をされてから90日以内とさせ
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ていただいております。その後、申請をされて、

決定してから１年間が引換えの有効期限となって

おります。 

  確かにこちらの事業に関しましては、多くの予

算を使わせていただきまして、米の消費の拡大、

地産地消の推進、それから子育て世帯への応援と

いうことで実施させていただいておりますので、

そちらの点につきましても、事業の検証をさせて

いただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  １点だけ聞かせていただきます。 

  決算書の154ページ、説明書が178ページ、前段

委員も言っていらっしゃいましたが、消費者対策

事業についてです。 

  若者のための消費者生活講座なんですが、被害

に遭ってから相談に来る若者が多い傾向にあるこ

とからということで、17歳から40歳までというこ

とで開かれたとのことなんですけれども、多分ご

存じの方もいらっしゃると思いますけれども、２

日くらい前の埼玉新聞に、浦和の81歳の男性が９

月９日にＳＮＳで詐欺に遭って、史上最高額２億

8,000万円、55回にわたって送金してしまったと

いう被害がありまして、81歳でスマホをよく使い

こなしていたなと思うんですけれども、ちょっと

前からはやっているロマンス詐欺というか、そう

いうものもあって、独り暮らしの方とかがやはり

寂しさからフェイスブックでお友達ができたとか、

ダイレクトメールがあったりとかすると、結構だ

まされてしまうんだなというふうに感じておりま

す、すごく巧妙なので。 

  なので、若者だけではなくて、こういった高齢

者の方、大体60代ぐらいからもうだまされちゃう

と思うんですけれども、こういった方に対して、

この年代は知り合いから「だまされているよ」と

言っても、結構意地になって、「大丈夫、大丈夫」

と言っちゃう感じなんですよ、私の知り合いにも

いたんですけれども。なので、こういう方にやっ

ぱり役場、公的なところからこういった実例があ

るよということで、早急に対策とかを立てていた

だけないかと思いまして、そういう考えがあるか

どうかだけ、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） お答えのほうを

させていただきます。 

  昨年の消費者生活講座というのは、200人とい

うことで若者を対象にさせていただきました。 

  野原委員おっしゃるように、先日の報道、高齢

者が２億何千万という被害に遭ったということは、

私のほうも耳にしております。 

  高齢者のほうの被害なんですが、あまり詳しい

ことは申し上げられないんですが、やっぱり消費

生活相談窓口にも高齢者の方が、額は違えど、同

じような内容で来られる方はいらっしゃいます。 

  言われるとおり、いろんな方に心配されても、

「大丈夫」と言うのが高齢者というのもあります

ので、そういった方々を地域で見守って、自分一

人ではなく、多くの目でそういう方を見守るとい

うことが重要なのかなと感じております。 

  先ほどちょっと申し上げたんですが、今現在行

っていることとしては、消費生活相談窓口のほか

に、先ほど申し上げた消費生活サポーターが７名

いらっしゃいまして、町のほうからの先ほどの中

学生の冊子ではございませんが、ああいった冊子

等がありますので、そういう冊子を渡して終わり
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ではなく、先ほどもちょっと触れたんですが、サ

ポーターの方が参加しているサロンですとか、高

齢者が集まる集会ですとか、そういうところに行

っていただいて、そういうものを配布していただ

く。皆さんがそういうところで、十数人の中でそ

ういうものを話題にしていただければ、そういう

ものも自然と意識していただくような形になるの

かなというふうに考えております。 

  今後どのような展開かというのは、ちょっと今

ここで申し上げることがなかなか難しいところは

あるかと思うんですが、近年、若者対象の生活講

座というのを重点的に行っておりますので、実は

今年度も若者対象の生活講座をこの６月に行いま

した。今後はいろんな世代、年代に幅を広げて行

っていく必要があると思いますので、毎年そうい

う生活講座を行っておりますので、今後はそうい

う対象年齢も考えながら行っていきたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。１点質問をさせ

ていただきます。 

  決算書の149から152ページで、説明書が177ペ

ージになります。 

  商工、商工業振興事業について、商工業活性化

事業補助金についてお伺いいたします。 

  説明書の177ページに商工業活性化補助金で経

営設備拡張事業８件、販路拡大促進事業２件とあ

りますけれども、こちらのご説明、どのようなと

ころに補助金を出したのかお伺いできればお願い

いたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  177ページの商工業活性化補助金についてご質

問いただきましたので、そちらのご回答のほうを

させていただきます。 

  商工業活性化事業補助金に関しましては昨年度、

こちらにありますとおり経営設備拡張事業で８件、

販路拡大促進事業ということで２件となっており

ます。総額で183万7,000円ということになってお

ります。 

  具体的にどのようなところかということなんで

すが、まず、経営設備の拡張につきましては飲食

店で食洗器の購入ということで、１件やっており

ます。また、自動車修理工場で照明をＬＥＤ化す

るということで、これは自動車修理工場と、あと、

クリーニング屋さんでも照明のＬＥＤ化というこ

とで行っております。 

  また、別途、先ほどの飲食店とは別に料理用の

ミキサーの購入ということで、こちら20万円の補

助金のほうをしております。 

  続きまして、販路拡大推進ということで、こち

らは町内のパン屋さんがイベントを開催したいと

いうことで、そちらの開催費用ということで20万

円補助のほうをさせていただいております。 

  あと、もう１点、もう１件販路拡大推進という

ことで、こちらのコンサル会社になるかと思うの

ですが、こちらのほうで会社のホームページの作

成ということで、こちらも20万円の補助のほうを

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ご説明いただい

てよく分かりました。 

  経営設備の拡張事業８件なのですが、この中で
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その購入したものが８件ということになるという

ことなんですか。この事業者はこの４件でという

ことで、そういうご理解でよろしいのか、ちょっ

と。ありがとうございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を願います。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  すみません、私の説明がちょっと足りなかった

のですが、全部で10申請、10申請ございまして、

10の、５つの事業者さんから申請をいただいてお

ります。販路拡大推進が２つの事業者さんという

ことになります。あと、８件の事業者さんから経

営設備の拡張ということになっておりますので、

購入したものが８件というよりは申請をいただい

た方が８件というような形になっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 承知いたしました。 

  町で、やはり商工業の方々を応援してくださっ

て、こういう補助金をつけていただいております。

やはり、宮代町でお店を持ちたいということで創

業支援とかもありますけれども、今の子どもたち

もこの宮代でお店を出したい、ここで働きたいと

思うような町をこれから私たちがつくっていくこ

とになると思うんですけれども、この、こういっ

た補助金とか、あと、小商いとか、そのやる方を

運営するような講座を開いていただいたりしてお

りますけれども、宮代町でお店を持つとなると、

なかなか場所がないとか、そういうお声もあって、

難しい中で宮代町の商工観光課としてどのような

今後、こういう応援的なものでその町を活性化、

事業者を増やすとか、そのあたりどのように考え

ているのかお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  新たなお店を持たれたいという方に、現在ある

ものとして空き店舗活用事業ということで補助金

のほうを限度額50万円、補助率２分の１というこ

とで出させていただいております。ただ、こちら

は現在の地区、要は補助金を使える範囲が東武動

物公園の西口の一部の道路沿いと東口の駅前にな

るのですが、道路沿いということで、線に面した

方しかちょっと使えないという、ちょっと使い勝

手が悪いところもある、使い勝手が悪いというご

意見もいただいておりますので、今後こういうも

のを線ではなく面で、これはちょっと例えばなん

ですが、東武動物公園周辺だけではなく、東武動

物公園周辺のこの地域ですとか、姫宮駅周辺のこ

の地域、和戸駅周辺のこの地域ですとか、いろん

な方が様々な地域で宮代町を全町的に使えるよう

な補助金、補助制度に変えていけたらいいかなと

いうふうに現在のほうは検討のほうをさせていた

だいております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。３点に

ついてお伺いします。 

  まず、１点目は決算書143ページ、144ページの、

これは確認なんですが、農業経営基盤強化対策事

業、昨年度はもちろん高温障害によって農作物へ

の被害を受けた方に軽減させるという意味で、交

付件数が214件の交付額が489万円とありますが、

その上の農業災害対策特別措置事業補助金の交付、

これも６月から９月の高温、干ばつというふうに

書かれていますので、こちらのほうは次期作に必
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要な肥料等に使うということで理解していいと思

うんですけれども、非常に分かりづらいのですけ

れども、これは両方に係るのでしょうか。それが

１つ。 

  それと、もう一つは、たしか、梨の被害もあっ

たかと思います。ひょう被害です。特に宮代の場

合はピンポン玉の頃にひょうの被害を受けたとい

うことで、大変だったわけなんですけれども、こ

れについての、これはたしか、県のほうの補助交

付ということなんですけれども、これの歳入歳出

はどういうふうになっているのか、最終的にはど

ういうふうになったのかということでお示しいた

だきたいと思います。 

  続いて、145、146ページの明日の農業担い手支

援事業に関わる問題です。 

  以前、住民との議会との懇談会で農業委員さん

との懇談も行いました。そのときに、やはり農業

を継承する人、担い手不足が深刻だというふうに

言われていました。私もああ、そうなんだなとい

う思いで、それは全国的な問題ではあるのですけ

れども、こういった問題がありながらこの対策と

いうのは明日の農業担い手支援事業だけなんでし

ょうか。それとも、広い意味で宮東、中島圃場整

備設置事業、こういうのも関係してくるのでしょ

うか。 

  農業の担い手不足に対する、やはり対策として

今後もずっと続く問題だと思います。深刻ですか

ら。これについての対応策、今後どのようにやっ

ていかれるのか、その点も踏まえてお尋ねします。 

  それから、３点目は決算書149、150ページの商

工振興費の商工業振興事業で、これは一般質問で

も 山議員からも言われましたが、店舗住宅リフ

ォーム事業補助金、これは全く同感で、せっかく

補助事業があるのに、すぐ使える、使われてしま

う、これはうれしい悲鳴だと思うんですよね。こ

れについて利用件数も39件と。やはり、これの対

応も、やはりすべきだと思うんですけれども、そ

の点については補正は組んでいかないのか。その

点、お尋ねしたいと思います。 

  その３点。以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、丸藤委員。名

前を出すような発言は控えて。 

  それでは、答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木です。 

  決算書の143ページから144ページの農業経営基

盤強化対策事業に関しまして、まず、ここにござ

います農業災害対策特別措置事業補助金、それか

ら、農業経営継続生産者支援金に関しましてお答

えさせていただきます。 

  まず、農業経営継続生産者支援金、こちらに関

しましては、燃料、肥料などをはじめといたしま

す農業生産資材の高騰による生産コストの上昇に

加えまして、昨年、令和５年の夏の猛暑によりま

す農作物への高温障害によって厳しい経営環境下

にあります生産者に対しまして、農業生産に関わ

る負担を軽減させていただくため、農業経営の継

続を支援する趣旨で支援金を交付させていただき

ました。こちらに関しましては、令和４年分の税

務申告によります農業収入額の額に応じた定額の

支援金となっております。１万円から10万円の単

価でございますが、全体で214人の農家の方に交

付をさせていただきました。 

  それから、もう一つ、農業災害対策特別措置事

業補助金、こちらにつきましては、昨年の夏、６

月、令和５年の６月から９月の高温、干ばつによ

る農業災害、こちらが埼玉県の農業災害対策特別

措置条例第３条第１項の規定に基づきます特別災

害に指定されたことを受けまして、宮代町におき
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ましても高温、干ばつの被害を受けた生産者、水

稲の農家でございますが、農業生産力の維持を図

ることを目的といたしまして、水稲の次期作、つ

まり、６年産に向けた必要な種、苗及び肥料の購

入に要する経費に対しまして、埼玉県と宮代町に

よる助成を実施したものでございます。こちらに

つきましては、対象となったものが昨年令和５年

産のお米で農産物検査の結果、高温障害による心

白粒、いわゆる米粒が、玄米の粒が白くなってし

まう、そういった被害を受けて規格外の判定を受

けた生産者に対しましての支援となったものでご

ざいます。 

  なお、前段の農業経営継続生産者支援金、それ

から、農業災害対策特別措置事業補助金を重複し

て交付を受けている農家さんもおります。全体と

して町のほうで実施いたしました農業経営継続生

産者支援金があって、その中で県の特別災害の指

定を受けた要件を満たす方に対しましては、特別

災害特別措置事業による支援をさせていただいた

ところでございます。 

  それから、梨の降雹被害、令和４年の６月に降

った降雹によりまして梨、それから、ブドウなど

ブドウ、それから、露地野菜などに対しまして非

常に大きな被害を被ったところでございますが、

こちらにおきましても県の特別災害の指定を受け

ましたので、町におきましてもその特別災害の措

置条例に基づいた次期作、それから、樹勢の回復

等のそういった取組に対しての経費に係る、経費

に対しまして一部町と県で合わせて助成をしたと

ころでございます。 

  それから、降雹被害を受けた生産者全体に対し

ましては、こちらも支援金という形で宮代町特別

災害農作物生産者支援金というものを令和４年度

の事業で実施をさせていただいたところでござい

ます。 

  特別災害にかかった措置に基づいた助成事業に

関しましては、かかった経費の２分の１ずつを埼

玉県と町のほうで負担するというものとなってお

ります。 

  続きまして、決算書の145ページから146ページ、

明日の農業担い手支援事業に関しましてのご質問

でございます。 

  宮代町に限らず、日本の農業が抱えております

深刻な問題といたしまして、農業の担い手の減少、

高齢化、なかなか農業に就く人材がいないといっ

たことがございます。そういった中で、まず、宮

代町においては新しく農家を目指したいという方

につきまして、農業担い手塾において３年間の模

擬経営をやっていただいて、３年後に宮代町の新

しい農家になっていただく仕組みで、かねてより

就農希望者の受皿として実施をさせていただいて

おります。それから、この同事業におきましては、

「農」のあるまちづくり担い手支援対策事業補助

金ということで、農業投資への後押しをさせてい

ただいております。こちらにつきましては、今、

意欲的に頑張っている農家の方で今後も経営規模

の拡大、耕作面積の拡大、それから、高付加価値

型の農業経営の転換を図る方、そういった方が農

業投資を行う場合への後押しとして補助事業のほ

うを設けさせていただいているところでございま

す。 

  それから、委員さんからお話をいただきました、

今現在宮東、中島地区で実施しております圃場整

備事業に関しましても、耕作条件の改善によって

営農環境を向上させることによって、稲作の作業

のしやすい環境を整備するということで、担い手

の農家の方が耕作しやすい環境をつくるというこ

とで、今現在進めさせていただいているところで

ございます。 

  そういった意味からも、トータルで担い手の育
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成のほうに宮代町におきましても取り組んでいる

ところでございます。 

  今後もこの、まずは新しい、新しく農家を目指

す方に関しましても農業担い手塾で今現在２名の

方が研修生として模擬経営をやっておりまして、

お一人の方につきましては今年度の１月末が研修

期間の満了となりますので、研修の修了が認めら

れれば、来年の春には新しい農家がお一人誕生す

るということでなっております。 

  なお、令和５年度におきましても今年６月の、

令和６年３月からお一人、東粂原地区で研修生の

受入れを実施しておりますので、そういったこと、

そういったその方への研修のサポートも併せて継

続して実施してくこととなります。 

  なお、併せて新しく宮代で将来の農家になりた

い、そういったニーズもありますので、そういっ

た方とのマッチング等も踏まえながら、新しい農

地の受皿つくり、それから、新しく農業参入され

たいそういった企業、農業法人等もありますので、

そういった企業に関しまして、企業に対しまして

も情報提供を呼びかけまして、宮代町の農地の新

しい受皿としてなっていただけますよう取り組ん

でいきたいと考えております。 

  それから、今現在頑張っている方につきまして

も引き続き補助事業の活用、経営転換への推進等

を町、県、ＪＡ等と連携を図りながら実施をさせ

ていただければと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  商工振興費です、決算書149ページ、150ページ、

商工振興事業です。備考欄ですと151ページ、152

ページになります。 

  店舗住宅リフォーム補助金につきましては、令

和５年度の予算が300万のうち289万4,000円を支

出のほうをしておりまして、同年の７月11日に終

了のほうをしております。実績としては先ほど、

委員さんも申し上げたとおり合計39件となってお

ります。今年度は、実は既に５月20日をもちまし

て予算額に達しているところでございます。委員

さんおっしゃるとおりとても人気があるというか、

利用者の方に使っていただいている補助金でござ

いますので、ちょっと補正というところは、今現

在は考えていないのですが、今後、来年度以降当

初予算を組むときです、我々産業観光課のほうで

所管している補助金等様々ございますので、そち

らの中で利用率の多いもの、利用が少ないものを

勘案のほうをさせていただきまして、多いものに

は手厚く配分のほうをさせていただけるように考

えていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、丸藤でございま

す。それでは、再質問させていただきます。 

  143、144ページの農業経営基盤強化対策事業、

これについては農作物への高温障害による被害軽

減のためにということで交付されております。内

容は分かりました。これについては、私もちょっ

とニュースで見たのですけれども、対策としては、

やはり、昨年も観測史上最も暑い年でした。それ

で、今年はさらに上昇しているという話も聞きま

すので心配なんですけれども、農家の方は水をし

ょっちゅう冷たい水に変えている、そういうとこ

ろはそんなに高温障害にならないというような話

を聞いていますので、やはり、農業者にとっては

そういう工夫や努力もしているんだなというふう

に思っているのですけれども、これについては今

年度も先ほど言いましたように、非常に暑い夏で
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した。これらの高温障害は当然あるのかなという

ふうに思いますが、どういう状況なのか併せてお

示し願いたいと思います。 

  それから、明日の、決算書145、146ページの明

日の農業担い手支援事業、農業後継者、担い手不

足ということで、宮代だけでやるというのはもち

ろんできない問題でもあると思いますが、少なく

ともこういう問題は農業委員さんが月１回、年12

回ぐらい会議も開いているわけですよね。会長も

含め14人、こういう話は出ていると思うんですけ

れども、町として、先ほどるる説明はいただいた

のですけれども、それの後継者不足の対策費とし

ては、これ、明日の農業担い手支援事業だけなの

か、それとも、負担金補助及び交付金、次ページ

の宮東、中島地区圃場整備事業、こういった負担

金も併せて、じゃ、対策費としては町としてはど

ういうふうになっているのかという意味でお尋ね

したいと思います。予算としてどういう対策を取

っているのか。お願いします。 

  それから、商工業振興事業、決算書149、150ペ

ージの関係で、店舗住宅リフォーム事業補助金、

件数が少ないというのであれば私も分かるんです

よ。２件、３件とかね。こんなにあって、やはり、

生きた補助金を使わないといけないと思いますよ。

これだけ実績があって、でも、今年度も５月８日

で終わっちゃっているわけですよ。今、どういう

状況かというと、ものが高騰して、本当に新築す

るにしてもリフォームするにしても大変な時期だ

と思います。これが改善するというような状況に

ないと、だとすると、こういうところで、やはり

生きた補助金を、やはり使ってもらわないとしよ

うがないと思う。財源的に、じゃ、足りないのか

といったら、不用額を出しているじゃないですか。

これだけではないと思うのですけれども、だった

ら、予算的にも先ほど来年度の予算に向けてとい

うことなんですけれども、やはり、いいものはま

た、使ってもらえるのはすぐ、補正でもやっても

らえないかと、そういうことなんですけれども。

ほかの自治体でも同じような傾向があると思うん

ですけれども、どうなんでしょうか。 

  私は、財源がないというんだったらそれも致し

方ないというふうに思うんですけれども、不用額

を出していてないというふうには言えないと思う

んです。その点だけお尋ねします。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木です。 

  決算書143ページから144ページの農業経営基盤

強化対策事業のいわゆる猛暑です、昨年の夏も暑

く、なおかつ今年の夏も暑く、非常に農家の方も

２年続けて苦労されているかと思います。昨年の

状況に関しましては、お米に関しましてのお話し

となりますが、令和５年産米ではもう、これはも

う、連日のように新聞のほう、新聞あるいはテレ

ビ、メディア等でも米不足の要因となっておりま

すということで、盛んに報道されておりますが、

昨年の夏場の高温と干ばつによりまして、全国的

に米の品質低下、こちらは高温障害によりまして

玄米が白く濁ってしまう、それから、大幅な収量

減少が発生いたしました。その大きな要因となっ

たものが、稲の穂の出穂期に高温状態がずっと続

いたことによって稲の栄養が不足となって、稲が

生きるために力を使って実をならすことへの力が

足りなくなってしまったと。簡単に言えばそうい

うことになるかと思うのですが、そういったこと

で、等級低下、それから、規格外の多くの発生と

いうものが生じました。 

  それから、これまでなかなか表には出てこなか
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ったのですが、イネカメムシというものが昨年大

発生、全国的に大発生いたしまして、それによっ

て大幅な米の収穫の、収穫量の減少ということが

ございました。それから、カメムシによって吸わ

れた玄米が黒く斑点のようになってしまったとい

うことで、斑点米で、そういったことが出荷する

際に農産物検査というものを受検されるのですが、

そこで等級低下、場合によっては規格外になって

しまったと。そういった規格外になってしまった

米に関しましては、なかなかいわゆる概算金とい

う農家さんの直接の収入につながるものがつかな

いということで、多くの農家の方が困惑されてお

りました。 

  今年度、今年産におきましてもこの同じような、

それを上回るかつてない規模の長い期間の猛暑が

続いて、同じように米の品質低下、白未熟粒の発

生によって、本来であれば１等だったところが２

等、２等だったところが３等、それから、イネカ

メムシの発生がかねてより警告が出されておりま

して、こちらに関しましてはＪＡ南彩のほうでド

ローンによります空中散布を農家さんが委託した

ところ、それから、農家さん自ら薬剤を散布した

方に関しましては、ほぼほぼ斑点米の被害はなか

ったと伺っております。 

  なお、この異常な高温状態の中で米の栄養不足

によって白未熟粒が発生して、２等、３等が多い

というのが、これまで寄せられております農協か

らの当町において、あるいは近隣のお米の農協さ

んが取り扱っているお米の検査の状況でございま

す。 

  議員さんがお話しされておりました水のかけ流

し、こちらも用水の都合がつけば理想は夜間にか

け流しをして、できる限り昼間と夜の温度差を大

きくするということで、そういったことが山間部

や特に米どころの地域ではそういったことが昨年

の反省を踏まえて実施されております。そういっ

たことから、特に新潟では去年は１等米の比率が

非常に低かったということで報道されております

が、今年は今のところ１等が９割以上出ていると

いう新聞報道も出ておりましたので、そういった

ところで用水の都合がつくところに関しましては、

被害が受けにくかったということでございます。 

  この高温状態が続く夏が来年以降も恐らく続く

と思いますので、宮代町に限らず暑さに強い品種

への転換というのが求められるところでございま

す。 

  今、埼玉県のほうで推進している品種というも

のが、かねてより暑さに強い品種ということで、

彩のきずなという品種があるのですが、それにつ

いても去年、今年のような猛暑のような、猛暑の

状態が続くとなかなか１等米が出にくいという状

態が続いておりますので、県のほうでは今現在、

県内各地で展示法を設定しまして、あと、恐らく

一、二年後すれば新たな、埼玉県が育成した新し

い暑さに強い品種が栽培が開始されるということ

で、県のほうからも情報が寄せられております。 

  そういったことからも米に関しましては暑さに

強い品種の転換、それから、暑い中での肥料、穂

肥ですか、そういった作業も重なりますので、そ

ういった部分でも今後広まるであろうスマート農

業の推進の中でドローンなどによった穂肥の散布、

そういったことも徐々に広まっていくのではない

かと考えております。 

  それから、明日の農業担い手支援事業、それか

ら、農業生産基盤整備推進事業、こういった一応

事業ごとで予算科目によって事業ごとで分かれて

おりますが、トータルで担い手支援対策というこ

とで町のほうでは取り組ませていただいておりま

すので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  149ページから、決算書149ページから154ペー

ジの商工振興事業のリフォーム補助金について、

再質問についてお答えのほうを申し上げます。 

  委員おっしゃるとおりすごく利用率の多い生き

た補助金であると実感しております。今年度につ

きましては、５月20日をもちまして300万の予算

に達しているところではございます。先ほどおっ

しゃった不用額、昨年に関しましては確かに不用

額のほうが出ております。今年度につきましては、

これと同じように不用額が出るのか、また、他の

補助金等がこれから必要とされる方もいる可能性

もございますので、ちょっとこの額をこちらのリ

フォームのほうに予算を回すというのは、ちょっ

と今現在どうなのかなというところはございます。 

  今後、こういう例えば燃料ですとか原料、物価

高騰等の時代でございますので、こういう交付金

など国から追加ですとか、手当てがあった場合、

こういうものの配分に検討のほうをさせていただ

ければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  もう、これ以上の答弁は出ないと思いますので、

再々ということになるのか、取りあえずるる、農

業経営基盤強化対策事業、143、144ページの関係

で、高温障害については、そうしますと昨年以上

に今年度は厳しいと。これは聞かれるんですよ、

住民から。去年も暑かったけれども、今年の暑さ

も順調じゃないと。米は大丈夫なんでしょうか。

そういう意味では、暑さに強い米を作っていくと

いう長期的な展望はお聞きしたのですけれども、

当面、今年の、今年については去年以上というこ

とで理解してよろしいですね。 

  あと、もう一つ、決算書149、150ページの商工

業振興事業、これ以上の答弁はないということで、

ぜひ、昨年度も不用額が出て、もう、300万じゃ

足りないんですよ。今年ももう、既に300万いっ

ていると。だとすると、もう、これ以上申請でき

ないわけですよね。ですから、今の物価高騰の状

況から言っても、やはり、きちっと今年度は補正

はつけられるかどうかということなんですけれど

も、ぜひ、この点考慮していただいて、善処して

もらうように、これは要望ですが、お願いしたい

と思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  143、144ページの農業経営基盤強化対策事業に

関連しまして、今年の米と去年の米の比較でござ

いますが、去年は先ほど若干触れさせていただき

ましたが、高温と干ばつによります品質低下、そ

れから、イネカメムシによる減収、大幅な減収と

いうのがありまして、ありました。 

  今年度におきましては、昨年の反省を踏まえて

様々な県あるいは農協を通して、米作り農家さん

においてはいろんな対策のほうを講じられており

ます。その一つが、イネカメムシ対策ということ

でドローンを使った空中散布を宮代町で約270ヘ

クタールの田んぼでお米が作られておりますが、

その３分の１の面積でドローンによる防除が実施

されております。そこでドローンによる防除を実

施した農家さんにおきましては斑点米の発生はな

かったと伺っております。こちらにつきましても、

農協の検査官からも聞いております。 

  あと、収量減少に関しましては、今年産におき
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ましては何人かの認定農家さんの方、それから、

当町で一番お米を作っております株式会社新しい

村のアグリ生産課のスタッフにも聞いております

が、昨年のような減収はないと。そこそこ少なく

とも７俵半前後は採れているということで、収量

の減少はないのではないかと。収量への影響は避

けられているのではないかと考えております。 

  なお、ＪＡが提示しております概算金に関しま

しても、上げ幅ではかつてない規模の概算金額の

設定がございました。さらには、民間のお米の集

荷業者、あと、ちょっと言葉は悪いですが闇米屋

さん、そういった方が各お米作り農家のお宅に行

って、直接買い付けるケースも出ております。そ

ういった場合もテレビや新聞でも報道されており

ますが、１俵当たり２万円から２万3,000円ぐら

いの取引でお米がそういった業者さんが農家から

直接買っているといったような状況となっており

ますのが、現時点での今年産の状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  ここで休憩いたします。やっちゃいます。すぐ

終わる。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 時間も長くなっておりま

すので、３点だけお伺いいたします。 

  まず、１問目なんですけれども、決算書で言い

ますと146ページ、新しい村魅力アップ事業にな

ります。説明書では30ページになります。こちら

のほうなんですけれども、今回５年度、決算だけ

にちょっと限って言います。6,201万374円、これ

ですと前年度に比べて1,755万2,790円多くなって

おります。多くなった原因を見たのですけれども、

この新しい村育苗施設機械設備更新工事、これが

2,739万円ということで多いんですけれども、た

だ、増えた分がもうちょっと少ないので、この残

です、この983万7,210円分、これは事業でどこか

で削減していただいたのではないかと思うんです。

この指定管理のほうはそんなに金額変わっており

ませんので、どのようなところで削減が行われた

のかということをお伺いいたします。 

  それから、２問目になるのですけれども、決算

書で152ページになります。前段の委員でもあっ

たのですけれども、宮代ｉＩｉｎｅ！の発行なん

です。これ、昨年度は163万7,163円ということで、

今年度15万3,469円増えているんです。これに対

して、部数も同じな訳ですので、この決算書の

152ページのこの委託料のところ、観光情報誌配

布委託料、この26万9,332円または観光情報誌作

成委託料が152万1,300円、これ、どちらのほうが

増えたのかということをお伺いいたします。 

  最後の質問になりますが、決算書154ページ、

消費者対策事業でこの中で昨年度は決算のほうだ

けにしますけれども、８万5,203円だったんです。

今年度が50万1,098円ということで、41万5,895円

も増えているわけです。相談件数は逆に118件あ

ったのが94件という形で減っているのですけれど

も、何で予算がこれだけ増えるのかなと思ったの

ですが、これは調べてみますと大きいところで研

修会講師謝金が20万円、これ、たった１回しか研

修をやっていないのに、何でこの20万も払わなけ

ればいけないのか。それから、もう一つ、この杉

戸町負担金のところです。これが25万1,802円増

えているんですけれども、この、こちらの負担金

の内訳をお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 
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  決算書146ページ、それから、説明書の30ペー

ジとなります。 

  新しい村管理運営事業の令和４年度決算額と令

和５年度決算額との差額ということで、まず、大

きなものは先ほど泉議員おっしゃられたような新

しい村育苗施設の更新工事が大きなものでござい

ました。それから、令和４年度におきましては委

託料の中で魅力、新しい村魅力アッププランの策

定委託料というものが913万円計上されて、執行さ

れておりましたので、その分が要因となっており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  決算書152ページの委託料、観光情報誌配布委

託料と観光情報誌作成委託料なんですけれども、

こちらのどちらが減っているかということなんで

すが、配布委託料のほうが減っている状態です。 

  続きまして、決算書154ページの消費者対策事

業です。謝金、研修会の謝金ということで20万、

１回のコースで20万ということなんですが、こち

ら、前段の委員さんのほうでもご質問があった成

果書、説明書の178ページをお開きいただきまし

て、一番下の黒い四角なのですが、若者のための

消費生活講座ということで、こちら、５年の８月

６日に進修館の大ホールのほうで200人を集めて、

こちら、吉本興業の芸人を招いて消費生活講座と

いうものを行いました。こちらは吉本興業の芸人

さんが２組、４人いらっしゃって、舞台上で消費

生活講座を笑いを入れながら若者です、先ほど申

し上げたとおり17歳から40代の方々に分かりやす

く笑いを入れながら浸透するような講座のほうを

させていただきました。 

  同じく、決算書の154ページの杉戸町の負担金

ということで、杉戸町の負担金ということで、先

ほどこちらも前段の議員さんからご質問があった

とおり、宮代町が月曜日と水曜日、杉戸町が火曜

日と木曜日のほうに相談窓口のほうを行っており

まして、昨年から金曜日の窓口のほうを杉戸町が

会場なんですが、こちらを折半で杉戸町と宮代町

で出しているような、負担しているような形にな

っております。そのための杉戸町負担金というこ

とで25万1,802円のほうを計上させていただており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  そうしますと、最初の新しい村の件は別に事業

的に何か努力して削減したわけではないというこ

とですね。分かりました。何かいいあれがあった

のかなと思ったものですから。 

  それと、あと、いいねのほうなんですけれども、

増えた減ったじゃなくて増えたと言ったと思った

のですけれども、何か今、先ほど答弁で減ったと

いうふうに私には聞こえてしまったのですが、ど

ちらのほうが増加したのかと聞いたつもりだった

のですけれども、15万以上増えたということで、

だから、印刷代が増えたのか、それともそのポス

ティングの委託料が増えたのかということをお伺

いしたと思いました。 

  それと、最後の話なんですけれども、その吉本

で４名の方が来たからということで20万というこ

となんですけれども、果たしてそれが本当に効果

があるのかどうかというのは、ちょっと分からな

いんじゃないかと思ってお伺いしたのですけれど

も。 

  あと、その杉戸町の負担金につきましては折半

ということなんですけれども、例えば、どういう
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ものに幾らぐらい必要だからとか、そういう内訳

を伺いたいなと思ったのですけれども、ただ単に

負担金が25万1,000円とか折半ですとか言われて

も、ちょっと意味が通じないのではないかと思い

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（髙澤 学君） 産業観光課主幹

の髙澤です。 

  大変失礼いたしました。 

  観光情報誌の作成委託料で私、すみません、減

ったと申し上げたのですけれども、これは増えた

ということで訂正のほうをさせていただきます。 

  あと、吉本と、決算書の153ページ、154ページ

なんですが、こちらは20万円の研修の謝金という

ことで吉本興業の芸人さんを呼んだということで、

吉本興業の芸人さん、テレビとかでも出ていらっ

しゃる芸人さんということで、消費生活講座のほ

うで、要は集客がこれで望めると。200人の方に

参加していただいて、それだけの方にこの講座に

参加していただけるということで20万円支払いの

ほうをさせていただいたということでございます。 

  同じく、154ページの10、杉戸町の負担金とい

うことで25万1,802円ということで、こちらは全

て消費生活相談員の人件費となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） すみません、 山です。 

  １点だけお願いします。 

  説明書は175ページの一番下、耕作放棄地再生

利用対策、144ページ、耕作放棄地再生利用対策

補助金25万3,000円なんですが、再生企業に対す

る支援をこの協議会に出したということなんです

けれども、この金額的にはそんなに大きくないん

ですけれども、ちょっとどんなものに使ったのか、

例えば、研修に使ったとか教えていただきたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木です。 

  説明書175ページ、耕作放棄地再生利用対策と

決算書144ページの耕作放棄地再生利用対策補助

金の、でございますが、こちらにつきましては、

宮代町地域農業再生協議会が実施主体となって、

耕作放棄地の再生、耕作放棄地を再生して、きれ

いに耕作可能な状態にして担い手農家へ橋渡しし

て引き継ぐという取組を実施しております。こち

らにつきましては、この補助金を宮代町地域農業

再生協議会のほうに支出いたしまして、この再生

協議会のほうで、の事業といたしまして町内の業

者さんのほうで、に委託をして雑木が生えたよう

な状態の水田を雑木の伐採、伐根、それから、除

草、それから、刈り草の除去、処分、それから、

耕うん等の耕作放棄地だった水田を耕作可能な状

態にする事業に要した費用としてこの金額を執行

したものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 分かりました。 

  ということは、これはまた、今年もやっている

ということでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○産業観光課主幹（鈴木 功君） 産業観光課主幹

の鈴木でございます。 

  こちらの耕作放棄地対策事業補助金でございま
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すが、今年度も、失礼しました、水田ではないの

ですが、畑の利活用ということで実施を予定して

おります。現在その畑を所有されている農地の所

有者をされている方、複数名いらっしゃるのです

が、その方からも同意が得られて、かつ、再生後

の農地の利用についても担い手農家の方の同意も

得られて、稲刈りが終わった秋以降に順次除草作

業から始まって、きれいな畑に再生する取組を実

施する予定で現在進めております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で産業観光課の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月17日火曜日午前10時から委員会を開き、

引き続きまちづくり建設課関係の審査から始めた

いと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ７時１４分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ４ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は13名であります。定足数

に達しておりますので、９月13日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３８号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（土渕保美君） これより、まちづくり建

設課の審査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） まちづくり

建設課長の髙橋です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） まちづく

り建設課主幹の和田です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当

主幹、折原です。よろしくお願いします。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○道路担当主査（鷺谷栄一君） 道路担当主査の鷺

谷です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（清水頼孝君） 建築開発

担当主幹の清水です。よろしくお願いいたします。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） まちづく

り建設課主幹、島村です。よろしくお願いいたし

ます。 

○土地利用推進室長（石塚孝信君） 土地利用推進

室長の石塚です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  また、質疑、答弁は、明瞭簡潔にてお願いいた

します。 

  それでは、一般会計分の歳入歳出一括して質疑

をお受けします。ただし、企業会計は入りません

ので、ご注意ください。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） おはようございます。 

  丸藤でございます。何点かご質問させていただ

きます。 

  特別会計はないということなんですが、139ペ

ージ、140ページの４款衛生費の中の上下水道費

があります。 

  これは、地方創生臨時交付金を活用して、水道

料金の基本料金の免除を２か月分したということ

なんですが、これは確認です。２か月行った内容

について、ご説明をお願いいたします。 

  それから、２点目は、決算書153、154ページの

８款土木費の関係で、まず繰越明許費３億5,312

万円、これについての内容と、不用額について、

4,797万円の内容についてもご説明をお願いした

いと思います。 

  それから、東武動物公園駅東口整備事業の用地

補償費等が増額となっております。決算ですので、

これについての実施状況ですね。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、何ページでし

ょうか。 

○委員（丸藤栄一君） これは153、154ページに係

る問題、それから、155、156ページの３目の道路

新設改良費の、ここでの繰越明許費１億407万円、

この内容についても、改めてお願いしたいと思い
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ます。 

  それから、決算書157、158ページの４目橋りょ

う維持費の橋りょう維持管理事業なんですが、こ

の内容については、28か所の橋梁点検を実施した

ということなんですが、これは全ての点検が終了

したのかどうか、その点お伺いしたいと思います。 

  それから、決算書159、160ページの一般住宅耐

震対策事業がございます。 

  この内容なんですけれども、町の専門家の耐震

診断士の方々と、町民の間で個別相談を行ってき

たということなんですが、これに係る内容ですね、

どういった内容で、この間進められてきたのか、

その点お伺いをしたいと思います。 

  それから、159、160ページに係る問題で、東武

動物公園駅西口周辺整備事業で、東武動物公園駅

西口わくわくロード事業なんですけれども、これ

について、県道春日部久喜線と中央通り線との交

差点改良工事が完了したということなんですが、

これらについても、併せてご説明をお願いしたい

と思います。 

  最後ですが、東武動物公園駅東口周辺の関係で、

これは、説明書では45ページに書かれております。 

  駅前広場の無電柱化に向けての予備設計を実施

したということなんですが、予備設計ということ

は、本設計、それから実施になると思うんですけ

れども、この辺の予備設計が終わった状況で、今

後どのような段取りで無電柱化に向けて進んでい

くのか、その点お伺いをしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書の139、140ページの水道事業の内訳につ

きましては、水道の減免、１回分の調定を行いま

して、件数が１万5,360件、金額につきましては

4,678万3,472円でございます。そのほかに、職員

の２人分の児童手当ということで21万6,000円と

いうことで、4,699万9,472円を一般会計のほうか

ら補助していただいておるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） まちづく

り建設課主幹の和田です。 

  決算書153ページ、154ページ、土木費の繰越明

許費と不用額についてご説明させていただきます。 

  繰越明許費３億5,312万7,557円ということで、

こちらについては、主に道路新設改良費の中の都

市計画道路整備事業12号線の整備における用地交

渉の進捗によって、繰越しをしているところでご

ざいます。 

  不用額については、こちらも道路新設改良費の

中で多く不用額が出ております。道路新設改良費

の中で、約2,900万円、3,000万円近く出ておりま

す。内容につきましては、地区生活道路で360万

円ほど、こちらは用地測量、後退用地のところ、

申請によって出てくるものでございまして、こち

らの申請の数がちょっと少なかったということで、

不用額として計上しております。 

  続きまして、不用額の中で、都市計画道路整備

事業ということで、こちらの中で、昨年度から繰

り越した分の事業費につきましても、用地交渉の

進捗によって不用額となっているところでござい

ます。 

  続きまして、３番目の質問で、決算書159ペー

ジ、160ページ、東口用地補償費の増額理由とい

うことですが、５年度につきまして、今まで交渉

してきた相手と、内諾をいただきまして、契約締

結が進んだという理由になっております。 
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  続きまして、４番目、155ページ、156ページ、

３目道路新設改良費の繰越費の内訳、こちらにつ

きましては、主に都市計画道路整備事業を繰り越

しております。 

  委託料につきましては1,900万円、工事請負費

につきましては6,040万円、公有財産購入費1,184

万円、補償費1,100万円程度を繰り越しておりま

す。こちらの内容につきましては、都市計画道路

春日部久喜線の町道第12号線の関係において、用

地交渉の進捗により、用地費を繰り越している状

況でございます。 

  続きまして、決算書157ページ、158ページ、橋

りょう維持管理事業。橋梁点検28か所を完了した

かというご質問をいただきました。 

  点検については、宮代町橋梁99橋ございますが、

そのうち、５年に一度点検するということで決ま

っておりますので、今回、令和３年、４年、５年

度と３年連続で点検をしてまいりまして、この99

橋を約30橋ずつ点検をしてまいりました。令和５

年度28橋で、全ての橋梁の点検は完了しておりま

す。こちら、また、５年の周期で点検してまいり

ますので、また令和８年度から、約30橋ずつ点検

に入っていきたいと思っております。 

  ちなみに、点検によって、損傷が激しいものと

いうのは、緊急的なものというのは見つかりませ

んでしたので、引き続き程度の悪いところから、

長寿命化対策工事を実施してまいりたいと考えて

おります。 

  続きまして、決算書159ページ、160ページ、西

口わくわくロード整備事業の中の春日部久喜線と

中央通り線の交差点の完了についてでございます。 

  こちらにつきましては、令和３年度から事業を

開始しておりまして、４年度の繰越明許、令和５

年度への事故繰越しと、ちょっと時間がかかって

しまっておりますが、令和５年度に完成いたしま

して、交差点の電柱移設のほうに大分日数を要し

てしまいましたが、こちら、交差点の改良が完了

しております。 

  続きまして、決算書159ページ、160ページ、説

明書45ページです。 

  無電柱化、予備設計が完了しましたということ

で、今後の流れについてですが、今年度、無電中

化の詳細設計を発注しております。こちら、予備

設計の段階で、各専用業者から参画希望を取りま

して、無電柱化に対し、通信業者、電気業者、ガ

ス、水道、その辺のところなんですけれども、予

備設計のほうで参画が決まりましたので、その参

画する業者と詳細について、今後詰めていくよう

な状況となっております。 

  ただ、県道のほうで既に無電柱化が始まってお

りまして、県道の東口通り線と駅前広場がつなが

りますので、それに合わせて、接続部分を含めて

検討しながら、今年度、詳細設計を実施しており

ます。こちら、詳細設計が終わりますと、委員お

っしゃられたとおり、実施設計を行いまして、工

事に入っていくという状況になります。 

  工事につきましては、全体的に全て１回ででき

ないので、用地を買えているところから、施工の

ステップ検討をしながら進めてまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（清水頼孝君） 建築開発

担当主幹の清水です。よろしくお願いいたします。 

  耐震に関する相談の内容、実施状況でございま

すけれども、令和５年度につきましては、窓口で

あったり、あと、お電話でお問合せをいただきま

したお客様に対しまして、お客様のご承諾いただ

いた上で、個人情報、お名前とご連絡先、そちら
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のほうをお聞かせいただきまして、その情報を、

耐震に関する専門家でございます町の登録の耐震

診断士及び耐震改修工事店で組織されました宮代

町耐震の会、こちらのほうにお客様の情報のほう

をご提供させていただきまして、個別に相談をし

ていただいております。 

  実績としましては２件、ご自宅の耐震に関する

お悩みでございましたので、そちらをご案内申し

上げました。 

  それと、昨年の10月、地域防災訓練において、

こちらのほうでも２件ほど、ブースのほうを設け

させていただきまして、２件ほど相談があったと

いうことでございます。詳しい内容につきまして

は、ちょっと我々のほうで把握しておりませんで、

内容としましては、ご自身でお住まいの住宅の耐

震の関係でございました。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  １点目の水道事業会計の補助金は分かりました。 

  それでは、決算書153、154ページの関係で、繰

越明許についても分かりましたが、不用額につい

て大きかったのが、そうしますと、道路新設改良

費が360万円ということで、これが一番多いわけ

ですねということで確認したいと思います。 

  それと、東口整備事業の用地補償もやっている

ということなんですけれども。これは用地買収は、

計画の何％ぐらいまで達成しているのか。それと、

達成した面積についても分かると思いますので、

お示しいただきたいと思います。 

  それから、用地交渉、残りあとどれぐらいなの

か、それも併せて、これについてのめどといいま

しょうか、どういうふうな状況になっているのか

も、併せてご説明をお願いしたいと思います。 

  それから、３点目の町道第12号線の関係につい

ては分かりました。これについては、内容は分か

るんですけれども、進捗状況はどういう状況にな

っていますか。その点、お願いしたいと思います。 

  それから、決算書157、158ページの橋りょう維

持費の関係でありますけれども。一応99か所ある

中で、５年に一度で、一応、令和５年度で全ての

点検を終了したということなんですけれども、こ

れは長寿命化を図る、もちろんそれで実施されて

いるんですけれども、これの優先順位というのは、

やはりかなり、橋梁の劣化具合と言ったらいいの

か、その辺どういうふうにして、約５年に一度、

３割ぐらいずつ進めていくに当たって、どう選択

されているのか、どういう順番で長寿命化を図っ

ているのか。その点についてもお尋ねしたいと思

います。 

  それから、決算書159、160ページの町登録の耐

震診断士なんですけれども、あまり詳しいことが

分からないということであればあれなんですが、

ちなみに宮代には何人ぐらいいらっしゃるのか。

宮代町耐震の会ということなんですけれども、こ

れはどれぐらいで会を組織されているのか。その

点分かれば、お願いしたいと思います。 

  あと、西口わくわくロード事業なんですけれど

も、県道と中央通り線との交差点改良工事が完了

してということで、なかなか私は、西口わくわく

ロード事業だけに特化するような進め方について

は異論を持っているんですけれども。今後、駅前

から行くと、東武動物公園あるいは新しい村まで

曲がっていきますよね。それと、駅西口の役場の

駐車場に入る道路も、やっぱり真っすぐ行って、

直線で行かれない、やっぱり多少曲がっていく、

そういうような道路になっているんですけれども、

その辺で、西口わくわくロード事業というのは、

今後どういうふうな展開になっていくんでしょう
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か。その辺も気になりますので、お願いしたいと

思います。 

  それから、最後、東武動物公園駅東口整備事業

の無電柱化なんですけれども、これから詳細設計

に入っていって、実施工事にいくわけですが、こ

れは１回に、すぱっとできないという説明なんで

すけれども、これは、宮代の場合は橋までですよ

ね。僅か短いんですけれども、それでもやはり１

回にできないということは、数回に分けてという

ことなんですけれども、どれぐらい今後かかるの

か。それと、令和６年度では詳細設計に入ってい

るのかどうか、その点も併せてご説明をお願いし

たいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、155、156ペー

ジの不用額に関しまして、ちょっとお聞きしたい

んですけれども、不用額360万円というのはどの

部分なのか。 

○委員（丸藤栄一君） 先ほど、153、154ページの

繰越明許費と不用額が、繰越明許費が３億5,312

万円と言いましたよね。それから不用額が、

4,797万円か。すみません、単位を間違えました。

これの大きい不用額ですね。このとき、道路改良

費で360万円と聞こえたものですから……そうで

すね、ここでの360万円という答弁を聞いたもの

ですから、そのことだと思うんですが、私がさっ

き聞いたのは、特に大きい、不用額の部分で大き

い部分ですよね。はっきり答えていただきたいと

いう意味で聞いたんですけれども、ちょっと聞き

づらいところがありましたので、お願いしたいと

思います。 

○委員長（土渕保美君） 分かりました。 

  答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書153、154ページ、繰越額と不用額の内訳

について、先ほど私のほうで、ちょっと分かりづ

らい答弁で申し訳なかったんですけれども、不用

額4,100万円の中で多くを占めているというとこ

ろで、道路新設改良費が多くを占めている、道路

新設改良費の不用額として約2,900万円程度、そ

の内訳として、先ほど360万円というのは、地区

生活道路整備事業の不用額が360万円程度。ここ

は、ちょっと細かく言いますと、主要町道整備事

業が約25万円、都市計画道路整備事業として

2,500万円程度が不用額となっております。 

  続きまして、決算書159ページ、160ページ、東

口用地の進捗ということですが、現在は、用地の

進捗率として約67％、用地の面積として2,086平

米程度を取得しております。 

  続きまして、決算書155ページ、156ページ、町

道第12号線の進捗ということでございます。 

  町道第12号線、面積ベースで、進捗率が約86％

となっております。こちら、残る地権者について

はもう数名なんですが、今、鋭意交渉中でござい

ます。できれば、来年度には工事をできるような

状況で、交渉を進めてまいりたいなとは思ってい

ますが、ちょっと、今までと理由は、交渉が難航

している理由は変わらないので、引き続き当たっ

ていきたいなというふうに考えております。 

  続きまして、決算書157ページ、158ページ、橋

りょう維持管理事業、長寿命化計画において、ど

のような優先順位で橋梁を整備していくかという

ことでございますが、こちら、点検の結果、３段

階に裂傷度というか、分かれますので、その１が

健全、２が注意が必要、３は修繕が必要というこ

とで分かれておりますので、３がついた場合は、

優先的に修繕していくような状況になっておりま

す。 



－２６１－ 

  ただ、３がつかない橋梁の場合も、橋梁長寿命

化ですので、平準化、修繕を行いながら延命して、

修繕費を縮減していこうという制度でございます

ので、損傷度が２の場合でも、悪いところを計画

的に直していくというような形になると思います。 

  優先的には、やっぱり損傷度によるものなんで

すけれども、橋梁は、コンクリート橋であったり

鉄のメタル橋であったりすると、損傷の場所によ

って、また危険度が違ってきたりしますので、そ

の辺も踏まえながら、担当とコンサル会社と調整

しながら、優先順位を決めていくような形になっ

ております。 

  続きまして、決算書159ページ、160ページ、西

口のわくわくロード整備事業ということですが、

直線で役場まで入っていけないということで、今

回整備した交差点は、都市計画道路にもなってお

るんですが、まだちょっと整備の見込みが立って

いないというので、中央通り線が春日部久喜線と

交差するときに、対向の町道と線形が合っていな

いということで、警察のほうと協議をして指摘を

受けたので、そちらのほうの交差点の改良をひと

まず修繕して、完了させたということになります。 

  わくわくロードにつきましては、今後、エリア

の中で必要な皆様の意見をいろいろ酌み取って、

必要な整備ができたらなというふうに考えており

ますので、以上でございます。 

  続きまして、決算書159、160ページ、東口の整

備についてでございますが、今、宮代町で受け持

っているというか整備をしているのは、駅前広場

の部分でございますので、橋のちょっと手前まで

ですね。橋から少し県道部分ございまして、駅前

広場として広がる部分のみ、町のほうで整備とい

う形になります。 

  多分その小さいエリアで、予備設計、詳細設計

を１回でできないのかという、多分ご指摘だと思

うんですけれども、一応段階を踏む理由につきま

しては、まず参画してもらえる業者の聞き取りか

ら入って、もしかしたら電線共同に入らないとい

う業者もあるかもしれないので、まず一番最初に、

最初から町のほうで細かい設計ができない状況に

なっております。 

  まず予備設計で参画する業者を決めて、それか

ら、いろいろな状況を確認しながら、ある程度予

備段階の設計図面を起こしまして、そこから取り

出しとか詳細について、引込管とか、無電柱化す

る部分としない部分の境目の連携管と言われる部

分なんですが、下から電柱に上がっていく部分と

か、その辺を詳細に決めていくような形になりま

すので、予備設計と詳細設計というふうに分かれ

ていくような感じです。 

  先ほど、予備設計、詳細設計、実施設計という

ふうに言ったんですが、ただ、今年度、詳細設計

を実施しております。実施設計というのは、工事

に入るために必要な数量とか単価とかを見直す作

業になりますので、こちらはそんなにかからない

んですが、直営でできるかどうか、ちょっと分か

らないんですけれども、その辺については、うち

のほうでも縮減するように検討していきますので。 

  ただ、予備設計と詳細設計という流れにつきま

しては、どこの無電柱化整備事業を見ましても、

その流れを踏んでやっておりますので、宮代町の

ほうでも５年度に予備設計、今年度、６年度に詳

細設計を発注しているところでございます。 

  以上です。 

  すみません、答弁漏れがございました。東口の

面積で、残りの面積というご質問があったと思う

んですが、約1,000平米が残りの面積となってお

ります。町道12号線のほうにつきましては、約

600平米が残面積となっております。 

  以上です。 



－２６２－ 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（清水頼孝君） 建築開発

担当主幹の清水です。 

  ご質問いただきました耐震診断士の数、それと

耐震の会の構成でございますけれども、まず、住

宅等の耐震診断を行う耐震診断士につきましては、

町でご登録いただいているのは７名でございます。

いずれも、町内に事務所を有する一級建築事務所

であったりとか建築士さんがご登録をいただいて

いるという形でございます。 

  それと、耐震工事店という形で、耐震の工事を

行っていただく工務店さん、大工さん、そちらの

ほうのご登録いただいておりますのが、12社でご

ざいます。 

  この７名と12社で組織されておりますのが、い

わゆる宮代町耐震の会というところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、１点だけ、東口周辺整備事業の駅前

広場の無電柱化なんですけれども、宮代では初め

ての無電柱化ですから、いろんなほかの自治体の

経験なども踏まえてやっているんだろうと思うん

ですけれども、意外と話を聞いて、時間がかかる

んだなというふうに思いましたけれども、やはり

一番、そうすると、予備設計から、今年度が詳細

設計になって、実施設計に移っていくという中で、

先ほどの答弁だと、やはり業者が参画してくれる

のかどうかというのが一番難しいところなのかな

と、答弁聞いていて、そういうふうに思ったんで

すけれども、その辺は参画業者を決めていくのに、

何が一番難しいんでしょうかということなんです

けれども。 

  もちろん入札しますから、参画するというか、

業者というのは、それは多いほどいいと思います

けれども、どれぐらい予定しているんでしょうか

ね。 

  先ほど答弁を濁していたんですけれども、何を

どういう状況を見ながら、進めていかなければい

けないんですか。その辺、もう少し詳しい答弁を

お願いしたいと思うんですけれども、技術的に難

しいのか、それから入札そのものが、業者がしや

すいようにしていくように持っていくのか、何が

難しいのか。その辺、普通の工事と違うところは、

どんなところなんでしょうか。それで時間もかか

るのか、その辺も併せてお願いしたいと思います。

その１点。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  東口の無電柱化、予備設計についてのご質問で

す。 

  先ほどちょっと私のほうで、参画と申し上げま

したが、無電柱事業につきましては、宮代町のほ

うで無電柱化を行います。今、道路に電柱等で、

例えば東電とかＮＴＴとか通信業者、電力業者と

かその辺、有線とか、そういうのが電柱に共架さ

れているんですが、あと、下には水道管、下水道

管、ガス管ということで、こちらを一まとめにし

て地中化にしようという事業になっております。 

  参画というのは、まず町のほうで、予備設計の

段階で、ある程度その状況を調査して、無電柱化

するならばこういう管路を入れて、こういう形で

進めていきますよ、この形で進めていきますので、

無電柱化したい、入れたい業者さんは、希望を出

してくださいという形になるんですね。 

  無電柱化じゃない場合は、電柱とか電線とかに

なりますので、道路占用という許可を町のほうに
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出していくんですが、無電柱化の区域に指定され

ますと、内容が、電柱が倒れたりして危なくない

ようにしようというものなので、景観のこともあ

るんですが、なので、まずそういう形で、参画の

調査というか希望を取りますので、入札等につい

ては、町のほうで工事をしますので、全て町で一

括で工事はします。 

  最終的に、できた管を入れるための設備をつく

って、そこに入れたい業者さんは教えてください

という形の作業というか、手続を踏んでいるのが、

予備設計の段階です。詳細設計の段階、今、今年

度やっている詳細設計につきましては、その参画

を希望された方と詳細な打合せ、中に入れる線が

どれぐらいなのか、どれぐらいの太さが必要なの

か、今後の需要を見越して、もうちょっと太いの

を入れたいとか、通信線ももっと太いのを入れた

いとか、かなり専門的な分野になるので、私も内

容までは今後、今勉強しているところではござい

ますが、そういう形になってきます。 

  先ほど私が、ちょっと濁したというか、予備設

計は今言ったような、詳細設計、今年やっている

のが、細かく仕様を決めていったりするような状

況なんですが、実施設計というのは、仕様が今年

の詳細設計で決まって、工事発注に向けた単価入

替え等なので、こちらは業者さんにお願いしてい

るんですが、なるべくそこは、うちのほうでも直

営でもある程度できますので、直営もやりながら

そこの費用は縮減していくという、実施設計の費

用は、今までもそうなんですが、縮減はしている

ような形になります。なので、予備設計と詳細設

計の違いはそういう形になります。 

  希望者が、別に難しいとか、そういうことでは

なくて、通信業者、電力業者等が、無電柱化のエ

リアになれば、そこに入らなきゃいけないもので

すから、電柱が許可にならない地区になりますの

で、おのずと中に入れていくという形にはなって

いきますので、特に参画する業者に対して難しさ

と、獲得するとかと、そういうイメージではない

んですけれども、今後、詳細設計の中で、今、駅

前広場の周りに、どういう建物が建つかというの

は、まだ今の段階では分かりませんので、その辺

の需要を調査したり、どれぐらいの管を入れてお

けばいいのかとか、そういうのの調整が、やっぱ

り難しくなってくるというふうに感じております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございませ

んか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  決算書の158ページの都市計画総務事業で、説

明書のほうは、46ページ、47ページの和戸駅周辺

活性化事業と姫宮駅西側周辺活性化事業なんです

けれども、こちらの委託料565万4,000円のところ

で、今、５年度の決算ではございますが、今回、

説明されました西口の企業さんの進出とか、今、

和戸のほうにも企業さんの進出のほうが出ていま

すけれども、こちらに関して、この金額が使われ

て、こういう成果として表れたのかということを

一つお聞きしたいです。 

  それと、決算書の156ページ、これは道路新設

改良費の地区生活道路整備事業のところで、説明

書が183ページですね。 

  ここで、先ほどの委員の質問の中にもあったと

思うのですが、360万円不用だったというところ

で、こちら、道路を新設、思ったよりもする必要

がなかったのか、どういったことで少なくなった

のかをご説明ください。 

  あともう一点、説明書の186ページの公園等環

境管理事業です。決算書が162ページ、こちらは、
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地域のオリジナルパークをつくろう！の事業費も

含まれるとあるんですけれども、町内の28ある公

園を、こちらを整備されている金額だと思うんで

すが、管理事業の中の施設修繕費179万4,000円と、

あと委託料の公園遊具点検業務委託料93万5,000

円とありますが、こちらの公園遊具点検というの

は、公園の中のベンチも入るのか、それを聞かせ

ていただきたいです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○土地利用推進室長（石塚孝信君） 土地利用推進

室長の石塚です。 

  決算書の159、160ページの委託料、産業系土地

利用候補地検討業務委託の565万円についてのご

質問をいただいておりますので、お答え申し上げ

たいと思います。 

  今回、５年度の事業といたしましては、まず和

戸駅周辺ということではなくて、和戸駅周辺を含

めた宮代町全体の活力創出に向けて、もう少し広

域的かつ客観的な観点から、今後の新たな産業系

の土地利用が見込める場所を、様々な観点、道路

状況とか地質、それと、近隣市町へのネットワー

ク道路の関係も含めてなんですが、それらを含め

て調査をさせていただきました。 

  そんな中で、新たな土地利用の候補地として位

置づけられるであろう場所を選定させていただい

ております。この選定作業については、次期宮代

町総合計画の後期実行計画の際に、土地利用方針

図の見直しを見据えた作業となっております。 

  これらの作業と並行いたしまして、和戸駅の周

辺では、高野島におきまして、令和５年度に地元

の地権者による勉強会を組織いたしまして、いろ

いろ検討を進めてまいりまして、今年の７月に、

進出を検討いただいている企業さんが説明会を実

施しております。進出企業については、株式会社

ベルクでございます。 

  また、姫宮駅の西側地区については、先般ご説

明したとおり、株式会社コメリさんが町道252号

線の沿道に、検討を今、予定をしていただいてお

ります。 

  いずれの企業も、前向きにご検討いただいてい

るわけですけれども、やはり出店の時期等につい

ては、まだまだ調整も必要ですし、地権者様の合

意形成にも、まだ時間がかかるということでござ

いますが、できる限り早期に出店が実現できるよ

うに努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当

主幹、折原です。 

  地区生活道路整備事業の不用額等についてお答

えいたします。 

  令和５年度の地区生活道路整備事業の内容とい

たしましては、建築後退用地に絡むもの、あと未

登記に関係するものがメインでございます。令和

５年度予算につきましては、ある程度、令和４年

度の決算等を見込んだものを、予算額という形で

入れているところでございますけれども、実際、

令和５年度の建築後退用地の届出等が令和４年度

よりも少なかったというところから、300万円ち

ょっとの不用額が発生しているところでございま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） 主幹、島

村です。よろしくお願いいたします。 

  決算書161ページ、162ページ、説明書181ペー
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ジの公園等環境管理事業の遊具点検の委託につき

ましては、こちら、昨年度、令和５年度につきま

しては、遊具の点検を100基、それ以外について

は77基で、合計177の公園の遊具や施設について

点検をしております。 

  遊具につきましては、毎年度、全ての遊具につ

いて点検はしておるんですけれども、ベンチであ

ったり、水飲みであったり、公園等の公園施設に

つきましては、全てを毎年やるということは予算

的に難しいので、年度で分けて点検を発注してお

ります。 

  ベンチにつきましては、令和４年度に発注させ

ていただいて、令和５年度には入っておりません。

ベンチが壊れた場合につきましては、先ほどお話

のあった修繕費のほうで修繕をさせていただいて

おりまして、令和５年度につきましては、学園台

ゆりのき公園のベンチの撤去を、こちらの修繕費

から支出いたしました。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  和戸駅、姫宮駅周辺は承知いたしました。それ

と、地区生活道路のほうも分かりました。 

  今の公園の修繕なんですけれども、オリジナル

パークのほうにすごく注目がいって、お金もかけ

られて、草刈りロボットとか、そういうものも入

っていると思うんですけれども、同じ地域に住ん

でおられる方で、近くにある公園のベンチを直し

てほしいとか、そういう声がございまして、オリ

ジナルパークのほうにたくさんお金使っていて、

こっちのほうは直してもらえないのかなという、

ちょっとご意見等ありましたので、ベンチ、今、

なかなかできないということでしたが、チェック

も今の遊具とは別にやっているということですが、

そのあたり、どのぐらい壊れてというか、木製だ

ったりしたりするものが、結構、何年ごとぐらい

に交換されていたりするんでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） 決算書

161ページ、162ページ、説明書181ページで、修

繕ということなんですけれども……186ページ、

ごめんなさい。 

  特に何年ごとという決まりはないんですけれど

も、壊れましたら修繕させていただいております。 

  今現在、修繕をしてほしいというところは、修

繕というか、壊れてはいないんですけれども、交

換をしてほしいという公園は、学園台地区と和戸

地区で１か所ずつあります。それは今年度、予算

の状況を見ながら、直させていただきたいと思っ

ておりますので、ご了承ください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 今まさに言っていただいた

学園台地区だったんですけれども、やっぱり学園

台にオリジナルパークができるので、どうしても

そこと比較してしまうようで、早めに改良してい

ただけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、まちづくり建設

課の質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  鈴木委員。 
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○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  １点分からないことがあるので、お聞きします。 

  説明書の16ページなんですけれども、道路使用

料という項目があるんですけれども…… 

〔「何ページ」と言う人あり〕 

○委員（鈴木次男君） 16ページです。 

  道路使用料なんですけれども、1,000万円以上

の使用料が入っていますけれども、この町に有料

道路というのはないような感じなんですけれども

…… 

〔「占用料。使用料」と言う人あり〕 

○委員（鈴木次男君） 使用料の中の占用道路。 

  すみません、あるんですけれども、ここ、

1,000万円以上の使用料が入っていますが、どの

ような道路のことか、詳しく説明をお願いいたし

ます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当、

折原でございます。 

  こちらの道路使用料につきましては、主に道路

占用料ということで、電柱とか、あと、そこにか

かっている線と、一応こういったところの占用料

の金額が、約1,000万円あるというところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、この使用料とい

うのは電柱ということなので、占用料は毎年、置

いてあれば、ずっと毎年入ってくるという形の金

額でよろしいのでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当

主幹、折原です。 

  委員さんおっしゃるとおり、そこに道路を使っ

て、例えば電柱がある、電柱と電柱の間の共架し

ている線があるということであれば、毎年占用料

として、ある一定の金額が入ってくるという内容

でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 最後の質問になりますけれ

ども、去年４年度よりも５年度にかけて、６万

6,000円と若干増えているということは、これと

いうのは大体、やっぱり毎年、電柱というのは増

えていくものなのか、変わっていくとか、無電柱

化とかもあるので、そうなった場合は減るとかと

いうのは、見込みとかというのはあるものなんで

しょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当

主幹、折原です。 

  よくあるケースというものでいきますと、例え

ば開発帰属道路で道路が新たに整備され、認定道

路として上がってくると。大体そういったところ

に関しましては、電柱とかが入ってきますので、

基本的には増加傾向にあるというのが考えでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） こんにちは、佐藤でござい

ます。 

  幾つかお尋ねしますので、よろしくお願いいた

します。 

  まず、決算書の160ページに該当すると思うん

ですが、説明書のほうで申し上げますと36ページ、
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わくわくロード事業のほうに入るかと思いますが。

これ、第５次総合計画の42ページにもありますよ

ね。 

  これの進捗が、令和５年度は、下のほうの前期

計画とその工程のところにも、いろいろとありま

すが、特にこれの一環だと思うんですけれども、

昨年度の５月ぐらいに、そこのセキ薬品と役場の

スキップ広場との間に、竹を中心にした道路のと

ころに何か造ったのがあって、課長のほうにもお

尋ねした件がありましたが、非常に何か、僕のと

ころには何件も、何だあれはとか、あと、僕は見

ていないんですけれども、反対側のバス停のとこ

ろに造ったものですから、危なかった事例もあっ

たらしいんですけれども、これ、町民とのアイデ

アで、いろいろやったようにはお聞きしておりま

すが、これで60万円から80万円ぐらい、たしかか

かったと思うんですけれども、これはどういった

意図で、どのような効果があってとか、そのよう

なところが、ちょっと僕が探した限りでは、説明

書等にも出ていなかったので、ここの説明と、あ

と……令和５年度ですよね、これね。４年度です

か、ごめんなさい。 

  じゃ、ちょっとここのところは、その後やらな

かったという理由というのが、４年度のときにど

のような、途中経過で聞いたときは、６件ぐらい

よかったというのもあった、一時期は批判もあっ

たというのがあって、そういうのをベースに、５

年度やっていないとお聞きしておりますが、その

やらなかった理由というのと、あとまた、これに

ついて、予算と決算の差がちょっとあるかなと思

いますので、そこの説明をお願いいたします。 

  次に、決算書のほうで160ページ、説明書のほ

うで185ページになります。 

  前段の委員、何名かあったので、簡単になると

思いますが、一般住宅耐震対策事業ですね。こち

らのほうが、あまり知れ渡っていないというふう

にお聞きしておりますが、これも予算決算の額の

差が随分とあって、申請件数が先ほども、窓口・

電話の問合せ件数が２件とご説明いただきました。

実際、補助が１件、ブロック塀等の撤去補助２件、

このブロック塀等は、チラシも作ってあるのは承

知しておりますが、ほかのに埋もれて見当たらな

い。 

  数年前にある議員が、ちょうどこの場で質問し

たのも、僕、覚えておりますけれども、傍聴して

いて。こういうふうな形のものを１件ぐらいであ

ると、本当、費用体効果の部分で、周知されてい

ないということになりますから、広報紙やホーム

ページ等により、各種制度の周知は分かりました。

その各種制度というのが、ここでいう一般住宅耐

震対策事業において、何件あるのか分かりません

けれども、こういうところで埋もれてしまうとい

う形で、１件のために何人も職員の方が話し合っ

て、いろいろやって、予算組んでとかとやって、

結局１件、４年度はゼロ件というふうな形になっ

ておりますので、ここのところも、どのように今

後も考えていくのか。また、昨年度の検証は、ど

のように課のほうでやっていらっしゃるのかをお

尋ねしたいと思います。 

  次に、決算書の156ページになります。 

  説明書では、ちょっと分からなかったんですけ

れども、道路維持管理事業というのが、上から５

行目ぐらいにございますが、お聞きしたいのは、

多分委託料の３、４、５に当たると思うんですけ

れども、道路清掃業務委託料、街路樹管理業務委

託料、道路除草業務委託、この辺と、あと都市計

画道路のその下の道路整備事業の道路用地草刈り

委託、草刈り関係でよく聞くのが、歩道があろう

がなかろうが、自転車は基本的に、乗っていると

きには歩道でなくて車道ということになっており、
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道のほうに随分とはみ出している木とかがあると、

昼間だったら見て避けられるけれども、夜は当た

った瞬間に気がついて、びっくりして車道のほう

に出てしまったというのが、危ない思いした。僕

も対向車で見ていて、車がこっちにはみ出して、

危ないなというのは見たことがあって、うちの近

所で気がついたのは、お伝えしたら県道であって

も、県道のほうに連絡してくださって、切っては

いますけれども、これをどういった形で情報収集

して、あそこがいっぱい、歩道を歩けないぐらい

に草が生えているよとか、いろいろあるとは思う

んですけれども、どういった形で情報収集し、調

査して、優先順位を当然つけられると思うんです

けれども、その具体的な方法というのはどのよう

になっているのか。 

  以前から、当選する前、議員になる前の町民の

ときからも、いろいろ言っていましたけれども、

例えばバスのドライブレコーダーを３か月に１回

でも早送りで見て、ああ、ここのところは草がい

っぱいあるなとか、わざわざ課のほうで、そのた

めだけにぐるぐる回らなくても、時間短縮でやる

方法はいろいろとあると思うんですよね。町民生

活課でも、５台のパトロールカーでドライブレコ

ーダーついていますから、そこのところを見せて

もらうとか、あと口頭で聞く、バスの運転手さん

あたりでも、以前停留所のところに草がありまし

たけれども、そういうふうな情報を、できればそ

ちらから教えてくださいじゃなくて、そういうの

気がついたら、一元的に町民生活課なり、まち建

のほうなり、集まるような仕組みをつくるように

という、アイデアとしてお伝えしたことあるんで

すけれども、その後どうなっているのか。そうい

うところで随分下がってくる。 

  あと、委託料というのが、どのような形で業者

選定をなされているのか、また、これが適切なの

かどうかというのがちょっと分からないので、ご

説明をお願いいたします。 

  次に、先ほどの前段の委員の16ページに当たる

のかどうか、ちょっと僕、分からないので、これ、

まち建、町民生活課になるのかな。主に公共施設

の利用者に、説明書の16ページですけれども、使

用料及び手数料の。公共施設の利用者に負担いた

だく使用料のところに、公民館は入るけれども、

進修館とか、そういうところは入っていないとい

う理解でよろしいでしょうかね。入っているんで

あれば、ちょっと説明を求めたいですけれども。 

○委員長（土渕保美君） 課が違います。 

○委員（佐藤将行君） 分かりました。ありがとう

ございます。では、ここのところは省きます。 

  次に、説明書の186ページの公園の、前段委員

もお尋ねしていたんですけれども、そこのところ

ではなくて、一番上のはらっパーク宮代の利用状

況というところで、グラウンドゴルフが3,348も

減少している。アーチェリーが1,790も急増して

いる。これ、どのように判断されているのか、検

証しているのかというところをお尋ねいたします。 

  これ、プラマイでなのかどうか分かりませんけ

れども、結果的に予算と決算、そんなに相違はな

いんですけれども、ただ、ちょっと僕、理解でき

なくて、ごめんなさい、一番上の米印で、42ペー

ジの地域のオリジナルパークをつくろう！の事業

費を含みますとなっているから、ちょっと見方が

分からないので、申し訳ないんですけれども、こ

この説明をお願いいたします。 

  特にグラウンドゴルフとアーチェリーが、差が

顕著なので、できればここ５年間ぐらいの増減の

ほうが分かるんであれば、お伝えいただきたいと

思います。 

  次に、西口周辺整備事業、これ一括というか、

併せてお尋ねしますけれども、東口整備事業、
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160ページになります。これが、説明書のほうだ

と……いいです、話しながら探します。 

  これの委託費が、両方とも同額になっているの

ですけれども、たしか東口も西口もね。そこのと

ころが、何ゆえ同額であるのか、やっている内容

は違うのにというところのご説明をお願いしたい

と思います。 

  次に、決算書の156ページになります。 

  都市計画道路整備事業というのがございまして、

18番目に橋梁新設負担金816万3,355円というのが

ありますが、これはどこの橋梁の新設を指してい

て、また、この負担金というふうな中身、また、

一昨年度、昨年度、今年度と、これがどのように

変わっていくのか。800万円と、1,000万円近いも

のですから、額も大きいので、これをお尋ねした

いと思います。 

  先ほどの、ごめんなさい、東口のは別ですね、

すみません。 

  あと、決算書の158ページ、これ、僕が間違っ

たかもしれないな……ごめんなさい、先ほどの委

託費の、僕が間違えました、訂正いたします。 

  説明書の46、47で、にぎわい……ごめんなさい、

違うな。46、47ですね。和戸駅周辺活性化事業と

姫宮駅西側周辺活性化事業ですね。先ほどの、ち

ょっと訂正いたします。 

  これの真ん中にある委託費というのが、565万

4,000円というふうにぴったり一致しているのが、

なぜなのかというところと、だから、そこのとこ

ろ、この書き方だとそういうふうに読めてしまう

ので、一応、念のために確認ということでお尋ね

いたします。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  １問目、決算書160ページ、説明書36ページ、

東武動物公園駅西口わくわくロード事業というこ

とで、こちらについては、先ほどの委員がおっし

ゃられた事業は４年度の事業ですので、５年度に

つきましては、事業の内容といたしましては、歩

きたくなるまちづくりシンポジウムということで、

シンポジウムを開催させていただきました。委託

費としては、イルミネーションのほうを設置させ

ていただきまして、こちらのアンケート調査等を

行っております。 

  予算と決算の差ということですが、こちらにつ

いては、委託費のほうと工事費のほうで、請負の

差金等も含めて圧縮されたということになります。 

  続きまして、６番目の質問の決算書157ページ、

橋梁新設改良費の負担金の内容ということでござ

いますが、こちらにつきましては、杉戸県土整備

事務所、埼玉県のほうで実施しております、姫宮

落川にかかる寺の前橋宮代町道で行くと1598号線

の架け替え工事、こちら河川改修によって、町道

が架け替えられるんですが、宮代町のほうも道路

の橋梁の拡幅と橋長の延長ということで、それ相

応の負担が発生しますので、そちらの負担金のお

金となっております。 

  事業期間は令和６年度まで、令和２年から令和

６年度までで、県のほうで進めておりましたが、

事業のほうが少し遅れておりますので、今の時点

では６年度、今年度予定なんですが、まだ今年度

の事業が１年ぐらい遅れていますので、もうちょ

っとかかるかなというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当、

折原です。 
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  委員さんのご質問ありました決算書の156ペー

ジ、道路維持管理事業の委託料、こちらについて

ご説明いたします。 

  幾つかある委託料で、草刈りということでご質

問をいただいております。町のほうで草刈りを施

行する順番としまして、あるいは、また情報の提

供、情報を入手する仕方といたしましては、基本

的には毎年草刈りを実施しているところに関しま

しては、ある程度予定を立てて、ここの路線は草

刈りが出てくるなというところが、定番として持

っているところがあります。 

  また、地元からの要望とか苦情というのもあり

まして、それが県道であれば、県道のほうに情報

提供して、それが町道であれば、町のほうで実施

させていただくんですけれども、最近の傾向とい

たしますと、例えば農村部の町道というんでしょ

うか、農家さんとか通作でしか使わないようなと

ころの道路とかの草刈り依頼とかも、あるはある

んですけれども、なかなか荒廃農地が増えてきて

いるところに関しては、そういったところが目立

ってきているというところが現状でありますので、

感覚としては日々、毎年、草を刈る面積とか箇所

というのは増えてきているなという感じがしてお

ります。 

  ある程度、定番のところに関しましては、草刈

り、例えばシルバーさんに、ここという形で場所

を選定して委託したり、あるいは単価契約という

ことで入札で決めて、単価契約でここを頼むよと

かという形の発注方法がございます。あと、ほか

の委託料のところにつきましては、道路側溝清掃

業務委託に関しましては、小規模な箇所ですかね、

こういったところに関しては、随意契約で施行し

ているところが多いです。 

  あと、道路清掃業務委託料につきましても、こ

れは予算の執行状況によって、施行する範囲が決

まってきてしまうんですけれども、一応こちらの

金額によって、随意契約もしくは、金額が大きく

なれば入札という形になります。 

  街路樹管理業務委託につきましては、施行する

場所というのが、街路樹がある学園台、和戸、東

姫宮方面、こちらあるんですけれども、こちらに

つきましては、随意契約、複数の見積りによって

業者を決めております。道路除草業務委託につき

ましては、こちらにつきましては、先ほどと説明

が重複するかもしれないんですけれども、シルバ

ーに随意契約で結んだり、あるいは単価契約を結

んで、入札ですね、単価契約を結んで執行したり

というところがあります。 

  続きまして、ちょっと私、聞きそびれてしまっ

たかもしれないんですけれども、橋梁新設負担金

ですか、先ほど委員さんのほうで、816万3,355円

というような形でお話があったと思うんですけれ

ども、こちらにつきましては、町道252号線の延

伸の関係で、春日部市のほうで設計等を行ってい

るものに対して、負担金を出しているものでござ

います。 

  委員さんおっしゃられるように、800万円とい

う高額な金額で、これがいつまで続くのかという

ようなお話でございましたが、こちらにつきまし

ては……すみません、私のほうで認識違いがあっ

たかもしれないんですけれども、252号線のほう

でよろしかったですかね。816万3,000円。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、156ページ

の都市計画道路整備事業、下から３分の１ぐらい

のところにある橋梁新設負担金のことです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） すみませ

ん、お時間いただきまして、ありがとうございま

す。 
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  春日部市へお支払いする負担金のほうでござい

まして、こちら800万円ちょっとということで、

結構なお値段がかかりますと。 

  じゃ、将来的にはどうなのかという話でござい

ますけれども、こちらの252号線の延伸につきま

しては、一応目標としますと、令和10年度までに

工事のほうを完了させる目標があります。それに

伴いまして、新しい橋、隼人堀川に架かる新しい

橋に関しても併せて、それに伴って供用開始でき

るように、春日部市の区画整理組合のほうでも進

めているかと思うんですけれども、この負担金に

つきましては、橋梁の設計・施工に関する負担金

でございまして、実際は、あくまでも予定という

ことなんですけれども、負担金につきましては、

令和10年度ないしは令和11年度ぐらいまで負担金

が発生してくると思われておりまして、金額のほ

うにつきましては、工事のほうになりますと、や

はり金額のほうが高くなってくる見込みでござい

まして、そのピークが、令和８年度から令和10年

度が、負担金が高額になるピークと思われます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（清水頼孝君） 建築開発

担当の清水です。よろしくお願いいたします。 

  ご質問いただきました一般住宅耐震対策事業の

周知等でございますけれども、町といたしまして

は、先ほどお話しさせていただきました、いわゆ

る地元建築士さん、工務店さんで組織していただ

いております宮代町耐震の会の皆様と連携をさせ

ていただいて、制度の周知のほうを図っていると

ころでございますけれども、耐震診断であったり

耐震改修という形になりますと、やはり若干、大

きな地震があったりとか、そういったときには、

やっぱり皆さん関心が高いということで、今年の

１月１日に発生しました能登半島地震と、１月以

降につきましては、実際にお電話であったりとか、

あと窓口のほうにお越しは、結構いただいている

状況ではございます。 

  実際にそこから、ご連絡先とお名前をお伺いさ

せていただいて、耐震の会のほうに相談のほうを

申し上げましたのが２件という形でございまして、

実質的には相談としまして、正確な数字はちょっ

と把握はしておりませんけれども、大体10件近く

はいただいているのかなという形で考えていると

ころでございます。 

  今後につきましても、やっぱり町の広報紙、そ

れとホームページ、それとあと地域防災訓練、そ

ういったところで、耐震の会の皆さんと協力しな

がら、連携しながら、住宅の耐震化のほうの周知

のほうを図っていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） まちづく

り建設課主幹、島村です。 

  ご質問いただきました決算書161ページ、162ペ

ージ、説明書186ページのはらっパーク宮代の利

用状況ということで、多目的広場でご利用いただ

いているグラウンドゴルフの利用人数の減少の理

由でございますが、主な理由といたしましては、

屋外の施設であること、また、利用者の多くが高

齢者であることから、近年の猛暑をはじめとした

気象状況を理由に、利用を控えたためと考えてお

ります。 

  また、多目的広場をご利用の多くは、団体の方

がご利用をいただいているんですけれども、団体

の加盟人数も減っているということをお聞きして

おります。 
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  また、アーチェリーが増えたということなんで

すけれども、こちらはコロナ禍で大会が減ってお

りました。その大会等が、コロナが落ち着いたこ

とにより戻ってきたということになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○土地利用推進室長（石塚孝信君） 土地利用推進

室長の石塚でございます。 

  決算書160ページの都市計画総務事業のうちの

委託料565万4,000円と、説明書46ページ、47ペー

ジの和戸駅周辺と姫宮駅西側周辺事業の金額につ

いてご説明申し上げます。 

  こちらの565万4,000円については、前段の委員

さんでもご質問いただいたとおり、和戸駅、姫宮

駅を含む宮代町全体で、土地利用について検討さ

せていただいたものでございます。 

  掲載の方法といたしましては、案分してという

わけにもなかなかいかないということもありまし

て、同じ金額を再掲という形で載せさせていただ

いております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  では、再質問のほうに、まず答弁漏れのほうで、

歩きたくなるのシンポのほうで、160ページのや

つで、イルミネーションがどうのこうのと話が飛

んだんですけれども、要は竹でやった令和３年度

のが、４年度にまた続けて行われなかったという

ことについて、どのような検証をして、その結果、

行われなかったとなったと思うんですけれども、

その説明がなかったので、まずそこの答弁漏れの

ほうをお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  続けて行われなかった理由というのは、竹で作

った道路に出して、社会実験を令和４年度に行わ

せていただいたんですけれども、こちらは、その

イベントをやるためにやっているわけではなくて、

令和４年度にまちづくり基本構想をつくるために、

市民参加を何回か行って、その中で、市民から出

たアイデアを基にやってみようということになり

ましたので、あれを続けるためにやったものでは

なくて、社会実験として行わせていただいている

ので、それで皆様の意見をいろいろ聞き取って、

いろんな意見がございましたので、それを基に基

本構想を作成していったということになります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） では、再質問に移らせてい

ただきます。 

  まず、今の社会実験、社会実験と、何回も何回

もおっしゃいましたけれども、社会実験であろう

が何だろうが、予算を組んでやったものですから、

きちんと検証がなされていなきゃおかしいはずな

んですけれども、今のご答弁を伺った範囲では、

市民からのアイデアを基にと、それで市民のほう

に責任転嫁しているようにも聞こえますし、社会

実験としてやった、単発的に、実験であれば、ど

ういうふうなことを検証したいから実験した、そ

れを行った結果、どのような効果があった、プラ

スマイナスあった。それで結果、翌年度やらない

というのが自然な流れで、そのことをホームペー

ジでも、また議会の場、少なくとも、ごめんなさ

い、僕は町民だったので、傍聴していなかったと

きがあったらごめんなさいですけれども、少なく

ともホームページの資料ではなかったですけれど
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も、あれに関しての検証というのを見た記憶がな

いものですから、そこのところのきちんと、この

町が一番できていない検証、また、そういう資料

も残していないというところを確認する意味でお

尋ねしたので、そこのところはお答えいただきた

いと思います。 

  また、予算決算の差、この件に関して、160ペ

ージのところですよね、決算書で。 

  先ほど、イルミがどうのこうのとか、いろいろ

ありましたけれども、請負との差で圧縮というふ

うに、抽象的なことで説明がありましたけれども、

それは請負とか事業、竹のほうをやらなくてイル

ミやったとか、違いはあるんですけれども、ちょ

っと説明が不足だなと思いましたので、そこもお

願いいたします。 

  橋梁負担金の内容、157ページのほうは、これ

はありがとうございます、分かりました。 

  次に、決算書156ページの道路維持管理の、簡

単に言っちゃうと草刈りのですけれども、これも

答弁漏れに近いような形に僕は捉えましたけれど

も、要は情報収集を定期的にとか、あと、最近こ

れ、ごめんなさい、僕は草木とか専門家じゃない

ので、そういう詳しいという、自称詳しいという

友達とかにも言われて、温暖化で草とか伸びるの

も早いから、例えば今まで10月ぐらいに見ればよ

かったのが、９月のときで草が大きくなっちゃっ

ていて、それで歩道を圧迫するとかというのもあ

るんだと思うと。あとは、除草剤とかきちんとや

っているのかとかいうのもありますけれども、実

際問題、対処の部分もありますけれども、情報収

集のことを僕自身は、ちょっと前々から、何度も

窓口でもお話しさせていただいておりますけれど

も、５次総で、縦割り行政からの脱却で横串だと

言っておきながら、行くたびにお聞きしても、全

然そういうのは伝わってこないので。 

  例えば宮代町の役場の職員の方って、町民の方

も多い、在住している方も多い、また車通勤の方

も多い。そういう人が通っていて、ここ危ないん

じゃないのか、そういうふうな情報というのが自

然に入るようにというか、できているのかどうか。

そういうことも以前、ご提案というか、お聞きし

たんですけれども、どうも担当が替わったりとか、

年度が２年度前ぐらいになると、伝わっていない、

聞いていないというのを度々聞くものですから、

そのような内部的な情報交換も含めて。 

  また、先ほども、ちょっと休憩中にもお話しさ

せていただきましたけれども、担当課だけでやら

ないで、そういうところの情報を基に、じゃ場所

分かったから、いきなり行ってという形でやった

りとか、それを計画に優先順位的に組み込んでい

ってやれば、わざわざ職員の方が行ったりとかし

ないで、時間も効率的に図れると思うんですけれ

ども、そのようなところ、決算の令和５年度のほ

うはしようがないにしても、今後も含めて、その

ような効率化のことをやっていこうとしているの

かどうかというところも、併せてお尋ねしたいと

思います。 

  そうですね、特に小学生、中学生が、通学路、

こういうところは、特に中学生は自転車でいて、

これも僕も体験しましたけれども、やっぱり夕方

から夜になってくると見えないで、枝がぴんと出

ていたりとかすると当たるんですよね、普通に、

自転車で通っていてもね。そういうところも含め

てのチェックが、ちょっと甘いんじゃないかなと

いうふうに思っているので、ご説明お願いいたし

ます。 

  橋梁の負担金のほうは、先ほど細かくはありま

したけれども、令和８年から10年がピークという

ふうな……ごめんなさい、決算書のほうの156ペ

ージですね。816万3,350円、そうですね。８年か
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ら10年に、延伸の関係でピークというふうにおっ

しゃっていたということは、これよりもさらに増

えていくということでしょうけれども、見込みと

いうか試算というか、どれぐらい増えていくよう

な計画でいらっしゃるのかというところをお願い

いたします。 

  また、ピークを超えた後の減り方というのもど

んな感じで、要するに総額的にどうなのかと、で

きればグラフがあって、山があってというのが、

見える化できればよかったんですけれども、その

ようなところをざっくりで構いませんので、細か

いことは後でお聞きしますので、よろしくお願い

いたします。 

  次に、耐震事業の件で、たしか158ページです

ね。10件近くの相談がありとなっていますけれど

も……ごめんなさい、160ページ、ずれていまし

た。そうですね、ごめんなさい。説明書は185で

す、ごめんなさい、私がミスです。 

  耐震事業、10件近くの相談がありというふうな

説明を先ほどいただきましたが、これは、調べて

いるかどうか分かりませんけれども、例えば耐震

事業のほうで、町として、耐震の修繕というか、

対策が必要と思われる、空き家のほうと似たよう

な発想になってしまいますけれども、町として、

本当はこれくらいの世帯の方がざっくりで必要な

のになというのは、ある程度は把握されていると

は思うんですけれども、それはどれくらいなのか。

それのうちの10件近く相談があったというふうに

理解はしているんですけれども、先ほど10件近く

の相談が。その中で、さらに10分の１の１件がと

かという話になってはいますけれども、もっと伝

え方で、個人が持っているところであれば、ちょ

っと難しいところもあるかもしれないので、そう

いうふうな、例えば広報みやしろに、こういうふ

うな建物は耐震が必要ですよとかというふうなモ

デル的な図を出したりとかして、もっと訴えるよ

うな形をしなければ、これ伸びていかないし、実

際問題、特にお年寄りの世帯は、逃げるのもでき

ないしで、年金生活でそういうところも気が回ら

ない、目が届かないというところもあったりとか

しますので、そういうところも含めて、まずそも

そも町として、どれぐらいの情報を持っているの

かというところをお願いいたします。 

  はらっパークのこと、162ページのところに関

しましては、ある程度理解はいたしました。特に

はらっパークのところは、屋外、高齢、あと団体

の減少、参加加盟者の減少というところはあるか

と思います。 

  一方で、夏の頃は特にそういうのがあるでしょ

うけれども、であれば、例えば秋から冬、春にか

けて、暑くないときの、そういうふうな活用方法

を提案してみるとか、ほかのところはどのように

やっているのかとかというふうな提案的なところ

も加味した上で、やってみたらいかがかなと思い

ます。 

  アーチェリー場の件は、これ、アンケート取っ

たりとかしたのかどうか分かりませんが、町とし

てのこうではないかという決めつけなのかどうか

というところか分かりませんが、一応コロナ減、

コロナを理由にはしていらっしゃいますけれども、

そこのところは何を根拠に、先ほどのはらっパー

クの件もそうですけれども、高齢だからとか屋外

だからとかというのは、ぱっと説明すれば、そう

なのかなと思いますけれども、実際、これまで使

っていた人が使わなくなった、そういう方たちに

対して、実際にお聞きしたりとか、アンケート取

ったりとかしたのかどうかというところも含めて

なのかどうか、先ほどのご説明がね。というとこ

ろをお答えいただきたいと思います。 

  姫宮、和戸の件は、先ほど休憩中にも確認した
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ので、私自身は分かっていたんですけれども。こ

れ、一般の人が読んだときに、ばらばらに読めて

しまうので、例えば委託費の565万4,000円のが、

和戸駅のほうでは姫宮駅西側周辺活性化事業を含

むとか、そういうふうな形の読みやすさのほうを

もうちょっと考えて、これは希望でいいですけれ

ども…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、ページ数をお

願いします。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、説明書の46、

47ページでございます。 

  ちょうど見開きになっているので、余計、これ

ちょっと質問も多く受けたものですから、一応確

認としてお尋ねしたんですけれども、普通に見る

と、やっぱり事業名が違っているので別で、何で

これが一緒に金額なんだというふうに言われて、

僕も答えに窮したところも、うっすら聞いてはい

たけれど、あったものですから、確認として聞か

せていただいたので、内容は分かりました。先ほ

どの説明で確認ができましたが、説明というか例

えば44ページの一番上で、令和４年度からの繰越

しも含みますとか、令和５年度予算のうち令和６

年度に繰り越していますとか説明があるように、

これの委託費のほうが、これだけではないという

のは分かっておりますので、姫宮のほうを含む、

右のページは和戸のほうを含むというふうに、こ

れは希望になりますけれども、そういったのが一

つの例として、一応上に姫宮駅、再掲というのは

書いてありますよ。書いてありますけれども、や

っぱりここのところを読んだ後に、ここにたどり

着くわけですから、そこのところをちょっとお願

いとして伝えておきます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、まちづくり建設

課の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  主査。 

○道路担当主査（鷺谷栄一君） 道路担当主査、鷺

谷です。よろしくお願いします。 

  決算書の156ページで、草刈り等、苦情とか要

望の情報収集をどのようにしているかということ

で質問がありましたが、まず道路担当自体が、要

望、草刈りだけではなくて、いろいろな苦情とか

が毎日のように来ます。その中で、例えばそうい

う草刈り以外の苦情の際とかでも、町内全域、草

が伸びているとか、繁茂しているとか、あと樹木

が生い茂っているとか、そういうのは確認するよ

うにしております。 

  ただ、それだけではなくて、町民の方、住民の

方、今日来られている委員の方も入りますが、そ

ういった方からの話で、こちらのほうに話が来る、

道路担当のほうに話が来るということが多々ござ

います。ただその話も、住民の方も道路に言った

らいいのだか、町民サービスとか環境に言ったほ

うがいいのだかとか、あと農政とか、あと財政担

当、管財担当とかに話がよくいくことがあるんで

すけれども、そういった話の中で、この部署は道

路担当だろうとか、この部署は農政担当だろうと

か、そういうので横とのつながりで、道路担当の

ものについては道路担当に来ることが、来るとい

うか、そういった情報共有はしております。 

  今現在なんですけれども、シルバー人材センタ

ーに随契で、町内27か所の草刈りをやってもらっ
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ております。ただ、その中で27か所、シルバーさ

んが草刈りやりました。やって、職員もそれを確

認しに行ったりもしております。そういった中で、

ほかのところで草が生えているとか、そういうと

ころが特に今年は多いような気がするんですが、

職員のほうが確認して、ほかのところでも頼んで

いないところも、草が生えていれば直営で刈った

りとか、シルバーに頼んでいるところであれば、

シルバーにやってもらったりとかもしてもらって

おります。 

  ですので、苦情とかそういったものについては、

いろいろと情報収集は、他部署からの話とか、あ

と住民等からの情報、苦情とか、そういった話が

ありまして、草刈りとか、そういった管理につい

てはやっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書160ページ、説明書36ページ、東武動物

公園駅西口わくわくロード事業の社会実験、令和

４年度に行ったものが、どうして続けて行われな

かったか、その説明をということですが、令和４

年度に行った社会実験については、基本構想をつ

くる上で、市民参加により提案された意見等をま

とめて、パークレットの設置という実験を行った

んですが、これによって基本構想の中で、この社

会実験についての振り返り、経緯、目的、手続や

アンケートの結果、実験の結果等はまとめており

ますので、こちらの社会実験が続けて行われると

いう、なぜ続けて行われなかったのかということ

の回答になりますと、こちらは基本構想に向けた

社会実験で、基本構想の中で、その経緯について

はまとめているということで回答させていただき

ます。 

  あと、予算決算の不用額の話だと思うんですけ

れども、西口周辺整備事業につきましては、不用

額、節ごとに言いますと、需用費が20万円、委託

料で72万円、工事請負費で179万円の不用額が出

ております。 

  こちらについては、当初、社会実験というか、

４年度までの基本構想を策定するに当たって、い

ろいろ市民の方からの声をいただいたり、どのよ

うに整備していくかという話の中で、昨年度もご

説明させていただいたと思うんですけれども、大

規模な整備は、ちょっと今の段階では難しいとい

うことで、基本構想の中でも整理しておりますの

で。 

  ただ、公園のようなコミュニティ道路というコ

ンセプトがございまして、その中で、社会実験の

中でも、例えば休憩施設がとてもよかったとか、

そういう意見もいただいております。そのような

意見を基に、今後、整備する工事を検討していく

んですが、５年度の段階では、その分の工事、ま

だ今後、検討が必要ですので、その検討に要した

ため、工事費が使えなかったということと、ほか

に修繕工事等もありましたので、そちらの差金と

か、そのような形で、このような不用額が生まれ

ております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） 決算書160

ページ、説明書185ページの耐震の関係になると

思います。 

  こちらにつきましては、相談件数が少ない理由

といたしまして、そもそもなんですけれども、耐

震補助の対象というと、昭和56年以前の住宅とい

うこともありまして、持ち主、家主の方も既に高
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齢化であるというところですね。あと、資金面だ

けでなく、やっぱり意識の面でも、なかなか耐震

に踏み切るということができないのかなというと

ころでございます。 

  いざやるとなると、何百万円もかかるものです

ので、やっぱり持ち主が高齢化ということも大き

な要因じゃないかなというふうに思っております。 

  こちらの耐震の関係につきましては、耐震改修

促進計画というものがあるんですけれども、こち

ら、当初つくってから、令和３年に更新をかけて

いるんですけれども、その時点では、策定時点で

87％、耐震の率が進んでいるということでござい

ます。それが、令和７年度の更新、５年ごとに見

直しなんですけれども、こちらの間に、目標とし

て、95％という目標に向かって進めているところ

でございます。 

  ただ、先ほどの説明のとおり、なかなか今、増

えないという状況にありまして、ちょっと今、数

字的なものは出ていないんですけれども、恐らく

90％近くにまでは上がっているんじゃないかとい

うふうに思っております。 

  そのような形で、先ほども説明させていただい

たんですけれども、ＰＲとして、耐震の会等、協

力を得まして進めているところでございまして、

ホームページ等、広報等を使ってやっているとこ

ろでございます。 

  今年度の新しい取組といたしましては、ＬＩＮ

Ｅの登録者がかなり増えていますので、町のほう

のＬＩＮＥの登録者が増えていますので、こちら

のほうに、初めてなんですけれども、ＰＲとして

載せてみたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） まちづく

り建設課主幹、島村です。 

  決算書161ページ、162ページ、説明書186ペー

ジの公園等環境管理事業の中で、はらっパーク宮

代についてなんですけれども、ご質問が、アンケ

ート等をグラウンドゴルフやアーチェリーに取っ

ているのかということだったんですが、アンケー

トについては取っておりませんが、アーチェリー

につきましては、大会のご利用しかありませんの

で、団体の代表者の方と密にお話をさせていただ

いておりますので、その中でのお話となります。 

  グラウンドゴルフにつきましても、団体の代表

者の方と、大会等やイベント時にもご協力いただ

いているので、そういった中でお話を聞いた内容

となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  では、再質問か、させていただきます。 

  ちょっと、答弁漏れとまでは言わないかもしれ

ませんけれども、まず156ページの草刈りの件で、

日々苦情が来る、他課からの連絡も、今お話を伺

った限りでは、ある程度の一元化は、ほかの課に

いったとしても、一元化されているようには先ほ

ど聞こえましたけれども、私の聞き方が悪かった

らご指摘ください。 

  いずれにしても、草刈りのほうというのは、こ

れ特に、先ほども休憩前に申し上げましたが、通

学路、特に冬場も含めて、暗い時間の通学路等と

いうのは、そこに草に当たった瞬間に、自転車な

んて車道側に行って危ないというのは、僕も何度

か目撃もしておりますし、そういうところを重点

というのも何ですけれども、きちんとそのような

ことがなされるような、今のところ一元化はされ
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ているとおっしゃってはいますけれども、現実、

結果論として、放置されていたりとか、あそこの

ところまだなのでとかというのは、結構多々見ら

れるところであるので、そこのところをもうちょ

っと、今までは10月１日にやっていたのを９月の

半ばにするとか、生えるのが早くなっているとす

ればね。 

  それとか、先ほど申し上げたように、二度ほど

窓口でも言っているんですけれども、提案という

か、こういうのはどうと言っても、全然やってい

なさそうですけれども、いろいろドライブレコー

ダーを早回しで見れば、あるかないかとかはすぐ

分かると思うんですよね。そういったものを使っ

て、でき得る限り職員の方は外に出ないでも済む

ような形。 

  先ほどお話ありました、シルバーに27か所任せ

ている、その後、職員が後日確認というフレーズ

がありましたが、これというのは、そこのところ、

作業を行いました。それで、別に紙ベースじゃな

くてもいいですけれども、写真撮って、作業前・

作業後という形で送ったりとか、紙ベースで印刷

で渡しとかと、そういうことをされていないとい

うことなんですかね。 

  似たような形で、私も前職で、いろんな工事業

者に委託して発注して、作業前・作業後のを見て

という形でやったりとかもしていて、要は職員の

方がわざわざ足を運んだりという、その時間にほ

かの仕事をやっていただいたほうが、逆に言うと、

別な言い方すると、そのために委託したりとかし

ているわけですから、そこまでやっちゃうと、非

常に業務時間の無駄と、無駄とまでは言い過ぎか

もしれませんけれども、なるんですけれども、そ

のところはどのように考えていらっしゃるのか。 

  つまり、そこのところを圧縮することで、もっ

とお金もかからないで済むんじゃないかと思うの

で、ご説明願います。 

  次に、西口わくわくのほうで、160ページのと

ころ、これ５次総の42ページになるのかな、基本

構想作成のためというお話がありましたけれども、

この基本構想というのが５次総のことなのかどう

かということ。 

  先ほどの話がどんどん広がっていったんですけ

れども、要は私がお尋ねしたいのは、この前の令

和３年から４年、行わなかったのは分かっている

んですけれども、それを３年度の時点で、市民を

入れて、市民参加の上で基本構想のために行った

というふうな話ありましたけれども、それを行う

に当たって、目的があって、そのための手段とし

て、あの竹の通路みたいなものを作った。それに

関しての検証、また基本構想に合致しているかど

うかも含めて、広い意味での検証ですけれども、

資料もあるというお話ではありましたけれども、

その資料が内部にとどまっているのではないかと

いうこと、というのは。僕の周りで話されるのが、

僕もちょっと秋に竹アートで参加しているもので

すから、聞かれちゃうんですけれども。佐藤さん

があれ関与したのかと言われるけれども、全然僕

は関与していないんですけれども、要は町のほう

でそういうのを、竹のをやりました、こういうふ

うな市民の参加の下で社会実験として行いました、

そこまではいいですけれども、そういうのも含め

て、その後に検証して、結果こういうふうになり

ました。社会実験として、今後の西口わくわくに

資するものではない、基本構想に合致するもので

はないとか、何かしらがあって、行わなくなった

というふうな経緯があると思うんだけれども、そ

ういうこともきちんと、少なくとも僕が傍聴して

いる範囲の議会及びホームページ並びに広報みや

しろ等に出ていた記憶が、僕は、申し訳ないんで

すけれども、見落としだったらごめんなさい、な
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いものですから、そこのところをお尋ねします。 

  ちょっと先ほど、主幹でしたっけ、ご説明がど

んどん広がっていったものですから、そんな広い

ことを僕、そこまで分かっていませんから、理解

できていませんから、ピンポイント的な感じでお

尋ねしたんですよね。他課も含めて、この町の検

証がなされていないというところの一つの証左と

してお尋ねしました。 

  次に耐震の、課長から説明があった昭和56年以

前、これ、以前たしか窓口で教えていただいたと

思ったので、特に学園台の、３丁目はちょっと分

からないですけれども、２丁目とか宮代台とかと

いうのは、56年以前の建物ですから、何人か聞い

てみたんですけれども、そもそもこの制度を知ら

ない。知らないから、その後の課長の説明で、意

識面が向いていないとか持ち主の高齢化というの

は、アンケートしたわけでも何でもなくて、それ

は執行部のほうの、課のほうとしての推測の域を

脱していないから、高齢化じゃないかとか、そう

いうふうな言い回しになってくるんだと思います

けれども。こういうところをきちんと、これも検

証ですけれども、やっているのかどうか。その上

での回答を、主観的なものではなくて、客観的な

データとかに基づいて、５年に１回やっているの

であれば、答えていただきたい。 

  また、５年ごとにやっているのであれば、それ

の進捗と、計画もあるでしょうけれども、それと

の実際の乖離というのが。例えば目標、令和７年

95％を目標しておりますという説明がございまし

た。実際、97％達成率ありますであればいいんで

すけれども、これが90とか85とかとなっているの

かどうか。それも全く分からないものですから、

そこのところをもう少し、ここのところは、特に

高齢化というのを理由にしているのであれば、高

齢者のほうが耐震ができていなければ、潰されて

しまうとかというおそれが高まるというものもあ

りますので、そこの説明と、あと、これは答弁漏

れかどうか分かりませんが、町として、これくら

いの戸数が、世帯数で１万5,000ですけれども、

建物としてはもっと少ないでしょうけれども、こ

れだけの戸数は、ちょっと耐震化の面で不安だな

とか、そういうふうなのをデータとして持ち合わ

せているのか。持ち合わせているとして、持ち合

わせていないならしようがないですけれども、持

ち合わせているとして、それに対して、どのよう

なアプローチをしているのか、また、それの対応

というのはどのように考えているのかというとこ

ろが分からないと、判断が、数字だけぽんと出さ

れても、決算のほうで検証のしようがないんです

よね。そこをお願いいたします。 

  最後に、公園、はらっパークとかの件は、大会

等があるときに代表者と話をしている、密に話を

してやっているというのが、ちょっと強調はされ

ていたけれども、僕の聞いている範囲では、そう

ではないというのが入ってきたので、質問をさせ

ていただいたんですけれども、そこのところは、

代表者と話している、実際問題、きちんとアーチ

ェリーなりグラウンドゴルフなりのところのを、

町がどこまで把握していて、先ほどのように言い

切れるのかというところをご説明願います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） まちづくり

建設課長、髙橋です。 

  まず、決算書160ページ、説明書36ページの西

口わくわくロード事業についてでございます。 

  こちらにつきましては、基本構想という話が今

まで出てきましたけれども、基本構想を基に整備

につなげていこうということで進めておったんで
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すけれども、Ｒ３年、目的があって、検証があっ

てというお話がございましたけれども、当時、パ

ークレットをやるに当たっては、大々的な整備に

向けて、このような形を取ったらどうだろうかと

いうところですね。 

  当初の総合計画、町の総合計画に位置づけられ

た大緑道のようなものに近づけていったらどうな

んだろうかという話もありまして、大リニューア

ル的な考えがありました。ただ、このパークレッ

トの検証、検証というか結果から、安全上ですと

か通行上には特に支障はなかったんですけれども、

市民の方、議員の皆様からの意見として、道路を

狭めることはいかがなものかというご意見もあり

ましたので、これにつきましては、町の意向とし

て、もうこれはやりませんということで明確に決

まりましたので、では何ができるのかというとこ

ろで、その後、まちづくりアイデアですとか、今

回、小学生に絵を描いていただいて、どんな整備

ができるのかというところにもう一回戻るという

ような形の事業の進め方をしておりましたので、

そういう意味も含めまして、事業費等、不用額が

出ているというところもございます。 

  今後につきましては、規模を縮小した上で、何

ができるのかというところを、まちづくりアイデ

アであったり、小学生の絵を描いていただいたり

というものがありますので、その辺を反映させた

形で、休憩スポットになるのか、もしくはプレー

スポットになるのかというところもありますけれ

ども、基本構想、公園のような道路というところ

でありますので、うまくまとめられればなという

ふうに考えております。 

  今のところ、どういう形というのはまだ決まっ

ていないんですけれども、これからそういったア

イデア等をまとめて、形にできたらなというふう

に思っております。 

  それから、耐震につきましては、主観的な担当

の意見じゃないかというところではございます。

こちらにつきましては、なかなかデータを取るに

当たっても、あくまで補助金というところもあり

ますので、なかなか、どういうアプローチをした

らよいのかというところもございます。 

  ただ、今回の見直しというのが、令和７年に５

年ごとの見直しがされますので、その中で大きな

というか、その中で確認をしていかなくてはなら

ないのかなというふうに思っておりますので、今

年度につきましては、ＰＲに努めるというところ

はあるんですけれども、来年度、数字的なところ

は、どこまで調べられるか分からないですけれど

も、極力、今の現状はどういう形なのかというと

ころが把握できるようにというふうには心がけた

いというふうに思っております。 

  続きまして、決算書156ページ、説明書182ペー

ジ、こちらにつきまして、通学路等、歩道のとこ

ろがメインになると思うんですけれども、こちら

に草があることで、草に当たって歩道から車道に

出てしまったりして、危険じゃないかというとこ

ろであると思うんですけれども、こちらにつきま

しては、担当からの説明もあったとおり、草が生

えているかというところだけをパトロールしてい

るわけじゃなくて、苦情等で出たときに主要な道

路等を通りますので、そういったときに確認をし

ていると。例えば、行きは県道を通ったので、帰

りは違う道を通ろうというような形で現場を確認

しているというところでございまして、草だけの

ために回っているというわけではございません。 

  写真で確認できるのではないかという話があっ

たかと思うんですけれども、こちらにつきまして

は、支払の際には写真で確認させていただいてお

ります。ただ、細部については、やっぱり確認が

できないところもありますので、場合によっては、
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現場も確認をするということをやっているという

内容で説明させていただいたというふうに私は思

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） まちづく

り建設課主幹、島村です。 

  決算書161ページ、162ページ、説明書186ペー

ジの公園等環境管理事業の中のはらっパーク宮代

についてでございますが、月に一度の定例の報告

会であったりとか、年度の事業報告時にヒアリン

グ等を行いながら、指定管理者から随時報告を受

けております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  ちょっと答弁漏れというか、答弁していただけ

なかったので、先ほど課長から、竹の例のやつは

やりませんと、町としてはやらないと決定したと

おっしゃいましたけれども、そのことを要は、先

ほども言ったんですけれども、広報やら何やら、

ちゃんと知らせたのですかというところを、要す

るに都合のいいことは、はっきりといろいろとア

ピールしますけれども、都合悪いようなこと、こ

ういうふうなことは伝わっていないというふうに、

先ほど質問したはずだったんですけれども、どう

なんでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 課長。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） まちづくり

建設課長、髙橋です。 

  これにつきましては、議会の皆様に対しては説

明をしているというふうに認識しているんですけ

れども、広報等に出すというようなレベルの内容

ではないというふうには私は思っております。 

  というのは、具体的にこういうような整備をし

ますということが決まっていない段階でのお話で

すので、それを公に発表するということは必要は

ないのではないかというふうに考えての判断でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点質問をさせていただきます。 

  決算書の161、162、公園等環境管理事業の委託

料についてお伺いいたします。 

  この街区公園の草刈・樹木管理の委託料の、ま

ず内訳を教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） 決算書

161ページ、162ページ、説明書186ページの公園

等環境管理事業の中の委託費、街区公園の草刈・

樹木管理委託料の内訳でございますが、まず１点

目に、令和５年度街区公園等樹木管理業務委託と

いうことで、1,001万円で東武緑地に委託をして

おります。こちらにつきましては、薬剤散布３回

や高木の剪定等、あと生垣の剪定等を委託してご

ざいます。 

  次に、２点目に、シルバー人材センターに除草

の草刈りの委託料として、460万1,086円委託して

ございます。 

  そのほかの金額につきましては、シルバー人材

センターや町内の業者の方に、高木の剪定である

とか、あと雪の被害で樹木が折れたりとか、そう

いったものの剪定等を委託しております。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。分かりました。 

  その中で、いつも公園などの草刈りを私も気に

していて、お願いして、すぐやっていただいて、

いつもありがとうございます。 

  地域の方もご理解というか、していただけてお

りまして、町で対応してくれているというのを町

民の方も承知をしているところです。 

  それで、草の多い公園に関して、特に、シルバ

ーさんがやってくださっているのもお見かけする

んですけれども、その草の処理、処分の仕方まで

ご存じであるのか、処分の処分費とかも、きっと

かかっているのかなと思うんですが、ちょっとそ

の辺、もしお分かりでしたら、教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） まちづく

り建設課主幹、島村です。 

  決算書161ページ、162ページ、説明書186ペー

ジの公園等環境管理事業の草刈りの関係なんです

けれども、処分については衛生組合のほうに持っ

ていってございます。委託が処分費含めてなので、

区分はごめんなさい、分かりません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  車の荷台に草を載せて運ばれているんだろうな

というのはお見受けしているんですが、結構草の

処分も大変なのかなというのを感じていまして、

草刈りをした草の活用ということで、もしかした

らもう、そういうのをお考えになっているのかと

思うんですが、例えばある１か所に集めて、米ぬ

かと一緒に、それが土に返るということで、そう

いった活用の方法だったり、あとは農家さんのマ

ルチの代わりになったりとか、いろいろ処分の活

用方法というのもあって、大量に出るので、あと

は衛生組合に持っていく処分代とか、持っていく

ことを考えると、これから何かそういう活用方法

もあるのかなと思っているところなんですが、そ

ういうのちょっと、そちらのほうでも、町のほう

でも考えているのか。 

  あと、最後なので、夏の草刈りとかで、やはり

シルバーさんの体力的なところもあると思うんで

すね。それで、ただ、ちょうど草が伸びる時期が

暑い時期でというところで、重なっているところ

もあるんですが、町民の方からは草刈りしてと言

われるんですけれども、シルバーさんへの配慮と

いうか、そういうところもあるのかということも

併せてお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（島村明子君） まちづく

り建設課主幹、島村です。 

  決算書161ページ、162ページ、説明書186ペー

ジの公園等環境管理事業の草刈りの件についてな

んですけれども、処分については、ご提案ありが

とうございます、今後検討させていただきたいと

思っております。 

  シルバーさんへの配慮ということなんですけれ

ども、近年、夏場が猛暑によって、草の生え方で

あるとか草の強さが、だんだん変わってきている

ようには感じております。そのため、令和５年度

に風土記の丘公園の公園の利用部分ではないのり

面について、防草シートを張ったりであるとか、

あと、新しく公園を造るときには、ダスト舗装と

いいまして、多少草の生えが抑えられるようなも

のにするとか、そういった考慮は考えさせており

ます。 

  また、シルバーさんとも、町内全域やっており
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ますので、順番等があると思いますので、その中

でも順番等を一緒に考えながら、ご相談させてい

ただきながらやっております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  大きく２点、質問させていただきます。 

  まず、１点目なんですけれども、決算書156ペ

ージ、道路維持管理事業、説明書は182ページに

なります。 

  まず、道路・側溝等清掃業務委託料、これが

216万5,091円ということで、昨年度と大して変わ

らないということで、これは大体年間、このぐら

いの金額で収めているということなのかどうかと

いうことをまずお伺いするんですけれども、この

道路・側溝等清掃業務、特に道路側溝の場合は、

131万3,950円ということになっていますけれども、

これに関して、どのようなときに側溝掃除をされ

るのかということも併せてお伺いします。 

  それと、小さく分けた質問で申し訳ないんです

けれども、この表組みのところ、合計で91件とい

うことで、昨年は75件でしたから、結構増えてい

るんですね。修繕工事が増えているんですけれど

も、この中でその他のところで、原材料費等とい

うところが125万7,996円で、昨年が127万6,836円

なので、大して変わらないんですけれども、修繕

工事が増えている割には原材料費が変わらないと

いうのはどういうことなのかも、併せてお伺いし

ます。 

  それから、２点目なんですけれども、決算書

156ページ、説明書が183ページになります。 

  地区生活道路整備事業、こちらのほうで、測量

調査等業務委託が62万1,063円ということになっ

ております。今回の道路整備工事が３件出ている

わけなんですね。昨年は５件あって、なおかつ、

測量調査のほうの委託料は24万2,000円というこ

とで、今回工事が少ない割には、測量のほうが33

万9,063円も増えているんですけれども、これは

どういうことであるかということと、あと、その

下のほうの用地買収で、未登記用地１件というこ

とで、こちらは10万5,571円、これに関しまして

は、決算書では156ページの下から４行目ですよ

ね、道路用地購入費ということで、10万5,571円

となっているんですけれども、これはどこの場所

を購入されたかをお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書156ページ、説明書182ページ、道路維持

管理維持事業の側溝清掃業務委託についてお答え

いたします。 

  側溝清掃業務委託につきましては、去年と変わ

らない、予算的にはもうちょっと去年より増やし

ているんですけれども、そのきっかけとなりまし

たのが、カマスでの清掃というのが高齢化によっ

てできないということで、道路側溝自体は町の道

路担当のほうで管理しておりますので、こちらに

ついて、多分、昨年度議論があったと思うんです

けれども、町のほうで、今まで地区がやっていた

ように丁寧、丁寧というか、そこまで毎年やるよ

うなレベルではできないので、道路担当として、

冠水とかが発生しないようにとか、体積率が例え

ば50％、側溝の断面の半分以上になっているとこ

ろとか、その辺を考慮しながら、あとは蓋がかか

っていないような幹線道路の暗渠の中とか、そう

いうところで計上していたところなんですが、思

ったより清掃する箇所が少なかったというところ
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で、これは年によってまた違ったり、申請の苦情

の状況とかによっても違うんですけれども、その

辺については、思ったよりも箇所がなかったとい

うところでございます。 

  続きまして、修繕工事が91件に増えているのに、

原材料費がそんなに増えていないというところな

んですけれども、こちら、道路修繕工事の実績に

つきましては、維持管理工事の中で応急修繕工事、

例えば舗装が悪くなったり、側溝が悪くなったり、

苦情対応、苦情を受けていろいろ直すという件数

が91件になっております。 

  こちらの原材料費につきましては、アスファル

トの修繕用の常温合材、袋に入った緊急修繕用の

アスファルトを買う費用になっておりまして、こ

ちらは毎年同じぐらいの数を買って、例えば道路

に、舗装に穴が空いた場合などは、まず緊急的に、

町の道路担当の職員のほうが現場を、常温合材と

いうものを使って、袋からアスファルトを出して

仮に埋めておいて、ひどい場合は業者に発注する

という形を取っていますので、こちらの修繕工事

は増えているんですけれども、原材料費のアスフ

ァルトの修繕用の袋は、毎年同じぐらいの数を購

入しているという形になっています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当

主幹、折原です。 

  決算書156ページの地区生活道路整備事業の未

登記の箇所についてお答えいたします。 

  こちらにつきましては、大字国納の番屋橋とい

う、国納集会所の近くなんですけれども、番屋橋

の近くで、御成街道の県道の拡幅、和戸立体の境

界確認に伴いまして、筆を確認していったところ、

備前堀川の沿ったところが、実際民地に入ってい

るんじゃないかというところで確認しまして、境

界確認をやったところ、構造物が民地に入ってい

るねというところを確認できましたので、令和５

年度に用地測量を行った上で、その部分、対象部

分を購入しております。それが10万5,571円です。 

  昨年度、令和５年度にあった用地測量につきま

しては、基本的には、そういった未登記の部分、

あるいは境界確認をやって、やっぱり出ているよ

うな部分につきまして、実施体で調査を実施して

いるというところでございまして、昨年度の測量

調査につきましては２件実施しております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（折原 淳君） 道路担当、

折原です。失礼しました。 

  用地測量の内訳でございますけれども、62万

1,063円使っているところでございますが、２件

の内訳につきまして、町道の1432号線、こちらが

先ほど説明した国納のほうなんですけれども、こ

ちらが42万9,432円執行しておりまして、もう一

つのほうが、町道232号線、こちら川端２丁目な

んですけれども、こちらが19万1,631円執行して

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  まず、決算書156ページ、道路維持管理事業の

側溝等の清掃のほうが、ちょっと私も聞きたかっ

たものですから、あと、その他の原材料、これは

分かりました。 

  それとあと、先に質問しておきます。 

  そうしますと、道路側溝で、今回修理されたの

が131万3,950円ということで、そうしますと、こ

れは苦情があったりとかして、直してもらいたい
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といった場合に工事を行うのか、それとも、町の

ほうで調査した中で、やはり冠水しやすい場所と

いうのを見つけて工事をしたのかということをま

ずお伺いいたします。 

  それから、今度、156ページ、地区生活道路整

備事業、説明分かりました。未登記用地は分かり

ました。 

  そうしますと、この測量調査等業務委託という

のは、下に書いてある道路整備工事とは関係ない

ところの調査等の委託料だったということでよろ

しいということですね。分かりました。 

  それでは、１問目のほうのことだけ、お願いい

たします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  決算書156ページ、説明書182ページ、道路維持

管理事業、側溝清掃についてお答え申し上げます。 

  側溝清掃の箇所につきましては、苦情があって

やったのか、町のほうで自主的にやったのかとい

うところもあるんですけれども、一応こちら両方

とも、冠水があるところにつきましては、側溝の

断面に泥が詰まっている状態ですと、集水能力が

低下しますので、顕著に現場に表れる。一応冠水

箇所につきましては、町のほうでも把握しており

ますので、やっぱり台風前とかその辺につきまし

ては、町のほうでパトロールさせていただいて、

側溝清掃するような形です。 

  やっぱり苦情のほう、住民の方から寄せられる

情報もありまして、地区で掃除をしなくなったと

いう話も、やっぱり何件かあったんですけれども、

そういうところにつきましては、町のほうで現場

を見させていただいて、あまりにもひどいようで

あれば、対応させていただいております。 

  昨年、学校周りというところもちょっと、議員

の方からお話いただきましたので、学校周りもち

ょっと現場確認させていただきまして、何件かや

っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  私のほうも、実は町民からの苦情で、やはり窓

口のほうに行かせていただきまして、そういう中

で、金原地区のほうだとか百中のそばとかも、掃

除やっていただいたというのはお聞きしまして、

大変ありがたいなと思ったんですけれども、実は

先日、環境資源課のときに、カマスのほうの数が

減っているのは、やはり高齢者のほうが多くなっ

て、清掃ができなくなっているんではないんです

かということで、何か対策として考えていますか

という質問をさせていただきました。 

  私は期待していたことがあったんですけれども、

ところがそのときの答弁が、私たちはカマスを配

るという仕事はしているけれども、その先はまち

づくり建設課の仕事ですと言われたんですよ。私

はそのとき、再々質問しませんと約束したので、

質問できなったんですけれども、腹の中ではちょ

っと怒っていたんですけれども、要するに私が期

待したのは、例えばお年寄りが蓋を開けづらくな

っているから、例えば蓋を開けやすくなる機械等

をうちのほうで貸してあげますとか、何か清掃を

やりやすくするための助言をしてくれるような、

そういう、またまちづくり建設課と一緒になって、

横串のあれですからね、一緒になって進めていき

ますという答弁をしてくれるものだと思っていた

ら、あとはまちづくり建設課に任せるだけと聞い

たので、ちょっとがっかりしたというのがあった

んですね。 

  私、ここでちょっと気になるのは、例えば蓋を
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開けるとか、補助できる機械なんかは、どちらの

課が用意していただけるかということを、ちょっ

と伺っておきたいなと思います。やはりこれから、

一般質問でもさせていただいたんですけれども、

高齢化の問題で、側溝問題というのは考えていか

なければいけないことだと思いますので、やはり

町民生活課、環境資源課、まちづくり建設課が一

体となって進めていっていただいきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  じゃ、質問だけお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 主幹の和

田です。 

  今ご質問ありました蓋を開ける機械なんですけ

れども、町民生活課のほうで持っている蓋の機械、

カマスを配ると同時に、蓋開け機というものがあ

るんですけれども、カールアップという名前なん

ですけれども、その機械自体がちょっと重いとい

う、結構大きい、コンクリートの蓋ですので、ど

うしても人一人で持ち上がるようなものでもない

ので、その開ける機械自体も重いという話をちょ

っと聞いたことがある、ただ、所有しているのは

道路担当ではないんですけれども。 

  例えばですけれども、町の道路担当のほうで持

っているものを、苦情があったときに開けに行っ

たりとかというのは対応はできるんですけれども、

ただ、地区の方から全部と言われちゃうと、うち

が持っている機械につきましては、そんなに重く

はないんですけれども、数がそんなにないので、

カールアップ…… 

〔発言する人あり〕 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） うちは一

つしか持っていないです。 

〔発言する人あり〕 

○まちづくり建設課主幹（和田光春君） 町民生活

課か……ごめんなさい、環境資源課です、すみま

せん。ちょっと幾つ持っているかというのは、私

のほうで把握していないので、申し訳ございませ

ん。 

  ただ、地区の方から、側溝清掃をやるからとい

うわけじゃないんですけれども、蓋が開かないと

いうことで連絡いただいて、現場に行って蓋を開

けるようなことはありますので、ちょっと蓋自体

が、機械が重いというところもあるのかなとは思

います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  ２点お願いします。 

  説明書46ページ、和戸駅周辺活性化事業につい

てお伺いします。 

  須賀高野島地区のスーパーがということなんで

すが、まちづくりとしてどう考えるかをお聞きい

たします。 

  今、和戸４丁目、５丁目の抜け道、道路が混ん

でしまって、抜け道が今でもすごくて、スーパー

ができることと、さらに抜け道にされるというこ

との懸念を、すごく住民の方、持っているんです

ね。 

  それで、今、久喜のヤオコーができたんですが、

やっぱり抜け道がなくて、大変な混雑で、あれを

見ていると、どうなんだということで、町のほう

がしっかりと道路を考えてくれるのか、その辺ち

ょっと、スーパーが来ることと、どうするかとい

うことと、４丁目、５丁目は高齢者の方、そして、

若い方が家を結構建てているので、幼い子どもも

多い。非常に危ないということと、ご存じのよう
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にセブンの裏、北側の道路の事故もあったり、あ

の抜け道が非常に多くなっている今の現状等をど

う考えていくかお聞きします。 

  あと一点は、道路維持管理での草刈りについて

お伺いいたします。 

  156ページ、説明書182ページ、草刈りは業者に

よって、刈り方が様々なんですけれども、しっか

りと担当者がちゃんと現地を見ていただけるのか。

しっかりやってくれて、なおさら会社の方針で、

きちっとやってくださる方もいらっしゃるんです

が、住んでいる住民としては、今年の業者さんは

いい加減だねというところで終わってしまうこと

もあるので、そのあたり、きっちり確認をしてい

るかお聞きいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○土地利用推進室長（石塚孝信君） 土地利用推進

室長の石塚でございます。 

  説明書の46ページ、和戸駅周辺活性化事業につ

いてですが、現在、須賀高野島地区におきまして、

株式会社ベルクさんが出店を検討しております。

最終的に出店いただけるかどうかは、まだ地権者

の方との合意形成や、今後の関係機関との協議も

調わないと、実現に向けては、まだ確約はできま

せん。 

  ただ、委員さんおっしゃるように、現在でも抜

け道として、ショートカットして使っている車も

たくさんありますので、その辺については、今後

の商業施設を実際に計画する段階において、警察

等とも協議を重ねることになりますので、ご懸念

されている事故とか、そういう対策も含めて、検

討はさせていただきたなと思っておりますが、現

時点で、具体的にどうできますということは申し

上げられませんので、今後の状況を踏まえて、ご

意見等も踏まえながら、適切な対応ができるよう

に努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○道路担当主査（鷺谷栄一君） 道路担当主査、鷺

谷です。 

  決算書156ページ、草刈りについてなんですけ

れども、業者によってまちまちというか、やり方

がうまいとか下手とか、多分お感じになることも

あると思うんですが、業者について、シルバーさ

んについては、いろんな方があっちこっち行って、

草刈りやっていただいていると思うので、まちま

ち、癖が出るというんですか、そういうのもある

と思うんですよ。 

  河川についてやっているのが、ここ何年か幸和

組さんがやっておりまして、幸和組さんも担当が

しょっちゅう替わっているということで、若干、

草を刈った後の仕上がりというんですか、そうい

うのが若干変わってくる、ちょっと残っちゃった

とか、そういった癖が、癖というんですか、慣れ

ている人と慣れていない人がいますので、特に慣

れていない方だと、草刈りとかも、後の仕上げと

かがよく分からずになっているんだと思います。 

  ただ、そういったものについて、自分のほうで

現地に行って、できるだけ草を刈っているときも

見るようにしていますし、刈った後についても、

ちょっと確認するようにしております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  須賀高野島地区については、これからのことな

んですけれども、やっぱり安全ということを第一

に考えていただいて、産業のものが来るというこ

とで、地域の方が来てよかったと思うように、や
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っぱり配慮、道路が今狭い道ですので、高齢者も

すごく多いので、そのあたり、さっき答弁いただ

きましたけれども、考えてやっていただきたいと

思います。これはもう、はい。 

  あと、草刈りなんですが、シルバーさんはとて

も丁寧にやってくださっています。それであと、

県の事業で川のところもやってくれるんですが、

やっぱり本当に業者によって、委託されているの

に、もらっているのにこの刈り方かと、本当にフ

ェンスとかでも草が残っていたりもあるので、そ

のあたりしっかりと、住んでいる人が、今年の業

者はいいね、今年の業者はよくないねと言ってい

るところで終わってしまっているんですけれども、

丁寧に、予算として、しっかりお金を出して草刈

っているので、そのあたり、しっかりと見ていた

だきたいと思います。 

  ２点とも答弁聞きたいですけれども、草刈りを

ちゃんと見てくださるのか、それじゃ、さっきの

須賀髙野島についても、配慮をしっかりしていく

のか、それとも道路もちゃんと考えてやっていた

だくのか、お聞きします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○道路担当主査（鷺谷栄一君） 今の草刈りで、フ

ェンスのところが汚かったというのがあると思う

んですが、たまに自分で行って草刈りやっている

んですよ、実は直営で。それで、もしかしたら、

汚いとお感じになっているのかもしれないかなと

は思います。中まで刈らずに、草を表面的に刈っ

て、フェンスのところもできるだけ取ろうとする

んですけれども、ちょっとフェンス、機械で傷つ

けちゃうとまずいので、フェンスから道路側を簡

単に切ってやっているので、ちょっと汚く感じる

のかなとは思います。 

  業者さんがやった後については、今後も管理に

ついては徹底します。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） まちづくり

建設課長、髙橋です。 

  １問目、説明のほう、46ページになると思うん

ですけれども、こちらの高野島の抜け道の問題。

こちらにつきましては、そもそも渋滞が問題なの

かなというところがございますので、道路担当の

ほうで今、こちらの万願寺橋のところの交差点改

良の関係で、調査のほうを今検討していますので、

その中で、渋滞の解消に近づけるような交差点改

良を行っていきたいなというふうに思っています

ので、まずは調査させていただいた上で、安全対

策、まずは渋滞対策なんですけれども、プラス抜

け道対策について、一緒に考えていければなとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） じゃ、高野島のほうはよろ

しくお願いします。 

  草刈りについては、切ってくださって、ありが

とうございます。 

  ３丁目のほうは、結構、近所の人が我慢できな

くて、今予算がないので、前は年３回か何か来て

くれていましたけれども、今、２回か何かなと思

うんですが、すごく伸びて、道路の３分の１ぐら

いまで覆っても刈らない、刈れないんですよね。 

  だから、３丁目の地域住民が、ほとんど自分た

ちで機械で見かねて刈るんですよ。４丁目側は高

齢者が多いので、刈れないんですね。あと、新し

く引っ越してきた若い方とかは、そういうものを

持っていないので刈れないんですね。 

  それで、住民に頼っているというよりは、今猛
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暑だったり、草が伸びてきたら、やっぱり回数を

増やすとか、地域住民の負担がどんどん、ほかも

そうですけれども、高齢化になっているので、そ

こは大きく受け止めていただきたいと思いますの

で、そこをもう一点、課長さん、お願いいたしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） まちづくり

建設課長、髙橋です。 

  決算書の182ページのお話になるかと思います。 

  こちらの草刈りにつきましては、やっぱり、担

当のほうからもお話があったとおり、まずはシル

バーであったり、土木業業者のほうにやっていた

だいているということが現状なんですけれども、

それでも間に合わない状況でございます。 

  それというのは、予算の関係だけじゃなくて、

シルバーなら人材不足だったり、業者も同じよう

な理由だと思うんですけれども、なかなか対応を

お願いしても、できない状態でございます。なの

で、場合によっては、うちのほうの担当が直営で

草刈りをやっているという現状なので、なかなか

これを打開するというのは、難しい問題ではある

んですけれども、まずは予算の確保と、地元高齢

者の負担にならないようにということは、町のほ

うでも気をつけて、発注等進められればなという

ふうに考えておりますので、ご理解いただければ

というふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

でまちづくり建設課の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開前ではございますが、

教育推進課より資料の説明をしたいという申出が

ありましたので、よろしくお願いいたします。 

○教育推進課長（田中啓之君） すみません、今お

手元に、宮代町の教育、令和６年度版、黄色いマ

ンゴー色のを配らせていただきました。こちら、

宮代町の教育委員会の組織、予算、事業内容、施

設等について、まとめた資料集になるんですけれ

ども、毎年度、最新版ということで更新をさせて

いただいているものです。 

  毎年度、６月議会に予算委員にお配りしている

んですけれども、今年度は埼玉県の第４次教育振

興基本計画が改定される年でして、その改定内容

を待ってから作成しなきゃいけないというのがあ

りまして、ちょっと遅くなってしまったんですけ

れども、本日配付をさせていただいた次第です。 

  宮代町の教育に係る資料集ということで、毎年

度更新してお配りしていますけれども、早くご確

認していただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○委員長（土渕保美君） これより教育推進課の審

査を行います。 

  質疑に入る前に、本日出席している説明員の紹

介をお願いいたします。 

○教育推進課長（田中啓之君） 皆さん、こんにち

は。 

  教育推進課長の田中です。よろしくお願いいた
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します。 

  以下、出席する職員、自己紹介させますので、

よろしくお願いいたします。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 皆さん、こん

にちは。教育推進課副課長の小川でございます。

教育総務担当の分野を主に担当しております。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  皆さん、こんにちは。学校教育担当、学校管理

幹兼副課長の竹内と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 皆さん、こんにち

は。生涯学習室長の飯山と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） こんにちは。生

涯学習室主幹の川﨑と申します。よろしくお願い

いたします。 

○教育推進課主幹兼指導主事（齋藤真美子君） こ

んにちは。学校教育担当主幹兼指導主事の齋藤と

申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課主幹（小島英樹君） こんにちは。学

校教育担当主幹、小島です。よろしくお願いしま

す。 

○生涯学習・スポーツ振興担当主査（荒川俊二郎君） 

  こんにちは。生涯学習・スポーツ振興担当主査

の荒川です。よろしくお願いします。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） こんにちは。

生涯学習室文化財保護担当主査の横内です。よろ

しくお願いいたします。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） こんにちは。

教育総務担当主査の髙橋と申します。よろしくお

願いいたします。 

○教育推進課指導主事（嘉茂達哉君） こんにちは。

学校教育担当指導主事の嘉茂と申します。よろし

くお願いします。 

○教育推進課指導主事（三浦洋介君） こんにちは。

学校教育担当指導主事、三浦と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○文化財保護担当主査（山﨑健司君） こんにちは。

文化財保護担当主査の山﨑と申します。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 既に本会議において説明

済みですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いします。 

  決算書のページ、170ページです。説明書は196

ページ、町民みんなが先生推進事業についてお伺

いいたします。 

  部活動の地域移行が進められていると思うんで

すけれども、どのぐらいの頻度で地域の方に参加

していただいているのか、また、どのように町民

の方に募集をしているのかをお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長、竹内でございます。よろ

しくお願いいたします。 

  決算書170ページ、説明書196ページ、町民みん

なが先生制度についてでございますが、部活動の

地域移行については、まだ試行の段階といいます

か、実際には始まっていない状況でございます。

そんな中で、宮代町では古くから、町民の方の専

門的なお力をいただいて子どもたちを育てていき

たいという考えの下、この制度を始めました。 
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  部活動については、地域の方等に、ホームペー

ジや、それから学校だよりとか、そういうもので、

お力をいただけないでしょうかというようなこと

をお願いしまして、特に運動部が多いんですけれ

ども、制度としては、月に１回程度ご指導いただ

ければということなんですけれども、人によって

は毎週何回かということで来ていただいて、ご指

導いただいたりもしています。 

  募集につきましては、先ほど申し上げたとおり、

ホームページや学校からのお願いということでや

らせていただいています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  決算書190ページ、説明書では203ページの公民

館管理運営事業なんですけれども、ここの説明書

のところに公民館の利用状況がございまして、全

て４年度から５年度って減っているんです。それ

で、令和３年から４年というのは増えているんで

すよね。なので、コロナが収まりつつあるときか

ら増えているんだろうなと思うんですけれども、

なぜ４年から５年て、こんなに減ってしまったの

か、特に理由が分かれば教えてください。 

  次、２点目が、その下の図書館の利用状況、決

算書も同じ190ページなんですが、そちらの図書

館のほうも、こちらがすごく、結構どんどん減っ

ていって、これに関して、何か調査等されていれ

ば、教えてください。 

  あと、３点目が、決算書が194ページから196ペ

ージで、説明書が207ページ、208ページの社会体

育施設維持管理事業についてで、こちらの町内グ

ラウンドテニスコートの利用状況のところで、こ

ちらの208ページのほう、宮東のテニスコートが

どんどん利用者が減ってしまっているんです。そ

れで、そのすぐ下に、施設の主な工事のところで、

宮東テニスコート、ネットフェンスを319万円か

けてせっかく直しているのに、何で減ってしまっ

ているのか。そして、これをやったから、これか

ら増える見込みでいるのかということと、あと成

果のところに、令和６年１月からインターネット

による公共施設予約システムが導入されて、利便

性が向上しましたということなので、令和５年ま

ではこうやって減っていたのが、今、令和６年に

なって向上したということなので、増えてきてい

るのかどうか、それを教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

の川﨑と申します。 

  野原委員からのご質疑にお答え申し上げます。 

  公民館と図書館の利用者数の件だったかと思う

んですけれども、まず結論から申しますと、正確

なことはちょっと分からないというところが正直

なところで…… 

○委員長（土渕保美君） すみません、ページ数を

お願いいたします。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） ページ数が、決

算書190ページ、説明書203ページ、それから、同

じく決算書の190ページ、説明書は203ページ、公

民館管理運営事業と図書館管理運営事業のほうで

すね。 

  もう一度繰り返しになりますが、正確なところ

は分からないんですけれども、全体的な全県の図

書館利用件数ですとかを見ると、やはり全体的に

下がっているような感じはあるんですが、お隣の

白岡市でちょっと伸びているところもあったりは

します。図書館、新しく生涯学習センターと併設
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でできましたことから、そういったところにも分

散は始まっているのかなというところで、公民館

のほうにつきましては、コロナが明けて、一旦活

動再開という機運があって、ちょっと伸びたよう

なところはあったんですけれども、やはり団体さ

んの解散というのも増えてはきていたりするので、

そういったところがちょっと影響しているのでは

ないかという推測にはなります。 

  お答えになっているか分からないんですけれど

も、私からは以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質疑いただきました決算書194ページ、説明

書では208ページ、社会体育施設維持管理事業に

おけます宮東テニスコートのご質疑でございます。 

  宮東テニスコートの利用者が減少しているとい

うようなご質疑でございますが、こちらの詳しい

原因というのは、そこまでは把握してございませ

んが、昨今の猛暑、暑さの関係がありまして、ど

うしても夏場については、外の競技でございます

ので、利用者の方が減っているのかなというふう

に考えてございます。 

  また、フェンスの工事というようなご質疑ござ

いましたが、こちらについては、宮東テニスコー

トの周りにネットフェンス、あるいは防球ネット

がありまして、そちらのほうが大分傾いてきたと

いうことから、安全性のために修繕工事を行った

というものでございまして、利用者の利用の増を

図るというような類いのものではございません。 

  また、今年の１月から、インターネットによる

公共施設予約システムのほうが導入されましたが、

こちらにつきましては、今までグラウンドにつき

ましては、教育委員会までお電話いただいて、予

約のほうを取っていただいたと。それが、ネット

システムで予約のほうが取れるというようなこと

であったものでございまして、それが基で利用者

が増えているかどうかというのは、そこまでの検

証はしておりませんので、以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  今、公民館と図書館の減少について、特にはと

いうことでしたが、図書館について、私も白岡の

ほうを見学に行かせてもらって、とてもきれいで

新しくて、確かにあちらに流れてしまうかなとい

う気持ちも分かるんですけれども、どちらに対し

てもこういう結果が、公民館は団体さんが減って

しまったということなんですけれども、何か町と

して、図書館、またさらに利用者が増えるように

とか、公民館においても、皆さんにもうちょっと

活動していただけるような、町としての何か努力

というか、そういうものを考えていらっしゃるか

お聞かせください。 

  それと、テニスコートのほうなんですけれども、

こちらはもちろん、利用を増やすためのネットの

工事だとは思っていないんですけれども、こちら、

せっかく300万円もかけているので、使わなかっ

たら本当にもったいないなというところと、あと、

こちらのご利用されている、決算書でいうところ

の196ページの委託料なんですけれども、そこに

浄化槽維持管理委託料と除草・樹木管理委託料と

ありまして、こちらのトイレがあると思うんです

けれども、トイレの掃除というのはどこかに委託

しているのか、それをお聞かせください。お願い

します。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹
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の川﨑と申します。 

  野原委員の再質にお答え申し上げます。 

  決算書190ページ、説明書203ページの公民館と、

あと図書館の利用者を増やすための町の試みみた

いなところなんですけれども、まず公民館につき

ましては、これは利用者さんのご意見などを踏ま

えながら、順次いろんなところを改善はしていっ

ているところなんですね。 

  例えば、スリッパが脱げやすいというのが、大

分、結構前にご意見いただいて、今、全館のスリ

ッパをなるべく滑りにくいものに替えたりだとか、

あと鍵の位置とかも、だんだんお年を召してくる

と、前はドアの下についていたものを上げて、そ

れだとしゃがまなくてもいいから、使いやすくな

ったというような声をいただいていたりとか、あ

と、先ほどもありましたが、ネット予約システム

を使って、和戸地区に住んでいる方とか川端地区、

あっちの方面に住んでいる方が、町の役場まで来

なくても利用料を納められるようにしたりとか、

そういったことをちょっとずつやりながら、何と

か利用者のほうを伸ばしていったり、あとは、よ

り使いやすいようなことを何か違う形で実現でき

るのであれば、利用者さんからいろいろなご意見

をいただきながら、運営方法なども見直していき

たいなと思っております。 

  それから、図書館につきましては、利用者のほ

う、今回ちょっと減ったというところはあるんで

すけれども、全県的に見れば、まだ１人当たりの

貸出冊数というのは、県内ベストファイブに入る

位置におりますので、そういったところからも、

もうちょっと利用の仕方なんかも見直していきた

いなといったところで、例えばですけれども、図

書館の指定管理がまた更新になりますので、その

ときに、近隣ですとか全県、いろんなところのサ

ービスなんかを見ながら、次の業務要求水準書な

どに反映させていきたいなと思っております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書196ページ、宮東テニスコートの維持管

理の関係でございますが、まず、こちらのほうの

決算書にございますトイレの関係でございます。

こちらは、浄化槽維持管理は業者委託で、メンテ

ナンスやっていただいておりますが、ふだんの清

掃というものについては、町の会計年度任用職員

が週１回巡回してございまして、そちらのほうで、

ほかのグラウンドと共に、清掃のほうを行ってい

るところでございます。 

  また、ネットフェンスの修繕につきましては、

先ほどご答弁させていただきましたように、フェ

ンスが傾いていて、利用に危ないという状況がご

ざいましたので、そちらは昨年度の緊急点検のほ

うで内容を確認しまして、修繕をしたところでご

ざいます。 

  利用者の増につながるような行動というか、そ

ちらのほうでございますが、ふだんから、会計年

度任用職員が主に巡回のほうをしてございまして、

危険な箇所とか、利用に当たりまして支障のある

ような場所がありましたらば、逐一職員のほうで

内容を確認して対応しておりますとともに、宮東

テニスコートにつきましては、職員だけではどう

して追いつかない部分ございますので、そういっ

た観点で、テニスの専門家でございます町の硬式

テニス連盟でございますとかソフトテニス連盟な

どの方々のご協力をいただきまして、常日頃から

維持管理のほうにも気を使っていただいていると

ころでございます。 

  そういったことから、まずはグラウンドを使い
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やすくできるような形で管理のほうを行っていっ

て、利用者の増のほうにつなげていければという

ふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  公民館、図書館については、努力をされてくだ

さっているようで、ありがとうございます。 

  テニスコートのほうなんですけれども、こちら

も本当に、職員の方が週に１回ちゃんと行ってく

ださっていて、利用者の方も、その都度お掃除を

してくれているというのは聞いています。せっか

くネットも直したので、あそこのテニスコートの

周辺にお住まいの方なんかは、とても便利でいい

と、テニスコートすごくいいよねというお声も聞

くんですが、あそこの存在を、宮代町の町民でも

知らない方が結構いらっしゃるんじゃないかなと

思っていて、私も近所に住んでいるんですけれど

も、そんなに簡単にというか、すぐ使えるという

のを実は知らなくて、ご近所の方に、あそこすご

い便利なんですよというのを教えてもらったぐら

いで、なので、もう少し、せっかく今回、インタ

ーネットで予約できるということにもなりました

し、テニスコートですから、お若い方とかお子さ

んとかも使えるようになったらいいなと思います

ので、町のほうからもそういったＰＲをしていた

だけたらなと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  説明書の198ページ、小学校環境教育推進事業

の中の成果の中で、宮代江戸の日というのがあり

まして、この江戸の日とは一体どういうのを実施

しているのか、また、年に何回しているか教えて

ください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校教育学校管理幹兼副課長の竹内でございま

す。 

  鈴木委員さんの質疑についてお答えさせていた

だきます。 

  宮代江戸の日というのは、夏と冬に年２回行っ

ています。こちらは、当時の子どもたちが江戸時

代には、もう少し人間の知恵を使って、電気やガ

スをあまり使わずに、その知恵でどうにか生活を

豊かなものにしていたと。そういう考えを大事に

しながら、エコな日を過ごしたらどうかという提

案がありまして、それで、年に２回、学校ではな

くお家に帰って、一人ひとりがどのような生活を

すれば環境によい生活を行えるのか、それを考え

ながら、家族にも協力してもらって、その日を過

ごそうというふうに考えたのが始まりでございま

す。 

  どんな取組をということなんですが、夏は打ち

水をして、なるべく扇風機とかエアコンをあまり

使わないように過ごすとか…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、席を立たない

ように。 

  失礼しました、どうぞ。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  よしずを使って、部屋の中をあまり暑くしない

ようにするとか、そのほかにも、お米のとぎ汁を

使って、そのお水を使って掃除をしたりとか、そ

れを肥料にしたりとか、一つの部屋に集まってエ

アコンの使用を少なくしたりとか、様々なんです

が、冬は、昨年の冬なんですが、使い捨てカイロ

を使わずに、手作りで繰り返し使えるカイロを子
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どもが作って、それを活用したとか、暖房を控え

て、湯たんぽを使って、寝る前に布団の中を温か

くして寝るようにしたとか、いろいろ子どもたち

はそれぞれが考えてくれて、実際にこのような活

動を、取組をしました。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） それでは、再質問のほうを

させていただきます。 

  予算のほうが6,000円立てていまして、決算で

ゼロということなんですけれども、どういった理

由で6,000円のほう、予算立てたか教えてくださ

い。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  予算についてなんですが、こちらのほうは、い

つもはキッズエコサミットという大きな発表会を、

各学校の５・６年生と中学校の生徒会の生徒や、

それから環境委員の生徒が集まって、一斉に会し

て行っていました。そのときに、環境に係る資料

を県の環境のほうからお借りをして、それで掲示

するということで、郵送料として使わせていただ

いていましたが、近年コロナ禍であったため、全

員で集まってやるということが難しくなり、代表

の者だけが部屋に集まって、そして、ほかの子た

ちは全部、Ｍｅｅｔでオンラインでつないで、教

室から参加をしているという状況がありまして、

そのため会場に資料を貼ることが、ここ数年はな

くなっています。そのため、6,000円という費用

を取っているんですけれども、その分を使ってい

ないということでございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） ありがとうございます。 

  6,000円使っていないということなんですけれ

ども、この取組なんですけれども、私も役場の入

口のところに貼ってありまして、これを見まして、

冬場テレビを消して、家族で団らんしながら話し

合ったりとか、非常にいい取組だと思うんですよ。 

  そこなので、もうちょっと予算のほうを上げま

して、もしできたら、この町、ワッペンを作って

いますので、江戸の日ワッペンとか作ってやった

りとか、もうちょっと何か盛り上げるというわけ

じゃないですけれども、成果を家族中とか学校中

で盛り上げるようなことをやってみたらどうでし

ょうかという、こういうのできますでしょうかと

いう提案とあれなんですけれども、最後よろしく

お願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長、竹内でございます。 

  子どもたちが一生懸命取り組んでいることにつ

いて評価をしていただけたこと、大変ありがたく

思います。 

  費用についてはどうかというところからも検討

しなくてはいけなくて、なかなか子どもたち、環

境だけではなくて、日々の教育活動で、全てにお

いて全力で頑張って学んでおりますので、どれか

について何かを上げるとか、そういうこともなか

なか難しいかなということは思うんですけれども、

このようなご意見があったということを、学校の

ほうにもまた、このような評価をしていただけた

ということについても学校に伝えまして、この後、

参考にさせていただきながら、検討させていただ

ければなというふうに思いますので、ありがとう

ございました。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 
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  小島委員。 

○委員（小島あけみ君） 小島です。 

  ３点質問させていただきます。 

  決算書の172ページ、説明書は52ページの教育

支援センター運営事業で、報償費の中で臨床心理

士謝金というのがあるんですけれども、臨床心理

士さんは定期的に何回か来ていただくことになっ

ているのか、それとも要望に応じて、必要に応じ

ていらっしゃるのかということをお伺いいたしま

す。 

  あともう一つが、52ページの説明書の中で、そ

の他の欄で、学校に行きたくない、学校生活にな

じめない等、何らかの支援が必要な子どもたちの

支援を行う市民活動団体に対し、本年度から施設

休所日に２階会議室等の貸出しを開始しましたと

ありますが、この実績等についてありましたら、

お伺いいたします。 

  それと、決算書の198ページ、学校給食運営管

理事業です。 

  この中の10節の需用費に、施設修繕料102万

9,380円とありますが、この内容についてお伺い

いたします。 

  以上３点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  まず、決算書172ページ、説明書52ページの臨

床心理士の謝金についてのご質疑について、ご回

答させていただきます。 

  こちらのほう、臨床心理士さんが月に２回、定

期的に来てくださることになっています。 

  続いて、決算書172ページ、説明書52ページの

教育支援センターのお部屋の貸出しについてござ

いますが、昨年度から始めさせていただきました

が、まだ団体さんからのご希望は上がっていない

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  決算書198ページの学校給食運営管理事業の施

設修繕費についてございますが、内容といたしま

して、トイレの自動水洗が壊れたり、あと、ボイ

ラー２台あるんですけれども、１台は更新したん

ですけれども、もう一台のほうの部品を交換、そ

の他、排水処理施設の排気ダクトのほうの修繕、

その他、あとはコンセントの修繕等をしておりま

す。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  決算書の170ページ、またかよ。説明書194ペー

ジ、いじめ不登校対策事業、こちらのほうで、令

和５年度は57人でしたとなっておりますが、直近

３年なり５年なりの増減のほうを、ちょっとお示

しいただきたいと思います。 

  また、成果と書かれているところの最終段落２

行で、宮代町の全児童に対する不登校児童の割合、

小学校1.1％、中学校で5.7％というのが記されて

おりますが、これは比較してどうのこうのという

ことではないにせよ、県の平均だとか近隣との比

較とかいう形はどのような、要はこれが多いのか

少ないのかというのが、昨今の情勢というのは目

まぐるしく変わるものですから、分からないので、

担当の方に教えていただきたいと思っております。 
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  次に、決算書で申し上げますと、174ページの

日工大サイエンスプロジェクト事業というのがご

ざいます。説明書で申し上げますと、69ページに

なります。 

  これ、一般質問でもちょっとお尋ねしたところ

ではありますが、令和５年度は須賀中と前原中の

２年生及び百間小学校の６年生で、前の年度、４

年度は、須賀中の２年生だったかな、１学年だけ

でやっていたのは承知しております。 

  今年度の予算との違いも当然ありますけれども、

今年度18万円という、たしか予算がついていたと

思いますけれども、これは今年度と昨年度、母集

団、人数が違うということなんですけれども、一

昨年度はゼロ円だったわけですよね。昨年度、い

きなりゼロから24万8,600円となったのは、お聞

きしたところによりますと、バスになったからと

いうことになっておりますが、そもそも最初の年

度は、須賀小から1.9キロ歩いていって、それを

検証した上で、どうしても危ないとか問題があっ

た、それでいろんな案が出て、自転車だ、歩きだ

といって、バスになったというんなら分かるんで

すけれども、そのようなものが全く示されずに、

このようになったというところの説明が、全く理

解できるものが出てこないものですから、きちん

と、こういう形で決算になったというところをお

示しいただきたいと思います。 

  また、これの一番下のところに、前期実行計画

の成果目標というのがございます。日工大サイエ

ンスプロジェクトの成果目標というふうに読むん

だと思いますけれども、これのアンケート調査が

80％以上というのは、ちょっとミスリードという

か、要は、例えば理科が嫌いだった、でも、日工

大サイエンスプロジェクトに参加したら、ちょっ

と興味を持ったとか、関心を持ったとか好きにな

ったというふうなのが、日工大サイエンスプロジ

ェクト、この事業についてやったということの成

果だと思うんですけれども、そういうのを一緒く

たにして、数字は確かによくなるでしょう。もと

もと理科が好きな生徒・児童は、この中に含まれ

ますから。 

  そうではなくて、この事業における前期実行計

画の成果目標ですから、この事業においての成果

というふうにはこれはならないので、ここのとこ

ろの、なぜこのような、内容のアンケートをちょ

っと拝読しておりませんので、はっきりしたこと

は申し上げられませんが、そこのご説明をお願い

いたします。 

  次に、決算書のほう、166ページの小中学校適

正配置事業というものがございます。これは、説

明書のほうで申し上げますと、70、71ページにま

たがっております。 

  これ、特に小中学校の適正委員会みたいなもの

がありまして、２年ぐらい前だったかな、教育長

が広報みやしろに写真も出て、いろいろと説明も

ありましたけれども、その後一向に進んでいない。

小中学校と書いていながら、そのときには10回と

も、全部の中学校をなくして一つの中学校を造る

というふうな意見に持っていくような、都合のい

いような資料も出した上でやって、しかも、10回

と決まっているからと駆け足でやったにもかかわ

らず、その後進んでいないというのが現状なのは

間違いないところでございますが、これに対して

の、特に小学校の部分は結構ですので、中学校に

ついての進捗だったりとか、今後の見通しだった

りとか、また適正化委員会も、あのときの適正化

委員会、これも一般質問か何かで申し上げたよう

な記憶がちょっとあるんですけれども、ごめんな

さい、違っていたら。当時の委員というのが、15

人のうち、町民の委員が３名で、町のほうでの一

本釣りした人が12名という形で、町のやりやすい
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ようになっていたというふうな形に取られても仕

方ないような状況ですけれども、今後、これがま

だ動いていないということは、議会に提出して可

決を得るというふうな説明が当時ありましたが、

全くないものですから、そこの説明をお願いいた

します。 

  次に、190ページの図書館ですけれども、説明

書では203ページ、先ほど説明いただきました、

川﨑さんもそうですけれども、私も図書館協議員

でやっていたので、いろいろとこの辺は意見交換

させていただいていて、ありがとうございます。 

  それで、前段の委員もいろいろと指摘くださっ

て、確かに前段の委員がおっしゃったように、白

岡の図書館、私も何回か利用させていただいたり

とかしていますけれども、非常に２階建てで明る

くて、解放感あって、中にエレベーターまであっ

て、使いやすいというのは非常に分かります。 

  また、宮代町ももっと前からずっとやっていて、

昔は移動の図書のバスが、僕が小学生ぐらいから

通っていたのが、図書館ができて使いやすくなっ

た、これは分かるんです。 

  僕が図書館協議員をやっていたときも、白岡が

できたら減るなというのは見通しはありましたけ

れども、やはり本離れというのもあるかもしれま

せんが、だんだん減っている。何かしらの仕掛け

というか、今まで使いづらかった制度を使いやす

くするといった形も必要かなと思います。 

  杉戸にあったツタヤさんも夏に閉店されました

し、やっぱり本の大事さというか、特に小学生、

中学生、高校生という若い世代に対しての、本を

身近にやるという形で、何かしらやっていただき

たいと思いますが、昨年度は令和５年度に関して、

何か特別なこと、その前の頃からと違ったことを

やったというのが、これからは読み取れないので、

もしも僕が見落としがあるようであれば、教えて

いただきたいと思います。 

  予算とほぼ、決算が変わっておりませんので、

予定どおりにつつがなくやったんではあるでしょ

うけれども、その結果、減ってはいるんですよね、

3,500人と、0.5％ですか、減ってはいるので、こ

このところをやはり増やす方向にやっていただき

たい。 

  一つ、以前から何度も申し上げておりますが、

昔はこの細長い町で、図書館しか返却ポストがな

かったのが…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤さん、要望が多いの

で、質疑のほうをお願いします。 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、質疑に取ら

れなかった。言い方悪かった、ごめんなさい。 

  仕掛けというものをやったのか、やらなかった

のかと、途中で言ったと思ったんですけれども、

ごめんなさいね。令和５年に、５年度独自のもの

というものを行ったのかどうかというのが、僕は

把握していないので、そこのところを教えていた

だきたいというのと、あと、ずっと提案というか、

お話しし続けている返却ポストの件の進捗は、以

前は図書館だけ、それが子育て支援課の前に増え

て、進修館増えて、姫宮地区は増えた、和戸地区

がまだないんですよね。特に和戸地区のほうに関

して、どのように考えているのかというところを、

昨年も結局その辺はなかったものですから、教え

ていただきたいと思います。 

  次に、198ページ、前段の委員も、この件に関

してはご質問されていらっしゃいましたが、学校

給食です。説明書のほうでは、199ページの真ん

中にあります、約３億5,000万円とあります。 

  これまでずっと、僕が傍聴した限りでも、あと、

直近の６月議会でも一般質問で質問されていた方

に対して、これは聞き方というか、そういうつも

りで言ったんじゃないと言われるかもしれません
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が、さも町として無料化を将来的には行うような

方向で、今は財政難だからというふうな言い方を

されていたはずですけれども、先日の一般質問の

前にも、窓口でお尋ねしたときも言っていたよう

に、町では無料化は考えていないと、国がやるべ

きだというふうなことをおっしゃっていらっしゃ

いました。 

  そこのところ、町がいないのか、要は学校給食

を将来的にやろうと思うんであれば、この３億

5,000万円をどこかで捻出しなきゃならないわけ

なんですよ。ところが、そもそもやる気ないんで

あれば、ここのところ、そういうふうな、やりた

いという議員さんも、町民の方も、いっぱいいら

っしゃるとは思うんですけれども、町としてどう

してもやらないとなったら、やっぱりそこで、だ

ったらその分をと考える人もいらっしゃると思う

ので、町として全く無料化は考えていないという

ことをここで、令和５年度でもそういうこと出て

いませんから、明言してください。 

  それと、同じところのその下の表のところ、学

校給食における宮代農産物の使用状況、確かに使

用量というのは出ているんですけれども、これが

給食に対しての宮代産の割合というのが、ちょっ

とこれだけでは分からないので、例えばお米、令

和５年度は24.5トン使いました、野菜等12.2トン

使いました、でも、実際問題、給食全体の中で１

割なんですよというのと９割使っているんですよ

というのでは全然違いますので、使用の割合とい

うものをお示しいただきたいと思います。 

  次に、決算書の188ページ、説明書の201ページ

の人権教育推進事業のところですが、これは、人

権文集「あおぞら」は毎年行っているようではあ

りますが、子ども人権講座の開催というものとか、

この辺は毎年いろいろと変わっているんでしょう

が、いつも６年生だけが対象なのでしょうか、そ

れとも、たまたまこの年は６年生だけになったの

か。人権文集自体は、５年生、６年生というふう

に何か書いてあるものですから、できるだけ変に

染まる前に、１回は人権教育のフィルターを通し

たほうがいいんではないかなと思いまして、まだ

純情無垢な頃、洗脳ではないですけれども、と思

いましたので、そこをお尋ねいたします。 

  また、これはちょっと文章的な書き間違いとい

うか、成果のところの文章は、「講師から視力を

失いながらも」、ここちょっと書き方、講師から

話してもらいと下にいったほうが、これだと文章

の意味が分からない、これは指摘だけさせていた

だきます。 

  次、190ページの公民館事業、説明書は203ペー

ジになると思います。 

  前段の委員も何人もおっしゃっていらっしゃい

ましたが、公民館の利用がどんどん減っています

よということで、これにつきましても、町として

令和５年度に、何かしら特別にてこ入れというか、

対策を行ったのかというところ、また、数年前で

すか、ちょっと忘れちゃいましたが、和戸公民館

のトイレの問題を僕が傍聴したときに、 山議員

がたしか質問してくださったと思ったんだけれど

も、その後進捗どうなったのかというのが、僕、

聞いていないので、トイレの改修というか、使い

づらさのこと、ご指摘あったのだけは覚えている

んですけれども、その後どうなったかと、町のほ

うでお聞きしていないので、改修したのか、その

ままなのか。 

  いろんな要因あると思うんですよ、使いづらい

とか、使わなくなるというのはね。その中で、そ

ういうふうに…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、今の公民館の

件ですけれども、 山委員は集会所に関して質問

したそうです。 
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○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、訂正いたし

ます。集会所に関してです。 

  では、ここのところはカットします。どうもす

みませんでした、間違えまして。 

  あとは、じゃこれを最後にしますが、テニスコ

ートの件が何件も出ていまして、前段委員もおっ

しゃったように、結構使い勝手が、僕が聞いてい

る範囲では、結構、中学生の子だったかな、何か

ちょこちょこ使う子がいらっしゃると。セブンイ

レブンで管理しているんですよね、あそこに鍵を

取りに行ったりとか何か、申し込んで、川端のセ

ブンイレブンですけれども。そこのところへちょ

うど僕が行ったときに、使わせてくださいという

感じで行っていて、というのは、それは僕も現実

に見たので、分かってはいるんですが、ただ、利

用者数というのは相当減っていると。 

  先ほどご説明あったように、猛暑を理由にされ

てはいましたが、近隣も同じような割合で減って

いるのかどうか、要は肌感覚で、職員の方は、猛

暑じゃないかなというふうな感じで言っているの

か、それとも近隣も同じように減っているのか、

それとも近隣は減っていないで、宮代だけ減って

いるのかというところが分からないと、ちゃんと

した検証にも分析にも何にもならないんですよね。

それなので、きちんとデータなり何なり裏づきが

あるもので、回答をお願いしたいと思っておりま

す。 

  また、ほかのところもそうですけれども、オン

ラインでの予約システムが入ったり、先ほどの公

民館がそれに入っているか、ちょっと僕、確認は

していない、進修館が入っているのは分かってい

ますけれども、それとあと、公民館も含めて鍵と

かも、例えば今、電子マネーのＳｕｉｃａ関係の

レプリカを使って施錠・開錠したりとか、いろい

ろやり方はあると思います…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、鍵の管理に関

して、ちょっと一言言います。 

  セブンイレブンでは管理していませんので。 

○委員（佐藤将行君） 鍵と、使うの、申込みか何

かで、セブンイレブンが介在してとやっているの

は見ていたんですけれども、使い回す…… 

○委員長（土渕保美君） 聞こえ方が、セブンイレ

ブンが鍵の管理をしていると聞こえますけれども。 

○委員（佐藤将行君） そういう言い方になってい

る、僕も細かくは分からない、それを質問という

形で。 

  すみません、じゃ、私のほうとしては、セブン

イレブンを通して使っているというところだけは、

ちょうど買物に行ったときに見ていたので、そこ

のところ、仕組みのほうはどのようになっている

のかというところをお願いします。 

  これ、公民館とテニスコートのほうを、セブン

イレブンのほうで携わっているというのは承知し

ておりますので、そこのところがまず１点と、あ

と鍵自体のも、先ほど…… 

○委員長（土渕保美君） テニスコートと公民館の

鍵の管理はセブンイレブンでと聞こえましたけれ

ども…… 

○委員（佐藤将行君） 違う。だから、そこのとこ

ろ、セブンイレブンが介在していると。そこのと

ころを、そういうふうな形のあったのを見たので、

どうなのですかというところをお尋ねしているん

ですけれどもね。 

  先ほど、これは公民館のことだった、鍵を上だ

ったのを下にして、かがまないで済むようにとい

う改善とかありましたけれども、ほかの施設でも

そういうところはあると思うので、そういうとこ

ろも、先ほどちょっと申し上げましたＦｅｌｉＣ

ａを使ってやるとか、今いろいろとやり方はある

と思いますので、そこを、令和５年度にはそこま
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でやっていなさそうなんですけれども、今後どの

ように行っていこうと思っていらっしゃるのかと

いうことをお尋ねいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  決算書の170ページ、説明書の194ページ、いじ

め不登校対策事業の不登校の児童・生徒数に係る

佐藤委員からのご質疑についてお答え申し上げま

す。 

  まず初めに、説明書の成果のところに書かれて

いる小学校1.1％、中学校5.7％というものが、ど

のような計算なのかというところに初めにお答え

したほうが、その後の増減について分かりやすい

かなと思いますので、その順にお答え申し上げま

す。 

  まず初めの小学校の1.1％というのは、昨年度、

小学校児童が３月末で1,590人でした。年間の間

には転入・転出等ありますので、微妙に数字は変

わりますが、３月末は1,590人、その中の不登校

児童数が18人でございました。ですので、約

1.1％ということでございます。中学生に関して

は、昨年度３月末で690人でした。その中の39人

ということで、約5.7％でございます。 

  続いて、年度の増減について申し上げます。 

  まず初めに、令和３年から申し上げます。小学

校、宮代町の割合は0.26％、県の割合が0.90％、

令和４年、宮代町が0.97％、県が1.23％、そして、

令和５年ですが、宮代町が1.14％、県の数字につ

きましては、今、私、資料を持っておりませので、

県のほうから出ているかどうかということを確認

させていただいて、後ほどお伝えできればと思っ

ています。 

  令和３年から令和４年度に、随分数字が大きく

なっているなというところでございますが、こち

らのほうについては、令和４年度から宮代町に教

育支援センターが開設されました。教育支援セン

ターに通っているお子さんは、この調査の中では

不登校カウントをするようにというふうに言われ

ておりまして、今まで学校のほうに、朝通えたと

か、放課後少し頑張って通えたというお子さんは、

不登校扱いではなかったんですけれども、教育支

援センターに通われているお子さんは、この調査

では不登校扱いで数えるようにということになっ

ているので、数字が少し上がっております。 

  続いて、中学校のほうですが、令和３年、宮代

町が2.67％、県が4.46％、令和４年、宮代町が

4.23％、県が5.49％、そして、令和５年は、宮代

町が5.69％でございます。県のほうについては、

先ほど申し上げたとおりです。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  それでは、決算書166ページ、説明書70ページ、

小中学校適正配置事業のご質疑につきまして答弁

をいたします。 

  中学校の再編の進捗状況について聞かれていた

と思います。中学校の進捗状況ですが、まず大ま

かな小中学校の適正配置につきましては、小中学

校適正配置計画に基づき進めているところでござ

います。この計画に基づきまして、教育推進課に

おきましては、20年間のプランを定めてございま

す。こちらにつきましては、令和４年度に地区の

説明会を行ったのと、また、ホームページにも公

開されております。また、ホームページには、動

画での説明も公開されておりますので、そちらの
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内容に従ったものの説明となります。 

  まず、20年間のプランにつきましては、前半の

10年と後半の10年に分けてございます。まず、前

半の10年、令和４年から13年につきましては、確

実に残ることとなる須賀小学校と百間小学校を地

域拠点施設として再整備するという方針となって

おります。 

  また、令和９年度以降になりますが、統廃合す

る笠原小学校と東小学校、また３つの中学校につ

きましては、実際に再編するかどうか、令和９年

度以降に、もう一度再検証するということになっ

てございます。もしその再検証におきまして、仮

に統廃合を進めるということになりましたら、後

半の10年間、令和14年から23年の間に、東小学校

と笠原小学校及び３つの中学校を再編するという

計画で進めてございます。 

  したがいまして、今現在の状況といたしまして

は、須賀小学校の再整備から着手しているところ

でございます。中学校の再整備につきましては、

令和９年度以降に再検証するということになって

ございますので、その旨でご理解いただければと

思います。 

  続きまして、決算書198ページ、説明書199ペー

ジ、学校給食運営事業に対する質問になります。 

  まず１つ目が、宮代産の農産物の使用状況とい

うことで、パーセンテージのご質疑があったと思

います。宮代産の使用率につきましては、41.2％

につきまして、地場産のお米や野菜等を使用して

いる状況でございます。 

  私からの説明は以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 続きまして、私の

ほうから、決算書198ページ、学校給食管理運営

事業の、初めに質問いただきました学校給食の無

償化の関係についてお答えさせていただきます。 

  直近の議会での答弁では、令和６年３月議会で、

別の議員さんからのご質問に対して答弁をさせて

いただいておりますけれども、その答弁を持って

きましたので、ちょっと読み上げさせていただい

てもよろしいですか。 

  途中からになるんですけれども、「学校給食の

無償化は、子育て世帯の経済的負担の軽減に直結

する子育て支援策としてインパクトがある施策で

あることは承知しておりますが、当町において実

施した場合、令和４年度決算額で約１億1,000万

円の財政負担が毎年度発生することになり、その

財源の確保が大きな課題となってくるものと認識

しております。一方で、国の動向として、昨年６

月に閣議決定された子育て未来戦略方針に基づき、

給食無償化に向けた課題整理のための実態調査が

進められており、今春以降にその結果を踏まえた

具体的方策の検討に着手されるとの情報もありま

すので、今後の動向を注視してまいりたいと考え

ております。したがいまして、町単独での学校給

食費の無償化につきましては、現段階において予

定はございません。」と、このように答弁をさせ

ていただいていております。 

  これをどのように捉えていただくかということ

であるんですけれども、国の動向を注視していき

たいという、そこで、現時点での町としての考え

方につきましては、学校給食の無償化、全国各地

で行われているところがありまして、格差が生じ

るということ自体、問題があるのかなと思ってお

りますけれども、そもそも国が国の責任において

無償化すべきものだというのが、現時点におきま

す町としての考え方でございます。 

  むしろ現在、食材費が物価高騰している状況に、

どのように対応していくのかといったところも目

下も課題ですので、話が論点がずれていっちゃう
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と言われたら、それまでなんですけれども、基本

的には国の動向を注視しているというのが、現段

階での町としての考え方でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

の川﨑です。 

  決算書190ページ、説明書203ページの図書館管

理運営事業のご質疑について答弁いたします。 

  まず、Ｒ５年度の新規事業というお話であった

かと思うんですけれども、まず、道佛地区のカス

ミストアにブックポストがあって、そこが一昨年

度、あふれてしまったと、ゴールデンウイークの

付近ですか、あふれてしまったという事案はあっ

たかと思うんですけれども、それを受けまして、

図書館で、日本工業大学さんの木工サークルとい

うところのご協力を得まして、材料費を負担する

代わりに、ちょっと大型のブックポストを作製し

ていただきまして、今設置していると、それがま

ず一つになります。 

  それからあと、障がいを持つお子様から大人ま

でが読書を楽しめる、バリアフリー本が集まった、

りんごの棚という呼び方をするんですけれども、

りんごの棚というものを開設させていただきまし

た。このりんごの棚というのが、スウェーデンの

図書館が発祥と言われているもので、今、全世界

に広がってきつつある取組なんですけれども、町

立の図書館には、触って楽しめる絵本ですとか点

訳されたもの、あと大活字本ですとか、そういっ

たものを配架してございます。 

  そらからあと、再三話がありましたが、公共施

設の予約システム、図書館も導入しまして、展示

ホールですとかホール、それから研修室のインタ

ーネットでの予約がスタートしました。こちらが

新規事業になります。 

  それから、和戸のブックポストの進捗状況とい

うお話もありましたが、こちらは依然として苦戦

はしているんですけれども、また佐藤委員様から

も、窓口でご質問いただいたこともあるんですが、

いろいろコンビニですとかマルヤさんからは、ち

ょっとお断りをいただいて、須賀小学校の再整備

に合わせて、そちらの複合化施設のほうに、でき

たら設置したいなという意向がございます。 

  ひとまず、現在の進捗というのは以上になりま

す。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  何点かございますので、順次ご答弁させていた

だきます。 

  説明書201ページ、人権教育推進事業、こちら

にございます子ども人権講座の関係でございます。

こちらは、小学校６年生の子どもさんを対象に人

権講座を行ってございますが、小学生、子どもた

ちに対します人権教育については、決してこれだ

けではなく、こちらの「視力を失って見えたもの」

については、６年生を対象に行ってございますが、

それ以外の子どもたちに対しましては、各学校に

おいて、人権教育集会を行いますとか、いろんな

ものを行ってございますので、人権教育について

はこれだけではないということでご説明させてい

ただきます。 

  続きまして、説明書203ページでございます。 

  公民館の関係でございます。利用者減に対しま

すてこ入れはということでございますが、こちら、

直接的なてこ入れというわけでございませんが、

５年度から宮代町の芸術祭というものを、町民文

化祭に代わる新たな試みとして開始をしたところ
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でございます。 

  こちらにつきましては、各公民館で活動されて

いらっしゃいます団体さんがいらっしゃいます。

コーラスでございますとか、楽器の演奏とか、そ

ういった団体さんがいらっしゃいます。そういっ

た団体さんの発表する場所として、今まで町民文

化祭があったわけでございますが、諸般の事情に

より、昨年度からみやしろ芸術祭として、新たな

ものとして行ってございます。 

  このように、各団体さんで活動していらっしゃ

る発表の場所を新たに設けるということが、間接

的とは思いますが、公民館利用者の増につながる

ような試みなのかなというふうに捉えてございま

す。 

  続きまして、説明書207ページでございます。 

  社会体育施設維持管理事業、こちらにおけます

宮東テニスコートの利用者数の減ということでご

ざいますが、ご質問の中で、近隣の状況というよ

うなお話がございました。近隣市町の状況という

ものは、うちのほうでは調べてございませんが、

町内にはテニスコートが宮代町総合運動公園にご

ざいます。 

  説明書の206ページをご覧いただければよろし

いんですが、総合運動公園の利用状況といたしま

して、テニスコートの状況がございます。こちら

のほうも５年度、前年度と比べますと、人数的に

は減少してございます。こちらも、運動公園のテ

ニスコートの状況についても、こちらは指定管理

者のほうに確認してございますが、昨今の猛暑の

影響があって、テニスコートだけじゃなく、多目

的広場とか野球場とか、屋外での利用される方が

減っているというような状況も伺ってございます

ので、宮東テニスコートについても同じような状

況であるというふうに考えてございます。 

  それと、鍵という形の関係でございます。 

  テニスコート以外にも、グラウンドあるいは公

民館、いずれにおきましても、無人の施設でござ

います。無人の施設であるがゆえに、そちらのほ

うの貸出しの観点で、例えば公民館につきまして

は、鍵をかけてございますが、鍵については、公

民館の玄関のところに暗証ボックス、暗証番号で

鍵の入っているボックスを開けていただくような

システムを取ってございまして、利用者の方が許

可申請を得た後に、暗証番号をボックスのほうで

入れていただいて、そこから鍵を取り出して、鍵

を開けて中に入っていただくというような形を取

ってございます。 

  また、グラウンド、テニスコートにつきまして

は、やっぱりこちらも無人の施設でございますが、

無断で使われることのないように、テニスコート

につきましては、近くのコンビニさんのほうに鍵

のほうをお願いしてございまして、利用者の方が

そちらのほうへ行って鍵を借りて、自分で開けて、

終わったら閉めていただくと、そのような管理の

方法を取っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（齋藤真美子君） 学

校教育担当主幹兼指導主事の齋藤でございます。 

  決算書174ページ、説明書69ページ、日工大サ

イエンスプロジェクトについての質疑についてお

答え申し上げます。 

  まず、バスになった理由としましては、令和４

年度の試行段階で、中学校１校が徒歩で実施をし

ました。事故等は特になかったんですが、先生方

には、日工大まで引率をしていただくということ

で、通常の授業を行うよりご心配やご配慮をいた

だいたところでございます。また、児童・生徒の

安全面、時間の確保、そして先生方の負担等、総
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合的に考えまして、バスでの移動ということを考

えております。 

  ２点目の成果目標が80％以上というところの理

科好きの子どもが80％以上というところでござい

ますが、こちら、平成30年の全国学力・学習状況

調査の中で、宮代町の小中学生、「理科好き」と

いうことで答えた子どもの割合が69.5％でした。

そこから、令和５年３月にもう一度、理科は好き

ですかということを聞いたところ、77.9％という

結果ではございます。 

  ですが、先ほど佐藤委員もおっしゃられたとお

りに、こちら、この事業を行ってということにつ

いて聞いた質問ではなく、理科は好きですかとい

う問いをしたことに対する回答でしたので、いた

だいたご意見を今後参考にさせていただきながら、

取り組んでいけたらと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  それでは、再質問のほうに入らせていただきま

す。 

  決算書の170ページで、194ページが説明書だと

思います。 

  児童全体が人数比なのは、大体分かっておりま

したが、その変遷とか、他の比較、県との比較と

いうか、近隣との比較があったほうが、県だと山

村地域とか都市部も含めての全部になっちゃいま

すので、似たようなところのものがあればよかっ

たなと思いますけれども、分かりました、ここの

ところは。不登校のカウントが、教育支援センタ

ーができたことで、要するに物差しが変わったか

らですよね。そこのところは承知しましたが、そ

れでも令４から令５にかけては、中学校、小学校

ともにちょっと増えて、中学校はちょっと増え方

大きいかなと、分母が小さいですから、中学校の

ほうはね。そうすると、ちょっと増えても、ぽん

と上がるのは何となく分かるので、引き続き、こ

れナーバスな問題ですし、昨年も一般質問でも出

たところでもありますけれども、ほかの方。ちょ

っとあまり触れられないところもあるので、この

程度にとどめます。 

  次に、決算書の166ページ、説明書のほうの70

ページという形になりますが、小中学校の適正配

置の件で、いろいろと先ほどから説明はありまし

たが、笠原小、東小の統廃合とかありますが、先

ほど申し上げたとおり、小学校のほうは取りあえ

ず一旦置いておいて、先ほど、中学校のほうのこ

とを絞ってというふうに申し上げたはずだったん

ですけれども、論点が広がらないようにね。 

  中学校に関しては、執行部のほうも、町のほう

としては３つの、これ勘違いしている人がいて、

町民の方から質問されたので、お尋ねするという

ところもあるんですけれども、一部の方は、どこ

かの中学校を残して、そこに一つにするというふ

うな理解をされている方がいるんですけれども、

僕が窓口でお尋ねして、お聞きした範囲では、全

部の中学校一旦なくして、新たに造るというふう

に理解しているんですけれども、そこのところを

きっちりと、担当の執行部のほうから示してくだ

さい。 

  また、中学校に関しましては、先ほど、令和９

年以降というふうな説明はありましたけれども、

数年も前に、この前までの適正化委員会がやった

のが、何年もたってというと、やっぱり時代の流

れはどんどん早いですから、適切ではないと思う

んですよね、それに縛られるというのは。すぐに

ぽんぽんぽんとやらない理由、令和５年中にも議

会にも提案しなかった理由というのを、改めてお

尋ねします。何かしら計算なりがあるんでしょう
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から、合併に関しての町長の、そういう機運じゃ

ないというのかもしれませんが、そこの理由につ

いてお尋ねいたします。 

  雑談やめてもらえますかね。人がこっちでやっ

ているときには注意しておいて、 山さん、お願

いしますよ。 

  次に、給食のほうにきますか。決算書のほうの

198ページです。説明書のほうは199ページになり

ますよね。 

  先ほど、課長のほうからでしたっけ、いろいろ

と無償化のことについて説明もございましたが、

３月議会のことも、確かに僕もそれは覚えており

ます。財源確保がどうのこうのとか言っていまし

たが、その前の頃からもずっと、無償化の話題に

関しましては、執行部からのお答えというのは、

はっきりと、町としては無償化するつもりはない

と、する考えもない、国がやるべきものだという

のは、最近はよく言うようにはなっているんです

けれども、これまでずっとそういうことを言われ

ていないで、こちらから見れば、その場限りの言

い訳的なことでやっているようにしか見えないの

ですよね。 

  ですから、そこのところ、自治体で独自でやっ

ているところがあるのも、当然そちらのほうはご

承知だと思いますが、要はこれまでの議員さんも、

僕が町民の頃の議員さんのことを申し上げている

んですけれども、この問題に関しては、国はどう

であれ、町としてどうなのかということを聞いて

いるように僕は理解しているんですけれども、そ

れに対して、その場限りの財源がどうのこうのと

かいろいろ言って、国が行うとかと言って、さも

条件が整えばとか、財源があればやるような言い

方をしていたというところが、今回の質問の出発

点ですので、そこのところをきっちりと、国のほ

うで３月の一般質問を受けて、春からとか、国の

ほうが子育て未来会議か何かでやっていくから、

その動向を見極めとか、それはいいんですよ。そ

うしたら、国のほうでやるということになるんで

しょうから。それか自治体ごとと、国のほうで決

めるんですから。 

  そうでなくて、宮代町としての独自の視点で、

学校教育の中の学校給食運営管理事業、これをど

のように執行部として考えているのか、そこをお

尋ねしているのです。令和５年度も、その辺に関

しましては全く動きがなかったので、改めて聞い

ているんですよ。 

  あるのであれば、今年度もいろいろと歳出削減

を検討しましたが、学校給食のほうを無償化する

ほどの財源が見込めないというのであれば、また

別なんですけれども、そういうことが全くないも

のですから、そこのところをしっかりときちんと、

またこれ、議事録にも残りますから、町民の方が

読んで分かるような説明というものを求めたいと

思います。 

  また、その下の表、農産物の使用状況ですけれ

ども、41.2％というのが高いのか低いのかと、令

和３、４、５というのが、要するに経緯、推移も

お尋ねしたんだけれども、それが出ていないので、

それも教えていただきたいんですけれども、また

こういうのも、近隣はどうなっているのかという

ところも比較対象として必要かなと思いますけれ

ども、僕はイメージ的に、ごめんなさいね、素人

なので、感覚で申し訳ないんですけれども、僕の

ほうは。そんな感覚で言うなといいながら、デー

タなくて申し訳ないんですけれども、高いとはあ

まり思えないというところがあるので、これは教

えてください。 

  あと、食材費が増とかいうのは、これ論点  

 というのは、課長のほうもお認めになったので、

いいです。 
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  次に、図書館のほうの190ページですね、説明

書のほうの。私も図書館審議委員をずっとやって

いたので、ちょっと思い入れがあるので、申し訳

ないです、細かいところまで言っちゃって。説明

書のほうが203ページになると思います。 

  図書館は、これは清水館長をはじめ、すごいよ

くやってくださっているのは僕も、あと周りの方

からもお聞きしていて、そこは非常に図書館流通

センターの方が、スタッフの方も頑張ってくださ

っているというのは承知しております。ただ、や

はり本離れもあるでしょうし、また時代の流れも

あるでしょうし、ネットで見られる。また、白岡

の図書館ができた、いろいろな理由はありますけ

れども、ちょっと減り方が毎年毎年大きくなって

いくかなというところがありまして、これは古い

話になりますけれども、これだけ細長いところの

真ん中に図書館が一つだけあると、借りるときは

予約していいかもしれませんけれども、返すとき

に大変だから、その対策をどうするかというとこ

ろを窓口でも聞いていて、令和５年度は、カスミ

ストアの図書館ボックスがあふれるというところ

の対策をしました。 

  できるだけお金使わないように、日工大の方と

協力してやったというのは、ここは評価できるか

と思います、やっぱり産学協働でという形で。 

  ただ、あふれる状況をチェックしていなかった

というところは大いに反省してください。あれは

５月の連休で、たまたま僕、見つけて、課長のほ

うにメールとかで連絡したので発覚したので、開

店前だったのでセーフでしたけれども…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、質疑を中心的

にお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） はい。僕ばかり、そういう

ふうに言うんですね、委員長はね。 

  それで、ブックポスト、前からお話お伺いして

いるように、雨の日に関して、スウェーデンのり

んごの棚か、その辺は、なるほどなと思いますけ

れども、ブックポストの屋外に置けるものとか、

その辺というのは、前から申し上げているんです

けれども、検討しているのかどうかというところ

の説明が、要は主な実施内容もそうですけれども、

成果としてとか、この辺にそういうところが触れ

てあったりとか、教育推進課の扉のページに触れ

てあれば、別に質問しないで済むんですけれども、

窓口でお尋ねしても、前向きなのが出てこなかっ

たりとかするものですから、より利用しやすいよ

うにという観点でやっていかないと、令和６年、

令和７年もだんだんと減っていくというのは、想

像に難くないところですので、そこのところをど

のように、令和５年はそこのところ、返却につい

ては考えた行動がなかったということなので、今

後どういうふうにやっていくのかというところを

お尋ねしたいと思います。 

  人権教育のことで、201ページの説明書、小６

だけではなくて、ほかのところもという形になっ

ていらっしゃいますが、ここのところはぜひ、検

証しながらですけれども、それが今、いい悪いと

いう言い方は変ですけれども、効果があったかど

うかというところも含めて、今後も続けていただ

ければいいと思いますので、これは了解、承知い

たしました。 

  また、町民芸術祭のことも説明、203ページに

関しまして、ご説明いただきました。ここのとこ

ろもよく分かりました。 

  公民館利用を間接的にバックアップというか、

サポート的にやっていくというところも承知いた

しました。 

  また、テニス利用者の状況、恐らく暑い状況と

いうのは、そんなに外れてはいないんでしょうけ

れども、要は最初に、前のページの、今は説明書
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の207ページのことを申し上げております。208ペ

ージか、のことを申し上げていますけれども、

206ページの質問に対して答えたときの、総合運

動公園のことを最初に言っていただければ、再質

問することもなかったんですけれども、感覚では

なくて、データなり何なりを根拠に答弁をいただ

きたいと思います。時間の無駄になりますから。 

  次に、公民館のことで、鍵を開けるのは暗証番

号、これ、外のところで４桁なり６桁なり押して

やるボックスだと思うんですけれども、それはそ

れでありだと思います。ただこれ、１回１回、番

号をリセットしたりとかしているんでしょうか。

同じ番号で、例えば、民間でもありますけれども、

まずい例で。ずっと同じ番号で、１２３４でも何

でもいいですけれども、やっていると、１回使っ

た人がまた開けられてしまう状況というのを防ぐ

ことを行っているのかどうか、先ほどのご答弁伺

っていて非常に気になったので、ここのところは

ちょっと押さえておきたいと思います。 

  テニスコートにつきましては、やはり鍵ですね。

先ほど委員長が、答弁になる前に勝手に推測で、

こちらのこと責めてきましたけれども、ちゃんと

確認して分かった上で言ってくださいね、邪魔に

なりますから。非常に迷惑です。 

  このテニスコートの鍵、セブンイレブンのほう

で預かっていただいて、そちらに行くということ

は承知いたしました。 

  今後、できる限りそういうところも使わずに、

先ほど申し上げたようにＦｅｌｉＣａ、分かりや

すく言うと，ＳｕｉｃａとかＰＡＳＭＯと同じ技

術ですけれども、それを使ってとか、ほかにもい

ろいろと、虹彩認証とかいろいろありますので、

電子的なものはね。いろいろちょっと検証して、

調べてやっていただきたいと思います。 

  最後に、日工大サイエンス、決算書のほうでは

174ページ、24万8,000円で、説明書のほうは69ペ

ージかな。 

  先ほどの質問に関しまして、２つ、この点に関

しましては、バスの件とアンケートの件をご質問

させていただきまして、アンケートの件を先に申

し上げます。こちらのほうが分かりやすいですか

ら。 

  答弁のところで、最後のところでおっしゃられ

たとおりに、実行計画、この事業に関しての成果

目標というものをここには記載すべきであって、

先ほど69％が77.9％になったと、理科自体の好き

というのが。というのは、これはあくまでも、こ

れも含めた全体でのことであって、では、このサ

イエンスプロジェクトを受けてどうなったのか。

例えば、この前窓口でちょっと申し上げましたけ

れども、日常の生活にこんなに結びついているの

が分かったので、ちょっとこれから理科に関心持

ったとか、そういうふうなのがあればいいんです

けれども、そういうのがないんであれば、極端な

話しすると、僕はこれ、サイエンスプロジェクト、

非常にいいな、見学にも行きたいなと思っている

ぐらいではありますが、そういうのが仮にないん

であれば、わざわざ、昨年度からお金もかかって

いますけれども、やる必要が、日工大の方にも、

手間というのかどうかは別としても、職員の方に

もそうですけれども、そこまで効果がないんであ

れば、ほかのことで興味を上げるというふうな方

法になりかねないですから、そこのところのアン

ケートの取り方というか、取る時期というか、そ

このところ、要するにこの事業の評価、成果とい

うところを確認する方法としては、ちょっとこれ

はずさんかなと思っております。 

  最後に、バスの件ですね。 

  これ、最初の年は無償でやりました。そこは間

違いないですよね。翌年バスになった。その間の、
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今は担当の方は替わられちゃって、いらっしゃら

ないですけれども、積極的な理由も検証も行って

いないんですよね。後づけみたいに、確かに安全、

魔法の言葉、マジックワードみたいなものですけ

れども、安全といえば、それは安全でしょうと。

ただ、これ資料、そちらから頂いたので、少なく

とも百中、須賀中に関しては、1.9キロ、８分と

か９分とか、自転車で行けちゃいます。また、笠

原小だって、笠原小も日工大側の子に対しては本

当に近い、家からも近いし、笠原小からもそこま

で、日工大の辺りから通っている子は幾らでもい

るわけですから、歩ける距離ではあるんですよね。

そこのところを検証して…… 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、意見・要望は

いいですから…… 

○委員（佐藤将行君） 意見じゃないですよ。 

○委員長（土渕保美君） 質疑をお願いいたします。 

○委員（佐藤将行君） 意見じゃないでしょうって。

そうやって邪魔ばかりしないでくださいよ、委員

長。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 意見じゃないでしょう、確

認しているんでしょう。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） じゃ、妨害と言いますよ。

妨害でしょう、言っている途中で。じゃ、無視す

ればいいんですか、言われたことを。 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） 進めます。 

  ですから、どこまで言ったか分からなくなりま

したけれども、安全とか教員のほうの負担、これ

は最初から分かっていたことですよね。まず、こ

れをやろうと。これ、学校側からこういうことや

ろうというんじゃなくて、教育委員会のほうから

やろうと言ったんであって、それで遠慮している、

あとは学校時間数とかいろいろ理由としては聞い

ておりますけれども、きちんとそういうふうなの

を検証はしていないというのも、また事実として

聞いているわけですよ、後づけでそういうのはあ

ったとしても。 

  ですから、そういうふうなちゃんと裏づけがあ

って、この24万円、確かに予算として通ったから、

５年度予算になって決算というふうな流れになっ

ているのは、前回の委員の方々の判断でしょうけ

れども、これがどんどん今回は、そこのところを

前提に、検証していないのを検証したような感じ

で、昨年度通ったから、今年度も58万円通すとい

うふうな形に、３月になるんだとは思います、こ

の前なったんでしょうけれども、こういうところ

をどんどん無造作に、お金ある自治体じゃないの

に出ているというところの反省とか、考えるとこ

ろであるんじゃないかなと。 

  先ほどの給食費等も含めまして、幾らでもお金

のある自治体だったら、そんな文句言いませんよ。

でも、この件に関しては特に、58万円というのが

来年度についているものですから、きちんとした

検証というのが全く、こちらから見ればなされて

いないというのは、これ僕だけじゃないですよ。

話した人何人も、おかしいと。あと、この前電話

いただきましたけれども、全然知らない人ですけ

れども。知らなかったと。ここのところ、もうち

ょっと論理的に、また内部で話し合った、また職

員からこういう意見が出ているというところ、具

体的なところをもって説明していただきたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 先ほど、委員長に対して

邪魔しているという言葉を使って、先ほども使っ

ていたことがあったんですよ。何で注意したかと
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いうのは、佐藤委員が何回も、先ほど言っていた

ことと、まるきり同じことを繰り返してしゃべっ

ているんですよね。それに対して注意したわけで

すから、委員長に対する冒瀆に当たりますので、

注意したほうがいいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４９分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き、教育推進課の質

疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  決算書166ページ、説明書70ページ、小中学校

適正配置事業、こちらの中学校の再編につきまし

て、令和９年度より前にやらない理由はというこ

とで、お答えいたします。 

  まず、小中学校適正配置計画につきましては、

一度内容の妥当性等の検証を、宮代町立小中学校

適正配置及び通学区域の編成等に関する審議会に

諮問をしてございます。その諮問に対する答申の

ほうが、令和３年５月に教育長のほうに提出され

てございます。その中におきまして、内容につき

ましては、まず児童・生徒数が増加していること、

また教育制度が、１学級35人というものを国が示

したりとか、教育の制度そのものが変化している

というところもございますので、それを踏まえて、

令和９年度に改めて検討を実施するということで

答申をいただいているものでございます。 

  そちらの答申のほうを尊重いたしまして、今、

適正配置計画のほうを進めているということで、

これに沿ったものとして、令和９年度以降に検証

するというふうにしているところでございます。 

  続きまして、決算書198ページ、説明書199ペー

ジ、学校給食運営事業になります。 

  こちらの宮代産の農産物の地場産食材の利用の

推移ということでございますが、まずパーセンテ

ージをお伝えいたします。令和３年度におきまし

ては43.1％、令和４年度におきましては40.6％、

令和５年度におきましては、先ほどお伝えした

41.2％になってございます。大体40％をちょっと

超えるところで推移しているところでございます。 

  近隣の状況ですが、大変恐縮ですが、近隣の状

況につきましては、現段階で把握しておりません

ので、今後調べたいと思います。 

  こちらが高いのか低いのかというところでござ

いますが、可能な限り、宮代産の食材を使った給

食を提供したいというふうに思ってございますが、

給食に使う食材につきましては、例えば牛肉や豚

肉等の肉類、または魚や魚介類、海藻等の海産物

等もございますので、なかなか全てのものを宮代

産で賄うということが難しい状況ではございます。

ただ、お米及び野菜等につきましては、宮代町、

たくさん作っておりますので、可能な限り、今後

も使っていきたいと思ってございます。 

  ただ、１点、状況といたしましては、食数が

3,000食に近いほどの量を作りますので、例えば

ホウレンソウを使うにしても、大量のホウレンソ

ウ等が必要になってくる状況でございます。なの

で、それなりの量を収穫、しかも、その日に確実

に納入してもらえないと、給食を出せないという

状況になってしまいますので、そこら辺も踏まえ

て、新しい村等と調整しているんですが、全ての

野菜というわけにもいっていない状況もあるとい
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うことだけ、申し伝えさせていただきます。 

  説明は以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 私のほうからは、

決算書の198ページ、学校給食運営管理事業の給

食の無償化の関係についてお答えさせていただき

ます。 

  教育委員会といたしましては、本来国が行うべ

きと、給食の無償化、という考え方でございます。

委員ご承知のとおり、ほかにもＩＣＴ化、あるい

は老朽化した校舎の修繕とか、そういった課題が

山積みの中で、そういったものを削ってまで給食

の無償化の財源を確保するというのは、教育委員

会としてはそういう考えはございません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹、

川﨑です。 

  決算書190ページ、説明書203ページの図書館管

理運営事業の件に関して答弁いたします。 

  屋外におけるブックポストの設置検討というご

質疑だったと思いますが、まず検討ということで、

他の自治体とか調べたとかというのは、前、窓口

でも言われたかと思うんですけれども、やはり東

京23区ですとか、横須賀市であったりとか、ある

程度の財政規模があるところは、確かにやってい

るなという状況にありました。 

  屋外用のブックポストとなると、やっぱりステ

ンレス製ですとか、ある程度雨に強いものですと

か。それから、ただ置くだけじゃなくて、恐らく

基礎工事なんかをして、コンクリートで固めて設

置する、工事費用とかある程度出てくるかと思う

んですね。ブックポスト自体だけでも50万円前後

するんですね。なので、この辺は、またちょっと

財政的な検討が必要かなと思っています。 

  それから、ブックポストに限らず、様々なサー

ビスを利用したり、あとは前、佐藤委員からもご

意見いただいた、公民館に投函できるような形と

いうのもあったかと思うんですけれども、和戸公

民館の玄関自体がガラス張りになっちゃっていた

りして、なかなか設置場所というのも厳しいなと

いうところはあったんですね。それから、昨今セ

ブンイレブンさんが、地域の連携事業の一つとし

て、図書の受け取りサービスというんですかね、

図書館との。始めているというニュースはあった

んですけれども、あれも実は月額２万円なので、

年額で24万円、１か所当たりかかるものなので、

ちょっとこの辺も費用対効果は、いろいろ考える

ところはあるかなということと、現在の図書館へ

の指定管理料の中では、この辺の委託料みたいな

のは盛り込んでいないので、当然、指定管理者の

提案事業とかでも、ブックポストの設置とかある

んですけれども、その中で、またその分の、セブ

ンイレブンとかコンビニに委託する部分の指定管

理料というのは見込んでいないので、現時点はち

ょっと、なかなか難しいかなというところで、そ

れらを踏まえると、須賀小学校の再編に合わせた

ブックポストの設置、和戸方面への設置というの

が、今のところ現実的かなというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  公民館の鍵の関係でご質疑いただきました。公

民館の鍵につきましては、３か月単位で鍵の番号

を変えてございます。 
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  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

の川﨑です。 

  １点だけ補足いたしますと、キーボックスの鍵

の番号のリセットというお話の中で、利用者さん

が使った後、利用者さんが取り出した後、一回一

回、００００番に戻してくださいということでお

伝えしていまして、こちらの使い方につきまして

は、利用者様、皆さん十分ご存じなので、何回か

巡回で行ったとしても、必ず００００番になって

いる状況にございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（齋藤真美子君） 学

校教育担当主幹兼指導主事の齋藤でございます。 

  決算書174ページ、説明書69ページの日工大サ

イエンスプロジェクトについての質疑についてお

答え申し上げます。 

  移動手段としてのバスを選択するに当たり、検

証や裏づけ等が行われておらず、論理的なところ

をもって具体的に説明をということでございまし

たが、今までの資料の中で、そういった具体的な

検証というところで、資料として残っていないと

いうところが提示できず、申し訳ございません。 

  今年度実施につきまして、今後そういったとこ

ろも踏まえて、検証というか裏づけ、振り返り等

含めて、今後につなげていけたらと考えておりま

す。ご理解よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  先ほど、いじめ不登校対策事業、決算書の170

ページ、説明書の194ページでございますが、令

和５年度の県のデータについて、お答えできなか

ったんですけれども、それにつきまして、先ほど

調べさせていただきました。まだ、やはり県から

届いておりませんでしたので、それが分かり次第

お伝えとなりますが、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） わざわざ休憩中に調べてい

ただいて、どうもありがとうございました。また

か。ったく。 

  では、再々質問、最後になりますね。させてい

ただきます。 

  答弁漏れという扱いになるか分からないけれど

も、アンケートの件というのは再答弁で、理科の

アンケートの件、さっき再質問でさせていただき

ましたけれども、この事業だけじゃないんじゃな

いかというところで、今後のお考えとかを質問さ

せていただいたと思いますけれども、日工大サイ

エンスプロジェクトに関しましての答えをいただ

いていないと。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○教育推進課主幹兼指導主事（齋藤真美子君） 学

校教育担当主幹兼指導主事の齋藤です。 

  日工大サイエンスプロジェクトのアンケートの

件につきましては、先ほど佐藤委員ご指摘にもご

ざいましたとおり、こちらのアンケート、理科が

好きですかという聞き方になっておりますので、

本事業を実践した後にどのような変化が、理科好

きの子が増えたとか、そういったところを視点に、

アンケートの取り方を検討していきたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうも、わざわざありがと

うございました。アンケートの件は、今お答えい

ただいたので結構でございますので、今後よろし

くお願いいたします。 

  今、日工大サイエンスプロジェクトのことを触

れちゃったので、説明書69ページのことを追加で

再質問させていただきたいと思います。 

  資料がないのはお認めいただいたところであっ

て、資料もないし、そもそも第１回やったときに、

その辺の検証もないというのは、３月のときに、

次期議員協議会のときか何かでご回答いただいた

と思うんですけれども、担当課の方が、自転車な

い人もいるしとかと、その場限りで、うそでした

というのは後でおっしゃっていましたけれども、

要は最初にやったときに、無償でやったときの弊

害、こうしたほうがいいんじゃないかとかという

のがないというところが問題であって、それでも

そのときに、聞いたベースでもいいですから、そ

ことの比較をやった上でないと、ちょっと説得力

に欠けるんではないかなと思います。 

  屋外のブックポストの件とも絡めて、今ここに

入るわけじゃないですけれども、たまたまですけ

れども、バス代で雨用のが50万円ぐらいでという

お話がありましたけれども、それでできちゃうん

ですよね、まずブックポストが。セブンイレブン

とかに任せると年間24万円、ということは、２年

間それを賄えるという形になりますので、限られ

た予算というところをとにかく考えていっていた

だきたいと思います。 

  次に、給食のほうですね。ページ数で申し上げ

ますと、決算書の198ページになります。 

  ほぼはっきりと、先ほど課長のほうからもあり

まして、本来は国、それは私も、本来国でやるべ

きだと思います。この質問した趣旨というか根っ

こにあるのが、子どもの貧困で、特に、この前夏

休み終わりましたけれども、特にもう10年、20年、

僕、追っかけていますけれども、夏休みのときに

栄養不足の子が増えるというところがあって、で

もその子だけとかとなると、また別個の問題が発

生するので、せめてふだんの給食だけでもと。そ

うすると、そこのところで浮いたお金で、夏休み

に食事を与えられるかなというところもあります

ので、いろんな考えあるとは思いますけれども、

そこのところでお聞きしたんですけれども、残念

なことに町としては、そのようなことはやらない

という考え、やる考えは、少なくとも現時点はな

いと言ったほうが正確だと思います。今後変わる

可能性もあるでしょうから。 

  ただ、よく胸に入れておいてほしいのは、この

金額、先ほど1.1億円というふうにおっしゃいま

したけれども、これを超える形で、ふじ学童クラ

ブの件で無駄なお金を、課は違いますけれども、

町として発生させたというのは、重々全職員が胸

にとどめていただきたいと思います。 

  先ほど、あと給食に絡めまして、野菜のほうは

できる限りということをご説明いただきました。

野菜だけ、僕も質問、ちょっとごめんなさい、先

ほどの、そこまで考えて質問すればよかったんで

すけれども、野菜に関してだけの宮代町産、それ

は宮代町だけでできないのは、当然用意できない、

先ほどのご説明等での、そこは承知しております

が、そこのところは一旦捨象して、宮代町産はど

れくらいになっているのかというデータをお持ち

であれば、教えていただきたい。要するに、野菜

に対しての宮代町産の占有率というところがどれ

くらいなのかというところ、これぐらい使ってい

ますよというところを示せるんであればと思いま

す。 

  最後に、屋外のブックポストの件ですけれども、
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コンクリート工事の場合だと、横須賀とか、いろ

いろやっていて50万円とか、あとセブンイレブン

の24万円と、先ほど担当の方からご説明ありまし

た。また、須賀地区のほうは、新しく須賀小のほ

うで考えているというところがありました。 

  ただ、それができるまでの間というのもありま

すし、また先ほど、カスミであふれたときに、日

工大と協力して、材料費だけでやったというお話

もいただきました。駄目元と言っちゃ、ちょっと

言い方が失礼かもしれませんが、ちょっと日工大

の方と相談してみて、こういう場合、何かありま

せんかとやるのも一つかなと、材料費は出します

からというのもあるんじゃないかと。必ずしもコ

ンクリートの地面に固定してというふうな方法だ

けではないと思うんですよね。例えば民間のツタ

ヤさんの閉店したところだって、あれ、据付け、

たしか基礎があるとか、そういうんではないと思

いますから、返却ボックス。ほかにもそういうと

ころあると思いますので、ぜひご検討、図書館に

近い人はいいんですけれども、遠い人はやはり返

すのが大変ですので、令和５年には行っていなさ

そうですので、そこのところをご検討いただきた

いんですが、町のほうの今後の、先々を見ての考

えはいかがをお聞きして、再々質問を終えたいと

思います。お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

の川﨑です。 

  ブックポストの件なんですけれども、先ほどと

同じ答弁にはなってしまうんですけれども、現時

点では、須賀小のほうに何とか置けないかなとい

うところ、というのも、和戸公民館のその後の土

地利用状況というのも、ちょっとまだ不明な部分

があるので、そこに対する設備投資というところ

をどう考えていこうかなというところは、指定管

理者のＴＲＣとも話し合いながら、ちょっと検討

を進めていきたいなということと、ただ設置はで

きていないという状況、これは事実なんですけれ

ども、和戸方面のぐるるしかないというところは、

私としても認識していますので、何とかいい案が

ないかなというところで、そればかり考えている

わけじゃないんですけれども、何とかしたいとい

う気持ちはございますので、どうぞご理解いただ

ければ、ありがたいなというところでございます。 

  すみません、答弁にちょっとなっているか分か

らないですけれども、よろしくお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  決算書198ページ、説明書199ページ、学校給食

運営事業になります。 

  地場産食材の関係で、野菜だけ、野菜全体のう

ちに宮代産が占める割合というご質疑だと思いま

す。 

  大変恐縮ですが、今手元の資料に、そこまで細

かい分類が分かれていなくて、今現在分からない

ので、後で調べまして、正しい数字をお伝えさせ

ていただければと思います。 

  以上となります。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  決算書の171、172、説明書の52ページになりま

す。 

  教育支援センター運営事業についてお伺いいた

します。 
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  説明書の中、教育相談のところから、こちらは

令和５年度の相談件数が642件ということで、件

数の集計方法の見直しがあったということで、こ

のような数字が出ております。この相談件数の中

で相談の内容別に集計をされておりましたら、教

えていだたきたいと思います。 

  ２点目が、決算書の191、192ページの資料館管

理運営事業についてお伺いいたします。 

  こちら、決算金額1,590万円となっておりまし

て、こちらは資料館と、あとは加藤家、齋藤家、

進修館を含む管理だと思います。この管理の中で、

加藤家、齋藤家、進修館を維持管理していく費用

というか、年間この中で幾ら、集計すると幾らか

かっているのかということをまず教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長、竹内でございます。 

  相談件数についてなんですが、数値としては、

相談者の内訳と相談員が扱った中学生の相談とい

うことで、642件というのは、１人が何回も相談

していると、１件、２件、３件と延べでなってい

るので、その数字とは合わない、１人が10件相談

していても１件として、こちらでは載っているん

ですね。まとまった数字にはなってしまうんです

が、相談員が扱った中学生の相談で一番多かった

ものが、不登校の、実人数が６人で、延べ人数で

いうと、男女合わせて９人ということです。その

方たちが何回も相談していると、それが５回、６

回、７回、８回となってしまうので、数字として

はすごく多くなっていますが、一番多いものが不

登校、その次に多いものが、学業や生活、行動、

友人関係等になっています。それで大丈夫でしょ

うか、すみません。 

  そのほか、相談者の内訳の中には、中学生だけ

ではなくて、教職員からの相談というのもとても

多くなっていて、そちらは相談者のほうが、教職

員で303名となっています。内容等については、

やはり学校に来られないお子さんや、それから指

導についての相談が多いと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内でございます。 

  塚村委員の質疑に対しましてお答え申し上げま

す。 

  まず、決算書の192ページから194ページにかけ

まして、郷土資料館の管理運営事業がございます。

この中で、屋外展示物である旧加藤家、旧齋藤家

等の管理に関する費用なんですが、大きなものは

会計年度任用職員、こちらが屋外展示物管理作業

員というものがございまして、総務課のほうの費

用になるので、ちょっと手元のほうで具体的に数

字を持っておりませんので、申し訳ありません。 

  それ以外では、施設の修繕ということで、令和

５年度に関しましては、クラウドファンディング

を活用した旧加藤家の土壁修繕がございましたが、

こちらが45万450円かかったということで、大き

なものはこちらになります。それ以外は、通常の

管理の中で、例えば竹ぼうきを買ったりとか、そ

ういった細かいものになってくるんですけれども、

それについてはちょっと細かいので、お答えは避

けさせていただきます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内です。 



－３１６－ 

  追加でもう一つ、かかっているものとしまして、

火災保険料がございまして、こちらが役務費のほ

うで示されている保険料になります。ただ、郷土

資料館の本館も含めての総括の費用になっており

ますので、細かい数字につきましては、後日お伝

えさせていただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。よく分かりまし

た。 

  まず、１点目の再質問なんですが、相談件数も

伸びたり、また臨床心理の方も加わっていただい

て、相談の幅も広がったり、また教員の方もご相

談があるということで、連携が取れているのかな

と、状況を確認いたしました。 

  それで、教育支援センターが始まって２年目と

いう令和５年なんですが、この成果というところ

で、どのように捉えていらっしゃるかというとこ

ろをお聞かせいただければと思います。 

  それから、２点目の再質問なんですが、年間の

維持管理ということ、今ご説明いただいて分かり

ました。加藤家、齋藤家、進修館は、展示物とい

うことでの文化財ということで、なかなか活用す

るには課題があるということは、いつもお伺いを

しております。それで、令和５年度は土壁を塗っ

て、クラウドファンディングでというところで、

もっと、きっと屋根とか、修繕が必要になるのか

なと思うんですが、そういう説明もしていただい

たところであるんですが、例えばなんですが、今、

耐震の工事もしていないので中に入れない、展示

物としての活用で何ができるかというところだと

思うんですが、これから維持するための修繕費が

お幾らぐらいかかるのか。それからあと、耐震工

事をその上した場合というのも、把握されていた

らお聞かせいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長、竹内でございます。 

  決算書171ページ、172ページ、説明書の52ペー

ジ、教育支援センター運営事業についてお答えい

たします。 

  教育支援センターが２年目になりということで、

成果なんですけれども、まず１つ目の成果は、セ

ンター長をはじめ支援員の方々が、どのように子

どもたちに支援を行っていったらいいのかという

ことを、１年間経験したことでたくさん学んでい

ただいて、チームワークよく、そして学校や保護

者と連携を取りながら、進められるようになった

かなというふうに思っています。 

  ２つ目が、子どもたち一人ひとりに合わせた支

援の仕方について、考えてやっていただいている

というふうに思っています。 

  日課についても、当初はみんな同じような日課

で、このようにやろうねというふうにやっていっ

ていたんですけれども、今年度になってからは、

１時間目には、子どもたちそれぞれの考えで自分

のよさを伸ばしたり、それから自分に足りないも

のを学んだり、興味があるものを学んだりという

ことで、自由度が増えたかなというふうに思うの

と、それから、支援センターの２階を使って運動

したり、それから、空いている時間に進修館のホ

ールを使わせていただいて運動したり、外の四季

の丘を走ったりと、運動する機会が大変増えまし

た。１日に１回は子どもたちに運動させ、そして、

気持ちの面からもリフレッシュ、そして発散でき

るようにという考えから、そのような取組にも力

を入れていただいています。 
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  そこで、子どもたちの表情がよくなってきたと

いうか、自分のことを表現できるようになってき

たかなということも感じています。 

  そのほか、学校との連携を密にして、オンライ

ンの授業を受けるお子さんも多くなりました。そ

れから、中学校の子たちは、定期試験等も支援セ

ンターの空いている部屋を使って、支援員が時間

を計ったりとか、一緒に対応しているんですけれ

ども、そのようなことで試験も受けられるように

なっています。 

  それから、設備等についても、今年度、希望し

て通級している子どもたちに対して、必要なもの

ということで、予算の範囲内で効果的なものを買

わせていただいていて、より充実した運営ができ

ているかなというふうに思っています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  塚村委員の再質に対しましてお答え申し上げま

す。 

  まず、維持管理のための修繕費になりますけれ

ども、例えば旧加藤家住宅を例に出しますと、今、

かや屋根がひどく傷んできている状態になります。

毎年、予算要求をさせてはいただいているところ

ですが、なかなかちょっと予算がつかないと。毎

年数百万円単位で予算が上がっていってしまう状

態なので、これをしっかり直そうと思うと、大変

な金額、例を出せば2,000万円ぐらい、現況では

かかると言われているものになります。これをほ

かの、例えば齋藤家になりますと、公開のために

修繕をしただけになりますので、本格的な修繕を

行おうと思いますと、解体修繕ということになり

ます。そうしますと、あちらだけで、また数億円

かかると。 

  それから、耐震工事でございますが、旧加藤家

住宅、齋藤家ともに、町指定文化財になっており

ます。町指定文化財は、指定時の状況をいかに残

すかということが大事になってきますので、それ

にプラス耐震工事を行いますと、大変な金額がか

かるということで、なかなか現実的でないという

ところで、今いろいろ困っているところではござ

います。 

  簡単ですが、以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。ご説明いただい

て、よく分かりました。 

  １点目のほうなんですが、今までできなかった

ことが、支援センターができたことによって、子

どもたちができているんだなと思います。本当に

先生方も協力的に、子どもたちのことを考えてく

れる様子も見られますので、これはよかったなと

思っております。 

  それで、最後に要望なんですが、今、進修館の

駐車場を工事しておりまして、町民生活課の方に

もお話をしたんですが、教育支援センターが隣接

をしておりまして、そこが思いやり駐車場と、障

がい者用の駐車場になるということをお伺いした

んですが、やはり教育支援センターの隣にも、一

つでもいいので、支援センターの子どもを送迎す

る保護者の方が使える駐車場というのを残してい

ただけると、なかなか車からも出られないという

こともございますので、支援につながると思いま

すので、そのあたりのところは、ぜひ教育委員会

のほうからも要望をしていただければと思います

ので、お願いいたします。 

  それから、２点目の資料館の維持管理と活用と

いうところでもお伺いして、活用するとなると、

本当に金額がかかってしまうので、今、取りあえ
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ず維持していくだけというところで、今の状況が

分かるところなんですが、ただ、昨年もクラウド

ファンディングをして、費用を捻出したというと

ころなので、もう少し資料館のほうに予算をつけ

られたり、また、クラウドファンディングを町民

の皆様の方にも広く知っていただけるように、屋

根の部分だけでも、年間どんどん費用が高くなっ

てしまうというところで、早く進められればと思

いますので、そのあたりの、もし予算がつかない

のならば、クラウドファンディングをもう少しア

ピールするような、そういうことができるのかと

いうことを最後にお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

〔「委員長、平等に扱ってくださいよ。意

見じゃないですか」と言う人あり〕 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内でございます。 

  クラウドファンディングのアピールにつきまし

てお答えさせていただきます。 

  実際に修繕をするに当たりまして、クラウドフ

ァンディング、行政型のクラウドファンディング

の活用なんですけれども、こちらにつきましては

積極的に、応募があったときには使っていけるよ

うに努力をしたいというふうに思います。ありが

とうございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  まず、決算書196ページ、生涯スポーツ振興事

業になります。 

  こちらなんですけれども、最初にやった大会か

ら２年目ということだったんですが、延べ3,225

人の来場者ということで、１回目が4,436名でし

たので、1,221名減ったということになるんです

よね。全種目の中で18種目ですから、最初は27種

目でしたので、９種目減ってしまったということ

もあるんでしょうけれども、ただそれ以上に、何

か来場者が減ったということがありますので、こ

れについて、どのような検証を行ったかをお伺い

いたします。それが１点目です。 

  ２点目なんですけれども、決算書192ページ、

資料館管理運営事業で、説明書は212ページにな

ります。 

  この中で、今年度は1,419名増えたということ

で、本当に努力されているんだなと、今年度は増

えたということなんですけれども、282日開館し

ましたということで、昨年度より４日多くなって

いるんですけれども、これは何か特殊な日を追加

したとかってあるのかをお伺いするのと、あと資

料寄贈等というところで、２行目のところ、新規

に約450冊が、市町村等からの交換文献として寄

贈されましたとあります。昨年度は270だったの

で、180冊も一気に増えているんですけれども、

これはどのような形で、こういう寄贈が決まるの

か。取りあえず、それでお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書196ページ、説明書では208ページ、生涯

学習スポーツ振興事業におきますスポーツフェス

ティバルのご質疑に対してご答弁させていただき

ます。 

  ご質疑の中にございましたように、初年度開催、

令和４年度については初めての試みだったことか

ら、町内のスポーツ団体だけじゃなくて、プロス
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ポーツ団体の方々にも協力いただきまして、全部

で27種目のブースのほうを設置して行ったところ

でございます。昨年度、令和５年度におきまして

は、町内の団体を中心にご協力いただきまして、

その結果、18種目のブースのほうを設置したとこ

ろでございます。その結果、参加人数につきまし

ても減少したということでございます。 

  そういったことを受けまして、昨年度、スポー

ツフェスティバルの実行委員会の中で、いろいろ

ご質疑をいただきまして、令和６年度の実行に対

しまして、どのような形でやるべきなのかという

ようなご意見をいただきました。その結果、いろ

いろ意見いただいた中では、昨年度につきまして

は、コロナが感染症法上の位置づけが５類になっ

たことから、秋の行楽シーズンによって、外に出

かけた方が多かったというふうなこともあったの

ではないかと。あるいは、近隣の市町でも同じ日

に同様なイベントを行っていた結果、ほかのとこ

ろに流れたようなこともあったんじゃないかとい

うようなお声もいただいたところでございます。 

  そういったことを踏まえまして、６年度の開催

に向けては、新たに実行委員のほうを、今までは

町内のスポーツ団体さんのほうにお願いしてござ

いましたが、そうではなくて、例えば今年度でご

ざいますと、グラウンドゴルフ協会さんのほうに

手を挙げていただきまして、高齢者を中心としま

した競技の体験などのものについても行うと。あ

るいは、町の陸上競技協会さんのほうからは、リ

レーマラソンというような形で、団体さんの参加

もできるような競技を新たに設けると、そのよう

な取組もしたところでございます。 

  また、開催日につきましては、３連休の中日と

いうことでございましたが、その辺につきまして

も、実行委員さんからの意見を聞きましたところ、

土曜日ですと、なかなか仕事との関係で、都合が

つきづらいというようなこともありましたことか

ら、開催日については、今までと同じような、３

連休の中日となりますけれども、日曜日の開催と

いう形で、今年度は行うという形で考えてござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内でございます。 

  泉委員の質疑に対しましてお答え申し上げます。 

  説明書の212ページからあります中で、資料館

の開館日の変化と来館者数の増加ということでお

話がありましたが、まず開館日につきましては、

年間４回の企画展、特別展の展示替えのときに４

日ほど休んでおるということで、このリズムは変

わっていないんですけれども、カレンダー上で、

土曜日の祝日の場合ですと翌日の休館がないとか、

逆に月曜日の祝日ですと翌日が休館ということで、

カレンダーに従っておりますと、数年の間で４日

から６日ほど、開館日数の変化が起きる場合がご

ざいます。今回の場合は、それに当たっていると

いうものになります。 

  それから、本の寄贈の関係なんですけれども、

当館では、ほかの市町村との交換文献を行ってお

りまして、こちらで作った本はそちらに差し上げ

ますから、そちらの本で作ったものは下さいとい

うことで交流をしているんですけれども、最近、

新しく市町村史を始めるところが出てまいりまし

て、それの関係で本が増えたり、あと企画展では

図録を作っていなかったところが、図録を作られ

るようになったりという変化があった関係で、本

がかなり増加したものになります。 

  簡単ですが、以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 
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○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。再々質

問はないと思いますので。 

  分かりました。種目、今年度は、もう10月、来

月になっていますので、本当に大変だなと思うん

ですけれども、今年はオリンピックがあったこと

もありまして、多分増えるんじゃないかなと期待

はしております。あと食事の件も、最初のときに

比べて、２回目のほうが結構安定していましたの

で、今度来られる方たちは、食事も大丈夫だなと

いう形で、増えてくれるんじゃないかなと思うん

ですけれども、例えば、子どもたちが大勢参加し

てくれるとうれしいと思うんですね。例えば、大

きな縄跳びで子どもたちが何人かで跳ぶという、

そういう種目をテレビでよくやっていたと思うん

ですけれども、そういう種目を取り入れて、クラ

スで集まって練習して参加してもらえるような、

そういうこともアピールとかできたらどうかなと

思うんですけれども、その点についてお伺いいた

します。 

  それと、分かりました、資料館のほうなんです

けれども、そうしますと、カレンダーによって数

が変わるということで、特別に増やしたわけでは

ないということですね。そういう中で、やっぱり

1,419名増えたというのは健闘されていると思い

ます。 

  私たちも、議員が一番上のところ、屋根の近く

まで見せていただいたんですけれども、スペース

が、結構いろんなものが保管されております。

450冊といったら相当な量なんですけれども、こ

れってどこに保管されているのかなということも、

併せてお伺いしたいんですけれども、もう一つ、

町からは何文献、逆に寄贈されたかという数字も

お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  説明書208ページ、生涯スポーツ振興事業にお

きますスポーツフェスティバルの関係のご質疑に

対しましてご答弁させていただきます。 

  今年度につきましては、昨年度の課題というか、

そういったものを含めまして、いろいろな見直し

のほうを行っているところでございまして、今年

度は10月13日に開催のほうをさせていただくもの

でございます。 

  周知という観点につきましては、今年度は、昨

年度も同じなんですけれども、町の広報誌ととも

にスポーツフェスティバルのチラシを全戸配布さ

せていただくほか、各公共施設にチラシのほうを

配布させていただいております。 

  また、新たな取組としまして、東武動物公園の

駅の構内でございますが、東武鉄道さんが設置し

ましたデジタルサイネージという画面の広告を出

すようなものがあるんですけれども、そちらのほ

うにスポーツフェスティバルの周知のほうを、協

力していただいて、出すような形で今動いていま

す。 

  そういった中で、新たな種目という形で、大勢

の方が参加していただけるような大縄跳びとかと

いうようなお話をいただいたところでございます

が、こちら、やる際に、町職員は当日は、全体の

例えば駐車場とか、あるいは監視ですかね、そう

いったような対応になるため、そういった種目に

つきましては、実行委員さんのほうに、そういっ

た運営のほうを行っていただくことになりますの

で、そういったような取組というか種目について、

実行委員さんのほうでそのような、手を挙げてい

ただけるような団体さんというか個人さんがいら
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したらば、一番いいのですが、なかなか今、今年

度については、そのような状況にはございません

ので、来年度以降、そのような取組をしていただ

けるような実行委員さんを、探すというのはあれ

なんですけれども、協力いただけるような取組を

ちょっと考えていきたいなと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当主査の横内でございます。 

  泉委員の再質問に対しましてお答え申し上げま

す。 

  まず、交換文献の保管場所なんですけれども、

県内の市町村から刊行されたものにつきましては、

登録の上、資料館の中の図書室もしくは調査室等

がありますので、そちらの担当ごとに分けて置か

せていただいております。また、県外につきまし

ては、登録をした上で、旧西原公民館倉庫のほう

に置くという形を取らせていただいております。 

  それから、本町から送らせていただいているも

のにつきましてですが、特別展の図録につきまし

て、大体230から250の先に送らせていただいてお

ります。これは、県内の市町村の文化財保護担当

課、それから県内市町村立の図書館、それから交

換文献先である県外の図書館、それから研究機関

等もございますので、そういったところに送らせ

ていただいております。 

  また、文化財調査報告書、特に発掘の調査報告

書を出すときには、大学の研究室等も交換先とし

て対象となりますので、そういったところにも送

らせていただいているものになります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ８点お願いします。 

  まず１点目は、決算書165、166ページ、説明書

では70、71ページの小中学校適正配置事業でござ

います。質問は正面から行いますので、端的にお

願いいたします。 

  須賀小学校地域拠点施設検討委員会による検討

のほか、関係者ヒアリングやシンポジウム、ワー

クショップ等を、議員も参加して、これまで基本

計画を策定してきたということなんですけれども、

具体的にどのような意見やアイデアを抽出できた

のか、その点お示しいただきたいと思います。 

  ２点目は、決算書170ページ、説明書では194ペ

ージでございます。 

  いじめ不登校対策事業です。 

  前段の中でも、いろいろ質疑はありましたが、

私は不登校問題は、いじめが関わっているのでは

ないかなというふうに思っています。具体的ない

じめ、例えばインターネットによるネットいじめ

はどのような状況なのか、それとも教育委員会と

して、いじめが実際に行われているわけですから、

どのように把握されているのか、その点お伺いい

たします。 

  ３点目は、決算書170ページ、町民みんなが先

生推進事業の中に、これまで部活動を中心に、９

名の地域の方に児童・生徒の指導等を行ってきた

ということで、もう一方で、令和４年度は２校の

みに設置されていた学校運営協議会、これを全小

中学校に設置したということなんですけれども、

これは10名から35名に増加しています。中身を見

ますと、地域の中で特色ある学校づくりを目指す

というふうになっています。それなりの予算も増

えておりますけれども、どういうことなのか、具

体的に、特色というからには、どういう特色が挙
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げられるのか、その点について伺います。 

  続きまして、決算書176ページの児童・教職員

の健康管理等対策事業。これは児童・生徒も関わ

りますけれども、特に今、子どもたちがどういっ

た健康管理の上で問題があるのか。一時、メタボ

リック症候群などとも言われましたけれども、現

在どういった子どもたちの深刻な問題があるのか

ないのか、その点も含めまして、お答えいただき

たいと思います。 

  続きまして、決算書179、180ページの２目教育

振興費の中の19節扶助費です。 

  約609万円ほどの不用額が出ております。これ

は就学援助費の支給者が見込みよりも少なかった

ということなんですけれども、どのように周知さ

れているのか、その点お示しいただきたいと思い

ます。 

  次、６点目、決算書185、186ページの14節工事

請負費の中に、各中学校トイレの洋式化工事等を

実施ということです。令和５年の実施によって、

残りの洋式化については、どのようになっている

のかお示しいただきたいと思います。 

  次、７点目、決算書189、190ページ、説明書で

は203ページになります。 

  ３目図書館費、図書館管理運営事業、説明書で

もるる書かれておりますけれども、やはり令和５

年度の図書の貸出者数が前年比で3,534減、貸出

冊数についても前年比１万7,630減となっており

ます。これは全てマイナスになっております。こ

れについては、教育委員会としてどのように認識

されているのか、その点お伺いをしたいと思いま

す。 

  最後、決算書197、198ページ、２目学校給食費

の学校給食運営管理事業でございます。 

  これについても、前段の委員さんからもいろい

ろ質問が出ております。 

  まず、国の動向を注視しているということなん

ですけれども、小学校、中学校、年間どれぐらい

給食費を払っているのか、お示しをいただきたい

と思います。そして、今、物価高騰のあおりで、

学校給食費の無償化は保護者の切実な願いになっ

ております。そういう点では、どのように認識さ

れているのかお伺いいたします。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  決算書165ページ、説明書77ページ、小中学校

適正配置事業におきまして、令和５年度に開催さ

れた検討委員会、ワークショップ等の意見やアイ

デア等のご質疑であったかと思います。 

  こちらのご意見等につきましては、令和６年３

月に策定しました基本計画の付録におきまして、

まとめているところでございます。簡単に、そち

らにあるご意見等をご紹介させていただければと

思います。 

  まず最初、住民ヒアリングといたしまして、８

月から９月にかけまして、一番最初に地域の方々

の声を聞きました。そのときには、例えば小学校

の隣にある中学校の生徒も使えるような施設にな

るといい、または、須賀小につきましては、子ど

もの数が少なく人間関係が固定化されているので、

新しい施設で多くの人間関係を築けるといい、地

域の方と交流ができればいいというようなご意見

等をいただいております。 

  また、その後、公開シンポジウム等におきまし

ては、これも大事なんですが、子どもがぜひ学校

に来たいと思えるような学校にしてほしいと、楽

しみにしてわくわく通っていくような学校にして

ほしいというご意見もいただいております。 
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  また、議員の皆様とのワークショップのほうも

開催いたしております。そのときには、例えば児

童数が減少した将来的な空き教室の活用について

の検討であったりとか、また、地域コミュニティ

施設につきましては、須賀地域における地域のつ

ながりというものを活性化してほしいという声。

また、セキュリティーの面におきましても、セキ

ュリティー対策をしっかりとしてほしいというよ

うな声等をいただいております。 

  非常にたくさんのご意見、アイデアをいただい

ておりまして、基本計画の中の後ろに数十ページ

にわたりまして記載されておりますので、ぜひご

覧いただければと思います。 

  続きまして、決算書197ページ、学校給食運営

事業の年間の負担額という形になります。 

  中学校につきましては、月4,800円ご負担いた

だいております。11か月分頂いておりますので、

年間５万2,800円、１人当たりになります。また、

小学校におきましては、月額4,100円です。こち

らも11か月頂いておりまして、年額ですと４万

5,100円頂いているところでございます。 

  物価高騰につきましては、保護者の方からご心

配をいただいております。多分、皆さんもスーパ

ーに行って、物価が上がっているのを実感されて

いると思うんですが、学校給食のほう、提供大丈

夫ですかというふうにいただいております。何と

か、使う食材の選定であったりとかメニュー等の

工夫でやっておりましたが、さすがに間に合わな

くなりまして、昨年の12月に補正予算をさせてい

ただいたのと、今年度も当初予算におきまして、

町からの補塡という形でさせていただいておりま

す。 

  ただ、今年度も、また物価のほうが上がる品目

もございまして、かなり厳しい状況でございます

が、なるべく予算の範囲内で収まるようにという

ことで、栄養教諭、全農食品さんのほうを相談し

ながら進めているところでございます。ただ、厳

しい状況であるということには変わらないという

ことをお伝えさせていただきます。 

  説明は以上となります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長、竹内でございます。 

  まず初めに、決算書の170ページ、説明書の194

ページ、いじめ不登校対策事業についてでござい

ます。 

  不登校については、いじめが原因になることも

多いのではないかということで、インターネット

のいじめ等、どのように把握をしているのかとい

うことについてお答え申し上げます。 

  各学校では、月に１回もしくは、学校によって

ですが、学期に１回ということで、学校によって

名前も違うんですが、なかよしアンケートという

ような、学校でいじめがあったかとか、嫌なこと

をされていないかとか、そういうことが分かるよ

うなアンケートを取らせていただいています。そ

こからいじめが発覚するということが一番多いの

ですが、そのほかにも、日頃の教育活動の中で、

教員が子どもたちの様子を見たりとか、それから、

子どもたちから教員に、嫌なことがあったという

ような相談があったりとかということで把握して

おります。 

  インターネットのいじめについては、本町では

今のところ、調査では上がってきておりません。 

  以上です。 

  続いて、決算書の170ページ、町民みんなが先

生制度の、特に学校運営協議会のことについてで

ございます。 

  そちらで、各学校の特色ということなんですが、



－３２４－ 

本日ちょうどお配りさせていただいた「宮代町の

教育」の各学校のページがございます。一番初め、

須賀小学校が13ページからでございますが、そち

らのほうに特色が書かれていますが、少しお時間

いただいて、簡単にかいつまんでご説明させてい

ただきます。 

  須賀小学校は、中学校との小中一貫教育を一番

初めにモデル校で始めたところでございます。そ

の小中一貫での教育を推し進めながら、中学校に

行っても子どもたちが中１ギャップ等なく過ごせ

るようにということで、一年一年の指導について

教員同士が、この発達段階のときにはこのような

指導が必要というようなことも学び合いながら、

教育を進めさせていただいています。そのほか、

学力向上を目指した授業改善も行っています。 

  百間小学校については、歴史と伝統、緑豊かな

環境を生かした教育実践による郷土愛・愛校心の

育成ということで、一番力を入れて子どもたちに

やらせたいということが、あいさつをきちんとす

るということで、そこから心豊かな子どもたちを

ということで進めさせていただいています。 

  続いて、東小学校ですが、15ページから載せさ

せていただいています。子どもたちの輝く笑顔の

ためにということを重点に挙げて、心の教育の充

実、心身を大切にする児童の育成、豊かな学力の

育成、楽しく自ら学ぶことのできる児童の育成、

特色ある取組ということで進めさせていただいて

います。 

  続いて、笠原小学校ですが、「学校はまち」

「教室はすまい」「学校は思い出」の３つのコン

セプトにより、つくられた学校です。赤い校舎の

竜宮城と言われる特色ある施設を活用し、はだし

の教育や豊かな体験活動を通して感性や想像力を

伸ばす、楽しく夢のある学校づくりをしています。 

  続いて、17ページ、須賀中学校です。須賀中学

校は、「全力」ということを合言葉に、何をする

ときにも全力、そして、今の校長は、動の全力と

静の全力があるということで、元気にやっている

だけが全力ではなくて、穏やかに静かな心の中で

も一生懸命何かに取り組む、そういうことができ

る生徒を育てたいということで、全力で最善の生

き方を追求する生徒ということを掲げて、学校経

営を行っています。 

  続いて、百間中学校ですが、生徒自らが主役と

なり誇りが持てる学校、自主・自立ということで

行わせていただいています。特に校長は、道徳教

育を大事にして、子どもたちが自分から一生懸命

何かについて学んでいく、相手のことを思いやる

というようなことを大事に教育活動を進めていま

す。 

  最後に、前原中学校ですが、前原中学校は以前

から、「自主・敬愛」という言葉を掲げ、自主敬

愛の精神、前中プライドと呼んでいますが、それ

を胸に、美しく生きる前原中を創造しますという

ことで行わせていただいています。 

  これらの各学校長が掲げる学校経営方針に基づ

いて、それを目標に各教育活動、行事等を行って

いますが、この中でどうであったかというような

ことをご意見いただいて、改善していけるような

運営協議会を開いております。 

  続いて、決算書176ページ、児童・教職員の健

康管理事業でございますが、健康管理で、メタボ

リックシンドローム等、深刻なことについて何か

ございますかということで伺っておりますが、昨

年度の体力向上検討委員会という教員が研究する

組織がございまして、そこから出ている資料には、

メタボリックシンドロームについてはそんなには

問題はないかなというふうに思っていますが、最

近特に気になるのは、目の健康のところがあるか

なというふうに思っています。 
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  ギガスクールが進んで、端末を使っているだけ

ではなくて、社会が変化して、子どもたちは１人

１台、スマホを小さいときから持っていたりして、

紙ベースのものに触れるよりも動画ベースのもの

に触れることが多くて、視力については以前から

も、悪くなってきているなというところもあるん

ですけれども、統計的に見させていただくと、目

の健康が一番心配かなというふうに思います。 

  それから、虫歯についても、虫歯を保有してい

るお子さんは毎年毎年いらっしゃいまして、それ

については、各学校が早期に治療するようにとい

うことで指導しているところでございます。 

  続いて、決算書179、180ページ、扶助費につい

てでございます。 

  こちら、就学援助等についてなんですが、609

万円の不用額があったということになっておりま

すが、周知についてです。年に１回、各児童・生

徒の保護者向けの通知を出させていただいていま

す。特に、新小１になるときには、入学説明会の

資料のほうにも入れさせていただいて、このよう

な制度がありますよということを説明させていた

だいています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 私からは、決

算書185、186ページ、成果書198ページの中学校

施設管理事業にありますトイレ改修工事に伴うト

イレの洋式化率についてお答え申し上げます。 

  中学校の洋式化率につきましては、工事終了段

階で47％となっております。小中学校全体では

51％となっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

の川﨑です。 

  決算書189、190ページ、説明書203ページの図

書館管理運営事業の件のご質疑に答弁いたします。 

  令和５年度の貸出者数、これがマイナスである

と、それをどう受け止めているかということなん

ですけれども、要因というのは一つではなくて、

いろいろ様々な事象というのが複数絡み合って起

きているものではないかなという受け止めを持っ

ています。 

  一昔前であれば、人口減少ということで、人口

が減れば当然、貸出者数というんですか、来館者

数も合わせてですけれども、減っていくというの

は当然な見方だと思います。これに今、インター

ネットの普及ですとか、また動画サイト、これも

充実してきています。こういったところで、活字

離れというのが進んでいるのかなと思うんですけ

れども、インターネットであれば、ちょっと前ま

では、Ｋｉｎｄｌｅというタブレットで見られる

と、わざわざ図書館に行かなくても見られると。 

  最近また、これに加えて、一つ例で挙げれば、

Ａｕｄｉｂｌｅというアプリがあるかと思うんで

すけれども、こちらは、耳で本を聞くというんで

すか、耳で本を読む。これであれば、例えば通

勤・通学で満員電車なんかに乗っているような方

であれば、ちょっと図書館へ行って本を借りてい

た方であっても、本を広げる隙間もないと。そう

いった方は当然、そういった便利なアプリ等に移

行していくのかなというところがあると思います

ので、ある程度、図書館に行ってもいい、行かな

くてもいいというような層の方たち、そういった

方たちが、Ｋｉｎｄｌｅなり、電子書籍なり、Ａ

ｕｄｉｂｌｅなり、そういったものにちょっと移

行している。ここの部分が、昨今表れているマイ

ナスの部分ではないのかなと、ちょっと個人的な
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見解ではあるんですけれども、そういう見方をし

ております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 課長の田中です。 

  決算書198ページ、学校給食管理運営事業で、

学校給食の無償化は保護者の切実な願いだと、そ

こについての見解はということでのご質疑につい

て答弁をさせていただきます。 

  前段の委員へのご質疑の答弁でも、繰り返しに

なってしまう部分はあるんですけれども、学校給

食の無償化につきましては、本来は国がやるべき

ものであるという認識をしつつも、全国あるいは

県内の自治体で無償化に踏み切っている自治体が

出てきていて、格差が生じているという、そうい

った現状、それ自体が問題であり、そういうとこ

ろに対して、国が何とかすべきなんじゃないのか

なという思いというか、認識もございます。 

  ただ、委員おっしゃるとおり、物価高騰が長引

く中で、仮に学校給食が無償化されれば、それは

歓迎されることは間違いない、否定はいたしませ

んけれども、経済的な状況が厳しいご家庭につい

ては、現在においても就学援助で支援のほう、全

額出させていただいております。 

  限りのある財源の中で、学校のＩＣＴ化、ある

いは老朽化対策をしていくにも、多額の費用がか

かっていくという状況の中で、教育委員会として

こういったものを削ってまで学校給食の無償化と

いうところに取り組んでいくことは、難しいとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２０分 

 

再開 午後 ５時３３分 

 

○委員長（土渕保美君） 休憩前に引き続き、教育

推進課の質疑を行います。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず１点目、決算書165、166ページ、説明書で

は70、71ページです。 

  小中学校適正配置事業ですが、先ほど、いろい

ろ検討委員会や関係者等々の論議を重ねて、基本

計画を策定したと。答弁では、もちろん子どもが

学校に行きたいと思えるような学校、それは当然、

一丁目一番のあれですよね。当然なんですが、私

が聞きたいのは、例えば複合施設が入っています

よね。それから、多分、須賀小学校だけに限ると

思うんですけれども、プールがないとか、こうい

ったのは、こういう住民からの声なのか、それと

も、どういうところからこういった発想が出てい

るのか、その点に限ってお答えいただきたいと思

います。 

  それから、２点目……失礼しました。 

  先ほど聞くのを忘れたんですけれども、検討委

員会で先進事例も視察に行っています。１月23日、

１月24日、連続ですが、これは泊まりで行ってい

るんですね。どこに視察に行ったのか、それだけ

お示しいただきたいと思います。 

  それから、２点目、決算書170ページ、説明書

では194ページの、いじめ不登校対策事業であり

ます。 

  前段でもいろいろ質疑が交わされましたが、私

は、令和５年度の不登校の児童・生徒が57人、本

来、不登校児童・生徒の割合がそれぞれ示されて

いませんが、令和４年度、５年度については、や
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はり特定の学校について、いじめ問題調査委員会

が設置されて、論議されたと思うんですね。その

部分について、令和５年度では報酬の関係で減額

となっていますが、これらについての問題は、き

ちっと２件設置されて、開催されているんですけ

れども、どういうふうに結論はなったのか、その

点どのように把握されているのか。 

  不登校の児童・生徒が、特定の学校に限ってあ

るというふうには考えられないんですけれども、

過去の経験からも、そういうこともあったやに記

憶しておりますので、そういった点ではないのか

どうか、その点お伺いしたいと思います。 

  先ほどの質問で、具体的ないじめの実態という

か、不登校の対策事業を挙げられましたが、イン

ターネットによるネットいじめはないということ

なんですけれども、私なんか聞くところによると、

まだネットいじめで、誹謗中傷だとか、そういう

点で受けているというような、これ一般論なんで

すけれども、あるようにも記憶しているんですけ

れども、そういったのはないのかどうか、再度伺

いたいと思います、その２つ。 

  それから、決算書170ページの町民みんなが先

生推進事業、これは分かりました。 

  予算は、これを発行するための予算ではないで

すよね。そこは確認したいんですが。 

  続きまして、決算書176ページ、児童・教職員

の健康管理対策事業なんですが、分かりました。 

  目の健康と虫歯ということで、メタボリック症

候群についての問題は、今はほとんどないという

ことで理解してよろしいんでしょうか。その点だ

け、確認させていただきたいと思います。 

  それから、決算書179、180ページの19節の扶助

費の就学援助費の支給者なんですけれども、見込

みより少なかったということで、年１回保護者向

けでは、ちょっと周知が足りないのかなと。子ど

もたちや保護者が目につくようなところに、やは

り申請書というか、そういうのも置く必要がある

のかなというふうに思うんですけれども、その点、

そういった考えはないのか、改善する必要がない

のかどうか、その点も含めてお伺いいたします。 

  それから、決算書185、186ページの14節工事請

負費の各中学校トイレの洋式化なんですけれども、

小中学校で、この状況で進んで、令和６年度でど

のくらいまで進むのか。あと残りについては、ど

れぐらいで資料を完成させていきたいのか、その

点。 

  それから、トイレの改修については、ややもす

ると、学校主体の考え方が、学校主体で進められ

るんですけれども、子どもたちの意見というのは

どういうふうに反映されているのか、その点も心

配ですので、お伺いしたいと思います。 

  それから、189ページ、190ページの図書館費の

関係で、貸出者数、それから貸出冊数についての

答弁をいただきました。先ほどは、個人的な意見

ということなんですけれども、それも無視はでき

ないんですけれども、町、教育委員会としてどう

いうふうに把握されているのか、減っていること

について。 

  考えられることは、ほかの自治体でも図書館が

できたりして、そういう関係もあるかもしれませ

んけれども、これは教育委員会としてのきちっと

した見解を聞いておかないとまずいと思いますの

で、先ほど担当職員から答弁がありましたが、そ

れでいいのかどうか。把握していないんだったら

いないで、きちっと後で答弁するとか、そういう

ふうに言ったほうがいいのかなというふうに思い

ますので、その点、もう一度確認させていただき

たいと思います。 

  それから、決算書197、198ページの学校給食費

の関係でございます。 
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  先ほどの答弁で、小学校の保護者については、

年間１人当たり４万5,100円、中学校が５万2,800

円と。これはやはり、これだけ保護者が学校に納

めるお金の中で、やはり最も高い、家計を大きく

圧迫している元になっているというふうに私は理

解するんですけれども、やはりそれが今の生活を

厳しくしている背景にあるということで、文科省

も自治体に対して、給食費値上げ抑制に臨時交付

金の活用を要請しましたよね。宮代町は、なかな

かこれに応えないという状況があるんですけれど

も、少なくとも給食費値上げ抑制に、臨時交付金

を活用してもいいんじゃないかと思いますが、そ

れはどうしてこれまで少ないのか、活用できない

のか、その点、最後にお願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  副課長。 

○教育推進課副課長（小川雅也君） 副課長の小川

でございます。 

  決算書165ページ、説明書77ページ、小中学校

適正配置事業になります。 

  まず、複合化とプールがないということの発想

が、どこから来たかという質問になります。 

  まず、複合化についてになります。こちらにつ

きましては、平成23年に、公共施設マネジメント

会議という有識者会議で構成された会議から町に

対して、公共施設マネジメント計画というものが

提言として提出されております。こちらのマネジ

メント計画の中にあるのが、地域の中心施設とい

うものになっておりまして、こちらは学校に地域

コミュニティの施設を併合する、また、併合する

ことによって、地域の中心施設を造るというもの

になります。 

  また、共有機能として、学校機能とコミュニテ

ィ施設をお互いに使える機能というのを設置する

ということになっておりまして、今、須賀小学校

で行っている基本構想及び基本計画は、こちらが

出発点となっておりまして、こちらに基づいて進

めているものとなってございます。 

  また、プールにつきましては、今現在あります

が、かなり老朽化しているという状況があります。

これは、町内の全部のプールが老朽化しておりま

して、毎年結構な修繕費をかけていたりとか、ま

た水道代、光熱費等、補修代等、かなりの費用が

かかっている状況でございます。 

  また、近年、暑さによって、逆に暑くてプール

に入れないとかという状況もございますので、今

のところプールにつきましては、総合運動公園を

利用しまして、こちらであれば年中入れるという

状況であるのと、また、専門の指導員がつきまし

て、学校の先生だけだとなかなか不安だという部

分もありますが、専門の方も入って、より高度な

授業を受けられるのではないかということで検討

を進めているところでございます。 

  ただ、須賀小学校につきましては、敷地が少な

いという状況もありますので、今の計画におきま

しては、プールにつきましては、そちらは廃止い

たしまして、その分、校庭等、また駐車場として

活用していくということで、検討しているところ

でございます。 

  もう一点、先進事例の視察ということで、昨年

度どこに行ったのかということですが、１月23日

24日とありましたが、23日につきましては検討委

員会の会議でございましたので、こちらは視察で

はございませんでした。翌24日に視察のほうに行

ってございます。 

  こちらにつきましては、まず１か所目が、あや

センターぐるぐるということで、足立区の綾瀬の

駅のすぐ近くのところになります。こちらにつき

ましては、地域コミュニティ施設に近いような形
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でして、ガード下のスペースを活用して、地域の

方が活動する場所、また話合い等をする場所、ま

た飲食等も提供する場所、また本とかを紹介する

ようなコミュニティのための施設を造っておりま

す。そちらを見学いたしました。 

  また、綾瀬小学校の地域開放図書館というもの

もその近くにありまして、そちらも見学しており

ます。こちらは学校内にある図書館になりますが、

地域の方が入って図書館を利用できるということ

になっております。 

  また、もう一か所が、流山市にあります、おお

たかの森小学校というところで、こちらも複合施

設としてできている、比較的新しい小学校になり

ます。ちょっと忙しかったんですが、１日に３か

所のほうを回りまして、視察のほうをさせていた

だきました。 

  続きまして、決算書197ページ、学校給食運営

事業になります。 

  臨時交付金のほうを使っていないのかというご

質問があったと思いますが、昨年度、12月の補正

をさせていただきまして、学校給食賄い費の補正

をした際に、こちらにつきましては、国の臨時交

付金の活用して、町のほうで補塡させていただい

たという形になっておりますので、宮代町として

も使用させていただいているという状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長、竹内でございます。 

  まず初めに、決算書170ページ、説明書194ペー

ジ、いじめ不登校対策事業についてでございます。 

  １つ目は、いじめの調査委員会が昨年度２件起

こっているということで、その状況についてでご

ざいます。 

  １校は、いじめの聴取等が終わり、報告書をま

とめて、その内容について、関係の方々に説明す

る段階に来ています。もう一校は、これから聴取

をするということで、計画を細かくかけて、進め

ていただいているところでございます。 

  不登校の児童・生徒が、いじめ重大事態が起こ

った学校に多いかというと、必ずしもそうではな

く、どこの学校にもあり得ることでございます。 

  子どもたちに理由を聞いて分かれば、その対応

についても、とても指導がしやすいところがある

んですが、その状況が分からず、本人自体が何で

なのか、難しいというときもございます。学業に

関することや、自分の性格について悩んでしまっ

たりすることや、それから、いじめのこと等につ

いてもあるかとは思うんですけれども、そのほか

には、家庭での生活のことについて悩んでいたり

とか、様々な理由が絡み合って、不登校が起こっ

ているということを感じています。 

  ですので、今後も学校だけではなく、保護者の

皆さん、それから地域の皆さんにご協力をいただ

きながら、少しでも子どもの足が学校に向くよう

に指導していきたいなというふうに考えておりま

す。 

  ２点目、誹謗中傷についてでございますが、世

間一般では、ニュースでもよく、心を痛めるよう

な言葉が拡散されるようなお話は伺っていますが、

宮代町のほうでは、今現在調査をしている中では、

学校のほうからそのようなことは上がってきてお

りません。 

  未然防止ということで、各校でスマホ教室とい

うようなものも行わせていただいて、情報モラル

を守った、相手のことを考えた、正しいＩＣＴの

使い方ということで、教育のほうも進めておりま

す。 
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  以上でございます。 

  続いて、決算書の170ページ、町民みんなが先

生の学校運営協議会の予算についてでございます

が、その予算は、先ほどご覧いただいた「宮代町

の教育」の製本費等ではございません。 

  続いて、決算書の176ページ、児童・教職員の

健康管理事業でございます。 

  メタボリックシンドロームに関わることでござ

いますが、調査では数名、若干名ですかね、１％

未満のお子さんは、やっぱり肥満度のところで、

ちょっと高い数値が出ているお子さんもいらっし

ゃいますが、１％未満でございます。 

  続いて、179ページ、180ページの扶助費につい

てでございます。 

  こちらのほう、もう少し目につくようなところ

に申請書を置く等、ご意見をいただきました。参

考にさせていただいて、今後また、必要な方には

申し込んでいただけるように工夫してまいりたい

と思います。あわせて、ホームページのほうにも

載せさせていただいておりますので、そちらのほ

うも見ていただければなというふうに思っていま

す。 

  学校のほうでは、昨年度も申し込んでいて、今

年度お忘れになっている方がいらっしゃるのでは

ないかなという場合には、学校のほうからもご連

絡をさせていただいて、提出期限までにそれを出

していただくような工夫、努力もさせていただい

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 教育総務担当

主査の髙橋と申します。 

  決算書185ページ、186ページ、成果書198ペー

ジの中学校施設管理事業のトイレ改修工事に伴う

洋式化ですけれども、令和６年でどれぐらいかと

いうご質疑だったと思うんですが、令和６年は設

計のみとなりますので、洋式化率の変化はござい

ません。 

  いつ終わるのかという質疑に対しましては、各

学校、男女１か所ずつを１年で施工したといたし

まして、須賀小と百小は適正配置がございますの

で、そのほかを考えますと、一番遅いので令和13

年、７年後に完了予定になっております。それは

あくまでも、１か所ずつやったときの計算となり

ます。 

  子どもたちの意見といたしましては、やはり臭

いのことはよく言われますので、洋式化とともに、

乾式化のほうを同時に施工させていただいており

ます。 

  私からは以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  決算書189、190ページ、説明書では203ページ、

図書館の貸出者数及び貸出冊数の減の要因の関係

でございますが、こちらにつきましては、特に図

書館としましては、アンケートでございますとか

追跡調査というものをしてございませんので、減

少となった、はっきりとした要因は把握してござ

いません。 

  しかし、図書の貸出数については、全国的に減

少傾向にございます。言われている傾向といたし

ましては、読書をする世代の高齢化でございます

とか、インターネットやＳＮＳで気軽に情報に触

れることができるようになりまして、本から情報

を得る機会が少なくなったということが要因であ

るというようなことが言われてございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再々質問を行わせていただきます。 

  まず、１点目の165、166ページの小中学校適正

配置事業なんですが、考え方としては分かりまし

た。ただ、この間、いろんな視察をやり、意見や

アイデアも聞いて、須賀小学校新設、再整備なん

ですけれども、反映されているのかなということ

でお聞きしました。 

  やはりプールとか、それから複合施設について

は、新しいアイデアということではなく、これま

でのやはり教育委員会の考え方も反映されている

のかなというふうに感じました。これについては、

それ以上の答弁はないと思いますので、分かりま

した。 

  それから、２点目の170ページのいじめ不登校

対策事業についてでありますが、私が一番心配な

のは、いじめ問題調査委員会を設置して、外部専

門家の委員の方も入れて論議しなければいけない

という、やはりそれが非常に悲しいというか、残

念な思いがあるんですけれども、そういったこと

があってはならないと思うんですけれども、過去

にあったものですから、やはり、これはきちっと

教訓的にしなければいけないと思うんですけれど

も、そういった点では、最後ですので、その点、

二度と再発なんていうことは言えないんですけれ

ども、あってはならないので、それはどういうふ

うに後世にきちっと伝えていくのか、そうならな

いようにしていくのか、その点の対策というか、

それをお聞きしたいと思います。 

  それから、決算書176、児童・職員の健康管理

対策事業、これは分かりました。 

  図書館についても、それ以上の答弁はないと思

いますので、最後の決算書197、198ページの学校

給食の関係です。 

  宮代町、生活が大変厳しい、光熱費、物価高騰

によっての臨時交付金の活用なんですけれども、

水道もそうなんですけれども、やっとやるという

ような状況で、ほかの自治体では、少なくとも臨

時交付金を活用して、やはりカバーして、せめて

も今の家計を圧迫している状況を何とかしたい、

そういう思いから、国のほうも使ってということ

だし、それは大いに私は使うべきだというふうに

思うんですけれども、全くやらないという意味で

はないですけれども、少ないなという感じがする

んですけれども、今後のことも考えて、そういっ

た点ではどうなんでしょうか。最後にお願いいた

します。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（竹内知子君）  

  学校管理幹兼副課長の竹内でございます。 

  決算書の170ページ、説明書の194ページ、いじ

め不登校対策事業についてでございます。 

  いじめ重大事態となって、その後調査をという

ことがありましたが、まず、そこでは事実の確認

をしっかりして、そして、対応についてどうであ

ったか、学校の指導として何が足りなかったのか、

そのようなことをしっかり見詰めて、再発防止の

ための改善策を考え、それが起こった学校だけで

はなくて、小学校４校、中学校３校、合わせて７

校ですが、全ての学校でその内容等についても共

有をさせていただいて、今後の指導、再発防止に

努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 課長の田中です。 

  最後の学校給食の関係についてお答えさせてい
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ただきます。 

  臨時交付金の活用が足りないんじゃないかとい

うようなご質疑であったんですけれども、先ほど

副課長が答弁申し上げましたとおり、昨年度12月

の補正予算で食材費を増額させていただいたとき

には、交付金のほう活用させていただきました。 

  今年度、当初予算におきましても、食材費の不

足分を増額させていただいておりますけれども、

こちらは交付金を活用しないで、単独費で、自主

財源で上乗せのほうをさせていただいているとい

うことで、保護者の子育て世帯の家計の支援とい

うところでは、補助金の活用にもっと敏感である

べきだというように言われれば、そこはそうなん

でしょうけれども、子育て世帯、物価高騰への対

応という部分の支援といたしましては、そのよう

な形でサポートをさせていただいている状況でご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  ３点お願いいたします。 

  まず、公民館、決算書190ページ、説明書203ペ

ージです。 

  スリッパを全館替えていただいたということで、

前から要望出していて、本当使いやすくて、あり

がとうございました。 

  いつも和戸公民館を利用させてもらっているん

ですが、今回、川端公民館を先日使ったときに、

ちょっと直していただきたいなと思ったところが

ありましたので、お伝えします。 

  ２階が、川端公民館、非常に古くて、窓も開か

ないようなさびていて、なっているんですけれど

も…… 

〔「要望になりますね」と言う人あり〕 

○委員（ 山妙子君） 要望というか、すみません、

言い方間違えました。 

  申し訳ない、川端公民館を使ったときに気づい

た点がございます。２階の洋室が、エアコンを入

れて、どんどん下げても全く効かない。西日が非

常に入っていて、ここ避難所にもなるんだけれど

も、使っている団体もたくさんいると思うんです

が、そのあたり、どう考えているのかお聞きしま

す。 

  次が、２階はピアノを設置してくださって、以

前はコーラスの方が使っていたんですが、椅子が

壊れていて、上下が全く動かない、さびていて使

えないという状況なので、そのあたり、把握され

ていて直さないのか、把握されていないのかお聞

きします。 

  それで、これは町全体の公民館なんですが、Ｗ

ｉ－Ｆｉが全然まだ入っていないんですが、災害

のときに避難所になったときに、どうなるのかお

聞きします。 

  あと、資料館、192ページ、説明書212、213で

す。 

  ３か月ぐらいずつイベントをしてくださってい

るんですが、３か月だと気がつかないという人が

結構いて、例えば３か月、あと１か月ありますみ

たいな、ＬＩＮＥで流すとかをやっているのか、

気づかないだけなのか、そのあたりをお聞きいた

します。 

  それと、213ページの一番下段、啓発について

書いてあるんですが、もうちょっと詳しく、回数

とか載っているんですが、説明書213ページです。

そこをお願いいたします。 

  あと、３点目が、小中学校管理運営事業です。 

  小学校が174ページ、中学校が180ページなんで

すが、前段の委員とも係るんですが、プールの水
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道代というのはどこに入っているのか、ちょっと

分からなかったので、教えていただきたいのと、

あと、４年ぐらい前から議員の質問とかで、ぐる

るの総合運動公園のプールで学校のプールをする

というお話を聞いてはいるんですが、いつから考

えているのか、結構今、民間でやっているところ

がどんどん増えていますが、いつから始めるのか、

考えているのかお聞きします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

川﨑です。 

  決算書190ページ、説明書203ページの公民館管

理運営事業の件についてお答えします。 

  まず１点目、川端公民館の２階洋室エアコンが

効かないというか、効きづらいというか、そうい

った状況にあると、またそれから、西日も入って

きたりといったことで、こちらについては、私も

日中現場に行きまして、確かに効きが悪いなとい

うのは感じていました。 

  何が原因かなというのが、確かに 山委員もお

っしゃるとおり、館が古いので、なかなか断熱的

なところが甘いのかなとも思ったりもしたんです

が、本当、対策がちょっと遅かったんですけれど

も、先々週ぐらいですかね、先週ぐらいかな、も

しかしたらエアコンの室外機に直射日光が当たっ

ちゃって、最近の酷暑でエアコンの効きが悪くな

っているのも一つあるのかなというところで、２

階の洋室のエアコンの室外機、そちらのほうに、

マットというんですか、熱を遮るようなマットを

ちょっとかぶせてみました。ただ、そこからちょ

っと、どうなったかというのは、申し訳ございま

せん、まだ確認は取れていないです。 

  遮光カーテンとか、あとは遮熱性のあるような

カーテンというも、案としては上がっていますの

で、こちらにつきましては、カーテンも大分傷ん

できている状況もありますので、順次交換という

んですか、そういったものをしていきたいなと考

えています。 

  それから、２点目のピアノの椅子が壊れている

というところで、こちらのほうは、申し訳ござい

ません、把握しておりませんでした。明日にでも

現場に行って、どのような状況かは確認したいと

思います。 

  それから、３点目のＷｉ－Ｆｉについてでござ

いますが、こちらも災害のときの避難所というこ

とになっていますので、できたら町民生活課のほ

うで、災害の避難所としてどう考えているのかと

いうところはあると思いますので、そちらのほう

で対応していただければなとは思っています。 

  ひとまず公民館の利用者からは、Ｗｉ－Ｆｉが

利用できないことに対しては、ご意見等は、今の

ところ、いただいてはおりません。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○文化財保護担当主査（横内美穂君） 文化財保護

担当の横内でございます。 

  山委員の質疑に対しましてお答え申し上げま

す。 

  郷土資料館の企画展、特別展等のイベントにつ

きまして、三、四か月に一度展示替えというお話

を申し上げたところで、説明書の212ページに展

示の内容等が入っているかと思うんですけれども、

正直、ちょっと手いっぱいなところがありまして、

これまで、終了１か月というところでの告知をな

かなか流せないではいたんですけれども、今回の

企画展の最後に書いてある「土器でみる一万年」

のところで、一度そのことをやってみまして、反

響があったこともありましたので、今後はぜひや
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っていこうということで内部では話しているとこ

ろです。 

  あと、新聞報道をうまく活用させていただきま

して、町外の方も呼び込めるような形では努力を

させていただいているところであります。 

  それから、213ページにあります啓発の関係で

すけれども、郷土資料館では、各種研修を受け入

れたりですとか、あと、団体利用とかでお客様が

来るときに、学芸員による説明をしたりというこ

とでさせていただいているもので、それをこちら

に載せさせていただいているものです。 

  主なものとしましては、博物館学芸員の実習生

の受入れをしておりまして、これは博物館で勤務

する場合に、有資格者として育成をするもの、国

家資格ではございます。その実務研修の受入れと

いうものになります。昨年度は、２校から申入れ

がありまして、２人の実習生を受け入れたもので

ございます。 

  それから、社会科や総合的な学習につきまして

町内の小中学校から申入れがあった場合に、学芸

員の説明をさせていただくんですが、ここのとこ

ろは、大体小学校３年生が、昔の暮らしや道具の

学習のときに来たり、それから、４年生の笠原沼

の開発のところで、郷土資料館の学芸員からの説

明を求められるということが多いです。特に３年

生につきましては、郷土資料館に３年生の子たち

が来てくれまして、旧加藤家の中で、収蔵庫から

特別に関係する資料を出してきて、当時の暮らし

を思わせる環境で、当時の暮らしに使っていたも

のを見るという、体感型の学習をする機会とさせ

ていただいております。 

  また、職員派遣というものがございまして、学

芸員それぞれ専門がございますので、専門に合っ

た学習をしたいという団体から申入れがあった場

合は、職員派遣をさせていただいております。昨

年度は３件ありまして、特に杉戸と宮代の関係を

知りたいということで、町外からも申入れがあっ

たりする場合がありまして、こちらでも派遣を出

しているという形になります。 

  簡単ですが、以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主査。 

○教育総務担当主査（髙橋道彰君） 決算書174ペ

ージ、180ページの学校管理運営事業のプールの

水道代ですけれども、管理運営事業ではございま

せんで、決算書178ページ、こちら、小学校施設

管理事業の10節需用費の上下水道料の中に入って

おります。中学校におきましては、決算書184ペ

ージの、同じく10節需用費の上下水道料の中に入

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 課長の田中です。 

  決算書174ページ、小学校管理運営事業に該当

するのかなと思うんですけれども、ぐるるでの小

中学校のプールの検討状況ということで、こちら

につきましては、再整備に伴ってプールがなくな

ることを予定している須賀小学校については、既

に昨年度から、ぐるる宮代と調整を進めておりま

す。 

  昨年度も調整をしていて、今年度も来年度に向

けて、今調整をしている状況でございまして、担

当としては来年度から、ぐるるでの授業という形

で、ぐるるに水泳授業を委託する形で進めていき

たいと考えております。 

  ほかの小学校、あるいは中学校につきましても、

当然、課題として認識をしております。近隣の自

治体の状況等を調査したりとか、いろいろ進めて

はいるんですけれども、残りの小中学校全てをぐ



－３３５－ 

るるで賄うことはなかなか難しいのかな、キャパ

シティー的にというところがあります。ですので、

近隣のスイミングスクールというかプールとかも、

今調査をし始めているところでございます。 

  須賀小学校以外の小中学校の方向性についても、

今、今年度中に小中学校の学校のほうの管理職か

ら、プールの授業に当たっての課題、施設管理の

課題も含めてですけれども、そういったことにつ

いて聞き取り、アンケートを行いながら、方向性

を出していきたい、検討していきたいと考えてい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。ありがとうござ

います。 

  190ページの公民館なんですが、確かに、この

前の日曜日に使ったんですけれども、暑くて、そ

れで、多分遮光カーテンとかすると、すごく違う

のかなというのは感じましたので、検討をお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

  それと、ピアノの椅子はお願いします。 

  確かにＷｉ－Ｆｉは、町民生活のほうの避難で、

これは町民生活と一緒に、公民館を管理している

教育委員会も考えていくということはあるのか、

町民生活に全部、町民生活が必要と言えばやるの

か、一緒に考えていくのか、そこをお願いします。 

  あと、先ほど聞くのを忘れちゃったんですけれ

ども、隣の家のケヤキとかが、結構窓まで来ちゃ

っているんですね。枝がかなり大きく入ってきて

いて、防災倉庫の上とか。これ多分、会計任用職

員さんたちが全部掃除するんでしょうけれども、

大変だなというのと、以前少し切ったのは存じ上

げているんですが、このあたり、管理をどうされ

てきたのか、これからどうしていくのか、民家の

方の木なので、なかなか難しいとは思いますが、

どうされるのか、ちょっと追加でお願いします。 

  それと、資料館に関しては分かりました。１か

月前とかにしていただくと、３か月あると思うと

忘れちゃうんだよねという意見も結構あるので、

行く機会がない方は全く行かないので、その辺、

それはやっていただくようなお話でしたので、お

願いします。 

  それと、水道代に関しては分かりました。そし

て、プールの状況も、はい。もしこれ、須賀中が

このまま少し残っていく、９年度から検討ですの

で、そうした場合は、須賀中とかもぐるるで対応

できるのかも、完全に小学校しか対応できないの

か、そこを改めてお聞きします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○生涯学習室主幹（川﨑章人君） 生涯学習室主幹

の川﨑です。 

  山委員の再質問にお答えします。 

  まず１点目、遮光カーテンの検討ということで

すが、こちらのほうは検討させていただきます。

遮光、遮熱、そういったものをできるような、ま

た、防火対策が取られたカーテンでなきゃいけな

いので、そういったものを考慮しながら選んでい

きたいと思っております。 

  それから、Ｗｉ－Ｆｉの関係なんですけれども、

まずは町民生活課が、災害避難所としてどういう

ふうな位置づけで、どういうふうな整備をしてい

くのかというところが、非常に大事だと思ってお

ります。その上で、もしＷｉ－Ｆｉ工事が必要だ

ということであれば、うちのほうで利用者の調整

をしたり、清掃をやっていただいている業者とか、

そういったもろもろの業者との調整をやっていく

ことになるかなと考えております。 

  それから、隣の木の問題なんですけれども、
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山委員もご承知のとおり、ある程度、かなり切っ

ていただきました。多分、相当な費用がかかった

かとは思うんですけれども、ただそれにしても、

まだ１本ですかね、大きい木がちょっと残ってい

まして、その辺は引き続き、地権者の方と交渉し

てまいりたいと考えております。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○教育推進課長（田中啓之君） 教育推進課長の田

中です。 

  小中学校のプールの関係で、須賀中学校をどう

するのかという、須賀中学校を適正配置上、どう

していくのかということは、まだ決まっていませ

んので、須賀中学校に限定してということはお答

えできないんですけれども、先ほど、ぐるるのキ

ャパシティーだと全小中学校は難しいということ

で、お答えはさせていただきました。 

  県内あるいは近隣の状況を見てみますと、中学

校のプールの授業については、座学だけに移行し

ている自治体もございまして、そういったところ

も視野に入れながら、ただ小学校は、座学だけに

しているところはございませんので、小学校は確

実に残していくのかなと、今担当としては考えて

おりますけれども、中学校については、座学のみ

ということも視野に入れながら、これから検討を

進めていく予定でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で教育推進課の質疑を終了いたします。 

  これをもちまして、議案第38号 令和５年度宮

代町一般会計歳入歳出決算の認定について、本件

に対する質疑は全て終了いたしました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時２３分 

 

再開 午後 ６時２５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第38号 令和５年度（2023年度）宮代町一

般会計歳入歳出決算の認定について、今日、まち

づくり建設課、それから教育推進課の論議が終わ

ったばかりでございますので、これらを含めて、

後日、反対討論をまとめて行いたいと思います。

反対の立場から討論を行います。よろしくお願い

します。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。お疲れ

さまでございます。 

  議案第38号、私も反対の立場から、後日、反対

の討論をさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 
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  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号 令和５年度宮代町一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり認定する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数と認めます。 

  よって、議案第38号 令和５年度宮代町一般会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定されました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は９月20日金曜日午前10時から委員会を開き、

引き続き、住民課の国民健康特別会計の審査から

始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ６時２８分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

決 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。定足数

に達しておりますので、９月17日に引き続き、決

算特別委員会を開会いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３９号の審査（住民課） 

○委員長（土渕保美君） これより本委員会に付託

されました議案第39号 令和５年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。

よろしくお願いします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） おはようございます。

住民課主幹、高橋と申します。よろしくお願いし

ます。 

○国保・後期担当専門員（稲宮辰男君） おはよう

ございます。国保・後期担当専門員の稲宮と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） おはよう

ございます。住民課国保・後期担当主査の安部と

申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けいたします。 

  質疑はありますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） おはようございます。福澤

です。よろしくお願いいたします。 

  ２点質問させていただきます。 

  まず１点目、決算書の216ページ、説明書は220

ページです。 

  国民健康保険税の収入未済額なんですけれども、

令和５年度、8,582万8,169円と、昨年度より未済

額が下回っているんですけれども、令和５年度で

遅れて納付された方というのはどのぐらいいらっ

しゃるのか。また、その金額、分かれば教えてく

ださい。その分はどこに記載されるのかも教えて

ください。 

  ２点目は、決算書234ページ、説明書232ページ

です。 

  ジェネリックの医薬品についてお伺いいたしま

す。 

  ジェネリック医薬品にした場合、１人につきど

の程度の医療費が削減されるのかということと、

あと、ジェネリックを使っている割合、どのぐら

いの方がジェネリックにしてくださっているのか

ということを教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 主幹、高橋です。よ

ろしくお願いします。 

  説明書220ページ、国民健康保険税、決算書で

いいますと215、216ページになります。 

  未済の分につきましては、未納から、納期限を

過ぎてから５日程度過ぎた場合、督促状を渡して

います。当然、当年度にお納めいただければ、説

明書の６ページにありますように現年度分の収納

額のほうに反映されるわけでございますが、年度
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をまたいで未納になった場合については、説明書

221ページの一般被保険者国民健康保険税（滞納

分）の中に振り込まれてきますので、そういった

扱いで事務のほうを進めさせていただいておりま

す。 

  ですので、通常、納期限が過ぎて、20日程度過

ぎた場合については督促状を出すんですけれども、

それは年度内に納めていただければ年度内に、現

年度分扱い、未納の分については翌年度の滞納分

扱いということで、金額につきましては、詳細の

ほうについては割合を求めておりませんので、そ

ういった事務処理を進めていっているということ

でご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、説明書の232ページ、ジェネリッ

ク医薬品の関係でございますが、ジェネリック医

薬品につきましては、令和４年度まで年２回、通

知を出しておりまして、令和５年度から年４回、

ジェネリックの医薬品を出しております。ジェネ

リックにつきましては、数量シェアということで

ありますけれども、５年度につきましては約

81.7％、数量シェアということで、県平均を若干

下回っておりますが、そういった扱いでさせてい

ただいています。 

  ジェネリック医薬品につきましては、生活習慣

病に関わる医薬品が後発医薬品になっているもの

についてお出ししておりますので、個々でお一人

当たりという金額ではちょっと、通知で出してい

るだけなんで、定期的なものを出していないとい

うことでご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  １点だけ質問させてもらいます。 

  決算書が228ページ、説明書が227ページの一般

被保険者高額療養費支給事業のところで、こちら

のどういった治療だったのか、そちらが分かれば

教えてください。お願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  専門員。 

○国保・後期担当専門員（稲宮辰男君） 国保・後

期担当の稲宮でございます。 

  ただいまのご質問でございます高額療養費支給

事業のことについてでございますが、どういった

内容であったかということなんですが、こちらは

あくまで１か月間に自己負担額を超えた場合に、

その医療費を給付するというものになりますので、

特に疾病の内容に応じて制限があるとか、そうい

ったものはございませんので、やはり金額的なベ

ースで考えますと、どうしても入院に係る医療費

というのが高額になりがちなところがございます

ので、内容からしますと、入院に係る高額医療費

というのが多いのかなというふうには認識をして

いるところでございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  そうしますと、入院費、例えばいわゆるベッド

の差額代とか、そういうもので発生したものも入

るのか。 

  あと、治療については特に、保険で賄われる治

療であれば一定額を超えたものについては全て支

払っていただけるということでよろしいですか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  専門員。 

○国保・後期担当専門員（稲宮辰男君） 国保・後

期担当の稲宮です。 

  今、具体的な例でおっしゃいました差額のベッ

ド代などですが、あくまでもここで言います高額

療養費というのは、医療保険の適用になった分と
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いうのが高額療養費の対象になりますので、保険

外、医療保険が使われていない治療ですとか、差

額のお部屋代とか、そういったものは高額療養費

の対象にはなりませんので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） おはようございます。よろ

しくお願いいたします。佐藤でございます。 

  １つ、ジェネリックのことでお尋ねしたいんで

すけれども、これ課長さん、ご存じかもしれませ

んが、昨年、一昨年かな、町民と議員との懇談会

で一般の町民の方からも出たことですけれども、

六花でジェネリックを勧められて断ったら、ほか

の医療機関へ行けということを言われたという事

例があったようでございます。私これ石井センタ

ー長に直接お聞きしたところ、個別の案件なんで、

答えられないとはおっしゃっていましたけれども。

そもそもまず、このような言い方が公設のクリニ

ックで許されるのか。許されるとして、それは何

件ぐらい、町としては把握しているのかというと

ころをまずはお尋ねしたいと思います。それはジ

ェネリック、説明書237ページになるかと思いま

す。 

  あともう１点が、これも説明書で、ちょっと予

算書のほうを見つけられないんで申し訳ございま

せんが、説明書の227ページの下の段で、出産育

児一時金支給事業というものがございます、決算

書の228ページとここには書いてありますが。４

年度から５年度で、昨年度はね、５年度は出生者

数が宮代町で180というのは窓口で調べて、存じ

ておりますが、増減が４年度から５年度に関しま

して、633万円も減っているというのは、ちょっ

と４年、３年のところは逆に増えています。その

前というのはここでちょっと表では分からないの

で、僕としては何とも言えないのですが、ここの

増減の理由というのは、検証されていると思いま

すので、検証した結果というのを教えていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員、六花に対する

質問は健康介護課になりますので。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。

よろしくお願いします。 

  説明書227ページ、出産育児一時金支給事業で

５年度と４年度を比べまして約630万円ほどマイ

ナス、件数でいうとマイナス16件ということでご

ざいますが、町の出生数と比べてということでご

ざいますが、たまたま国民健康保険にご加入いた

だいている方の出生が少ないということでござい

ます。年度によって、３年度16件ありましたけれ

ども、年度によってその割合というんですかね、

個々に加入している、出産される方が少ないとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） あと細かいことはちょっと

窓口でお尋ねしたいと思いますが、先ほど委員長

のほうから、ジェネリックのこと、六花のことは

というふうな意見がございましたが、この特別会

計のほうで成果としてね、ジェネリック医薬品の

使用を促進することによって、被保険者の薬剤費

の自己負担の軽減だけでなく、医療費の削減を図

りました。これ六花に限らず、僕が把握している

のが六花ということはございましたが、ほかでな

いかあるかというのはちょっと分かりませんが、

そもそも町の医療機関として、ジェネリックを勧

めたら断られたというものは六花以外でも把握し

ているかどうかというのは、医療費削減の観点か
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ら、ちゃんとそちらのほうで把握していなければ

いけないことだとは思いますので、そちらの切り

口のほうからご回答をお願いいたします、六花に

限らずです。町の医療機関として。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  町の医療機関でジェネリックをお願いしたら断

られたというお話は、窓口で職員が勤務している

中で、そういったお話というのは伺っていません。

特にそれを把握するということはしておりません

ので。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 再々質問で最後になっちゃ

うんですけれども、ちょっと不本意な。町でそれ

把握していないというのはおかしいですよね。実

際にあったことなんですよね、お聞きして。六花

に関しては、石井センター長はその事実は認めて

いたわけであって、あくまでも例ですよ、今の六

花の件は。ほかでないとは言い切れなくて、町で

調査も検証もしていないということが、そもそも

問題なんじゃないですか。大々的に医療費の削減

を図りました、図っているところですとかじゃな

くて、図りましたと言い切っている割には、要は

ジェネリックをほかの自治体のほうに追いやって

いるというふうにも読み取れるんですけれども、

その辺を、なぜそういうふうなデータを取って検

証してやろうとしていないのかが非常に問題。こ

れ６年度にも関わってきますからね。そこのとこ

ろをどのように今後考えているのかというところ

を課長にお尋ねしたいと思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  もちろん窓口勤務している中で、病院のほうで

そういう断られたというお話があれば、私たちの

ほうで聞いて、それが事実であれば、医療機関の

ほうにお話しする機会を設ける必要があるかなと

思います。 

  六花の話は、私も前任から聞いておりますので、

それは把握をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  １点質問をさせていただきます。 

  決算書の217、218ページです。 

  県の補助金についてお伺いいたします。 

  保険者努力支援分が取組の実績が増えたという

ことでご説明をいただきましたけれども、具体的

に教えてください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。

よろしくお願いします。 

  決算書217、218、説明書222ページ、説明書で

いいますと、３款県支出金の県補助金の表があり

ます。上から２番目、特別交付金（保険者努力支

援分）ということで、金額が617万円ほど増えて

おります。 

  これは努力支援ということで、ポイント化した

もので交付されるものでございますけれども、具

体的には予防とか特定健診とか、予防とか健康づ

くりに関する費用が主なもの、また、ほかにも人

間ドックとか、あとは特定健診とか、納付した割

合とか、いろんなものをポイントしたものが評価

されて交付されるものでございますが、５年度に
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つきましては493ポイント、４年度について371ポ

イントですので、かなりポイントが伸びたという

ことで、県内で37位でした、５年度は。４年度は

61位でしたので、かなりこちらのほう努力して増

えたということで、ご理解いただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） よく分かりました。 

  コロナで健診数が減ったりということで、ここ

の部分が、県からの補助金が少なかったのが、そ

ういういろんな状況が変わって、このようになっ

てきたのかなと思うんですが、令和５年で新たに

取り組んだものというのがこの中にあるのか、今

までどおりのもので人数が増えたのかというとこ

ろをもう一度教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  新たに増えたものについては、国民健康保険と

介護保険の一体的な事業とか、あとは薬剤の関係

でリフィル処方箋とか、そういった細かいところ

を積み重ねたところで、若干件数が伸びて、金額

が伸びたということでご理解いただければと思い

ます。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 分かりました。 

  すみません、ちょっともう少し詳しく最後に、

国保と介護の保険で一体化となった事業というの

がどれに当たるのかというのを最後に教えてくだ

さい。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  国保と介護の一体化ということで、５年度から

始まったポイントを獲得できる項目ということで、

そういったもので、国民健康保険から75歳になる

と後期のほうに移動したりします。なので、継続

的な予防とかフレイル予防とか、そういったもの

をなるべく引き続いていくような、町として進め

ていくということで、ポイントが増えたものと考

えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ２点ほど質問させていただきます。 

  まず、１点目なんですけれども、決算書230ペ

ージ、特定健診審査等実施事業、説明書では230

ページになります。 

  上の表になるんですけれども、３年度、４年度

が47％ということで、５年度が45.7％、これは５

年度の受診率が６年５月27日現在というふうに書

いてあるわけなんですけれども、大分減っている

と思うんですけれども、これについて、特定健診

のやっぱり数が多くなれば、それだけ補助金が増

えるということでしたので、この件について、ち

ょっと減っているところについて、なぜかという

ことでお伺いいたします。 

  それから２点目なんですが、決算書232ページ、

疾病予防事業になります。説明書は231ページに

なります。 

  上の説明のところで、糖尿病や重症化するリス

クの高い未受診者、受診中断者に対する受診勧奨

と糖尿病性腎症で通院する患者のうち、重症化す

るリスクの高い方に対する保健指導を行い、人工

透析への移行防止に取り組みましたとあるわけな

んですけれども、ここで、下のほうの表の生活習
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慣病重症化予防対策事業、この中で15増えている

わけで、５年度、勧奨者が26になっております。

これは全体ではもっと多くいて、その中で26名に

なっているのか、それとも全体で26名なのかとい

うことをお伺いします。 

  その下のほうの保健指導参加者、こちらのほう

は減っているんですけれども、こちらのほうもど

のような形で減っているのかお伺いいたします。 

  上の表で、がん検診のところで、全体的に減っ

ているんですよね。この減っている傾向はなぜな

のかということと、逆に大腸がん検診が増えてい

るんですけれども、これについても説明をお願い

いたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  説明書230ページの特定健診、健康診査受診者

の率で、３年度47％、４年度47％、５年度45.7％

ということで、５年度につきましては、下の米の

ところで書いてありますが、翌年の秋に正式な数

値が出るということで、ほぼほぼ同程度の数値に

なるということで予想しておりますので、約47％

程度はいくのかなという形で、これ確定数字じゃ

なくて、来年度のまた決算のときにお示しできる

ものと考えております。 

  続きまして、説明書231ページ、生活習慣病重

症化予防対策事業で、５年度の26、受診勧奨実施

者につきましては、これが全ての対象者というこ

とでご理解いただきたいと思います。 

  それで、保健指導参加者が去年、４年度11名の

中で保健指導参加者７名ということでございます

が、あくまでもこれ保健指導の参加ということが

任意でありまして、または病院さんのほうで、お

医者さんのほうで、まだ数値が安定しているとか、

通院して管理しているからということで参加され

ない方もいらっしゃいますので、全て未受診とか

未参加ではなくて、ご自身で管理されていたり、

お医者さんのほうで管理されているということで、

人数が２名ということ、参加者が２名ということ

でご理解いただきたいと思います。 

  その上のがん検診関係でございますけれども、

大腸がんを受けられた人数が伸びていることにつ

いては、集団健診の中で、５年度から大腸がん検

診も同時に受診できるようになりましたので、そ

れで人数がかなり増加しているということでご理

解いただければと思います。 

  また、他の受診、胃がん、肺がん等につきまし

ては、被保険者数も減っているということもあり

ますし、何年かに一度受けられるという方もいら

っしゃるかもしれませんので、そういった傾向か

と思われます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  特定健康診査受診者のほう、これは230ページ

になりますが、昨年の同時期の水準を言わせても

らいますと、まず集団健診が911でした。個別健

診が1,388、合計で2,299ということで、同時期と

してやはり少ないんです、今年は。そういうこと

があるので、ちょっとお伺いはさせていただきま

した。 

  集団健診は、例えばこの911という数字、４年

度、書いてありますけれども、最終的も911だっ

たんですよ、増えていなかったんですね。それも

あるので、やはり集団健診でもっと受診してもら

えるように努力していただきたいと思うんですが。

今後、何か特定健診で皆さんが受診してもらえる

ように何か考えがあるのかどうかということと、
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あとは例えばはがきで、受診をまだされていませ

んので、受診してくださいというはがきを送られ

ていると思うんですけれども、前のときは、受け

ているのにそのはがきを送ってきたということが

ございました。今はそういうところは少しでも改

善されているのかどうかということもお伺いいた

します。 

  あと、重症者のほうの事業の件は分かりました。

大腸がんのほうは500円ですかね、プラスして同

時に受けられるということがあるということで、

増えたということで了解いたしました。 

  １問だけ、再質問をお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋で

す。よろしくお願いします。 

  すみません、集団健診については、委員お話し

になられたように変わらないと思うんですけれど

も、個別健診につきましては、ちょっと若干遅れ

ているデータがありまして、そういった形で、は

がきを出すタイミングでデータが来ていない方に

対しては、大変申し訳ないんですけれども、今年

度についてもはがきを出した可能性があるという

ことで、ご理解いただきたいと思います。 

  また、この受診率向上のためにつきましては、

今年度なんですけれども、登録されている方につ

いてはＬＩＮＥとか、またホームページ等々で、

ＳＮＳを使いまして発信するような形。また今年

度につきましても、受診勧奨のはがきは２回お出

ししていますので、なるべくお受けいただきたい。

保健指導とか特定健診を実施する義務が保険者に

ありますので、当然、受ける義務じゃなくて、実

施する義務がありますので、そういったところを

強化して、皆様に受けていただければ。当然、補

助金のほうにも跳ね返ってきますので、努力して

いきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございました。 

  最後に１点だけお伺いします。 

  特定健診なんですけれども、その期間が長いん

ですよね。もらったときに受けようかなと思って

いても、まだ先があるから大丈夫だと思ってつい

つい忘れてしまうということがあると思うんです

けれども、例えば前期、後期に分けて、前期は何

月から何月何日までとか決めて、後期が何月から

何月何日みたいに２つの期間かなんかに定めて、

ちょっとやっぱり受けなきゃいけないという気持

ちを向上させるような、そういうことってできる

のかどうかお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  当初、５月に受診券とかお知らせとかをお送り

させていただいて、それで夏と秋に、先ほどお話

しした受診勧奨、受けておられない方については

がきを出しています。それですので、何かしら、

通知を出すとかだと郵便料とか、それが補助金の

対象となる、ならないとか、支出だけ増える可能

性がありますので、ホームページ、または先ほど

お話ししたＳＮＳ等々で、広報も当然あると思う

んですけれども、そういったものでアピールとい

うか、案内できればなと考えております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、215、216ページの１款１項国保税の関係
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です。 

  ここにも書かれておりますけれども、不納欠損

額が1,162万円、処分件数は86件ということなん

ですが、これらについての内容についてお示しい

ただきたいと思います。 

  それから、収入済額が６億1,762万円、収納率

が86.4％、これは前年度と比較しても0.9ポイン

トの減となっています。軒並み減となっておりま

すけれども、この辺についての理由についてもお

示しいただきたいと思います。 

  それから、国保税に関しましては、まず、年齢

階層別被保険者数、例えばゼロ歳から14歳とか、

15歳から64歳、65歳から74歳、何人いるのか。 

  それから、加入者数ごとの世帯数、これは１人

世帯が何世帯、２人世帯が何世帯、３人以上が何

世帯なのか。 

  それから、所得階層別世帯数です。所得が100

万円以下が何世帯なのか、所得が100万円から300

万円以下で何世帯か、所得が300万円超える、大

まかで結構ですので、お示しいただきたいと思い

ます。 

  それから、滞納世帯と加入世帯の比率ですね。

これについても令和５年度はどういうふうになっ

たのかお示しいただきたいと思います。 

  それから、滞納による財産の差押えとかそうい

うのはあったのかどうか。 

  それから、資格証明書の発行状況、短期保険証

の発行交付状況、これもお願いしたいと思います。 

  それから、健康保険法の一部改正があって、令

和４年度から実施されている未就学児国保税の均

等割の軽減、これについても確認をさせていただ

きたいと思います。 

  それから、217、218ページの繰入金の関係です。 

  もうご承知のように国保加入者は自営業者、年

金生活者、非正規労働者、とにかく所得の少ない

方々が多く加入されております。そういう中で非

常に重い国保税となっておりますので、どうして

も、これまでも一般会計からの繰入れが必要だと

いうことは当然なんですけれども、今この国保税

に対する、国が主導して、県を通じて国保税が決

まってくるわけなんですけれども、その法定外の

繰入れです、要は。これについての認識を取りあ

えずお示しいただきたいと思います。 

  それから、231ページ、232ページの疾病予防の

関係も今ありましたが、不用額が多いと思うんで

す、1,141万円と。これはどうしてこういうふう

になっているのか。その点についてもお示しいた

だきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  説明書220ページ、国民健康保険税の中の不納

欠損1,162万6,318円の件数、86件の内訳につきま

しては、財産なしが51件、生活困窮が18件、所在

不明が16件、お亡くなりになった方が１件、トー

タル86件でございます。 

  収納率、５年度と４年度比較してマイナス0.9

ポイントにつきましては、隣の221ページに新型

コロナウイルス感染症の減免というものがありま

すので、こういったところも影響していると考え

ております。 

  すみません、質問と順番が変わってきますけれ

ども、未就学児均等割の軽減分の繰入金につきま

しては、同じ220ページ、説明書220ページの一番

下にあります未就学児均等割保険税軽減分の中で、

95人の方が該当になっていることで、ご理解いた

だきたいと思います。 

  あとは、所得階層別世帯数につきましては、所

得階級で101万円以下の世帯につきましては、１



－３４８－ 

月頃の数字ではございますが、全体の38％でござ

いました。 

○委員長（土渕保美君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時３９分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 年齢階級別被保険者

数につきましては、細かい数字はございませんが、

60歳から74歳の方につきましては約58％を占めて

いるところでございます。 

  あと、世帯人員ごとの加入割合につきましては、

申し訳ございません、ちょっと手元に資料がござ

いませんので、この場ではお答えできません。 

  滞納世帯につきましては、月数、また年度ごと

によって若干変わってくるものでございますが、

約400から500世帯、滞納されている世帯が多いと

考えております。 

  短期証につきましては、７月に46世帯、１月に

32世帯につきまして短期証のほうを渡しています。 

  資格証明書につきましては、１世帯に対してお

出ししております。 

  すみません、差押えにつきましては、５年度、

税務課のほうで行っておりますが、35件、差押え

をしております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  １つ答弁漏れがございまして、国が主導して県

が行っている保険税率の統一化、標準保険税率と

呼ばれていますが、その取組の中で、令和９年度

に市町村ごとに計算された標準保険税率を適用し

ていこうという目標が掲げられておりまして、令

和８年度までには赤字を解消していきましょうと

いう、そういう方針がありますので、この法定外

繰入れについては、令和８年度までには解消して

いくことが町に求められているのが現状でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  先ほどすみません、成果書231、232ページ、疾

病予防事業におきまして不用額1,100万円ほどあ

るということで、疾病予防費で1,100万円あると

いうことでございますが、主なものにつきまして

は、委託料の601万894円ということで、がん検診

でもう少し受診できればということで不用額が発

生しております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、国保税の関係の不納欠損、処分件数は86

件で、そのうち困窮者が18件と。その割には所在

不明というのが16件なんですけれども、随分多い

ように感じるんですけれども、これはどこもこう

いうふうな状況なんでしょうか。困窮者とほぼ同

じような数字なんですけれども。随分、所在不明

というのが多いなというふうに思いますが、これ

はもちろんね、ずっと追いかけもしているんでし

ょうけれども。特に滞納している方々については、

窓口に呼んでとか、いろいろして、そういう答弁

もありますよね。その割には所在不明というのは

どういうふうに考えればいいんでしょうか。その
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点についてお尋ねします。 

  それから、年齢階層別被保険者数なんですけれ

ども、先ほど60歳から74歳、58％ということなん

ですけれども、これは何で示されないんですか。

決算審議だからね、駄目ですよ、そういう答弁じ

ゃ。だって、18歳以下の子どもにも国保税かかっ

ているんですよ。だから、どれぐらいになってい

るのか。年齢階層別の被保険者が60歳から74歳、

58％あると、それだけ。あと加入者数ごとの世帯

数は全然答えていないでしょう。これは資料がな

いじゃ済まないでしょう。 

  それから、所得階層別世帯数、所得101万円以

下が38％、これ少ないでしょう。いや、少ないも

少なくないも示していただけないんで、分かりま

せんけれども。 

  なぜかというとね、先ほど課長からも、今後、

繰入れにしても赤字解消のために、県主導でやっ

ているんですけれども、令和８年度までには赤字

解消するでしょうと言っているけれども、実際、

各自治体では大変な思いしているんで、繰入れし

ているわけですよ。繰入れだけでは大変なんで、

特にね、18歳以下の子どもの均等割減免というの

は、どこの自治体でもやはり負担を軽くしようと

いうことで、負担を減免措置するところが多くな

ってきている。そういう中で、これらについては

どうするんですかという、そういう論議もしたい

んですけれども。加入者数ごと、あるいは年齢階

層別の被保険者数が分からないと、話にならない

でしょう。 

  休憩してでもね、持ってきてくださいよ。論議

にならないでしょう。いや、その辺は全然考えて

いないというんだったら、ないでいいですけれど

も。 

  それと、231、232ページの保健事業費の疾病予

防費の不用額です。委託料でがん検診だというこ

となんですが、この不用額の半分ですよ、これだ

と。あとは不用額が出ている理由はどういう理由

ですか。これもお答えいただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  年齢ごとの被保険者数の割合ということで、ゼ

ロ歳から39歳までと40歳から64歳、65歳から74歳

の割合を手持ちの資料で持っておりまして、令和

５年度はゼロ歳から39歳が19.5％、40歳から64歳

までが31.5％、65歳から74歳までが48.9％という

数字でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課、高橋です。 

  説明書の220ページ、不納欠損の関係でござい

ます。 

  不納欠損につきましては、税務課のほうで、徴

収担当のほうで事務のほうをしていただいており

まして、所在不明につきましては、４年度も10件、

生活困窮につきましては４年度が11件ということ

で、数字が伸びているということでご理解いただ

きたいと思います。 

  あと、決算書231、232、がん検診の関係で委託

料のほうが不用額が出ているということに併せま

して、18の負担金、補助及び交付金の中でも人間

ドックの補助金、または234ページにあります生

活習慣病重症化予防対策事業の負担金のほうでも

不用額が出ているということで、ここのほうで

370万円出ております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問になっ

てしまいます。 
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  私がね、まず215、216ページの国保税の関係で、

所在不明が多いんじゃないかという質問をしたん

ですよ。これは分かりません、私自身。自治体の

ね、近隣だの埼玉県内の状況なんか分かりません

ので、こんなにいていいんですかということなん

ですよ。だから、これまでも、先ほども言ったよ

うに、滞納関係でもちゃんと被保険者と顔を合わ

せて、それできちっと窓口にも来てもらって、指

導していますということですから。そういうふう

な形で一方で来ていて、もう一方では所在が不明

だ、16だと。これは少し多いのかなというふうに

思っていますけれども、なぜ多いんでしょうかと

いうことを聞きたいわけですよ。その辺、お願い

したいと思います。 

  それから、国保税の中身なんですけれども、先

ほど私が年齢階層別の仕分を勝手にこちらで言っ

ちゃったから答弁しづらかったのか。持っている

資料でいいですよ、先ほど課長から言われたよう

に、ゼロ歳から39歳が19.5％、40歳から60歳まで

が31.5％、60歳から74歳が48.9ということで、私

は、町全体の世帯数は少しずつ増えているのに、

国保の被保険者、世帯も人数も減っていますよね。

それはそのとおりなんですけれども。そういう中

で、やはり国保税加入者の収入なんですよ。自営

業者、年金生活者、非正規労働者、こういう方々

が大部分で、本当にそういう中での国保税の統一

化ですから。 

  最初、統一化というのは、国保税が低い自治体

もあれば高いところもあって、低いところに合わ

せるみたいな、導入時はね、そういう形で来たん

ですけれども、これどこの自治体も赤字になっち

ゃいますよ、これじゃ。じゃどこで補塡してもら

うかといったら、値上げしかないですよね。じゃ

値上げでいいんですかと。そうすると、やはり滞

納してしまう、これ以上、そもそも収入が少ない

階層が多いんですから、これは町担当だって困っ

ているでしょう、正直いって。だと思いますよ。

だったら、もっと国、県に対して、統一化、標準

化もいいんですけれども、このままじゃ大変だと

いうことも、多分言っていると思います、声は上

げているとは思いますけれども…… 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、質疑のほうを

お願いいたします。 

○委員（丸藤栄一君） そういうふうにお願いでき

ないでしょうかね。しているとは思いますが、そ

の辺お願いします。 

  それから、加入者ごとの世帯数、これ今出ない

んじゃ、後で出ますか。１人世帯が何世帯、２人

世帯が何世帯、３人以上、この３つに分けてとい

うだけだから。これはもう基本中の基本だと思い

ますよ。私は、今、首に縄をつけて持って来いっ

て言いませんよ。後で出ますか、じゃ。来年度も

審議します。新年度もやります。こういうデータ

ぐらいはそろえてくださいね。 

  それから、滞納世帯と加入世帯との比率なんで

すけれども、一時期は随分、６世帯に１世帯、滞

納者、滞納世帯がありました。今、随分少なくな

ってきているというふうに思いますが、これはど

うしてそういうふうになっているのかね、その辺

の事情についてももう一度改めてお聞きいたしま

す。 

  それから、差押えの関係ですが、これは中身も

分かっているでしょう。どういう中身で差押えに

なっているのか。それもお願いします。 

  それから、資格証明書は本当に１世帯なんです

か。これはどうしてそういう状況になっているの

か、その点お尋ねいたします。 

  それから、先ほど冒頭、未就学児国保税の均等

割額の軽減なんですけれども、それは確かに説明

書で220ページに書いてあるとおりなんですけれ
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ども、これ割合が出ていませんよね。 

  それとあと、軽減税額では、２割軽減が減って

います。この辺の状況と、それから軽減世帯数が

軒並み減っています、前年度と比べ。この辺の状

況についてもお示しいただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○委員（佐藤将行君） 時間も時間ですけれども、

先ほど手持ちに資料がないと言ったのは、戻れば

あるということですから、暫時休憩して、手持ち

の資料を持ってきてもらったらどうですか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 住民課長の榎本です。 

  私のほうから所在不明の話と、標準化、統一化

の話をさせていただきたいと思います。 

  まず、所在不明のものなんですが、ちょっと何

件というのが、内訳はちょっと分からないんです

けれども、最近、外国人の人口というのがちょっ

と増えてきていまして、私が二十数年前、住民課

で仕事しているときは200人ぐらいだったのが、

今は500人ぐらいいらっしゃいまして、国民健康

保険の加入者としても外国人の方が多くなってお

ります。 

  外国人だけではないんですけれども、つい最近

の事例でお話ししますと、技能実習生の方が在留

資格を取消しされていたという方なんかも途中で

いらっしゃいまして、転入後、そういった連絡が

あったものですから、保険証を回収しようと郵便

を送ったところ、郵便が届かないとか。あとは、

実際に郵便が届かないもの、リストが返ってくる

と、片仮名表記といいますか、恐らく外国人では

ない方のものが半分ぐらいあったかと思うんです

が、最近はそういった傾向もあるかなと思います。 

  もちろん外国人の方が悪いという、そういうこ

とではないんですけれども、傾向としては、人口

の比率でそういったことになってきているかなと

いうのが最近感じている部分です。 

  それから、保険税の統一化ということで、確か

に標準保険税率、県が示す標準保険税率、どの自

治体も毎年ちょっとずつ上がっていまして、厳し

い状況であるかなというふうに私も考えておりま

す。 

  ただ、被保険者が減っていく中で、医療費の伸

びというのが総体として上がっておりまして、各

自治体に示される標準保険税率の計算の中には、

やはり医療費、過去３年分の医療費がどういう流

れでできているのかというのが考え方の中にあり

まして、特に宮代町は令和３年度に県内で、１人

当たりの医療費ですが、10番目にちょっと高かっ

た時期がありまして、ちょうどその令和３年だけ

が、ほかの前後と比べると高かったというのもあ

りまして、その３年間に入っていたものですから、

今年示された標準保険税率は割と高かったのかな

というふうに思っております。 

  ただ、全体的に高くなっていくことはもちろん

変わっておりませんので、私も国保主管課長会議

というものが年に何回かあるんですが、その場で

県の担当者のほうには、この物価高の中で何か支

援措置というものを考えていただけないかという

のは直接お話しさせていただいたりもしておりま

す。はい、そうですかというふうに県の担当者も

なかなかそういう話はもちろん出てこないんです

けれども、やはり各自治体の職員が声を上げると

いうことは大事なことだと思っておりますし、統

一化を否定するわけではないんですけれども、そ

れに向けてどうやってソフトランディングしてい

くかというのが大事な点かなというふうに思って

おります。統一化すると、県内全体で加入者を支
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えていくような仕組みになりますので、特にこう

いった高齢者が多い自治体にとっては、若い自治

体、例えば戸田市ですとか東京近隣に接している

自治体、支えていただくというわけではないんで

すが、全体で支えていくという意味では、このま

ま保険税は、仮に統一化しなくても医療費が上が

っていく以上、どこかで賄わなくてはいけないと

いうことを考えますと、全体で支える仕組みに変

えていくというのは間違った方向ではないかなと

いうふうに考えております。 

  所在不明と統一化のお話については以上でござ

います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 説明書220ページの

一番下にあります未就学児均等割保険税軽減分と

いうことでございます。 

  ５年度につきましては95人、４年度につきまし

ては93人ということでございまして、今年度、５

年度より、これ世帯数が4,000世帯ある中で抽出

ということで、システムのほうで抽出しておりま

すので、個々の割合についてはちょっと出ないん

ですけれども、４年度につきましては72世帯でご

ざいました。軽減なし世帯が45世帯、７割軽減が

13世帯、５割軽減が12世帯、２割軽減は２世帯と

いうことで、ほぼ同じような割合になると考えて

おります。 

  あと、説明書の220ページ、その上の軽減世帯

数につきましては、軽減額につきましては毎年度、

数年に１回、地方税法の改正がありますので、軽

減額は5,000円上がったりします。その関係で上

のほうに行くとか、下のほうに動くという方が年

度によって、所得によって変わると思います。 

  また、被保険者数、世帯数につきましても減っ

ておりますので、そういったところで減になって

いるかと思われます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

○住民課主幹（高橋正巳君） すみません、差押え

の状況につきましては、税務課のほうで、徴収担

当のほうで行っておりまして、確認したところ、

５年度につきましては35件ありました。内訳、国

保税還付金が１件、預貯金が30件、給与が２件、

年金が５件、合わせて35件ということを確認して

おります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 世帯ごとの資料ですが、

今あるデータを加工しないとちょっとすぐお出し

できませんので、それについては後ほど提出させ

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ないようですので、以上

で質疑は終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  今日は国民健康保険特別会計の決算に係る審議

が今あったばかりですので、24日、改めて反対討

論をしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なし。 
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  次に、反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ただいま終わったばかりで

ちょっとまだまとまっていないところがあります

が、不明な点がございますので、現時点では、賛

成というのは当然、全てが分かった上で納得いっ

て、問題がないということが賛成だと僕は理解し

ておりますので、不明がある以上は賛成はできま

せんので、今のところ24日に反対討論をする予定

でおります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） これをもって討論を終了

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号 令和５年度宮代町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数であります。 

  よって、議案第39号 令和５年度宮代町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員会において原案のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０９分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  審査効率化のため、議案第41号、後期高齢者医

療特別会計を先に審議いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４１号の審査（住民課） 

○委員長（土渕保美君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第41号 令和５年度宮代町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

○住民課長（榎本恭一君） 課長の榎本です。引き

続きよろしくお願いします。 

○住民課主幹（高橋正巳君） 住民課主幹、高橋と

申します。よろしくお願いします。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 住民課国

保・後期担当主査の安部と申します。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 質疑はございますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤でございます。よろし

くお願いします。 

  説明書のほう238ページ、お願いします。違い

ますか。すみません、間違えました。取り消しま

す。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、283、284ページの後期高齢者医療保険料

の関係で、国保と同じように滞納者の実数、それ

から短期保険証を交付すれば、交付した人数。 
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  それから、滞納のため差押えはどのようになっ

ているのか。 

  それから、医療費の窓口負担割合なんですけれ

ども、１割負担、２割負担、３割負担ございます。

どのようになっているのか。 

  それから、帯状疱疹ワクチン接種するようにな

りました。これはいつからでしたか。これは介護

保険か、分かりました。 

  それから、後期高齢者医療では、やはり高齢者

の予防の関係で、寝たきりにさせないというのが

基本なんですけれども、そうした寝たきりの高齢

者をつくらない。そのためにいろんな健康診査も

行っているんですけれども、特に宮代町ではこれ

だという特徴があれば、ほかの自治体よりも、こ

れについては進んでいるとか、そういった成果み

たいなものがあればお示しいただきたいと思いま

す。なかなかこれも県主導で、県のほうの納付金

を納めればいいという問題ではないと思いますの

で、そういった意味では、町独自として、こうい

うものをやっているというものが示せるものがあ

れば、それについてもお尋ねしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当の安部です。 

  お答えいたします。 

  まず、滞納者の状況についてです。 

  後期高齢者医療の保険料の滞納者の状況につい

ては、５年度なので、５年度分の滞納と、その前、

４年度以前の滞納分のある方という方が全員で36

名です。その中の内訳としては、死亡、転出、生

活保護加入者がそれぞれ１名ずつ、町税などのほ

かの未納がある方が９名、後期高齢者の保険料の

み未納の方が３名、令和５年度のみの保険料が未

納の方が20名、分納のお約束をしている方が１名

という内訳になっております。 

  令和５年度のみの未納の方が20名ということで、

ちょっと多いので、こちらについては早期に納付

いただけるように、電話や通知、書面での催告に

よって、早期に滞納を解消してまいりたいと考え

ています。 

  続きまして、短期保険証の交付についてです。 

  令和５年度は２名の方に短期証を交付しており

ます。その２名の方も、お一人は大分滞納の額も

減ってきている状況であります。 

  今後、マイナンバーカードが保険証になるよう

になってきますので、短期証の交付というのは令

和６年度の８月からのものを交付したものが短期

証の交付としては最後になります。後期高齢者広

域連合のほうで、もう短期証の交付の月について

は統一しておりまして、令和７年１月末までが短

期証の交付となっております。その後は、短期証

の発行の方の状況によって、資格確認書の交付に

なったり、マイナンバーカードを保険証として使

っていただくようになったりということで、短期

証の交付は令和６年度が最後となります。 

  続きまして、差押えの件数についてです。 

  差押えについては、令和５年度後期高齢者保険

料については１件差押えを行いました。金額とし

ては２万4,800円。こちらの方は170万円ぐらいの

預金があることが分かりまして、預金の差押えを

したところでございます。その預金については、

あまり入り繰りのない、出入りのない、生活の資

金にあまり影響のない預金であると判断しました

ので、差押えを行ったところでございます。 

  次に、医療費の窓口負担についての人数と割合

についてです。 

  １割の方が4,172人で65.5％、２割の方が1,711

人で27％、３割の方が683人で８％となっていま
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す。 

  最後に、後期高齢者の方の保健事業ですかね、

寝たきりの予防というところで、保健事業につい

ての宮代町独自の特色といいますか、というとこ

ろについてご説明します。 

  介護と医療保険の一体化の事業というのは令和

６年度から始まっておりまして、こちらは宮代町

に限らず全国的に行っているものでありますが、

その一体化の事業の中では、宮代町では、健康状

態の分からない方、健診も受けておらず、お医者

さんにもかかっていないという方については、地

域包括支援センターと協力しまして、今年度から

訪問の事業を行っております。 

  大体、訪問の結果としては、元気なので病院に

かかってませんという方が多かったようなところ

です。 

  また、今まで後期高齢者のほうでは、国民健康

保険にありました保健指導のようなものはなかっ

たんですけれども、この一体化が始まりまして、

後期高齢者のほうでも保健指導のほうが行えるよ

うな体制が整いました。後期高齢者については、

高血圧の方、血圧の高い方を中心とした保健指導

を保健センターの管理栄養士、保健師などと協力

してやっていくというところです。 

  あとは、こちらは県の事業ですけれども、引き

続きコバトンのマイレージ事業、歩数計の配布は

なくなってしまったんですが、スマホのアプリを

利用したマイレージの事業というのを引き続き今

年度も行っておるところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  内容については答えられておりますので、分か

りました。ただし、宮代町だけに限ってはいない

と思うんですけれども、やはり医療費の窓口負担

割合が１割負担が多い。そういう中で、窓口負担

の２割負担化ということで、先ほど答弁の中では、

やはり元気なので病院でしたか、かかっていない

という方がほとんどということなんですけれども、

それはそれで結構なんですけれども、１割から２

割になることで、全国的には受診抑制が起きてい

るというふうに聞くんですね。だから、そういう

意味では、負担の２倍化というのは大変だと思う

んですけれども。そういう部分では、１人でも２

人でもそういう方、受診抑制が起きてはならない

し、それによる重症化になっても困りますので、

これは当然、負担についても注視するように私ど

もは求めているんですけれども、そういった点で

は、この負担割合の、それでも２割負担が27％も、

約３割近くいるわけで、そういった点での町とし

ての対応はどういうふうになさっているのかお願

いしたいと思います。 

  あと、順不同で申し訳ないんですけれども、滞

納者の実数も多いと思うんですけれども、この点

では、先ほど電話、通知してということなんです

けれども、これは宮代の場合は滞納整理というと

ちょっと語弊があるんですけれども、税務課と分

かれているので、なかなかそういった点では後期

高齢者医療制度としての対応と、また税務との対

応は違うと思うんですけれども、そういった点で

はどういうふうに指導されているのか。その点、

もう少し詳しくご説明をお願いしたいと思います。 

  あと、決算ですので、今後のこともあるんです

けれども、短期保険証を交付というのはもう最後、

令和６年度で最後になるということで、これから

マイナ保険証に変わっていくんですけれども、そ

ういった点では、今のところどういった状況にな

っているのか。特にやはり国のほうの宣伝が先行

しているのと、病院、薬局へ行ってもポスターな
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どに書かれていまして、そういった点では資格確

認書、あるいは資格情報のお知らせなんかも丁寧

にしていかなければいけないと思うんですけれど

も、そういった点では、移行に向けての町の対応

についてはどういうふうになされるのか、その点

も併せてお願いします。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  まず、保険証の２割負担の方が負担が増えてし

まうことについてということについてお答えしま

す。 

  ２割の保険証ができましたのが令和４年10月か

らになっておりまして、その直後は、もしかする

とちょっと受診の控えているようなことがあった

かもしれないのですが、今はそれほどそういうこ

とはあまりお話は聞かないかなという印象です。 

  高額療養費の制度の中で２割の方の月の負担が

１割のときよりも3,000円までの増にするという

措置が令和７年９月まで行われておるところです

ので、一時的には倍払ったとしても、３か月後ぐ

らいには、その3,000円を超えた分については高

額療養費としてお金が戻ってくるという形になっ

ておりますので、倍までの負担にはなっていない

かなというところです。 

  次に、滞納整理についての税務課との関係につ

いてというところです。 

  財産調査などについては、税務課と協力して行

っております。催告書を送ったり、その催告につ

いては、後期高齢者の保険料と税とはちょっと分

けて、後期高齢者の保険料は後期高齢者の保険料

だけで行っているという部分はあります。なので、

協力する部分と独自でやる部分とということで、

差押えなども今回は税務課のほうの滞納もありま

したので、同時に協力して行ったところでありま

す。 

  短期保険証については、先ほども申し上げたと

おり、令和６年度が最後の発行になります。 

  マイナ保険証の状況ですね、後期高齢者だけの

状況になります。広域連合から示された数値であ

りますけれども、マイナ保険証の登録率、後期高

齢者の方に限っては62.2％というのが今、最新の

率になっております。その中でマイナ保険証を使

った率というのも示されておりまして、そちらが

宮代町は9.8％ということで、そこまで高い数値

ではないところです。 

  窓口の方でも12月からマイナ保険証にしないと

お医者さんにかかれないのかしらというお問合せ

もよくいただくんですけれども、マイナ保険証を

お持ちの方は、今現在は紙の保険証とマイナ保険

証とどちらを使っても大丈夫ですよというご案内

をしています。 

  マイナ保険証をお持ちでない方については、来

年の７月末までは、今お持ちの紙の保険証が使え

ますとお伝えしまして、来年の８月以降もマイナ

保険証を作っていない方には資格確認書というお

医者さんにかかれるもの、保険証のようなものが

発行されるので、ご安心くださいということで、

窓口やお電話ではご案内しているところです。 

  以上になります。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、分かりました。 

  １点だけなんですけれども、短期保険証につい

ては、これまで交付していた被保険者に対して、

保険証廃止後については何らかの対応は考えてい

るんでしょうか。どういうふうに対応されるのか、

その点だけお尋ねいたします。 
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  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  短期証についての今後の対応というところです

が、埼玉県の広域連合のほうからまだはっきりし

たところは示されておりませんが、１月までの紙

の保険証の有効期限となっておりますので、その

後はマイナ保険証をお持ちの方は、基本的にはマ

イナ保険証をお使いいただいて、お持ちでない方

は資格確認書を送ることになるのではないかと考

えています。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  １点だけ質問させてください。 

  決算書の283ページの諸収入のところで、説明

書が269ページになります。 

  こちらの表組みになっているところなんですけ

れども、マイナンバーカード取得促進等及び窓口

負担の見直し経費補助金というのが令和４年度だ

けになっていて、令和５年度、もうなくなってい

るんですけれども、私、この期間のことちょっと

分からないので、こちらはどういったものだった

か教えていただきたいのと、５年度、何でなかっ

たのか教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当主査の安部です。 

  説明書269ページのマイナンバーカード取得促

進等及び窓口の見直し経費補助金についてという

ところですけれども、こちらの補助金は、マイナ

ンバーカード取得促進と及び、２つこうあるんで

すけれども、前段ではなくて、後段の窓口負担の

見直し経費補助金というところを宮代町は頂いた

ところです。こちらは、令和４年度に保険証の負

担割合が２割になるという制度が始まりまして、

通常ですと年に１回の保険証の発行だったのです

が、令和４年度についてだけ保険証の発行が２回

ありました。そのうちの１回についての郵便料を

補助金として頂いたというものになっております

ので、令和４年度だけのもので、令和３年度も５

年度も引き続きというものではない補助金だった

というところです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤です。よろしくお願い

いたします。 

  前段の委員もご質問されていらっしゃいました

が、短期保険証のことですが、今年度出したのが

最後になるのかな、来年夏ぐらいまで。短期保険

証が使えなくなってから…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（佐藤将行君） ごめんなさい、ページ数ち

ょっと見当たらないので、短期保険証関係のちょ

っと抽象的に、何ページになりますか、ごめんな

さい。ないですよね、それはね。ページ数ないと

いうことですので、続けさせていただきます。 

  これ短期保険証が使えなくなったときに高齢の

方からも相談を受けたりで、混乱が予想されます、

知識がないということも当然ございますけれども、

混乱が予想されると僕は思っております。一つの

例として、コロナワクチンの最初のときにも分か

らないで急に予約が止まって、二、三百人、役場
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に人が押し寄せたということもありますし、その

ような混乱が起こるかもしれないということを前

提にいろいろと対策を今立てているのか、それと

も今後、それまでの間に立てているのかというこ

とをまず１つお尋ねいたします。 

  高齢者の方にとっては、本当これ非常に死活問

題というか、生き死にの問題と、コロナのときも

そうですけれども、お聞きしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  次に、ページ数でいいますと決算書の288にな

ると思います。説明書ですと270になるのかな。 

  決算書のほうで申し上げますと、後期高齢者医

療保険料徴収事業258万9,115円、このようになっ

ておりますが、このうち委託料が145万7,093円と、

この事業の半分以上が委託料というのは、ちょっ

とこれあまりにも多いのかなという気がいたしま

して、近隣やら何やらというところの比較という

のを、ちょっと僕そこまでは調べてはおりません

が、果たして適切なのか。また、これに関しまし

て、どのような入札方法、随意契約なのか、競争

入札なのか分かりませんが、そこのところのご説

明を、近隣と比べて高いのか、低いのか、また、

入札方法のことをお尋ねいたしたいと思います。 

  次に、決算書で申し上げますと285になるのか

な。主要な施策に関する説明書、これによります

と269、先ほどのページのところと同じの一番下

になりますけれども、繰越金ですけれども、説明

として、令和４年度決算剰余金として令和５年度

に繰り越したものですということで、毎年毎年繰

越しはあって、今年は決算ベースで836万49円と

なっておりますけれども、どんどんこれは、繰越

しは増えていくような性質のものなのか、ちょっ

と僕が不勉強で分からないので教えていただきた

いと思います。 

  最後に、先ほど前段の委員でもご質問ございま

したとおりの、そのすぐ上のマイナンバーカード

関係のところ、窓口負担になるのかどうかちょっ

と分からないんで教えていただきたいのですが、

一時、マイナンバーポイントで２万ポイントがつ

くとかいろいろあって、これ自体もね、窓口の方

の説明がちょっと足りなくて、僕のところに何件

かあって、２万円をあらかじめ払わなきゃマイナ

ンバー作れないとかという何かよく分からないよ

うなことがあって、当時の課長さんが説明の仕方

を変えて混乱を収束したというのがあったんです

けれども。 

  これに関しましては、この148万2,308円の中に

そのポイントとかも含まれて、もう要するにマイ

ナンバーカードのこの補助金というのはこれでス

トップするのか、それとも今後、当然まだマイナ

ンバーカードを作られていらっしゃらない方もい

らっしゃいますので、その分というのは町の負担

としてなるのかどうかというところのご説明をお

願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  短期証の今後の混乱にならないようにというご

質問についてお答えいたします。 

  こちらは短期証に限らず、全ての方の保険証に

ついて関わることかと思います。国民健康保険も

後期高齢のほうも令和６年８月に新しい保険証が

発行になりまして、それは令和７年７月末まで使

えるものになっております。12月１日までは、も

しなくされた場合でも再発行という形で、紙の保

険証が再発行できますが、12月２日以降になりま

すと、紙のものではなく、資格確認書という、名

前が変わった紙のものをお渡しすることはできま
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す。 

  その紙の保険証が令和７年７月までのものとな

っておりまして、令和７年８月からは、先ほども

申し上げたとおり、マイナンバーカードをお持ち

の方は、基本的にはマイナンバーカードを使って

いただく。お持ちでない方には資格確認書という

ものを健康保険のほうから、特にご申請なく、自

動的にお送りするものです。 

  マイナンバーカードをお持ちの方でも、申請い

ただければ紙の資格確認書を発行するということ

ができます。その資格確認書の発行についてなど

は、直前といいますか、８月が近くなってきまし

たら広報などでお知らせして、混乱のないように

努めたいと思っております。 

  次に、決算書の288ページの電算委託料が予算

の半分以上ではないかというところについてです

けれども、こちらは電算委託会社のＴＫＣのほう

に支払っている費用でございます。 

  こちらは、後期高齢者の保険料の通知などを発

行するお金となっておりますので、特に入札とか

そういうことではなく、ＴＫＣのほうで行ってい

るというところです。 

  説明書の269ページの繰越金についてですけれ

ども、こちらは毎年増えていくのかということで

すが、こちらは毎年毎年精算いたしまして、その

精算した多いものは一般会計からの繰入金になっ

ていますので、一般会計にまた返すという形で、

精算ということで、毎年毎年精算になっておりま

す。 

  同じく269ページのマイナンバーカード取得促

進等及び窓口負担の見直し経費補助金については、

先ほどもご説明しましたとおり、令和４年度に限

ってのものです。２回の保険証の発行がありまし

たので、その１回分の郵送代についての補助金が

あったというところで、単年度のものになります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  まず、委託料のところはね、あえて目立つとこ

ろだけを言ったんですけれども、要は、ごめんな

さい、288ページ、説明書のほうで270ページにな

りますけれども、一番目立つのが258万9,115円に

対しての145万7,093円ですけれども、ほかにも使

用料及び賃借料といって33万円とか、郵便料とか、

要するにこれの本質的なところ以外のものが随分

とあるんではないかなというところで、そもそも

先ほども答弁漏れに近いと思いますけれども、ほ

かに近隣とかに対して高いのかどうか、近隣でも

同じような形になっているのか、そういうところ

を限りなく答弁漏れに近いところですので、改め

てそこのところをご答弁願いたいと思います。 

  また、短期保険証になったとき、来年の８月１

日まではこの保険証が使える、７月31か、ごめん

なさい。使えるということは存じ上げてはおりま

すが、要は、一応、マイナンバー統一となったと

きに、聞いてないよとか、そういうふうな形で混

乱は、幾ら告知しますよといっても、従来と同じ

ような告知であると、それはやはり通じないとい

うのは、コロナのときに十分分かったと思うんで

すけれども、それにもかかわらず、先ほどの答弁

ではきちんとやっていきますと、従来どおりのこ

とを言っている。例えば直近３か月、続けてもい

いですから、昔あった、もうなくなった広報みや

しろのかわら版をやったりとか、例えば町民生活

課でパトロールをやっているときに同時に音声で

も伝えるとか。様々な手を使っていかないと、特

に防災無線あたりだと聞こえませんからね、聞き

取れないという方よくいますから。いろいろな手

を講じてやっていただくというのを、これは希望



－３６０－ 

となりますが、来年度のことになりますから。た

だ、混乱を起こさないようにという意味で、その

辺もご検討いただきたいと思います。 

  繰越金の件は分かりました。 

  委託料のことで、もうちょっと細かく教えてい

ただきたいと思います、ちょっと僕が分からない

ので。 

  これ270ページ、説明書のほうを見ていただい

たほうが分かりやすいと思うんですけれども、保

険料の納付の方法といたしまして、口座振替、コ

ンビニ納付、スマホ決済が７種類を利用した、ペ

イジーとかも含めてかな、利用した納付環境整備

ということで簡易化を努めましたとはなっており

ますが、これの各種類に応じましての手数料とい

うのは違ってくるとは思うんですけれども、統一

だったらごめんなさいね、僕も分からなくて。統

一だったらいいんですけれども、統一じゃなけれ

ば、各納付方法の取扱手数料、金額によってなの

か、それとも件数によってなのか、１件当たりな

のか分かりませんけれども、それと、それに占め

る割合というのが、恐らく口座振替というのが、

窓口で持って来てというのが一番外にお金が流れ

ないで済むとは思うんですけれども、当然それだ

けだとなかなか集まらないから、いろんな方法を

労しているというのは承知しておりますが、それ

によっての本来入るべきところが手数料として外

へ流れてしまうという、痛しかゆしの面もあると

思いますので、そこの詳細のことをちょっと教え

ていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当の安部です。 

  電算委託料についてお答えいたします。 

  近隣の状況というのはちょっと分からないとこ

ろです。 

  ＴＫＣは宮代町全体で入れているシステムです

ので、後期高齢者だけ違うものということではや

っておりませんので、選べない状況というところ

です。 

  そして、次に説明書270ページの納付方法の手

数料というところです。 

  こちらは、納付書については特に手数料はかか

りません。口座振替は１件10円です。コンビニ納

付とスマホ決済の手数料が令和５年度は55円とな

っておりまして、令和６年度は値上がりしまして

80円の手数料となっております。 

  納付方法別の割合については、件数ではなくて

人数のほうの割合にはなってしまうんですけれど

も、口座振替が、特別徴収も含めた中の人数とい

うところになりますと、口座振替は7.6％、コン

ビニ納付が2.3％、スマホ決済が0.2％、納付書が

7.7％、こちら人数の割合になっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 答弁漏れで、スマホ決済７

種類のことが全く出ていないんですけれども。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） スマホ決

済については、ＰａｙＢは令和４年度までもとも

と行っておりました。そこに令和５年度から６種

類のスマホ決済が追加されまして、楽天銀行コン

ビニ支払いサービス、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、Ｐａｙ

Ｐａｙ、ａｕ Ｐａｙ、ｄ払い、ＦａｍｉＰａｙ、

こちらの６種類が令和５年度から利用できるよう

になっております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 
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○委員（佐藤将行君） ですから、それの手数料が

幾らなのかと先ほど聞いたんです。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  手数料については特にＰａｙが違うからといっ

て変わることはありません。スマホ決済全てが55

円になります。コンビニ納付と同じ、スマホ決済

とコンビニ納付はどこで納付されても、何のアプ

リを使われても55円ということで同じです。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） ありがとうございます。 

  ということは、コンビニが令和６年で80円にな

ったということは、ＰａｙＢをはじめみんな80円

に上がったという理解でよろしいのかと思います

けれども、ＰａｙＢに関しては前から、令和４年

以前もほかの年金とかもやっていたと思うんです

けれども、これもほかのスマホ決済と同じという

のがなぜなのかなというところがありますけれど

も、本当にそれ同じなのかというのが１点。 

  また、先ほどＴＫＣでやっている、近隣のお金

の関係かな、ＴＫＣでやっていて、近隣不明とい

うのはどういうことなんですかね。一応、参考に

したりとか、自分のところ、宮代町でやっている

のが本当にほかと違いが、大きく外れていないか

というところで、調べるぐらいは調べているのが

当然だと思うんですけれども。これ以前ね、もう

数年、七、八年前になるのかな、顧問弁護士ので

も20年調べていなかったから、もう2,000万円ぐ

らい無駄になったというのもあったんですけれど

も、何で調べてもいないんでしょうかね。近隣不

明と先ほどおっしゃったんで、お尋ねしますけれ

ども。調べようとしていないのか、調べていて、

あまりにも差があるんで、調べていないことにし

ているのか、しらばっくれているのか、ちょっと

お願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁をお願いします。 

  課長。 

○住民課長（榎本恭一君） 委託料については、国

民健康保険の基幹システムと連動していなくては

いけませんので、ＴＫＣ以外を選ぶことができな

いということで、競争入札にそぐわない委託とな

っております。 

  ですので、近隣を調べる必要がないというのが

現状でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主査。 

○国保・後期担当主査（安部麻里亜君） 国保・後

期担当、安部です。 

  先ほどのスマホ決済についてのご質問にお答え

いたします。 

  ＰａｙＢとそれ以外で手数料が同じなのかどう

かというところは、同じです。なぜ同じといいま

すか、この７種類は全てりそな決済サービスとい

うところと提携して行っておりますので、特にＰ

ａｙＢだけ、以前やっていたから手数料が違うと

いうことはありませんで、全て同じ手数料で行っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） なければ、以上で質疑は

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対の討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 
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  議案第41号 2023年度令和５年度宮代町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算について、反対の

立場から、今日審議したばかりですので、24日に

改めて討論をさせていただきます。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  前段の委員と同じように、今日の今日で、いろ

いろ質問とか、答弁とかいただきました。まだち

ょっと整理できておりませんので、現段階は、次

のときに、41号でしたか、今のところ分からない

ところがあるので、当然賛成は致しかねますが、

反対の立場で討論するつもりでございますので、

反対の討論ということでお伝えさせていただきた

いと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号 令和５年度宮代町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数でございます。 

  よって、議案第41号 令和５年度宮代町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（土渕保美君） 今、専門員のほうから、

専門員、よろしくお願いいたします。 

○国保・後期担当専門員（稲宮辰男君） 国保・後

期担当専門員の稲宮でございます。 

  先ほど国民健康保険の特別会計の中でお答えで

きなかった数字について、口頭ですが、今からご

報告をさせていただきます。 

  まず１点目です。加入人数別の世帯数、それぞ

れ例えば１人の世帯で何世帯、２人加入の世帯で

何世帯という数字でございますが、まず順番に申

し上げますと、まず１人の世帯の方、こちらが

2,950世帯です。続きまして、２人世帯、こちら

が1,256世帯です。３人世帯の方、こちらが216世

帯です。４人世帯、こちらが77世帯です。５人世

帯、こちらが18世帯です。最後に６人世帯、こち

らが６世帯になります。合計して、ちょっとこち

ら捉える年月によって数字が、ちょっとほかの数

字と整合していないところもあるんですが、こち

らのときの数字は、合計して4,523世帯でござい

ます。 

  続きまして、２点目ですが、年齢階層別の保険

者数でございます。こちら年齢10歳刻みで集計し

ておりますので、人数とパーセンテージについて

お答えいたします。 

  まず10歳未満の方、こちらが147名で全体の

２％、10代、10歳から19歳、こちらが235人で

４％になります。20代、こちらが429人で７％で

す。30代、こちらが410人で６％になります。続

いて40代です。こちらが621人で10％です。50代、
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こちらが843人で13％です。60代、こちらが1,729

人で27％です。そして最後に70歳から74歳の方、

こちらが2,006人で31％になります。 

  そして最後に、所得階層別の保険者数でござい

ます。ちょっとこちら人数がきちんと精査できな

かったので、パーセンテージ、割合だけでお答え

をさせていただきたいと思います。 

  まず、未申告の方、こちらが全体の２％、未申

告２％です。所得が100万円以下の方、こちらが

34％、100万円以下が34％。そして200万円以下が

22％になります。300万円以下、こちらが13％で

す。400万円以下、こちらが18％です。500万円以

下、こちらが３％になります。600万円以下、こ

ちらが同じく３％です。700万円以下、こちらが

１％になります。800万円以下、こちらも１％で

す。1,000万円以下、こちらも１％。そして最後

に1,000万円超でございますが、こちらが２％。 

  以上になります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時１４分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４０号の審査（健康介護課） 

○委員長（土渕保美君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第40号 令和５年度宮代町介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての審

査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○健康介護課長（草野公浩君） 皆さん、こんにち

は。健康介護課でございます。 

  それでは、介護保険特別会計について質疑応答

させていただきます。 

  説明職員の紹介を自己紹介でさせていただきま

すので、よろしくお願いします。 

  私、健康介護課長の草野と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 皆様、こんにち

は。健康介護課介護保険担当主幹の加藤と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） こんにちは。私、

健康介護課高齢者支援担当主幹の鈴木と申します。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 本件については、既に本

会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  福澤委員。 

○委員（福澤和美君） 福澤です。よろしくお願い

します。 

  説明書のほうの238ページをお願いします。 

  介護保険料の収入未済額がありますけれども、

未納があった場合でも申請があれば保険の給付と

いうのはしてもらえるのかどうかというのを教え

てください。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹の加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

  ただいまご質問にありました説明書の238ペー
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ジ、介護保険料におきましても収入未済額、こち

らが収入未済であったとしても給付が受けられる

かどうかというお話だったかと思うんですけれど

も、原則的に給付は受けられます。ただし、１年

以上の未納があった方についてから、ペナルティ

ーといいますか、給付制限、もしくは給付差止め

という処分がございます。１年以上から２年未満

については給付の一部差止めという形で、一旦は

10割で負担をしていただいた後に、残りの本人か

らの請求に基づいて９割から７割を本人に返還す

る。その変換するに当たった際に、未納分につい

てのご相談をさせていただくというような形にな

ります。 

  また、２年以上の未納があった方につきまして

は、こちらは給付制限という形になりまして、未

納期間と納付期間それぞれを考慮させていただい

たうちに１割、２割の方は３割負担、３割負担の

方は４割負担という形で、一定期間、給付の負担

割合が増えるという形になります。この場合は、

多く負担した割合について、保険料の未納の充て

られるかどうかという形にはなりません。その段

階では、既に欠損という形で納付ができないよう

な状態になってしまうので、それがペナルティー

という形になります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  今、ほかの委員さんからもお話があった未収納

の方なんですけれども、さっき国保のほうで差押

えという話を聞きまして、それは現金のほうがあ

ったからということだったんですが、こちら差し

押さえる現金がなかった場合、固定資産がある方

の場合は、こちらのほうを何とか差し押さえたり

とか、そちらを差し出していただくような働きか

けとか、そういうことはされるのでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  こちらの未収納に対しての差押えということで

ございますけれども、現在まで、私の記憶の限り

になりますが、差押えは、介護保険料に関しまし

ては行ってございません。といいますのも、先ほ

ど言いましたように、健康保険等と比べまして、

未納に対する罰則、ペナルティーといいますか、

そういった給付制限という制度が設けられている

ところでございますので、それになる前にこちら

のほうで納付を勧奨させていただく、もしくは催

告をさせていただく、そういった形でお話をさせ

ていただくという部分と、もし仮に介護保険にお

いて差押えをやるという事態になった場合につい

て、何分、高齢者の方にもなりますので、そちら

においての家屋であったり、家財であったり、そ

ちらの差押えというのが、高齢者の方の健康的な

生活を考えたときに、どれだけの不利益というの

ではないんですけれども、余計な罰になってしま

わないかと。給付制限という形で制限がかかるに

もかかわらず、その状態で差押えという形、制度

上はできますけれども、そこまですることが果た

していいのかどうかという部分に非常に疑問が残

るところがございますので、現状で差押えという

ことは行ってございません。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ここで佐藤委員に注意い

たします。 

  時間を守るようにお願いいたします。 

  再開いたします。 

  質疑はありますか。 
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  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  簡単な質問で申し訳ないんですけれども、１点

だけ質問させていただきます。 

  決算書274ページ、生活支援体制整備事業にな

ります。説明書では260ページになります。 

  上から２番目のところです。生活支援の担い手

発掘、これ何か今回初めて見るんですけれども、

12月に高齢者お助け人養成講座に10名が参加し、

実際の支え合い活動者からの事業説明や交流を行

い、１名が活動参加へとつながりましたとありま

す。これ10名の方が参加していただいたというこ

となんですけれども、その中で活動参加へつなが

ったのが１名ということで、まず、この10名参加

した中で１名しか活動参加につながらなかったと

いうことについて、町として大体どのぐらいの方

を考えていたのか。また、少なかったのはどのよ

うに検証されたかということをお伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 健康介護課主幹、

鈴木でございます。 

  ただいまのご質問でございますが、説明書の

260ページにございます高齢者お助け人養成講座

の参加者10名に対して１名のみのつながるという

実績があるんですけれども、それに関しての回答

をさせていただきます。 

  まずこのお助け人講座なんですけれども、地域

で頑張っている移動支援サービス、具体的にはＮ

ＰＯ法人でやっているような移動サービスなんか

があるんですけれども、こういう現場の担い手を

一般の募集をかけまして、担い手になってもらえ

ませんかということで募集をかけました。もちろ

んそれは幾つかある地元のサービスの中の一つで

ございます。ほかにも地域で頑張っている、地域

活動をしているところの団体も呼んでプレゼンし

てもらったんですが、何分、一般の町民の方を呼

びました。制限もなく10名の方をお呼びして講演

をさせていただいて、実際に活動している団体、

４団体、当時来ているんですけれども、その４団

体にプレゼンをしてもらいまして、そこで働きま

せんかという問いをかけました。かけましたとこ

ろ、興味を出してくれたのが１名ほどいらっしゃ

いまして、移動支援サービス、いわゆる介護者と

いうか、車椅子ごと乗せられる車があるんですけ

れども、それを実車がありましたもんですから、

それを見ながら、私だったらこれできるわという

ことで、１名ほど興味を示して、そのままつなが

ったということでございます。 

  それ以外の団体の仕事につきましては、今回は

いいですということで、特に結果が出なかったん

ですね。 

  このことについて、多いか少ないかという見解

でございますが、正直、肌感覚でいきますと、１

名でもつながってくれて助かったという印象でご

ざいます。それほど人材が今、本当に難しい。確

保が難しい。特に地域の助け合い活動というのは、

ボランティア精神が強くないと成り立たないとこ

ろでございますので、お金もうけのためにやって

いるわけでもないので、なかなか志の高い方が集

まらないとつながっていかないというのを肌で感

じております。なので、今回１名つながってくれ

てよかったというのが正直な感想でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） ありがとうございます。 

  再質問といたしましては、やはりこの周知のほ

うがしっかりとなされていたかどうかということ

なんですけれども、その点について、すばらしい

事業になりますので、ぜひしっかりと続けていた
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だきたいと思いますので、今後の何か周知の方法

とか、考えがあるようであれば教えてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  再質問にお答えいたします。 

  今後の周知についてのところでございますが、

確かにこれまでの周知ですと、広報紙、あるいは

ホームページ等でお知らせするにとどまっていた

んですが、これからはもっと現場に私たちも出向

きまして、地域交流サロンとか、そういう現場に

出てどんどんアピールしていく、これとても大事

なことだと思っておりますので、コロナも明けて

なかなか現場に出やすい環境になってきつつあり

ますので、これからは現場でもどんどんプレゼン

というかＰＲをしていきたいと、このように思っ

ております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、介護保険サービス利用の利用料の自己負

担の割合なんですけれども、これについては１割

負担、２割負担、３割負担と、どういうふうな割

合になっていますか。 

  それから、介護保険料の減免制度なんですけれ

ども、宮代町での減免制度を受け付けた人、それ

から実施した人、総額、これは利用料の関係、保

険料との関係からお尋ねいたします。 

  それから、特別養護老人ホームの入所待機者の

数なんですけれども、これいつもお聞きするんで

すけれども、どういう状況になっておりますでし

ょうか。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員、ページ数、分

かったらお願いいたします。 

○委員（丸藤栄一君） 257、説明書では244ページ

に関わると思うんですが。 

  それから、決算書245ページの介護予防・日常

生活支援の総合事業の実施状況なんですが、これ

は訪問型サービスと通所型サービスの実施内容、

それについてもお尋ねいたします。 

  それから、最後ですが、監査委員さんも言って

いますけれども、生活支援総合事業によるサービ

ス提供が行われているけれども、姫宮南団地地区

にて地域の助け合い活動を解決するための小さな

お困りごとサービスサポート隊、結成したという

ことなんですが、これはいまだサポート隊の運営

は町が手助けするということなんですけれども、

これは本来、組織が自立して活動するというのが

本来の姿なのかもしれませんが、これについて、

どのようになっているのかお尋ねしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  ただいまいただいたご質問について、順次回答

させていただきます。 

  説明書のほうで244ページというお話がありま

したけれども、まず、サービス利用についての１

割から３割、この負担の方たち、この方たちのま

ずは人数ということでお話をさせていただきたい

と思います。 

  65歳以上の第１号被保険者、こちらの割合でお

話をさせていただきますが、１割負担の方が

1,939人、２割負担の方が147人、３割負担の方が
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100人、そして２号被保険者、こちらの方が全て

１割負担という形になりまして、54人。 

  以上、認定者数2,240人に対してのこちら直近

で統計を出しているものでございます。 

  そして、１割の負担の方につきましては、原則、

ご本人さんの合計所得金額が160万円未満かつ世

帯非課税の方というような形になります。２割負

担の方につきましては、合計所得金額が160万円

以上かつ220万円未満、３割負担の方は、本人の

合計所得金額が220万円以上という形になります。 

  こちらがまず原則の形になりまして、世帯の中

にさらに65歳以上の方が複数いらっしゃるような

形になりますと、またちょっと負担割合の考え方

が若干制限が変わりますので、異なりますが、原

則としてはこのような形になっております。 

  続きまして、２つ目のご回答です。介護保険料

の減免制度につきましてご回答させていただきま

す。 

  宮代町では、まず独自の減免としまして、ご本

人が現在の年金ではなく、老齢福祉年金という年

金制度が始まる前に年金を受給するようになった

方、そういった方なんですね。額としては非常に

少ない額になるんですけれども、そういった老齢

福祉年金を受給されている方でかつ世帯非課税で

ある方でかつ生活困窮されている方、もしくは収

入自体が生活保護基準を下回る方、こういった方

が町の独自減免制度としてご相談、もしくはお話

がありましたときにご紹介をさせていただいて、

申請を勧奨させていただいております。 

  実際に減免の実績でございますけれども、こち

らは１名いらっしゃいまして、この１名の内容で

ございますが、こちらは町独自減免のほうではな

くて、国の制度における減免という形になりまし

て、収監をされている方。刑期中であって、介護

保険を使わないという形で、保険の適用対象外と

いうふうになっている方が減額免除という形にな

りまして、こちらが令和５年度の実績としてお一

人、1,450円が減額免除となった形になります。 

  この1,450円、非常に金額としては少なく、半

端というようなご印象を持たれるかもしれません

が、この方自体は刑期を明けられて、実際にまた

宮代町の被保険者になられた際に生活保護を受給

された形になりますので、そのまま生活保護該当

という形で、減免は終了という形になっているも

のでございます。 

  減免につきましては、回答は以上でございます。 

  続きまして、特養の入所待機者数ということで

ございますけれども、こちら最新の県の統計のほ

うで確認をさせていただきますと、失礼しました、

宮代町にある施設の中で待機をされている方とい

う定義になりますが、こちらが30名。恐らく昨年

度も30名という形でのご回答をさせていただいた

と思いますが、人数としては変わらないという形

になります。 

  ただ、こちらの30名につきましては、あくまで

宮代町の特別養護老人ホームで待機をされている

方ということになりますので、当然、宮代町以外

の方も申込みされることは自由ですから、この30

名の中にはそういった方も含まれております。 

  また、それ以外、宮代町以外の特別養護老人ホ

ームに申し込まれている宮代町の被保険者の方と

いうのはこの30名の中に入りませんので、その旨、

ご了承いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  私から説明書252ページの総合事業の関係のご

質問に関するお答えをさせていただきます。 
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  総合事業に触れる前に、この総合事業が何なの

かというところを簡単にご説明させていただくと、

介護予防がメインになる事業でございます。予防

事業がメインになります。したがいまして、介護

度がある重い方が対象の事業ではありません。比

較的軽い方、介護認定でいえば要支援２と呼ばれ

るところまでの方が対象になる事業でございます。 

  今回、こちらの説明書もありますとおり４種類

のサービスがございます。実績を申し上げますと、

まず訪問です。訪問するサービスが２種類ありま

す。まず、通常の訪問サービスが人数で申し上げ

ますと557件、年間でございました。その次に訪

問Ｂ型のサービスＡというのがあるんですね、サ

ービスＡ。このサービスＡがつきますと、従来の

サービスに比べて緩和型ということで、非常に簡

易的なサービス、もっと言いますと、家事サービ

スとか、洗濯サービスとか、そういう家事サービ

スをメインとしたものなんですが、これは実績が

ございません。ずっとこれは宮代では実績がない

状態です。 

  次に、今度、通所になります。自ら足を運んで、

デイサービスと呼ばれるものです。こちらが延べ

1,267件、通所サービスの実績がございました。 

  同じく通所型のサービスＡ、これもまたサービ

スＡがつきます。これも通常のデイサービスと比

べて緩和型になります。ですので、やっている事

業所が１か所しかありませんので、利用者数もか

なり少ないんですが、66人の実績がございました。 

  これからもこちらの総合事業につきましては毎

年展開しておりますので、新しい事業所が増えた

りとか、そういったことも出てまいりますので、

これから先もまだ進んでいく事業ということで、

今回はこの実績でございます。 

  それから、最後のご質問でございますが、東姫

宮２丁目、南団地で実際行われている地域の困り

事お助け隊のような、そういうサービスの件でご

ざいます。 

  こちらは、モデルが宮代台の地区がモデルに実

はなっていまして、みどりの会というのが宮代台

にはあるんです。これは地域の方々だけで構成さ

れていて、パンク修理であるとか、植木を伐採す

るとか、そういうサービスを地元の方だけでやっ

ているんです。このみどりの会がとてもすばらし

いということで、どうにかほかの地区でもできな

いかというところがスタートになります。 

  そこで、高齢化率とかいろんなことを考えまし

たら、南団地がちょっと面白いんじゃないかとい

うことで、私たち、地域に入りました。それはど

ういうことかというと、地元でやっている地域交

流サロンとかに出向いてアンケートを取りました。

つまり南団地で困り事がありますか、あった場合

は助けたいという気持ちがありますかという、そ

ういういろんな質問、アンケートを取りましたと

ころ、たしか当時15名ぐらい、私も困り事のそう

いうサポートやりたいわというご意見がございま

した。 

  そこで、町は、このままこの気持ちを埋もらす

わけにもいかないということで、五、六回、足を

運びまして、この隊を結成しようということに向

けて話合いをしました。どうにか今年の４月１日

にこの結成にこぎ着けました。 

  なので、最初はスタートメンバー７人から８人、

ちょっと１人休止中の方がいるんですけれども、

七、八人です。構成されていて、実績も少しずつ、

今、六、七件請け負った仕事があります。網戸の

張りかえであるとか、トイレ掃除だとか、そうい

う小さな困り事ですけれども、着実に実績を積み

重ねているところでございます。ただ、町がどこ

までサポートするかというご質問もありましたけ

れども、なかなかこういう事業というのは、働く
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方が高齢者ですので、私たちが少し手を放してし

まうと、そのまましぼんでしまう可能性があるの

で、軌道に乗るまではサポートしていきたいと思

っております。まだ４月に始まってから半年ぐら

いしかたっていませんので、まだまだ見守ってい

きたいと思います。 

  この南団地の事例がもしうまくいけば、さらに

ほかの地区にもどんどん広げていって、ほかにも

困りごと隊を結成したいというのが私たちの思惑

でございます。たまたまいいモデルが宮代台にあ

ったものですから、それを参考に南団地でも活用

して現在に至っているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  条例等による独自の介護保険料の減免制度なん

ですが、これ１名ということなんですけれども、

これは国の制度ということなんですけれども、町

独自としてはあるんでしょうか。要するに減免制

度としての実施状況等はあるんでしょうか。その

点、お尋ねいたします。 

  それから、あと先ほどちょっと聞くのを忘れた

んですけれども、地域包括支援センターの件なん

ですけれども、当初から見るとどんどん、何てい

うんですかね、支援センターそのものが移ってい

っているんですけれども、現在、宮代では１か所

なのか。これはこれからどんどん増えていくのに

つれて増やしていかなくちゃいけない問題でもあ

ると思うんですけれども、そういった点では、現

在どういう状況か。それと、今の状況でいいのか

どうかも含めてお尋ねいたします。 

  それから、順不同になりますけれども、先ほど

答弁された生活支援総合事業の関係なんですけれ

ども、訪問型サービスの関係で、サービスＡとい

うのはないということなんですけれども、これは

なぜないのかなというふうに思いますので、ちょ

っと聞き方が雑で申し訳ないんですけれども、サ

ービスは受けやすいと思うんですけれども、その

割には何でないのかなというふうに思いますので、

その点、お願いしたいと思います。 

  それから、最後のほうの姫宮南団地の関係の小

さなお困りごとサポート隊、これは確かにね、あ

ちこちであってしかるべきなんかなと思いますけ

れども、これはあくまでも会で、会則もあると思

うし、それからシルバーとはまた違って、シルバ

ーの場合、有料で、それぞれあるんですけれども、

この場合は何ていうんですかね、会ですから。本

当に利用料を取るというのが趣旨ではないと思う

んですけれども、その辺の線引きといいますかね。

どういうふうにそういう、会としても存続しなけ

ればいけない。ですから、会員同士の会費なども

当然あるんだと思いますが、その辺の関係で、お

助けした場合の対価というんですかね、そのあた

りはどのようにされているのか。 

  先ほどこれについてももっと自立していくよう

に助けなければいけないと思うんですけれども、

そうなると、宮代台もあって、姫宮にあって、じ

ゃ町なかにもあってもいいんじゃないかというよ

うな、そういう気もするんですけれども、今後の

展望として、その辺はどういうふうに考えている

のかお尋ねしたいと思います。 

  それから、これも１問目に聞いていなかったん

ですけれども、決算書の244、246の関係で、単純

なんですけれども、第１号被保険者と第２号被保

険者は当然ね、自動振り替えというか、それとの

違いなんですけれども、意外と第２号被保険者も

多いようなんですけれども、これはなぜ多いのか。

どういう理由でこういうふうになっているのか。

すみません、ちょっと多く感じたもんですから、
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その点のご説明をお願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  では、私のほうとしては、最初の減免のお話と

一番最後にいただいた２号被保険者、こちらに関

して回答させていただきます。 

  まず、町独自減免の制度につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、老齢福祉年金受給者の

世帯非課税者及び収入が生活保護基準に満たない

方というお話をさせていただきました。この該当

となる方たちについての今年度、制度に対する減

免申請は上がっておりません。なので、今回、そ

の町独自減免としては申請ゼロ人の承認ゼロ人と

いう形になってございます。 

  続いて、最後の第２号被保険者、こちらの人数

が伸びているというところでございますけれども、

まずそもそも介護保険の第２号被保険者というの

は、全て介護認定をお持ちの方になります。40歳

から64歳までの方で、特別な病気にかかってしま

ったこと、この特別な病気というのは、本来加齢、

高齢になったことによって患ってしまうような症

状、そういったことが病気によって起こってしま

っている方ということで、特定疾病と申しますが、

この特定疾病に該当した方が介護保険を使いたい

というふうになったときに初めて認定が出て、２

号被保険者という形になります。 

  なので、２号被保険者の人数が増えているとい

う形になりますと、非常に大ざっぱな言い方にな

ってしまって恐縮なんですが、そういった特定疾

病にかかってしまう方というのが多くなっている

と、単純にはそのようなふうに申し上げることが

できるかなというふうに思います。 

  ただ、かつて例えばですね、その２号被保険者

に係るような特定疾病を患ってしまった方であっ

ても、介護を使わずに、いわゆる入院をされてい

て、入院されたまま残念ですが、お亡くなりにな

ってしまう、そういうようなケースというのも恐

らく多かったのではないかと。そういった意味で

は、医療を適切に受けられたことで在宅に戻るこ

とができた、もしくは医療の治療としては終わっ

たという形になって、施設に入所することが可能

となった。そういうような方たちが増えているの

ではないかというふうに感じます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  私のほうから順次お答えをしてまいります。 

  まず、地域包括支援センターの件でございます。 

  現在、委員のおっしゃるとおり１か所でござい

ます。現状と今後どうするかというところのご質

問でございますけれども、現状、宮代町の高齢者

人口、これは何度かいろんな場でもお話ししてい

るんですが、もう１万1,000人ぐらいいらっしゃ

います。高齢化率でいけば33％に迫る、そのよう

な超高齢化の状態になっておりますので、地域包

括支援センターの職員が大変少なくて疲弊してい

る状況でございます。これを打破するために、来

年度、令和７年度から１か所から２か所に増やす

ための今現在、事務を進めているところでござい

ます。 

  現在、宮代町を南北の２つに分けまして、それ

ぞれ一般募集をかけております。現在のところ、

今現在でいきますと、南の圏域のところは社会福

祉協議会が内定ということで１か所決まっており

ます。北側のほうの地域包括支援センターはまだ
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決まっておりません。現在２次募集中ということ

で、まだ発表できる状況ではございませんが、引

き続き注視してまいると。しかるべきタイミング

で委員の皆様方にもご報告をさせていただく予定

でございます。 

  それから、総合事業の件でございまして、訪問

サービスＡがゼロ件というところのお話でござい

ます。なぜゼロなのか、需要がないのかというと

ころの話なんですけれども、これは主に訪問サー

ビスというのは身体介護と家事支援ということで、

体に関するケアと、先ほどさっき言った家事支援、

洗濯とかお食事を作るとか、そういう２種類に大

きく分けると分かれます。一般的にヘルパーと呼

ばれる方たち、通常のヘルパーは身体介護もでき

ますし、家事支援もできます。 

  ところが、訪問サービスＡというのは家事支援

のみのサービスになりますので、身体介護はでき

ません。ということは、やはり困っている人が訪

問サービスを受けるんですね。身体介護とか体に

困っているからヘルパーさんを呼びたい。だけれ

ども、家事支援だけだとなかなかそこまでの需要

がないんじゃないかというのが私たちの見込みで

ございます。単純に家事支援だけでヘルパーを呼

びたいという方は少なくて、やはり自分の体のケ

アも含めて家事支援もやってほしいということか

ら、通常のヘルパー、いわゆる通常の訪問サービ

スの件数が多いのはそういうことではないかとい

うふうに感じているところでございます。 

  それから、姫宮の南団地、サポート隊の件でご

ざいます。 

  いろいろ会則を定めているかとか、利用料を取

るかとかいろんなお話がございました。当初は、

こちらは全部無料でやりたいということを隊員の

方たちは言っていました。１円も頂かないで、や

りたいときにやると。 

  ただ、実際問題は、実費がかかります。例えば

網戸の張り替えであれば、その網戸代であるとか、

原材料代とか。ちょっとトイレ掃除をすれば、薬

代と薬品代とかですね。そういう実費は頂こうと

いうことで、実費は利用者から頂いております。

それは物によって、300円だったり500円だったり

すると思いますが、実費はもらっています。 

  プラス手間賃的なところですれども、当初は

100円から500円ぐらいということで、あまりぎち

ぎちに決めずに、大体これぐらいということで、

100円から500円ということで手間賃を取りました。

この手間賃というのは、本当に自転車をこいで、

そこの家に行く、本当に手間賃でございます。ガ

ソリンを使っていくわけじゃありませんので、南

団地の中だけ動きますので、自転車で済む話なの

で、本当に手間賃ということで、100円から500円

程度取るということで、今のところ了承をもらっ

ておりますが、会則まではつくっていないです。

本当に自由に活動ができるように、あまり縛りを

設けずにやりたいというところから、今のところ

は会則等は、会費も含めて頂く予定もございませ

ん。 

  それから、それに関連して、ほかの地域、特に

町なかですね。町なかでもこういうサポート隊が

あったらいいんじゃないかと。これまさにおっし

ゃるとおりでございます。できれば全ての地区に

こういう隊があれば理想だとは思います。検討す

る価値は大いにあると思います。ただ、なかなか

人口であるとか、それから高齢化率の問題とか、

あとは地域によっては、こういったサービスをあ

まりやりたくないという後ろ向きな地区も実際あ

ります。それはあまり近所との付き合いがよくな

いとか、そういうご意見も伺いますけれども。な

かなか全てができるかどうかと言われると、難し

い側面はありますけれども、検討する価値は大い
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にあると思っていますので。南団地が成功した暁

にはどこの地区でするか、町なかも含めて検討さ

せていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁いろいろありがとうございます。 

  それでは、再々質問なんですが、日常生活支援

総合事業の関係で、先ほど来、訪問型サービスの

関係で、内容は分かりました。特に家事支援だけ

ということで、ですので、こうなっているという

ことなんですけれども、通所型サービスのほうが

多くなっているということなんですけれども、で

も、これはこういう現行のこういったサービスが

あるわけですから、訪問型Ａというサービスです

ね。これはほかの自治体では何で同じように、そ

れは通所型サービスのほうが多いというのは分か

るんですけれども、そういった点では、訪問型サ

ービスの内容等についての周知というんですかね、

その辺はどうなっているのでしょうか。それも気

になりますので、お願いしたいと思います。 

  それから、最後の小さなお困りごとサポート隊

です。これはもうほとんど答弁を聞きますと、ボ

ランティアに近いですよね。実費は当然頂かない

と、これは続かないと思うし、それは当然のこと

かなというふうに思いますが、あとは手間賃のさ

じ加減というふうに私は捉えたんですけれども、

会則とか会費もないということなんですけれども、

やはり続けていくには、そういったところの必要

性もあるのかな。逆にあまり形式的になっちゃう

と、かえって会そのものが身動きできなくなると

いうのもあるんでしょうけれども。シルバーとは

また違うし、高齢者も自分の得意な得手も生かし

たことでやっていくということが趣旨なんでしょ

うけれども。その辺では、先ほど地域ごとにもも

ちろんあったほうがいいと思うんですけれども、

まだまだ町の手もかかるというところで、どうい

うふうに育てていったらいいのか。その辺の交通

整理も必要なのかなというふうに聞いていて思っ

たんですけれども、その辺の考えはどうなのかと

いうことで、最後、お願いしたいと思います。 

  あと、地域包括支援センターです。やはりこれ

も宮代の高齢者人口からいって、これからさらに

増えていくわけで、高齢化率もほかよりも高いと

いうことで、より必要だと思うんですけれども、

１か所だけだとどうしてもね、相談に行くほうも

しづらいし、そういう意味では地域ごとにつくっ

ていただきたいと思うんですけれども、その辺の

展望はどうなんでしょうか。やはり町の力の入れ

ようだとは思うんですけれども、その点で、つく

っていくんだというふうな強い目標というのもな

いとね、なかなかできないと思いますが。その点、

最後にお願いしたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  それでは、再々質問にお答えをしてまいります。 

  まず、総合事業のところでございますが、サー

ビスＡのところのお話でございます。利用者がい

ないというところの話でございます。 

  こちらは、少しかみ砕きますと、通常のヘルパ

ーさんは国家資格を持って、なかなか大変なハー

ドルがありますけれども、国家資格で通常のヘル

パーはできます。一方でサービスＡを利用するヘ

ルパーさんというのは、認定ヘルパーと言いまし

て、国家資格ではありません。宮代町とか自治体

で開催する研修等を組んで、それを受講した方を

ヘルパーとみなすというかですね、ヘルパーに準
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ずるような形で認定書を送ります。その認定書を

もらった方は家事支援ができるということになっ

ています。 

  ですので、他市町村におきましても、似たよう

な認定ヘルパー講習をやっている自治体もござい

ます。その結果、何人かそういう認定ヘルパーに

なった方もいらっしゃいますが、先ほども言いま

したとおり、なかなか需要がですね、家事支援だ

けで訪問サービスを受けたいという方がなかなか

いらっしゃらないという現実がございます。です

から、委員のおっしゃるとおり、いかに周知をし

て、この総合事業も周知していかなくちゃいけな

いんですが、主には包括支援センターのほうで総

合事業のコーディネートをしておりますんで、周

知活動をやっております、地域訪問した際とか。

いろんな連絡会とかで包括から利用者、あるいは

その関係者の方々に周知をしているところでござ

います。 

  もちろん町も事あるごとにホームページ等での

アピール等も時々することはあるんですけれども、

現場をよく知る包括支援センターが周知すること

が多くなっているところでございます。 

  それから、南団地困りごとサポート隊のお話で

ございます。 

  こちらは、正直なところ、会のメンバーが、本

当に先ほども言いましたとおり、お金をもらうぐ

らいだったらやらないよと。本当に崇高なお金を

頂かなくてもやりたいというお気持ちで始まった

事業なんですが、やはりそうはいっても、持ち出

しをいっぱいしてまでやるものではないので、実

費は必ず取ろうということで話合いをしました。

それは納得してもらいました。手間賃を100円か

ら500円ぐらいと話をしましたけれども、それす

らも本当は嫌だという方がいらっしゃいました。

それぐらい助けたいというお気持ちに寄り添った

形で、ぎりぎりのところで100円から500円という

設定で今のところ動いておりますが、その後、会

費の問題とか、会則をつくるとかというのも、こ

れも絶対嫌だというご意見が地元から出ました。

やはり自由に助けたい。自分の空いている時間で

助けたいという思いがあったんだと思います。 

  会則を設けますと、そのルールに縛られちゃっ

て、なかなか思うように活動ができないというの

も懸念されたようだったと私は思っております。

なので、当面の間は、会則も会費も何も設定せず

に今の状態を続けていって、持続可能なのかどう

かを見極めたいと、このように思っているところ

でございます。 

  それから、包括支援センターのお話でございま

すが、そうですね、これからもまだ高齢者が増え

ていくのはそのとおりでございます。地域ごとに

包括支援センターができたらどうかというご意見

も出ております。 

  町として今考えていることは、とにかく包括支

援センターの職員、マンパワーを確実に増やして、

実際に働くのは人でございますので、まずは人を

そろえること。体制を整えて包括の仕事が町内全

域で満遍なくできるように体制を整えることがま

ず先だと思っております。 

  その中で、その先に、もっと細分化して配置す

るということも当然視野に入ってくるかとは思い

ますが、現状ではまずマンパワーをそろえること、

専門職をそろえることがとても大変な現状ではあ

るんですけれども、南北そろえて、今の２倍近い

マンパワーをそろえるところが目標ということで

現在動いているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 
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○委員（ 山妙子君） 山でございます。 

  ３点お願いします。 

  決算書の270ページ、説明書255ページ、認知症

高齢者見守り事業のＧＰＳ位置情報発信機なんで

すけれども、町内には認知症で通院されている方

も結構いらっしゃると思うんですが、利用数が少

ないんですけれども、この辺はどうしてかなとい

うところをお聞きいたします。これは、在宅でと

いうことで、施設とかのほうのＧＰＳとかという

のは施設のほうが把握しているのかお聞きします。 

  その次も同じようなんですが、ページ数は同じ

く270ページの緊急時通報システム機器設置及び

運用なんです。 

  こちら説明書257ページなんですが、新規のと

ころが今回15と増えているので、毎年持っている

人に加えてプラス７になったのかなと思うんです

が、ここも独り暮らしの方というんですが、人数

的には少ないと思うんですが、利用されている方

は、やっぱり心臓の血管とか症状がある方という

んですか、対象者が結構いると思うので、そのあ

たりも少ない理由をお願いします。 

  あともう１点が272ページ、説明書258ページの

先ほどから出ている地域包括支援センターなんで

すが、ご答弁、今いただきましたけれども、マン

パワーをしっかりとしていくということなんです

が、もみの木が今まで委託してくださっていたん

ですけれども、今回、手を挙げていただいていな

いわけですね、社会福祉協議会が挙げてくださっ

て。やっぱり全体を見るのにちょっと大変だった

のか、その辺、お話しいただければと思います。

お願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  それでは、まず説明書の255ページのＧＰＳ位

置情報発信機のところのご質問でございます。 

  こちら対象者が２名ということで、大変利用者

が少ないというご指摘でございます。おっしゃる

とおりでございます。こちらは大変重たい機械だ

というふうに聞いております、設置がですね。で

すので、持ち運びが非常にちょっとそんなに簡単

ではないという状況です。探索サービスですので、

このＧＰＳの機器を常に身につけていないと、探

索サービスが当然できません。ただ、そんなに軽

いものでもないので、なかなか実態としては、話

は来ます。これどうですかと話はお客様、来るん

ですが、いろいろ話をしていくと、やっぱりちょ

っと無理だねということで辞退される方も多々い

らっしゃると。そんな中で２名ほど利用したいと

いう申出があって、現在に至っているというとこ

ろでございますが、こちらのサービスは在宅の方

のみのサービスになります。施設に入っている方

は使えません、利用できませんので、ごめんなさ

い、施設の実態につきましては、こちらで把握し

ていないところでございます。在宅のみのサービ

スということでございます。 

  それから、２つ目が説明書の257ページでござ

います。緊急時通報システムについてのご質問で

ございます。 

  昨年比７人ほど増えているという状況でござい

ますが、こちらは７人増えた理由までは、申し訳

ございませんが、解析はできていないんですけれ

ども、やはり少しずつ現場の包括の職員であると

か、居宅支援事業所の方々の成果といいますか、

利用者に対して、こういうのがあるんだよという

ことを周知してもらって、これはいいねというこ

とで、申請数も確かに少しずつ増えているような

印象を持っております、これは肌感覚でございま

すけれども。その結果、先ほど委員さんおっしゃ
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ったように、心臓にちょっと不安がある方なんか

が利用される方が多いんですけれども、この制度

を利用することで安心が得られるということで好

評をいただいているんですが、まだまだこちらと

しては、お金的な予算ではまだ余裕がありますの

で、これからももうちょっと増やしていきたい。

安心を増やしていくために周知ももっとしていき

たいなとは思っているところでございます。 

  それから、説明書の258ページ、包括支援セン

ターの話でございます。 

  現在、もみの木が運営しておりまして、今のと

ころはまだ手が挙がっていない状況でございます

けれども、この先ちょっと分かりませんので、今

の時点でということでお聞きいただければと思う

んですけれども、大変か大変じゃないかといいま

すと、大変だというふうに聞いております。 

  これは以前に委員の皆様にもお渡しした資料に

もあるんですが、年間で4,000件を超える相談件

数があり、地域の訪問も600件を超えるような、

年間ですね。これほどの件数の相談もあって、さ

らに困難事例もいっぱいあって、それから、総合

事業のコーディネートもする。もはやもう通常の

今の５人では立ち行かないぐらいてんやわんやの

状態になるということを現場の職員から聞いてお

ります。ですので、物すごい苦労がこの５年間、

６年間、あったんではないかというふうに思いま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  先ほどのＧＰＳに関しまして、１点補足をさせ

ていただきます。 

  委員のほうから、施設入所者に関することのお

話があったかと思うんですけれども、町内の一部

の施設においては、施設入所者のベッド、こちら

に離床感知器を置いているところがございます。

いわゆるベッドから離れるとセンサーが働いて、

事務所、事務室、そちらのパソコンのほうにアラ

ームが鳴って、その方がベッドから離れたと。そ

れが寝返りで落ちてしまったのか、もしくは部屋

を出てしまうのか、そういった形での、ＧＰＳと

は異なりますが、そういった形で探知できるとこ

ろを一部導入されております。 

  また、各施設においても、いわゆる出入口、こ

ちらに関しては防犯カメラ等を設置しておりまし

て、その防犯カメラによって、もし施設から出ら

れてしまう場合ということも想定して、いわゆる

離設、施設を離れてしまう離設訓練というのも施

設によっては年１回から２回開催しているという

ふうに聞いておりますので、個々人のＧＰＳ設置

ということは施設のほうではありませんけれども、

施設全体として捉えているというふうに伺ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。ありがとうござ

います。 

  やっぱり緊急時通報システム機能とかは周知、

知っている人が使える、今ご答弁いただいたのだ

と、まだ予算があるというところなので、いろい

ろな面で周知はしていただいていると思うんです

が、これがあったらと思う方もいらっしゃると思

うので、この成果の中にも８件の緊急要請に対し

て３件の救急搬送が行われて必要な治療につなげ

られたということが、命をつなげられたというこ

となので、もう少し周知のほうをお願いしたいと

思いますが、そこをお聞きいたします。 

  それと、地域包括支援センター、すごい大変だ
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なというのは前もご説明いただきましたが、どん

どん人数が増えていくので、これはご答弁だと思

うんです。それで、ちょっと認知症総合支援事業、

決算書274で206につながるんですが、現在、地域

包括支援センター、もみの木の職員さんと高齢者

支援担当の職員さん２人が相談とかしていただい

ていると思うんですが、今後は結局、新しい包括

センターの方とやっていくのか、それともまた高

齢者担当の方がやっていくのか、ちょっと追加の

質問になってしまいますが、お願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  再々質問でございます。 

  まず、緊急時通報システムの周知をというとこ

ろでございます。 

  これは引き続きこちらもあらゆる手段を使って

周知をしたいと思っておりますので、単にチラシ

を作るだけではなくて、先ほども言いました、現

場に出向くということが大事かなと思っています。

ですから、いろんな事業所が集まる会議とか、そ

ういうところでもこの制度をどんどんアピールし

て、心配な方はどんどん申請していただくように

促すことも大事かなと思っております。 

  それ以上に、通常の、それ以外のいつもどおり

のルーチンの周知も引き続きやってまいりたいと、

このように思っております。 

  それから、包括支援センターの中で認知症総合

支援事業についてのお話が出ました。 

  こちらは来年度、仮に２か所になった場合の話

なんですけれども、当然、引継ぎはされます。今

のもみの木から次のＡとＢというところに引継ぎ

はされます。引継ぎをされるんですが、そこに町

が絡むかどうかというところなんですけれども、

現状も町ができることと包括ができることですみ

分けをしております。もっと具体的にいうと、地

域の困り事、認知症に関する困り事を受けるのは

包括になります、相談を受けるのがですね。実際

に医療機関につなげるまでが包括の仕事になりま

す。その病院、今回で言うと新しらおか病院とい

うところが契約しているんですが、これは契約は

町のほうでやっているんですけれども、そこの病

院との連携、それは町もそこに介入しまして、認

知症初期集中支援チームというのがあるんですけ

れども、医療に最終的につなげるためのチームが

あるんですね、新しらおか病院。そこには町の職

員も大いに絡んで、認知症の方をどうにか医療に

つなげて、改善とまではいかないにしても、最悪

の事態を招かないような体制を取るのがこの認知

症総合支援事業でございますので。すみ分けを行

いつつも、町も途中で絡んでまいるというところ

でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○委員長（土渕保美君） それでは、再開いたしま

す。 

  休憩前に引き続き質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。よろし

くお願いいたします。 
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  まず、総論的に課長のほうに、答弁のときに最

初にお答えいただきたいんですけれども、各事業、

特別会計でございますが、これは各事業とも１年

間の単位で収支なり検証なりしてやって、それで

必要なものは続ける、必要じゃないものはやめる、

また改善のあるものはやるというふうな感じでや

っているかどうかということをまず確認させてい

ただきます。それを最初にお答えいただきます。 

  次に各論のほうにまいります。 

  何個か共通するところがあるので、代表的に決

算書のほうの272ページ、説明書のほうが分かり

やすいと思うんですけれども、257ページの前の

ページから続いている地域自立生活支援事業とい

うのがございまして、これよりも次のページの家

族介護継続のほうがいいかもしれないけれども。

予算と決算の乖離があまりにも大きいのが目につ

くんですよね。このあちこちにある予算と決算の

大きな、10万円とか20万円とか100万円未満ぐら

いだったらしようがないかなと個人的には思うん

ですけれども、あまりにも100万円単位とか違っ

てきたりとかするものに関しては、どのような理

由でこのようなことが起こっているのかというこ

とを教えていただきたいと思っております。 

  次に、同じ地域自立支援事業の257ページ開い

たところの一番上の表に連絡会議というのが介護

相談事業の実施というところにございますが、こ

れは具体的にどのようなことをどのようなメンバ

ーで行っているのかというところのご説明をお願

いいたします。 

  同時に、その１行上、電話相談・対面相談延べ

人数とありますけれども、急に55名減っていると

いうところがちょっと気になりますので、それも

分析して検証したのでしょうから、そこをご説明

いただきたいと思います。 

  また、緊急時通報システム機器設置及び状況、

これ先ほど７名の増員というふうな説明がありま

したけれども、人数自体は変わっていないで、新

規設置台数は確かに７なんですけれども、これ人

数が７なのか、単に機器の更新かなんかで７なの

かというのが先ほどの説明ではちょっと分からな

いので、お尋ねしたいと思います。 

  また、この緊急時通報システムの機器というも

のは、どのような大きさでどのようなときに作動

して、最新のものはいつ入れたものかというとこ

ろを教えてください。 

  次に、家族介護継続支援事業というものが次の

ページの、ごめんなさいね、説明書のほうをベー

スにさせていただきます。258ページのほうで、

３年度からも減っております。４年度から５年度

のときにもまた166名減っております。これは恐

らく３年度から４年度で半減以下になっていてと

いう状況になっております。支給総額もがくんと

３分の１、４分の１近くですよね、これ。ほぼ３

分の１ぐらい減っております。今年は人数減った

にもかかわらず、単価が上がったのかどうか分か

りませんが、支給総額自体はそんなに変わっては

おりませんが、これの分析した、検証した結果等

を教えていただきたいと思います。 

  ちょうどそのすぐ下のところのページがござい

ますので、同じ説明書の、決算書だとここに272

ページとあるので、272でしょうが、地域包括支

援センター運営事業、これの下の表です。地域包

括支援センターの運営状況のところです。２段目

の総合相談のところです、３年度から４年度が増

えてはいるんですが、一昨年度から昨年度は117

名減っております。また、介護保険・介護サービ

スに関する相談も210件も減っております。 

  まず、総合相談というのは、これはどのような

相談をこの中に含めているのか。窓口だけなのか、

それとも電話、ファクス、メール等々、全て含ん
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だものなのかというところをまず前提としてご説

明いただいてから、減った原因というものの分析

がどのようになっているのか。３年から４年は増

えているわけですよね、大体3,700ぐらいから

4,200ですから、約２割ぐらい増えているのかな。

そのような形になっておりますので、教えてくだ

さい。 

  次のページの259ページの生活支援体制整備事

業、これ表の下に、54ページのおかえりなさい！

地域デビュー事業及び67ページの高齢者困りごと

と出ておるので、67ページをちょっと見てみまし

た。 

  67ページですけれども、ここに高齢者困りごと

サポート隊事業とございます。日本工業大学のボ

ランティアの方とかプログラミング・ラボの協力

でスマートフォン相談会等を合わせて延べ800名

弱とありますが、個々のいろんなサポート、ボラ

ンティア等についての詳細がなく、ものによって

は増えているのがあれば、減っていたりとか、持

続するのはどうなのかなとかというのがあると思

うんですけれども、そこのところがどのようにな

っているのかが分かりませんので、かかっている

というか、予算も400万円以上かけているもので

すから、趣旨は非常に賛同するところはございま

すが、そこのご説明をお願いいたします。 

  先ほどから前段の委員でもよく質問が出ました

緊急時のＧＰＳの件なんですけれども、まず説明

書255ページになると思います。 

  認知症高齢者見守り事業、まずこれのＧＰＳで

すけれども、非常に認知度が低過ぎるというとこ

ろが、私の周りでも２人、３人と、父親、母親が

という形があって、町にあるというのは全然、僕

も申し訳ございません、町民でありながら知らな

かったとはあるんですけれども、知らなくて自腹

でつけていた。 

  先ほどご説明あったのでは、機械が大きいとか、

何か信じられないことが説明あったんでびっくり

したんですけれども、僕の友達は、お母さんだっ

たんですけれども、靴の中に埋め込むので、それ

でその靴で、決まった靴しか置いていないので、

その靴を履いて歩いていった。それで家から結構

離れたところに行っているので、急いで知り合い

に電話をして、危なくとんでもないところに行く

前に見つけることができたというのが現実ありま

した。 

  ところが、この先ほどのご説明では、そもそも

そういうふうなコンパクトなものではなさそうな

ので、まず、どのようなものを貸与しているのか。

また、それはいつのものなのか、相当古いのかど

うかというところですけれども。また、探索のＧ

ＰＳの位置情報の発信機の貸与とはありますけれ

ども、これ２件で１万3,200円ですから、6,600円、

年間になると500円ぐらいになりますけれども、

これのデータの通信料というのは含まれているの

かどうかというところをお尋ねしたいと思います。 

  その下の段の高齢者見守りシール交付、これ二

次元バーコードつきの見守りシールとなっており

まして、７名の方がご利用になっていると。僕も

見たことないので何とも言えないんですけれども、

二次元バーコードをスキャンしたらどこにつなが

るようになっているのかというのをちょっと教え

ていただきたいのと、恐らく、僕が勝手に言うの

も変ですけれども、この議員の中でも、執行部、

議会事務局の方でも、このシール、見たことある

人どこまでいるのかなというのが、僕は少なくて

も見たことございません。この説明書の前半の部

分は、５次総に関係あるところは写真とかいろい

ろありますけれども、せめてここのところにシー

ルでもやって、こういうものやっていますよとや

らないと、まずこのシールが高齢者見守りシール
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という普及度の点でも劣るというところがありま

すので、そこのところも含めて、なぜつけなかっ

たのかというところをお尋ねしたいと思います。 

  次に、地域包括支援センター事業のことも前段

の複数の委員の方からいろいろとお話がありまし

たので、ちょっと角度がずれたところになれれば

いいんですけれども、僕なりにちょっと、さっき

とちょっと重複する部分になってしまいますけれ

ども、お聞きしますけれども、以前よりも身近で

なくなったという声を多々聞くんですよね。それ

は遠くなったというのもありますけれども、バス

のもう終点になってしまうので、非常に時間もか

かって面倒だというところを、これは多々聞きま

す。ほかの課でもとむらもそうですけれども、物

によっては動物公園の東口へ行ってから姫宮へ行

って、それで最後に包括支援センターという形に

なるというのが嫌だというのがありますので、そ

このところは企画財政課との調整もございますと

は思いますが、どのような形で利用しやすい形に

するか。 

  また、前段の委員からご提案ありましたように

南北に長い宮代町ですから、２か所つくったりと

かというのも一つの案。確かにお金もかかってし

まいますけれども、人の命とかその辺には代えら

れないところもございますので、そこのところ、

今後、令和５年度まではそういうのがなかったと

いうのは分かりますけれども、だから、今後も含

めて考えているのかどうかというところをお尋ね

したいと思います。 

  あとは前段の委員がお尋ねいただいたので、結

構です。 

  以上でお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（草野公浩君） 健康介護課長の草

野でございます。 

  まず、介護保険の特別会計については、１年度

単位の会計、収支でございます。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  委員の質問にありました介護相談事業、こちら

につきましてご回答させていただきたいと思いま

す。 

  説明書のほうで257ページ、決算書のほうは270

ページになります。 

  介護相談事業の実施ということで、４年度から

５年度、相談件数ですね、電話相談、対面相談、

延べ人数が55件減っていると。それについての分

析、検証、どのような理由があるかと、そのよう

なご質問であったかと思います。そちらについて

ご回答させていただきます。 

  まず、この介護相談事業の電話相談、対面相談、

こちらからの働きかけによる相談持ちかけという

こともございますけれども、住民の方からの相談

を受ける場合ももちろんございます。ほぼメイン

としては、こちらのほうから介護サービス相談員、

こちら会計年度任用職員になりますが、県の研修

を受けた介護サービス相談員というのが５年度は

３名おりまして、この３名で介護認定をお持ちの

方でかつ当年度中に認定が更新、新規、区分変更、

いずれかの認定が出た方でかつケアマネジャーを

契約していない、もしくはケアマネジャーを契約

していてもサービス利用が確認できない、そうい

った方を対象に相談を持ちかけております。 

  要は、認定を持ったはいいが、どういうサービ

スがあるのか、サービス内容、どういうことを使

えばいいのか、そういったことで疑問を持たれる
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方というのが非常に多くございます。もちろん申

請の段階においてもそうですし、調査の段階でも

そうなんですけれども、どういった介護サービス

使いたいですかというお話は当然聞き取りさせて

いただきますが、結果が出るまでに、やはり１か

月以上お時間かかることから、なかなかそのとき

に説明をしても、全て網羅して覚えていらっしゃ

る方というのはそれほど多くはございません。 

  そういったこともあるので、実際に認定を持っ

た後、サービス利用の形跡が見られない方につい

ては、改めてこちらのサービス相談員のほうから、

何かお困り事はないですかと、サービス利用で何

か分からないことはありますか、もしくは介護を

していく上で、ご家族の中で何かご相談はありま

せんかという形で、コロナ禍ということもありま

したので、電話による相談を持ちかけさせていた

だいております。 

  その件数が昨年度434件ということになります

けれども、先ほど申し上げましたとおり、その年

度中に認定の出た方でかつサービス利用が確認で

きない方ということになりますので、昨年度と今

年度で比べますと、全体的に審査会の件数自体も

減っております。なので、55人という人数が減っ

ているのは、対象者、その当年度中に認定を持っ

た方という方が減っていること、また、介護サー

ビス相談はもちろんなんですけれども、それ以外

の手法によってケアマネジャーがついて、こちら

からの相談を持ちかけずともサービス利用につな

がっている、そういった方たちが増えた結果では

ないかなというふうに考えております。 

  当然、住民の方からも相談を受けた際には、相

談員が出勤しているときは対応させていただきま

すし、そうでない場合は職員のほうで対応してお

りますので、そちらについての体制としては、な

るべく万全な体制を取れるように心がけておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  それでは、順を追って回答を申し上げます。 

  まず、説明書の257ページでございます。 

  まず、緊急時通報システムの件のご質問です。

７件、新規が増えているが、利用者変わらないと

いうところのご指摘でございます。 

  こちらは、確かにおっしゃるとおり、新規で設

置したのは７人いたんですが、途中、亡くなった

方、あるいは施設に入所してしまった方、そうい

った減も考慮すると、結果的にプラマイゼロであ

ったというのが実態でございます。 

  それから、２つ目が、同じページの下に家族介

護継続支援事業、通所、おむつの支援でございま

す。 

  こちらが予算と決算が乖離が激しいというとこ

ろのご指摘をいただきました。これまさにおっし

ゃるとおり、ここに書いてある400万円くらい乖

離があります。これは実はおむつにつきましては、

対象者、今ですと要介護３以上とか非課税世帯と

かというルールがありましたが、従前は要介護１

からオーケーだったんです。つまり対象者が多か

った。その多かった時代の予算が800万円台だっ

たんです。今、要介護３に下げるときに、本当は

予算も一緒に削らなければいけなかった。ところ

がですね、それをちょっとこちらでも失念してい

まして、同じような概算要求をした結果、決算で

大きく差が出てしまったというのが実態でござい

ます。 

  ちなみに令和６年度からは予算額を400万円台

にとどめておりますので、乖離が出ないような形
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になろうかとは思いますが、この４年度、５年度、

このあたりというのは、そういう下げるべきとこ

ろが下げていなくて、結果、決算額のときに乖離

が出た、執行残が余ったということでございます。 

  それから、説明書258ページでございます。 

  包括支援センターのご質問で、総合相談とは何

ぞやというところと、相談件数が減っているとい

うところの分析ができているのかというところで

ございます。 

  まず、総合相談なんですけれども、これは言葉

のとおり、もう全ての相談が対象になります。こ

れは来所、電話、訪問、全てに該当いたします。

包括の職員が携わった質問の相談全てカウントし

ております。ですので、4,000件超えてくるとい

うところでございます。本当にもう30秒で終わる

質問もあれば、長引く質問もありますけれども、

いろんなもの全部込み込みでこの件数、総合相談

件数となっておりますが、実際ちょっと相談件数

でいくと117件減っているという数字があるんで

すけれども、細かい解析は申し訳ございません、

できておりません。なぜ117件減ってしまったの

かという理由につきましては、ちょっとなかなか

今、即答できないところでございますけれども、

恐らく、今思うところは、包括支援センターの職

員が度々離職するところがあります。離職してま

た新しい職員が入ると、入替えもあります。そう

いう人が少なくなってしまった時期がちょっと４

年度、５年度というのはあったんですね。そうい

った事情もあって、もしかしたら受けられる相談

件数にちょっと限界があったのかなという、これ

は私の予測でございます。解析ではございません

ので、申し訳ございません。 

  いずれにしましても、総合相談はあらゆる相談

を受けて、高齢者に関する相談を受けてカウント

しているところでございます。これは今後も変わ

らないところでございます。 

  それから、説明書の67ページ、第５次総合計画

にのっている高齢者困りごとサポート隊事業につ

いての話でございます。 

  こちらは、ちょっと説明してほしいというとこ

ろでございますので、中身について概要を簡単に

ご説明してまいりたいと思います。 

  サポート隊事業でございますが、いろいろな団

体のお力を借りて、スマートフォンの普及、相談

会ですね、高齢者の方に利用促進を促すためにも、

スマホの相談会を実施したり、あるいは先ほどの

南団地の件もそうです。助け合いグループの育成、

この場合は、これ５年度ですので、設置に向けて

の動きということになりますけれども。それから、

一番下にも、生活支援の担い手発掘、これは前の

委員の方にもお答えしましたが、12月に行った10

名呼んで１名つながったという、あの講座です。

こういった団体を呼んで助け合い活動につなげる

ためのサポート隊事業というのがこれを総称して、

この第５次総合計画でのせているところでござい

ますので、これがどんどん令和７年度まで続く第

５次総合計画ですけれども、引き続き実施をし、

充実をしていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

  それから、説明書255ページのＧＰＳの件でご

ざいます。 

  これは私からまず最初に訂正をさせていただき

たいと思います。 

  先ほど委員からのご指摘のとおり、そんなに大

きいのかというご指摘で、私ちょっと思い込みが

ありまして、間違って、重たくて大きいものだと

いうふうに回答したんですが、休憩時間中に担当

にちょっと改めて確認をしてまいりましたところ、

大きさはたばこぐらいの大きさだそうです。ただ、

問題点がありまして、これがそうだとすると、こ
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れくらいの大きさではあるんですけれども、かけ

るものがなくて、ポケットに入れたりとかするだ

けのようなので、なくしてしまう方が多い。先ほ

ど委員のほうから靴の中というお話がありました。

それは大変いいものかなと思うんですが、うちの

はセコムで契約しているんですけれども、それは

入れるもの、ポケットにしまうものなので、認知

症の方が必ず持ち帰ってくれるかどうかというの

が不安であると。これ万が一なくすと、弁償とい

うか、セコムに払わなきゃいけないお金が出てく

るんで、そういうのを心配されて遠慮している方

がいるんじゃないかというのが担当の見方でござ

います。 

  なので、私が大きいから云々というのは間違い

でございましたので、この場で訂正をさせていた

だきます。 

  それから、この契約、通信料がかかるかとかい

ろんなご指摘もいただいたんですが、このセコム

の契約については全て単価契約を結んでおります。

発生した際に、使用料であるとか役務費であると

かというものがかかってまいるという契約になっ

ておりますので、その結果、決算額にあるような

額になっているというところでございます。 

  それから、同じページ、255ページの下のほう

に高齢者見守りシールというのがございます。７

人という登録者になっているんですけれども、説

明書のほうに記載がないので分かりにくいという

ご指摘、おっしゃるとおりでございます。ちょっ

と休憩時間中に10倍に拡大したものがこちらなん

ですけれども、これかなり大きく見える、実際小

さいです。これ10倍に拡大していますんで。こう

いうシールを申請した方にお渡しします。人によ

ってはつえとかかばんとかに貼りつける方もいま

す。あとは、洋服に縫いつける、縫いつけるとい

うか、アイロンで上からやるとくっつくんです。

そういうシール、これ２種類の、貼りつけるタイ

プとアイロンでつけるタイプの２種類あるんです

けれども、書かれている内容は一緒でございます。 

  こういうものをお配りしてどうなるかという話

なんですけれども、実際に徘回している方がこう

いうシールをつけていた場合、私たち発見者は、

スマートフォンでこの二次元バーコード、ＱＲコ

ードです、これを読み込みます。ぴっと読み込み

ますと、家族の方に連絡が行くシステムです。当

然、家族に行く連絡先は事前に登録性です。例え

ばおじいちゃんが徘回するからお嫁さんに連絡が

行くようにと言われれば、そこに連絡が行きます。

ただし、個人情報は扱いません。誰がこれに関わ

るか分かりませんので、全てあだ名というか、ニ

ックネームで対応します。例えば徘回するおじい

ちゃんが鈴木ではなくてスーさんとか、分からな

いような名前で登録をして、家族に直接発見者か

ら行くものではなくて、このシステムを介して家

族の方に連絡が行きますので、アドレスがばれる

こともないです。互いのメールアドレスがばれる

こともないので、安心して通報ができる。 

  そうすると、おじいちゃんがいなくなった、こ

のシール、誰かがぽちっと押すと、家族に今どこ

どこにいますというのが来ますので、そこでやり

取りができます。そういうものでございますので、

ふだんはなかなかこれに遭遇することはないと思

うんですけれども、もっともっと広げていきたい

と思いますので、これも周知につながってくるん

ですけれども、委員のおっしゃるとおりですが、

今後ちょっとこの載せ方については検討させてい

ただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

  それから、説明書の258ページでございます。

258ページの包括支援センターのお話です。 

  最近ちょっと身近でなくなった方もいらっしゃ

ると、バスの終点でちょっと行きにくいというご
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指摘、おっしゃるとおりでございます。拠点が遠

いということです。 

  これについては、ご指摘のとおり今１か所しか

なくて、なかなかちょっと遠いところから、端の

ほうから来る方は大変でございます。なので、包

括支援センターのサービスとして、訪問するとい

うのがあります。包括支援センターまで来れない

住民の方がいた場合は、遠慮なく言ってください、

行けませんけど、相談がありますと。そうすると、

包括の職員がお家まで来てくれます。お家に行っ

て相談を承るということで、そこは来れる人は包

括支援センターに行っていただくんですが、来れ

ない方は直接家に来てもらえる、こういうサービ

スもございますので、そこはそういうサービスが

あることでカバーしているところでございます。 

  来年はうまくいけば２か所になりますけれども、

それでも遠い方はいらっしゃいます。バス停から

遠い方もいらっしゃいます。その場合は、遠慮な

く、自宅に来てくださいというふうに言っていた

だければ、訪問させていただいて、細かい相談に

乗らせていただきますので、そのようにご理解い

ただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（加藤智浩君） 介護保険担当主

幹、加藤でございます。 

  ただいま回答した内容の包括支援センターの相

談件数、こちらについて補足をさせていただきた

いと思います。 

  令和５年度、令和４年度で相談件数全体として

117件減ったと。うち一番減っているのが210件、

介護保険・介護サービスに関する相談になってお

りますけれども、こちら恐らくこれは、確実とは

申せませんが、今、鈴木主幹のお話にありました

ように、包括職員がそれぞれの高齢者の方、ご自

宅訪問して相談をする場合というのが当然ござい

ます。そこで、包括支援センター全員出払ってし

まうケースもあるんです。そういったときには、

特に介護保険サービスについては、町に問合せ来

ることが非常に多いです。うちのほうでも説明を

させていただいて、そういう場合はほぼ電話にな

るんですが、お電話させていただいたときに、通

り一遍、ある程度のお話をさせていただいた上で、

より詳細な説明については包括支援センターのほ

うでお話しできますよというお話をさせていただ

くと、電話をかけても留守番電話だったと、もし

くは特別約束しないで出向いたら鍵が閉まってい

たと。いわゆる本当に誰もいない状態になってい

たということになっていまして、そういったこと

で町に相談をいただく方も年々ちょっと増加して

おります。 

  ですので、ここで介護保険に関する相談が減っ

ている原因というのは、そういったこともあるの

かなと。介護保険サービス以外の相談内容につい

ては、町の職員で対応できない部分も非常に多く

ございますので、そういったものについては、う

ちのほうでも回答はせずに包括支援センターのほ

うのほうからも連絡をしておくので、改めてもう

一度ご連絡くださいというような対応にとどめて

しまいますので、それ以外の相談件数がそれほど

減っていないのがそういった対応の形なのかなと。 

  介護サービス相談については、町職員のほうで

も対応が可能な部分が多くありますので、そこの

相談で解決をしてしまったことによって、実際に

相談件数が減ったということも、この210件のう

ちの恐らく私の感覚としては大体月10件ぐらい、

私個人で10件ぐらいこういった相談を受けますの

で、恐らく半分ぐらいはそういった方もあるのか

なというふうに思います。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  今のところは聞きながら疑問なんですけれども、

同じようなことは３年度、４年度にもあったんで

はないでしょうかね。包括支援センターのほうで

はなくて、まず町のほうに来てというのがあった

んではないか、条件が変わったんであれば、数字

が変わるのは分かりますけれども、条件変わって

いないわけですよね、町民にとっては。それで数

字が変わっているというところの検証が、個人的

なご検証をされているのはよく分かるんですけれ

ども、そこのところの検証がなされていない。前

段の一番最初の質問に対しての答弁のところで、

相談件数が減ったのも離職が多かったりとか、職

員が減少したからというところを理由としておっ

しゃっていましたが、それは別にきちんと検証し

た上で言っているわけではないように聞こえてい

るんですよね。例えば職員が当初10名いたのが５

名になって、途中８名になったときは７名になる

とか、そういうふうなものが裏づけがあっての減

少数というんであれば分かるんですけれども、そ

うではなくてあくまでも感覚で、検証していると

いうふうにはとても思えない。こういう言い方は

あまりしたくはないんですけれども、民間じゃち

ょっとあり得ないようなことが次から次へと出て

くるもんですから。きちんと検証してください。 

  また、相談件数に関しましても、人数が減った

のであれば、その分、今まで例えば３人でやった

のが２人になったとしたら、１人分いなくなった、

そこの電話が鳴っていると。そこのところもカウ

ントしてというふうな形でもできるわけですから。

きちんとした数字というものをやったりとか、時

間を増やすとか、曜日を増やすとか、何かしらの

でフォローをしていただきたいなというところが

あるんですが、そこの詳細な検証がどうなってい

るのか分かりません。 

  先ほどのＧＰＳの件は訂正いただきまして、分

かりました。セコムさんでしたか、契約している

のがね。セコムさんとはどのようなご契約をされ

ているのか、ちょっと分かりませんが、そのＧＰ

Ｓの機器を靴に入れるのとか、機種の変更という

形もできなくはないと思いますし、僕の友達に聞

いた限りでは、靴に入れたことに、それは違うも

のでやったらしいんですけれども、靴に入れたこ

とによって近所の方に見つけてもらったというの

もあったりとかして、非常に便利であったという

ふうな、金額は分かりませんよ、聞いていません

から。というふうのを聞いておりますので、ちょ

っと来年度予算に向けては、そこのところも検証

していただきたいと思います。 

  これ予算だけ見るとね、高齢者シールというの

はゼロということですから、もっと予算を、利用

人数２人ということは考えていなかったと思うん

ですよね、利用者数がね。さすがに高齢者見守り

事業全体で20倍ぐらい違うというのは、次のペー

ジの介護給付のもあるから、そこまではないとは、

これ別か。じゃ、20倍、40人予定していたのかな

と勝手に思っちゃうんですけれども、そこまでい

っていないということは、しかも４年度よりも減

っているということは、さすがに僕の友達でもそ

ういうのを使いたくて民間のを使ってというのが

いるぐらいですから、ちゃんとしたものを用意し

ていれば、きちんと町のものを使う人はもっと掘

り起こせばいると思うので、そこのところを今後

予算に向けて、令和５年度のは２人でとどまって

しまったというのは紛れもない事実ですので。そ

このところはきちんとお願いいたします。 

  説明書の257ページです。 
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  家族介護継続支援事業、おむつ支援というふう

に別名言われているとおっしゃいましたが、この

中で、紙おむつとかいろいろとありますが、これ

例えばですけれども、素人考えでごめんなさい、

間違ったら。もう否定して構いませんが、例えば

町民生活課のほうでも防災という観点でいろいろ

と用意をしているのですが、その辺との融通とか

というのはできないものなのでしょうかね。成人

用のおむつもそうですし、シャンプーやら何やら

というのもそうですけれども。そこのところを行

っているのかどうか。いるんであれば、無駄が減

っていくというふうに僕はこれ今、おむつ支援と

いう言葉を聞いた瞬間にちょっと思ったものです

から。ちょっと素人考えで、思いつきで申し訳な

いですけれども、お尋ねしていきたいと思います。 

  あと、先ほどのサポート隊事業で67ページです

か、高齢者困りごとサポート隊事業、確かに細長

い宮代町ですから、北と南１件ずつで合計３か所

とか４か所とか、数が多ければそれはいいんです

けれども、実際問題、人の関係もありますし、サ

ポーターの関係もございますし、一朝一夕にはで

きないのは重々承知しております。また、細々と

いろいろなサービス、相談会等もあるのも承知し

ております。であれば、ものによっては、中心で

役場でもいいですし、サポートセンターもいいで

すけれども、そこでやってリモートでね、例えば

川端公民館でやったりとか、和戸公民館でやった

りとかという形で、近くのところ、ぐるるでもい

いですけれども、そこのところでやるという方法

も併せてやるという考えはあるのでしょうか。 

  先ほどのご説明ではね、サポート隊事業、今ま

での状況で引き続き実施というふうなお話があり

ましたが、今までと同じであれば、今までと効果

は変わらないというふうに僕は思いますので、そ

このところをご回答お願いいたします。 

  あとは、先ほどのＱＲコード、わざわざ持って

きてくださいまして、ありがとうございました。

先ほどご質問したら、すぐにもう持って来ていた

だいて、あのシールの件ですけれどもね。あれな

んですけれども、ＱＲコードは、事前登録された

ご家族に連絡というのは分かりましたが、例えば

ですけれども、僕の友達でも親御さんが宮代にい

ます。子どものほうとか親戚のほうは都内にいた

りとか、福井にいたりとかというのが実際いるん

ですよね。そうすると、すぐに対応はできない。

これ同時に、例えば役場のほうにも、本人のプラ

イバシーの関係がございますから、本人の同意を

得た上で、役場のほうにも連絡をしたりとか、場

合によっては警察もということも、場合によって

はあり得るかもしれませんけれども。複数の登録

というのはできるようになっているのかどうかと

いうのがちょっと僕は先ほどの説明で分からなか

ったので、そこのところをもう一度確認させてい

ただきたいと思います。 

  取りあえずそれお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  まず、包括支援センターの件数の検証等につい

てのご質問をいただきましたけれども、おっしゃ

るとおり検証はすべきところはしていくところか

と思います。今回、ちょっと細かい解析、検証は

していなかったのもですから、今後はそのご意見

も賜りまして、必要な検証はどんどんしていきた

いと考えておりますので、今回はちょっとご理解

をいただきたいと思います。 

  それから、ＧＰＳのところでございますが、実

際どのような契約になっているかというところな

んですが、大きいところでいきますと、セコムの
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職員が駆けつけるサービス、これが１つ、それか

らＧＰＳを使った探索というのが一つ、当然、Ｇ

ＰＳを使った探索についてはデスクの上でやりま

すのでお金がそんなにかかりません。たしか１件、

200円とかそういうレベルの話です。ところが、

駆けつけサービス、例えば徘回者が加須で見つか

りましたというのが分かったときに、いち早くそ

の人を助けたいわけです、その加須にいる徘回者

を。その場合、セコムがたしか１時間幾らかとい

う形の契約だったかと思いますが、駆けつけサー

ビス、現場急行です、その方を確保して、家族の

方にお届けするという、時間で幾らというサービ

スがあります。これが駆けつけサービス、この２

本がメインになっております。 

  機器は基本的に貸与になりますので、それの使

用料云々というのはかかりませんですけれども、

いざ駆けつけのとき、もしくはＧＰＳ探索を行っ

たときに費用が発生する、そういったものでござ

います。 

  それから、おむつの件でございます。 

  防災のほうの関係と融通を利かせているかどう

か、やっているかどうか、まずそこからお答えす

ると、やっていない状況でございます。 

  まず、その理由としましては、今回このおむつ

は大変にニーズがいっぱいあります。細かく、指

定まで大きさも含めて、この大きさでなければな

らないという方がたくさんいらっしゃって、結果

的にもし防災のほうで備蓄しているものと合致す

るものがあれば、融通も可能かとは思うんですが、

本当にこれはもう30品目ぐらいあるんですけれど

も、物すごいニーズが細かいでございます。で、

なかなかマッチングができない。それと、うちの

ほうのおむつサービスは、ご自宅に届けるという

サービスが込まれているんですね、ここがポイン

トでして、単にお店で買えるとかじゃなくて、注

文したおむつが自宅に届くというサービスなんで

すね。これ防災のほうの備蓄品云々となりますと、

なかなか自宅まで届けるというところまではなか

なか踏み込めないところがありますんで、そこの

意味でもなかなか融通は難しいのかなというふう

に思います。 

  それから、サポート隊事業の中、お話でござい

まして、例えば役場の中でリモート等で遠隔で対

応するというのもできるんじゃないかというご指

摘、大変意義のあるご質問かと思います。 

  今の現状につきましては、ご意見として賜ると

いうところで勘弁していただきたいんですが、な

かなかちょっとこの職員を配置してリモートでや

るというまだその体制までは、確立できておりま

せんし、ちょっとまだ道筋ができておりませんの

で、ご意見として賜らせていただきまして、今後

の参考にさせていただきたいと思います。 

  最後に、シール事業でございます。 

  こちらは実は連絡先のルールがあります。先ほ

どのこのシールを読み込んだ場合に、登録する家

族に連絡が行く、これはそのとおりです。ただ、

ルールがあって、60分以内に駆けつけられる方だ

けを登録しています。 

  そうしないと、東京にいる人、北海道にいる人、

何でもかんでも登録しても、結局駆けつけられな

ければ引渡しができない。よって、60分というル

ールを設けています。なので、複数の登録ができ

るか、可能は可能です。60分ルールを満たす人が

複数人いれば複数登録することは可能でございま

す。ただ、なかなか遠くにいる親類まではという

のは難しい状況でございます。 

  それから、役場のほうにも同じような連絡が来

ないのかというところでございますが、実は来ま

す。この会社は家族にも連絡が行くと同時にうち

のほうの健康介護課のメールボックスにも来るよ
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うにシステムがなっています。なので、発見され

ましたとなると、家族にも発見されました、役場

にも発見されましたという連絡が来ます。なので、

町も把握ができる状況でございます。 

  ただ、先ほども言いましたとおり、個人情報は

伏せています。登録しているのはあだ名というか

ニックネームですので、スーさんが発見されまし

たというような形で、誰だか分からない、けれど

も、そういう連絡が来ますので、そういうシステ

ムということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  では、最後、再々質問させていただきます。 

  ＧＰＳ、これはセコムとの契約が駆けつけると

探索というふうな形になっているというところで、

ここのところ聞きたかったんじゃなくて、機械を

どういう契約をやってるのか、途中でもっといい

のが出たら替えられるのか、替えられない期間が

どれくらいなのかとかそこんところを、例えば、

今、靴に埋め込むのが替えられないのであれば、

あと５年替えられませんよとかとなっているのか、

１年となっているのか、そういうふうな類いのこ

とを聞きたかったんですけれどもね。 

  使っていた者の家族によりますと、靴のが一番

本人も意識せずに当たり前に履いてくれたんでよ

かったというのを聞いたもんですから、そこのと

ころをちょっとお尋ねしたかったというところが

ございました。 

  また、包括支援は今後は行っていくということ

で。 

  あと、おむつの件ですけれども、ニーズが多い

というのは、これは子どもの用おむつでも、合う

合わないでニーズが、あとミルクも好き嫌いが多

いというのは別件で聞いているので、確かにニー

ズが多いのは分かりますけれども、先ほどのご説

明いただいたので、ちょっと僕の聞き違い、理解

違いだったらごめんなさい。 

  自宅へ届けるというのは分かるんですけれども、

これ発注というか要望があってから、販社なりお

店なりメーカーなりに連絡をして自宅に届けるよ

うになっているのか、それとも、町のほうでどっ

かに備蓄をしておいてそれに合致したものを自宅

へ届けるのかというところがちょっと分からなか

ったので、お尋ねしますけれども、要はここのと

ころおむつとして、今おむつを代表として、ほか

もあるんでしょうけれども、おむつを代表として

申し上げますと、防災でも何でも、どういう形の

どこのメーカーのどういうおむつというのをあら

かじめ登録しておいて、町としてどれくらい備蓄

しているかというところが、はっきりとすぐに検

索できるように今はできますから、それによって

仮にメーカーに連絡してから自宅に届けるのでな

ければ、町で備蓄するのを届けるという方法であ

れば、そのような形で無駄を省けるのではないか

と、ドライシャンプーとかも含めてですけれども、

というところで、ちょっともう一度ご説明をいた

だきたいと思います。 

  あと、二次元バーコード、連絡先のルール、こ

のルールというのはどなたが決めていらっしゃる

のか、個人名を挙げないとかプライバシーの配慮、

それ非常に大事なんですけれども、これあくまで

も対象者自身は認知症という形になっていますの

で、成年後見人もしくは親族の方が判断せざるを

得ないというところはあるのは承知しております

が、60分以内というのはある意味で合理的だとは

思いますが、その場合に例えば近所の信頼できる

人とか、あとは友人とかというものを親族もしく

は成年後見人の方が希望した場合には、それは例
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えば二親等、三親等以内じゃないからできないと

いうふうになっているのか、それともそういうの

はオーケーなのか。 

  実際僕自身が友人３人で、１人もうこの前、介

護入っちゃったんで抜けましたけれども、何かあ

ったらお願いねという形で連絡が来るようにはな

っていたものですから、そういうふうなのも、友

人であったりとか、でもそれは必要ではないかな

と思っているので、そこのご説明を、まず誰がつ

くった、どういうルールで、それに対して時々は

検証して、このルールでどうですかというふうな、

何回も何回も検証、検証と、この町検証がなされ

ていないので言うんですけれども、検証なされて

いるのかというところをお聞きします。 

  最後に、包括支援の検証も今後行うというふう

におっしゃっていましたけれども、検証を行って

ちゃんと資料なり音声なり残してくださいね。 

  後から検証できるっていうのが検証ですから、

その場で話し合って、ここ駄目だったね、ここよ

かったねでおしまいで、後から問題起こったとき

に検証できなければ、学童保育の件もしかり、進

修館の車しかり、後から検証できないんですから

よろしくお願いいたします。 

  あとそれ、最後の件は、課長の口からしっかり

と検証の資料なり何なりを残すということをお約

束をお願いします。 

  以上です。最後は。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  それでは、ＧＰＳのところからご回答いたしま

す。 

  まず、機械がどうなっているのかというところ

のご質問ですが、実はこちら町のほうは機械に関

しては関与していないんですね。 

  セコムで用意する機械ですので、この機能が備

わっていれば何を使ってもいいですよというとこ

ろなので、もし製造中止のものがなれば、恐らく

新しいものに変わることもあろうかと思うんです

けれども、そこに町はこういう機械にしなさいと

かという指摘はしていないので、セコム次第とい

うところになります。私の知る限りでは、しばら

く変わっていないです。今、機器がずっと変わっ

ていないところでございます。変えることによっ

て金額が変わるということであれば、そのときは

町も意見を言うことがあろうかと思いますが、基

本的には機器類はセコムのほうの商品で賄ってい

るところですので、お任せしているところでござ

います。 

  それから、おむつの件ですね。 

  こちらは契約している実は高橋医科器械店とい

う業者があるんですが、おむつの卸をしている業

者なんですね。ですから、当然その備蓄はその業

者がたくさん持っています。町云々ではなくて、

もうこれ埼玉県内かなりの量のストックがあって、

それで自社のトラックで運ぶという非常に合理的

なことをしているので、高橋医科器械店としては、

町へ前月に発注を受けたおむつを全部自社でそろ

えて、自社のトラックで運ぶというような仕組み

で今やっておりますので、そこに町は関与しない

ところでございます。町のほうで関与するのは、

メニューリストを見直すとか、あとは利用者との

折衝、やめたいとか新しく利用したいとかそうい

った場合は町が関与しますが、いざ始まってしま

うと高橋医科器械店のほうで定期的にお運びする

というような事業でございます。 

  それから、シール事業ですね。 

  まず、60分以内のルール誰が決めたのか、これ

は担当のほうで協議して決めました。どこかで一
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定のルールを決めませんと無尽蔵に登録してしま

っても無駄が多くなってしまうということで、区

切りのいい60分、１時間という区切りを設定させ

ていただきました。 

  今後見直すつもりは、もちろん不便だというご

意見がたくさんあれば見直しすることはもちろん

ございます。ただ、現状不便だというご指摘も特

にいただいていないので、今のところは検討して

いないところでございます。 

  それから、連絡先に友人とか親族を入れること

は可能かというお話ですが、今回、このサービス

の利用申請書は家族の方が申請することになって

います。その家族の定義がその親族まで含まれる

のかというのはちょっと別の議論になってくるん

ですが、基本的に同居している家族の方、その徘

回する方と一緒に住んでいる方が申請するものと

いうふうに町は認識しております。なので、友人

とか親族が同居していれば別なんでしょうけれど

も、多分、友人で同居している人はいないと思い

ますので、親族というところがもしかしたら可能

性はあるかもしれませんが、基本的には同居の家

族ということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○健康介護課長（草野公浩君） 健康介護課長の草

野です。 

  町の事業みんなそうですけれども、検証をしっ

かりしていただきたいというお話なんですけれど

も、もちろん努力はします。努力はします。 

  しっかり記録は何らかの形で残していきたいと

思っております。ただ、事業によってはその検証

すること自体が非常に労力がかかり過ぎちゃって、

決して効果が得られない場合もありますので、そ

の辺は適宜判断をしていきたいと思っています。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  ２点質問をさせていただきます。 

  決算書の271、272ページ、説明書の258ページ、

地域包括支援センター運営管理事業についてお伺

いいたします。 

  こちらの決算額は、この５名の人件費という、

ほぼ人件費ということで伺ってはおりました。そ

の中の内容、運営事業の内容の中でちょっとお伺

いしたいんですが、相談を受けておりまして、そ

の中の説明書の表の中、相談内容の内訳というこ

とで、権利擁護に関する相談とそれと見守り等と

いうことなんですが、こちらのご説明をお願いい

たします。 

  ２点目が、決算書273ページ、274ページの生活

支援体制支援事業についてです。こちらも先ほど

からご説明をいただきましてよく分かったんです

が、その中で、今、姫宮南団地でモデル事業とし

て１件立ち上がったということでこれを運営され

ているボランティアの方々のお気持ちもお伺いで

きて分かりました。 

  そこで、先ほどその中で、会則など規約などは

つくらず、自由にやりたいという気持ち、すごく

よく分かるんですが、何かトラブルがあった際と

いうところを、やはり実際やられている方々で整

備するというのは難しいと思うので、そこを町が

フォローしていただけるような状況になっている

のかというところをお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご
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ざいます。 

  それでは、説明書の258ページ、包括支援セン

ターの件でございます。 

  まず、権利擁護に関する相談と見守り等につい

てのご説明というところでございます。 

  こちら権利擁護につきましては、主には成年後

見制度の件でございます。認知症が進んで自分で

判断できないようになっちゃう場合、親族がいな

い場合、町が最終的には家裁に届出をするんです

が、そういう相談がメインとなっているところで

す。 

  それから、見守り等というところですね。こち

らは、民生委員さんと一緒に包括の職員が同行し

て訪問を行っております。たしか、80歳だったか

な、訪問しているところなんですけれども、そう

いうところで、見守りの中で相談もたくさん承る

というふうに聞いておりますので、そういった、

等が入っていますけれども、そういったものが多

いのかなというところでございます。 

  それから、説明書の259ページの生活支援体制

整備の中で、南団地のお助け隊の件でございます。 

  規約はつくらないと先ほど私も申しましたが、

今のところはそういう状態ですが、何かトラブル

があったとき、そういうときに町が何かフォロー

できる体制を取っていないか。 

  今のところは町がフォローしています。側面か

らサポートしていますんで、例えば、何かプライ

バシーを侵害されたとか、何か住民からトラブル

が起こるようなことがあれば、たまたま今ないん

ですけれども、あれば町のほうでも解決策を見い

だしてあげて、一緒に解決するとかということは

考えられますが、たまたま今のところトラブルが

ないところ、これは幸いなところではあるんです

けれども、これがいつまでも町ができるかという

ところがポイントなんですが、冒頭、前の委員さ

んにもお話したんですが、ずっと宮代町が関わる

ものではなくて、地域に自立してもらう、町は手

を放すというのが将来的な見込みですので、そう

なるとトラブルの解決も現場でやってもらうとい

うことになりますが、いかんせんまだ半年でござ

いますので、トラブルが起きたときの解決までも、

まだノウハウがまだありませんので、万が一、そ

のときは町のほうで助けるような方法を取りたい

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 塚村委員。 

○委員（塚村香織君） 塚村です。 

  説明、よく分かりました。 

  まず、１点目のほうなんですが、この相談内容

に関しては分かりました。本当に先ほどからのご

説明で、多岐にわたって職員の方がいろいろして

くださっているということなんですけれども、こ

の勤務体系というか、そのあたりはどのようにな

っているのか、それが結構負担だったという先ほ

どからのお話で、その辺りの状況のことを少し教

えてください。 

  ２点目なんですが、今は町のほうでトラブル、

もしあった場合ということだったんですけれども、

やはり、もちろん利用されている側もそうなんで

すが、ボランティアをされている側の方を守って

いただきたいというところが一番で、例えば、責

任の所在というところを、まずご利用の前にどこ

にあるのかとかそういう書式、それをつくるのが、

やはりなかなか高齢だとおっくうになったり、そ

の辺の整備というところでのサポートというとこ

ろが必要なんではないかと思うんですが、先ほど

からのお話で最後は自立してというところはもち

ろんだと思うんですが、そのあたりの事務的なと

いうかそういうところがどうかと思うんですが、

ちょっともう一度お願いします。 
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  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  主幹。 

○健康介護課主幹（鈴木健司君） 主幹の鈴木でご

ざいます。 

  それでは、包括支援センターの勤務体系につい

てのご説明をさせていただきます。 

  契約上は、５人で行っていただくという契約に

なっておりますが、欠員が出た場合はその都度募

集をかけるということで、それは了承していると

ころでございます。 

  現在は、確かに５名いらっしゃるんですが、こ

れ決算、去年の段階では、４人の時期が結構長く

て欠員の状態が続いておりました。そのうちの一

人は常に電話番ということで24時間体制で緊急電

話を枕元に置いて寝るような方が必ずいます。で、

残った方々は昼の勤務で総合相談を受けたり、ケ

アプランをつくったりとかという表の作業をする

というところで、それをローテーションを組んで

やる、電話番も日に日に人が変わって、誰かが必

ず電話番をして、訪問する人は誰と決まっている

ようでございます。全てローテーション、だから、

あまりにも人が少ない中でのローテーションです

ので、頻繁に大変な作業が回ってくるというのが、

今までの体系というか実態でございます。 

  それから、南団地の利用者、特に利用する方の

保護というか、その観点で申しますと、現状どの

ように連絡体制を取っているかというところから、

まず回答させていただきます。 

  これは、先ほど、隊員が７人から８人いるんで

すが、グループラインを使って連絡のやり取りを

しています。ただし、個人情報は絶対に載せない

というルールを設けています。例えば、ご近所で

網戸を交換してくれという依頼があった場合には、

依頼があったという事実だけをグループラインに

載せます。個人情報は載せないです。そこはルー

ル一応徹底化しています。 

  もし、助けられる人間がいた場合は、私やりま

すというふうにグループラインに書き込みます。

そうすると最初に話をもらった人が責任を持って

助けられるんで、いついつにしますかというふう

にコーディネートする。で、終わって、最終全員

に報告するんですけれども、特に個人情報は出さ

ない。どこどこの誰さんがというのは一切伏せた

状態で活動を終えるということになります。 

  実際に活動した人は知っていますけれども、全

員が知ることはない、そういう仕組みを今やって

いるんですが、それが必ずしもいいのかどうか、

まだ検証していないので、これからあんまりよく

ないなとなれば、変えていく必要があろうかと思

いますが、まだ途中の段階でございますので、い

いも悪いも言えない状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） なければ以上で質疑を終

了……答弁漏れ……いや、後で個人的に聞いてく

ださい。あとで個人的に…… 

〔「だから、みんなが答弁漏れの状態が正

しいという状態に今なっているわけでし

ょうということを言っているんですよ」

と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はありません

ね。 

〔「そうやってまた無視するんですね」と

言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） なければ以上で質疑は終

了いたします。 

〔「平等にやってください」と言う人あ
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り〕 

○委員長（土渕保美君） これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第40号 2023年度宮代町介護保険特別会計

歳入歳出決算の認定について、本日先ほど審議し

たばかりでございます。 

  改めて、24日に反対の討論を改めてしたいと思

います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 委員長の不適切な運営もあ

りますが、ほかにも今日話し合ったばかりで質問

したばかりで、まだ足んないところもございます

ので、24日の日に改めて、それまで今のところは

反対という形でお伝えしておきます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号 令和５年度宮代町介護保険特別会

計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり

認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数であります。 

  よって、議案第40号 令和５年度宮代町介護保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定されました。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３４分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第４２号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（土渕保美君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第42号 令和５年度宮代町水

道事業会計利益の処分及び決算の認定についての

審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いします。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） こんにちは。

まちづくり建設課の髙橋です。よろしくお願いし

ます。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○上下水道室主幹（高橋暁尋君） 上下水道室主幹

の高橋です。よろしくお願いします。 

○施設担当主査（冨田満晴君） 上下水道室施設担

当主査、冨田と言います。よろしくお願いします。 

○経営総務担当主査（齋藤智子君） 上下水道室経

営総務担当主査、齋藤です。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（土渕保美君） 本件については、既に本
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会議において説明済みですので、直ちに質疑に入

ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくよう、よろしくお願いします。 

  歳入歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  ありませんか。 

  ないようですので。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  １点目は、決算報告書の19ページ、業務量が出

ております。ほとんど前年度と比べてマイナスに

なっています。これについてのご説明をまず伺い

たいと思います。 

  特に下のほうの有収水量なんですけれども、

332万3,300立方メートルということで、これも前

年度と比較して、４万3,121立方メートルという

ことなんですけれども、この減になっている理由

は節水機能の高い機器の普及とか給水人口も考え

られる、影響があるんじゃないかというふうな見

方もあるようなんですけれども、これについては

町として、担当としてどういうふうに捉えている

のかお伺いしたいと思います。 

  また、その同じページの下の営業収益では宮代

１丁目地内のマンションの建設ということであり

ましたが、これは何件分になっているのかお尋ね

いたします。 

  それと、前年度の水道基本料金の免除を行いま

した。これは、もちろん国の創生金を使っての減

免なんですけれども、これは独立採算制ですよね、

もちろん水道。でも一般会計に入れられるという

その根拠、それについてお示しいただきたいと思

います。 

  それから、このように軒並み業務量がマイナス、

そういう中で、６ページに戻りますけれども、営

業収益は６億6,400万と前年度と比較しても8.4％

の増となっています。これについての評価、お示

しいただきたいと思います。 

  それから、15ページ、決算報告書の15ページな

んですけれども、この下のグラフを見て昨年度の

経常収支比率は111.5％で、確かに100％を超えて

いて健全な経営を行っていると、そのことを示し

ているということなんですけれども、そういった

点では、去年はどんと落ちていると、その辺の理

由についてもお示しいただきたいと思います。 

  ５点目は、よく宮代町新水道ビジョンというふ

うに言われます。監査委員さんの最後のところで、

現在見直しを行っていますがというふうに言って

おりますけれども、ここで23ページで最後のほう

でキャッシュフロー計算書等々があるんですけれ

ども、宮代町新水道ビジョンでは今後も利益を超

える更新費用が発生することが予想されるという

ふうにも言われましたけれども、当面更新費用と

は何を指しているのか、その点も併せてご説明い

ただきたいと思います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。 

  ページ19の業務量につきましては、給水人口が

昨年度に比べて６人、給水件数にしては150件、

年間給水量は３万8,787立方、１日最大給水量は

298立方というふうになっておりまして、人口の

ほうが減っておりまして、先ほどの水道ビジョン

のほうで平成30年度に策定したものを検証したと

ころ、やはり人口は落ちていく傾向にあっており

まして、今年度、そういったビジョンのほうでそ

の統計を見たところ、やはり同じような傾向にな
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っているということでビジョンの流れと同じふう

に、もう人口は減っていく様相に入っているとい

うことが判断できました。 

  その中で、人口については僅か６人です。給水

件数については150件で、誤差みたいな感じでご

ざいますけれども、年間給水量にしては減ってい

ると。１日最大給水量、こちら１年間の平均なん

ですけれども、298立方と減っていると。皆さん

が使っていただく水量も減っているということが

表させております。当然、平均水量も同様でござ

います。年間受水量につきましては、配水量とか

合わせたり、あと井戸が４年度とかに壊れたりし

ていましたので、年間件数の受水量については、

こちらのほう減ったおかげで、その下のほうの受

水率が85.8％ということになっております。あと、

有収水量につきましては、皆さんが水道を使って

いただいたメーターの水量ということでございま

して、こちら４万3,121立方全体で減っておりま

すので、人口が減少していくという傾向が見てと

れると思います。 

  また、有収率につきましては、皆さんからいた

だいた有収水量と１年間に送っている年間給水量、

上から３行目のところを割ったものでございまし

て、こちらについては見方としましては、率が高

ければ効率よく無駄な水が送られていないという

ことで表しているものでございます。なので、若

干、0.3ポイントでございますけれども、一応ち

ょっとこちらのほうは、漏水会社とかの話したと

ころのちょっと誤差の範囲ではないかということ

で、若干１年における水のトータルの流れとして

は、ちょっと傾向としては分からないということ

で伺っております。 

  続きまして、ページ13のほうでございますけれ

ども、こちら経理の状況の宮代１丁目のマンショ

ンの建築ということで、マンションにつきまして

は72件の給水、部屋の水道分担金の申込みがあり

まして、既存権利を除くものとして、2,706万円

ほどの収入がございました。 

  続きまして、ページではないんですけれども、

免除のほうにつきまして、こちらのほう、根拠と

しましては国のほうの臨時交付金があります。活

用したことにより、使用者の方に対して減免を行

ったところでございまして、水道のほうの原資で

やっているものではございませんので、ご理解い

ただきたいと思います。 

  続きまして、ページ６の8.4％の増ということ

でございますけれども、こちらにつきましては給

水収益としましたら、４年度につきましては２回

の減免をやりましたので、こちらのほう収入が減

っているものでございます。４年度に比べたら、

3,733万円ほどの増となっております。 

  また、分担金につきましては、先ほど言ったマ

ンションの収入とかがありまして、昨年に比べた

ら1,540万円ほどの増となっております。宮代１

丁目のマンションにつきましては、臨時収入とい

うふうに我々のほうでは捉えているものでござい

ます。 

  あと、すみません、こちらの分担金につきまし

ては、新規でマンションとかアパートとか建つと

いうことでございますので、今後につきましては

人口が増えるという見込みはございませんので、

さほど増えていかないかなというふうには我々の

ほうでは想定しております。 

  続きまして、ページ15のほうの経常収支比率に

つきましては、先ほどの減免の話につきまして、

令和４年度につきましては２回の減免を行ったこ

とにより、料金収入が減ったことにより落ちてい

るものでございます。令和５年度につきましては、

１回の減免をやっておりますので、その辺のとこ

ろで水道の基本収入が増えたということで、４年



－３９５－ 

度に比べたら若干増えているところでございます。

ただし、令和３年度にはそういったものをやって

おりませんので、本来であれば令和３年度ぐらい

にやらなくてはいけないところを減免をやったこ

とで、令和３年度に比べたら若干減っているとい

うことでご理解していただければと思います。 

  続きまして、23ページでございますけれども、

まずこちらのほうでございます。一番下の資金期

末残高10億7,288万8,000円ほどになるんですけれ

ども、期首に比べたら、期首が11億7,008万円ほ

どでございまして減っている状況でございます。 

  なお、そこから４つぐらい上のところの建設改

良企業債、３億3,200万円を投入しておりますの

で、実質こちらの期末残高としましたら、６億

8,000万ぐらいというふうに考えて捉えていいか

と思います。 

  また、今後につきましては、全ての水道の施設

を更新していかなければなりません。浄水場、配

水場、あと老朽管の更新と多額の膨大な資産がご

ざいます。そちらを計画的に修繕とか更新してい

かないと、皆さんに水道を送ることができなくな

りますので、その辺はご理解していただきたいと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  決算報告書の19ページの関係で、有収水量なん

ですがこれが減っています。確かに給水人口も減

っていますけれども、人口そのものは大したこと

ないですよね。ただ、給水件数等々を含めますと、

だんだん大きくなっているわけなんですけれども、

監査委員さんの言うように節水機能の高い機器の

普及というのはそんなに宮代では多いんでしょう

か。その辺の傾向について、再度お尋ねいたしま

す。 

  それと、営業収益の関係で宮代１丁目地内のマ

ンションは臨時的だ、そのとおりだと思います。

で、これは本来、100％でどれぐらいの件数なん

でしょうか。参考まで伺います。 

  あと、昨年度の分担金収入が多いというところ

は、どこなんでしょうか。百間１丁目とかその辺

も入るんでしたか。やはり、マンションも大きい

んですけれども、その辺の状況についても、収入

源がどうだったのかお尋ねします。 

  あと、国からの臨時交付金を使って減免、水道

料金、基本料金の免除を行ったということなんで

すけれども、これはやはり、41年ぶりの物価高騰

とか言われています。ですから、電気代、電気、

水道とかこういったものは、災害と言ってしまう

と大げさかもしれませんけれども、やはりそうい

う捉え方をしないと、やっぱり一般会計に繰り入

れてそれを使って水道基本料金の免除はできない

のか、その辺の理由づけですよね。 

  これまでは先ほども言いましたように、水道は

独立採算制だ、何か言うとすぐ、やはりこういう

ふうに住民が困っているときには一般会計からの

繰入れもできて当然なんじゃないかなというふう

に思うんですけれども、その辺の導入できる根拠

ですよね、それはどうしてなのかもう一度伺いた

いと思います。 

  あと、決算報告書の６ページの関係で、マイナ

ス材料がいっぱいあるんですけれども、とにかく

営業収益は給水収益も７％増、分担金も臨時等々

も入ったにしても26.8％増、もう一方で、その他

営業収益は減っているんですね。この辺の理由に

ついてはどうなのか、その点も伺いたいと思いま

す。 

  それから、決算報告書の15ページの関係で、昨

年度の経常収支比率は上がりました。令和４年度
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だけがこういうふうになりました。先ほども言わ

れましたけれども、通常だと令和３年度からそん

なに変わらないところだったと思うんですけれど

も、これは井戸の故障とかもありました。そうす

ると、県水は減ったんですよね。一方では井戸も

減りながら、県水のほうはどうだったんでしょう

か。 

  先ほどこれは誤差の範囲だとかって言っていま

したが、私、間違っているかな、それは誤差の範

囲ですかというふうに聞きたいんですが、どうな

んでしょうか。 

  あと、町の新水道ビジョンとの関係で、人口減

もそうなんですけれども、どういうふうに見直し

を図っていくんでしょうか。人口減、それから節

水とかそういうのも、普通予期しますよね、普通

は。その辺で新水道ビジョン、昨年で６年目を迎

えるんでした。その辺での見直しというのはどう

なんでしょうか。どういう目標を持ってやってい

くのか。途中そういうふうな予想ができなかった

というのはできないわけはないと思うんですね。

ですから、その辺で大きな変更が余儀なくされた

というときには、どういうふうになされるのか、

その点伺いたいと思います。 

  それから、申し訳ありません。先ほど１問目で

お聞きしたかったんですけれども、今、宮代配水

場のところに配水池築造工事ですかね、やってい

ますよね。これは、いつ頃完成されるんでしょう

か。その完成予定についてもお尋ねします。結構、

皆さん近くの人もあれは何だという人が多いんで

すけれども、その辺についてもお尋ねします。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） ページ19ページ

の業務量に関する節水の機器の導入ということで、

そちらにつきましては、ちょっと我々のほうでも

各家庭に節水機器、例えば洗濯機とか食洗器、ト

イレとかどのくらい入っているのかというのはち

ょっと把握はしてございません。 

  ただ、製品上、そういったものに切り替わって

おります。例えば、トイレですと昔は20立方、大

のほう流していたんですけれども、今だと数リッ

トルで済んでしまうんですよね。また、食洗器に

ついても、手で洗っていたときに使う水の量より

もはるかに少ない量になっているというふうに聞

いております。そういった生活の利便性を皆さん

求めていますので、必然的に使う量は減ってきて

いるのかなと。当然人間ですので、無駄を省くと

いう行為でございますので、これはもう仕方がな

いものだと思っていますし、我々としてもそうい

った形態に追随というか合わせていかないといけ

ないと考えております。 

  あと、次につきまして、２番目のマンションの

ほうでございますけれども、部屋の戸数としては、

70戸というふうに聞いております。一応、申込み

とかで72件、外水栓とかがございますので、そう

いったもので最終的には70部屋入るということを

聞いております。 

  また、次の申込みにつきましては、説明のほう

ですと、令和４年度に比べて1,500万ほど令和５

年度が増えているというちょっとご説明をさせて

いただきましたので、令和４年度に対して増えて

いるということでございます。 

  あと、続きまして、物価高騰の免除につきまし

ては、こちらについては国のほうの補助金が出て

おりまして町のほうでやったということでござい

ます。ただ、水道のほうの企業会計のほうは、基

本的には水道使用量とか分担金とかで経営はして

いかないというふうに地方公営企業法とかで決ま

っております。 
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  また、一般会計からの繰入れ基準とかが総務省

のほうから出ておりまして、そのルールに基づい

て事業を行っているところでございます。 

  ちなみに一般会計の繰入れ基準につきましては、

基本的には災害とか、あと耐震化とかに含まれる

ものが対象となっております。また、職員としま

しては、児童手当とかが含まれておるものでござ

います。そのため基本的には、物価高騰とかの免

除につきましては、国のほうでそういった補助金

を出したときには活用していきたいなと考えてお

ります。 

  続きまして、ページ６の７％の増につきまして

は……すみません……営業収益につきましては、

５億7,000万ということで給水収益については水

道料金の基本料の減免を１回ということで、４年

度は２回ということですので、増えたということ

になっております。 

  分担金収益につきましては、先ほど言ったマン

ションとかの増えたということでございます。そ

の他営業収益につきましては、例えば、その他の

手数料につきましては、指定給水装置工事の指定

の手数料、あと指定工事店の更新手数料、給水装

置工事の設計審査工事検査手数料といったものが

収入になっておりまして、そちらについては、昨

年度に比べたら32万5,300円ほど減っております。 

  また、その他営業収益の中の雑収益につきまし

ては、下水道使用料の徴収事務委託料、農業集落

排水使用料徴収事務委託料、こちらについては下

水と農集のほうの水道使用料のための事務のため

の費用ということで、そちらの会計から頂いてい

るものとかが含まれております。 

  また、飲料水兼貯水槽といいまして、一般会計

のほうからスキップ広場とか東姫宮１丁目とか、

あと須賀小の下にある耐震貯水槽の維持管理費、

あと消火栓の維持管理費とかが入っていたりとか

します。使用済みの水道メーターの売却代として、

114万円ほど収入とかが入っておりまして、その

もろもろで昨年度に比べますと、67万6,785円と

減っておりまして、若干100万2,000円ほど減って

いるものでございます。 

  15ページのほうの県水が減った影響というのも

費用としてはございます。すみません、こちらが

15ページの経常収支比率のほうでございますけれ

ども、県水が減ったことによる資費用が減ったこ

とによって経常収支比率が増えたという傾向、要

は支出が減ったことによって収支比率が改善した

という影響もあります。 

  続きまして、19ページの有収率ですかね。業務

量の一番下有収率、誤差の範囲ということで、こ

ちらについては専門家、ちょっと町全体の１年間

の水量とあとメーターの使用水量の範囲でござい

ますので、こちらについてもちょっと相対的な判

断ということで専門家のほうからはそういうふう

に誤差の範囲というふうに聞いておりますので、

その辺についてはちょっと検証のしようがないか

なと思っています。ただ、漫然とした漏水という

のは、やっぱりあるのかなということで、水道の

ほうの水の効率的な運用が少し悪くなったのかな

という考えもございます。 

  ただ、こちらにつきましては、ちょっと89.8と

か89.5という高いところの位置でございますので、

今後もちょっと漏水とかは継続的にやっていき、

改善を図っていきたいと考えております。 

  新水道ビジョンの見直しとかにつきましては、

これからの方向性とかを見るものでございます。

現段階での傾向等を踏まえて、今後の物価の上が

りとか下がり、そういったものを相対的に判断し

て今後の方向性を決めるものでございます。相対

的なものでございますので、例えば、大きな変化

については、ビジョンの中では難しいとは思うん
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ですけれども、実行の範囲、予算とか決算とかで

実際に我々執行がやるところの範囲の中では、多

少の弾力というかそういったものはやっていける

とは思うんですけれども、ビジョンの大きな方針

としては変える予定はございません。立てたもの

で方向で水道のほう耐震化とかこれから皆さんの

ほうに安定的に供給する水を持続的にやっていく

ということで進めさせていただきたいと思います。 

  最後に、宮東配水場の２番目の配水池の築造と

いうことで昨年度から発注しまして、今年が２年

目となっております。一応、こちらのほう３年を

かけてやるというところで、今のところ工事のほ

うは順調に進ませていただいて特に大きな問題も

なく、やらせていただいております。一応、来年

度に完成する予定となっております。こちらのほ

うができますと、最新の築造物ということで耐震

化も有していますので、一番最初の耐震化を有す

る配置となりますので、今後の地震対策とかにも

有効だと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 分かりました。丸藤でござ

います。 

  それでは、再々質問させていただきます。 

  国からの臨時交付金の関係ですが、私はそれな

りに、何というんですか、それなりの解釈があっ

て一般会計に繰り入れて、それで減免するという

ふうなように取ったんですけれども、ですから今

回のこの物価高騰についても、先ほども答弁で災

害だとか地震とかそういうのがあった場合は、も

ちろんそうなんですけれども、今回のこの物価高

騰もそれに近いものなのかなというふうに拡大解

釈していいのかなというふうに思ったんですけれ

ども、それは違うということで、単なる国の補助

金だということで理解しました。 

  それであと、15ページの関係で経常収支比率が

高くなっていますけれども、県水が減って、それ

で経常収支比率が上がっているというのは本当に

皮肉なんですけれども、私はこの県のほうもそう

ですよね、今回の県水の値上げについては、やは

りこれまで造ってきたダムとか、そういうのもや

はり過大なものを造ることによって県民にも影響

を与えると。そういう意味では県水というのは、

ある程度、もちろん県側からすれば使ってもらわ

ないと困るわけですよ。 

  県水は高いからということで、これは何か決ま

りみたいのはあるんでしょうか。どうしてもこれ

だけは県のほうから受水しなければいけないとい

う、そういう枠みたいのがあるのか、それをどう

しても受水しなければいけないのか。その点、先

ほどみたいな井戸の事故があったとかそう理由が

ないと避けられないのかどうか。その点もう一度

お願いしたいと思います。 

  それから、２番目の配水池築造工事、これはそ

うすると予算関係では、令和４年、５年、６年と

いうことで３か年に分けて造られるわけですかと

いうことで確認したいと思います。 

  それと最後になりますけれども、新水道ビジョ

ンというのは、そうするとあくまでもこれは長期

ビジョンであって、具体的にこういうふうになっ

たからってどうだっていう、そういうやつではな

い、そういうふうに理解していいですよね。 

  ですから、町の基本計画もそうなんですけれど

も、しょっぱなから人口増が間違っちゃうと、も

うガタガタというような感じになるんですけれど

も、水道ビジョンについても、これはあくまでも

計画、目標であって、必ずしもそうはいかないと

いうことで、見直しというとすごく大げさになる

と思うんですけれども、そういうビジョンではな

いということで理解してよろしいでしょうか。 
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  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。まず、県水を使わなければいけない

かというと、簡単に言いますとそういうルールは

ございません。 

  ただ、井戸につきましては、地下水くみ上げる

ものでございますので、まず県のほうの地下水を

くみ上げるほうの容量とかに引っかかってきます。

また、なぜかと言いますと、７大公害の一つとし

て地盤沈下というものがございまして、例えば今

でも久喜のほうでは、地盤沈下の水道の井戸をく

み上げて沈下しているのじゃないかという何か議

事録も見たんですけれども、一応宮代のほうです

と今のところ確認しているところ、華蔵院ですか

ね、そのところで埼玉県のほうが測量しておりま

して、今現在のところは特に沈下が進んでいると

いう状況ではございません。 

  なので、もう一つ理由とございまして、今の宮

代の井戸の浄水した水を送ってしまいますと、今

まで４割、６割、７割、８割と県水のほう比率を

上げてきたんですけれども、８割ぐらいになって

ようやく水質の苦情というのがかなり減りました。

それまで結構なところで、水が汚いとか停滞して

いるとかというご連絡があって、職員のほうで毎

週のように洗管作業とか直営でやっていたりとか

しましたので、現状、今８割以上何とか保てるの

かなという状況でございます。 

  そのため、現状を考えますと、水質のことを考

えると井戸のほうをこれ以上増やすというのは難

しいと考えております。また、今後の資産統計に

よりますと、今やっているビジョンのほうですと、

井戸のほうで、例えば井戸の導水管とか井戸のポ

ンプ、浄水の急速ろ過器その他接触池とか混和池

とかそういう設備があるんですけれども、そうい

ったものを更新していくと費用がすごく高くなっ

て、県水を導入したほうがいいんじゃないかとい

う試算も今出ているところでございます。 

  一応、今の状況ですとそういう状況でございま

すけれども、更新とか多額の費用をかけなくて現

状のまま使える、費用をかけずに使える状況であ

ればなるたけ使っていこうかなというものが私の

ほうの考えでございます。 

  ただ、どちらにしましてもこれから人口が減っ

てきて、人手がなくなっていきますので、それを

維持管理とか管理をしていくのが最終的には人の

ことで判断しなくちゃいけませんし、人で操作し

なくちゃいけませんので、そういった人手、要は

働き手が取れるかどうかというのも今後考えてい

かないといけないと考えております。 

  そうなるとやはり、県水とかで集中してつくっ

ていただいたのを買ったほうがいいかなというふ

うな考えもございます。なので、３番目の回答、

新ビジョンの絡みもあるんですけれども、こちら

についても今後そういったもので、一応今回、６

年経過してしまったんですけれども、こちらにつ

いてはちょっと県水とか、最近の物価高とかでち

ょっと検討の情報が入ったりとかしましたので、

ちょっと今の時点で水道ビジョンのほうの見直し

しておりますので、ＰＤＣＡのサイクルというこ

とで５年単位ぐらいを考えて今後も見直していき

ます。 

  そのため、いろいろその方向性については、そ

の時点時点で多少の修正なりとかチェックしなが

らやっていきたいと考えておりますので、これが

絶対というわけではございませんけれども、ある

程度の方針を示していくものというもので捉えて

いただきたいと思います。 

  最後に、宮東配水池の築造でございますけれど
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も、５年度から発注して、６年度、７年度の今６

年度でございます。 

  ３年の継続費ということで予算を取らせて、や

らせていただきましたので、その５年度は５年度

分のでき方の支払いとか、６年度は６年度の支払

いとかを工事の進捗を確認しながらやっておりま

すので、ご理解していただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  １点質問させていただきます。 

  19ページの業務量のところなんですけれども、

先ほどから前段委員のほうが人口が減っているこ

とをどう考えるとか、そういう質問あったと思う

んですけれども、人口が減っていくのは今すぐど

うこう言えるところではないと思います。 

  その中でそれこそ命に直結する水道水をつくっ

ていくために、私はこの宮代町、この小さな町で

よくやっているなと３月の予算のときにも賛成討

論させていただいたんですけれども、宮東の配水

場も８億、たしか予算でかけているということを

お聞きしておりまして、かなり大きな事業をやっ

ていて、でも、ちょうどタイミング的にも今年初

めにあった能登の震災のときに全国で水道という

ものが見直さなきゃいけないというふうになって

いるときだと思うんですね。 

  それで、水道管もこれからずっと取り替えてい

かなければいけない中で水道料を下げるというの

は、私本当にナンセンスだなと思っているんです

ね。その中で、じゃ、どうしたらいいのかって私

は思うんですけれども、奪われたシェアを取り返

すというか、今、この節水、節水、なぜか矛盾が

あって、使ってほしいけれども、節水を促してい

るというところがあるんですけれども、先ほど言

いました洗濯機とか食洗器とかトイレとか、それ

はもう民間のほうで努力して節水になっていて、

皆さん絶対、それ買われると思うんですよ。 

  それで、もう一つ民間のほうで今すごく営業努

力をしているのが、飲み水だと思うんですよね。

昔からペットボトルの水があって、今、イオンだ

とかそういうところに行くと置き型の、ずっと継

続して使う飲み水を配送してくれる、あれを本当

に毎週のように営業しているんですよ。 

  結局、やっぱりペットボトルを買いに行くのも

大変だということで、それを契約されたりとか、

されていたりするんですけれども、どっちにして

も、飲み水、買われているんですよ、皆さん。 

  本当だったら…… 

○委員長（土渕保美君） 野原委員、端的にお願い

します。 

○委員（野原洋子君） それで、そういった私も前

買っていたんですけれども、今、浄水器にしまし

た。浄水器というのは水道水を使うじゃないです

か。町から民間の企業がそれだけ努力していて、

町が町でつくっている水道水を飲んでいただくと

いう、そういった方向の努力はされないのか。 

  安心、安全なのは分かっているんですけれども、

やっぱり、味というものがあったりとかするので、

そういったものに対して何か町として努力してい

るところはありますか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ちょっと、飲み水の飲料水、水道水の味という

ことで努力しているかと言いますと、正直、ちょ

っと努力する、ちょっと難しいかなと思っており

ます。 
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  どうしても、県水だと川の、利根川、江戸川の

水を浄水してやっておりまして、今、あと宮代の

ほうですと地下水をくみ上げて急速ろ過といって

砂を通してろ過するんですけれども、基本的に県

のほうも同じようなろ過してやっているんですよ

ね。 

  その中で、高度浄水というのを県のほうは導入

する予定でございます。実際に、今、新大久保浄

水場とか新三郷のほうはもう導入している、新大

久保は今年終わるのかなという状況でございます。

ただ、ちょっとその中でほかの浄水場、行田とか

吉見とか、あと庄和浄水場も導入する予定となっ

ております。 

  自分のほうが新三郷のほうの浄水場に見学に行

ったときに、そちらの水を飲んだら本当においし

くて、味がしないといいますか、何というか、購

入したペットボトルの水と同じ味がしていました

ので、今後、県水のほうがそういった高度浄水を

導入していったら、ペットボトルに負けないぐら

いの水になると思っております。 

  すみませんけれども、以上です。それぐらいし

か回答はできません、現状では。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  今、味だけ言ったんですけれども、今飲み水に

関してはいろんなものを求められる時代で、例え

ば、とにかく宮代の水道水を使っていただきたい

ということであれば、ペットボトル買ってきたど

こかのところから持ってきたという水ではなくて、

浄水器とか、今置き型であっても水道水をくんだ

のをそこに入れて浄水するタイプの置き型とかあ

るんですけれども、そういうものを例えば町で勧

めるとか、衛生組合で何というんですかね、生ご

みの機械を勧めているような感じで、そういった

方向性とかこれから考えられないのかなと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。 

  そういった機器、浄水器とかのお勧めというこ

とでなんですけれども、まず我々の水道のほうで

すと水道法に求められた水質基準を、満足した水

道を送るというのが前提でございます。 

  浄水器につきましては、個人のほうの嗜好とい

いますか、そういったものになりますので、町の

ほうからはそういったものを提案するということ

はございません。 

  ただ、浄水器にしろフィルターを使っておりま

すので、ちょっと定期的に交換していただきたい

なと思っています。過去に水が出なくなったとい

うことで苦情を受けて行ったら、浄水器のフィル

ターにびっしりゴミが詰まっていて水が流れなく

なったということもありますので、その辺は使っ

た人の責任というか、採用した人の責任がござい

ますので、町のほうとしてはそこまではちょっと

ＰＲする予定はございません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） すみません。どうしても水

道水を飲んでいただきたいと思って、ちょっと思

いが入ってしまったんですが、お答えありがとう

ございました。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） お疲れさまです。佐藤でご

ざいます。 
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  数点お尋ねしたいと思います。 

  まず、先に聞いておいて、回答を考えやすいよ

うなところを先に申し上げますか。 

  まず、19ページになるのかな、今前段委員とか

も出ておりましたし、また、そちらの執行部の方

からもご説明がありました節水器具等の導入があ

ったんで減ったのではないかというときに、食洗

器とかトイレというふうな例を出されましたが、

これはデータを取った上でのことなんでしょうか

ね。感覚的なものなんですかね。 

  例えば、学校のトイレでも節水タイプじゃない

トイレは幾らでもありますし、役場の多分和式の

トイレなんていうのはそうだと思います。うちで

数年前に13リットルだったのを3.6かな、に替え

ましたけれども、そのときいろいろと調べて、特

にトイレが多いから教育推進課にも話をしたんで

すけれども一遍にはできないということで、それ

もデータをきちんと取っていない。感覚的なもの

じゃなくてきちんとデータを取った上で節水機の

導入、節水型食洗器であったりトイレであったり

というふうに発言するのですれば分かりますけれ

ども、もう大本の役場や学校できちんとやられて

いないものを理由にされても全然説得力がないん

で、そこんところを、きちんと時間、最初に聞い

て差し上げますので、きちんと答えてください。 

  次に、これ聞くのが正しいかどうか分からない

ので、間違ったら委員長、止めてください。 

  最低料金をもうちょっと立方数を減らすとかと

いう形のことを聞いちゃってよろしいんですかね。 

  ごめんなさい、基本料金。 

  その考えがあるのかどうかというところをちょ

っと気になったんで、違っていたらいいです、答

えは。僕がちょっとどこで聞いていいか分からな

いのでお尋ねしているだけですので。 

  次に、前段の委員もお話ございました新水道ビ

ジョンですね。 

  これ平成39年までというふうになっております

けれども、当然、できたとき、つくったとき、作

成したこの新水道ビジョンですけれども、平成30

年となっておりまして、当然、横町だったりとか、

無印だったりとか、東武ストアだったりとかこれ

からできるコンビニや何やらも何も入っていない

状況で、要するに前提がどんどん時代が流れるの

で変わっていくわけですよね。人口もこの頃を想

定したのがどんどん減っていますと。 

  であるならば、第５次総合のときも僕お話しさ

せていただきましたけれども、もう10年でやると

いうふうなのをつくったから、10年後につくり直

すんとかじゃなくて、もう必要なちょっと現実と

の乖離があったら、もうできるだけ早く迅速に動

かないと、時代に取り遅れてしまうだけだと思っ

ているんですよね。 

  これ５年度決算に関係あるかどうか別になるの

は承知して申し上げますけれども、例えば、行田

市なんていうのは、第４次総合ビジョンを新しい

市長になってやり直したということもありますし、

そこのところの考えを、これ課長どのようにお考

えなのかお尋ねします。 

  次、上水道の下水道もそうなんですけれども、

更新状況、ちょっとこれ、僕がちょっと耳にした

ので、一番古いのはまだ昭和40年代のものもある

というふうにはお聞きして、それが正しいかどう

かは分かりませんよ、お聞きしたんです。いずれ

にしても、一番古いのはいつ頃なのか。それと40

年代、50年代、少なくとも昭和の30年分ぐらいは、

どれぐらいのものがあって、いつ頃やるのか、更

新をするのかという、進捗状況みたいなものをざ

っくりで構いませんので、金額とともに示してい

ただけたらと思います。 

  そうでないと、先々のが、幾ら宮東が造りまし
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たとかいっても、それを運ぶところが途中で漏水

しちゃったりとか、場合によってはマンホールで

ボーンとなったりとかいろいろあったりとか分か

りませんけれども、そういうのがあったら意味が

ないわけですから、そこのご説明をちょっと僕が

…… 

  失礼、ごめんなさい、上水道の更新です。上水

道も古いとちょっとお聞きしたもんですから、そ

こをお尋ねしたいと思います。 

  あと、15ページのところで、決算報告書の15ペ

ージで、上のところの第１段落のところが気にな

ったんですけれども、先ほど、ご説明では僕の理

解不足だったらごめんなさい。水道料金の免除は

国の交付金でオーケーというふうに先ほどの前段

の丸藤議員の再質問の答弁だったかな、におっし

ゃっていたんですけれども、この文面も第１段落

の最後のところを読むと、本年度も水道基本料金

の免除を行ったことにより給水収益が減少したこ

とによるもの、これの結果が90.52％になったと

いうことなんですけれども、交付金で賄ったんで

あれば、ここのところが埋まるのかなと勝手にち

ょっと、理解不足だったら説明お願いいたします

と思ったんですけれども、そこのご説明をお願い

したいと思います。 

  あと、６ページの、ＣＳだったかな、そうです

損益計算書、ＣＳのほうで２番の営業費用、これ

の５番の資産減耗費、これ令和５年がちょっと僕

手元に僕のがなくて、前書いたんで、令和５年は、

なしだったのが477万2,438円というふうに計上さ

れておりますが、これ僕が確認間違ったら、ほか

の年度にはなくてこの年に出てきたのかどうかと

いう説明をお願いいたします。あとは大丈夫かな。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。 

  ページ19に関連する節水機器のデータとか取っ

たのという話でございませんけれども、各家庭に

あるものでございますので、取れるものではござ

いません。 

  ただ、いろいろそういうメーカーの工業会とか

で、過去の昭和の40年とか50年とかでつくってい

る例えば洗濯機とかトイレとかで、例えばトイレ

だと20リットルぐらい使っていたのが、現在つく

っているやつだとそういう３リットルとか６リッ

トルとかとなっていて、大体皆さんそういう製品

で置き換わっていくものでございますので、相対

的にやはりそういったものになってきますから、

全体的に減っているのもちょっと数字としてはこ

ちらとしては把握しているものでございます。 

  ただ、それが絶対かというと、統計を取ってい

るわけではございませんけれども、やはり日本全

国的にそういうふうに言われておりますので、そ

ういうふうに我々のほうとしても解釈はしている

ところでございます。 

  続きまして、２番目の基本料金とか最低水量と

かの話でございますけれども、こちらにつきまし

ては、ちょっと今後水道料金のほうをちょっと今

後の更新費用とかを含めたり、物価高でトータル

的にもう費用が上がっていたりしますし、収益の

ほうも若干ずつ下がっておりますので、そういっ

たものを含めてちょっと料金改定の検討をしたい

と考えております。 

  一応その中で、そういったものについて検討し

ていきたいなというふうに考えております。ただ、

どうなるかについては、その審議会とか検討の中

で決めていくことでございますので、今時点では

ちょっと申し上げることはできないと思います。 

  続きまして、水道ビジョンのほうにつきまして
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は、迅速にということでやれればいいんですけれ

ども、ある程度統計を取った上で、方向性を決め

ていかないといけませんので、一応、ＰＤＣＡで

今の計画の中でも大体５年周期でやりましょうと

いうふうなことがございますので、その５年周期

をベースにしてやっていかないと、１年、２年で

その統計を取っていてもなかなかちょっと方向性

というのは出てこないと思います。そのため、あ

る程度の期間でやりたいと考えております。 

  また、昭和の時代の管路が残っているかという

ことでございますけれども、ちょっと今の水道ビ

ジョンのほうですと、ちょっとお手元に皆さんな

いかとは思うんですけれども、一応、その辺につ

きましては、グラフとかございますので、そちら

のほうでご確認していただきたいと思います。 

  今後、そういった管も直していきたいと考えて

おりますけれども、まずは重要給水の場所、例え

ば病院とか避難場所、あと主要な施設とかのとこ

ろの水道管について優先的にやっておりまして、

その後にそういった残りの管をやっていきたいと

考えているところでございます。 

  続きまして、決算書の15ページの料金回収率

90.52％の件につきましては、こちらにつきまし

ては、基本料の減免をやりますと、入ってくる財

布の場所が変わってくるんですよね。こちらの料

金回収の中ですと、例えば、営業収益、ページで

言うと決算書の24ページ、通常ですとこちら24ペ

ージの給水収益の水道水使用料に普通入ってくる

んですけれども、こちらの下の営業外収益、下か

ら３番目ぐらいのところに、雑収益のその他雑収

益というところがございまして、基本料、下から

３つ目のところの基本料金の免除実施に伴う一般

会計補助金ということでこちらのほうに入ってく

るということになりますので、先ほどの15ページ

の料金回収率のところの計算上には入ってこない

ものでございますので、悪化するという状況にな

っております。 

  続きまして、資産減耗費につきましては、ペー

ジ６ページでございますね。こちら、２番目の営

業費用の５番目の資産減耗費ということで、477

万円ほど計上させていただいております。こちら

は更新工事をやったときに、古い施設とか水道管

とかを撤去するものでございます。その撤去した

残存価格をこちらに上げるものでございまして、

昨年度につきましては、5,118万円ほどを上げて

おりまして、4,640万円ほど昨年度に比べたら更

新したものが少なかったということになっており

ます。 

  資産価値につきましては、大体耐用年数、超え

ているものが多いものでございまして、残存価格

としては５％ぐらいしか残っておりませんので、

そういった結果になっております。 

  また、ちょっと繰越しとかもあったり、あと例

えば対象の工事で浄水場とか配水場とかの電気設

備とかの更新とかやりますと、そういったものに

ついては額とかが上がってきますので、そうした

更新した内容によってこちらについては多寡が出

るものというふうにご理解していただきたいと思

います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁求めます。 

  課長。 

○まちづくり建設課長（髙橋勝己君） まちづくり

建設課長、髙橋でございます。 

  先ほどのビジョンの更新についてなんですけれ

ども、室長のほうからもお話があったかと思うん

ですけれども、短期間で見直しを行ってもそれほ

どの効果がないということは確かだと思っており

ます。 

  計画については、10年計画でありますけれども、

間を取った５年で見直しをするというような形で
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考えておりまして、ただ今回につきましては、県

水のほうの値上げがあるであろうという話もあり

ましたので、多少遅れての見直しというふうにな

っておりますので、こちらにつきましては見直し

についても委託等で行わなければ数値等を拾えな

いところもありますので、その辺、時代の流れに

早く対応したいというのはあるんですけれども、

やっぱりお金のかかることでもありますので、そ

れなりの期間を見ながら更新をしたいというふう

に考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 

  今の水道事業の件ですけれども、お金がかかる

と一番最後のところ言いますけれども、いつやっ

てもお金がかかることなので、できるだけ返りが

少ないうちにやったほうがかかるお金も少ないと

は思うんですけれども、要は10年も待たずにやる

べきではないかというところの観点が非常に抜け

ているんじゃないですかね。前提が変わっている

わけですよ、平成30年と。そこのところは全く考

慮されていないというふうに言わざるを得ないと

いうところをまずは申し上げておきます。 

  答弁漏れに近いと僕は思いますが、先ほど更新

状況のことをお尋ねして、皆さん持っていないで

しょうと新水道ビジョンのことをおっしゃいまし

たけれども、それでも取りあえず昭和40年、50年、

60年代のほうはどれぐらいの距離が残っていて、

幾らぐらいかかるか、それぐらいは答えられるは

ずだというふうなことをお尋ねしたので、まず答

弁漏れのほうを片づけてください。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  ちょっと答弁漏、申し訳ございませんでした。

幾らぐらいかかるだろうというような、こちらの

新水道ビジョンのほうですと、年間４億4,000万

ずつ更新していかないといけないという結果が出

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 毎年５億4,000万というこ

とですか。それで、昭和のが全部なくなるという

ことなんですか。いつまでかというところがない

んですけれども。 

○委員長（土渕保美君） すみません、勝手に答弁

しないように。再質だかどうだか、もう再質にな

りますので。 

○委員（佐藤将行君） 再質じゃないですよ。最初

のときに、40年、50年、60年ぐらいは、昭和のく

らいは言ってくれというふうに伝えました。 

○委員長（土渕保美君） 室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。 

  すみません、こちらの更新につきましては、実

使用年数でやるということで、ダグタイル鋳鉄管

ですと80年ということで、長くて80年です。150

キロぐらいありますので、すぐにこういうものは

できません。なぜかと言いますと、皆さん水道を

使っていただいていますので、水道を工事によっ

て使えなくなるということはいけませんので、や

はり使っている間は、例えば仮設の配管、もしく

は道路上にスペースがあれば、横によけて配管し

たりとかします。当然水が流れている状況で管を

つなげてやりますので、そういった特殊な装置と

かの導入とかしなくちゃいけませんので、かなり

多額の費用がかかりますので、計画的にやらなく

ちゃいけないのと、あとはそれをすぐにやってし
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まいますと、もう費用が幾らあっても足りません

ので、水道料金がかなり上がるということになり

ますので、計画的にやっていくということでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

した。 

  迂回させたりとかして更新するときがかかると

いうのは、専門家の方からもうちょっとお伺いし

たことあるので、非常に分かりますので。ただ、

やはり古いものですから、いつ漏れとか使えなく

なるというのがありますので、それを不安がって

いる方もいらっしゃいますので、ぜひ前向きにや

っていただきたいと思います。 

  先ほど質問のときにちょっと抜けてしまったと

ころで、29ページの固定資産明細書というのがご

ざいます。電話加入権23万6,800円と、これ、何

台なのか分からないですけれども、今１台分、大

体1,500円とかもう質屋さんでも何でも資産とし

てそこまでないんですけれども、いつまで昔の金

額でやっているのかなというのがちょっと気にな

っております。どこかの時点で現状に合わせたよ

うな形でやるべきではないかなというふうに思っ

ておりますので、そこのところはどのように考え

ているのかというところを、これで最後にさせて

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷です。 

  ページ29の電話加入権につきましては、年度当

初の現在高、その当時の権利金ということで購入

しているものでございます。 

  今後につきましては、例えばこの電話加入権を

売却するとかというのはちょっとあり得ませんの

で、今のところこちらを更正するという考えはご

ざいません。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑は。 

  鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 鈴木です。 

  15ページなんですけれども、料金回収率とある

んですけれども、この計算式を教えていただけま

すか。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  こちらの料金回収率につきましては、19ページ

と20ページをお願いしたいと思います。 

  こちらの19ページの一番下の有収水量１立方当

たりの供給単価、こちら、料金を頂いているほう

の有収水量で割っているものでございまして、

172.45円。これに対しまして、次のページの有収

水量１立方当たりの給水原価ということで、

190.51円となっております。こちらを割ったもの

で90.52ということでございます。 

  ちなみに供給単価割る給水原価でございますの

で、今時点ですと逆ざやという状況でございます

ので、経営的にはよくないという状況でございま

す。こちらをやはり100％以上にやっていかない

といけないのが本来の経営でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木次男君） 今ので令和３年度が105％

を超えているというのが理解できたんですけれど

も、普通なんですか、料金回収率というと、請求

した金額に対して回収できた金額が幾らという形
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になるので、使った水の割合とあれじゃなく、だ

と思うんですけれども、料金的にはそういう未回

収の金額というのは何件ぐらいあるんでしょうか

ね。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  すみません、補足しますと、こちらにつきまし

ては、料金回収率につきましては、こちらでつく

った費用とお客様から頂いた費用ということで、

あくまでも経営としてもらっている額と出してい

る額の比率でございます。もらっていないお金と

いうものではございません。ただ、宮代の水道に

つきましては、料金回収率、議員さんのおっしゃ

っているのは、99.99％皆様から頂いております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 泉でございます。 

  ３点質問させていただきます。 

  まず、１点なんですけれども、工事のほうでま

ず17ページのほうになりますが、17、18ページ、

宮東配水場無停電電源装置工事、それから第２浄

水場ナンバー４、５配水ポンプ盤突出電解度要変

換機更新工事、そして第８水源取水ポンプ更新工

事と３点あるんですけれども、上の１点目と３点

目が令和４年度という名称がついていますので、

これは繰り越して工事が行われているかというこ

とをお伺いします。 

  この工事なんですけれども、これは何か問題が

あって行われたのか、それとも問題はないけれど

も更新する期日が来たからこういう工事をしたの

かということをまずお伺いいたします。 

  それから、２点目なんですけれども、21ページ

になります。 

  下の層の表ですね、令和５年７月12日で令和５

年度漏水調査業務委託ということで、これ、宮代

町全域を行ったということでよろしいんでしょう

か。以前は部分的に決めておいて、その場所でや

っていたんですけれども、５年度は宮代町全域を

漏水工事されたのかということをお伺いします。

この調査をして何か問題があったところは、修理

工事をしたのかどうか。見ているとどこにも漏水

したところの工事は行っていないと思うんですよ

ね。表記されていないような気がするんですが、

調査のみを行ったのか、1,232万かけて行ったの

かということをお伺いします。 

  あとは、取りあえずすみません、もう時間ない

ので、その２点でお願いします。 

○委員長（土渕保美君） ここで休憩いたします。 

  再開は５時20分といたします。 

 

休憩 午後 ５時０３分 

 

再開 午後 ５時１６分 

 

○委員長（土渕保美君） 再開いたします。 

  それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書の17ページ、まず、令和４年度宮東配水

場無停電電源装置と、あと、令和４年度第８水源

取水ポンプ更新工事ということで、こちらは両方

とも繰越し工事となっております。 

  17ページの令和４年度の宮東配水場の無停電電

源装置工事につきましては、落雷がありまして、
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そちらの落雷による故障により修繕したものでご

ざいます。 

  第８水源取水ポンプ更新工事につきましては、

こちらにつきましては、もう一つ、第９水源の取

水ポンプのほうが故障しまして、同年代、同時期

につくったものでございましたので、同じように

後発的に工事を出して、繰越ししたものでござい

ます。 

  すみません、21ページの漏水調査でございます

けれども、こちらにつきましては、宮代町全域の

ところを修繕したところでなっております。こち

らにつきましては、決算書の26ページの一番上に

修繕費とありまして、こちらの給排水管修繕費ほ

かというところで漏水箇所のほうを直しておりま

す。修繕箇所としましては90か所ということと、

漏水調査としましては、令和５年度については68

か所、こちらの調査委託のほうで発見したという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 泉委員。 

○委員（泉 伸一郎君） 工事のほうは分かりまし

た。ありがとうございました。 

  １点だけ再質問させていただきます。 

  こちらの漏水工事ということで、アクアテック

（株）関東営業所さんで1,232万円でやっていた

だいたということなんですけれども、この漏水調

査なんですけれども、これは普通の調査のやり方

をされていたんだとは思うんですね。調査の方法

といたしまして、例えば愛知県豊田市、こちらが

まず最初にされていたんですけれども、その後宮

城県で県挙げて11市町と、福島県の相馬地方広域

水道企業団、こちらのほうで人工衛星を使って漏

水調査をするということをされております。 

  また、最近では、岐阜、羽島市というところで、

人工衛星で漏水調査、時間と費用を大幅に削減。

羽島市は本年度から地中にある水道管の漏水調査

に人工衛星の画像を活用しており、従来と比べて

時間と費用を大幅に削減している。いろいろ書い

てあるんですけれども、ここでやめます。 

  こんな形で人工衛星とかを使って漏水調査をす

るということもあるんですけれども、これに対し

て何か調査とかされたことがあるか。また、今後

町としても考えていくことがあるかということを

お伺いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  衛星に使ったその漏水調査というものを我々の

ほうも知ってはおります。ただ、面的に広範囲で

やらなければ、ある程度意味がないと思っており

ますし、その調査によってある程度の場所で、こ

この辺が漏水しているということで、最終的には

こういった基本的な漏水調査で確認するという内

容になっております。ただ、衛星を使ったりする

って面的なものでございますので、例えば広域化

とかで広域化の検討会の中でそういう各自治体が

協力してやっていこうという話になってくれば、

そういったところでは乗っていきたいなというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  山委員。 

○委員（ 山妙子君） 山です。お願いします。 

  私も漏水のことをお聞きしたいと思います。 

  前段委員が聞いてくださった答弁にもありまし

た。それで、漏水は道路とかもあると思うんです

けれども、個人のお宅で出ていることもあると思

うんです。漏水に関しては、監査委員の意見書の
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中に漏水のことが書いてありまして、それで今答

弁してくださったところは、26ページの一番上の

修繕費になります。意見書は３ページの真ん中辺

です。意見書の中に、漏水箇所の改善に取り組む

ことを期待しますということで、今までもずっと

すごく漏水のところを一生懸命町のほうやってく

ださっているので、それで道路とかやってもらっ

ているところがあるんですが、先ほど申したよう

に、個人で漏水になっているんじゃないかとか、

監査委員さんの方が言ってくださる件数、結構皆

さん、家が古くなってきているんですけれども、

そういう個人の件数とかというのは分かるのか、

お聞きいたします。あと、道路とか大きいところ

と、そしてそういう個人民家というんですかね、

そこをお願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  こちらの漏水調査につきましては、５年度につ

きましては68件、調査で発見したんですけれども、

全て本管からメーターまでのところの、俗に言う

個人の取り出し管の給水管のほうで発見するもの

でございます。 

  また、検針員さんとかで見つけるのは、例えば

水道を使っていない状態で水道メーターが回って

いるときには漏水のおそれがありということで、

こちらのほうは投函とかしてお知らせをしており

ます。ただ、その件数につきましては、統計的に

は取っておりません。ただ、個人のお宅のところ、

家１軒のデータがございまして、そこの備考欄と

かにそういった記録とかは入れております。ただ、

それを集計できるかといったら、今は個人情報と

かの絡みがあるので、統計は取れないものでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 山委員。 

○委員（ 山妙子君） 統計は取れないということ

なんですけれども、さっきも市が言ったように、

古くなってきたりしていて、その数というのは増

えていくのか、そのあたりどう考えているか、お

願いします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  当然、年々、年数たってきますので、老朽化と

いうのは進んできます。当然危険度は増してきま

すので、必然的に増えていくかなと思います。と

りあえず今のところはこういうことしか答えられ

ませんので、ご理解願います。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） ないようなので、なけれ

ば以上で質疑は終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第42号 2023年度宮代町水道事業会計利益

の処分及び決算の認定について、反対の立場から

後日討論を行います。 

  今日は審議が終わったばかりでございますので、

後日、24日にまとめて討論をしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 
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○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。 

  本日いろいろと質問させていただきまして、ど

うもありがとうございました。 

  今日聞いて今日お答えいただいたものか、まだ

消化できておりませんので、少なくとも全て納得

したというわけではないので、全部納得できたら

賛成なんですけれども、そこまではいっていない

ので、現時点では賛成ではないという意味で反対

ということで、24日までにいろいろ調べたりして

考えさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第42号 令和５年度宮代町水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数であります。 

  よって、議案第42号 令和５年度宮代町水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定されました。 

  これで続けていきます。 

 

──────────◇────────── 

 

◎議案第４３号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（土渕保美君） 続きまして、本委員会に

付託されました議案第43号 令和５年度宮代町下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

の審査を行います。 

  本日出席している説明員の紹介をお願いいたし

ます。 

  本件については、既に本会議において説明済み

ですので、直ちに質疑に入ります。 

  なお、答弁に当たっては、所属、氏名を述べて

いただくようよろしくお願いいたします。歳入、

歳出一括して質疑をお受けします。 

  質疑はありますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ３点についてお伺いします。 

  まず、決算報告書の10ページに、下水道事業全

体として純利益が出されております。7,603万

8,000円、これは前年度比で56％の増となってお

ります。これについてどのように評価されている

のか。 

  それから、もう一つは、決算報告書25ページの、

これは農業集落排水事業のほうですが、職員給与

が令和４年度から令和５年度にかけて減っていま

す。これは職員の異動もあったのかどうか、その

辺についてお尋ねいたします。 

  それから最後ですが、26ページの企業債があり

ます。公共下水道につきましては、当初、地方債

の残高がもうどんどん借りて、どんどん普及率を

上げようということで、地方債も多く借りました。

残高が30億8,100万円となっています。もちろん

公共下水道ですから、計画的な施設の更新もしな

ければいけませんが、一般会計の場合は利率につ

いてちゃんと書かれていますが、下水道について
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は分かりません。やはり無駄な経費はかけないと

いうことで、これまでも借りた地方債については、

高い利率についてはなるべく早く返していく、そ

ういう方法も取られたかと思うんですけれども、

公共下水道についてはどのような形でその辺は行

われているのか。その点お尋ねしたいと思います。 

  以上、３点。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  決算書のページ10の純利益とかの観点からのお

話ということで、当年度純利益、下から４行目に

なるんですけれども、7,600万ほど入っておりま

す。その代わりに、例えば３番の営業外収益他会

計補助金で１億5,300万ほど一般会計から繰り入

れたりとかしております。 

  また、雨水の事業につきましては、一番上段か

ら２行目ですけれども、営業収益の２の雨水処理

負担金で2,300万ほど入っておりまして、そちら

を差引きますと、一般会計から繰り入れして事業

が成り立っているということが分かると思います。

こういった一般会計から繰入れしているというこ

とで、健全的な経営を地方公営企業としては、下

水道使用料で本来ですと賄っていかないといけな

いところを、こういった補塡でやっておりますの

で、いずれはこういったものを改善していかなけ

ればいけないと考えております。 

  続きまして、25ページにつきましては、職員の

給料としましては、農業集落排水事業につきまし

ては、職員として１人分のほうを事業として職員

のほうを充てさせております。こちらについては、

異動によって代わったということのご認識という

ことでございます。 

  26ページの企業債につきましては、こちらにつ

きましては、41ページ以降に各企業債の内訳とい

うか、項目が今借りている額を全て記載させてお

ります。こちらの中に利率とか入っております。

過去に平成20年前後に繰上償還というものをやっ

ておりまして、当時の国の政策として５％以上の

金利のものについて繰上償還できるということに

なっておりまして、そちらを使いましたので、

５％以上の債権はないという状況でございます。 

  また、国のほうにも要望しているんですけれど

も、５％以下でもやってくれないかという話があ

るんですけれども、最近ちょっとまた金利とかが

上がってきましたり、安いものでございますので、

その辺については国のほうはそういった制度は出

していない状況でございます。 

  こちらのほうの下水の普及の際に、いっぱい多

額の費用を借りてやっている中で、徐々に返し終

わってきておりますので、ゼロにはならないにし

ても、今後につきましては、ポンプ場とかの機械

設備とかの更新とかありますし、また、いろいろ

耐震化とかもありますので、そちらのほうでまた

若干の起債を借りて事業を進めていくという形に

なります。 

  なお、下水道のほうにつきましては、企業債と

かにつきましては、一般会計の交付税とかの対象

の措置になっておりますので、そういった制度が

ありますので、有効に活用していきたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、最後の１点だけ再質問させていただ

きます。 

  公共下水道事業については、ちゃんと利率が入

って見落としました。繰上償還の件なんですけれ

ども、確かに新しい利率は、50ページ見ても分か
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るように、もう0.8でその前は0.15とか、もう桁

違いですよ。だから忽滑谷さんが言ったように、

５％以上については、以下についても繰上償還を

これは求めるべきだと思うし、こんなにどこが基

準になるかと言ったら、そこだと思うんですよね、

今の金利等考えて。少なくとも３倍も違うわけで

すから、この辺はどうなんでしょうか。当然ほか

の自治体においても繰上償還させてほしいという

ふうな要望等々も出ているかと思うんですけれど

も、その点の推移状況、もう一度お願いしたいと

思います。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  繰上償還につきましては、こちらでも要望は出

しているんですけれども、あくまでも国の財源で

やることでございます。こちらの繰上償還をやる

に当たっては、国のほうに改善計画とか経営計画

とかを出さないといけないものでございます。当

時はそのようにやらせてもらいまして、それを承

認もらってやったというところでございます。 

  なお、今現在５％より下に下げるという国の基

準はございませんので、繰上償還を行えないとい

う状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。再々質

問です。 

  それは分かりますけれども、諦めちゃ駄目なん

ですよ。だから町村議会とかあらゆる機会で繰上

償還をしてほしいという声を上げていかないと、

やっぱり動かないと思うし、そういう意味ではど

うなんでしょうか。ほかももうまるっきりほかの

自治体も諦めちゃっているんでしょうか。それと

も、先ほど申請ということなんですけれども、こ

れは交付税との関係で、もう一方では交付税、こ

れに見合った交付税をもらうための方法もあるか

と思うんですけれども、そういった点ではどうな

んでしょうか。 

  以前あったのは、今も要求でやってもらうとい

うのが筋だと思うんですけれども、そういった点

ではほかの自治体との歩調もあると思うんですけ

れども、最後ですので、その点答弁願いたいと思

います。 

  以上。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  繰上償還の緩和については、ほかの自治体も求

めていますので、毎年のように県全体、各自治体

全体で出しているところでございます。 

  また、地方交付税とか全てこちらの制度につき

ましては、国が定めているものでございますので、

例えば下水道の起債については、その下水の起債

に対応した地方交付税の措置とかあります。そち

らについても、制度設計については国でやってい

ますので、我々のほうとしては制度設計について

活用して運用していくということしかできません

ので、それについては有効に活用していきたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございます

か。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 佐藤でございます。よろし

くお願いいたします。 

  簡単なところになってしまって申し訳ないんで

すけれども、先ほど上水道のときもお尋ねしまし
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た古い配管のことにつきまして、昭和40、50、60

年代に関しての距離及びそれを更新するための金

額、また、進捗、いつ頃までにそこの、少なくと

も昭和の分が終わるのかということについてお尋

ねします。 

  あと、次に、今のと同じになってしまうんです

けれども、企業債のところで、一番高いのがざっ

と見た限り4.75というのは、来週の25日に償還、

一周期が来るので、これは別といたしましても、

一番低いのが0.04％というのが48ページにあるん

ですよね。ここに合わせるとは言いませんけれど

も、ある程度金額と、あと利率の関係で、要する

に利息が高いようなところに関しましては、いろ

んな方法で多分自治体と連携するなり、あとは財

政的に苦しいところを優先的に認めるようにする

なりとか、何らかのアクションを起こさないと、

言うがままでこのまま進んでしまいますので、駄

目もとでいろいろと町のためにできる限りやって

いただきたいと思うのですが、そのようなお考え

はあるのかどうか。特に、平成の初期の頃、一桁

の頃なんていうのは、２％、３％ですから、そう

いうところのをきちんとやっていただきたいと思

うんですが、下水道室としてはどのような形で考

えているのか、お尋ねいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  下水道のほうの配管とかの年代別のほうは、今

手元にございません。ただ、下水道につきまして

は、水道管みたいに常に圧力がかかっている管で

はございませんので、悪いところを部分的に直し

ていくという工法は取って、それによって長寿命

化するというものになります。そのために今後、

管渠の中をカメラとか入れて調査して、どこか不

具合あるかどうかを点検とかしたりして、それを

見つけながらの直す方法になってきます。そのた

め、今現在だと、更新したらというところの費用

については出ていない状況でございますので、ご

理解願いたいと思います。 

  また、企業債のほうの41ページとかの利率のほ

うでございますけれども、こちらにつきましては、

あくまでも国の制度でございまして、国が認めら

れたらできるという、正式に言うと繰上償還とい

うやつでございまして、こちら、通常の例えば１

件１件を一括して返す場合については、将来の利

子を含めた全額を返さなくちゃいけないというも

でございます。先ほど言っていたものは、そうい

ったものが免除されるという制度でございまして、

国のほうで今そういった制度を５％以下のものに

ついては出していないものでございますので、先

ほどの繰り返すようになりますけれども、各自治

体と協力してそういった制度の緩和を求めていき

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） 佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） どうもありがとうございま

す。 

  今の企業債のところ、政府資金とか民間資金と

いうのは分かるんですけれども、ごめんなさい、

不勉強で、機構資金というのはどういうふうな形

なのか、正確に教えていただきたいと思います。 

  あと、先ほどちょっと漏れたんですけれども、

32ページの令和５年度宮代町下水道事業収益費用

明細書（農集）とあります。一番下から４行目の

地域手当、これは何名にどういった趣旨のものを

支出しているのかというところ、さっきちょっと

お聞きし忘れたので、お尋ねします。 

  あと、今ご説明ございました、上水道と違って

常に圧力がかかっていないというのは承知してお
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りますが、ただ、昨今の、昨今といってもかなり

たちますけれども、ゲリラ豪雨だとか何とかで、

そのときには例えば僕が以前越谷市で聞いたのは、

50の配管でも葉っぱやら何やらって30ぐらいしか

排水量がないから、それであふれるとかいろいろ

聞いてはいるんですけれども、そのような形でや

はり早めにやっておかないと、ゲリラ豪雨的に一

気に来たとき、また、この役場近辺も漏水とかで

排水が追いつかないということは多々あるという

ふうにお聞きしておりますので、そういったとこ

ろはどのようにお考えなのか、この３点お尋ねい

たします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（土渕保美君） 答弁を求めます。 

  室長。 

○上下水道室長（忽滑谷 和君） 上下水道室長の

忽滑谷でございます。 

  機構資金につきましては、地方公共団体金融機

構という組織がありまして、そちらから借りてお

るものでございます。確か地方自治体のほうが元

になって何か組織しているものと記憶がございま

す。申し訳ございません。 

  あと、地域手当につきましては、すみません、

32ページでございますけれども、こちらにつきま

しては、職員１人の費用ということになっており

ます。職員に向けての地域手当というものがござ

いまして、公務員の手当としてはそういうものが

ございますということで、ご理解していただきた

いと思います。 

  こちらについては、私、うろ覚えで申し訳ない

んですけれども、職員のここにいるところの地域

割の確か手当というふうに聞いております。公務

員の東京都とか埼玉とか各ところでいると思うの

で、その地域の物価に合わせた手当だという、間

違っていたら申し訳ないですが、その辺は総務課

のほうにお願いしたいと思います。 

  ゲリラ豪雨でございますけれども、ゲリラ豪雨

の件につきましては、この間の下水道のほうの幹

線環境のほうにカメラ調査を入れまして、今年度

そちらの箇所を直したりとかしております。今後

ほかの地区について、幹線以外のところとかもカ

メラ調査入れる予定でございますので、逐次それ

を発見次第、直していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（土渕保美君） ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（土渕保美君） なければ、以上で質疑を

終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  議案第43号 2023年度宮代町下水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、今審議した

ばかりでございますので、24日、改めて討論をし

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

  佐藤委員。 

○委員（佐藤将行君） 先ほど上水道と同じように、

今お尋ねしてお聞きしたところ、ほかにもちょっ

とあるんですけれども、納得まではいっていない

ので、とりあえず現時点では賛成はできないとい

うことで、反対で。当日賛成になるかもしれませ

んが、今日は反対ということでいきます。 

○委員長（土渕保美君） 次に、賛成討論の発言を
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許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 賛成討論なしと認めます。 

  次に、反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（土渕保美君） 反対討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号 令和５年度宮代町下水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（土渕保美君） 起立多数であります。 

  よって、議案第43号 令和５年度宮代町下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定については、

原案のとおり可決及び認定されました。 

 

──────────◇────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（土渕保美君） 以上をもちまして、本委

員会に付託された決算の審査は全部終了いたしま

した。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、全ての決算の認定について、私にご

一任願いたいと思います。 

  これにて、決算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ５時５０分 

 


